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はじめに

○離島は、我が国にとって、領海や排他的経済水域等の保全、海洋資

源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、多様な再生可能
エネルギーの導入及び活用などの観点から、極めて重要な役割を
果たすとともに、豊かな自然・文化を有しており、優れた観光・教育・
スポーツの場でもあります。

○ しかしながら、離島をとりまく環境は、著しい人口減少や高齢化が急
速に進展するなど、依然として厳しい状況にあります。このような中、
令和５年４月１日には改正離島振興法が施行され、今後１０年間の
離島振興の在り方が示されました。今後は改正法の趣旨を踏まえ、
より一層、各種離島振興施策に取り組んでいく必要があります。

○ また、平成２９年４月１日には、いわゆる「有人国境離島法」が施行さ
れ、有人国境離島地域の保全・維持についても、なお一層取り組ん
でいく必要があります。

○本支援メニュー集は、島の活性化を担う地方公共団体職員や事業者
の皆様を対象に、離島で活用できる国の支援メニューを関係省庁と
連携し、とりまとめたものです。

○特にご要望の多い、「産業活性化」「観光振興」「人材育成」「施設整
備」「医療介護」に加え、「デジタル」に関する国の支援メニューの主
なものを掲載しています。

○本支援メニュー集が、今後更なる離島の振興を推進していく上での
参考となることを期待いたします。

内閣府 総合海洋政策推進事務局
国土交通省 国土政策局 離島振興課
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Ⅰ 「離島振興対策実施地域」向け、
「特定有人国境離島地域」向けの支援メニュー
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「離島振興対策実施地域」向け
（本土と比べ、離島に対して手厚い措置のある支援メニュー）

こども家庭庁 子どものための教育・保育給付交付金 ・・・・・・・・ 54
こども家庭庁 子ども・子育て支援整備交付金 ・・・・・・・・ 56
こども家庭庁 離島に居住する妊婦が妊婦健診を受診するための交通費等の支援 ・・・・・・・・ 58
総務省 携帯電話等エリア整備事業 ・・・・・・・・ 76
総務省 高度無線環境整備推進事業 ・・・・・・・・ 78
総務省 地域ケーブルテレビネットワーク整備事業 ・・・・・・・・ 80
総務省 ケーブルテレビネットワーク光化等による耐災害性強化事業 ・・・・・・・・ 82
総務省 ローカル10,000プロジェクト（地域経済循環創造事業交付金） ・・・・・・・・ 84
文部科学省 離島における公立の高等学校等の教職員定数の加算 ・・・・・・・・ 86
文部科学省 離島高校生修学支援事業 ・・・・・・・・ 88
文部科学省 公立学校施設整備費 ・・・・・・・・ 90
厚生労働省 へき地保健医療対策 ・・・・・・・・ 136
厚生労働省 社会福祉施設等施設整備費補助金 ・・・・・・・・ 152
厚生労働省 基準該当サービス、離島等相当サービス ・・・・・・・・ 154
厚生労働省 地域医療介護総合確保基金（施設分） ・・・・・・・・ 158
厚生労働省 離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業 ・・・・・・・・ 160
厚生労働省 離島・中山間地域等に対する報酬加算 ・・・・・・・・ 162
厚生労働省 離島等サービス確保対策事業 ・・・・・・・・ 164
厚生労働省 地域医療介護総合確保基金（人材分） ・・・・・・・・ 170
厚生労働省 介護テクノロジーの導入支援 ・・・・・・・・ 178
厚生労働省 甘味資源作物生産支援対策 ・・・・・・・・ 184
農林水産省 農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策） ・・・・・・・・ 192
農林水産省 農山漁村振興交付金（中山間地農業推進対策） ・・・・・・・・ 194
農林水産省 強い農業づくり総合支援交付金

（うち産地基幹施設等支援タイプ及び卸売市場支援タイプ） ・・・・・・・・ 196

農林水産省 産地生産基盤パワーアップ事業（うち収益性向上対策） ・・・・・・・・ 204
農林水産省 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業 ・・・・・・・・ 210
農林水産省 中山間地域活性化資金 ・・・・・・・・ 212
農林水産省 農地耕作条件改善事業 ・・・・・・・・ 214
水産庁 離島漁業再生支援交付金 ・・・・・・・・ 230
水産庁 浜の活力再生・成長促進交付金のうち水産業強化支援事業 ・・・・・・・・ 234
資源エネルギー庁 離島のガソリン流通コスト対策事業費 ・・・・・・・・ 244
資源エネルギー庁 離島への石油製品の安定・効率的な供給体制の構築支援事業費 ・・・・・・・・ 246
国土交通省 離島活性化交付金 ・・・・・・・・ 250
国土交通省 離島広域活性化事業 ・・・・・・・・ 252

4



※令和６年４月１日現在、７７地域２５６島が離島振興法による離島振興対策実施地域となっています。

国土交通省 離島における割増償却制度 ・・・・・・・・ 254
国土交通省 全国の島々が集まる祭典「アイランダー」 ・・・・・・・・ 256
国土交通省 スマートアイランド推進実証調査 ・・・・・・・・ 258
国土交通省 水道施設整備費補助金 ・・・・・・・・ 272
国土交通省 生活基盤施設耐震化等交付金 ・・・・・・・・ 274
環境省 海岸漂着物等地域対策推進事業 ・・・・・・・・ 292
環境省 民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業 ・・・・・・・・ 296

「離島振興対策実施地域」向け
（本土と比べ、離島に対して手厚い措置のある支援メニュー）
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「特定有人国境離島地域」向け
（特定有人国境離島に対して手厚い措置のある支援メニュー）

※ 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法
（平成28年法律第33号）（いわゆる「有人国境離島法」） に基づき、７１島が特定有人国境離島
に指定されています。

内閣府 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 ・・・・・・・・ 42
内閣府 特定有人国境離島地域事業活動支援利子補給金 ・・・・・・・・ 44
こども家庭庁 子どものための教育・保育給付交付金 ・・・・・・・・ 54
こども家庭庁 子ども・子育て支援整備交付金 ・・・・・・・・ 56
総務省 携帯電話等エリア整備事業 ・・・・・・・・ 76
総務省 高度無線環境整備推進事業 ・・・・・・・・ 78
総務省 地域ケーブルテレビネットワーク整備事業 ・・・・・・・・ 80
総務省 ケーブルテレビネットワーク光化等による耐災害性強化事業 ・・・・・・・・ 82
文部科学省 離島における公立の高等学校等の教職員定数の加算 ・・・・・・・・ 86
文部科学省 離島高校生修学支援事業 ・・・・・・・・ 88
文部科学省 公立学校施設整備費 ・・・・・・・・ 90
厚生労働省 地域雇用開発助成金 ・・・・・・・・ 130
厚生労働省 へき地保健医療対策 ・・・・・・・・ 136
厚生労働省 社会福祉施設等施設整備費補助金 ・・・・・・・・ 152
農林水産省 甘味資源作物生産支援対策 ・・・・・・・・ 184
農林水産省 新規就農者育成総合対策 ・・・・・・・・ 190
農林水産省 農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策） ・・・・・・・・ 192
農林水産省 中山間地域活性化資金 ・・・・・・・・ 212
水産庁 離島漁業再生支援交付金 ・・・・・・・・ 230
水産庁 特定有人国境離島漁村支援交付金 ・・・・・・・・ 232
水産庁 浜の活力再生・成長促進交付金のうち水産業強化支援事業 ・・・・・・・・ 234
水産庁 水産多面的機能発揮対策事業 ・・・・・・・・ 238
資源エネルギー庁 離島のガソリン流通コスト対策事業費 ・・・・・・・・ 244
資源エネルギー庁 離島への石油製品の安定・効率的な供給体制の構築支援事業費 ・・・・・・・・ 246
国土交通省 離島活性化交付金 ・・・・・・・・ 250
国土交通省 離島広域活性化事業 ・・・・・・・・ 252
国土交通省 離島における割増償却制度 ・・・・・・・・ 254
国土交通省 全国の島々が集まる祭典「アイランダー」 ・・・・・・・・ 256
国土交通省 スマートアイランド推進実証調査 ・・・・・・・・ 258
環境省 民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業 ・・・・・・・・ 296
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Ⅱ 「事業目的別」支援メニュー一覧
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島の産業を活性化させたい！
（企業誘致・企業支援・商品開発・販路拡大等の取り組み）

① 企業誘致をしたい！

② 起業支援をしたい！

内閣府 デジタル田園都市国家構想交付金 ・・・・・・・・ 46
中小企業庁 先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例について ・・・・・・・・ 248
国土交通省 離島活性化交付金 ・・・・・・・・ 250
国土交通省 離島広域活性化事業 ・・・・・・・・ 252
国土交通省 離島における割増償却制度 ・・・・・・・・ 254

内閣府 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 ・・・・・・・・ 42
内閣府 特定有人国境離島地域事業活動支援利子補給金 ・・・・・・・・ 44
総務省 ローカル10,000プロジェクト（地域経済循環創造事業交付金） ・・・・・・・・ 84
厚生労働省 地域雇用開発助成金 ・・・・・・・・ 130
国土交通省 離島活性化交付金 ・・・・・・・・ 250

③ 商品開発やプランづくりをしたい！

内閣府 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 ・・・・・・・・ 42
内閣府 デジタル田園都市国家構想交付金 ・・・・・・・・ 46
総務省 過疎地域持続的発展支援交付金 ・・・・・・・・ 68
農林水産省 農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策） ・・・・・・・・ 192
農林水産省 農山漁村振興交付金（中山間地農業推進対策） ・・・・・・・・ 194
水産庁 離島漁業再生支援交付金 ・・・・・・・・ 230
経済産業省 伝統的工芸品産業支援補助金 ・・・・・・・・ 242
国土交通省 離島活性化交付金 ・・・・・・・・ 250
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④ 専門家等のアドバイスを受けたい！

⑤ 活動を行う組織・体制をつくりたい！

内閣府 地域活性化伝道師派遣制度 ・・・・・・・・ 50
内閣府 プロフェッショナル人材事業 ・・・・・・・・ 52
総務省 過疎地域持続的発展支援交付金 ・・・・・・・・ 68
農林水産省 甘味資源作物生産支援対策 ・・・・・・・・ 184
農林水産省 新規就農者育成総合対策 ・・・・・・・・ 190
農林水産省 農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策） ・・・・・・・・ 192
農林水産省 農山漁村振興交付金（中山間地農業推進対策） ・・・・・・・・ 194
水産庁 離島漁業再生支援交付金 ・・・・・・・・ 230
国土交通省 離島活性化交付金 ・・・・・・・・ 250

内閣府 デジタル田園都市国家構想交付金 ・・・・・・・・ 46
総務省 過疎地域持続的発展支援交付金 ・・・・・・・・ 68
農林水産省 甘味資源作物生産支援対策 ・・・・・・・・ 184
農林水産省 新規就農者育成総合対策 ・・・・・・・・ 190
農林水産省 農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策） ・・・・・・・・ 192
農林水産省 農山漁村振興交付金（中山間地農業推進対策） ・・・・・・・・ 194
水産庁 離島漁業再生支援交付金 ・・・・・・・・ 230
国土交通省 海の次世代モビリティの利活用に関する実証事業 ・・・・・・・・ 266
環境省 地域循環共生圏創造事業費 ・・・・・・・・ 312
環境省 地域脱炭素実現に向けた再エネの

最大限導入のための計画づくり支援事業 ・・・・・・・・ 314

⑥ 島での活動を行う資金がほしい！

内閣府 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 ・・・・・・・・ 42
内閣府 特定有人国境離島地域事業活動支援利子補給金 ・・・・・・・・ 44
農林水産省 農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策） ・・・・・・・・ 192
林野庁 森林・山林多面的機能発揮対策交付金 ・・・・・・・・ 226
水産庁 離島漁業再生支援交付金 ・・・・・・・・ 230
水産庁 特定有人国境離島漁村支援交付金 ・・・・・・・・ 232
環境省 脱炭素社会構築に向けた再エネ等由来水素活用推進事業 ・・・・・・・・ 308
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⑦ 販路拡大をしたい！

内閣府 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 ・・・・・・・・ 42
内閣府 デジタル田園都市国家構想交付金 ・・・・・・・・ 46
総務省 過疎地域持続的発展支援交付金 ・・・・・・・・ 68
総務省 ローカル10,000プロジェクト

（地域経済循環創造事業交付金） ・・・・・・・・ 84
厚生労働省 地域雇用活性化推進事業 ・・・・・・・・ 132
農林水産省 農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策） ・・・・・・・・ 192
農林水産省 農山漁村振興交付金（中山間地農業推進対策） ・・・・・・・・ 194
農林水産省 中山間地域活性化資金 ・・・・・・・・ 212
水産庁 離島漁業再生支援交付金 ・・・・・・・・ 230
経済産業省 伝統的工芸品産業支援補助金 ・・・・・・・・ 242
国土交通省 離島活性化交付金 ・・・・・・・・ 250
国土交通省 離島広域活性化事業 ・・・・・・・・ 252
国土交通省 全国の島々が集まる祭典「アイランダー」 ・・・・・・・・ 256
国土交通省 海の次世代モビリティの利活用に関する実証事業 ・・・・・・・・ 266
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⑧ 産業活性化のための施設整備をしたい！

内閣府 地方創生推進交付金
総務省 携帯電話等エリア整備事業
総務省 高度無線環境整備推進事業
厚生労働省 地域雇用開発助成金
農林水産省 甘味資源作物生産支援対策
農林水産省 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業
農林水産省 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業

（スーパーL資金、農業近代化資金の金利負担軽減措置）
農林水産省 農山漁村振興交付金
農林水産省 強い農業づくり総合支援交付金

（うち産地基幹施設等支援タイプ及び卸売市場支援タイプ）
農林水産省 鳥獣被害防止総合対策交付金
農林水産省 農地利用効率化等支援交付金
農林水産省 産地生産基盤パワーアップ事業（うち収益性向上対策）
農林水産省 中山間地域活性化資金
水産庁 浜の活力再生・成長促進交付金のうち水産業強化支援事業
中小企業庁 先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例について
国土交通省 離島活性化交付金
国土交通省 離島における割増償却制度
国土交通省 官民連携基盤整備推進調査費
国土交通省 海の次世代モビリティの利活用に関する実証事業
環境省 PPA活用等による地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業
環境省 脱炭素社会構築に向けた再エネ等由来水素活用推進事業
環境省 社会変革と物流脱炭素化を同時実現する先進技術導入促進事業

のうち過疎地域等における無人航空機を活用した物流実用化事業
環境省 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金

40
59
61
115

132
134
136
140

145
150

152
155

159
168
179
191
193
195
203
211

233
252

254

・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・

・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・

・・・・・
・・・・・

・・・・・
・・・・・

・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・

・・・・・
・・・・・

・・・・・

内閣府 デジタル田園都市国家構想交付金 ・・・・・・・・ 46
総務省 携帯電話等エリア整備事業 ・・・・・・・・ 76
総務省 高度無線環境整備推進事業 ・・・・・・・・ 78
総務省 ローカル10,000プロジェクト（地域経済循環創造事業交付金） ・・・・・・・・ 84
厚生労働省 地域雇用開発助成金 ・・・・・・・・ 130
農林水産省 甘味資源作物生産支援対策 ・・・・・・・・ 184
農林水産省 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 ・・・・・・・・ 186
農林水産省 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業

（スーパーL資金、農業近代化資金の金利負担軽減措置） ・・・・・・・・ 188

農林水産省 農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策） ・・・・・・・・ 192
農林水産省 強い農業づくり総合支援交付金

（うち産地基幹施設等支援タイプ及び卸売市場支援タイプ） ・・・・・・・・ 196

農林水産省 鳥獣被害防止総合対策交付金 ・・・・・・・・ 198
農林水産省 農地利用効率化等支援交付金 ・・・・・・・・ 200
農林水産省 産地生産基盤パワーアップ事業（うち収益性向上対策） ・・・・・・・・ 204
農林水産省 中山間地域活性化資金 ・・・・・・・・ 212
水産庁 浜の活力再生・成長促進交付金のうち水産業強化支援事業 ・・・・・・・・ 234
中小企業庁 先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例について ・・・・・・・・ 248
国土交通省 離島活性化交付金 ・・・・・・・・ 250
国土交通省 離島広域活性化事業 ・・・・・・・・ 252
国土交通省 離島における割増償却制度 ・・・・・・・・ 254
国土交通省 官民連携基盤整備推進調査費 ・・・・・・・・ 260
国土交通省 海の次世代モビリティの利活用に関する実証事業 ・・・・・・・・ 266
環境省 民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業 ・・・・・・・・ 296
環境省 脱炭素社会構築に向けた再エネ等由来水素活用推進事業 ・・・・・・・・ 308
環境省 地域脱炭素推進交付金（地域脱炭素移行・再エネ推進交付

金、特定地域脱炭素移行加速化交付金等) ・・・・・・・・ 320

環境省 国立公園等資源整備事業費補助金
（国立公園等多言語解説等整備事業） ・・・・・・・・ 324

環境省 国立公園等資源整備事業費補助金
（国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業） ・・・・・・・・ 326

環境省 自然公園等事業等 ・・・・・・・・ 330
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内閣府 地方創生推進交付金
文化庁 ふるさと文化財の森管理業務支援事業
厚生労働省 地域雇用開発助成金
農林水産省 甘味資源作物生産支援対策
農林水産省 畜産・酪農生産力強化対策事業
農林水産省 強い農業づくり総合支援交付金

（うち産地基幹施設等支援タイプ及び卸売市場支援タイプ）
農林水産省 鳥獣被害防止総合対策交付金
農林水産省 農林漁業法人等投資育成事業
農林水産省 産地生産基盤パワーアップ事業（うち収益性向上対策）
農林水産省 中山間地域等直接支払交付金
農林水産省 多面的機能支払交付金
農林水産省 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業
林野庁 森林・山林多面的機能発揮対策交付金
林野庁 林業・木材産業成長産業化促進対策交付金

（うち森林整備地域活動支援対策）
水産庁 離島漁業再生支援交付金
水産庁 浜の活力再生・成長促進交付金のうち水産業強化支援事業
水産庁 水産多面的機能発揮対策事業
水産庁 韓国・中国等外国漁船操業対策事業
国土交通省 離島活性化交付金
国土交通省 海の次世代モビリティの利活用に関する実証事業
環境省 PPA活用等による地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業

⑨ その他

40
101
115
134
138
150

152
157
159
161
163
165
171
173

175
179
183
185
193
211

233

・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・

・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・

・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・

・・・・・

内閣府 デジタル田園都市国家構想交付金 ・・・・・・・・ 46
文化庁 ふるさと文化財の森管理業務支援事業 ・・・・・・・・ 114
厚生労働省 地域雇用開発助成金 ・・・・・・・・ 130
農林水産省 甘味資源作物生産支援対策 ・・・・・・・・ 184
農林水産省 農山漁村振興交付金（中山間地農業推進対策） ・・・・・・・・ 194
農林水産省 強い農業づくり総合支援交付金

（うち産地基幹施設等支援タイプ及び卸売市場支援タイプ） ・・・・・・・・ 196

農林水産省 鳥獣被害防止総合対策交付金 ・・・・・・・・ 198
農林水産省 農林漁業法人等投資育成事業 ・・・・・・・・ 202
農林水産省 産地生産基盤パワーアップ事業（うち収益性向上対策） ・・・・・・・・ 204
農林水産省 中山間地域等直接支払交付金 ・・・・・・・・ 206
農林水産省 多面的機能支払交付金 ・・・・・・・・ 208
農林水産省 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業 ・・・・・・・・ 210
農林水産省 農地耕作条件改善事業 ・・・・・・・・ 214
農林水産省 持続可能な食品等流通対策事業 ・・・・・・・・ 220
農林水産省 物流革新に向けた生鮮食料品等サプライチェーン

緊急強化総合対策 ・・・・・・・・ 222

林野庁 森林・山林多面的機能発揮対策交付金 ・・・・・・・・ 226
林野庁 林業・木材産業成長産業化促進対策交付金

（うち森林整備地域活動支援対策） ・・・・・・・・ 228

水産庁 離島漁業再生支援交付金 ・・・・・・・・ 230
水産庁 浜の活力再生・成長促進交付金のうち水産業強化支援事業 ・・・・・・・・ 234
水産庁 水産多面的機能発揮対策事業 ・・・・・・・・ 238
水産庁 韓国・中国等外国漁船操業対策事業 ・・・・・・・・ 240
経済産業省 伝統的工芸品産業支援補助金 ・・・・・・・・ 242
国土交通省 離島活性化交付金 ・・・・・・・・ 250
国土交通省 離島広域活性化事業 ・・・・・・・・ 252
国土交通省 スマートアイランド推進実証調査 ・・・・・・・・ 258
国土交通省 海の次世代モビリティの利活用に関する実証事業 ・・・・・・・・ 266
環境省 民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業 ・・・・・・・・ 296
環境省 国立公園等民間活用特定自然環境保全活動

（グリーンワーカー）事業 ・・・・・・・・ 302

環境省 特定外来生物防除等対策事業 ・・・・・・・・ 328
環境省 国立・国定公園の海域適正管理強化事業事業費 ・・・・・・・・ 332
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島に人を呼び込みたい！
（観光交流等を通じた活性化の取り組み）

① 観光戦略等のプランづくりをしたい！

② 専門家等のアドバイスを受けたい！

内閣府 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 ・・・・・・・・ 42
内閣府 デジタル田園都市国家構想交付金 ・・・・・・・・ 46
総務省 過疎地域持続的発展支援交付金 ・・・・・・・・ 68
文化庁 史跡等保存活用計画等策定 ・・・・・・・・ 99
農林水産省 農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策） ・・・・・・・・ 192
国土交通省 離島活性化交付金 ・・・・・・・・ 250
観光庁 地方部での滞在促進のための地域周遊観光促進事業 ・・・・・・・・ 282
環境省 生物多様性保全推進交付金（エコツーリズム地域活性化支援事業） ・・・・・・・・ 304
環境省 国立公園等資源整備事業費補助金

（国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業） ・・・・・・・・ 326

内閣府 地域活性化伝道師派遣制度 ・・・・・・・・ 50
内閣府 プロフェッショナル人材事業 ・・・・・・・・ 52
総務省 過疎地域持続的発展支援交付金 ・・・・・・・・ 68
文化庁 危機的な状況にある言語・方言の活性化・調査研究事業

（危機的な状況にある言語・方言サミットの開催） ・・・・・・・・ 124

文化庁 危機的な状況にある言語・方言の活性化・調査研究事業
（消滅の危機にある方言の記録作成及び啓発事業） ・・・・・・・・ 126

農林水産省 農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策） ・・・・・・・・ 192
国土交通省 離島活性化交付金 ・・・・・・・・ 250
観光庁 地方部での滞在促進のための地域周遊観光促進事業 ・・・・・・・・ 282
観光庁 地域観光資源の多言語解説整備支援事業 ・・・・・・・・ 284
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③ 活動を行う組織・体制をつくりたい！

内閣府 デジタル田園都市国家構想交付金 ・・・・・・・・ 46
総務省 過疎地域持続的発展支援交付金 ・・・・・・・・ 68
文化庁 危機的な状況にある言語・方言の活性化・調査研究事業

（危機的な状況にある言語・方言サミットの開催） ・・・・・・・・ 124

文化庁 危機的な状況にある言語・方言の活性化・調査研究事業
（消滅の危機にある方言の記録作成及び啓発事業） ・・・・・・・・ 126

農林水産省 農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策） ・・・・・・・・ 192
国土交通省 離島活性化交付金 ・・・・・・・・ 250
国土交通省 海の次世代モビリティの利活用に関する実証事業 ・・・・・・・・ 266
環境省 生物多様性保全推進交付金

（エコツーリズム地域活性化支援事業） ・・・・・・・・ 304
環境省 地域循環共生圏創造事業費 ・・・・・・・・ 312
環境省 地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援

事業 ・・・・・・・・ 314

④ 農業・漁業を活かした活動をしたい！

内閣府 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 ・・・・・・・・ 42
内閣府 デジタル田園都市国家構想交付金 ・・・・・・・・ 46
総務省 過疎地域持続的発展支援交付金 ・・・・・・・・ 68
総務省 ローカル10,000プロジェクト（地域経済循環創造事業交付金） ・・・・・・・・ 84
農林水産省 農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策） ・・・・・・・・ 192
農林水産省 農山漁村振興交付金（中山間地農業推進対策） ・・・・・・・・ 194
農林水産省 中山間地域活性化資金 ・・・・・・・・ 212
水産庁 離島漁業再生支援交付金 ・・・・・・・・ 230
水産庁 特定有人国境離島漁村支援交付金 ・・・・・・・・ 232
国土交通省 離島活性化交付金 ・・・・・・・・ 250
国土交通省 離島広域活性化事業 ・・・・・・・・ 252
国土交通省 海の次世代モビリティの利活用に関する実証事業 ・・・・・・・・ 266
観光庁 地方部での滞在促進のための地域周遊観光促進事業 ・・・・・・・・ 282
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⑤ 自然・文化・伝統を活かした活動をしたい！

内閣府 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 ・・・・・・・・ 42
内閣府 デジタル田園都市国家構想交付金 ・・・・・・・・ 46
総務省 過疎地域持続的発展支援交付金 ・・・・・・・・ 68
文化庁 重要無形文化財等公開事業 ・・・・・・・・ 109
文化庁 民俗文化財伝承・活用等事業 ・・・・・・・・ 112
文化庁 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業 ・・・・・・・・ 115
文化庁 地域の特色ある埋蔵文化財活用事業 ・・・・・・・・ 116
文化庁 地域文化財総合活用推進事業 ・・・・・・・・ 118
文化庁 危機的な状況にある言語・方言の活性化・調査研究事業

（危機的な状況にある言語・方言サミットの開催） ・・・・・・・・ 124

文化庁 危機的な状況にある言語・方言の活性化・調査研究事業
（消滅の危機にある方言の記録作成及び啓発事業） ・・・・・・・・ 126

農林水産省 農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策） ・・・・・・・・ 192
林野庁 森林・山林多面的機能発揮対策交付金 ・・・・・・・・ 226
国土交通省 離島活性化交付金 ・・・・・・・・ 250
国土交通省 海の次世代モビリティの利活用に関する実証事業 ・・・・・・・・ 266
観光庁 地方部での滞在促進のための地域周遊観光促進事業 ・・・・・・・・ 282
観光庁 地域観光資源の多言語解説整備支援事業 ・・・・・・・・ 284
環境省 生物多様性保全推進交付金

（エコツーリズム地域活性化支援事業） ・・・・・・・・ 304

環境省 国立公園等資源整備事業費補助金
（国立公園等多言語解説等整備事業） ・・・・・・・・ 324
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⑥ 外国人を呼びたい！

内閣府 地方創生推進交付金
総務省 過疎地域持続的発展支援交付金
文化庁 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業
文化庁 地域の特色ある埋蔵文化財活用事業
文化庁 地域文化財総合活用推進事業
文化庁 危機的な状況にある言語・方言の活性化・調査研究事業

（危機的な状況にある言語・方言サミットの開催）
農林水産省 農山漁村振興交付金
国土交通省 離島活性化交付金
国土交通省 地域公共交通確保維持改善事業
観光庁 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業
観光庁 広域周遊観光促進のための観光地域支援事業
観光庁 地域観光資源の多言語解説整備支援事業
観光庁 ＩＣＴ等を活用した観光地のインバウンド受入環境整備の高度化

40
52
102
103
105
110

145
193
205
213
219
221

223
226

・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・

・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・

・・・・・
・・・・・

内閣府 デジタル田園都市国家構想交付金 ・・・・・・・・ 46
総務省 過疎地域持続的発展支援交付金 ・・・・・・・・ 68
文化庁 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業 ・・・・・・・・ 115
文化庁 地域の特色ある埋蔵文化財活用事業 ・・・・・・・・ 116
文化庁 危機的な状況にある言語・方言の活性化・調査研究事業

（危機的な状況にある言語・方言サミットの開催） ・・・・・・・・ 124

農林水産省 農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策） ・・・・・・・・ 192
国土交通省 離島活性化交付金 ・・・・・・・・ 250
国土交通省 離島広域活性化事業 ・・・・・・・・ 252
国土交通省 地域公共交通確保維持改善事業 ・・・・・・・・ 262
観光庁 地域における受入環境整備促進事業 ・・・・・・・・ 276
観光庁 地方部での滞在促進のための地域周遊観光促進事業 ・・・・・・・・ 282
観光庁 地域観光資源の多言語解説整備支援事業 ・・・・・・・・ 284
観光庁 ＩＣＴ等を活用した観光地のインバウンド受入環境整備の高度化 ・・・・・・・・ 286
環境省 国立公園等資源整備事業費補助金

（国立公園等多言語解説等整備事業） ・・・・・・・・ 324
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⑦ 島の情報発信・PRをしたい！

内閣府 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金
内閣府 地方創生推進交付金
総務省 過疎地域持続的発展支援交付金
文化庁 重要文化財（建造物・美術工芸品）修理、防災事業
文化庁 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業
文化庁 地域の特色ある埋蔵文化財活用事業
文化庁 地域文化財総合活用推進事業
文化庁 危機的な状況にある言語・方言の活性化・調査研究事業

（危機的な状況にある言語・方言サミットの開催）
農林水産省 農山漁村振興交付金
国土交通省 離島活性化交付金
国土交通省 全国の島々が集まる祭典「アイランダー」
国土交通省 海の次世代モビリティの利活用に関する実証事業
観光庁 地域観光資源の多言語解説整備支援事業
環境省 生物多様性保全推進交付金（エコツーリズム地域活性化支援事業）

37
40
52
67
80
102
103
105
145
193
197
208
211
221
244

・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・

内閣府 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 ・・・・・・・・ 42
内閣府 デジタル田園都市国家構想交付金 ・・・・・・・・ 46
総務省 過疎地域持続的発展支援交付金 ・・・・・・・・ 68
文化庁 重要文化財（建造物・美術工芸品）修理、防災事業 ・・・・・・・・ 93
文化庁 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業 ・・・・・・・・ 115
文化庁 地域の特色ある埋蔵文化財活用事業 ・・・・・・・・ 116
文化庁 危機的な状況にある言語・方言の活性化・調査研究事業

（危機的な状況にある言語・方言サミットの開催） ・・・・・・・・ 124

農林水産省 農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策） ・・・・・・・・ 192
国土交通省 離島活性化交付金 ・・・・・・・・ 250
国土交通省 全国の島々が集まる祭典「アイランダー」 ・・・・・・・・ 256
国土交通省 海の次世代モビリティの利活用に関する実証事業 ・・・・・・・・ 266
観光庁 地方部での滞在促進のための地域周遊観光促進事業 ・・・・・・・・ 282
観光庁 地域観光資源の多言語解説整備支援事業 ・・・・・・・・ 284
観光庁 ＩＣＴ等を活用した観光地のインバウンド受入環境整備の高度化 ・・・・・・・・ 286
環境省 生物多様性保全推進交付金

（エコツーリズム地域活性化支援事業） ・・・・・・・・ 304

環境省 国立公園等資源整備事業費補助金
（国立公園等多言語解説等整備事業） ・・・・・・・・ 324
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⑧ 観光交流拠点などの施設整備をしたい！

内閣府 地方創生推進交付金
総務省 携帯電話等エリア整備事業
総務省 高度無線環境整備推進事業
文化庁 重要文化財（建造物・美術工芸品）修理、防災事業
文化庁 登録有形文化財建造物修理事業
文化庁 民家保存管理施設
文化庁 重要伝統的建造物群保存地区保存事業
文化庁 重要有形民俗文化財修理・防災事業
文化庁 民俗文化財伝承・活用等事業
文化庁 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業
文化庁 地域の特色ある埋蔵文化財活用事業
文化庁 重要文化財等防災施設整備事業
農林水産省 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業

（スーパーL資金、農業近代化資金の金利負担軽減措置）
農林水産省 農山漁村振興交付金
水産庁 浜の活力再生・成長促進交付金のうち水産業強化支援事業
中小企業庁 先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例について
国土交通省 離島活性化交付金
国土交通省 離島における割増償却制度
国土交通省 官民連携基盤整備推進調査費
国土交通省 海の次世代モビリティの利活用に関する実証事業
観光庁 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業
観光庁 ICT等を活用した観光地のインバウンド受入環境整備の高度化
環境省 PPA活用等による地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業
環境省 脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業
環境省 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金

40
59
61
67
80
81
82
93
98
99
102
103
113
140

145
179
191
193
195
203
211
213

223
226

233
246

・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・

・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・

・・・・・
・・・・・

・・・・・
・・・・・

内閣府 デジタル田園都市国家構想交付金 ・・・・・・・・ 46
総務省 携帯電話等エリア整備事業 ・・・・・・・・ 76
総務省 高度無線環境整備推進事業 ・・・・・・・・ 78
総務省 ローカル10,000プロジェクト（地域経済循環創造事業交付金） ・・・・・・・・ 84
文化庁 重要文化財（建造物・美術工芸品）修理、防災事業 ・・・・・・・・ 93
文化庁 登録有形文化財建造物修理事業 ・・・・・・・・ 94
文化庁 民家保存管理施設 ・・・・・・・・ 95
文化庁 重要伝統的建造物群保存地区保存事業 ・・・・・・・・ 106
文化庁 重要有形民俗文化財修理・防災事業 ・・・・・・・・ 111
文化庁 民俗文化財伝承・活用等事業 ・・・・・・・・ 112
文化庁 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業 ・・・・・・・・ 115
文化庁 地域の特色ある埋蔵文化財活用事業 ・・・・・・・・ 116
文化庁 重要文化財等防災施設整備事業 ・・・・・・・・ 128
農林水産省 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業

（スーパーL資金、農業近代化資金の金利負担軽減措置） ・・・・・・・・ 188

農林水産省 農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策） ・・・・・・・・ 192
水産庁 浜の活力再生・成長促進交付金のうち水産業強化支援事業 ・・・・・・・・ 234
中小企業庁 先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例について ・・・・・・・・ 248
国土交通省 離島活性化交付金 ・・・・・・・・ 250
国土交通省 離島広域活性化事業 ・・・・・・・・ 252
国土交通省 離島における割増償却制度 ・・・・・・・・ 254
国土交通省 官民連携基盤整備推進調査費 ・・・・・・・・ 260
国土交通省 海の次世代モビリティの利活用に関する実証事業 ・・・・・・・・ 264
観光庁 地域における受入環境整備促進事業 ・・・・・・・・ 266
観光庁 ＩＣＴ等を活用した観光地のインバウンド受入環境整備の高度化 ・・・・・・・・ 276
環境省 民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業 ・・・・・・・・ 286
環境省 地域の公共交通×脱炭素化移行促進事業 ・・・・・・・・ 296
環境省 地域脱炭素推進交付金（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金、

特定地域脱炭素移行加速化交付金等) ・・・・・・・・ 320

環境省 国立公園等資源整備事業費補助金
（国立公園等多言語解説等整備事業） ・・・・・・・・ 324

環境省 国立公園等資源整備事業費補助金
（国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業） ・・・・・・・・ 326

環境省 自然公園等事業等 ・・・・・・・・ 330
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⑨ その他

40
52
79
83
84
85
87
88
89
90
91
92
94
97
105
127

129
161
163
179
201
205
231

233
246

・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・

・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・

・・・・・
・・・・・

内閣府 デジタル田園都市国家構想交付金 ・・・・・・・・ 46
総務省 過疎地域持続的発展支援交付金 ・・・・・・・・ 68
文化庁 近代和風建築等総合調査 ・・・・・・・・ 92
文化庁 重要文化財（建造物・美術工芸品）修理、防災事業 ・・・・・・・・ 93
文化庁 重要文化財建造物等買上 ・・・・・・・・ 96
文化庁 地域活性化のための特色ある文化財調査・活用 ・・・・・・・・ 97
文化庁 天然記念物緊急調査 ・・・・・・・・ 98
文化庁 天然記念物再生事業 ・・・・・・・・ 100
文化庁 天然記念物食害対策 ・・・・・・・・ 101
文化庁 埋蔵文化財緊急調査 ・・・・・・・・ 102
文化庁 名勝地調査 ・・・・・・・・ 103
文化庁 文化的景観保護推進事業 ・・・・・・・・ 104
文化庁 伝統的建造物群保存対策 ・・・・・・・・ 105
文化庁 指定文化財管理 ・・・・・・・・ 107
文化庁 民俗文化財調査 ・・・・・・・・ 110
文化庁 重要有形民俗文化財修理・防災事業 ・・・・・・・・ 111
文化庁 民俗文化財伝承・活用等事業 ・・・・・・・・ 112
文化庁 地域文化財総合活用推進事業 ・・・・・・・・ 118
農林水産省 中山間地域等直接支払交付金 ・・・・・・・・ 206
農林水産省 多面的機能支払交付金 ・・・・・・・・ 208
水産庁 浜の活力再生・成長促進交付金のうち水産業強化支援事業 ・・・・・・・・ 234
国土交通省 離島広域活性化事業 ・・・・・・・・ 252
国土交通省 スマートアイランド推進実証調査 ・・・・・・・・ 258
国土交通省 地域公共交通確保維持改善事業 ・・・・・・・・ 262
観光庁 地方部での滞在促進のための地域周遊観光促進事業 ・・・・・・・・ 282
環境省 海岸漂着物等地域対策推進事業 ・・・・・・・・ 292
環境省 民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業 ・・・・・・・・ 296
環境省 国立公園等民間活用特定自然環境保全活動

（グリーンワーカー）事業 ・・・・・・・・ 302

環境省 地域の公共交通×脱炭素化移行促進事業 ・・・・・・・・ 306
環境省 特定外来生物防除等対策事業 ・・・・・・・・ 328
環境省 国立・国定公園の海域適正管理強化事業事業費 ・・・・・・・・ 332
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① 農業・漁業等の担い手を確保・育成したい！

・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・

・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・

島の人づくりをしたい
（担い手確保、後継者育成等）

内閣府 デジタル田園都市国家構想交付金 ・・・・・・・・ 46
総務省 特定地域づくり事業推進交付金 ・・・・・・・・ 48
総務省 過疎地域持続的発展支援交付金 ・・・・・・・・ 68
厚生労働省 地域雇用活性化推進事業 ・・・・・・・・ 132
農林水産省 甘味資源作物生産支援対策 ・・・・・・・・ 184
農林水産省 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 ・・・・・・・・ 186
農林水産省 新規就農者育成総合対策 ・・・・・・・・ 190
農林水産省 農山漁村振興交付金（中山間地農業推進対策） ・・・・・・・・ 194
農林水産省 農地耕作条件改善事業 ・・・・・・・・ 214
林野庁 森林・山林多面的機能発揮対策交付金 ・・・・・・・・ 226
水産庁 離島漁業再生支援交付金 ・・・・・・・・ 230
水産庁 特定有人国境離島漁村支援交付金 ・・・・・・・・ 232
水産庁 経営体育成総合支援事業 ・・・・・・・・ 236
国土交通省 離島活性化交付金 ・・・・・・・・ 250
国土交通省 海の次世代モビリティの利活用に関する実証事業 ・・・・・・・・ 266
環境省 指定管理鳥獣捕獲等事業費 ・・・・・・・・ 288
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② 島の文化の後継者を育成したい！

・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・

・・・・・

・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・

内閣府 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 ・・・・・・・・ 42
内閣府 デジタル田園都市国家構想交付金 ・・・・・・・・ 46
総務省 過疎地域持続的発展支援交付金 ・・・・・・・・ 68
文化庁 重要無形文化財等伝承事業 ・・・・・・・・ 108
文化庁 民俗文化財伝承・活用等事業 ・・・・・・・・ 112
文化庁 文化財保存技術保存事業 ・・・・・・・・ 113
文化庁 地域文化財総合活用推進事業 ・・・・・・・・ 118
文化庁 危機的な状況にある言語・方言の活性化・調査研究事業

（危機的な状況にある言語・方言サミットの開催） ・・・・・・・・ 124

文化庁 危機的な状況にある言語・方言の活性化・調査研究事業
（消滅の危機にある方言の記録作成及び啓発事業） ・・・・・・・・ 126

厚生労働省 地域雇用活性化推進事業 ・・・・・・・・ 132
農林水産省 農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策） ・・・・・・・・ 192
農林水産省 農山漁村振興交付金（中山間地農業推進対策） ・・・・・・・・ 194
国土交通省 離島活性化交付金 ・・・・・・・・ 250
国土交通省 海の次世代モビリティの利活用に関する実証事業 ・・・・・・・・ 266

③ 島のガイドを育成したい！

内閣府 デジタル田園都市国家構想交付金 ・・・・・・・・ 46
総務省 過疎地域持続的発展支援交付金 ・・・・・・・・ 68
文化庁 地域文化財総合活用推進事業 ・・・・・・・・ 118
厚生労働省 地域雇用活性化推進事業 ・・・・・・・・ 132
農林水産省 農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策） ・・・・・・・・ 192
国土交通省 離島活性化交付金 ・・・・・・・・ 250
国土交通省 海の次世代モビリティの利活用に関する実証事業 ・・・・・・・・ 266
観光庁 地域通訳案内士制度 ・・・・・・・・ 280
環境省 生物多様性保全推進交付金

（エコツーリズム地域活性化支援事業） ・・・・・・・・ 304
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④ 職業訓練を行いたい！

⑤ その他

総務省 過疎地域持続的発展支援交付金 ・・・・・・・・ 68
厚生労働省 民間機関を活用した多様な職業訓練機会の確保 ・・・・・・・・ 134
農林水産省 新規就農者育成総合対策 ・・・・・・・・ 190
水産庁 経営体育成総合支援事業 ・・・・・・・・ 236
国土交通省 離島活性化交付金 ・・・・・・・・ 250
国土交通省 海の次世代モビリティの利活用に関する実証事業 ・・・・・・・・ 266

こども家庭庁 子どものための教育・保育給付交付金 ・・・・・・・・ 54
こども家庭庁 保育士修学資金等貸付事業 ・・・・・・・・ 66
文部科学省 離島における公立の高等学校等の教職員定数の加算 ・・・・・・・・ 86
文部科学省 離島高校生修学支援事業 ・・・・・・・・ 88
文化庁 地域文化財総合活用推進事業 ・・・・・・・・ 118
文化庁 学校における文化芸術鑑賞・体験推進事業 ・・・・・・・・ 122
文化庁 危機的な状況にある言語・方言の活性化・調査研究事業

（危機的な状況にある言語・方言サミットの開催） ・・・・・・・・ 124

文化庁 危機的な状況にある言語・方言の活性化・調査研究事業
（消滅の危機にある方言の記録作成及び啓発事業） ・・・・・・・・ 126

農林水産省 中山間地域等直接支払交付金 ・・・・・・・・ 206
農林水産省 多面的機能支払交付金 ・・・・・・・・ 208
農林水産省 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業 ・・・・・・・・ 210
経済産業省 伝統的工芸品産業支援補助金 ・・・・・・・・ 242
国土交通省 離島広域活性化事業 ・・・・・・・・ 252
国土交通省 スマートアイランド推進実証調査 ・・・・・・・・ 258
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① 加工所や販売所等を整備したい！

島で施設整備を行いたい！
（加工・販売所や交流拠点の整備等の取り組み）

内閣府 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 ・・・・・・・・ 42
内閣府 デジタル田園都市国家構想交付金 ・・・・・・・・ 46
総務省 ローカル10,000プロジェクト（地域経済循環創造事業交付金） ・・・・・・・・ 84
厚生労働省 地域雇用開発助成金 ・・・・・・・・ 130
農林水産省 甘味資源作物生産支援対策 ・・・・・・・・ 184
農林水産省 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 ・・・・・・・・ 186
農林水産省 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業

（スーパーL資金、農業近代化資金の金利負担軽減措置） ・・・・・・・・ 188

農林水産省 農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策） ・・・・・・・・ 192
農林水産省 鳥獣被害防止総合対策交付金 ・・・・・・・・ 198
農林水産省 中山間地域活性化資金 ・・・・・・・・ 212
水産庁 浜の活力再生・成長促進交付金のうち水産業強化支援事業 ・・・・・・・・ 234
国土交通省 離島活性化交付金 ・・・・・・・・ 250
国土交通省 離島広域活性化事業 ・・・・・・・・ 252
国土交通省 離島における割増償却制度 ・・・・・・・・ 254
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③ その他

こども家庭庁 子ども・子育て支援整備交付金 ・・・・・・・・ 56
こども家庭庁 就学前教育・保育施設整備交付金 ・・・・・・・・ 62
こども家庭庁 次世代育成支援対策施設整備交付金 ・・・・・・・・ 64
総務省 携帯電話等エリア整備事業 ・・・・・・・・ 76
総務省 高度無線環境整備推進事業 ・・・・・・・・ 78
総務省 地域ケーブルテレビネットワーク整備事業 ・・・・・・・・ 80
総務省 ケーブルテレビネットワーク光化等による耐災害性強化事業 ・・・・・・・・ 82
文部科学省 公立学校施設整備費 ・・・・・・・・ 90
厚生労働省 社会福祉施設等施設整備費補助金 ・・・・・・・・ 152
農林水産省 中山間地域活性化資金 ・・・・・・・・ 212
国土交通省 離島活性化交付金 ・・・・・・・・ 250
国土交通省 離島広域活性化事業 ・・・・・・・・ 252
国土交通省 スマートアイランド推進実証調査 ・・・・・・・・ 258
国土交通省 空き家対策総合支援事業 ・・・・・・・・ 268
国土交通省 水道施設整備費補助金 ・・・・・・・・ 272
国土交通省 生活基盤施設耐震化等交付金 ・・・・・・・・ 274

② 空き家や廃校等を有効活用したい！

内閣府 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 ・・・・・・・・ 42
内閣府 デジタル田園都市国家構想交付金 ・・・・・・・・ 46
こども家庭庁 就学前教育・保育施設整備交付金 ・・・・・・・・ 62
こども家庭庁 次世代育成支援対策施設整備交付金 ・・・・・・・・ 64
総務省 過疎地域持続的発展支援交付金 ・・・・・・・・ 68
総務省 ローカル10,000プロジェクト（地域経済循環創造事業交付金） ・・・・・・・・ 84
文部科学省 公立学校施設整備費 ・・・・・・・・ 90
厚生労働省 社会福祉施設等施設整備費補助金 ・・・・・・・・ 152
農林水産省 農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策） ・・・・・・・・ 192
農林水産省 中山間地域活性化資金 ・・・・・・・・ 212
国土交通省 離島活性化交付金 ・・・・・・・・ 250
国土交通省 離島広域活性化事業 ・・・・・・・・ 252
国土交通省 離島における割増償却制度 ・・・・・・・・ 254
国土交通省 空き家対策総合支援事業 ・・・・・・・・ 268
環境省 国立公園等資源整備事業費補助金

（国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業） ・・・・・・・・ 326
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厚生労働省 基準該当サービス、離島等相当サービス ・・・・・・・・ 154
厚生労働省 地域医療介護総合確保基金（施設分） ・・・・・・・・ 158
厚生労働省 離島等地域における特別地域加算に係る

利用者負担額軽減措置事業 ・・・・・・・・ 160

厚生労働省 離島・中山間地域等に対する報酬加算 ・・・・・・・・ 162
国土交通省 離島活性化交付金 ・・・・・・・・ 250
国土交通省 スマートアイランド推進実証調査 ・・・・・・・・ 258

① 医療を確保したい！

島の医療・介護を充実させたい
（医療・介護の体制確保の取り組み）

② 介護の提供体制を確保したい！（サービス確保）

こども家庭庁 離島に居住する妊婦が妊婦健診を受診するための
交通費等の支援 ・・・・・・・・ 58

こども家庭庁 母子保健対策強化事業 ・・・・・・・・ 60
厚生労働省 へき地保健医療対策 ・・・・・・・・ 136
厚生労働省 遠隔医療整備事業 ・・・・・・・・ 138
厚生労働省 ドクターヘリ導入促進事業 ・・・・・・・・ 140
厚生労働省 地域医療支援センター運営経費等

（地域医療介護総合確保基金） ・・・・・・・・ 142

厚生労働省 看護師の特定行為に係る研修期間導入促進支援事業 ・・・・・・・・ 144
厚生労働省 看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業 ・・・・・・・・ 146
厚生労働省 看護師の特定行為に係る指定研機関等施設整備事業 ・・・・・・・・ 148
厚生労働省 ICTを活用した在宅看取りに関する研修推進事業 ・・・・・・・・ 150
国土交通省 離島活性化交付金 ・・・・・・・・ 250
国土交通省 スマートアイランド推進実証調査 ・・・・・・・・ 258
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厚生労働省 離島等サービス確保対策事業
厚生労働省 地域医療介護総合確保基金
・ 介護に関する入門的研修の実施からマッチングまでの一体的支援事業
・ 外国人介護人材の受入環境の整備
・ ICT・介護ロボットの導入支援
厚生労働省 介護福祉士修学支援資金貸付事業
厚生労働省 介護分野就職支援金貸付事業

③ 介護の提供体制を確保したい！（介護人材確保）

厚生労働省 離島等サービス確保対策事業 ・・・・・・・・ 164
厚生労働省 介護職員の処遇改善 ・・・・・・・・ 166
厚生労働省 地域医療介護総合確保基金（人材分） ・・・・・・・・ 170
厚生労働省 地域介護に関する入門的研修の実施からマッチングまでの一体的支援

事業 ・・・・・・・・ 172

厚生労働省 外国人介護人材の受入環境の整備 ・・・・・・・・ 174
厚生労働省 介護テクノロジーの導入支援 ・・・・・・・・ 178
厚生労働省 介護福祉士修学支援資金貸付事業 ・・・・・・・・ 180
厚生労働省 介護分野就職支援金貸付事業 ・・・・・・・・ 182
国土交通省 離島活性化交付金 ・・・・・・・・ 250
国土交通省 スマートアイランド推進実証調査 ・・・・・・・・ 258
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内閣府 プロフェッショナル人材事業 ・・・・・・・・ 52
総務省 過疎地域持続的発展支援交付金 ・・・・・・・・ 68
農林水産省 農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策） ・・・・・・・・ 192
農林水産省 農山漁村振興交付金（中山間地農業推進対策） ・・・・・・・・ 194
農林水産省 鳥獣被害防止総合対策交付金 ・・・・・・・・ 198
国土交通省 スマートアイランド推進実証調査 ・・・・・・・・ 258
国土交通省 地域公共交通確保維持改善事業 ・・・・・・・・ 260

① デジタル技術を活用した取組をしたい

（６）デジタル技術を活用したい
（デジタル技術を活用した離島の課題解決の取り組み）

② デジタル技術の実装等を検討したい

内閣府 デジタル田園都市国家構想交付金 ・・・・・・・・ 46
内閣府 プロフェッショナル人材事業 ・・・・・・・・ 52
総務省 過疎地域持続的発展支援交付金 ・・・・・・・・ 68
総務省 高度無線環境整備推進事業 ・・・・・・・・ 78
総務省 ローカル10,000プロジェクト（地域経済循環創造事業交付金） ・・・・・・・・ 84
文化庁 重要文化財（建造物・美術工芸品）修理、防災、公開活用事業 ・・・・・・・・ 93
文化庁 重要伝統的建造物群保存地区保存事業 ・・・・・・・・ 106
文化庁 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業 ・・・・・・・・ 115
厚生労働省 地域雇用活性化推進事業 ・・・・・・・・ 132
厚生労働省 へき地保健医療対策 ・・・・・・・・ 136
厚生労働省 遠隔医療設備整備事業 ・・・・・・・・ 138
厚生労働省 介護テクノロジーの導入支援 ・・・・・・・・ 178
農林水産省 農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策） ・・・・・・・・ 192
農林水産省 農山漁村振興交付金（中山間地農業推進対策） ・・・・・・・・ 194
農林水産省 鳥獣被害防止総合対策交付金 ・・・・・・・・ 198
国土交通省 離島活性化交付金 ・・・・・・・・ 250
国土交通省 地域公共交通確保維持改善事業 ・・・・・・・・ 262
国土交通省 海の次世代モビリティの利活用に関する実証事業 ・・・・・・・・ 266
観光庁 ＩＣＴ等を活用した観光地のインバウンド受入環境整備の高度化 ・・・・・・・・ 286
環境省 国立公園等資源整備事業費補助金

（国立公園等多言語解説等整備事業） ・・・・・・・・ 324

環境省 自然公園等事業等 ・・・・・・・・ 330
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Ⅲ 「省庁別」支援メニュー一覧
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分

野
を含

め
た

人
材

の
確

保
及

び
その

活
躍

の
推

進
を図

る
た

め
、地

域
人

口
の

急
減

に
対

処
す

る
た

め
の

特
定

地
域

づ
くり

事
業

の
推

進
に

関
す

る法
律

（
令

和
元

年
法

律
第

64
 号

）
に

基
づ

く特
定

地
域

づ
くり

事
業

協
同

組
合

の
安

定
的

な
運

営
を

確
保

す
る

た
め

の
支

援
を

行
う。

○
○

1/
2

地
方

創
生

推
進

事
務

局
自

治
行

政
局

地
域

振
興

室
03

-6
25

7-
14

10
03

-5
25

3-
55

34
48

①
-5

内
閣

府
地

域
活

性
化

伝
道

師
派

遣
制

度
地

域
の

活
性

化
に

向
け

意
欲

的
な

取
組

を
行

お
うと

す
る地

域
に

対
して

、地
域

お
こし

の
専

門
家

（
地

域
活

性
化

伝
道

師
）

を紹
介

し、
指

導
・助

言
を

行
う。

○
○

専
門

家
派

遣
等

人
材

の
紹

介
を通

じた
支

援
地

方
創

生
推

進
事

務
局

03
-5

51
0-

21
67

50

①
-6

内
閣

府
プロ

フェ
ッシ

ョナ
ル

人
材

事
業

各
道

府
県

に
設

置
され

た
プロ

フェ
ッシ

ョナ
ル

人
材

戦
略

拠
点

が
、地

域
企

業
の

経
営

者
に

、事
業

継
続

・成
長

に
資

す
る

業
務

効
率

化
や

競
争

力
強

化
を促

し、
その

実
行

に
必

要
な

プ
ロフ

ェッ
シ

ョナ
ル

人
材

の
採

用
を

支
援

す
るも

の
。

○
○

－
・各

道
府

県
の

プロ
フェ

ッシ
ョナ

ル
人

材
戦

略
拠

点
は

デ
ジ

タ
ル

田
園

都
市

国
家

構
想

交
付

金
等

に
て

支
援

内
閣

府
地

方
創

生
推

進
室

03
-5

25
3-

21
11

52

①
-7

こど
も家

庭
庁

子
ども

の
た

め
の

教
育

・保
育

給
付

交
付

金
認

可
保

育
所

の
設

置
な

ど特
定

教
育

・保
育

及
び

特
定

地
域

型
保

育
の

確
保

が
著

しく
困

難
で

あ
る

離
島

そ
の

他
の

地
域

に
お

い
て

、教
育

・保
育

を
必

要
とす

る就
学

前
子

ども
を

対
象

に
、へ

き
地

保
育

所
で

の
特

例
保

育
の

実
施

に
要

す
る

費
用

を
給

付
す

る。
○

○
○

○

国
1/

2、
都

道
府

県
1/

4、
市

町
村

1/
4

※
事

業
主

拠
出

金
充

当
額

控
除

後
の

負
担

割
合

成
育

局
保

育
政

策
課

公
定

価
格

担
当

室
03

-6
85

8-
01

26
54

①
-8

こど
も家

庭
庁

子
ども

・子
育

て
支

援
施

設
整

備
交

付
金

対
象

とな
る施

設
が

奄
美

群
島

振
興

開
発

特
別

措
置

法
、離

島
振

興
法

、小
笠

原
諸

島
振

興
開

発
特

別
措

置
法

の
指

定
地

域
の

い
ず

れ
か

に
所

在
す

る場
合

は
、算

出
され

た
補

助
基

準
額

に
、0

.0
8を

乗
じて

得
られ

た
額

を加
算

し、
交

付
基

礎
額

を算
出

す
る

。
○

○
○

○

（
１

）
放

課
後

児
童

クラ
ブ整

備
費

公
設

⇒
国

：
１

／
３

、都
道

府
県

、市
町

村
：

各
１

／
３

　民
設

⇒
国

：
２

／
９

　都
道

府
県

、市
町

村
：

各
２

／
９

　社
会

福
祉

法
人

等
：

１
／

３
（

２
）

病
児

保
育

施
設

整
備

費
公

設
⇒

国
：

１
／

３
、都

道
府

県
、市

町
村

：
各

１
／

３
民

設
⇒

国
：

３
/１

０
、都

道
府

県
、市

町
村

：
各

３
／

１
０

　社
会

福
祉

法
人

等
：

１
／

１
０

（
1）

放
課

後
児

童
クラ

ブ整
備

費
に

つ
い

て
は

、放
課

後
児

童
クラ

ブや
保

育
園

等
の

待
機

児
童

が
発

生
して

い
る、

又
は

新
子

育
て

安
心

プラ
ンに

参
加

して
い

る場
合

は
、補

助
率

の
嵩

上
げ

を実
施

公
設

⇒
国

：
２

／
３

、都
道

府
県

、市
町

村
：

各
１

／
６

民
設

⇒
国

：
１

／
２

、都
道

府
県

、市
町

村
：

各
１

／
８

、社
会

福
祉

法
人

等
：

１
／

４

成
育

局
参

事
官

（
事

業
調

整
担

当
）

付
03

-6
86

3-
02

86
56

①
-9

こど
も家

庭
庁

離
島

に
居

住
す

る
妊

婦
が

妊
婦

健
診

を
受

診
す

る
た

め
の

交
通

費
等

の
支

援

離
島

に
住

む
妊

婦
の

妊
婦

健
康

診
査

の
受

診
及

び
出

産
に

必
要

な
医

療
を

受
け

る
機

会
を

確
保

す
るた

め
、都

道
府

県
及

び
市

町
村

が
地

方
単

独
事

業
とし

て
行

う健
康

診
査

及
び

分
娩

の
支

援
に

要
す

る経
費

の
一

部
を

特
別

交
付

税
に

より
措

置
す

る
。

○
－

特
別

交
付

税
に

より
措

置
成

育
局

母
子

保
健

課
03

-6
86

2-
04

13
58

①
-1

0
こど

も家
庭

庁
母

子
保

健
対

策
強

化
事

業

市
町

村
が

行
う両

親
学

級
の

オ
ン

ライ
ン実

施
や

、各
種

健
診

に
必

要
な

備
品

の
整

備
な

ど、
地

域
の

実
情

に
応

じた
母

子
保

健
対

策
の

強
化

に
要

す
る経

費
の

一
部

を
補

助
す

る。
例

え
ば

、産
後

ケ
ア事

業
が

行
わ

れ
て

い
な

い
離

島
等

に
お

い
て

、島
外

の
産

後
ケ

ア事
業

を
利

用
す

るた
め

に
必

要
とな

る
旅

費
等

の
支

援
に

活
用

す
るこ

とが
可

能
。

○
○

国
１

／
２

、市
町

村
１

／
２

成
育

局
母

子
保

健
課

03
-6

86
2-

04
13

60

①
-1

1
こど

も家
庭

庁
就

学
前

教
育

・保
育

施
設

整
備

交
付

金
市

区
町

村
が

策
定

す
る整

備
計

画
等

に
基

づ
き、

保
育

所
、認

定
こど

も
園

及
び

小
規

模
保

育
事

業
所

等
に

係
る施

設
整

備
事

業
及

び
防

音
壁

設
置

の
実

施
等

に
要

す
る

経
費

に
充

て
る

た
め

、市
区

町
村

等
に

交
付

金
を

交
付

す
る

。
○

○
○

○

（
私

立
）

１
／

２
相

当
（

新
子

育
て

安
心

プラ
ンに

参
加

す
る等

一
定

の
要

件
を満

た
す

場
合

は
２

／
３

）
（

公
立

）
１

／
３

相
当

・補
助

率
は

個
別

の
メニ

ュー
に

より
異

な
る

成
育

局
保

育
政

策
課

03
-6

85
8-

00
43

62

①
-1

2
こど

も家
庭

庁
次

世
代

育
成

支
援

対
策

施
設

整
備

交
付

金
児

童
福

祉
等

の
基

盤
整

備
を

推
進

す
る

た
め

、地
方

公
共

団
体

が
策

定
す

る整
備

計
画

に
基

づ
い

て
実

施
され

る
児

童
福

祉
施

設
等

及
び

障
害

児
施

設
等

に
関

す
る

施
設

整
備

事
業

に
対

して
、国

が
交

付
金

を交
付

。
○

○
○

原
則

１
／

２
相

当
（

児
童

厚
生

施
設

は
１

／
３

相
当

）
・補

助
率

は
個

別
の

メニ
ュー

に
より

異
な

る
成

育
局

参
事

官
（

事
業

調
整

担
当

）
付

03
-6

86
3-

02
86

64

①
-1

3
こど

も家
庭

庁
保

育
士

修
学

資
金

等
貸

付
事

業
指

定
保

育
士

等
養

成
施

設
に

通
う学

生
に

対
して

修
学

資
金

の
貸

付
等

を実
施

し、
地

域
の

福
祉

・保
育

人
材

の
育

成
及

び
確

保
並

び
に

定
着

を
支

援
す

る。
○

○
9/

10
 

「保
育

対
策

総
合

支
援

事
業

費
補

助
金

」の
メニ

ュー
成

育
局

成
育

基
盤

企
画

課
保

育
士

対
策

係
03

-6
86

1-
00

58
66参
照

ペ
ー

ジ
備

　　
考

主
　な

　補
　助

　率
No

.
府

省
庁

名
事

　業
　名

事
　業

　概
　要

対
象

地
域

補
助

対
象

担
当

注
）

対
象

地
域

の
「※

」は
、全

国
向

け
の

制
度

で
あ

る
が

、離
島

地
域

に
対

して
の

特
別

の
措

置
が

あ
る

もの

29



離
島
振
興
の
た
め
の
支
援
メ
ニ
ュー
一
覧
（
府
省
庁
別
）

全 国

離 島 地 域

特 定 有 人 国 境 離 島 地 域

そ の 他

地 方 公 共 団 体

協 議 会 等

民 間 事 業 者

そ の 他

局
・部

課
・室

連
絡

先
（

TE
L）

参
照

ペ
ー

ジ
備

　　
考

主
　な

　補
　助

　率
No

.
府

省
庁

名
事

　業
　名

事
　業

　概
　要

対
象

地
域

補
助

対
象

担
当

②
-1

総
務

省
過

疎
地

域
持

続
的

発
展

支
援

交
付

金

過
疎

地
域

等
に

お
け

る地
域

課
題

解
決

の
た

め
の

取
組

を支
援

す
る

こと
に

より
、過

疎
地

域
の

持
続

的
発

展
を支

援
（

下
記

の
メニ

ュー
に

よ
り、

ハ
ー

ド・
ソフ

ト両
面

か
ら支

援
）

①
過

疎
地

域
等

集
落

ネ
ット

ワ
ー

ク圏
形

成
支

援
事

業
②

過
疎

地
域

持
続

的
発

展
支

援
事

業
③

過
疎

地
域

集
落

再
編

整
備

事
業

④
過

疎
地

域
遊

休
施

設
再

整
備

事
業

○
○

○

①
１

０
／

１
０

②
市

町
村

等
　１

０
／

１
０

都
道

府
県

１
／

２
or

６
／

１
０

③
１

／
２

以
内

④
１

／
３

以
内

・「
対

象
地

域
」の

「そ
の

他
」は

、①
は

過
疎

地
域

等
の

条
件

不
利

地
域

。②
～

④
は

過
疎

地
域

で
あ

るこ
とが

要
件

。
・事

業
メニ

ュー
に

より
対

象
経

費
が

異
な

る。
地

域
力

創
造

グ
ル

ー
プ

過
疎

対
策

室
03

-5
25

3-
55

36
68

②
-2

総
務

省
携

帯
電

話
等

エ
リア

整
備

事
業

離
島

等
の

条
件

不
利

地
域

に
お

い
て

、携
帯

電
話

を利
用

可
能

とす
る

た
め

又
は

５
Ｇ

等
に

よ
る

高
度

化
無

線
通

信
を

可
能

とす
るた

め
に

、地
方

公
共

団
体

や
無

線
通

信
事

業
者

等
が

、携
帯

電
話

 等
の

基
地

局
施

設
、伝

送
路

施
設

を
整

備
す

る場
合

に
、国

が
その

整
備

費
用

の
一

部
を

補
助

す
る。

○
○

○
○

○
１

／
３

、１
／

２
、３

／
５

、２
／

３
、

３
／

４
、４

／
５

・「
対

象
地

域
」の

「そ
の

他
」は

、過
疎

地
域

等
の

条
件

不
利

地
域

総
合

通
信

基
盤

局
移

動
通

信
課

03
-5

25
3-

58
94

76

②
-3

総
務

省
高

度
無

線
環

境
整

備
推

進
事

業

5G
・I

oT
等

の
高

度
無

線
環

境
の

実
現

に
向

け
て

、離
島

等
の

条
件

不
利

地
域

に
お

い
て

、
地

方
公

共
団

体
、電

気
通

信
事

業
者

等
が

高
速

・大
容

量
無

線
通

信
の

前
提

とな
る

光
ファ

イバ
等

を
整

備
す

る
場

合
に

、そ
の

費
用

の
一

部
を補

助
す

る。
ま

た
、令

和
３

年
度

より
、離

島
地

域
に

お
い

て
地

方
公

共
団

体
が

光
ファ

イバ
等

を維
持

管
理

す
る

経
費

に
関

して
、そ

の
一

部
を補

助
す

る。

○
○

○
○

○
○

４
／

５
、２

／
３

、１
／

２
、１

／
３

・「
対

象
地

域
」の

「そ
の

他
」は

、過
疎

地
域

等
の

条
件

不
利

地
域

・「
補

助
対

象
」の

「そ
の

他
」は

第
三

セ
クタ

ー
総

合
通

信
基

盤
局

基
盤

整
備

促
進

課
03

ｰ5
25

3ｰ
58

66
78

②
-4

総
務

省
地

域
ケ

ー
ブル

テ
レ

ビネ
ット

ワー
ク整

備
事

業
被

災
情

報
や

避
難

情
報

な
ど、

国
民

の
生

命
・財

産
の

確
保

に
不

可
欠

な
情

報
を確

実
に

伝
達

す
るた

め
、災

害
発

生
時

に
地

域
に

お
い

て
重

要
な

情
報

伝
達

手
段

とな
る

放
送

ネ
ッ

トワ
ー

クの
強

靱
化

を実
現

す
る

。
○

○
○

○
○

○
１

／
２

、１
／

３
・「

対
象

地
域

」の
「そ

の
他

」は
、過

疎
地

域
等

の
条

件
不

利
地

域
・民

間
事

業
者

は
「承

継
事

業
者

」に
限

る
情

報
流

通
行

政
局

衛
星

・地
域

放
送

課
地

域
放

送
推

進
室

03
-5

25
3-

58
08

80

②
-5

総
務

省
ケ

ー
ブル

テ
レ

ビネ
ット

ワ
ー

ク光
化

等
に

よる
耐

災
害

性
強

化
事

業

災
害

時
に

放
送

に
より

信
頼

で
きる

情
報

が
確

実
に

提
供

され
るよ

う、
地

域
の

情
報

通
信

基
盤

で
あ

る
ケ

ー
ブ

ル
テ

レビ
ネ

ット
ワー

クの
光

化
や

辺
地

共
聴

施
設

の
設

備
更

新
に

よる
耐

災
害

性
強

化
を実

施
す

る（
『「

新
た

な
日

常
」の

定
着

に
向

け
た

ケ
ー

ブ
ル

テ
レ

ビ光
化

に
よ

る
耐

災
害

性
強

化
事

業
』の

後
続

事
業

）
。

○
○

○
○

○
○

１
／

２
、１

／
３

・財
政

力
指

数
ほ

か
の

条
件

あ
り

・「
対

象
地

域
」の

「そ
の

他
」は

、過
疎

地
域

等
の

条
件

不
利

地
域

・民
間

事
業

者
は

「承
継

事
業

者
」に

限
る。

情
報

流
通

行
政

局
衛

星
・地

域
放

送
課

地
域

放
送

推
進

室
03

-5
25

3-
58

08
82

②
-6

総
務

省
ロー

カル
10

,0
00

プロ
ジ

ェク
ト（

地
域

経
済

循
環

創
造

事
業

交
付

金
）

産
学

金
官

の
連

携
に

よ
り、

地
域

の
資

源
と資

金
を活

用
した

地
域

密
着

型
事

業
の

立
ち

上
げ

を
支

援
。

○
○

○
原

則
1／

２

・条
件

不
利

地
域

か
つ

財
政

力
の

弱
い

市
町

村
の

事
業

は
２

／
３

、３
／

４
・生

産
性

向
上

に
資

す
るデ

ジ
タル

技
術

の
活

用
に

関
連

す
る

事
業

等
で

あ
って

、全
くの

新
規

分
野

に
お

け
る事

業
の

立
ち

上
げ

で
あ

り、
新

規
性

・モ
デ

ル
性

の
極

め
て

高
い

以
下

の
事

業
に

つ
い

て
は

、国
費

９
／

１
０

に
より

支
援

・脱
炭

素
に

資
す

る地
域

再
エネ

の
活

用
等

に
関

連
す

る事
業

で
あ

って
、全

くの
新

規
分

野
に

お
け

る事
業

の
立

ち上
げ

で
あ

り、
新

規
性

・モ
デ

ル
性

の
極

め
て

高
い

事
業

は
３

／
４

地
域

力
創

造
グ

ル
ー

プ
地

域
政

策
課

03
-5

25
3-

55
23

84

③
-1

文
部

科
学

省
離

島
に

お
け

る公
立

の
高

等
学

校
等

の
教

職
員

定
数

の
加

算
離

島
の

教
育

の
特

殊
事

情
に

鑑
み

、離
島

の
公

立
高

等
学

校
等

の
教

職
員

定
数

に
つ

い
て

、加
配

措
置

を行
うも

の
。(

全
額

地
方

交
付

税
措

置
）

○
○

－
初

等
中

等
教

育
局

財
務

課
03

-6
73

4-
20

38
86

③
-2

文
部

科
学

省
離

島
高

校
生

修
学

支
援

事
業

高
校

未
設

置
離

島
の

高
校

生
を対

象
に

、教
育

費
負

担
が

重
くな

って
い

る通
学

費
、居

住
費

に
要

す
る

経
費

を
支

援
す

る
都

道
府

県
及

び
市

町
村

に
対

す
る補

助
○

○
○

地
方

公
共

団
体

１
／

２
以

内
初

等
中

等
教

育
局

財
務

課
03

-6
73

4-
20

27
88

③
-3

文
部

科
学

省
公

立
学

校
施

設
整

備
費

　公
立

の
小

中
学

校
等

の
施

設
整

備
に

お
い

て
、義

務
教

育
諸

学
校

等
の

施
設

費
の

国
庫

負
担

等
に

関
す

る法
律

の
規

定
等

に
より

、設
置

者
で

あ
る地

方
公

共
団

体
が

行
う施

設
整

備
に

要
す

る
経

費
に

つ
い

て
国

が
一

定
の

割
合

を
負

担
等

す
るも

の
。

　離
島

に
つ

い
て

は
、離

島
振

興
法

の
規

定
等

に
基

づ
き

、国
の

負
担

割
合

の
特

例
を設

け
る

な
ど離

島
の

振
興

の
た

め
の

特
別

措
置

を
実

施
。

○
※

※
○

・小
中

学
校

等
施

設
の

新
増

築
や

学
校

統
合

に
伴

う既
存

施
設

の
改

修
等

　通
常

１
／

２
→

離
島

振
興

地
域

５
．

５
／

１
０

・小
中

学
校

等
の

改
築

　通
常

１
／

３
→

離
島

振
興

地
域

５
．

５
／

１
０

大
臣

官
房

文
教

施
設

企
画

・防
災

部
施

設
助

成
課

03
-6

73
4-

24
64

90

③
-4

-1
文

化
庁

【国
宝

重
要

文
化

財
等

保
存

・活
用

事
業

費
補

助
金

】
近

代
和

風
建

築
等

総
合

調
査

近
代

和
風

建
築

又
は

近
代

化
遺

産
（

建
造

物
等

）
の

所
在

地
、形

態
・意

匠
及

び
保

存
状

況
等

に
関

して
、都

道
府

県
が

行
う調

査
事

業
に

対
す

る
補

助
○

○
１

／
２

　等
文

化
庁

文
化

財
第

二
課

07
5-

45
1-

41
11

92

③
-4

-2
文

化
庁

【国
宝

重
要

文
化

財
等

保
存

・活
用

事
業

費
補

助
金

】
重

要
文

化
財

（
建

造
物

・美
術

工
芸

品
）

修
理

、
防

災
、公

開
活

用
事

業

重
要

文
化

財
の

管
理

又
は

修
理

に
要

す
る

経
費

、及
び

公
開

活
用

に
要

す
る経

費
に

つ
い

て
の

補
助

○
○

○
１

／
２

　等
・「

補
助

対
象

」の
「そ

の
他

」は
、所

有
者

な
ど

文
化

庁
文

化
資

源
活

用
課

文
化

財
第

一
課

07
5-

45
1-

41
11

93

注
）

対
象

地
域

の
「※

」は
、全

国
向

け
の

制
度

で
あ

る
が

、離
島

地
域

に
対

して
の

特
別

の
措

置
が

あ
る

もの

30



離
島
振
興
の
た
め
の
支
援
メ
ニ
ュー
一
覧
（
府
省
庁
別
）

全 国

離 島 地 域

特 定 有 人 国 境 離 島 地 域

そ の 他

地 方 公 共 団 体

協 議 会 等

民 間 事 業 者

そ の 他

局
・部

課
・室

連
絡

先
（

TE
L）

参
照

ペ
ー

ジ
備

　　
考

主
　な

　補
　助

　率
No

.
府

省
庁

名
事

　業
　名

事
　業

　概
　要

対
象

地
域

補
助

対
象

担
当

③
-4

-3
文

化
庁

【国
宝

重
要

文
化

財
等

保
存

・活
用

事
業

費
補

助
金

】
登

録
有

形
文

化
財

建
造

物
修

理
事

業

登
録

有
形

文
化

財
建

造
物

の
保

存
と活

用
を図

る
た

め
に

必
要

な
保

存
修

理
に

係
る

設
計

監
理

に
要

す
る経

費
、及

び
公

開
活

用
に

要
す

る経
費

に
つ

い
て

の
補

助
○

○
○

１
／

２
　等

・「
補

助
対

象
」の

「そ
の

他
」は

、所
有

者
な

ど
文

化
庁

文
化

資
源

活
用

課
07

5-
45

1-
41

11
94

③
-4

-4
文

化
庁

【国
宝

重
要

文
化

財
等

保
存

・活
用

事
業

費
補

助
金

】
民

家
保

存
管

理
施

設

重
要

文
化

財
で

あ
る

民
家

が
現

状
変

更
等

に
より

居
住

者
の

日
常

生
活

に
著

しく
支

障
が

生
じた

場
合

に
、当

該
民

家
を

管
理

す
る

た
め

に
新

しく
保

存
管

理
施

設
を設

置
す

る
事

業
に

要
す

る
経

費
に

つ
い

て
の

補
助

○
○

１
／

２
（

上
限

あ
り）

・「
補

助
対

象
」の

「そ
の

他
」は

、個
人

所
有

者
文

化
庁

文
化

資
源

活
用

課
07

5-
45

1-
41

11
95

③
-4

-5
文

化
庁

【国
宝

重
要

文
化

財
等

保
存

・活
用

事
業

費
補

助
金

】
重

要
文

化
財

建
造

物
等

買
上

重
要

文
化

財
で

あ
る

建
造

物
及

び
そ

の
敷

地
の

保
存

の
た

め
特

別
の

事
情

に
よる

買
上

げ
に

要
す

る
経

費
に

つ
い

て
の

補
助

○
○

１
／

２
　等

文
化

庁
文

化
資

源
活

用
課

07
5-

45
1-

41
11

96

③
-4

-6
文

化
庁

【国
宝

重
要

文
化

財
等

保
存

・活
用

事
業

費
補

助
金

】
地

域
活

性
化

の
た

め
の

特
色

あ
る文

化
財

調
査

・
活

用

全
国

に
所

在
す

る我
が

国
の

歴
史

・文
化

の
解

明
に

必
要

な
文

化
財

（
美

術
工

芸
品

）
（

絵
画

、彫
刻

、工
芸

品
、書

跡
・典

籍
、古

文
書

、歴
史

資
料

等
）

の
平

時
お

よび
震

災
や

津
波

等
の

大
規

模
災

害
に

よる
散

逸
、亡

失
を防

ぎ
、保

存
対

策
の

基
本

計
画

策
定

に
資

す
る

た
め

に
実

施
す

る
保

存
状

況
等

の
調

査
に

要
す

る
経

費
、及

び
調

査
成

果
の

情
報

発
信

に
要

す
る経

費
に

つ
い

て
の

補
助

○
○

１
／

２
　等

文
化

庁
文

化
財

第
一

課
07

5-
45

1-
41

11
97

③
-4

-7
文

化
庁

【国
宝

重
要

文
化

財
等

保
存

・活
用

事
業

費
補

助
金

】
天

然
記

念
物

緊
急

調
査

学
術

上
価

値
の

高
い

動
物

・植
物

及
び

地
質

鉱
物

の
実

態
を把

握
し、

そ
の

保
存

対
策

に
資

す
る

た
め

に
行

う調
査

に
要

す
る

経
費

に
つ

い
て

の
補

助
○

○
１

／
２

　等
文

化
庁

文
化

財
第

二
課

07
5-

45
1-

41
11

98

③
-4

-8
文

化
庁

【国
宝

重
要

文
化

財
等

保
存

・活
用

事
業

費
補

助
金

】
史

跡
等

保
存

活
用

計
画

等
策

定

史
跡

、名
勝

又
は

天
然

記
念

物
の

保
存

活
用

の
万

全
を

期
す

る
た

め
、史

跡
等

の
保

存
活

用
計

画
を

策
定

す
る事

業
に

要
す

る経
費

、及
び

古
くか

ら文
物

や
人

々
の

交
流

の
舞

台
と

な
って

きた
古

道
・運

河
等

とそ
れ

に
沿

う地
域

に
残

され
て

い
る歴

史
的

遺
産

を
周

囲
の

環
境

を含
め

て
総

合
的

か
つ

体
系

的
に

調
査

す
る

とと
もに

、そ
れ

らを
活

用
し、

機
能

させ
る

た
め

の
計

画
の

策
定

に
要

す
る

経
費

に
つ

い
て

の
補

助

○
○

○
１

／
２

　等
・「

補
助

対
象

」の
「そ

の
他

」は
、管

理
団

体
等

文
化

庁
文

化
財

第
二

課
07

5-
45

1-
41

11
99

③
-4

-9
文

化
庁

【国
宝

重
要

文
化

財
等

保
存

・活
用

事
業

費
補

助
金

】
天

然
記

念
物

再
生

事
業

天
然

記
念

物
の

保
護

及
び

再
生

事
業

に
要

す
る経

費
に

つ
い

て
の

補
助

○
○

○
１

／
２

　等
・「

補
助

対
象

」の
「そ

の
他

」は
、所

有
者

文
化

庁
文

化
財

第
二

課
07

5-
45

1-
41

11
10

0

③
-4

-1
0

文
化

庁
【国

宝
重

要
文

化
財

等
保

存
・活

用
事

業
費

補
助

金
】

天
然

記
念

物
食

害
対

策

天
然

記
念

物
に

指
定

され
た

動
物

に
よ

る農
作

物
、造

林
木

等
に

対
す

る
食

害
等

の
防

止
対

策
の

た
め

に
、地

方
公

共
団

体
が

行
う事

業
に

要
す

る経
費

に
つ

い
て

の
補

助
○

○
２

／
３

文
化

庁
文

化
財

第
二

課
07

5-
45

1-
41

11
10

1

③
-4

-1
1

文
化

庁
【国

宝
重

要
文

化
財

等
保

存
・活

用
事

業
費

補
助

金
】

埋
蔵

文
化

財
緊

急
調

査

土
地

に
埋

蔵
され

て
い

る
文

化
財

の
実

態
を把

握
す

るた
め

の
調

査
に

要
す

る経
費

に
つ

い
て

の
補

助
○

○
１

／
２

　等
文

化
庁

文
化

財
第

二
課

07
5-

45
1-

41
11

10
2

③
-4

-1
2

文
化

庁
【国

宝
重

要
文

化
財

等
保

存
・活

用
事

業
費

補
助

金
】

名
勝

地
調

査

消
滅

や
改

変
の

危
機

に
瀕

して
い

る未
指

定
・未

登
録

の
名

勝
地

の
保

護
の

た
め

に
、必

要
情

報
の

集
約

を
目

的
とし

て
実

施
す

る
調

査
経

費
に

つ
い

て
の

補
助

○
○

１
／

２
　等

文
化

庁
文

化
財

第
二

課
07

5-
45

1-
41

11
10

3

③
-4

-1
3

文
化

庁
【国

宝
重

要
文

化
財

等
保

存
・活

用
事

業
費

補
助

金
】

文
化

的
景

観
保

護
推

進
事

業
文

化
的

景
観

の
保

存
と活

用
を

図
る

た
め

の
事

業
に

要
す

る経
費

に
つ

い
て

の
補

助
○

○
１

／
２

　等
文

化
庁

文
化

資
源

活
用

課
07

5-
45

1-
41

11
10

4

③
-4

-1
4

文
化

庁
【国

宝
重

要
文

化
財

等
保

存
・活

用
事

業
費

補
助

金
】

伝
統

的
建

造
物

群
保

存
対

策

伝
統

的
建

造
物

群
の

保
存

状
況

等
の

調
査

及
び

これ
に

基
づ

く保
存

・防
災

対
策

の
策

定
並

び
に

そ
れ

らの
見

直
しの

事
業

に
要

す
る経

費
に

つ
い

て
の

補
助

○
○

１
／

２
　等

文
化

庁
文

化
資

源
活

用
課

07
5-

45
1-

41
11

10
5

③
-4

-1
5

文
化

庁
【国

宝
重

要
文

化
財

等
保

存
・活

用
事

業
費

補
助

金
】

重
要

伝
統

的
建

造
物

群
保

存
地

区
保

存
事

業

重
要

伝
統

的
建

造
物

群
保

存
地

区
の

保
存

の
た

め
に

行
う当

該
保

存
地

区
内

に
お

け
る建

造
物

及
び

伝
統

的
建

造
物

群
と一

体
を

な
す

環
境

を保
存

す
るた

め
特

に
必

要
と認

め
られ

る
物

件
の

管
理

、修
理

、修
景

又
は

復
旧

、及
び

保
存

地
区

の
公

開
活

用
に

要
す

る
経

費
に

つ
い

て
の

補
助

○
○

１
／

２
　等

文
化

庁
文

化
資

源
活

用
課

07
5-

45
1-

41
11

10
6

③
-4

-1
6

文
化

庁
【国

宝
重

要
文

化
財

等
保

存
・活

用
事

業
費

補
助

金
】

指
定

文
化

財
管

理

指
定

文
化

財
の

維
持

管
理

の
万

全
を期

す
る

た
め

に
、地

方
公

共
団

体
及

び
国

有
文

化
財

の
管

理
団

体
が

行
う事

業
に

要
す

る
経

費
に

つ
い

て
の

補
助

○
○

○
１

／
２

　等
・「

補
助

対
象

」の
「そ

の
他

」は
、国

有
文

化
財

の
管

理
団

体
文

化
庁

文
化

資
源

活
用

課
07

5-
45

1-
41

11
10

7

③
-4

-1
7

文
化

庁
【国

宝
重

要
文

化
財

等
保

存
・活

用
事

業
費

補
助

金
】

重
要

無
形

文
化

財
等

伝
承

事
業

重
要

無
形

文
化

財
等

の
保

存
の

た
め

の
伝

承
事

業
に

要
す

る経
費

に
つ

い
て

の
補

助
○

○
○

定
額

・「
補

助
対

象
」の

「そ
の

他
」は

、保
持

団
体

、文
化

庁
長

官
が

その
保

存
に

当
た

るこ
とを

適
当

と認
め

る団
体

若
しく

は
個

人
文

化
庁

文
化

財
第

一
課

07
5-

45
1-

41
11

10
8

③
-4

-1
8

文
化

庁
【国

宝
重

要
文

化
財

等
保

存
・活

用
事

業
費

補
助

金
】

重
要

無
形

文
化

財
等

公
開

事
業

重
要

無
形

文
化

財
等

の
保

存
の

た
め

の
公

開
事

業
に

要
す

る経
費

に
つ

い
て

の
補

助
○

○
○

定
額

・「
補

助
対

象
」の

「そ
の

他
」は

、文
化

庁
長

官
が

その
保

存
に

当
た

るこ
とを

適
当

と認
め

る者
文

化
庁

文
化

財
第

一
課

07
5-

45
1-

41
11

10
9

注
）

対
象

地
域

の
「※

」は
、全

国
向

け
の

制
度

で
あ

る
が

、離
島

地
域

に
対

して
の

特
別

の
措

置
が

あ
る

もの

31



離
島
振
興
の
た
め
の
支
援
メ
ニ
ュー
一
覧
（
府
省
庁
別
）

全 国

離 島 地 域

特 定 有 人 国 境 離 島 地 域

そ の 他

地 方 公 共 団 体

協 議 会 等

民 間 事 業 者

そ の 他

局
・部

課
・室

連
絡

先
（

TE
L）

参
照

ペ
ー

ジ
備

　　
考

主
　な

　補
　助

　率
No

.
府

省
庁

名
事

　業
　名

事
　業

　概
　要

対
象

地
域

補
助

対
象

担
当

③
-4

-1
9

文
化

庁
【国

宝
重

要
文

化
財

等
保

存
・活

用
事

業
費

補
助

金
】

民
俗

文
化

財
調

査

有
形

の
民

俗
文

化
財

及
び

これ
に

関
連

す
る無

形
の

民
俗

文
化

財
に

つ
い

て
、そ

の
保

護
に

資
す

る
た

め
の

調
査

に
要

す
る経

費
に

つ
い

て
の

補
助

○
○

○
１

／
２

　等
・「

補
助

対
象

」の
「そ

の
他

」は
、文

化
庁

長
官

が
民

俗
文

化
財

の
調

査
に

当
た

るこ
とを

適
当

と認
め

る者
文

化
庁

文
化

財
第

一
課

07
5-

45
1-

41
11

11
0

③
-4

-2
0

文
化

庁
【国

宝
重

要
文

化
財

等
保

存
・活

用
事

業
費

補
助

金
】

重
要

有
形

民
俗

文
化

財
修

理
・防

災
事

業
重

要
有

形
民

俗
文

化
財

の
管

理
又

は
修

理
に

要
す

る経
費

に
つ

い
て

の
補

助
○

○
１

／
２

　等
・「

補
助

対
象

」の
「そ

の
他

」は
、所

有
者

又
は

管
理

団
体

文
化

庁
文

化
財

第
一

課
07

5-
45

1-
41

11
11

1

③
-4

-2
1

文
化

庁
【国

宝
重

要
文

化
財

等
保

存
・活

用
事

業
費

補
助

金
】

民
俗

文
化

財
伝

承
・活

用
等

事
業

民
俗

文
化

財
の

伝
承

・活
用

等
事

業
の

た
め

に
要

す
る経

費
に

つ
い

て
の

補
助

○
○

○
１

／
２

　等
・「

補
助

対
象

」の
「そ

の
他

」は
、所

有
者

、保
護

団
体

な
ど

文
化

庁
文

化
財

第
一

課
07

5-
45

1-
41

11
11

2

③
-4

-2
2

文
化

庁
【国

宝
重

要
文

化
財

等
保

存
・活

用
事

業
費

補
助

金
】

文
化

財
保

存
技

術
保

存
事

業

選
定

保
存

技
術

等
の

保
存

の
た

め
の

伝
承

者
の

養
成

等
の

事
業

に
要

す
る経

費
に

つ
い

て
の

補
助

○
○

○
定

額
・「

補
助

対
象

」の
「そ

の
他

」は
、保

持
者

、保
存

団
体

、文
化

庁
長

官
が

その
保

存
に

当
た

るこ
とを

適
当

と認
め

る団
体

若
しく

は
個

人
文

化
庁

文
化

財
第

一
課

07
5-

45
1-

41
11

11
3

③
-4

-2
3

文
化

庁
【国

宝
重

要
文

化
財

等
保

存
・活

用
事

業
費

補
助

金
】

ふ
る

さと
文

化
財

の
森

管
理

業
務

支
援

事
業

文
化

財
建

造
物

の
保

存
に

必
要

な
植

物
性

材
料

の
資

材
供

給
林

及
び

研
修

林
に

お
い

て
、高

品
位

の
資

材
を確

保
し継

続
的

に
供

給
す

るた
め

に
必

要
な

管
理

に
要

す
る

経
費

に
つ

い
て

の
補

助
○

○
○

１
／

２
　等

・「
補

助
対

象
」の

「そ
の

他
」は

、所
有

者
な

ど
文

化
庁

文
化

資
源

活
用

課
07

5-
45

1-
41

11
11

4

③
-4

-2
4

文
化

庁
【国

宝
重

要
文

化
財

等
保

存
・活

用
事

業
費

補
助

金
】

歴
史

活
き活

き！
史

跡
等

総
合

活
用

整
備

事
業

史
跡

、名
勝

又
は

天
然

記
念

物
の

保
存

と活
用

を図
る

こと
を目

的
とし

て
、そ

の
整

備
等

を
行

うた
め

に
必

要
な

経
費

、登
録

記
念

物
の

保
存

と活
用

を
図

る
こと

を
目

的
とし

て
、そ

の
整

備
等

の
設

計
管

理
等

を
行

うた
め

に
必

要
な

経
費

、及
び

古
くか

ら文
物

や
人

々
の

交
流

の
舞

台
とな

って
き

た
古

道
・運

河
等

とそ
れ

に
沿

う地
域

に
残

され
て

い
る歴

史
的

遺
産

の
活

用
整

備
を図

る
事

業
に

要
す

る経
費

に
つ

い
て

の
補

助

○
○

○
１

／
２

　等
・「

補
助

対
象

」の
「そ

の
他

」は
、所

有
者

な
ど

文
化

庁
文

化
資

源
活

用
課

07
5-

45
1-

41
11

11
5

③
-4

-2
5

文
化

庁
【国

宝
重

要
文

化
財

等
保

存
・活

用
事

業
費

補
助

金
】

地
域

の
特

色
あ

る
埋

蔵
文

化
財

活
用

事
業

地
域

の
特

色
あ

る
埋

蔵
文

化
財

の
総

合
的

な
公

開
活

用
を推

進
す

る
た

め
に

必
要

な
経

費
に

つ
い

て
の

補
助

○
○

○
１

／
２

　等
・「

補
助

対
象

」の
「そ

の
他

」は
、文

化
庁

長
官

が
埋

蔵
文

化
財

の
総

合
的

な
公

開
活

用
に

当
た

るこ
とを

適
当

と認
め

る法
人

文
化

庁
文

化
財

第
二

課
07

5-
45

1-
41

11
11

6

③
-5

文
化

庁
地

域
文

化
財

総
合

活
用

推
進

事
業

我
が

国
の

「た
か

ら」
で

あ
る

地
域

の
多

様
で

豊
か

な
文

化
遺

産
の

活
用

を
図

る
こと

に
より

、
文

化
振

興
とと

もに
地

域
活

性
化

に
資

す
る

こと
を目

的
とす

る
。

○
○

○
○

予
算

の
範

囲
内

に
お

い
て

定
額

補
助

・補
助

対
象

は
、地

域
の

文
化

遺
産

の
所

有
者

もし
くは

保
護

団
体

（
保

存
会

等
）

等
に

よっ
て

構
成

され
る実

行
委

員
会

等
文

化
庁

参
事

官
（

生
活

文
化

創
造

担
当

）
07

5-
45

1-
41

11
(内

線
：

95
76

)
11

8

③
-6

文
化

庁
学

校
に

お
け

る文
化

芸
術

鑑
賞

・体
験

推
進

事
業

小
学

校
・中

学
校

等
に

お
い

て
子

供
た

ち
に

一
流

の
文

化
芸

術
団

体
や

芸
術

家
に

よ
る

質
の

高
い

様
々

な
文

化
芸

術
を鑑

賞
・体

験
す

る
機

会
を提

供
す

る
とと

も
に

、芸
術

家
に

よる
表

現
手

法
を

用
い

た
ワ

ー
クシ

ョッ
プ等

を
実

施
す

る
。

○
　

　
　

　
○

芸
術

家
派

遣
等

・補
助

対
象

：
学

校
、芸

術
団

体
文

化
庁

参
事

官
（

芸
術

文
化

担
当

）
付

学
校

芸
術

教
育

室
03

-6
73

4-
28

35
12

2

③
-7

-1
文

化
庁

危
機

的
な

状
況

に
あ

る言
語

・方
言

の
活

性
化

・調
査

研
究

事
業

（
危

機
的

な
状

況
に

あ
る

言
語

・方
言

サ
ミッ

トの
開

催
）

平
成

２
１

年
２

月
に

ユ
ネ

ス
コが

指
摘

した
危

機
的

な
状

況
に

あ
る

８
言

語
・方

言
(八

丈
方

言
が

含
ま

れ
る

)や
東

日
本

大
震

災
の

被
災

地
方

言
に

関
す

る
調

査
結

果
，

各
地

の
継

承
の

た
め

の
取

組
事

例
等

を紹
介

す
る

とと
も

に
，

そ
れ

ぞ
れ

の
言

葉
に

よ
る

語
りの

披
露

や
危

機
言

語
・方

言
を使

った
活

動
や

研
究

を行
って

い
る

方
の

講
演

等
を通

して
，

危
機

言
語

・方
言

の
価

値
や

，
各

地
域

に
お

け
る危

機
言

語
・方

言
の

保
存

・継
承

の
活

動
に

つ
い

て
理

解
を深

め
て

い
た

だ
き

，
「地

域
の

宝
」で

あ
る

言
語

・方
言

の
危

機
的

な
状

況
の

改
善

に
つ

な
げ

よ
うと

す
る

もの
。

○
○

都
道

府
県

に
支

出
委

任
をし

て
実

施
・開

催
地

とな
る対

象
地

域
は

危
機

的
な

状
況

に
あ

る言
語

・
方

言
を抱

え
る地

域
・都

道
府

県
に

支
出

委
任

文
化

庁
国

語
課

03
-6

73
4-

28
39

12
4

③
-7

-2
文

化
庁

危
機

的
な

状
況

に
あ

る言
語

・方
言

の
活

性
化

・調
査

研
究

事
業

（
消

滅
の

危
機

に
あ

る方
言

の
記

録
作

成
及

び
啓

発
事

業
）

平
成

２
１

年
２

月
に

ユ
ネ

ス
コが

指
摘

した
危

機
的

な
状

況
に

あ
る

８
言

語
・方

言
(八

丈
方

言
が

含
ま

れ
る

)や
東

日
本

大
震

災
の

被
災

地
方

言
の

うち
，

音
声

資
料

や
映

像
資

料
を

は
じめ

，
保

存
・継

承
に

必
要

な
調

査
研

究
が

十
分

とは
言

え
な

い
地

域
の

方
言

に
つ

い
て

，
当

該
地

域
の

方
言

の
保

存
・継

承
に

資
す

る
た

め
，

よ
りど

ころ
とな

る
基

礎
デ

ー
タの

集
積

を中
心

とし
た

実
地

調
査

及
び

そ
の

分
析

，
方

言
の

保
存

・継
承

に
資

す
る諸

研
究

や
成

果
報

告
等

を行
うも

の
。

○
○

委
託

事
業

とし
て

実
施

・調
査

研
究

の
対

象
とな

るの
は

危
機

的
な

状
況

に
あ

る方
言

を抱
え

る地
域

・委
託

先
は

法
人

格
を有

す
る団

体
文

化
庁

国
語

課
03

-6
73

4-
28

39
12

6

③
-8

文
化

庁
【国

宝
重

要
文

化
財

等
防

災
施

設
整

備
費

補
助

金
】

重
要

文
化

財
等

防
災

施
設

整
備

事
業

文
化

財
所

有
者

等
に

対
して

必
要

な
防

火
対

策
、耐

震
対

策
等

に
係

る
施

設
整

備
に

つ
い

て
の

補
助

○
○

○
１

／
２

　等
・「

補
助

対
象

」の
「そ

の
他

」は
、所

有
者

な
ど

文
化

庁
文

化
資

源
活

用
課

07
5-

45
1-

41
11

12
8

④
-1

厚
生

労
働

省
地

域
雇

用
開

発
助

成
金

雇
用

情
勢

が
厳

しい
地

域
等

に
お

い
て

、事
業

所
を

設
置

・整
備

し、
地

域
の

求
職

者
等

を
雇

い
入

れ
た

場
合

に
活

用
で

き
る助

成
制

度
○

※
○

事
業

所
の

設
置

・整
備

費
用

と増
加

した
対

象
労

働
者

の
数

等
に

応
じて

一
定

額
を支

給

平
成

29
年

度
より

特
定

有
人

国
境

離
島

地
域

等
メニ

ュー
を

創
設

職
業

安
定

局
地

域
雇

用
対

策
課

03
-3

59
3-

25
80

13
0

④
-2

厚
生

労
働

省
地

域
雇

用
活

性
化

推
進

事
業

雇
用

機
会

が
不

足
して

い
る

地
域

や
過

疎
化

が
進

ん
で

い
る地

域
等

の
市

町
村

、経
済

団
体

等
か

ら構
成

され
る協

議
会

が
地

域
の

特
性

を
生

か
して

提
案

す
る「

魅
力

あ
る

雇
用

」や
「そ

れ
を

担
う人

材
」の

維
持

・確
保

を
図

るた
め

の
創

意
工

夫
あ

る
取

組
に

つ
い

て
、コ

ンテ
ス

ト方
式

に
より

選
抜

・委
託

した
上

で
実

施
す

る。

○
○

１
／

１
（

委
託

事
業

）

・有
効

求
人

倍
率

が
一

定
以

下
で

あ
るこ

と等
の

要
件

を満
た

す
地

域
及

び
過

疎
等

地
域

とし
て

厚
生

労
働

大
臣

が
指

定
す

る地
域

が
対

象
・地

域
の

関
係

者
（

市
町

村
、経

済
団

体
等

）
か

ら構
成

さ
れ

る協
議

会
が

事
業

を実
施

職
業

安
定

局
地

域
雇

用
対

策
課

03
-3

59
3-

25
80

13
2

注
）

対
象

地
域

の
「※

」は
、全

国
向

け
の

制
度

で
あ

る
が

、離
島

地
域

に
対

して
の

特
別

の
措

置
が

あ
る

もの

32



離
島
振
興
の
た
め
の
支
援
メ
ニ
ュー
一
覧
（
府
省
庁
別
）

全 国

離 島 地 域

特 定 有 人 国 境 離 島 地 域

そ の 他

地 方 公 共 団 体

協 議 会 等

民 間 事 業 者

そ の 他

局
・部

課
・室

連
絡

先
（

TE
L）

参
照

ペ
ー

ジ
備

　　
考

主
　な

　補
　助

　率
No

.
府

省
庁

名
事

　業
　名

事
　業

　概
　要

対
象

地
域

補
助

対
象

担
当

④
-3

厚
生

労
働

省
民

間
機

関
を

活
用

した
多

様
な

職
業

訓
練

機
会

の
確

保

求
職

中
の

方
を

対
象

とし
て

、就
職

に
必

要
な

技
能

及
び

知
識

の
習

得
を

図
る

た
め

、民
間

教
育

訓
練

機
関

等
を

活
用

して
公

共
職

業
訓

練
（

離
職

者
に

対
す

る
委

託
訓

練
）

及
び

求
職

者
支

援
訓

練
を

実
施

。
○

○
○

委
託

契
約

に
基

づ
く委

託
費

の
支

払
い

　等
人

材
開

発
統

括
官

訓
練

企
画

室
03

-3
59

5-
33

56
13

4

④
-4

厚
生

労
働

省
へ

き
地

保
健

医
療

対
策

へ
き

地
に

お
け

る
医

療
提

供
体

制
の

確
保

に
必

要
な

経
費

を補
助

す
る

。
○

※
※

○
○

１
／

２
、２

／
３

、３
／

４
医

政
局

地
域

医
療

計
画

課
03

-3
59

5-
21

86
13

6

④
-5

厚
生

労
働

省
遠

隔
医

療
設

備
整

備
事

業
遠

隔
医

療
（

遠
隔

病
理

診
断

・遠
隔

画
像

診
断

及
び

助
言

・オ
ン

ライ
ン診

療
）

の
実

施
に

必
要

な
コン

ピ
ュー

ター
機

器
・通

信
機

器
等

の
整

備
に

対
す

る
補

助
事

業
○

○
○

１
／

２
医

政
局

総
務

課
03

-3
59

5-
21

89
13

8

④
-6

厚
生

労
働

省
ドク

ター
ヘ

リ導
入

促
進

事
業

ドク
ター

ヘ
リの

運
航

に
必

要
な

経
費

を補
助

す
る。

○
○

○
１

／
２

医
政

局
地

域
医

療
計

画
課

03
-3

59
5-

21
85

14
0

④
-7

厚
生

労
働

省
地

域
医

療
支

援
セ

ンタ
ー

運
営

経
費

等
（

地
域

医
療

介
護

総
合

確
保

基
金

）

効
率

的
か

つ
質

の
高

い
医

療
提

供
体

制
の

構
築

に
向

け
て

、都
道

府
県

計
画

に
基

づ
き

、
地

域
医

療
構

想
の

達
成

に
資

す
る医

療
機

関
の

施
設

設
備

整
備

事
業

等
、病

床
機

能
の

分
化

・連
携

の
取

組
を

促
進

す
るた

め
の

支
援

を
行

う。
○

○
２

／
３

医
政

局
地

域
医

療
計

画
課

03
-3

59
5-

21
86

14
2

④
-8

厚
生

労
働

省
看

護
師

の
特

定
行

為
に

係
る研

修
期

間
導

入
促

進
支

援
事

業

特
定

行
為

研
修

の
指

定
研

修
機

関
の

確
保

を図
る

た
め

、指
定

研
修

機
関

の
設

置
準

備
に

必
要

な
カリ

キ
ュラ

ム
作

成
や

備
品

購
入

、e
ラー

ニ
ング

の
導

入
、実

習
体

制
構

築
等

の
経

費
に

対
す

る支
援

を
行

う。
○

○
○

10
/1

0
医

政
局

看
護

課
03

-3
59

5-
22

06
14

4

④
-9

厚
生

労
働

省
看

護
師

の
特

定
行

為
に

係
る指

定
研

修
機

関
運

営
事

業

特
定

行
為

研
修

の
指

定
研

修
機

関
及

び
協

力
施

設
が

質
の

高
い

研
修

を
行

うた
め

、指
導

者
経

費
や

実
習

に
係

る
消

耗
品

費
、委

託
費

、指
定

研
修

機
関

と協
力

施
設

の
連

携
に

必
要

な
会

議
費

等
に

対
す

る
支

援
を

行
う。

○
○

○
10

/1
0、

1/
2

補
助

対
象

は
特

定
行

為
研

修
を開

始
して

か
ら４

年
目

まで
の

指
定

研
修

機
関

３
年

目
まで

が
10

/1
0、

４
年

目
は

1/
2

医
政

局
看

護
課

03
-3

59
5-

22
06

14
6

④
-1

0
厚

生
労

働
省

看
護

師
の

特
定

行
為

に
係

る指
定

研
機

関
等

施
設

整
備

事
業

特
定

行
為

研
修

の
指

定
研

修
機

関
に

お
け

る
、研

修
を

実
施

す
るた

め
の

カン
ファ

レ
ンス

ル
ー

ム
の

整
備

や
eラ

ー
ニン

グ
を

設
置

す
るた

め
の

整
備

、研
修

受
講

者
用

の
自

習
室

の
整

備
等

に
必

要
な

経
費

に
対

す
る支

援
を行

う。
○

○
○

1/
2

医
政

局
看

護
課

03
-3

59
5-

22
06

14
8

④
-1

1
厚

生
労

働
省

IC
Tを

活
用

した
在

宅
看

取
りに

関
す

る
研

修
推

進
事

業

在
宅

で
の

看
取

りに
お

け
る

医
師

に
よ

る
IC

Tを
利

用
した

死
亡

診
断

等
に

関
わ

る手
続

の
整

備
を図

るた
め

、医
師

に
よ

る遠
隔

で
の

死
亡

診
断

をサ
ポ

ー
トす

る
看

護
師

の
た

め
の

研
修

の
実

施
に

対
す

る
経

費
を

支
援

す
る

。
○

○
○

10
/1

0
医

政
局

看
護

課
03

-3
59

5-
22

06
15

0

④
-1

2
厚

生
労

働
省

社
会

福
祉

施
設

等
施

設
整

備
費

補
助

金
地

方
自

治
体

が
策

定
す

る整
備

計
画

が
着

実
に

実
施

され
る

よう
障

害
者

の
障

害
福

祉
サ

ー
ビス

等
の

基
盤

整
備

を図
る。

○
○

○
※

○
1/

2等

・補
助

率
１

／
２

（
社

会
福

祉
法

人
等

へ
の

間
接

補
助

）
・た

だ
し、

女
性

支
援

関
係

施
設

を都
道

府
県

、指
定

都
市

が
設

置
す

る場
合

は
、補

助
率

１
／

２
の

直
接

補
助

とな
る。

障
害

保
健

福
祉

部
障

害
福

祉
課

03
-3

59
5-

25
28

15
2

④
-1

3
厚

生
労

働
省

基
準

該
当

サ
ー

ビス
、離

島
等

相
当

サ
ー

ビス

【基
準

該
当

サ
ー

ビス
】

離
島

や
中

山
間

地
域

な
ど事

業
者

確
保

が
困

難
な

地
域

で
は

、介
護

人
材

不
足

や
特

殊
な

地
理

的
要

件
に

より
、全

て
の

指
定

基
準

を満
た

す
こと

が
困

難
な

場
合

が
あ

る
。こ

の
た

め
、指

定
居

宅
サ

ー
ビス

事
業

者
の

要
件

（
法

人
格

、人
員

基
準

、設
備

・運
営

基
準

）
の

一
部

を満
た

して
い

な
い

事
業

者
の

うち
、一

定
水

準
を

満
た

す
サ

ー
ビス

提
供

を
行

う事
業

者
に

つ
い

て
、市

町
村

が
その

サ
ー

ビス
を

「基
準

該
当

サ
ー

ビス
」と

して
保

険
給

付
の

対
象

とす
る

こと
が

で
きる

こと
とし

て
い

る。

【離
島

等
相

当
サ

ー
ビス

】
指

定
居

宅
サ

ー
ビス

・基
準

該
当

居
宅

サ
ー

ビス
とも

に
確

保
が

著
しく

困
難

な
離

島
等

の
地

域
で

は
、人

員
基

準
、設

備
・運

営
基

準
を

定
め

ず
、一

定
の

質
を持

つ
居

宅
サ

ー
ビス

に
相

当
す

る
サ

ー
ビス

を
、市

町
村

が
「離

島
等

相
当

サ
ー

ビス
」と

して
保

険
給

付
の

対
象

とす
る

こと
が

で
き

るこ
とと

して
い

る
。

○
○

○
－

老
健

局
認

知
症

施
策

・地
域

介
護

推
進

課
03

-3
59

5-
28

89
15

4

④
-1

4
厚

生
労

働
省

地
域

医
療

介
護

総
合

確
保

基
金

（
施

設
分

）
地

域
包

括
ケ

アシ
ス

テ
ム

の
構

築
に

向
け

て
、都

道
府

県
計

画
に

基
づ

き、
地

域
密

着
型

サ
ー

ビス
等

、地
域

の
実

情
に

応
じた

介
護

サ
ー

ビス
提

供
体

制
の

整
備

を促
進

す
る

た
め

の
支

援
等

を
行

う。
○

※
○

2/
3

※
補

助
単

価
の

８
％

加
算

老
健

局
高

齢
者

支
援

課
03

-3
59

5-
28

88
03

-3
59

5-
28

88
15

8

④
-1

5
厚

生
労

働
省

離
島

等
地

域
に

お
け

る特
別

地
域

加
算

に
係

る
利

用
者

負
担

額
軽

減
措

置
事

業
離

島
等

で
の

介
護

サ
ー

ビス
を

利
用

した
場

合
の

特
別

地
域

加
算

に
よ

る
負

担
へ

の
対

応
と

して
、市

町
村

民
税

非
課

税
の

者
の

利
用

者
負

担
額

の
１

割
分

を
減

額
す

る。
○

○
○

1/
2

厚
生

労
働

大
臣

が
指

定
す

る地
域

が
対

象
老

健
局

介
護

保
険

計
画

課
03

-3
59

5-
28

90
16

0

注
）

対
象

地
域

の
「※

」は
、全

国
向

け
の

制
度

で
あ

る
が

、離
島

地
域

に
対

して
の

特
別

の
措

置
が

あ
る

もの

33



離
島
振
興
の
た
め
の
支
援
メ
ニ
ュー
一
覧
（
府
省
庁
別
）

全 国

離 島 地 域

特 定 有 人 国 境 離 島 地 域

そ の 他

地 方 公 共 団 体

協 議 会 等

民 間 事 業 者

そ の 他

局
・部

課
・室

連
絡

先
（

TE
L）

参
照

ペ
ー

ジ
備

　　
考

主
　な

　補
　助

　率
No

.
府

省
庁

名
事

　業
　名

事
　業

　概
　要

対
象

地
域

補
助

対
象

担
当

④
-1

6
厚

生
労

働
省

離
島

・中
山

間
地

域
等

に
対

す
る報

酬
加

算
訪

問
系

・多
機

能
系

・通
所

系
サ

ー
ビス

に
つ

い
て

、離
島

・中
山

間
地

域
等

に
事

業
所

が
所

在
す

る場
合

や
居

住
して

い
る利

用
者

に
対

して
サ

ー
ビス

を提
供

した
場

合
に

、介
護

報
酬

に
お

け
る加

算
で

評
価

。
○

○
○

○

特
別

地
域

加
算

（
15

/1
00

）
中

山
間

地
域

等
に

お
け

る小
規

模
事

業
所

加
算

（
10

/1
00

）
中

山
間

地
域

等
に

居
住

す
る者

へ
の

サ
ー

ビス
提

供
加

算
（

５
/1

00
）

厚
生

労
働

大
臣

が
指

定
す

る地
域

が
対

象
老

健
局

老
人

保
健

課
03

-3
59

5-
24

90
16

2

④
-1

7
厚

生
労

働
省

離
島

等
サ

ー
ビス

確
保

対
策

事
業

離
島

等
地

域
の

実
情

を踏
まえ

た
介

護
サ

ー
ビス

確
保

等
の

た
め

、離
島

等
に

お
け

るホ
ー

ム
ヘ

ル
パ

ー
養

成
等

、人
材

の
確

保
対

策
に

重
点

を
お

き、
離

島
又

は
中

山
間

地
域

を
管

轄
す

る
都

道
府

県
・市

町
村

・特
別

区
そ

れ
ぞ

れ
が

、具
体

的
な

方
策

・事
業

の
検

討
や

試
行

的
事

業
等

を実
施

す
る

。

○
○

○
1/

2　
等

老
健

局
認

知
症

施
策

・地
域

介
護

推
進

課
03

-3
59

5-
28

89
16

4

④
-1

8
厚

生
労

働
省

介
護

職
員

の
処

遇
改

善
介

護
職

員
の

給
与

が
他

の
職

種
に

比
べ

て
低

い
状

況
に

あ
り、

そ
の

人
材

確
保

に
向

け
て

介
護

職
員

の
処

遇
改

善
を行

うも
の

。
○

○
○

サ
ー

ビス
ご

とに
加

算
率

を設
定

老
健

局
老

人
保

健
課

03
-3

59
5-

24
90

16
6

④
-1

9
厚

生
労

働
省

地
域

医
療

介
護

総
合

確
保

基
金

（
人

材
分

）
地

域
包

括
ケ

アシ
ス

テ
ム

の
構

築
に

向
け

て
、都

道
府

県
計

画
に

基
づ

き、
地

域
密

着
型

サ
ー

ビス
等

、地
域

の
実

情
に

応
じた

介
護

サ
ー

ビス
提

供
体

制
の

整
備

を促
進

す
る

た
め

の
支

援
等

を
行

う。
○

※
○

2/
3

・都
道

府
県

が
実

施
す

る事
業

に
つ

い
て

国
か

ら2
/3

を補
助

老
健

局
認

知
症

施
策

・地
域

介
護

推
進

課
03

-3
59

5-
28

89
17

0

④
-2

0
厚

生
労

働
省

介
護

に
関

す
る

入
門

的
研

修
の

実
施

か
らマ

ッチ
ン

グ
ま

で
の

一
体

的
支

援
事

業

介
護

未
経

験
者

の
介

護
分

野
へ

の
参

入
の

き
っか

け
を

作
ると

とも
に

、参
入

障
壁

とな
って

い
る

介
護

に
関

す
る様

々
な

不
安

を
払

拭
す

るた
め

、介
護

業
務

の
入

門
的

な
知

識
・技

術
の

修
得

の
た

め
の

研
修

を
導

入
し、

介
護

人
材

の
す

そ野
を拡

げ
、中

高
年

齢
者

な
ど多

様
な

人
材

の
参

入
を

促
進

す
る。

○
○

2/
3

「4
9地

域
医

療
介

護
総

合
確

保
基

金
」（

人
材

分
）

の
支

援
メニ

ュー
社

会
・援

護
局

福
祉

基
盤

課
福

祉
人

材
確

保
対

策
室

03
-5

25
3-

11
11

（
28

49
）

17
2

④
-2

1
厚

生
労

働
省

外
国

人
介

護
人

材
の

受
入

環
境

の
整

備

外
国

人
介

護
人

材
の

受
入

環
境

の
整

備
を

支
援

す
るた

め
、介

護
福

祉
士

国
家

資
格

の
取

得
を

目
指

す
留

学
生

に
対

す
る

介
護

施
設

等
に

よる
奨

学
金

等
の

支
給

に
係

る
経

費
の

助
成

、介
護

福
祉

士
養

成
施

設
と養

成
施

設
の

留
学

希
望

者
や

介
護

施
設

等
と特

定
技

能
に

よ
る就

労
希

望
者

等
との

マッ
チ

ン
グ

を
適

切
に

行
うた

め
の

経
費

の
助

成
、介

護
施

設
等

に
お

い
て

外
国

人
介

護
人

材
を

受
け

入
れ

るた
め

の
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
支

援
や

生
活

支
援

等
に

係
る費

用
の

助
成

等
を

行
って

い
る

。

○
○

2/
3

「4
9地

域
医

療
介

護
総

合
確

保
基

金
」（

人
材

分
）

の
支

援
メニ

ュー
社

会
・援

護
局

福
祉

基
盤

課
福

祉
人

材
確

保
対

策
室

03
-5

25
3-

11
11

（
28

94
）

17
4

④
-2

2
厚

生
労

働
省

介
護

テ
クノ

ロジ
ー

の
導

入
支

援
介

護
サ

ー
ビス

事
業

所
の

IC
T・

介
護

ロボ
ット

導
入

に
要

す
る

費
用

の
一

部
を補

助
。

○
○

○

・都
道

府
県

が
実

施
す

る事
業

に
つ

い
て

国
か

ら2
/3

を
補

助
※

都
道

府
県

か
ら事

業
所

に
対

す
る補

助
率

は
、一

定
の

要
件

を満
た

す
事

業
所

に
対

して
は

、3
/4

を下
限

に
都

道
府

県
の

裁
量

に
より

設
定

。そ
れ

以
外

の
事

業
所

は
1/

2を
下

限
に

都
道

府
県

の
裁

量
に

より
設

定
。

「4
9地

域
医

療
介

護
総

合
確

保
基

金
」（

人
材

分
）

の
支

援
メニ

ュー
老

健
局

高
齢

者
支

援
課

03
-3

59
5-

28
88

17
8

④
-2

3
厚

生
労

働
省

介
護

福
祉

士
修

学
資

金
貸

付
事

業
介

護
福

祉
士

養
成

施
設

に
通

う学
生

に
対

して
修

学
資

金
の

貸
付

等
を

実
施

し、
地

域
の

福
祉

・介
護

人
材

の
育

成
及

び
確

保
並

び
に

定
着

を支
援

す
る

。
○

○
9/

10
 

「生
活

困
窮

者
就

労
支

援
事

業
費

等
補

助
金

」の
メニ

ュー
社

会
・援

護
局

福
祉

基
盤

課
福

祉
人

材
確

保
対

策
室

03
-5

25
3-

11
11

（
28

45
）

18
0

④
-2

4
厚

生
労

働
省

介
護

分
野

就
職

支
援

金
貸

付
事

業
よ

り幅
広

く新
た

な
介

護
人

材
を

確
保

す
る

観
点

か
ら、

他
業

種
で

働
い

て
い

た
方

等
の

介
護

分
野

に
お

け
る

介
護

職
とし

て
の

参
入

を
促

進
す

る
。

○
○

2/
3

「4
9地

域
医

療
介

護
総

合
確

保
基

金
」（

人
材

分
）

の
支

援
メニ

ュー
社

会
・援

護
局

福
祉

基
盤

課
福

祉
人

材
確

保
対

策
室

03
-5

25
3-

11
11

（
28

45
）

18
2

⑤
-1

農
林

水
産

省
甘

味
資

源
作

物
生

産
支

援
対

策

国
内

産
糖

と輸
入

糖
との

内
外

コス
ト差

を調
整

し、
甘

味
資

源
作

物
生

産
者

等
の

経
営

安
定

を
図

るた
め

の
交

付
金

を
交

付
す

ると
とも

に
、「

さと
うき

び
増

産
基

金
」に

よ
る病

害
虫

防
除

・か
ん

水
な

どの
自

然
災

害
に

対
応

した
取

組
及

び
甘

味
資

源
作

物
の

生
産

性
向

上
や

省
力

化
に

よる
分

み
つ

糖
工

場
等

の
労

働
効

率
を高

め
る取

組
等

を
支

援
。

○
○

○
○

○
○

○
1/

2以
内

、6
/1

0以
内

、定
額

補
助

対
象

の
その

他
：

（
独

）
農

畜
産

業
振

興
機

構
農

産
局

地
域

作
物

課
03

-3
50

1-
38

14
18

4

⑤
-2

農
林

水
産

省
畜

産
・酪

農
収

益
力

強
化

整
備

等
特

別
対

策
事

業

畜
産

農
家

を始
め

とす
る地

域
の

関
係

者
が

連
携

し、
作

業
の

外
部

化
や

省
力

化
、規

模
拡

大
等

に
より

、体
質

強
化

を
進

め
るた

め
、地

域
で

策
定

す
る畜

産
クラ

ス
ター

計
画

に
位

置
づ

け
られ

た
中

心
的

な
経

営
体

等
が

行
う施

設
整

備
や

機
械

導
入

な
どの

競
争

力
強

化
に

向
け

た
生

産
基

盤
の

構
築

や
生

産
性

向
上

等
に

向
け

た
取

組
の

実
証

調
査

等
を支

援
。

ま
た

、畜
産

クラ
ス

ター
計

画
に

基
づ

く、
生

産
基

盤
強

化
の

た
め

の
優

良
な

繁
殖

雌
牛

へ
の

更
新

を
支

援
。

○
○

○
○

1/
2以

内
、定

額
畜

産
局

企
画

課
畜

産
振

興
課

03
-3

50
1-

10
83

03
-6

74
4-

25
87

18
6

⑤
-3

農
林

水
産

省

農
業

経
営

基
盤

強
化

資
金

利
子

助
成

金
等

交
付

事
業

（
ス

ー
パ

ー
L資

金
、農

業
近

代
化

資
金

の
金

利
負

担
軽

減
措

置
）

ス
ー

パ
ー

Ｌ
資

金
及

び
農

業
近

代
化

資
金

の
金

利
負

担
軽

減
措

置
を

実
施

し、
規

模
拡

大
等

に
意

欲
的

に
取

り組
む

認
定

農
業

者
を

金
融

面
か

ら強
力

に
支

援
。

○
○

民
間

事
業

者
　貸

付
当

初
５

年
間

実
質

無
利

子
化

経
営

局
金

融
調

整
課

03
-6

74
4-

21
67

18
8

注
）

対
象

地
域

の
「※

」は
、全

国
向

け
の

制
度

で
あ

る
が

、離
島

地
域

に
対

して
の

特
別

の
措

置
が

あ
る

もの

34



離
島
振
興
の
た
め
の
支
援
メ
ニ
ュー
一
覧
（
府
省
庁
別
）

全 国

離 島 地 域

特 定 有 人 国 境 離 島 地 域

そ の 他

地 方 公 共 団 体

協 議 会 等

民 間 事 業 者

そ の 他

局
・部

課
・室

連
絡

先
（

TE
L）

参
照

ペ
ー

ジ
備

　　
考

主
　な

　補
　助

　率
No

.
府

省
庁

名
事

　業
　名

事
　業

　概
　要

対
象

地
域

補
助

対
象

担
当

⑤
-4

農
林

水
産

省
新

規
就

農
者

育
成

総
合

対
策

農
業

へ
の

人
材

の
一

層
の

呼
び

込
み

と定
着

を図
る

た
め

、経
営

発
展

の
た

め
の

機
械

・施
設

等
の

導
入

を
地

方
と連

携
して

親
元

就
農

も含
め

て
支

援
す

る
とと

もに
、伴

走
機

関
等

に
よ

る
研

修
向

け
農

場
の

整
備

、新
規

就
農

者
へ

の
技

術
サ

ポ
ー

ト等
の

取
組

を
支

援
。ま

た
、就

農
に

向
け

た
研

修
資

金
、経

営
開

始
資

金
、雇

用
就

農
の

促
進

の
た

め
の

資
金

の
交

付
、農

業
大

学
校

・農
業

高
校

等
に

お
け

る
農

業
教

育
の

高
度

化
、農

業
者

の
リ・

ス
キ

リン
グ

機
会

の
充

実
、就

農
相

談
会

の
開

催
等

の
取

組
を

支
援

。

○
※

○
○

○
○

定
額

、1
/2

以
内

・原
則

50
歳

未
満

の
就

農
希

望
者

及
び

認
定

新
規

就
農

者
等

経
営

局
就

農
・女

性
課

03
-3

50
2-

64
69

19
0

⑤
-5

農
林

水
産

省
農

山
漁

村
振

興
交

付
金

（
農

山
漁

村
発

イノ
ベ

ー
シ

ョン
対

策
）

農
林

水
産

物
や

農
林

水
産

業
に

関
わ

る
多

様
な

地
域

資
源

を
活

用
し、

付
加

価
値

を創
出

す
る

こと
に

よっ
て

、農
山

漁
村

に
お

け
る所

得
と雇

用
機

会
の

確
保

を図
る

取
組

等
を

支
援

。
○

○
※

○
○

○
○

定
額

、1
/2

　等

・都
道

府
県

・市
町

村
・地

域
協

議
会

・農
林

漁
業

者
の

組
織

す
る団

体
等

農
村

振
興

局
都

市
農

村
交

流
課

03
-3

50
2-

59
46

19
2

⑤
-6

農
林

水
産

省
農

山
漁

村
振

興
交

付
金

（
中

山
間

地
農

業
推

進
対

策
）

中
山

間
地

域
等

に
お

い
て

、地
域

別
農

業
振

興
計

画
に

基
づ

き、
収

益
力

向
上

や
販

売
力

強
化

等
に

関
す

る取
組

、複
数

の
集

落
の

機
能

を補
完

す
る農

村
RM

O
の

形
成

、デ
ジ

タ
ル

技
術

の
導

入
・定

着
を

推
進

す
る取

組
を支

援
。

○
○

○
○

定
額

・対
象

とな
る地

域
は

地
域

振
興

立
法

等
で

指
定

され
た

地
域 ・補

助
対

象
は

、地
方

公
共

団
体

・地
域

協
議

会
農

村
振

興
局

地
域

振
興

課
03

-3
50

1-
83

59
19

4

⑤
-7

農
林

水
産

省
強

い
農

業
づ

くり
総

合
支

援
交

付
金

（
うち

産
地

基
幹

施
設

等
支

援
タイ

プ
及

び
卸

売
市

場
等

支
援

タイ
プ）

産
地

の
収

益
力

強
化

と持
続

的
な

発
展

及
び

食
品

流
通

の
強

化
の

た
め

、強
い

農
業

づ
くり

に
必

要
な

産
地

基
幹

施
設

、卸
売

市
場

施
設

 等
の

整
備

等
を支

援
。

○
※

○
○

○
都

道
府

県
へ

は
定

額
（

事
業

実
施

主
体

へ
は

事
業

費
の

1/
2以

内
等

）
・「

補
助

対
象

」の
「そ

の
他

」は
、農

業
者

の
組

織
す

る団
体

、事
業

協
同

組
合

な
ど

農
産

局

大
臣

官
房

新
事

業
・食

品
産

業
部

総
務

課
生

産
推

進
室

食
品

流
通

課
卸

売
市

場
室

03
-3

50
2-

59
45

03
-6

74
4-

20
59

19
6

⑤
-8

農
林

水
産

省
鳥

獣
被

害
防

止
総

合
対

策
交

付
金

深
刻

化
・広

域
化

して
い

る
野

生
鳥

獣
に

よ
る農

林
水

産
業

等
に

係
る被

害
に

対
応

す
るた

め
、鳥

獣
被

害
防

止
特

別
措

置
法

に
基

づ
き市

町
村

が
作

成
した

「被
害

防
止

計
画

」に
基

づ
く取

組
等

を総
合

的
に

支
援

。具
体

的
に

は
、

・侵
入

防
止

柵
（

広
域

柵
）

、処
理

加
工

施
設

、捕
獲

技
術

高
度

化
施

設
等

の
整

備
・捕

獲
機

材
の

導
入

、追
い

払
い

等
の

地
域

ぐる
み

の
被

害
防

止
活

動
・捕

獲
を

含
め

た
サ

ル
の

複
合

対
策

、他
地

域
の

人
材

を活
用

した
捕

獲
、Ｉ

Ｃ
Ｔ

等
を

用
い

た
実

証
・捕

獲
活

動
の

取
組

・シ
カの

生
息

頭
数

が
増

え
て

い
る

地
域

を対
象

に
、早

急
に

シ
カの

生
息

頭
数

を
大

き
く減

ら
す

た
め

の
捕

獲
対

策
を

総
合

的
に

支
援

・ジ
ビエ

利
活

用
推

進
の

取
組

等

○
○

○
○

都
道

府
県

へ
は

定
額

（
事

業
実

施
主

体
へ

は
事

業
費

の
1/

2以
内

等
）

・鳥
獣

被
害

防
止

特
別

措
置

法
に

基
づ

く被
害

防
止

計
画

が
策

定
され

て
い

るこ
と又

は
作

成
され

るこ
とが

見
込

まれ
るこ

と
等

の
採

択
要

件
あ

り。
農

村
振

興
局

鳥
獣

対
策

・農
村

環
境

課
鳥

獣
対

策
室

03
-3

59
1-

49
58

19
8

⑤
-9

農
林

水
産

省
農

地
利

用
効

率
化

等
支

援
交

付
金

目
標

地
図

に
位

置
付

け
られ

た
者

 等
が

、地
域

が
目

指
す

べ
き

将
来

の
集

約
化

に
重

点
を

置
い

た
農

地
利

用
の

姿
の

実
現

に
向

け
て

、融
資

を受
け

て
経

営
改

善
の

取
組

に
必

要
な

農
業

用
機

械
・施

設
を の

導
入

す
る場

合
に

 を支
援

しま
す

。
○

○
3/

10
以

内
経

営
局

経
営

政
策

課
担

い
手

総
合

対
策

室
03

-6
74

4-
21

48
20

0

⑤
-1

0
農

林
水

産
省

農
林

漁
業

法
人

等
投

資
育

成
事

業

 株
式

会
社

又
は

投
資

事
業

有
限

責
任

組
合

が
、農

林
漁

業
法

人
等

に
対

す
る

投
資

の
円

滑
化

に
関

す
る特

別
措

置
法

（
投

資
円

滑
化

法
）

に
基

づ
き、

農
林

漁
業

法
人

等
投

資
育

成
事

業
（

農
林

漁
業

法
人

等
の

株
式

等
の

取
得

及
び

経
営

指
導

等
を行

う事
業

）
に

関
す

る
事

業
計

画
に

つ
い

て
農

林
水

産
大

臣
の

承
認

を
受

け
た

場
合

に
は

、株
式

会
社

日
本

政
策

金
融

公
庫

か
ら出

資
を受

け
る

こと
が

可
能

（
出

資
比

率
５

０
％

未
満

）
。

○
○

民
間

事
業

者
出

資
比

率
５

０
％

未
満

　株
式

会
社

日
本

政
策

金
融

公
庫

か
らの

出
資

を受
け

な
く

て
も、

農
林

漁
業

法
人

等
投

資
育

成
事

業
を行

うこ
とは

可
能

。
　株

式
会

社
日

本
政

策
金

融
公

庫
か

らの
出

資
を受

け
るに

は
、公

庫
の

募
集

要
項

の
条

件
を満

た
す

こと
が

必
要

。
　公

庫
の

予
算

上
の

制
約

が
あ

るた
め

、希
望

者
全

て
が

出
資

を受
け

られ
ると

は
限

らな
い

。

経
営

局
金

融
調

整
課

03
-6

74
4-

21
67

20
2

⑤
-1

1
農

林
水

産
省

産
地

生
産

基
盤

パ
ワ

ー
ア

ップ
事

業
（

うち
収

益
性

向
上

対
策

）
収

益
力

強
化

に
計

画
的

に
取

り組
む

産
地

に
対

し、
計

画
の

実
現

に
必

要
な

農
業

機
械

の
導

入
、集

出
荷

貯
蔵

施
設

の
整

備
等

を
総

合
的

に
支

援
。

○
※

○
○

○
1/

2以
内

等
効

果
増

進
事

業
は

定
額

（
1/

2相
当

）
「補

助
対

象
」の

「そ
の

他
」は

、農
業

者
、農

業
者

の
組

織
す

る団
体

な
ど

農
産

局
総

務
課

生
産

推
進

室
03

-3
50

2-
59

45
20

4

⑤
-1

2
農

林
水

産
省

中
山

間
地

域
等

直
接

支
払

交
付

金
耕

作
放

棄
の

増
加

等
に

よ
り多

面
的

機
能

の
低

下
が

懸
念

され
る中

山
間

地
域

等
に

お
い

て
、農

業
者

等
に

平
地

地
域

との
農

業
生

産
条

件
の

不
利

を
補

正
す

る交
付

金
を

交
付

す
る

こと
に

より
、中

山
間

地
域

等
の

農
業

生
産

活
動

等
の

継
続

を支
援

。
○

○
○

定
額

・対
象

とな
る地

域
は

地
域

振
興

立
法

等
で

指
定

され
た

地
域

に
お

い
て

、傾
斜

が
あ

る等
の

基
準

を満
た

す
一

団
の

農
用

地 ・補
助

対
象

は
、農

業
者

の
組

織
す

る団
体

等

農
村

振
興

局
地

域
振

興
課

03
-3

50
1-

83
59

20
6

⑤
-1

3
農

林
水

産
省

多
面

的
機

能
支

払
交

付
金

農
業

・農
村

の
多

面
的

機
能

の
維

持
・発

揮
や

地
域

全
体

で
担

い
手

を支
え

るこ
とを

目
的

とし
て

、農
用

地
、水

路
、農

道
等

（
地

域
資

源
）

を適
切

に
保

全
管

理
す

るた
め

に
農

業
者

等
が

地
域

共
同

で
行

う活
動

を
支

援
○

○
○

定
額

・交
付

単
価

は
地

域
、地

目
等

に
より

異
な

る
・補

助
対

象
は

、農
業

者
等

の
組

織
す

る団
体

等
農

村
振

興
局

農
地

資
源

課
・多

面
的

機
能

支
払

推
進

室
03

-6
74

4-
21

97
20

8

⑤
-1

4
農

林
水

産
省

特
定

野
菜

等
供

給
産

地
育

成
価

格
差

補
給

事
業

野
菜

生
産

・出
荷

の
安

定
と消

費
者

へ
の

安
定

供
給

を
図

る
た

め
、価

格
低

落
時

に
お

け
る

生
産

者
補

給
金

の
交

付
等

を
実

施
。

○
※

○
○

1/
3

農
産

局
園

芸
作

物
課

03
-3

50
2-

59
61

21
0

注
）

対
象

地
域

の
「※

」は
、全

国
向

け
の

制
度

で
あ

る
が

、離
島

地
域

に
対

して
の

特
別

の
措

置
が

あ
る

もの

35



離
島
振
興
の
た
め
の
支
援
メ
ニ
ュー
一
覧
（
府
省
庁
別
）

全 国

離 島 地 域

特 定 有 人 国 境 離 島 地 域

そ の 他

地 方 公 共 団 体

協 議 会 等

民 間 事 業 者

そ の 他

局
・部

課
・室

連
絡

先
（

TE
L）

参
照

ペ
ー

ジ
備

　　
考

主
　な

　補
　助

　率
No

.
府

省
庁

名
事

　業
　名

事
　業

　概
　要

対
象

地
域

補
助

対
象

担
当

⑤
-1

5
農

林
水

産
省

中
山

間
地

域
活

性
化

資
金

農
林

水
産

業
の

生
産

流
通

条
件

が
不

利
な

中
山

間
地

域
に

お
い

て
、農

林
漁

業
を

総
合

的
に

振
興

して
地

域
の

活
性

化
を

図
る

た
め

、地
域

の
農

林
畜

水
産

物
の

加
工

の
増

進
及

び
流

通
の

合
理

化
、農

林
漁

業
資

源
の

総
合

的
利

用
等

を目
的

とし
た

長
期

低
利

の
資

金
を

融
資

。

○
○

○
○

○
貸

付
利

率
：

0.
75

％
～

0.
95

％
（

令
和

６
年

３
月

18
日

現
在

）
貸

付
限

度
額

：
負

担
額

の
80

％
以

内
・貸

付
対

象
者

は
、中

小
企

業
者

等
に

限
る

農
村

振
興

局
地

域
振

興
課

03
-6

74
4-

24
98

21
2

⑤
-1

6
農

林
水

産
省

農
地

耕
作

条
件

改
善

事
業

農
地

中
間

管
理

機
構

に
よ

る担
い

手
へ

の
農

地
集

積
等

に
向

け
て

、地
域

の
多

様
な

ニー
ズ

に
応

じた
き

め
細

か
な

耕
作

条
件

の
改

善
、高

収
益

作
物

へ
の

転
換

や
営

農
定

着
、麦

・大
豆

の
増

産
に

必
要

な
取

組
等

を
ハ

ー
ドと

ソ
フト

を
組

み
合

わ
せ

て
支

援
。

○
○

○
○

○
定

額
、１

/２
　等

実
施

地
域

は
、農

用
地

区
域

の
うち

地
域

計
画

を策
定

した
区

域
等

農
村

振
興

局
農

地
資

源
課

・経
営

体
育

成
基

盤
整

備
推

進
室

03
-6

74
4-

22
08

21
4

⑤
-1

7
農

林
水

産
省

持
続

可
能

な
食

品
等

流
通

対
策

事
業

喫
緊

の
課

題
で

あ
る「

物
流

２
０

２
４

年
問

題
」に

対
処

す
ると

とも
に

、今
後

の
労

働
力

不
足

や
将

来
の

フィ
ジ

カル
イン

ター
ネ

ット
物

流
に

対
応

しう
る新

た
な

食
品

流
通

網
を

構
築

す
る

た
め

、多
様

な
関

係
者

が
一

体
とな

って
取

り組
む

①
物

流
の

標
準

化
、デ

ジ
タル

化
等

の
取

組
、②

物
流

の
自

動
化

、省
力

化
、品

質
管

理
に

必
要

な
設

備
・機

器
の

導
入

等
を総

合
的

に
支

援
。

○
○

○
定

額
、1

/2
以

内
大

臣
官

房
新

事
業

・食
品

産
業

部
食

品
流

通
課

03
-3

50
2-

57
41

22
0

⑤
-1

8
農

林
水

産
省

物
流

革
新

に
向

け
た

生
鮮

食
料

品
等

サ
プラ

イ
チ

ェー
ン緊

急
強

化
総

合
対

策

喫
緊

の
課

題
で

あ
る「

物
流

２
０

２
４

年
問

題
」に

対
処

す
ると

とも
に

、今
後

の
労

働
力

不
足

や
将

来
の

フィ
ジ

カル
イン

ター
ネ

ット
物

流
に

対
応

しう
る新

た
な

食
品

流
通

網
を

構
築

す
る

た
め

、多
様

な
関

係
者

が
一

体
とな

って
取

り組
む

①
物

流
の

標
準

化
、デ

ジ
タル

化
等

の
取

組
、②

物
流

の
自

動
化

、省
力

化
、品

質
管

理
に

必
要

な
設

備
・機

器
の

導
入

等
を総

合
的

に
支

援
。

○
○

○
定

額
、1

/2
以

内
大

臣
官

房
新

事
業

・食
品

産
業

部
食

品
流

通
課

03
-3

50
2-

57
41

22
2

⑤
-1

9
農

林
水

産
省

消
費

・安
全

対
策

交
付

金
（

うち
重

要
病

害
虫

の
特

別
防

除
等

）
我

が
国

未
発

生
又

は
一

部
に

発
生

して
い

る
ア

リモ
ドキ

ゾ
ウ

ム
シ

や
ミカ

ンコ
ミバ

エ
種

群
等

の
重

要
病

害
虫

の
侵

入
防

止
・ま

ん
延

防
止

等
を

支
援

○
○

○
○

定
額

1／
2以

内
、定

額
10

／
10

以
内

消
費

・安
全

局
植

物
防

疫
課

03
-6

74
4-

96
44

22
4

⑤
-2

0
林

野
庁

森
林

・山
林

多
面

的
機

能
発

揮
対

策
交

付
金

森
林

の
多

面
的

機
能

発
揮

とと
も

に
関

係
人

口
の

創
出

を通
じ、

山
村

地
域

の
コミ

ュニ
テ

ィ
の

維
持

・活
性

化
を

図
るた

め
、地

域
住

民
や

地
域

外
関

係
者

等
に

よ
る

活
動

組
織

が
実

施
す

る
森

林
の

保
全

管
理

、森
林

資
源

の
活

用
を図

る
取

組
等

を
支

援
。

○
○

○
○

○
定

額
、1

/2
、1

/3
以

内
※

都
道

府
県

、市
町

村
に

よっ
て

は
上

乗
せ

あ
り

・一
活

動
組

織
当

た
りの

単
年

度
の

交
付

額
の

上
限

は
５

０
０

万
円

林
野

庁
森

林
整

備
部

森
林

利
用

課
山

村
振

興
・

緑
化

推
進

室
03

-3
50

2-
00

48
22

6

⑤
-2

1
林

野
庁

林
業

・木
材

産
業

循
環

成
長

対
策

（
うち

森
林

整
備

地
域

活
動

支
援

対
策

）
森

林
経

営
計

画
の

作
成

や
森

林
施

業
の

集
約

化
に

必
要

とな
る

森
林

情
報

の
収

集
、合

意
形

成
活

動
、森

林
境

界
の

明
確

化
等

の
活

動
に

対
して

支
援

○
○

○
○

○
定

額
・森

林
が

所
在

す
る市

町
村

長
と協

定
を締

結
す

る必
要

林
野

庁
森

林
整

備
部

森
林

利
用

課
03

-3
50

1-
38

45
22

8

⑤
-2

2
水

産
庁

離
島

漁
業

再
生

支
援

交
付

金
漁

場
の

生
産

力
の

向
上

な
ど漁

業
の

再
生

に
共

同
で

取
り組

む
離

島
の

漁
業

集
落

に
交

付
金

を交
付

す
ると

とも
に

、離
島

の
新

規
漁

業
就

業
者

に
対

す
る

漁
船

・漁
具

等
の

リー
ス

の
取

組
を

支
援

す
る。

○
○

○
都

道
府

県
　定

額
水

産
庁

漁
港

漁
場

整
備

部
防

災
漁

村
課

03
-6

74
4-

23
92

23
0

⑤
-2

3
水

産
庁

特
定

有
人

国
境

離
島

漁
村

支
援

交
付

金
特

定
有

人
国

境
離

島
地

域
に

お
い

て
、漁

業
集

落
が

行
う雇

用
を創

出
す

る
た

め
の

取
組

等
を市

町
村

が
支

援
す

る場
合

に
要

す
る経

費
に

対
して

交
付

金
を交

付
す

る
。

○
○

都
道

府
県

　定
額

水
産

庁
漁

港
漁

場
整

備
部

防
災

漁
村

課
03

-6
74

4-
23

92
23

2

⑤
-2

4
水

産
庁

浜
の

活
力

再
生

・成
長

促
進

交
付

金
の

うち
水

産
業

強
化

支
援

事
業

漁
業

所
得

の
向

上
を目

指
す

「浜
の

活
力

再
生

プ
ラン

」の
着

実
な

推
進

を
支

援
す

るた
め

、
「浜

の
活

力
再

生
プ

ラン
」に

位
置

づ
け

られ
た

共
同

利
用

施
設

の
整

備
、密

漁
防

止
対

策
、水

産
業

の
ス

マー
ト化

の
推

進
等

の
取

組
を

支
援

。
○

※
※

○
○

定
額

、1
/3

、4
/1

0、
1/

2、
5.

5/
10

、2
/3

以
内

・「
補

助
対

象
」の

「そ
の

他
」は

、漁
協

等
※

離
島

振
興

対
策

実
施

地
域

に
お

い
て

は
、補

助
率

5.
5/

10
水

産
庁

漁
港

漁
場

整
備

部
防

災
漁

村
課

03
-6

74
4-

23
91

23
4

⑤
-2

5
水

産
庁

経
営

体
育

成
総

合
支

援
事

業

漁
業

・漁
村

を
支

え
る

人
材

の
確

保
・育

成
を強

化
す

る
た

め
、漁

業
へ

の
就

業
前

の
者

に
対

す
る

資
金

の
交

付
、漁

業
現

場
で

の
長

期
研

修
を通

じた
就

業
・定

着
促

進
、I

CT
活

用
を

含
む

漁
業

者
の

経
営

能
力

の
向

上
、イ

ンタ
ー

ンシ
ップ

や
就

業
体

験
の

受
入

、海
技

士
免

許
の

資
格

取
得

等
を支

援
。

○
○

定
額

水
産

庁
漁

政
部

企
画

課
03

-6
74

4-
23

40
23

6

⑤
-2

6
水

産
庁

水
産

多
面

的
機

能
発

揮
対

策
事

業
環

境
・生

態
系

の
維

持
・回

復
や

安
心

して
活

動
で

きる
海

域
の

確
保

な
ど、

漁
業

者
等

が
行

う水
産

業
・漁

村
の

多
面

的
機

能
の

発
揮

に
資

す
る地

域
の

活
動

を
支

援
。

○
※

○
○

定
額

水
産

庁
漁

港
漁

場
整

備
部

計
画

課
03

-3
50

1-
30

82
23

8

⑤
-2

7
水

産
庁

韓
国

・中
国

等
外

国
漁

船
操

業
対

策
事

業
外

国
漁

船
の

影
響

を受
け

て
い

る
漁

場
の

機
能

回
復

や
漁

業
者

の
経

営
安

定
・被

害
救

済
の

た
め

の
対

策
を支

援
。

○
○

定
額

、1
/2

、2
/5

、1
/3

、2
/3

以
内

水
産

庁
資

源
管

理
部

管
理

調
整

課
03

-3
50

2-
84

69
24

0

⑥
-1

経
済

産
業

省
伝

統
的

工
芸

品
産

業
支

援
補

助
金

伝
統

的
工

芸
品

産
業

の
振

興
に

関
す

る
法

律
第

2条
に

基
づ

き指
定

を受
け

た
伝

統
的

工
芸

品
を

製
造

す
る協

同
組

合
等

が
、同

法
の

規
定

に
よ

り経
済

産
業

大
臣

の
認

定
を受

け
た

各
種

事
業

計
画

に
基

づ
き

実
施

す
る後

継
者

育
成

や
需

要
開

拓
・意

匠
開

発
な

どの
取

組
を支

援
す

る。

○
○

○
２

／
３

、１
／

２
産

地
組

合
、製

造
事

業
者

等
経

済
産

業
省

製
造

産
業

局
生

活
製

品
課

伝
統

的
工

芸
品

産
業

室
03

-3
50

1-
35

44
24

2

⑥
-2

資
源

エネ
ル

ギ
ー

庁
離

島
の

ガ
ソリ

ン
流

通
コス

ト対
策

事
業

費
輸

送
形

態
と本

土
か

らの
距

離
に

応
じて

補
助

単
価

を設
定

し、
離

島
に

お
け

るガ
ソ

リン
の

追
加

的
な

輸
送

コス
ト相

当
分

を
補

助
す

る。
○

○
○

○
揮

発
油

販
売

業
者

等
　1

0/
10

・「
対

象
地

域
」の

「そ
の

他
」は

奄
美

群
島

、小
笠

原
諸

島
資

源
エネ

ル
ギ

ー
庁

燃
料

流
通

政
策

室
03

-3
50

1-
15

11
内

線
：

46
61

24
4

注
）

対
象

地
域

の
「※

」は
、全

国
向

け
の

制
度

で
あ

る
が

、離
島

地
域

に
対

して
の

特
別

の
措

置
が

あ
る

もの

36



離
島
振
興
の
た
め
の
支
援
メ
ニ
ュー
一
覧
（
府
省
庁
別
）

全 国

離 島 地 域

特 定 有 人 国 境 離 島 地 域

そ の 他

地 方 公 共 団 体

協 議 会 等

民 間 事 業 者

そ の 他

局
・部

課
・室

連
絡

先
（

TE
L）

参
照

ペ
ー

ジ
備

　　
考

主
　な

　補
　助

　率
No

.
府

省
庁

名
事

　業
　名

事
　業

　概
　要

対
象

地
域

補
助

対
象

担
当

⑥
-3

資
源

エネ
ル

ギ
ー

庁
離

島
へ

の
石

油
製

品
の

安
定

・効
率

的
な

供
給

体
制

の
構

築
支

援
事

業
費

地
域

ご
とに

関
係

者
（

自
治

体
、事

業
者

、需
要

家
な

ど）
に

よる
検

討
の

場
（

協
議

会
）

を
設

け
、石

油
製

品
の

流
通

合
理

化
や

安
定

供
給

等
に

向
け

た
議

論
を

行
い

、地
域

の
実

情
を踏

まえ
た

具
体

的
な

対
策

を策
定

す
るこ

とを
支

援
す

る。
○

○
○

○
○

○
民

間
団

体
等

　1
0/

10
・「

対
象

地
域

」の
「そ

の
他

」は
奄

美
群

島
、小

笠
原

諸
島

、
沖

縄
資

源
エネ

ル
ギ

ー
庁

燃
料

流
通

政
策

室
03

-3
50

1-
15

11
内

線
：

46
61

24
6

⑥
-4

中
小

企
業

庁
先

端
設

備
等

導
入

計
画

に
係

る
固

定
資

産
税

の
特

例
に

つ
い

て

先
端

設
備

等
導

入
計

画
に

基
づ

き
、一

定
の

設
備

を
新

規
取

得
した

場
合

に
、自

治
体

の
判

断
に

より
、固

定
資

産
税

を
３

年
間

１
／

２
に

軽
減

、
さら

に
賃

上
げ

方
針

を
従

業
員

に
表

明
した

場
合

は
最

長
５

年
間

１
／

３
に

軽
減

す
るこ

と
で

、中
小

企
業

の
生

産
性

向
上

や
賃

上
げ

に
資

す
る取

組
み

を
支

援
。

○
○

固
定

資
産

税
の

課
税

標
準

を3
年

間
1/

2に
軽

減
。

さら
に

賃
上

げ
方

針
（

雇
用

者
全

体
の

給
与

等
が

1.
5％

以
上

増
加

）
を従

業
員

に
表

明
した

場
合

は
以

下
の

期
間

1/
3に

軽
減

。
・R

6年
3月

末
まで

に
取

得
した

設
備

：
5年

間
・R

7年
3月

末
まで

に
取

得
した

設
備

：
4年

間

※
市

区
町

村
が

国
か

ら「
導

入
促

進
基

本
計

画
」の

同
意

を
受

け
た

地
域

に
限

る。
中

小
企

業
庁

技
術

・経
営

革
新

課
03

-3
50

1-
18

16
24

8

⑦
-1

国
土

交
通

省
離

島
活

性
化

交
付

金

離
島

の
自

立
的

発
展

を促
進

し、
島

民
の

生
活

の
安

定
及

び
福

祉
の

向
上

を図
ると

共
に

、
地

域
間

の
交

流
を促

進
し、

もっ
て

居
住

す
る

者
の

な
い

離
島

の
増

加
及

び
人

口
の

著
しい

減
少

を
防

止
す

るた
め

、海
上

輸
送

費
の

軽
減

等
戦

略
産

業
の

育
成

に
よ

る
雇

用
拡

大
等

の
定

住
促

進
、観

光
の

推
進

等
に

よる
交

流
の

拡
大

促
進

等
の

取
組

を支
援

す
る

。

○
○

○
○

○
地

方
公

共
団

体
　1

/2
以

内
民

間
団

体
　1

/3
以

内
　等

国
土

政
策

局
離

島
振

興
課

03
-5

25
3-

84
21

25
0

⑦
-2

国
土

交
通

省
社

会
資

本
整

備
総

合
交

付
金

（
離

島
広

域
活

性
化

事
業

）

離
島

の
自

立
的

発
展

を促
進

し、
島

民
の

生
活

安
定

及
び

福
祉

向
上

を
図

る
とと

も
に

、地
域

間
の

交
流

を
促

進
し、

無
居

住
離

島
の

増
加

及
び

人
口

の
著

しい
減

少
を防

止
す

る
た

め
、ハ

ー
ド事

業
を

支
援

す
る

取
組

とし
て

、島
外

人
材

受
入

の
た

め
の

住
宅

や
、定

住
誘

引
の

た
め

の
シ

ェア
オ

フィ
ス

等
や

交
流

施
設

の
整

備
、海

上
輸

送
費

の
軽

減
の

た
め

の
流

通
効

率
化

関
連

施
設

整
備

及
び

災
害

時
の

孤
立

等
を防

ぐた
め

の
防

災
施

設
整

備
等

の
取

組
を

支
援

す
る

。

○
○

○
○

○
地

方
公

共
団

体
　1

/2
以

内
民

間
団

体
　1

/3
以

内
　等

国
土

政
策

局
離

島
振

興
課

03
-5

25
3-

84
21

25
2

⑦
-3

国
土

交
通

省
離

島
に

お
け

る割
増

償
却

制
度

離
島

振
興

対
策

実
施

地
域

の
うち

、産
業

振
興

促
進

計
画

を策
定

して
い

る市
町

村
に

お
い

て
、事

業
（

製
造

業
、農

林
水

産
物

等
販

売
業

、旅
館

業
及

び
情

報
サ

ー
ビス

業
等

）
を

行
う者

が
、当

該
事

業
の

た
め

に
用

い
る設

備
（

機
械

、建
物

、構
築

物
等

）
を

取
得

し、
使

用
した

場
合

、普
通

償
却

に
加

え
、５

年
間

割
増

償
却

を行
うこ

とが
で

きる
。

○
○

○
○

○
償

却
率

　機
械

・装
置

 ：
普

通
償

却
限

度
額

の
32

％
、建

物
・附

属
設

備
、構

築
物

 ：
普

通
償

却
限

度
額

の
48

％
・産

業
の

振
興

に
関

す
る計

画
の

策
定

・国
の

認
定

が
必

要
国

土
政

策
局

離
島

振
興

課
03

-5
25

3-
84

21
25

4

⑦
-4

国
土

交
通

省
全

国
の

島
々

が
集

まる
祭

典
「ア

イラ
ン

ダー
」

全
国

の
離

島
地

域
か

ら出
展

者
が

都
心

に
集

ま
り「

島
と都

市
部

との
交

流
」「

島
と島

との
交

流
」を

通
じて

定
住

促
進

を図
る事

業
で

あ
る

「ア
イラ

ン
ダー

」を
開

催
し、

離
島

の
魅

力
の

情
報

発
信

を
行

う場
を

提
供

す
る

とと
もに

、都
市

住
民

の
離

島
に

対
す

るニ
ー

ズ
の

把
握

を
目

的
とし

た
調

査
業

務
（

参
加

者
等

へ
の

ア
ンケ

ー
ト、

ヒア
リン

グ
等

）
を

行
う。

○
○

○
○

○
○

-
・原

則
とし

て
、（

公
財

）
日

本
離

島
セ

ンタ
ー

会
員

及
び

離
島

関
係

組
織

の
み

参
加

可
能

国
土

政
策

局
離

島
振

興
課

03
-5

25
3-

84
21

25
6

⑦
-5

国
土

交
通

省
ス

マ
ー

トア
イラ

ン
ド推

進
実

証
調

査
離

島
地

域
が

抱
え

る課
題

解
決

の
た

め
、Ｉ

Ｃ
Ｔ

や
ドロ

ー
ン

な
どの

新
技

術
の

離
島

地
域

へ
の

実
装

を
図

る
実

証
調

査
を行

う
○

○
○

　-
(国

土
交

通
省

に
よる

委
託

調
査

事
業

)
離

島
振

興
対

策
実

施
地

域
を構

成
員

に
含

む
コン

ソー
シ

ア
ム

等
に

よる
応

募
が

条
件

　等
国

土
政

策
局

離
島

振
興

課
03

-5
25

3-
84

21
25

8

⑦
-6

国
土

交
通

省
官

民
連

携
基

盤
整

備
推

進
調

査
費

官
民

連
携

に
よる

地
域

活
性

化
を

図
る

た
め

、民
間

の
設

備
投

資
等

と一
体

的
に

実
施

す
る

国
土

交
通

省
所

管
の

基
盤

整
備

（
道

路
、海

岸
、河

川
、港

湾
、都

市
公

園
、市

街
地

整
備

、空
港

等
）

の
事

業
化

検
討

に
つ

い
て

、都
道

府
県

・市
町

村
に

対
して

、調
査

費
補

助
を行

う。

○
○

１
／

２
以

内
国

土
政

策
局

広
域

地
方

政
策

課
調

整
室

03
-5

25
3-

83
60

26
0

⑦
-7

国
土

交
通

省
地

域
公

共
交

通
確

保
維

持
改

善
事

業
地

域
の

多
様

な
主

体
の

連
携

・協
働

に
よ

る、
地

域
の

暮
らし

や
産

業
に

不
可

欠
な

交
通

サ
ー

ビス
の

確
保

・充
実

に
向

け
た

取
組

を支
援

○
○

○
○

○
１

／
２

、１
／

３
　等

・地
域

に
お

け
る協

議
会

の
議

論
を経

て
計

画
を作

成
す

るこ
とが

前
提

総
合

政
策

局
地

域
交

通
課

03
-5

25
3-

83
96

26
2

⑦
-8

国
土

交
通

省
海

の
次

世
代

モビ
リテ

ィの
利

活
用

に
関

す
る

実
証

事
業

沿
岸

・離
島

地
域

が
抱

え
る課

題
解

決
の

た
め

、海
の

次
世

代
モ

ビリ
テ

ィの
新

た
な

技
術

・
知

見
を

活
用

し、
現

地
に

実
装

す
る

た
め

に
必

要
な

検
証

す
べ

き
事

項
に

つ
い

て
、実

証
的

な
実

験
を

行
う。

○
○

○
○

○
実

験
に

要
す

る経
費

の
助

成
（

50
0万

円
以

内
）

※
海

の
次

世
代

モビ
リテ

ィ（
AS

V、
AU

V、
RO

Vな
ど、

推
進

力
を有

し海
上

また
は

海
中

を無
人

で
浮

遊
し移

動
す

るも
の

）
を活

用
して

、新
た

な
利

活
用

で
結

果
を公

表
で

きる
も

の
に

限
る。

※
実

証
海

域
の

使
用

に
係

る自
治

体
を含

む
関

係
者

へ
説

明
済

み
で

あ
るこ

とを
条

件
とす

る。
※

詳
細

は
調

整
中

の
た

め
、変

更
が

あ
りう

る。
※

公
募

は
5月

以
降

に
開

始
予

定
。

総
合

政
策

局
海

洋
政

策
課

03
-5

25
3-

82
67

26
6

⑦
-9

国
土

交
通

省
空

き家
対

策
総

合
支

援
事

業
空

家
法

の
空

家
等

対
策

計
画

に
基

づ
き

市
区

町
村

が
実

施
す

る
空

き
家

の
除

却
・活

用
に

係
る取

組
や

、N
PO

や
民

間
事

業
者

等
が

行
うモ

デ
ル

性
の

高
い

空
き

家
の

活
用

・改
修

工
事

等
に

対
して

支
援

す
る。

○
○

○
○

○

・除
却

：
（

間
接

）
国

2/
5、

地
方

2/
5、

　　
　　

　　
　　

　　
  民

間
事

業
者

等
1/

5
　　

　　
　（

直
接

）
国

2/
5、

地
方

3/
5

・活
用

：
（

間
接

）
国

1/
3、

地
方

1/
3、

　　
　　

　　
　　

　　
　民

間
事

業
者

等
1/

3
　　

　　
　（

直
接

）
国

1/
2、

地
方

1/
2

・そ
の

他
（

実
態

調
査

、所
有

者
特

定
等

）
：

　　
　　

　　
　　

 　
　 

国
1/

2、
地

方
1/

2

・空
家

等
対

策
計

画
を策

定
（

実
態

把
握

を除
く）

・空
家

特
措

法
に

基
づ

く「
協

議
会

」を
設

置
す

るな
ど、

地
域

の
民

間
事

業
者

等
との

連
携

体
制

が
あ

る
等

の
要

件
が

あ
る。

住
宅

局
住

宅
総

合
整

備
課

住
環

境
整

備
室

03
-5

25
3-

85
08

26
8

注
）

対
象

地
域

の
「※

」は
、全

国
向

け
の

制
度

で
あ

る
が

、離
島

地
域

に
対

して
の

特
別

の
措

置
が

あ
る

もの

37



離
島
振
興
の
た
め
の
支
援
メ
ニ
ュー
一
覧
（
府
省
庁
別
）

全 国

離 島 地 域

特 定 有 人 国 境 離 島 地 域

そ の 他

地 方 公 共 団 体

協 議 会 等

民 間 事 業 者

そ の 他

局
・部

課
・室

連
絡

先
（

TE
L）

参
照

ペ
ー

ジ
備

　　
考

主
　な

　補
　助

　率
No

.
府

省
庁

名
事

　業
　名

事
　業

　概
　要

対
象

地
域

補
助

対
象

担
当

⑦
-1

0
国

土
交

通
省

水
道

施
設

整
備

費
補

助
金

水
道

施
設

の
整

備
に

要
す

る
経

費
の

一
部

を補
助

す
る

。
○

※
○

1/
4、

1/
3、

4/
10

、1
/2

・離
島

地
域

の
簡

易
水

道
等

の
整

備
に

つ
い

て
は

、補
助

率
1/

2
・離

島
地

域
に

お
い

て
上

水
道

事
業

者
が

行
う水

道
施

設
の

耐
震

化
、海

底
送

水
管

及
び

高
度

浄
水

施
設

の
整

備
等

に
関

す
る事

業
に

つ
い

て
は

、補
助

率
1/

2

水
管

理
・国

土
保

全
局

水
道

事
業

課
03

-5
25

3-
88

19
27

2

⑦
-1

1
国

土
交

通
省

防
災

・安
全

交
付

金
（

水
道

事
業

）
水

道
施

設
等

の
耐

震
化

等
に

要
す

る
経

費
の

一
部

を
交

付
す

る。
○

※
○

1/
4、

1/
3、

4/
10

、1
/2

・離
島

地
域

の
簡

易
水

道
等

の
整

備
に

つ
い

て
は

、交
付

率
1/

2
・離

島
地

域
に

お
い

て
上

水
道

事
業

者
が

行
う水

道
施

設
の

耐
震

化
、海

底
送

水
管

及
び

高
度

浄
水

施
設

の
整

備
等

に
関

す
る事

業
に

つ
い

て
は

、交
付

率
1/

2

水
管

理
・国

土
保

全
局

水
道

事
業

課
03

-5
25

3-
88

19
27

4

⑦
-1

2
観

光
庁

地
域

に
お

け
る受

入
環

境
整

備
促

進
事

業

ス
トレ

ス
フリ

ー
・バ

リア
フリ

ー
で

快
適

な
旅

行
を

満
喫

で
きる

環
境

及
び

非
常

時
に

お
い

て
も

安
全

・安
心

な
旅

行
環

境
の

整
備

を行
うと

とも
に

、地
域

住
民

に
も配

慮
した

受
入

環
境

を
整

備
す

るた
め

、全
国

の
観

光
施

設
・宿

泊
施

設
・公

共
交

通
機

関
等

に
お

け
る

受
入

環
境

整
備

の
取

組
を

支
援

す
ると

とも
に

、地
域

資
源

の
保

全
・活

用
等

に
資

す
る取

組
を

集
中

的
に

支
援

す
る。

○ (※
)

○
○

○
1/

2,
1/

3等
※

訪
日

外
国

人
旅

行
者

の
受

入
に

関
し一

定
の

体
制

を整
え

て
い

る地
域

又
は

誘
致

等
、観

光
振

興
に

意
欲

を有
す

る
地

域
。

観
光

庁
外

客
受

入
担

当
参

事
官

室
03

-5
25

3-
89

72
27

6

⑦
-1

3
観

光
庁

地
域

通
訳

案
内

士
制

度
各

地
域

に
お

け
る

通
訳

案
内

士
の

不
足

に
対

応
を

図
る

観
点

か
ら、

一
定

区
域

内
に

お
い

て
名

称
独

占
資

格
を付

与
す

る地
域

通
訳

案
内

士
制

度
を

導
入

す
るこ

とに
よ

り、
多

様
化

す
る

訪
日

外
国

人
旅

行
者

の
旅

行
ニ

ー
ズ

へ
の

対
応

を図
って

い
る

。
○

○
　-

（
地

域
通

訳
案

内
士

育
成

等
計

画
の

策
定

に
際

して
の

アド
バ

イス
等

の
支

援
）

観
光

庁
国

際
観

光
課

03
-5

25
3-

83
24

28
0

⑦
-1

4
観

光
庁

地
方

部
で

の
滞

在
促

進
の

た
め

の
地

域
周

遊
観

光
促

進
事

業

地
方

部
で

の
滞

在
時

間
や

宿
泊

数
の

増
加

に
資

す
る

取
組

をよ
り一

層
推

進
して

い
く必

要
が

あ
るこ

とか
ら、

持
続

可
能

な
あ

り方
で

旅
行

者
の

地
域

周
遊

・長
期

滞
在

を
促

進
す

るた
め

、観
光

地
域

づ
くり

法
人

（
D

M
O）

が
中

心
とな

り、
地

域
が

一
体

とな
って

行
う取

組
に

対
して

、総
合

的
な

支
援

を行
う。

○
○

○
○

定
額

、1
/2

等
※

継
続

事
業

に
つ

い
て

は
2年

目
:2

/5
、3

年
目

:1
/3

観
光

庁
観

光
地

域
振

興
課

広
域

連
携

推
進

室
03

-5
25

3-
83

27
28

2

⑦
-1

5
観

光
庁

地
域

観
光

資
源

の
多

言
語

解
説

整
備

支
援

事
業

訪
日

外
国

人
旅

行
者

に
とっ

て
分

か
りや

す
く、

面
的

な
観

光
ス

トー
リー

を
伝

え
る

魅
力

的
な

解
説

文
の

整
備

を促
進

す
る

た
め

、国
が

英
語

の
ネ

イテ
ィブ

等
専

門
人

材
の

リス
ト化

、派
遣

体
制

の
構

築
を行

い
、地

域
に

お
け

る
観

光
資

源
の

解
説

文
の

作
成

等
を

支
援

す
る。

ま
た

、本
事

業
で

作
成

して
い

る英
語

解
説

文
を元

に
した

中
国

語
解

説
文

作
成

を支
援

す
る

。

○
○

　-
(観

光
庁

に
よる

調
査

事
業

)

本
事

業
の

費
用

の
対

象
は

、解
説

文
の

作
成

に
要

す
る費

用
の

み
で

あ
り、

解
説

文
完

成
後

の
情

報
発

信
媒

体
整

備
に

要
す

る費
用

に
つ

い
て

は
対

象
とし

な
い

。
観

光
庁

観
光

資
源

課
03

-5
25

3-
89

25
28

4

⑦
-1

6
観

光
庁

Ｉ
Ｃ

Ｔ
等

を
活

用
した

観
光

地
の

イン
バ

ウ
ン

ド受
入

環
境

整
備

の
高

度
化

訪
日

外
国

人
旅

行
者

の
周

遊
の

促
進

・消
費

の
拡

大
を図

るた
め

、受
入

環
境

整
備

の
高

度
化

を
図

る一
体

的
な

整
備

や
観

光
施

設
等

の
受

入
環

境
整

備
を

支
援

す
る。

○ (※
)

○
○

○
1/

2,
1/

3等
※

訪
日

外
国

人
旅

行
者

の
来

訪
が

特
に

多
い

観
光

地
等

で
あ

るこ
と

観
光

庁
外

客
受

入
担

当
参

事
官

室
03

-5
25

3-
89

72
28

6

⑧
-1

環
境

省
指

定
管

理
鳥

獣
捕

獲
等

事
業

費
都

道
府

県
等

が
指

定
管

理
鳥

獣
捕

獲
等

事
業

に
関

す
る実

施
計

画
等

を
定

め
て

行
う指

定
管

理
鳥

獣
（

ニホ
ン

ジ
カ、

イノ
シ

シ
）

の
捕

獲
等

事
業

を交
付

金
に

より
支

援
す

る
。

○
○

○
１

／
２

以
内

、定
額

等
・補

助
対

象
は

、都
道

府
県

等
（

今
年

度
の

交
付

金
は

既
に

配
分

済
み

）
自

然
環

境
局

野
生

生
物

課
鳥

獣
保

護
管

理
室

03
-5

52
1-

82
85

28
8

⑧
-2

環
境

省
海

岸
漂

着
物

等
地

域
対

策
推

進
事

業

地
方

公
共

団
体

が
実

施
す

る海
洋

ご
み

（
漂

流
・漂

着
・海

底
ご

み
）

の
回

収
・処

理
事

業
等

に
対

し、
補

助
金

を交
付

。対
象

事
業

は
、地

域
計

画
策

定
・改

定
に

係
る

事
業

、海
洋

ご
み

の
回

収
・処

理
に

係
る事

業
、こ

れ
ら海

洋
ご

み
等

の
発

生
抑

制
対

策
に

係
る

事
業

。

○
※

○

地
方

公
共

団
体

１
／

２
（

地
域

計
画

策
定

・改
定

に
係

る事
業

）
、

７
／

１
０

（
海

洋
ご

み
の

回
収

・処
理

、発
生

抑
制

対
策

に
係

る事
業

）

※
離

島
振

興
法

の
対

象
とな

る地
域

に
つ

い
て

は
、補

助
率

を
７

／
１

０
か

ら９
／

１
０

に
嵩

上
げ

水
・大

気
環

境
局

海
洋

環
境

課
海

洋
プラ

ス
チ

ック
汚

染
対

策
室

03
-5

52
1-

90
25

29
2

⑧
-3

環
境

省
民

間
企

業
等

に
よる

再
エネ

主
力

化
・レ

ジ
リエ

ン
ス

強
化

促
進

事
業

離
島

は
、地

理
的

条
件

、需
要

規
模

等
の

各
種

要
因

より
電

力
供

給
量

に
占

め
る再

生
可

能
エネ

ル
ギ

ー
の

割
合

が
低

く、
本

土
と比

較
して

、実
質

的
な

二
酸

化
炭

素
排

出
係

数
が

高
い

状
況

で
あ

る
。一

方
で

、太
陽

光
発

電
設

備
等

の
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

は
変

動
性

電
源

で
あ

り、
電

力
供

給
量

に
占

め
る

割
合

を
高

め
るに

あ
た

って
は

、調
整

力
を

強
化

して
い

く必
要

が
あ

る。
この

よ
うな

調
整

力
の

強
化

に
あ

た
って

、再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
設

備
や

需
要

側
設

備
を群

単
位

で
管

理
・制

御
技

術
の

実
装

を支
援

し、
離

島
全

体
で

再
エ

ネ
自

給
率

の
向

上
を

図
る。

○
○

○
○

○
３

／
４

、２
／

３
・対

象
地

域
は

電
気

事
業

法
上

の
離

島
地

球
環

境
局

地
球

温
暖

化
対

策
課

地
球

温
暖

化
対

策
事

業
室

03
-5

52
1-

83
39

29
6

⑧
-4

環
境

省
災

害
等

廃
棄

物
処

理
事

業
海

岸
保

全
区

域
外

の
海

岸
に

大
量

に
漂

着
した

廃
棄

物
の

収
集

、運
搬

及
び

処
分

○
○

○
１

／
２

・一
部

事
務

組
合

、広
域

連
合

、特
別

区
を含

む
環

境
再

生
・資

源
循

環
局

廃
棄

物
適

正
処

理
推

進
課

03
-3

58
1-

33
51

30
0

⑧
-5

環
境

省
国

立
公

園
等

民
間

活
用

特
定

自
然

環
境

保
全

活
動

（
グ

リー
ンワ

ー
カー

）
事

業
地

域
の

自
然

状
況

を熟
知

した
地

元
の

民
間

事
業

者
等

を
活

用
し、

官
民

一
体

とな
り自

然
環

境
保

全
活

動
を

実
施

○
　

　
　

　
○

請
負

事
業

とし
て

実
施

　
自

然
環

境
局

国
立

公
園

課
03

-5
52

1-
82

78
30

2

⑧
-6

環
境

省
生

物
多

様
性

保
全

推
進

交
付

金
（

エコ
ツー

リズ
ム

地
域

活
性

化
支

援
事

業
）

地
域

協
議

会
の

現
状

を踏
まえ

、エ
コツ

ー
リズ

ム
推

進
全

体
構

想
の

作
成

、エ
コツ

ー
リズ

ム
に

関
す

る
ル

ー
ル

や
プ

ログ
ラム

づ
くり

、人
材

育
成

な
どの

エコ
ツー

リズ
ム

推
進

活
動

経
費

の
一

部
を

助
成

○
○

地
域

協
議

会
　１

／
２

・補
助

対
象

の
協

議
会

は
条

件
あ

り
自

然
環

境
局

国
立

公
園

課
国

立
公

園
利

用
推

進
室

03
-5

52
1-

82
71

30
4

注
）

対
象

地
域

の
「※

」は
、全

国
向

け
の

制
度

で
あ

る
が

、離
島

地
域

に
対

して
の

特
別

の
措

置
が

あ
る

もの

38



離
島
振
興
の
た
め
の
支
援
メ
ニ
ュー
一
覧
（
府
省
庁
別
）

全 国

離 島 地 域

特 定 有 人 国 境 離 島 地 域

そ の 他

地 方 公 共 団 体

協 議 会 等

民 間 事 業 者

そ の 他

局
・部

課
・室

連
絡

先
（

TE
L）

参
照

ペ
ー

ジ
備

　　
考

主
　な

　補
　助

　率
No

.
府

省
庁

名
事

　業
　名

事
　業

　概
　要

対
象

地
域

補
助

対
象

担
当

⑧
-7

環
境

省
地

域
の

公
共

交
通

×
脱

炭
素

化
移

行
促

進
事

業

「グ
リー

ン
ス

ロー
モ

ビリ
テ

ィの
導

入
調

査
・促

進
事

業
」に

お
い

て
、住

宅
地

、観
光

地
、離

島
に

お
け

る交
通

の
脱

炭
素

化
と公

共
交

通
空

白
地

等
の

地
域

課
題

の
解

決
に

資
す

る
グ

リー
ン

ス
ロー

モ
ビリ

テ
ィ（

時
速

20
km

未
満

で
公

道
を走

るこ
とが

で
き

る電
動

車
を

活
用

し
た

小
さな

移
動

サ
ー

ビス
）

の
導

入
に

関
す

る
支

援
を実

施
。

○
○

○
○

１
／

２
水

・大
気

環
境

局
モビ

リテ
ィ環

境
対

策
課

脱
炭

素
モビ

リテ
ィ事

業
室

03
-5

52
1-

83
01

30
6

⑧
-8

環
境

省
脱

炭
素

社
会

構
築

に
向

け
た

再
エ

ネ
等

由
来

水
素

活
用

推
進

事
業

脱
炭

素
社

会
構

築
に

不
可

欠
な

水
素

を地
域

資
源

で
あ

る
再

生
可

能
エネ

ル
ギ

ー
等

か
ら

製
造

し、
貯

蔵
・運

搬
及

び
利

活
用

す
る

事
業

や
BC

P活
用

な
ど水

素
の

特
性

を
生

か
した

事
業

を
支

援
す

るこ
とで

、将
来

の
水

素
社

会
の

実
現

を推
進

す
る

。ま
た

、再
エ

ネ
由

来
電

力
を活

用
した

水
素

ス
テ

ー
シ

ョン
の

保
守

点
検

等
を支

援
す

る
こと

で
、運

輸
部

門
等

の
脱

炭
素

化
及

び
水

素
需

要
の

増
大

を
推

進
す

る
。

○
○

○
1/

2、
2/

3
地

球
環

境
局

地
球

温
暖

化
対

策
課

地
球

温
暖

化
対

策
事

業
室

03
-5

52
1-

83
39

30
8

⑧
-9

環
境

省
地

域
循

環
共

生
圏

創
造

事
業

費
各

地
域

で
の

地
域

循
環

共
生

圏
づ

くり
を更

に
推

進
す

るた
め

、地
域

循
環

共
生

圏
づ

くり
の

中
間

支
援

が
で

き
る主

体
の

育
成

及
び

地
域

循
環

共
生

圏
づ

くり
の

推
進

を
図

る。
○

○
○

○

参
加

団
体

（
＝

中
間

支
援

主
体

及
び

活
動

団
体

合
計

）
で

、2
00

万
円

（
税

込
、採

択
１

～
２

年
目

）
、

40
0万

円
（

税
込

、採
択

３
年

目
）

を上
限

とし
中

間
支

援
主

体
及

び
活

動
団

体
の

取
組

に
要

した
経

費
を負

担

環
境

省
大

臣
官

房
地

域
政

策
課

03
-5

52
1-

83
28

31
2

⑧
-1

0
環

境
省

地
域

脱
炭

素
実

現
に

向
け

た
再

エ
ネ

の
最

大
限

導
入

の
た

め
の

計
画

づ
くり

支
援

事
業

地
域

の
再

エ
ネ

目
標

や
その

実
現

に
向

け
た

意
欲

的
な

脱
炭

素
の

取
組

の
検

討
、再

エネ
促

進
区

域
の

設
定

に
係

る
ゾ

ー
ニ

ング
等

の
取

組
、公

共
施

設
等

へ
の

太
陽

光
発

電
設

備
等

の
導

入
調

査
の

実
施

に
よ

る地
方

自
治

体
の

計
画

策
定

を支
援

す
る

とと
も

に
、地

域
の

経
済

・社
会

的
課

題
の

解
決

に
資

す
る

地
域

再
エネ

事
業

の
実

施
・運

営
体

制
の

構
築

な
ど

を
支

援
す

る
こと

で
、地

域
に

お
け

る
再

エネ
の

最
大

限
導

入
を図

る
。

○
○

○ ※
３

／
４

、２
／

３
、１

／
２

、１
／

３
（

上
限

80
0万

円
～

2,
50

0万
円

）
※

一
部

メニ
ュー

に
限

り、
民

間
事

業
者

も対
象

環
境

省
大

臣
官

房
地

域
脱

炭
素

政
策

調
整

担
当

参
事

官
室

03
-6

20
5-

82
79

31
4

⑧
-1

1
環

境
省

地
域

脱
炭

素
推

進
交

付
金

（
地

域
脱

炭
素

移
行

・再
エネ

推
進

交
付

金
、特

定
地

域
脱

炭
素

移
行

加
速

化
交

付
金

等
)

「地
域

脱
炭

素
ロー

ドマ
ップ

」（
令

和
３

年
６

月
９

日
第

３
回

国
・地

方
脱

炭
素

実
現

会
議

決
定

）
、地

球
温

暖
化

対
策

計
画

（
令

和
３

年
10

月
22

日
閣

議
決

定
）

及
び

脱
炭

素
成

長
型

経
済

構
造

移
行

推
進

戦
略

（
「Ｇ

Ｘ
推

進
戦

略
」、

令
和

５
年

７
月

28
日

閣
議

決
定

）
等

に
基

づ
き、

民
間

と共
同

して
意

欲
的

に
脱

炭
素

に
取

り組
む

地
方

公
共

団
体

等
に

対
して

、地
域

の
脱

炭
素

へ
の

移
行

を
推

進
す

るた
め

に
本

交
付

金
を交

付
し、

複
数

年
度

に
わ

た
り継

続
的

か
つ

包
括

的
に

支
援

す
る。

これ
に

よ
り、

地
球

温
暖

化
対

策
推

進
法

と一
体

とな
って

、少
な

くと
も1

00
か

所
の

「脱
炭

素
先

行
地

域
」で

、脱
炭

素
に

向
か

う地
域

特
性

等
に

応
じた

先
行

的
な

取
組

を
実

施
す

ると
とも

に
、脱

炭
素

の
基

盤
とな

る
「重

点
対

策
」を

全
国

で
実

施
し、

国
・地

方
連

携
の

下
、地

域
で

の
脱

炭
素

化
の

取
組

を
推

進
す

る
。

○
○

○
○

○

（
１

）
地

域
脱

炭
素

移
行

・再
エネ

推
進

交
付

金
➀

脱
炭

素
先

行
地

域
へ

の
支

援
：

原
則

２
／

３
②

重
点

対
策

に
取

り組
む

地
域

へ
の

支
援

：
２

／
３

～
１

／
３

等
（

２
）

特
定

地
域

脱
炭

素
移

行
加

速
化

交
付

金
：

原
則

２
／

３

環
境

省
大

臣
官

房
地

域
脱

炭
素

事
業

推
進

課
03

-5
52

1-
82

33
32

0

⑧
-1

2
環

境
省

国
立

公
園

等
資

源
整

備
事

業
費

補
助

金
（

国
立

公
園

等
多

言
語

解
説

等
整

備
事

業
）

観
光

庁
多

言
語

支
援

事
業

な
どの

成
果

を
活

用
しつ

つ
、国

立
公

園
、国

定
公

園
、国

民
公

園
、世

界
自

然
遺

産
、長

距
離

自
然

歩
道

等
の

案
内

板
や

ビジ
ター

セ
ン

ター
等

の
展

示
物

、そ
の

他
各

種
関

係
コン

テ
ンツ

等
に

つ
い

て
IC

Tな
ども

活
用

し、
英

語
・中

国
語

・韓
国

語
等

の
多

言
語

に
て

、外
国

人
目

線
で

分
か

りや
す

く魅
力

的
な

解
説

文
の

媒
体

整
備

を
エ

リア
一

帯
で

促
進

。

○
○

○
○

○
２

／
３

・補
助

対
象

は
、国

立
公

園
・国

定
公

園
・国

民
公

園
・世

界
自

然
遺

産
・長

距
離

自
然

歩
道

（
以

下
「国

立
公

園
等

」
とい

う）
で

多
言

語
整

備
を実

施
す

るも
の

。
（

※
誘

客
を促

す
もの

で
あ

れ
ば

、国
立

公
園

等
区

域
の

み
な

らず
、区

域
外

に
立

地
す

る駅
、バ

ス
ター

ミナ
ル

、道
の

駅
、観

光
案

内
所

等
の

国
立

公
園

等
へ

の
誘

客
の

拠
点

とな
る公

共
施

設
・空

間
等

で
実

施
す

るも
の

も補
助

対
象

。）

自
然

環
境

局
国

立
公

園
課

03
-5

52
1-

82
71

32
4

⑧
-1

3
環

境
省

国
立

公
園

等
資

源
整

備
事

業
費

補
助

金
（

国
立

公
園

利
用

拠
点

滞
在

環
境

等
上

質
化

事
業

）

利
用

拠
点

の
関

係
者

で
作

成
す

る利
用

拠
点

計
画

に
基

づ
き、

民
間

活
力

導
入

を
前

提
と

した
廃

屋
撤

去
、イ

ン
バ

ウン
ド機

能
向

上
、文

化
的

まち
な

み
改

善
、既

存
施

設
の

観
光

資
源

化
、ワ

ー
ケ

ー
シ

ョン
事

業
支

援
な

どの
事

業
を

関
係

者
の

役
割

分
担

の
も

とで
一

体
的

に
実

施
す

る
こと

に
より

、利
用

拠
点

に
お

け
る

滞
在

環
境

の
上

質
化

を図
る

。

○
○

○
○

○
２

／
３

、１
／

２
自

然
環

境
局

国
立

公
園

課
03

-5
52

1-
82

71
32

6

⑧
-1

4
環

境
省

特
定

外
来

生
物

防
除

等
対

策
事

業

地
方

公
共

団
体

が
取

り組
む

特
定

外
来

生
物

の
防

除
や

、総
合

的
な

外
来

種
対

策
を進

め
る

た
め

の
戦

略
の

策
定

、外
来

種
リス

ト等
の

策
定

に
向

け
た

調
査

・検
討

等
に

つ
い

て
、

交
付

金
に

より
支

援
し、

特
定

外
来

生
物

の
分

布
拡

大
の

抑
制

や
根

絶
、生

態
系

等
に

係
る

被
害

の
防

止
・低

減
を実

現
す

る
。

○
○

１
／

２
以

内
、定

額
自

然
環

境
局

野
生

生
物

課
外

来
生

物
対

策
室

03
-5

52
1-

83
44

32
8

⑧
-1

5
環

境
省

自
然

公
園

等
事

業
等

国
立

公
園

等
に

お
い

て
、自

然
環

境
の

保
全

や
消

失
・変

容
した

自
然

生
態

系
の

再
生

を
図

ると
とも

に
、自

然
との

多
様

な
ふ

れ
あ

い
を推

進
す

る
た

め
の

施
設

整
備

等
を実

施
す

る
。

ま
た

、地
方

公
共

団
体

が
実

施
す

る
国

立
・国

定
公

園
等

の
整

備
事

業
等

を
支

援
す

る。
○

○
１

／
２

、４
５

／
１

０
０

・補
助

率
は

国
立

公
園

が
1/

2、
国

定
公

園
等

が
45

/1
00

自
然

環
境

局
自

然
環

境
整

備
課

03
-5

52
1-

82
81

33
0

⑧
-1

6
環

境
省

国
立

・国
定

公
園

の
海

域
適

正
管

理
強

化
事

業
事

業
費

国
立

・国
定

公
園

の
海

域
等

に
お

い
て

、地
元

住
民

等
に

よ
って

構
成

され
る

民
間

事
業

者
等

を活
用

し、
官

・民
一

体
とな

り、
地

域
の

実
情

に
応

じた
迅

速
な

海
域

地
区

の
環

境
保

全
活

動
を

推
進

す
る。

○
○

請
負

事
業

とし
て

実
施

新
規

追
加

自
然

環
境

局
国

立
公

園
課

03
-5

52
1-

82
78

33
2

注
）

対
象

地
域

の
「※

」は
、全

国
向

け
の

制
度

で
あ

る
が

、離
島

地
域

に
対

して
の

特
別

の
措

置
が

あ
る

もの
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Ⅳ 支援メニュー 個票
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No. ①-1  R6 当初予算 50 億円 

事業名 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 府省庁名 内閣府 

概 要 
平成 29 年 4 月に施行された有人国境離島法に基づき特定有人国境離島地域の地域社会

の維持を支援するため、交付金を交付する。 

支援対象 地方公共団体、民間事業者等 補助率 5.5/10、6/10、5/10 

対象事業 

①運賃低廉化 

○離島住民向けの航路・航空路の運賃について、航路についてはＪＲ運賃並、航

空路については新幹線運賃並に引き下げ 

②物資の費用負担の軽減 

○農水産物（生鮮品）全般の移出に係る輸送コストを低廉化 

○原材料等（飼料、氷、箱など）の移入に係る輸送コストを低廉化 

③雇用機会の拡充 

○民間事業者等による創業・事業拡大のための設備投資資金、運転資金を支援 

（最長５年間の支援） 

○特定有人国境離島地域への人材供給を図るため、同地域における就労体験や

住民との交流等を内容とするツアーの組成及び募集並びに受入れ体制の整備

及び情報の発信等を支援 

④滞在型観光の促進 

    ○「もう一泊」してもらうための着地型観光サービスが組み込まれた旅行商品

等の企画・開発、宣伝、実証、販売促進に係る経費を支援することにより、旅

行者の実質負担を軽減 

     ※ 宿泊及び体験を伴う旅行商品等の造成・販売促進のための旅行代金の割

引等の支援を拡充及びワーケーション及びチャーター便や観光路線の活

用を推進 

支援内容 
①運賃低廉化は 5.5/10 の交付率、②輸送コスト支援は 6/10 の交付率、 

③雇用機会の拡充は 5/10 又は 5.5/10 の交付率、④滞在型観光促進は 5.5/10 の交付率 

離島での 
実績 

Ｒ５年度交付自治体  

礼文町、八丈町、佐渡市、輪島市、隠岐の島町、萩市、五島市、薩摩川内市等 

備 考  

担当部署 総合海洋政策推進事務局 有人国境離島政策推進室 

連絡先 03-6257-1713 

参照 HP https://www8.cao.go.jp/ocean/kokkyouritou/hourei/hourei.html 
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特
定

有
人

国
境

離
島

地
域

に
お

い
て

、
・

人
口

減
が

抑
制

（
社

会
減

が
法

施
行

前
の

水
準

と
比

較
し

て
改

善
）

・
新

規
雇

用
者

数
が

増
加

（
令

和
４

年
度

末
ま

で
に

2
,
0
1
4
人

の
雇

用
を

創
出

）
・

観
光

客
等

交
流

人
口

が
拡

大
（

各
地

域
の

観
光

関
連

指
標

が
改

善
）

特
定

有
人

国
境

離
島

地
域

社
会

維
持

推
進

交
付

金
（

内
閣

府
総

合
海

洋
政

策
推

進
事

務
局

）

令
和

６
年

度
予

算
額

5
0

.0
億

円
（

令
和

５
年

度
予

算
額

5
0

.0
億

円
）

資
金

の
流

れ
期

待
さ

れ
る

効
果

国
特

定
有

人
国

境
離
島

地
域

関
係

地
方
公

共
団
体

交
付

率
6
/
1
0
等

民
間

事
業

者
等

交
付

金

○
特

定
有
人

国
境
離
島

地
域

の
地

域
社
会
の

維
持

を
推

進
す
る
た

め
、

特
定
有

人
国
境
離

島
地

域
を

有
す
る
８

都
道

県
や

関
係
市

町
村

等
が
実

施
す
る
運

賃
低

廉
化

、
物
資
の

費
用

負
担

の
軽
減
、

雇
用

機
会
の

拡
充
等
に

必
要

な
経

費
の
一
部

を
補

助
し

ま
す
。

事
業

概
要

・
目

的

国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
の
地
図
を
基
に
総
合
海
洋
政
策
推
進
事
務
局
が
作
成特
定

有
人
国

境
離
島

地
域

1
5
地

域
・
7
1
島

（
８

都
道
県

・
2
9市

町
村
）

人
口

2
4
4,
9
9
8
人

（
令

和
2年

国
勢
調

査
）

※
特

定
有
人

国
境
離

島
地
域
を

有
す

る
８

都
道
県

北
海

道
、

東
京
都

、
新
潟
県

、
石

川
県
、

島
根
県

、
山
口
県

、
長

崎
県
、

鹿
児
島

県

事
業

イ
メ

ー
ジ

・
具

体
例

②
 
物

資
の

費
用

負
担

の
軽

減

・
民

間
事

業
者

等
に

よ
る

創
業

・
事

業
拡

大
の

た
め

の
設

備
投

資
、

運
転

資
金

を
支

援

・
本

土
の

人
材

と
の

マ
ッ

チ
ン

グ
等

を
目

的
と

し
た

ツ
ア

ー
に

係
る

経
費

を
支

援

③
 
雇

用
機

会
の

拡
充

・
「

も
う

一
泊

」
し

て
も

ら
う

た
め

の
旅

行
商

品
等

の
造

成
、

宣
伝

、
販

売
促

進
等

に
係

る
経

費
を

支
援

④
 
滞

在
型

観
光

の
促

進

→
民

間
事

業
者

等
に

よ
る

さ
ら

な
る

雇
用

機
会

の
拡

充
を

後
押

し
す

る
た

め
、

新
規

に
雇

用
す

る
従

業
員

の
住

宅
確

保
に

つ
い

て
も

、
令

和
5
年

度
一

次
補

正
予

算
よ

り
支

援
対

象
に

追
加

し
、

雇
用

確
保

を
一

層
促

進
す

る

・
離

島
住

民
向

け
の

航
路

・
航

空
路

運
賃

の
低

廉
化

・
農

水
産

物
（

生
鮮

品
）

全
般

の
移

出
 
、

原
材

料
等

（
飼

料
等

）
の

移
入

①
 
運

賃
低

廉
化
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No. ①-2  R6 当初予算 15 百万円 

事業名 特定有人国境離島地域事業活動支援利子補給金 府省庁名 内閣府 

概 要 

特定有人国境離島地域での地域社会維持のための雇用機会の拡充を図るため、特定有人

国境離島地域において創業又は事業拡大を行う事業者に対するスタートアップ融資を行

う地域金融機関に対して利子補給を行う。 

支援対象 金融機関 補助率 定率 

対象事業 

○利子補給事業の適用となる融資は、次に掲げる要件に適合する借受者に対して実施す

るものとする。 

 

①  特定有人国境離島地域における創業の場合、当該事業が利子補給の終了後において

も継続又は拡大すると見込まれるもの。 
 

② 特定有人国境離島地域に事業所を有する者による事業拡大の場合、売上高の増加又は

付加価値額（営業利益、人件費及び減価償却費の合計額をいう。以下同じ。）の増加

を伴う事業拡大であって、計画期間内にその事業拡大のために従業員を新たに雇用

し、利子補給の終了後においても雇用が継続又は拡大すると見込まれるもの。 
 

③  特定有人国境離島地域以外の地域における創業の場合、計画期間内に借受者と直接

取引のある特定有人国境離島地域の産品、サービスの生産者等の売上高の増加又は付

加価値額の増加及び従業員の新たな雇用に寄与し、利子補給の終了後においても雇用

が継続又は拡大すると見込まれるもの。 
 

○対象となる融資の例 

 ・水産加工場の整備・改修・増設に対する設備資金。 

 ・新たに離島で事業所を立ち上げたときの設備資金。 

 ・老朽化したホテル・旅館の改修に対する設備資金。 

 ・廃校等を活用した研修施設の改修に対する設備資金。 

 ・ベンチャー企業の事業スタート時の運転資金。 

支援内容  

離島での 
実績 

R５年度利子補給金 

稚内信用金庫、七島信用組合、東日本信用漁業協同組合連合会、新潟大栄信用組合、第四

北越銀行、大光銀行、山陰合同銀行、十八親和銀行、ごとう農業協同組合、福江信用組

合、鹿児島相互信用金庫、鹿児島銀行、南日本銀行 

備 考  

担当部署 総合海洋政策推進事務局 有人国境離島政策推進室 

連絡先 03-6257-3957 

参照 HP  

 

44



国

○
対

象
と
な

る
融
資
の

例
・

水
産
加

工
場
の
整

備
・

改
修

・
増
設
に

対
す

る
設

備
資
金
。

・
離

島
で

の
新
た
な

事
業

所
の

立
ち
上
げ

に
対

す
る

設
備
資
金

。
・

老
朽
化
し

た
ホ
テ

ル
・

旅
館

の
改
修
に

対
す

る
設

備
資
金
。

・
廃

校
等

を
活
用
し

た
研

修
施

設
の
改
修
に

対
す
る

設
備
資
金

。
・

ベ
ン
チ

ャ
ー
企
業
の

事
業
ス

タ
ー
ト
時

の
運

転
資

金
。

○
特

定
有
人

国
境
離
島

地
域

で
の

地
域
社
会

維
持

の
た

め
の
雇
用

機
会

の
拡
充

を
図
る
た

め
、

特
定

有
人
国
境

離
島

地
域

に
お
い

て
創

業
・
事

業
拡
大
を

行
う

事
業

者
に
対
す

る
ス

タ
ー

ト
ア
ッ

プ
融

資
を
行

う
地
域
金

融
機

関
に

対
し
て
、

利
子

補
給

を
行
う
。

特
定

有
人

国
境

離
島

地
域

の
地

域
社

会
の

維
持

に
係

る
利

子
補

給
金

（
内

閣
府

総
合

海
洋

政
策

推
進

事
務

局
）

6
年

度
当

初
予

算
額

０
.１

５
億

円
（

５
年

度
予

算
額

０
.１

５
億

円
）

事
業

概
要

・
目

的
事

業
イ

メ
ー

ジ
・

具
体

例

資
金

の
流

れ

○
特

定
有
人

国
境
離
島

地
域

の
新

規
雇
用
者

数
が

増
加

す
る
。

○
特

定
有
人

国
境
離
島

地
域

の
産

業
活
性
化

に
つ

な
が

る
。

期
待

さ
れ

る
効

果

指
定

金
融

機
関

利
子

補
給

事
業

者

融
資

水
産
加
工
場
の
整
備
・
改
修
・
増
設

老
朽
化
し
た
ホ
テ
ル
・
旅
館
の
改
修

・
特

定
有

人
国

境
離

島
地

域
で

は
創

業
・

事
業

拡
大

資
金

を
融

資
す

る
政

策
金

融
機

関
の

窓
口

が
な

い
。

・
本

土
と

の
遠

隔
性

や
人

口
減

が
あ

り
、

事
業

環
境

が
厳

し
く

な
っ

て
い

る
。

課
題

・
地

域
の

金
融

機
関

を
介

し
た

特
定

有
人

国
境

離
島

地
域

に
お

け
る

創
業

・
事

業
拡

大
資

金
の

融
資

を
受

け
る

事
業

者
の

利
子

負
担

を
軽

減

対
策

※
指

定
金

融
機

関
特

定
有

人
国

境
離

島
地

域
事

業
活

動
支

援
利

子
補

給
金

交
付

要
綱

に
基

づ
き

、
内

閣
総

理
大

臣
よ

り
指

定
を

受
け

た
金

融
機

関
。

45



   

No. ①-3 
 R６当初予算 

R５補正予算額 

1,000 億円の内数 

735 億円の内数 

事業名 デジタル田園都市国家構想交付金 府省庁名 内閣府 

概 要 
「デジタル田園都市国家構想交付金」により、デジタル田園都市国家構想の実現による

地方の社会課題解決・魅力向上の取組を加速化・深化する。 

支援対象 地方公共団体 補助率 １／２ 

対象事業 
デジタルの活用などによる観光や農林水産業の振興等の地方創生に資する取組や拠点施

設の整備などを支援。 

支援内容 

○ 地域再生法第 5 条 4 項 1 号に基づく地域再生計画に記載されている事項に対して、

国から、交付金を交付。 

 ※１ 対象事業の中に各府省庁が所管する他の予算制度等がある場合には、その制度の活用が優先さ

れるため、本交付金の支援対象外。 

 ※２ 本交付金の対象事業であっても、事業に係る地方公共団体職員の人件費、特定の個人や個別企

業に対する給付経費及びそれに類するもの及び施設や設備の整備、備品購入自体を主目的とす

るもの、貸付金又は保証金、基金積立金は支援対象外。 

 

○ 補助率、上限額は下表のとおり。 
 

タイプ・型 上限額（国費） 補助率 

地方創生推進タイプ 

先駆型 

（最長５年間） 

都道府県 3.0 億円 

中枢中核都市 2.5 億円 

市区町村 2.0 億円 

１／２ 

横展開型 

（最長３年間） 

都道府県 1.0 億円 

中枢中核都市 0.85 億円 

市区町村 0.7 億円 

Society5.0 型 

（最長５年間） 
3.0 億円 

地方創生拠点整備タイプ 

（当初予算：原則３年間、 

補正予算：単年度） 

都道府県 15 億円 

中枢中核都市 10 億円 

市区町村 5 億円 

離島での 
実績 

令和５年度交付団体 新潟県佐渡市、島根県海士町、山口県萩市、長崎県西海市、佐世保

市、新上五島町  等 

備 考  

担当部署 内閣府 地方創生推進事務局 

連絡先 ０３－６２５７－１４１６ 

参照 HP https://www.chisou.go.jp/sousei/about/kouhukin/index.html 
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○
主
な
対
象
事
業

デ
ジ
タ
ル
の
活
用
な
ど
に
よ
る
観
光
や
農
林
水
産
業
の
振
興
等
の
地
方
創
生
に
資
す
る
取
組

や
拠
点
施
設
の
整
備
な
ど
を
支
援
。

【
地
方
創
生
推
進
タ
イ
プ
】

•地
方
版
総
合
戦
略
に
位
置
付
け
ら
れ
た
地
方
公
共
団
体
の
自
主
的
・
主
体
的
な
取
組
を
支
援

（
先
駆
型
・
横
展
開
型
・
S
o
c
i
e
t
y
5
.
0
型
）

•東
京
圏
か
ら
の
UI
Jタ

ー
ン
の
促
進
及
び
地
方
の
担
い
手
不
足
対
策

（
移
住
・
起
業
・
就
業
型
）

市
町
村
が
、
U
I
J
タ
ー
ン
に
よ
る
①
地
方
へ
の
就
業
者
や
、
②
テ
レ
ワ
ー
ク
に
よ
る
転
職
な
き
移
住

者
等
に
対
し
、
移
住
支
援
金
（
最
大
1
0
0
万
円
）
を
支
給
す
る
場
合
、
当
該
経
費
の
１
／
２
を
支
援

•地
域
企
業
に
対
し
、
経
営
課
題
解
決
等
に
資
す
る
デ
ジ
タ
ル
人
材
等
の
マ
ッ
チ
ン
グ
を
支
援
。

（
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
人
材
事
業
型
）

•省
庁
の
所
管
を
超
え
る
２
種
類
以
上
の
施
設
（
道
・
汚
水
処
理
施
設
・
港
）
の
一
体
的
な
整
備

（
地
方
創
生
整
備
推
進
型
）

【
地
方
創
生
拠
点
整
備
タ
イ
プ
】
（
原
則
と
し
て
３
年
間
（
最
長
５
年
間
）
）

○
「
デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市
国
家
構
想
交
付
金
」
に
よ
り
、
デ

ジ
タ
ル
田
園
都
市
国
家
構
想
の
実
現
に
よ
る
地
方
の
社
会
課

題
解
決
・
魅
力
向
上
の
取
組
を
加
速
化
・
深
化
す
る
。

事
業
概
要
・
目
的

事
業
イ
メ
ー
ジ
・
具
体
例

資
金
の
流
れ

デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市
国
家
構
想
交
付
金
（
内
閣
府
地
方
創
生
推
進
室
・
地
方
創
生
推
進
事
務
局
）

令
和
６
年
度
予
算
額
１
,０
０
０
.０
億
円

（
令
和
５
年
度
予
算
額

１
,０
０
０
.０
億
円
）

○
地
方
か
ら
デ
ジ
タ
ル
の
実
装
を
進
め
る
と
と
も
に
、
地
方
に
お
け
る
安
定
し
た
雇
用
創
出
な
ど
地

方
創
生
の
推
進
に
寄
与
す
る
取
組
を
進
め
、
「
デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市
国
家
構
想
」
を
推
進
す
る
。

期
待
さ
れ
る
効
果

国
都
道
府
県

市
町
村

交
付
金

（
※
地
方
財
政
措
置
を
講
じ
る
）

（
注
１
）
令
和
５
年
度
補
正
予
算
に
お
い
て
、
7
3
5
億
円
を
措
置
。

•
デ
ジ
タ
ル
実
装
タ
イ
プ
：
3
6
0
億
円

•
地
方
創
生
拠
点
整
備
タ
イ
プ
：
3
0
0
億
円

•
地
域
産
業
構
造
転
換
イ
ン
フ
ラ
整
備
推
進
タ
イ
プ
：
6
0
億
円

•
地
方
創
生
推
進
タ
イ
プ
：
1
5
億
円

（
注
２
）
本
交
付
金
の
一
部
は
、
地
方
大
学
・
産
業
創
生
法
に
基
づ
く
交
付
金
と
し
て
執
行
。

対
象
と
な
る
事
業

先
駆
型

先
駆
性
の
高
い
最
長
５
年
間
の
事
業

横
展
開
型

先
駆
的
・
優
良
事
例
の
横
展
開
を
図
る
最
長
３
年
間
の
事
業

S
o
ci
et
y5
.0
型

地
方
創
生
の
観
点
か
ら
取
り
組
む
、
未
来
技
術
を
活
用
し
た
新
た
な
社
会
シ
ス
テ

ム
づ
く
り
の
全
国
的
な
モ
デ
ル
と
な
る
最
長
５
年
間
の
事
業

地
方
創
生
推
進
タ
イ
プ

地
方
創
生
拠
点
整
備
タ
イ
プ

デ
ジ
タ
ル
実
装
タ
イ
プ

デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市
国
家
構
想
交
付
金

地
域
産
業
構
造
転
換
イ
ン
フラ

整
備
推
進
タ
イ
プ

道
の
駅
に
隣
接
した
観
光
拠
点

子
育
て
支
援
施
設

ス
ター
トア
ップ
支
援
拠
点

デ
ジ
タル
技
術
を
活
用
し、
地
方
の
活
性

化
や
行
政
・公
的
サ
ー
ビス
の
高
度
化
・

効
率
化
を
推
進
す
る
た
め
、デ
ジ
タル
実

装
に
必
要
な
経
費
な
どを
支
援
。

産
業
構
造
転
換
の
加
速
化
に
資
す
る
半
導
体

等
の
大
規
模
な
生
産
拠
点
整
備
に
つ
い
て
、関

連
イン
フラ
の
整
備
へ
の
機
動
的
か
つ
追
加
的
な

支
援
を創
設
。

観
光
や
農
林
水
産
業
の
振
興
等
の
地
方
創

生
に
資
す
る
拠
点
施
設
の
整
備
な
どを
支
援
。

観
光
や
農
林
水
産
業
の
振
興
等
の
地

方
創
生
に
資
す
る
取
組
な
どを
支
援
。

R6
当
初
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No. ①-4  Ｒ６予算額 544 百万円 

事業名 特定地域づくり事業推進交付金 府省庁名 
内閣府 

総務省 

概 要 

地域人口の急減に直面している地域において就労その他の社会的活動を通じて地域社

会の維持及び地域経済の活性化に寄与するデジタル分野を含めた人材の確保及びその活

躍の推進を図るため、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関

する法律（令和元年法律第 64 号）に基づく特定地域づくり事業協同組合の安定的な運

営を確保するための支援を行う。 

支援対象 地方公共団体 補助率 1/2 

対象事業 特定地域づくり事業協同組合が行う特定地域づくり事業に補助金等を交付する事業 

支援内容 

以下の対象経費について、1/2 までの範囲で地方公共団体が支援した額の 1/2 を支援 

・派遣職員人件費（対象経費の上限額：400 万円/年・人） 

・事務局運営費（対象経費の上限額：600 万円/年） 

離島での 
実績 

R2 島根県海士町 

R3  新潟県粟島浦村、島根県海士町、知夫村、長崎県壱岐市、五島市、鹿児島県和泊町、

知名町 

R4 新潟県粟島浦村、島根県海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町、山口県萩市、長

崎県対馬市、壱岐市、五島市、宮崎県日南市、鹿児島県西之表市、南種子島町、伊仙町、

和泊町、知名町、与論町 

R5 島根県海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町、山口県萩市、長崎県平戸市、対馬

市、壱岐市、五島市、熊本県天草市、宮崎県日南市、鹿児島県西之表市、奄美市、南種子

島町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町、沖縄県宮古島市 

備 考  

担当部署 
内閣府地方創生推進事務局 

総務省自治行政局地域振興室 

連絡先 
TEL 03-6257-1410 

TEL 03-5253-5534 

参照 HP 
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特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合

対
象
：
人
口
規
模
・
人
口
密
度
・
事
業
所
数
等
に
照
ら
し
、
人
材
確
保
に
特
に
支
援
が
必
要
な
地
区
と
し
て
知
事
が
判
断

※
過
疎
地
域
に
限
ら
れ
な
い

認
定
手
続
：
事
業
協
同
組
合
の
申
請
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
知
事
が
認
定
（
1
0年

更
新
制
）

特
例
措
置
：
労
働
者
派
遣
法
に
基
づ
く
労
働
者
派
遣
事
業
（
無
期
雇
用
職
員
に
限
る
）
を
届
出
で
実
施
可
能

人
口
急
減
法
の
概
要

特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
制
度
の
概
要

都
道
府
県

・
事
業
者
単
位
で
見
る
と
年
間
を
通
じ
た
仕
事
が
な
い

・
安
定
的
な
雇
用
環
境
、
一
定
の
給
与
水
準
を
確
保
で
き
な
い

⇒
人
口
流
出
の
要
因
、
U
I
Jタ

ー
ン
の
障
害

人
口
急
減
地
域
の
課
題

・
地
域
の
仕
事
を
組
み
合
わ
せ
て
年
間
を
通
じ
た
仕
事
を
創
出

・
組
合
で
職
員
を
雇
用
し
事
業
者
に
派
遣

（
安
定
的
な
雇
用
環
境
、
一
定
の
給
与
水
準
を
確
保
）

⇒
地
域
の
担
い
手
を
確
保

特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
制
度

〈
組
合
の
運
営
経
費
〉

市
町

村

１
／
２

利
用
料
金
収
入

１
／
４

交
付
金

食 品 加 工 業 者

製 材 業 者

介 護 業 者

運 送 業 者

飲 食 ・ 宿 泊 業 者

農 業 者

林 業 者

…

機 械 製 造 業 者

特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
員

…

人
材
派
遣

認
定

漁 業 者

１
／
８

特
別

交
付
税

１
／
８

実
質

市
町
村

負
担

１
／
２
市
町
村
助
成

根
拠
法
：
地
域
人
口
の
急
減
に
対
処
す
る
た
め
の
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
2
年
6月

4
日
施
行
）

財
政

支
援

利
用

料
金

地
域
づ
く
り
人
材
の
雇
用
⇒
所
得
の
安
定
・
社
会
保
障
の
確
保

※
こ
の
ほ
か
、
設
立
支
援
に
対
す
る
特
別
交
付
税
措
置
あ
り

R
6
予
算
額
5
.6
億
円

（
内
閣
府
予
算
計
上
）

情
報
提
供

助
言
、
援
助
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No. ①-5 
 R6 当初予算 

R5 補正予算 

0.7 百万円 

- 

事業名 地域活性化伝道師派遣制度 府省庁名 内閣府 

概 要 
 地域の活性化に向け意欲的な取組を行おうとする地域に対して、地域おこしの専門家

（地域活性化伝道師）を紹介し、指導・助言を行う。 

支援対象 地方公共団体 補助率 
伝道師の派遣に係る旅費・謝金 

（②内閣府派遣の場合のみ） 

対象事業 

地方創生推進事務局では、まちづくりや地域産業、観光など様々な分野における地域

おこしの実績を有した民間専門家を地域活性化伝道師として登録している。地域活性化

伝道師は地域からの要請を受け、地域リーダーの育成支援や事業遂行に必要なスキル・

ノウハウの伝授など、自身の知見を基に、地域課題解決に向けた支援を行う。 

支援内容 

①任意の招へい…各自治体及び団体等が、課題解決への取組みに適した伝道師を選び、

任意に招へいや相談を行う。 

②内閣府派遣…当該地域活性化伝道師の派遣が、取組熟度が相当程度高く、支援する意

義が特に高いと判断される場合に、内閣府の「総合コンサルティング支援」の一環と

して、予算の範囲内で実施する。 

離島での 
実績 

― 

備 考  

担当部署 地方創生推進事務局 

連絡先 03-5510-2167 

参照 HP https://www.chisou.go.jp/tiiki/dendoushi/index.html 
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地
域
活
性
化
伝
道
師
に
つ
い
て

地
域
の
活
性
化
に
向
け
意
欲
的
な
取
組
を
行
お
う
と
す
る
地
域
に
対
し
て
、
地
域
お
こ
し
の
専
門
家
(
地
域
活
性
化
伝
道
師
)
を
紹
介
し
指
導
・
助
言
を
行
う
。

○
地
域
活
性
化
伝
道
師
登
録
数

３
３
０
名

※
地
方
創
生
サ
イ
ト
（
h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
c
h
i
s
o
u
.
g
o
.
j
p
/
t
i
i
k
i
/
d
e
n
d
o
u
s
h
i
/
i
n
d
e
x
.
h
t
m
l
）
に
お
い
て
公
開

＜
分
野
別
登
録
数
（
重
複
を
含
む
）
＞

○
活
用
方
法

①
各
地
方
公
共
団
体
及
び
団
体
等
が
、
課
題
解
決
へ
の
取
組
み
に
適
し
た
伝
道
師
を
選
び
、
任
意
に
招
へ
い
や
相
談
を
行
う
。

②
地
方
創
生
推
進
事
務
局
が
、
地
域
に
対
す
る
助
言
等
の
一
環
と
し
て
、
取
組
熟
度
が
相
当
程
度
高
く
、
支
援
す
る
意
義
が
特
に
高
い
と
判
断
さ
れ
る

場
合
に
、
地
域
活
性
化
伝
道
師
を
当
該
地
域
へ
派
遣
す
る
。

地
域
の
成
長
力
強
化
・
雇
用
創
出
に
資
す
る
よ
う
、
こ
れ
を
担
う
地
域
人
材
力
の
強
化
に
つ
い
て
地
域
活
性
化
伝
道
師
が
切
れ
目
な
く
支
援

①
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
の
育
成

地
域
活
性
化
伝
道
師
の
講
義
を
受
け
、

取
組
の
立
ち
上
が
り
段
階
に
お
け
る

実
行
プ
ラ
ン
の
企
画
、
取
組
の
実
施

体
制
の
構
築
を
後
押
し
。

②
取
組
の
実
施
段
階

実
行
プ
ラ
ン
に
基
づ
く
取
組
を
実
施

拡
大
し
て
い
く
上
で
必
要
と
な
る
人

員
を
確
保
し
、
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
研
修

な
ど
の
実
施
を
後
押
し
。

地
域
リ
ー
ダ
ー
が
中
心
と
な
っ
て
、

地
域
の
産
学
官
連
携
で
商
品
開
発
を

進
め
、
事
業
化
に
必
要
な
経
営
や
広

告
・
宣
伝
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
伝
授
。

④
販
路
拡
大
・
雇
用
創
出

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
販
路
拡
大
の
支

援
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域

の
新
た
な
産
業
と
し
て
定
着
。
こ
れ

が
モ
デ
ル
と
な
り
、
地
域
間
連
携
に

よ
り
、
広
域
的
に
波
及
。

③
取
組
の
事
業
化
段
階

１
．
地
域
産
業
・
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
・
農
商
工
連
携

２
．
地
域
医
療
、
福
祉
・

介
護
、
教
育

３
．
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

集
落
再
生

４
．
地
域
交
通
・
情
報
通
信

５
．
農
・
林
・
水
産
業

６
．
観
光
・
交
流

７
．
環
境

８
．
ま
ち
づ
く
り

１
２
１
人

２
１
人

８
１
人

１
１
人

５
５
人

１
２
１
人

２
７
人

１
３
１
人

内
閣
府
地
方
創
生
推
進
事
務
局

事
業
概
要

地
域
活
性
化
伝
道
師
登
録
数
、
実
績
及
び
活
用
方
法

モ
デ
ル
地
域
に
お
け
る
指
導
内
容
イ
メ
ー
ジ
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No. ①-6  R６予算額 １２５百万円 

事業名 プロフェッショナル人材事業 府省庁名 内閣府 

概 要 
潜在成長力ある地域企業の経営者に対し、新商品開発や新販路開拓などの「攻めの経営」

への転身を促し、その成長戦略を実現するプロフェッショナル人材の活用を支援する。 

支援対象 地域企業 補助率 ― 

対象事業 

【プロフェッショナル人材事業】 

○地域企業が、事業の拡大や革新、デジタル実装等による成長のため、プロフェッショ

ナル人材を円滑に活用できるよう支援する。具体的には、45 道府県に設置されている「プ

ロフェッショナル人材戦略拠点」が中心となり、地域企業の経営者に、事業継続・成長に

資する業務効率化や競争力強化を促すとともに、その実行に必要なプロフェッショナル

人材ニーズを明確に切り出し、連携する人材ビジネス事業者に人材ニーズを取り繋ぐこ

とで、プロフェッショナル人材と地域企業とのマッチングを支援する。 

支援内容 
各道府県に設置されたプロフェッショナル人材戦略拠点によるプロフェッショナル人材

の活用支援。 

離島での 
実績 

― 

備 考 
各道府県のプロフェッショナル人材戦略拠点は、デジタル田園都市国家構想交付金等に

て支援。 

担当部署 内閣府地方創生推進室 

連絡先 03-5253-2111 

参照 HP https://www.pro-jinzai.go.jp/ 
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プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
人
材
事
業

1

4
5
道

府
県

が
「

プ
ロ

フ
ェ

ッ
シ

ョ
ナ

ル
人

材
戦

略
拠

点
」

を
設

置
し

、
平

成
2
8
年

１
月

か
ら

本
格

稼
働

。
地

域
企

業
に

対
し

、
経

営
戦

略
の

策
定

支
援

や
デ

ジ
タ

ル
実

装
に

も
資

す
る

人
材

等
の

プ
ロ

フ
ェ

ッ
シ

ョ
ナ

ル
人

材
の

活
用

支
援

活
動

を
行

う
。

各
拠

点
は

、
地

域
企

業
の

経
営

者
を

対
象

に
、

成
長

戦
略

や
人

材
戦

略
へ

の
関

心
を

高
め

る
セ

ミ
ナ

ー
等

の
活

動
を

展
開

し
つ

つ
、

企
業

を
個

別
に

訪
問

。
経

営
者

に
事

業
継

続
・

成
長

に
資

す
る

業
務

効
率

化
や

競
争

力
強

化
を

促
す

と
と

も
に

、
そ

の
実

行
に

必
要

な
プ

ロ
人

材
ニ

ー
ズ

を
明

確
に

切
り

出
し

、
優

良
な

雇
用

機
会

と
し

て
人

材
市

場
に

発
信

す
る

。

デ
ジ

タ
ル

田
園

都
市

国
家

構
想

総
合

戦
略

に
て

、
デ

ジ
タ

ル
人

材
の

確
保

を
効

果
的

に
促

進
す

る
「

デ
ジ

タ
ル

人
材

地
域

還
流

戦
略

パ
ッ

ケ
ー

ジ
」

内
の

中
心

的
施

策
と

し
て

位
置

づ
け

ら
れ

て
お

り
、

地
域

企
業

の
経

営
課

題
解

決
に

必
要

な
デ

ジ
タ

ル
人

材
等

の
マ

ッ
チ

ン
グ

支
援

を
強

化
し

て
い

く
。

そ
の

上
で

は
、

専
門

人
材

の
常

勤
雇

用
だ

け
で

な
く

、
東

京
圏

な
ど

の
都

市
部

の
大

企
業

人
材

を
は

じ
め

、
地

域
の

ス
タ

ー
ト

ア
ッ

プ
企

業
も

含
め

た
幅

広
い

企
業

に
対

し
、

副
業

・
兼

業
を

含
め

た
多

様
な

形
態

で
の

人
材

マ
ッ

チ
ン

グ
を

進
め

る
。

事
業

概
要

実
績

ス
キ

ー
ム

図

（
件

数
）

製
造

業
, 

5
0
%

卸
売

業
・

小
売

業
, 

1
3
%

サ
ー

ビ
ス

業
, 

6
%

建
設

業
, 

1
0
%

情
報

通
信

業
, 

8
%

運
輸

業
・

郵
便

業
, 

2
%

そ
の

他
, 

1
2
%

プ
ロ
人
材
の
年
代

受
入
企
業
の
業
種

人
材
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン

生
産

性
向

上
, 

3
7
%

販
路

拡
大

, 

2
4
%

経
営

管
理

, 
1
8
%

事
業

分
野

拡
張

, 

7
%そ

の
他

, 
1
3
%

2
0
歳

代
, 

2
2
%

3
0
歳

代
, 

3
2
%

4
0
歳

代
, 

2
5
%

5
0
歳

代
, 

1
5
%

6
0
歳

代
, 

4
%

2
6
,0

9
8
 

1
0
3
,5

0
6
 02

0
,0

0
0

4
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

8
0
,0

0
0

1
0
0
,0

0
0

1
2
0
,0

0
0

0

5
,0

0
0

1
0
,0

0
0

1
5
,0

0
0

2
0
,0

0
0

2
5
,0

0
0

3
0
,0

0
0

H28年3月

9月

H29年3月

9月

H30年3月

9月

H31年3月

9月

R2年3月

9月

R3年3月

9月

R4年3月

9月

R5年3月

9月

R6年3月

成
約

件
数

相
談

件
数

成
約

件
数

5
,2

4
1

う
ち

常
勤

3
,9

3
8

令
和

５
年

度

う
ち

副
業

・
兼

業
1
,3

0
3

2
6
,0

9
8

2
2
,7

0
8

累
計

（
H

2
7
年

度
～

）

3
,3

9
0
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No. ①-7 
 

R6 当初予算 16,617 億円の内数 

事業名 子どものための教育・保育給付交付金 府省庁名 こども家庭庁 

概 要 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第６８条第１項

の規定に基づき、市町村（特別区を含む。以下同じ。）が支弁する施設型給付費等の支給

に要する費用の一部を負担することにより、子どもが健やかに成長するように支援する

ことを目的とする。 

支援対象 市町村 補助率 
国：１/２ 

都道府県、市町村：各１/４ 

対象事業 

・特例保育 

認可保育所の設置など特定教育・保育及び特定地域型保育の確保が著しく困難である離

島その他の地域において、教育・保育を必要とする就学前子どもを対象に、へき地保育

所での特例保育の実施に要する費用を給付する。 

支援内容 
特例保育の実施に要する費用につき国が１／２、都道府県が１／４、市町村が１／４を

負担する。 

離島での 
実績 

対馬市、薩摩川内市、壱岐市等 11 市町村 

備 考 補助率は事業主拠出金充当額控除後の負担割合 

担当部署 こども家庭庁 成育局 保育政策課 公定価格担当室 

連絡先 03-6771-8030 

参照 HP  
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へ
き
地
保
育
所
に
対
す
る
財
政
支
援
に
つ
い
て

成
育
局
保
育
政
策
課

１
 事

業
の
概
要

２
 実

施
主
体

平
成
2
7
年
度

平
成
2
8
年
度

平
成
2
9
年
度

平
成
3
0
年
度

令
和
元
年
度

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

3
7
1
か
所

3
4
6
か
所

3
0
9
か
所

2
9
4
か
所

2
7
4
か
所

2
3
8
か
所

2
2
5
か
所

2
0
2
か
所

1
8
5
か
所

市
町
村

国
１
／
２
、
都
道
府
県
１
／
４
、
市
町
村
１
／
４

※
 0

～
２
歳

児
相

当
分

に
つ

い
て

は
、
事

業
主

拠
出

金
の

充
当

割
合

を
控

除
し

た
後

の
負

担
割

合

４
創
設
年
度

平
成

27
年
度
（
平
成
2
6年

度
以
前
は
子
ど
も
た
め
の
教
育
・
保
育
給
付
交
付
金
と
は
異
な
る
形
態
で
補
助
を
実
施

)

５
 か

所
数

３
 負

担
割
合

特
定
教
育
・
保
育
及
び
特
定
地
域
型
保
育
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
離
島
そ
の
他
の
地
域
（
へ
き
地
）
に
お
い
て
、
教
育
・
保
育
を
必

要
と
す
る
就
学
前
子
ど
も
を
対
象
に
、
へ
き
地
保
育
所
で
の
特
例
保
育
の
実
施
に
要
す
る
費
用
を
給
付
す
る
。
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

第
3
0
条
第
１
項
第
４
号
）

(参
考
)子

ど
も
・
子
育
て
支
援
法
(抄
)

第
三
十
条

市
町
村
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特
定
地
域
型
保
育
（
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
利
用
地
域

型
保
育
に
あ
っ
て
は
、
保
育
必
要
量
の
範
囲
内
の
も
の
に
限
る
。
）
に
要
し
た
費
用
又
は
第
四
号
に
規
定
す
る
特
例
保
育
（
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子

ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
以
下
「
保
育
認
定
子
ど
も
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
保
育
必
要
量
の
範
囲
内
の
も
の
に
限
る
。
）
に
要
し
た
費
用
に
つ
い

て
、
特
例
地
域
型
保
育
給
付
費
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
特
定
教
育
・
保
育
及
び
特
定
地
域
型
保
育
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
離
島
そ
の
他
の
地
域
で
あ
っ
て
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
に
居
住
地
を
有
す
る
教
育
・
保

育
給
付
認
定
保
護
者
に
係
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
が
、
特
例
保
育
（
特
定
教
育
・
保
育
及
び
特
定
地
域
型
保
育
以
外
の
保
育
を
い
い
、
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
小
学
校

就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
に
対
し
て
提
供

さ
れ
る
教
育
に
係
る
標
準
的
な
一
日
当
た
り
の
時
間
及
び
期
間
を
勘
案
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
一
日
当
た
り
の
時
間
及
び
期
間
の
範
囲
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同

じ
。
）
を
受
け
た
と
き
。

特
例
地
域
型
保
育
給
付
（
特
例
保
育
）

令
和
５
年
度
予
算
額
（
当
初
）

 1
兆

5,
94

8億
円
の
内
数

→
令
和
６
年
度
予
算
額
（
当
初
）

1兆
6,

61
7億

円
の
内
数

(※
子
ど
も
た
め
の
教
育
・
保
育
給
付
交
付
金
の
一
部
と
し
て
実
施

)
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No. ①-８ 
 R6 当初予算 

R5 補正予算 

15,584 百万円  
2,146 百万円 

事業名 子ども・子育て支援施設整備交付金 府省庁名 こども家庭庁 

概 要 
市町村が、放課後児童クラブ及び病児保育施設を整備するために要する経費の一部を補

助する。 

支援対象 市町村 補助率 
国：１／３、 

都道府県、市町村：各１／３ 等 

対象事業 

（１） 放課後児童クラブ整備費  

子ども・子育て支援法における市町村子ども・子育て支援事業計画及び「新・放 

課後子ども総合プラン」に基づき、放課後児童クラブを整備するために要する経

費の一部を補助する。 

（２） 病児保育施設整備費  

病児保育施設を整備するために要する経費の一部を補助する。 

支援内容 

（１） 放課後児童クラブ整備費 

① 市町村が整備を行う場合、②市町村が社会福祉法人等が行う施設の整備に対し

て 補助を行う場合  

① 国：１／３ 都道府県、市町村：各１／３  

② 国：２／９ 都道府県、市町村：各２／９ 社会福祉法人等：１／３ 

 放課後児童クラブや保育園等の待機児童が発生している、又は新子育て安心プ

ランに参加している場合は、補助率の嵩上げを実施 

① 国：２／３ 都道府県、市町村：各１／６ 

 ② 国：１／２ 都道府県、市町村：各１／８ 社会福祉法人等：１／４  

（２） 病児保育施設整備費 

 ① 国：１／３ 都道府県、市町村：各１／３  

② 国：３／１０ 都道府県、市町村：各３／１０ 社会福祉法人等：１／１０ 

離島での 
実績 

令和３年度： なし 

令和４年度：なし 

令和５年度：なし 

備 考 

対象となる施設が奄美群島振興開発特別措置法、離島振興法、小笠原諸島振興開発特別 

措置法の指定地域のいずれかに所在する場合は、算出された補助基準額に、0.08 を乗じ 

て得られた額を加算し、交付基礎額を算出する。 

担当部署 こども家庭庁 成育局 参事官（事業調整担当） 

連絡先 03-6863-0286 
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国
都
道
府
県

市
町
村

社
福
法
人
等

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
整
備
費

市
町
村
が
整
備
を
行
う
場
合

１
/
３

１
/
３

１
/
３

ー

市
町
村
が
社
会
福
祉
法
人
等
が
行
う

施
設
整
備
に
対
し
て
補
助
を
行
う
場
合

２
/
９

２
/
９

２
/
９

１
/
３

病
児
保
育
施
設
整
備
費

市
町
村
が
整
備
を
行
う
場
合

１
/
３

１
/
３

１
/
３

ー

市
町
村
が
社
会
福
祉
法
人
等
が
行
う

施
設
整
備
に
対
し
て
補
助
を
行
う
場
合

３
/
1
0

３
/
1
0

３
/
1
0

１
/
1
0

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
整
備
交
付
金

成
育
局
参
事
官
（
事
業
調
整
担
当
）

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
基
づ
き
、
市
町
村
が
策
定
す
る
「
市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
」
に
従
い
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
や
病
児
保
育
事
業
を
実
施
す
る
た
め
の
施
設
の
整

備
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
放
課
後
児
童
対
策
や
病
児
保
育
事
業
の
推
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

令
和
６
年
度
当
初
予
算

1
5
6
億
円
＋
令
和
５
年
度
補
正
予
算

2
1
億
円
（
令
和
５
年
度
当
初
予
算

1
7
2
億
円
）

１
事
業
の
目
的

２
事
業
の
概
要
・
ス
キ
ー
ム

（
１
）
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
整
備
費

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
整
備
す
る
た
め
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
。

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
受
け
皿
整
備
を
推
進
し
、
待
機
児
童
の
解
消
を
図
る
た
め
、
待
機
児
童
が
発
生
し
て
い
る
市
町
村
等
が
行
う
整
備
に
つ
い
て
、
国
庫
補
助
率
の
嵩
上
げ
を
継
続
し
て

実
施
す
る
。

（
２
）
病
児
保
育
施
設
整
備
費

病
児
保
育
施
設
を
整
備
す
る
た
め
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
。

【
令
和
５
年
度
補
正
予
算
よ
り
前
倒
し
し
て
実
施
す
る
拡
充
事
項
】

・
学
校
敷
地
外
で
地
域
の
こ
ど
も
と
共
に
交
流
す
る
場
を
一
体
的
に
整
備
す
る
場
合
の
国
庫
補
助
基
準
額
を
引
き
上
げ

・
待
機
児
童
が
発
生
し
て
い
る
市
町
村
等
が
行
う
整
備
に
つ
い
て
、
国
庫
補
助
率
嵩
上
げ
後
の
自
治
体
負
担
分
の
一
部
を
補
助
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
整
備
促
進
事
業
）

３
実
施
主
体
等

【
実
施
主
体
】

市
町
村

【
補
助
対
象
事
業
者
】

市
町
村
、
社
会
福
祉
法
人
、
学
校
法
人
、
市
町
村
が
認
め
た
者

等

【
補

助
率
】

（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
補
助
率
の
嵩
上
げ
）

※
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
等
に
所
在
す
る
場
合
は
、
補
助
基
準
額
に
0.
08
を
乗
じ
た
額
を
加
算
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No. ①-9  Ｒ６予算額 － 

事業名 
離島に居住する妊婦が妊婦健診を受診するため

の交通費等の支援 
府省庁名 こども家庭庁 

概 要 

離島に住む妊婦の妊婦健康診査の受診及び出産に必要な医療を受ける機会を確保するた

め、都道府県及び市町村が地方単独事業として行う健康診査及び分娩の支援に要する経

費の一部を特別交付税により措置する。 

支援対象 都道府県・市町村 補助率 － 

対象事業 
離島地域のうち分娩医療機関のない地域における妊婦について、都道府県及び市町村が

地方単独事業として行う健康診査及び分娩の支援に要する経費の一部 

支援内容 
妊婦健康診査及び分娩の際にかかる交通費や宿泊費の一部を特別交付税により措置す

る。 

離島での 
実績 

ー 

備 考 特別交付税により措置 

担当部署 こども家庭庁 成育局 母子保健課 

連絡先 03-6862-0413 

参照 HP  
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離
島
に
居
住
す
る
妊
婦
が
健
康
診
査
を
受
診
す
る
た
め
の
交
通
費
等
の
支
援
に
つ
い
て

○
離
島
振
興
法
の
改
正
に
伴
い
、
新
た
に
「
妊
婦
が
健
康
診
査
を
受
診
し
、
及
び
出
産
に
必
要
な
医
療
を
受
け
る
機
会

を
確
保
す
る
た
め
の
支
援
」
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

○
平
成
2
5年

度
よ
り
、
特
別
交
付
税
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
51
年
自
治
省
令
第
35
号
）
の
一
部
を
改
正
し
、
都
道
府
県

及
び
市
町
村
が
地
方
単
独
事
業
と
し
て
行
う
、
分
娩
医
療
機
関
の
な
い
離
島
（
奄
美
群
島
、
小
笠
原
諸
島
及
び
沖
縄

を
含
む
。
）
に
お
け
る
妊
婦
に
対
す
る
健
康
診
査
及
び
分
娩
の
支
援
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
特
別
交
付
税
の
算

定
の
基
礎
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
な
お
、
特
別
交
付
税
の
額
は
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
0
.
8を

乗
じ
て
得
た
額

と
さ
れ
た
。

○
平
成
2
6年

度
よ
り
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
及
び
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
に
「
妊
婦
が
健
康

診
査
を
受
診
し
、
及
び
出
産
に
必
要
な
医
療
を
受
け
る
機
会
を
確
保
す
る
た
め
の
支
援
」
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

概
要

○
地
方
交
付
税
に
は
「
普
通
交
付
税
」と
「
特
別
交
付
税
」の
２
種
類
が
あ
り
、
地
方
交
付
税
総
額
の
９
４
％
に
相
当
す
る
額
を
普
通
交
付
税
と

し
、
６
％
に
相
当
す
る
額
を
特
別
交
付
税
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

○
特
別
交
付
税
は
、
画
一
的
な
方
法
で
算
定
さ
れ
る
普
通
交
付
税
を
補
完
す
る
役
割
を
持
っ
て
お
り
、
普
通
交
付
税
の
算
定
基
礎
と
な
る
基
準

財
政
需
要
額
の
算
定
方
法
に
よ
っ
て
は
捕
捉
さ
れ
な
か
っ
た
特
別
の
財
政
需
要
（
離
島
な
ど
の
地
理
的
条
件
に
よ
る
も
の
等
）
が
あ
る
場
合
等

に
算
定
交
付
さ
れ
る
。

※
普
通
交
付
税
不
交
付
団
体
に
も
交
付
さ
れ
る
。

○
特
別
交
付
税
は
、
年
２
回
に
分
け
て
決
定
、
交
付
さ
れ
る
。
（
第
１
回
目
は
１
２
月
、
第
２
回
目
は
３
月
に
交
付
）

○
特
別
交
付
税
と
し
て
算
定
さ
れ
る
事
項
や
、
そ
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
は
､｢
特
別
交
付
税
に
関
す
る
省
令
｣に
規
定
。

特
別
交
付
税
と
は
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No. ①-10  R６当初予算 671 百万円 

事業名 母子保健対策強化事業 府省庁名 こども家庭庁 

概 要 
市町村が行う両親学級のオンライン実施や、各種健診に必要な備品の整備など、地域

の実情に応じた母子保健対策の強化に要する経費の一部を補助する。 

支援対象 市町村 補助率 １／２ 

対象事業 

 乳幼児の健全な発達のため、乳幼児検診等の地域における母子保健対策の強化を支援。 

（１）両親学級等のオンライン実施 

（２）SNS を活用したオンライン相談 

（３）母子保健に関する記録の電子化 

（４）各種健診に必要な備品（屈折検査機器等）の整備 

（５）その他母子保健対策強化に資する取り組み（※） 

   ※ 例えば、産後ケア事業が行われていない離島等において、島外の産後ケア事

業を利用するために必要となる旅費等の支援に活用することが可能。  

支援内容 

実 施 主 体：市町村 

補 助 率：国１／２、市町村１／２ 

補助単価案：１市町村あたり年額 6,043,000 円 

離島での 
実績 

－ 

備 考  

担当部署 こども家庭庁 成育局 母子保健課 

連絡先 03-6862-0413 

参照 HP  
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母
子
保
健
対
策
強
化
事
業

両
親
学
級
の
オ
ン
ライ
ン
実
施
や
SN
Sを
活
用
した
オ
ン
ライ
ン
相
談
な
ど、
妊
産
婦
等
の
ニ
ー
ズ
に
応
じた
アク
セ
ス
しや
す
い
多
様
な
相
談
支
援
を
行
うと
とも
に
、母
子
保

健
に
関
す
る
記
録
を
電
子
化
す
る
こと
で
、妊
産
婦
等
の
状
態
を
適
切
に
管
理
す
る
な
ど、
必
要
な
支
援
が
行
わ
れ
る
よう
体
制
強
化
を図
る
。ま
た
、都
道
府
県
に
よる
成
育

医
療
等
に
関
す
る
協
議
会
の
設
置
や
、市
町
村
が
実
施
す
る
各
種
健
診
の
精
度
管
理
な
どの
広
域
支
援
の
推
進
等
を実
施
す
る
。

令
和
６
年
度
予
算
：
母
子
保
健
医
療
対
策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
6.
7億
円
（
6.
7億
円
）

目
的

内
容

◆
実
施
主
体

：
都
道
府
県
、市
町
村

◆
補
助
率

：
①
国
１
／
２
、市
町
村
１
／
２
②
国
１
／
２
、都
道
府
県
１
／
２

◆
補
助
単
価
案
：
①
6,
04
3千
円

②
(1
)2
,3
73
千
円
(2
)1
0,
00
0千
円

実
施
主
体
・補
助
率
等

【令
和
４
年
度
創
設
】

市
町
村
事
業

①
母
子
保
健
に
関
す
る
デ
ジ
タ
ル
化
・オ
ン
ラ
イ
ン
化
等
体
制
強
化
事
業

個
々
の
家
庭
の
状
況
に
応
じて
、適
切
な
支
援
を提
供
で
きる
よう
、地
域
の
実
情
に
応
じた
支
援
体
制
等
の
強
化
を図
る
。

（
１
）
両
親
学
級
等
の
オ
ンラ
イン
実
施

（
２
）
SN
Sを
活
用
した
オ
ンラ
イン
相
談

（
３
）
母
子
保
健
に
関
す
る
デ
ジ
タル
化
（
記
録
の
電
子
化
等
）

（
４
）
各
種
健
診
に
必
要
な
備
品
（
屈
折
検
査
機
器
等
）
の
整
備

（
５
）
そ
の
他
母
子
保
健
対
策
強
化
に
資
す
る
取
り組
み

都
道
府
県
事
業

②
母
子
保
健
に
関
す
る
都
道
府
県
広
域
支
援
強
化
事
業

(１
)成
育
医
療
等
に
関
す
る
計
画
の
策
定
や
協
議
会
の
設
置
、ニ
ー
ズ
把
握
や
研
修
会
の
実
施
、普
及
啓
発
等
の
広
域
支
援
の
実
施
。

(２
)各
市
町
村
の
健
診
等
の
精
度
管
理
な
どの
支
援

都
道
府
県

協
議
会

設
置

市
町
村

関
係
機
関

参
加

参
加

都
道
府
県
に
お
い
て
、成
育
医
療
等
に
関
す
る
協
議
会
を
設
置
す
る
とと
も
に
、協
議
会
に
よ
る
検
討
・決
定

な
ども
踏
ま
え
、母
子
保
健
（
各
種
健
診
や
産
後
ケ
ア
事
業
な
ど）
に
関
す
る
広
域
支
援
を
実
施

【協
議
会
の
検
討
内
容
（
例
）
】

・都
道
府
県
、市
町
村
の
「成
育
医
療
等
に
関
す
る
計
画
」の
策
定
に
関
す
る
こと

・母
子
保
健
事
業
に
関
す
る
実
施
体
制
の
整
備
や
委
託
先
の
確
保
に
関
す
る
こと

・母
子
保
健
事
業
に
関
す
る
委
託
内
容
（
契
約
金
額
な
ど）
の
統
一
化
に
関
す
る
こと

・健
診
に
係
る
人
材
確
保
や
医
療
・福
祉
等
の
支
援
体
制
の
広
域
的
な
調
整
に
関
す
る
こと

◆
実
施
自
治
体
数
：
60
9自
治
体

※
令
和
５
年
度
変
更
交
付
決
定
ベ
ー
ス

事
業
実
績

（
R5
～
）
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No. ①-11 
 R６当初予算 

R５補正予算 

245 億円 

318 億円 

事業名 就学前教育・保育施設整備交付金 府省庁名 こども家庭庁 

概 要 

市区町村が策定する整備計画等に基づき、保育所、認定こども園及び小規模保育事業所等

に係る施設整備事業及び防音壁設置の実施等に要する経費に充てるため、市区町村等に交

付金を交付する。 

支援対象 地方公共団体 補助率 

（私立）１／２相当（新子育て安心プ

ランに参加する等一定の要件を満た

す場合は２／３） 

（公立）１／３相当 

対象事業 

・保育所整備事業 

・幼保連携型認定こども園整備事業 

・認定こども園整備事業（保育所型、幼稚園型） 

・公立認定こども園整備事業 

・小規模保育整備事業 

・防音壁整備事業 

・防犯対策強化整備事業 

・こども誰でも通園制度（仮称）試行的事業実施事業所整備事業 

支援内容 

【対象施設】保育所、認定こども園、小規模保育事業所等 

【補助割合】 

（私立） 国：１／２、市区町村：１／４、設置主体：１／４ 

    （新子育て安心プランに参加する等一定の要件を満たす場合） 

     国：２／３、市区町村１／１２、設置主体：１／４ 

（公立） 原則国：１／３、設置者（市区町村）２／３ 

※補助率は個別のメニュー等により異なる。 

離島での 
実績 

- 

備 考 
離島振興法第２条第１項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域に所在する場

合は、補助基準額に 0.08 を乗ずる等の加算を行う。 

担当部署 こども家庭庁成育局保育政策課予算係 

連絡先 03-6858-0043 

参照 HP - 
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就
学

前
教

育
・

保
育

施
設

整
備

交
付

金

○
市
区
町
村
が
策
定
す
る
整
備
計
画
等
に
基
づ
き
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
及
び
小
規
模
保
育
事
業
所
等
に
係
る
施
設
整
備
事
業
及
び
防
音
壁
設
置
の
実
施
等

に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
、
市
区
町
村
等
に
交
付
金
を
交
付
す
る
。

【
対
象
事
業
】

・
保
育
所
整
備
事
業

・
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
整
備
事
業

・
認
定
こ
ど
も
園
整
備
事
業
（
保
育
所
型
、
幼
稚
園
型
）

・
公
立
認
定
こ
ど
も
園
整
備
事
業

【
実
施
主
体
】

（
私
立
）
市
区
町
村

【
設
置
主
体
】

（
私
立
）
社
会
福
祉
法
人
、
日
本
赤
十
字
社
、
公
益
社
団
法
人
、
公
益
財
団
法
人
、
学
校
法
人
等

 （
公
立
）
都
道
府
県
・
市
区
町
村

（
保
育
所
及
び
認
定
こ
ど
も
園
（
保
育
所
機
能
部
分
）
に
つ
い
て
は
公
立
を
除
く
）

【
対
象
校
種
】

保
育
所
、
幼
稚
園
（
認
定
こ
ど
も
園
へ
の
移
行
に
伴
う
も
の
）
、
認
定
こ
ど
も
園
、
小
規
模
保
育
施
設

こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
（
仮
称
）
試
行
的
事
業
実
施
事
業
所

等
（
保
育
所
及
び
認
定
こ
ど
も
園
（
保
育
所
機
能
部
分
）
に
つ
い
て
は
公
立
を
除
く
）

【
補
助
割
合
】

（
私
立
）

国
：
１
／
２
、
市
区
町
村
：
１
／
４
、
設
置
主
体
：
１
／
４

（
新
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
に
参
加
す
る
等
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
）

国
：
２
／
３
、
市
区
町
村
：
１
／
１
２
、
設
置
主
体
：
１
／
４

（
公
立
）

原
則
国
１
／
３
、
設
置
者
（
市
区
町
村
）
２
／
３

※
補
助
率
は
個
別
の
メ
ニ
ュ
ー
等
に
よ
り
異
な
る
。
ま
た
、
沖
縄
分
は
内
閣
府
に
お
い
て
計
上
。

※
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
（
仮
称
）
試
行
的
事
業
実
施
事
業
所
の
補
助
率
は
国
１
／
２
、
設
置
者
（
市
区
町
村
）
１
／
２

１
．
施
策
の
目
的

２
．
施
策
の
内
容

３
．
実
施
主
体
等

令
和
６
年
度
当
初
予
算
額
2
4
5
億
円

＋
令
和
５
年
度
補
正
予
算
3
1
8
億
円

（
令
和
５
年
度
当
初
予
算
2
9
5
億
円
）

・
小
規
模
保
育
整
備
事
業

・
防
音
壁
整
備
事
業

・
防
犯
対
策
強
化
整
備
事
業

・
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
（
仮
称
）
試
行
的
事
業
実
施
事
業
所
整
備
事
業
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No. ①-12 
 R６当初予算 

R５補正予算 

6,652 百万円 

6,168 百万円 

事業名 次世代育成支援対策施設整備交付金 府省庁名 こども家庭庁 

概 要 

児童福祉等の基盤整備を推進するため、地方公共団体が策定する整備計画に基づいて実施

される児童福祉施設等及び障害児施設等に関する施設整備事業に対して、国が交付金を交

付するもの。 

支援対象 地方公共団体 補助率 １／２等 

対象事業 児童福祉施設等及び障害児施設等の整備事業 

支援内容 

【対象施設】児童福祉施設、障害児施設等 

【補助割合】原則１／２相当（児童厚生施設は１／３相当） 

      ※補助率は個別のメニュー等により異なる。 

離島での 
実績 

令和５年度：２か所 

備 考 
離島振興法第２条第１項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域に所在する場

合は、補助基準額に 0.08 を乗ずる加算を行う。 

担当部署 こども家庭庁 成育局 参事官（事業調整担当） 

連絡先 03-6863-0286 

参照 HP なし 
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次
世
代
育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
交
付
金

○
児
童
福
祉
施
設
等
に
係
る
施
設
整
備
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
・
市
区
町
村
が
作
成
す
る
整
備
計
画
に
基
づ
く
施
設
の
整
備
を
推
進
し
、
次
世
代
育
成
支
援
対
策
の
充
実
を
図
る
。

令
和
６
年
度
当
初
予
算

6
7
億
円
＋
令
和
５
年
度
補
正
予
算

6
2
億
円
（
令
和
５
年
度
当
初
予
算

6
7
億
円
）

３
実
施
主
体
等

【
設
置
主
体
】
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
、
市
区
町
村
、
社
会
福
祉
法
人
等

【
補
助
割
合
】
定
額
（
原
則
国
1/
2
相
当
、
児
童
館
は
原
則
国
1
/
3相

当
）

※
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
等
に
所
在
す
る
場
合
は
、
補
助
基
準
額
に
0
.0
8
を
乗
じ
た
額
を
加
算

２
事
業
の
概
要
・
ス
キ
ー
ム

１
事
業
の
目
的

成
育
局
参
事
官
（
事
業
調
整
担
当
）

事
業
概
要

整
備
内
容

対
象
施
設

①
通
常
整
備

児
童
養
護
施
設
等
の
整
備
を
実
施
す
る
。

創
設
、
大
規
模
修
繕
、
増
築
、
増
改
築
、
改
築
、
拡
張
、

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
等
整
備
、
老
朽
民
間
児
童
福
祉

施
設
整
備
、
応
急
仮
設
施
設
整
備

②
耐
震
化
等
整
備

地
震
防
災
上
倒
壊
等
の
危
険
性
の
あ
る
建
物

の
耐
震
化
、
津
波
対
策
と
し
て
の
高
台
へ
の
移

転
を
図
る
た
め
の
改
築
又
は
補
強
等
の
整
備
を

図
る
。

大
規
模
修
繕
、
増
改
築
、
改
築
、
老
朽
民
間
児
童
福
祉

施
設
整
備

・
助
産
施
設

・
職
員
養
成
施
設

・
自
立
援
助
ホ
ー
ム

・
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム

・
一
時
預
か
り
事
業
所

・
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
所

・
利
用
者
支
援
事
業
所

・
子
育
て
支
援
の
た
め
の
拠
点
施
設

・
市
区
町
村
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点

・
乳
児
院

・
母
子
生
活
支
援
施
設

・
母
子
生
活
支
援
施
設

・
児
童
養
護
施
設

・
児
童
心
理
治
療
施
設

・
児
童
自
立
支
援
施
設

・
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

・
児
童
厚
生
施
設
（
児
童
館
）

・
児
童
相
談
所
一
時
保
護
施
設

・
産
後
ケ
ア
事
業
を
行
う
施
設

・
障
害
児
入
所
施
設

・
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

・
児
童
発
達
支
援
事
業
所

・
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

・
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
事
業
所

・
保
育
所
等
訪
問
支
援
事
業
所

・
障
害
児
相
談
支
援
事
業
所

・
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー

・
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー

・
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
所

・
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
所

・
児
童
育
成
支
援
拠
点
事
業
所

・
子
育
て
短
期
支
援
事
業
所

※
R
5
補
正
予
算
よ
り
下
線
の

施
設
・
事
業
を
対
象
に
追
加

【
令
和
５
年
度
補
正
予
算
よ
り
実
施
す
る
拡
充
事
項
】

〇
産
後
ケ
ア
事
業
の
施
設
整
備
費
に
つ
い
て
、
補
助
率
を
１
／
２
→
２
／
３
に
嵩
上
げ
を
行
う
。

○
地
域
に
お
け
る
「
こ
ど
も
の
居
場
所
」
と
し
て
児
童
館
の
機
能
・
役
割
を
十
分
に
発
揮
す
る
た
め
、
中
・
高
校
生
世
代
に
対
応
す
る
な
ど
の
機
能
強
化
を
図
る
児
童
館

の
施
設
整
備
に
つ
い
て
、
補
助
率
を
１
／
３
→
１
／
２
に
嵩
上
げ
を
行
う
。

○
令
和
６
年
４
月
に
施
行
さ
れ
る
改
正
児
童
福
祉
法
に
よ
り
創
設
さ
れ
る
施
設
・
事
業
所
（
上
記
対
象
施
設
欄
参
照
）
の
補
助
対
象
へ
の
追
加
や
、
児
童
相
談
所
一
時
保

護
施
設
に
お
け
る
小
規
模
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
推
進
、
第
３
期
障
害
児
福
祉
計
画
の
基
本
方
針
に
掲
げ
る
成
果
目
標
の
達
成
に
向
け
た
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
等
の
施
設

整
備
の
更
な
る
推
進
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
確
保
す
る
。

○
「
防
災
・
減
災
、
国
土
強
靱
化
の
た
め
の
５
か
年
加
速
化
対
策
」
に
基
づ
く
児
童
福
祉
施
設
等
の
耐
災
害
性
強
化
対
策
に
つ
い
て
、
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方

針
20
23
」
を
踏
ま
え
、
耐
震
化
整
備
、
非
常
用
自
家
発
電
設
備
整
備
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
改
修
整
備
、
水
害
対
策
強
化
に
必
要
な
予
算
を
確
保
す
る
。
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No. ①-13 
R６当初予算

R５補正予算

459 億円の内数 

185 億円の内数 

事業名 保育士修学資金等貸付事業 府省庁名 こども家庭庁 

概 要 

保育士資格の新規取得者の確保、保育士の離職防止、保育士資格を有する者であって、

保育士として勤務していない者の再就職支援を図るため、指定保育士養成施設に在学し、

保育士資格の取得を目指す学生に対する修学資金や保育士資格を持たない保育所等に勤

務する保育士の補助を行う者の雇い上げに必要な費用、未就学児を持つ保育士の子ども

の保育料や潜在保育士の再就職のための準備に必要な費用、未就学児を持つ保育士の子

どもの預かり支援に必要な費用を貸付けることにより、保育人材の確保を図ることを目

的とする。 

支援対象 都道府県・指定都市 補助率 
国：９/１０ 

都道府県、指定都市：１/１０ 

対象事業 

・保育士修学資金貸付 

保育士養成施設に通う学生に対し、修学資金の一部を貸付け 

○貸付額（上限）  

ア 学   費     5 万円（月額） 

イ 入学準備金   20 万円（初回に限る） 

ウ 就職準備金   20 万円（最終回に限る） 

エ 生活費加算  4～5 万円程度（月額）  

※生活保護受給者及びこれに準ずる経済状況の者に限る 

※貸付期間：最長２年間 

支援内容 返還免除の特例の条件となる実務従事期間を５年から３年に短縮する。 

離島での 
実績 

Ｒ５年度新規拡充であり、交付実績確定前のため、実績未把握 

備 考 

担当部署 こども家庭庁 成育基盤企画課 保育士対策係 

連絡先 03-6861-0058 

参照 HP なし 
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保
育

士
修

学
資

金
貸

付
等

事
業

○
保
育
人
材
確
保
事
業
を
着
実
に
実
施
す
る
た
め
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
で
実
施
し
て
い
る
保
育
士
修
学
資
金
貸
付
等
事
業
の
貸
付
原
資
等
の
充
実
や
新
規
に
貸
付
事
業
を
実

施
す
る
自
治
体
へ
の
支
援
を
行
う
。

３
実
施
主
体
等

【
実
施
主
体
】
都
道
府
県
・
指
定
都
市

【
補
助
割
合
】
国
：
９
／
１
０
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
：
１
／
１
０

○
貸
付
額
（
上
限
）

ア
学

費
5
万
円
（
月
額
）

イ
入
学
準
備
金

2
0万

円
（
初
回
に
限
る
）

ウ
就
職
準
備
金

2
0万

円
（
最
終
回
に
限
る
）

エ
生
活
費
加
算

4
～

5
万
円
程
度
（
月
額
）

※
生
活
保
護
受
給
者
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
経
済
状
況
の
者
に
限
る

※
貸
付
期
間
：
最
長
２
年
間

○
貸
付
額

(上
限

)
5
.4
万
円
の
半
額

(月
額

)

※
貸
付
期
間
：
１
年
間

○
貸
付
額

(上
限

)
就
職
準
備
金

4
0万

円

２
．
保
育
補
助
者
雇
上
支
援

（
事
業
者
向
け
）

※
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
対
象

３
．
未
就
学
児
を
も
つ
保
育
士
の

保
育
所
復
帰
支
援

（
個
人
向
け
）

４
．
潜
在
保
育
士
の
再
就
職
支
援

（
個
人
向
け
）

○
保
育
士
の
雇
用
管
理
改
善
や
労
働
環
境
改
善
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
保
育
事
業
者
に
対
し
、
保
育
士
資
格

を
持
た
な
い
保
育
補
助
者
の
雇
い
上
げ
に
必
要
な
費
用
の
貸
付
け
に
よ
り
、
保
育
士
の
負
担
を
軽
減

○
施
設
全
体
の
保
育
従
事
者
に
占
め
る
未
就
学
児
を
も
つ
保
育
従
事
者
の
割
合
が
２
割
以
上
の
保
育
所
等
に
つ
い
て

は
、
短
時
間
勤
務
の
保
育
補
助
者
を
追
加
配
置
に
必
要
な
費
用
を
貸
付

○
保
育
補
助
者
が
原
則
と
し
て
３
年
間
で
保
育
士
資
格
を
取
得
又
は
こ
れ
に
準
じ
た
場
合
、
返
還
を
免
除

※
貸
付
決
定
者
数

1
30
人
（
令
和

4年
度
実
績
）

○
未
就
学
児
を
有
す
る
潜
在
保
育
士
が
支
払
う
べ
き
未
就
学
児
の
保
育
料
の
一
部
の
貸
付
け
に
よ
り
、
再
就
職
を
促

進

○
再
就
職
後
、
２
年
間
の
実
務
従
事
に
よ
り
返
還
を
免
除

※
貸
付
決
定
者
数

1
,3
05
人
（
令
和

4年
度
実
績
）

○
潜
在
保
育
士
が
再
就
業
す
る
場
合
の
就
職
準
備
金
の
貸
付
け
に
よ
り
、
潜
在
保
育
士
の
掘
り
起
こ
し
を
促
進

○
再
就
職
後
、
２
年
間
の
実
務
従
事
に
よ
り
返
還
を
免
除

※
貸
付
決
定
者
数

1
,4
47
人
（
令
和

4年
度
実
績
）

○
保
育
補
助
者
雇
上
費
貸
付
額

(上
限

)

2
95
.3
万
円

(年
額

)

※
貸
付
期
間
：
最
長
３
年
間

○
保
育
補
助
者

(短
時
間
勤
務

)雇
上
費
貸
付
額

(上
限

)

2
21
.5
万
円

(年
額

)

※
貸
付
期
間
：
最
長
３
年
間

○
貸
付
額

(上
限

)
事
業
利
用
料
金
の
半
額

※
貸
付
期
間
：
２
年
間

○
保
育
所
等
に
勤
務
す
る
未
就
学
児
を
も
つ
保
育
士
に
つ
い
て
、
勤
務
時
間
（
早
朝
又
は
夜
間
）
に
よ
り
、
自
身
の

こ
ど
も
の
預
け
先
が
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
や
ベ
ビ
ー
シ
ッ

タ
ー
派
遣
事
業
を
利
用
す
る
際
の
利
用
料
金
の
一
部
を
支
援

○
２
年
間
の
勤
務
に
よ
り
返
還
を
免
除

※
貸
付
決
定
者
数

7人
（
令
和

4年
度
実
績
）

５
．
未
就
学
児
を
持
つ
保
育
士
の

子
ど
も
の
預
か
り
支
援

（
個
人
向
け
）

２
事
業
の
概
要
・
ス
キ
ー
ム

１
事
業
の
目
的

○
保
育
士
養
成
施
設
に
通
う
学
生
に
対
し
、
修
学
資
金
の
一
部
を
貸
付
け

○
卒
業
後
、
５
年
間
の
実
務
従
事
（
貸
付
を
受
け
た
都
道
府
県
の
施
設
）
に
よ
り
返
還
を
免
除
（
過
疎
地
域
等
の
場

合
は
３
年
間
に
短
縮
さ
れ
る
措
置
を
実
施
）

※
貸
付
決
定
者
数

4,
58
1人

（
令
和

4年
度
実
績
）

１
．
保
育
士
修
学
資
金
貸
付

（
個
人
向
け
）

成
育
局

成
育
基
盤
企
画
課

＜
保
育
対
策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
＞

令
和
6
年
度
当
初
予
算
4
5
9
億
円
の
内
数
（
4
5
7
億
円
の
内
数
）
＋

令
和
５
年
度
補
正
予
算
額
1
8
5
億
円
の
内
数
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No. ②-1 
 

R６予算額 805 百万円 

事業名 過疎地域持続的発展支援交付金 府省庁名 総務省 

概 要 

過疎地域等における地域課題解決のための取組を支援することにより、過疎地域の持続

的発展を支援（下記のメニューにより、ハード・ソフト両面から支援） 

①過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業 

②過疎地域持続的発展支援事業 

③過疎地域集落再編整備事業 

④過疎地域遊休施設再整備事業 

支援対象 

①：条件不利地域を有する市町村 

②：過疎地域を有する市町村及び一

部事務組合並びに都道府県 

③：過疎地域を有する市町村 

④：過疎地域を有する市町村及び一

部事務組合 

補助率 

①１０／１０ 

②市町村等 １０／１０ 

都道府県 １／２ or ６／１０ 

③１／２以内 

④１／３以内 

対象事業 

①過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業 

・ 基幹集落を中心に周辺の複数集落をひとつのまとまりとする「集落ネットワーク圏」

（小さな拠点）において、地域運営組織等が行う生活支援の取組や「なりわい」を創

出する活動を支援。 

②過疎地域持続的発展支援事業 

・ 過疎地域の地域課題解決を図り、持続的発展に資する取組として、過疎市町村が実施

するＩＣＴ等技術活用事業、都道府県が行う人材育成事業等を支援。 

③過疎地域集落再編整備事業 

・ 過疎地域における定住を促進するため、基幹的な集落等に住宅団地を造成する事業

や、空き家を有効活用し住宅を整備する事業等に対して補助。 

④過疎地域遊休施設再整備事業 

過疎地域に存在している廃校舎等の遊休施設を有効活用し、地域振興施設として再整備

する事業に対して補助。 

支援内容 

①過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業 

事業主体：地域運営組織等 

交付対象者：条件不利地域を有する市町村（上記の事業主体への間接補助） 

対象地域：過疎地域（過疎地域以外の条件不利地域も含む。） 

補助対象：地域運営組織が活性化プランに基づき実施する事業（主にソフト事業） 

補助率：１０／１０（交付対象経費の上限額 1,500 万円） 

      下記を実施する場合には上乗せ支援 

専門人材を活用する事業（＋500 万円） 

ＩＣＴ等技術を活用する事業（＋1,000 万円） 

上記の併用事業（＋1,500 万円） 
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②過疎地域持続的発展支援事業 

事業主体：過疎市町村（※１）、都道府県    

交付対象者：上記事業主体に掲げる過疎地域市町村、一部事務組合等、都道府県 

対象地域：過疎地域 

補助対象：過疎地域市町村が実施する ICT 等技術活用事業、 

      都道府県が行う人材育成事業 

補助率：市町村等 １０／１０、都道府県 １／２ or ６ ／１０（※２）                   

（交付対象経費の上限額 2,000 万円） 

③過疎地域集落再編整備事業 

事業主体：過疎地域市町村 

交付対象者：上記事業主体に掲げる過疎地域市町村 

対象地域：過疎地域 

補助対象：団地造成費・空き家改修費等 

補助率：１／２以内 

④過疎地域遊休施設再整備事業 

事業主体：過疎地域市町村（※１） 

交付対象者：上記事業主体に掲げる過疎地域市町村又は一部事務組合等 

対象地域：過疎地域 

補助対象：遊休施設改修費 

補助率：１／３以内 

（※１）構成市町村の１／２以上が過疎地域市町村である一部事務組合等も含む 

（※２）財政力指数 0.51 未満の都道府県に限る 

離島での 
実績 

令和５年度実績なし 

備 考  

担当部署 総務省自治行政局地域自立応援課過疎対策室 

連絡先 03－5253－5536 

参照 HP  
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過
疎
地
域
持
続
的
発
展
支
援
交
付
金

１
過
疎
地
域
等
集
落
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
圏
形
成
支
援
事
業

基
幹
集
落
を
中
心
に
周
辺
の
複
数
集
落
を
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
と

す
る
「
集
落
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
圏
」
（
小
さ
な
拠
点
）
に
お
い
て
、
地

域
運
営
組
織
等
が
行
う
生
活
支
援
の
取
組
や
「
な
り
わ
い
」
を
創
出

す
る
活
動
等
を
支
援
。
（
過
疎
地
域
以
外
の
条
件
不
利
地
域
も
対
象
）

（
定
額
補
助
）

２
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
支
援
事
業

過
疎
地
域
の
地
域
課
題
解
決
を
図
り
、
持
続
的
発
展
に
資
す
る

取
組
と
し
て
、
過
疎
市
町
村
が
実
施
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
等
技
術
活
用
事

業
、
都
道
府
県
等
が
行
う
人
材
育
成
事
業
を
支
援
。

（
市
町
村
：
定
額
補
助

都
道
府
県
：
6/
10
、
1/
2補

助
）

３
過
疎
地
域
集
落
再
編
整
備
事
業

過
疎
市
町
村
が
過
疎
地
域
の
集
落
再
編
を
図
る
た
め
に
行
う
定
住

促
進
団
地
整
備
、
定
住
促
進
空
き
家
活
用
等
の
事
業
に
対
し
て
補
助
。

（
1/
2補

助
）

４
過
疎
地
域
遊
休
施
設
再
整
備
事
業

過
疎
市
町
村
が
過
疎
地
域
に
あ
る
遊
休
施
設
を
再
活
用
し
て
地
域

間
交
流
及
び
地
域
振
興
、
地
域
課
題
解
決
を
図
る
た
め
の
施
設
整
備

に
対
し
て
補
助
。
（
1/
3補

助
）

○
過
疎
地
域
等
に
お
け
る
地
域
課
題
解
決
の
た
め
の
取
組
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
を
支
援
。

【
事
業
例
】
熊
本
県
水
俣
市
（
R3
～
）

遠
隔
診
療

水
俣
市
立
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
と
へ
き
地
診
療
所
、

市
内
医
療
機
関
、
介
護
施
設
等
（
13
箇
所
）
を
結

ん
だ
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
実
証
的
に
実
施
。

【
事
業
例
】
佐
賀
県
伊
万
里
市
（
H2
9～

）
地
域
公
共
交
通
（
バ
ス
）

黒
川
町
ま
ち
づ
く
り
運
営
協
議
会
が
主
体
と
な
り
、

住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
、
住
民
参
加
の
検
討
委
員
会
の
開
催
に
よ
り
、

①
バ
ス
の
運
行
形
態
を
見
直
し

②
ス
マ
ホ
等
で
運
行
状
況
・
乗
換
案
内
の
確
認
等
が
で
き
る
ア
プ
リ
の
開
発

［
効
果
］
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
利
用
者
数
の
増
加
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
性
化

集
落
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
圏
に
お
け
る
取
組
の
イ
メ
ー
ジ

R
6
当

初
予

算
額

：
8
0
5
百

万
円

（
R
5
当

初
予

算
額

：
8
0
5
百

万
円

）
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過
疎
地
域
等
集
落
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
圏
形
成
支
援
事
業

R
6
当

初
予

算
額
:
4
0
0
百

万
円

（
R
5
予

算
額

：
4
0
0
百

万
円

）

○
「
集
落
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
圏
」
（
小
さ
な
拠
点
）
に
お
い
て
、
生
活
支
援
や
「
な
り
わ
い
」
の
創
出
等
の
地
域
課
題
の
解
決
に
資
す
る
取
組
を
幅
広
く

支
援
（
特
に
専
門
人
材
や
ＩＣ
Ｔ
等
技
術
を
活
用
す
る
場
合
に
は
上
乗
せ
支
援
）
。

（
１
）
対
象
地
域

過
疎
地
域
を
は
じ
め
と
し
た
条
件
不
利
地
域

（
２
）
事
業
主
体

集
落
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
圏
を
支
え
る
中
心
的
な
組
織

（
地
域
運
営
組
織
等
）

（
３
）
対
象
事
業

集
落
機
能
の
維
持
・
活
性
化
プ
ラ
ン
に
基
づ
く
取
組

（
4
）
交
付
対
象
経
費
の
限
度
額
1
,5
0
0
万
円
（
定
額
補
助
）

※
下
記
事
業
に
つ
い
て
は
、
限
度
額
を
上
乗
せ

①
専
門
人
材
を
活
用
す
る
事
業
（
＋
5
0
0
万
円
）

②
ＩＣ
Ｔ
等
技
術
を
活
用
す
る
事
業
（
＋
1
,0
0
0
万
円
）

上
記
（
①
＋
②
）
併
用
事
業
（
＋
1
,5
0
0
万
円
）

施
策
の
概
要

①
専
門
人
材
活
用
の
イ
メ
ー
ジ

特
産
品
開
発
、
観
光
振
興
、
地
域
交
通
、
地
域
人
材
育
成
、
移
住
定
住
促
進
、

IC
T
技
術
等
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
す
る
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、
事
業
者

等

②
ＩＣ
Ｔ
等
技
術
活
用
の
イ
メ
ー
ジ

ド
ロ
ー
ン
を
活
用
し
た
買
物
支
援
、
セ
ン
サ
ー
を
用
い
た
鳥
獣
被
害
対
策
、
対
話
型

ア
プ
リ
を
活
用
し
た
高
齢
者
の
見
守
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
学
習
環
境
整
備

等

集
落

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
圏
に
お
け
る
取
組

の
イ
メ
ー
ジ

セ
ン

サ
ー
を

活
用

し
た

鳥
獣
被
害

対
策

ス
マ
ー
ト
農
業
の
推
進

地
域
課
題
解
決
に
資
す
る

専
門
人
材
の
活
用

役
場

所
在
地

域

ア
プ
リ
に
よ
る

デ
マ

ン
ド
バ
ス
の
予
約

ア
プ
リ
等
を
活
用
し
た

高
齢
者
の
買
い
物
支
援

※
範

囲
は

、
新

旧
小

学
校
区

、
旧

町
村

等
を

想
定
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○
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
に
必
要
な
人
材
育
成
事
業
、
ＩＣ
Ｔ
等
技
術
活
用
事
業
を
支
援
。

過
疎
地
域
持
続
的
発
展
支
援
事
業

R
6
当
初
予
算
額
：
2
5
4
百
万
円

（
R
5
予
算
額
：
2
5
4
百
万
円
）

施
策
の
概
要

（
１
）
対
象
地
域

過
疎

地
域

（
２
）
事
業
主
体

①
過
疎
市
町
村

②
都
道
府
県

（
３
）
交
付
対
象
経
費
の
限
度
額

2
,
0
0
0
万

円

（
４
）
交
付
率

①
定
額

②
1
/
2
又
は
6
/
1
0
（
※
）

※
財

政
力
指

数
0
.
5
1
未
満
の
都
道
府
県
に

限
る

（
５

）
対

象
事

業

〇
人

材
育

成
事

業

・
地
域
リ

ー
ダ

ー
の

育
成

・
他
地
域

と
の

交
流

や
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク
の
強
化

等

※
 育

成
す

べ
き

人
材

（
地

域
の

リ
ー

ダ
ー

）
の

イ
メ

ー
ジ

様
々

な
地

域
組

織
や

活
動

に
横

断
的

に
関

わ
る

人
材

（
横

串
人

材
）

、
地

域

資
源

を
活

用
し

、
地

場
産

品
開

発
や

地
域

PR
が

で
き

る
人

材
、

地
域

内
人

材

と
外

部
人

材
を

つ
な

ぐ
人

材
、

IT
リ

テ
ラ
シ

ー
に
長

け
た

人
材

等

〇
Ｉ

Ｃ
Ｔ

等
技

術
活

用
事

業
（

過
疎

市
町

村
の

み
）

・
集

落
等

の
テ

レ
ワ

ー
ク

環
境

整
備

・
オ

ン
ラ

イ
ン

で
の

健
康

相
談

・
ア

プ
リ

を
活

用
し

た
災

害
情

報
な

ど
の

生
活

情
報

配
信

・
ド

ロ
ー

ン
を

活
用

し
た

買
物

等
の

生
活

支
援

・
セ

ン
サ

ー
を

使
っ

た
鳥

獣
対

策
等

人
材
育
成
事
業
の
イ
メ
ー
ジ

【
実
施
例

】

複
数
の
過
疎
市

町
村

を
対

象
と

し
都

道
府

県
主

催
で

行
う

地
域

リ
ー
ダ
ー
育
成

、
交

流
、

分
野

別
人

材
育

成
研

修
事

業
等

Ｉ
Ｃ
Ｔ
等
技
術
活
用
事
業
の
イ
メ
ー
ジ

【
実
施
例

】

Ａ
Ｉ
を
活
用
し

た
自

動
配

車
シ

ス
テ

ム
の

構
築

、
オ

ン
ラ

イ
ン

で
の

健
康
相
談
体
制

の
構

築
等
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○
ポ
ス
ト

コ
ロ
ナ
社
会
を
見
据
え
、
都
市
部
か
ら
過
疎
地
域
へ
の
移
住

を
推

進
す

る
と

と
も

に
、

過
疎

地
域

に
お
け
る
定
住
を
促
進
す
る
た
め
、
定
住
促
進
団
地
の
整
備
や
空
き

家
を

活
用

し
た

住
宅

整
備

等
を

支
援

。

過
疎
地
域
集
落
再
編
整
備
事
業

R
6
当

初
予

算
額
：
9
1
百

万
円

（
R
5
予

算
額
：

9
1
百

万
円
）

施
策
の
概
要

（
１

）
事

業
の

種
類

①
定

住
促

進
団

地
整

備
事

業

過
疎

市
町

村
が

実
施

す
る

基
幹

的
な

集
落

等
に

住
宅

団
地

を
造

成
す

る
事

業
に

対
し

て
補

助

②
定

住
促

進
空

き
家

活
用

事
業

過
疎

市
町

村
内

に
点

在
す

る
空

き
家

を
有

効
活

用
し

、
過

疎
市

町
村

が
実

施
す

る
住

宅
整

備
に

対
し

て
補

助

③
集

落
等

移
転

事
業

基
礎

的
条

件
が

著
し

く
低

下
し

た
集

落
又

は
孤

立
散

在
す

る
住

居
の

基
幹

的
な

集
落

等
へ

の
移

転
事

業
に

対
し

て
補

助

④
季

節
居

住
団

地
整

備
事

業

交
通

条
件

が
悪

く
、

公
共

サ
ー

ビ
ス

の
確

保
が

困
難

な
地

域
に

あ
る

住
居

を
対

象
に

し
た

、
冬

期
間

な
ど

季
節

居
住

等
の

た
め

の

団
地

形
成

事
業

に
対

し
て

補
助

（
２

）
実

施
主

体

過
疎

市
町

村

（
３

）
交

付
率

１
／

２
以

内

事
業
の
イ
メ
ー
ジ

定
住
促
進
団
地

整
備

事
業

交
付

対
象

経
費

の
限

度
額

3,
87

7千
円
×

戸
数

過
疎
地
域
内
で
定
住
促
進

の
た
め
の
住
宅
団
地
を
造
成

定
住
促
進
空
き

家
活

用
事

業

交
付

対
象

経
費
の

限
度

額

4,
00

0千
円
×

戸
数

過
疎

地
域

内
の

空
き

家
を

移
住

者
等

へ
の

住
宅

へ
改

修

改
修

前
改

修
後
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○
過
疎
地
域
内
の
遊
休
施
設
を
有
効
活
用
し
、
地
域
間
交
流
促
進
や
地
域
振
興
に
資
す
る
施
設
へ
再
整
備
す
る

取
組
を
支
援
。

過
疎
地
域
遊
休
施
設
再
整
備
事
業

R
6
当
初
予
算
額
：
6
0
百
万
円

（
R
5
予
算
額
：
6
0
百
万
円
）

施
策
の
概
要

過
疎

地
域

に
数

多
く

存
在

し
て

い
る

廃
校

舎
や

使
用

さ
れ

て
い

な

い
家

屋
等

の
遊

休
施

設
を

有
効

活
用

し
、

地
域

振
興

、
地

域
課

題
解

決
に

資
す

る
施

設
や

都
市

住
民

等
と

の
地

域
間

交
流

を
促

進
す

る
た

め
の

農
林

漁
業

等
体

験
施

設
、

生
産

加
工

施
設

、
地

域
芸

能
・

文
化

体
験

施
設

等
の

整
備

事
業

に
対

し
て

補
助

（
１

）
事

業
主

体

過
疎

市
町

村

（
２

）
交

付
対

象
経

費
の

限
度

額

6
0
,
0
0
0
千

円

（
３

）
交

付
率

１
／

３
以

内

事
業
の
イ
メ
ー
ジ

過
疎

地
域

内
の

遊
休

施
設

過
疎

地
域

内
の

課
題

解
決

に
対

応
し

た
施

設
へ

改
修

テ
レ

ワ
ー

ク
施

設
や

サ
テ
ラ

イ
ト

オ
フ

ィ
ス

等
働
く

場
の

施
設

整
備

地
域

運
営

組
織

等
の

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

拠
点

施
設

食
肉

、
農

産
物

等
の

加
工

施
設

廃
校

舎
使

用
さ

れ
て

い
な

い
旧

公
民

館
使

用
さ

れ
て

い
な

い
倉

庫
等
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No. ②-2  Ｒ６予算額 2,300 百万円 

事業名 携帯電話等エリア整備事業 府省庁名 総務省 

概 要 

携帯電話は国民生活に不可欠なサービスとなっているが、地理的な条件や事業採算上の

問題により、サービスを利用することができない地域や５Ｇ等の高度化サービスが利用で

きない地域がある。このような地域において携帯電話を利用可能とするとともに、５Ｇ等

の高度化サービスの普及を促進することにより、電波の利用に関する不均衡を緩和し、電

波の適正な利用を確保することを目的とする。 

支援対象 地方公共団体、無線通信事業者等 補助率 
１／３、１／２、３／５、２／３、 

３／４、４／５ 

対象事業 

離島等の条件不利地域において、携帯電話を利用可能とするため又は５Ｇ等による高度

化無線通信を可能とするために、地方公共団体や無線通信事業者等が、携帯電話の基地局

施設（鉄塔、無線設備等）、伝送路施設（光ファイバ等）を整備する場合に、国がその整備

費用の一部を補助する。 

支援内容 

ア 事業主体：地方公共団体、無線通信事業者等 

イ 対象地域：地理的に条件不利な地域（離島、過疎地、辺地、半島など） 

ウ 補助対象：基地局施設（鉄塔、局舎、無線設備等）、伝送路施設（光ファイバ等）、 

       高度化施設（５Ｇ等の無線設備等）の設置費用、 

       伝送路施設の運用費用（中継回線事業者の設備の 10 年分の使用料） 等 

エ 補 助 率：１社整備：１／２、複数社整備：２／３ 等 

※離島地域においては、１社整備：３／５、複数社整備：３／４に嵩上げ 

離島での 

実績 

H29 伊豆島しょ部（神津島-式根島-新島：伝送路施設設置費用） 

H29 伊豆島しょ部（新島-利島-大島：伝送路施設設置費用） 

H30 伊豆島しょ部（八丈島、青ヶ島：伝送路施設設置費用） 

H30 鹿児島県十島村（中之島-諏訪之瀬島-平島：伝送路施設設置費用） 

R1 鹿児島県十島村（中之島-口之島、宝島-小宝島：伝送路施設設置費用） 

R1 鹿児島県瀬戸内町（奄美大島～加計呂麻島：伝送路施設設置費用） 

R1 長崎県対馬市（基地局設置費用） 

R2 島根県隠岐の島町、沖縄県竹富町（高度化施設設置費用） 

R3 鹿児島県龍郷町（基地局設置費用）、沖縄県大宜味村（高度化施設設置費用） 

R4 新潟県佐渡市、島根県隠岐の島町など 27 件に交付決定（高度化施設設置費用） 

R5 東京都神津島村など 22 件に交付決定（高度化施設設置費用） 

    （注）実施中のものを含む。 

備 考  

担当部署 総務省総合通信基盤局 電波部 移動通信課 

連絡先 TEL 03-5253-5894 

参照 HP http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/fees/purpose/keitai/index.htm 
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携
帯
電
話
等
エ
リ
ア
整
備
事
業

地
理
的
に
条
件
が
不
利
な
地
域
（
過
疎
地
、
辺
地
、
離
島
、
半
島
な
ど
）
に
お
い
て
、
地
方
公
共
団
体
や
無
線
通
信
事
業
者
等
が
携
帯
電
話

の
基
地
局
等
を
整
備
す
る
場
合
に
、
整
備
費
用
等
の
一
部
を
補
助
。

離
島

携
帯
電
話

交
換
局

伝
送
路

（
海
底
光
フ
ァ
イ
バ
）

伝
送
路

基
地
局
施
設

高
度
化
施
設
整
備
の
イメ
ー
ジ 4G
→

5G
４
Ｇ
の
ア
ン
テ
ナ
を

５
Ｇ
対
応
ア
ン
テ
ナ

に
高
度
化

４
Ｇ
の
送
受
信
機
を

５
Ｇ
対
応
送
受
信
機

に
高
度
化

令
和
６
年
度
予
算
額

２
，
３
０
０
百
万
円
（
令
和
５
年
度
予
算
額

１
，
７
９
８
百
万
円
）

令
和
５
年
度
補
正
予
算
額
３
，
９
２
３
百
万
円

補
助
メ
ニ
ュー

補
助
内
容

補
助
率

基
地
局
施
設
整
備

（
４
G等
）

※
非
居
住
エ
リア

圏
外
解
消
の
た
め
、基
地
局
施
設
を

設
置
す
る
場
合

整
備
主
体
：
地
方
公
共
団
体
、携
帯
電
話
事
業
者
、イ
ン
フラ
シ
ェア
リン
グ
事
業
者
等

高
度
化
施
設
整
備

（
５
G)

４
Gを
利
用
で
き
る
エ
リア
に
お
い
て
、

通
信
の
高
度
化
の
た
め
、５
G基
地

局
を
設
置
す
る
場
合

※
伝
送
路
施
設
の
設
置
（
光
フ
ァ
イ
バ
の
設
置
）
や
施
設
の
運
用
費
に
関
す
る
補
助
事
業
も
補
助
メ
ニ
ュ
ー
と
し
て
存
在
。

国 １
/２

市
町
村

３
/１
０

都
道

府
県

１
/５

市
町
村

１
/５

国 ２
/３

都
道

府
県

２
/

１
５

無
線
通
信
事
業
者

１
/２

国 １
/２

無
線
通
信
事
業
者

等
１
/３

国 ２
/３

基
地
局
施
設
整
備
の
イメ
ー
ジ

基
地
局
施
設

※
１
離
島
の
場
合
、補
助
率
は
か
さ
上
げ
（
１
社
整
備
：
1/
2→
3/
5、
複
数
社
整
備
：
2/
3→
3/
4)

※
２
ド
ロ
ー
ン
航
路
及
び
自
動
運
転
区
間
の
通
信
環
境
整
備
を
目
的
とし
た
基
地
局
整
備
の
補
助
率
は
3/
4。

【１
社
整
備
】

【複
数
社
整
備
】

【１
社
整
備
】

【複
数
社
整
備
】
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No. ②-3 
 R６当初予算

R５補正予算 

4,504 百万円 

2,011 百万円 

事業名 高度無線環境整備推進事業 府省庁名 総務省 

概 要 
特定周波数への逼迫を回避することにより、電波の有効かつ公平な利用を確保するとと

もに、５G や IoT 等による地域活性化や地域の課題解決を支援することを目的とする。 

支援対象 
自治体、第３セクター、一般社団法

人等、民間事業者 
補助率 ４／５、２／３、１／２、１／３ 

対象事業 

5G・IoT 等の高度無線環境の実現に向けて、離島等の条件不利地域において、地方公共団

体、電気通信事業者等が高速・大容量無線通信の前提となる光ファイバを整備する場合

に、その費用の一部を補助する。また、令和３年度より、地方公共団体が行う離島地域の

光ファイバ等の維持管理に要する経費に関して、その一部を補助する。 

支援内容 

自治体が整備する場合：４／５ 

（離島以外の場合１／２、財政力指数 0.5 以上の場合１／３） 

※離島地域の光ファイバ等の維持管理補助は、収支赤字の１／２ 

第３セクター・民間事業者が整備する場合：４／５ 

（海底ケーブルの敷設を伴わない離島整備の場合２／３、離島以外の場合１／３） 

離島での 
実績 

R５実績（光ファイバ整備費用等を交付決定） 

宮城県塩竈市（寒風沢島、野々島、桂島、朴島）、山形県酒田市（飛島）、東京都（利島、

新島、式根島、神津島、御蔵島、青ヶ島）、東京都新島村（新島、式根島）、東京都御蔵島

村（御蔵島）、新潟県粟島浦村（粟島）、香川県高松市（男木島、女木島）、香川県丸亀市

（本島、広島）、福岡県新宮町（相島）、佐賀県唐津市（向島）、長崎県壱岐市（壱岐島、

大島、長島、原島）、長崎県対馬市（対馬全域）、鹿児島県西之表市（種子島）、鹿児島県

十島村（諏訪之瀬島、平島） 

備 考 

・離島においても、ICT を活用した学校教育、在宅勤務・オンライン診療等を継続的に利

用可能とするため、また 5G 等の高度無線環境を実現し維持するため、地方公共団体が

行う離島地域の光ファイバ等の維持管理に係る収支赤字の１／２を補助する。 

・令和５年度補正予算及び令和６年度当初予算においては、離島地域における整備に対

する補助率の嵩上げ（自治体：２／３→４／５、第３セクター法人・民間事業者：１／

２→４／５（海底ケーブルの敷設を伴わない場合２／３））を実施。 

担当部署 総務省総合通信基盤局電気通信事業部基盤整備促進課 

連絡先 TEL 03-5253-5866 

参照 HP https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/broadband/ 
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高
度

無
線

環
境

整
備

推
進

事
業

•5
G

・
Io

T
等

の
高

度
無

線
環

境
の

実
現

に
向

け
て

、
条

件
不

利
地

域
に

お
い

て
、

地
方

公
共

団
体

、
電

気
通

信
事

業
者

等
が

高
速

・
大

容
量

無
線

通
信

の
前

提
と

な
る

光
フ

ァ
イ

バ
等

を
整

備
す

る
場

合
に

、
そ

の
費

用
の

一
部

を
補

助
す

る
。

•ま
た

、
離

島
地

域
に

お
い

て
地

方
公

共
団

体
が

光
フ

ァ
イ

バ
等

を
維

持
管

理
す

る
経

費
に

関
し

て
、

そ
の

一
部

を
補

助
す

る
。

ア
事

業
主

体
：

直
接

補
助

事
業

者
：
自

治
体

、
第

３
セ

ク
タ

ー
、

一
般

社
団

法
人

等
、

間
接

補
助

事
業

者
：民

間
事

業
者

イ
対

象
地

域
：

地
理

的
に

条
件

不
利

な
地

域
（
過

疎
地

、
辺

地
、

離
島

、
半

島
、

山
村

、
特

定
農

山
村

、
豪

雪
地

帯
）

ウ
補

助
対

象
：

伝
送

路
設

備
、

局
舎

（
局

舎
内

設
備

を
含

む
。

）等

エ
負

担
割

合
：

（
自

治
体

の
場

合
）

国
（
※

1）
１

／
２

自
治

体
１

／
２

【
離

島
】

＊

【
そ

の
他

の
条

件
不

利
地

域
】

（
第

３
セ

ク
タ

ー
・
民

間
事

業
者

の
場

合
）

国
（
※

2）
（
※

3）
４

／
５

【
離

島
】

【
そ

の
他

の
条

件
不

利
地

域
】

＊
光
フ
ァ
イ
バ
等
の
維
持
管
理
補
助
は
、

収
支
赤
字
の
1
/
2
（
令
和
７
年
度
ま
で
）

国
４

／
５

自
治

体
１

／
５

（
※
1
）
財
政
力
指
数
０
．
５
以
上
の
自
治
体
は

国
庫
補
助
率
１
／
３

国
１

／
３

３
セ

ク
・
民

間
２

／
３

（
※
２
）
海
底
ケ
ー
ブ
ル
の
敷
設

を
伴
わ
な
い
新
規
整
備
の

場
合
、
２
／
３

（
※
３
）
高
度
化
を
伴
う
更
新
を

行
う
場
合
、
１
／
２

令
和

5年
度

当
初

予
算

額
：

42
.0

億
円

令
和

5年
度

補
正

予
算

額
：

20
.1

億
円

令
和

６
年

度
当

初
予

算
額

：
4
5
.0

 億
円

ス
マ
ー
ト
ホ
ー
ム

イ
メ

ー
ジ

図

農
業
Io
T

無
線
局

エ
ン
ト
ラ
ン
ス

（
ク
ロ
ー
ジ
ャ
等
）

高
速
・
大
容
量
無
線
通
信
の
前
提
と
な
る
光
フ
ァ
イ
バ
（伝
送
路
）

コ
ワ
ー
キ
ン
グ

ス
ペ
ー
ス

ス
マ
ー
ト
モ
ビ
リ
テ
ィ

教
育
Ｉｏ
Ｔ

観
光
Ｉｏ
Ｔ

３
セ

ク
・
民

間

１
／

５

地
域
の
拠
点
的
地
点

通
信
ビ
ル

＊
新

規
整

備
に

加
え

、
令

和
２

年
度

か
ら

は
、

電
気

通
信

事
業

者
が

公
設

設
備

の
譲

渡
を

受
け

、
(5

G
対

応
等

の
)高

度
化

を
伴

う
更

新
を

行
う

場
合

も
補

助
。

令
和

５
年

度
補

正
予

算
に

お
い

て
は

、
地

方
公

共
団

体
が

民
間

移
行

を
見

据
え

て
公

設
の

光
フ

ァ
イ

バ
等

の
高

度
化

を
行

う
場

合
も

補
助

。
（
い

ず
れ

の
場

合
も

高
度

化
し

な
い

更
新

は
対

象
外

）
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No. ②-4  R6 予算額 130 百万円の内数 

事業名 
地域ケーブルテレビネットワーク整備事業 

（放送ネットワーク整備支援事業） 
府省庁名 総務省 

概 要 

被災情報や避難情報など、国民の生命・財産の確保に不可欠な情報を確実に伝達するた

め、災害発生時に地域において重要な情報伝達手段となる放送ネットワークの強靱化を

実現する。 

支援対象 

①市町村、市町村の連携主体 

②第三セクター 

※①及び②の承継事業者を含む 

補助率 
①１／２ 

②１／３ 

対象事業 

放送・通信網の切断による情報遮断の回避といった防災上の観点から、地域ケーブルテ

レビネットワークについて、有線網切断が想定される箇所等の２ルート化、一部無線化

や、監視制御機能の強化に係る設備等の整備費用の一部を補助する。（離島地域等条件不

利地域については、２ルート化と同時に行う、老朽化した既存幹線の更新も補助対象。） 

※ 条件不利地域：離島、豪雪地帯、辺地、山村、半島、特定農山村、過疎地域 

支援内容 

○補助率 

⑴ 市町村及び市町村の連携主体（承継事業者）：１／２ 

⑵ 第三セクター（承継事業者）：１／３ 

（過疎債・辺地債は、⑴の場合、充当可能。⑵の場合も、市町村が補助を行う場合は同

様。） 

○補助対象経費 

センター施設、送受信装置、伝送施設、鉄塔、局舎、無線設備、用地取得費等 

離島での 
実績 

令和５年度実績なし 

備 考  

担当部署 総務省情報流通行政局衛星・地域放送課地域放送推進室 

連絡先 TEL 03-5253-5808 

参照 HP https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/cable_kyoujin.html 
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地
域
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備
事
業

○
補
助
対
象

市
町
村
、
市
町
村
の
連
携
主
体
又
は
第
三
セ
ク
タ
ー

※
こ
れ
ら
の
者
か
ら
施
設
の
譲
渡
を
受
け
る
等
に
よ
り
、

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
の
業
務
提
供
に
係
る
役
割
を
継
続
し
て

果
た
す
者
（
承
継
事
業
者
）
を
含
む
。

○
補
助
率

⑴
市
町
村
及
び
市
町
村
の
連
携
主
体
（
承
継
事
業
者
）
：
1
/
2

⑵
第
三
セ
ク
タ
ー
（
承
継
事
業
者
）
：
1
/
3

○
補
助
対
象
経
費

局
舎
施
設
、
送
受
信
装
置
、
伝
送
路
設
備
、
無
線
設
備
等

タッ
プ
オ
フ

ア
ンプ

加
入
者
宅
・公
民
館

CA
TV
局
舎

(送
出
装
置
・ヘ
ッド
エ
ンド
)

遠
隔
監
視
制
御
機
能
を
整
備

2ル
ー
ト化

既 存 幹 線

自
主
放
送
・地
上
波
再
放
送

自
主
放
送
・地
上
波
再
放
送

PS
光
ノー
ド

PS

無
線
化

老
朽
化
した
既
存
幹
線
の
更
新

（
条
件
不
利
地
域
に
限
る
）

災
害
時
の
情
報
伝
達
手
段
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
等
に
つ
い
て
以
下
の
支
援
を
行
う
。

・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
切
断
が
想
定
さ
れ
る
箇
所
等
の
２
ル
ー
ト
化
（複
線
化
）等

・
条
件
不
利
地
域
に
お
け
る
「
２
ル
ー
ト
化
と
同
時
に
行
う
」
老
朽
化
し
た
既
存
幹
線
の
更
新

・
監
視
制
御
機
能
の
強
化
等

に
つ
い
て
、
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
。

事
業
イ
メ
ー
ジ

令
和
６
年
度
当
初
予
算
：
0.
6
億
円

（
令
和
５
年
度
予
算
額
：0
.6
億
円
）

※
光
ノー
ド…
光
信
号
か
らR
F信
号
へ
の
変
換
装
置
、ア
ンプ
…
信
号
の
中
継
増
幅
器

PS
…
給
電
装
置
、タ
ップ
オ
フ…
信
号
の
取
り出
し口
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No. ②-5 
 R6 当初予算 

R5 補正予算 

1,249 百万円 

2,470 百万円 

事業名 
ケーブルテレビネットワーク光化等による 

耐災害性強化事業 
府省庁名 総務省 

概 要 

近年、多発・激甚化する自然災害を踏まえ、災害時に放送により信頼できる情報が確実

に提供されるよう、地域の情報通信基盤であるケーブルテレビネットワークの光化や辺

地共聴施設の設備更新による耐災害性強化を実施する（『「新たな日常」の定着に向けた

ケーブルテレビ光化による耐災害性強化事業』の後続事業）。 

支援対象 

① 市町村、市町村の連携主体 

② 第三セクター 

※①及び②の承継事業者を含む 

補助率 
① １／２、１／３ 

② １／３ 

対象事業 

災害時に確実かつ安定的な情報伝達が確保されるよう、地域の情報通信基盤であるケー

ブルテレビネットワークの光化等による耐災害性強化の事業費の一部を補助する。また、

ケーブルテレビ事業者による共聴施設のサービスエリア化や共聴施設単独の光化、民間

事業者等である承継事業者が市町村の所有する既に光化されているケーブルテレビネッ

トワークの譲渡を受けて整備を行う場合について支援対象としている。 

※ 条件不利地域：離島、豪雪地帯、辺地、山村、半島、特定農山村、過疎地域 

支援内容 

○補助対象 

以下の①～③のいずれも満たす地域の市町村、市町村の連携主体又は第三セクター 

①ケーブルテレビが地域防災計画に位置付けられている市町村 

②条件不利地域 

③財政力指数が 0.8 以下の市町村その他特に必要と認める地域 

○補助率 

⑴ 市町村及び市町村の連携主体（承継事業者）：１／２、１／３ 

⑵ 第三セクター（承継事業者）：１／３ 

（過疎債・辺地債は、⑴の場合、充当可能。⑵の場合も、市町村が補助を行う場合は同

様。） 

○補助対象経費 

光ファイバケーブル、送受信設備、アンテナ等 

離島での 
実績 

令和５年度実績なし 

備 考  

担当部署 総務省情報流通行政局衛星・地域放送課地域放送推進室 

連絡先 TEL 03-5253-5808 

参照 HP https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/cable_fiber_network.html 
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ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
光
化
等
に
よ
る
耐
災
害
性
強
化
事
業

事
業
イ
メ
ー
ジ

○
補
助
率

（
１
）
市
町
村
及
び
市
町
村
の
連
携
主
体
（
承
継
事
業
者
）
：
1
/
2

（
２
）
第
三
セ
ク
タ
ー
（
承
継
事
業
者
）
：
1
/
3

○
補
助
対
象
経
費
（
下
図
の
赤
点
線
部
分
）

光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
、
送
受
信
設
備
、
ア
ン
テ
ナ
等

※
光
化
と
同
時
に
行
う
辺
地
共
聴
施
設
（
同
軸
ケ
ー
ブ
ル
）
の
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ

エ
リ
ア
化
に
必
要
な
伝
送
路
設
備
等
を
含
む
。

近
年
、
多
発
・
激
甚
化
す
る
自
然
災
害
を
踏
ま
え
、
災
害
時
に
確
実
か
つ
安
定
的
な
情
報
伝
達
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
地
域
の
情
報
通
信

基
盤
で
あ
る
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
光
化
等
に
よ
る
耐
災
害
性
強
化
の
事
業
費
の
一
部
を
補
助
す
る
。

山
間
地
等
の
難
視
聴
地
域
に
お
け
る
放
送
視
聴
環
境
を
支
え
る
辺
地
共
聴
施
設
に
つ
い
て
、
耐
災
害
性
強
化
を
図
る
た
め
の
光
化
等
に

要
す
る
事
業
費
の
一
部
を
補
助
す
る
。

光
ノー
ド

タッ
プ
オ
フ

ヘ
ッド
エ
ンド

ア
ンテ
ナ

光
ケ
ー
ブ
ル

同
軸
ケ
ー
ブ
ル

タッ
プオ
フ

ヘ
ッド
エン
ド

ア
ン
テ
ナ

光
ケ
ー
ブ
ル
化

※
辺
地
共
聴
施
設
の
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
エ
リ
ア
化
の
み
を
行

う
事
業
や
辺
地
共
聴
施
設
の
耐
災
害
性
強
化
に
伴
う
経
費

も
対
象
化

※
光
化
さ
れ
た
公
設
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
民
設
移
行
に
伴
う
承

継
事
業
者
に
よ
る
整
備
費
用
（
放
送
設
備
及
び
一
部
伝
送

路
設
備
）
も
対
象
化

※
辺
地
共
聴
施
設
の
運
営
に
係
る
課
題
等
の
解
決
を
促
す

た
め
の
支
援
体
制
を
構
築

辺
地
共
聴
施
設
の

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビエ
リア
化

辺
地
共
聴
施
設
の

耐
災
害
性
強
化

※
財
政
力
指
数

0.
5超

0.
8以
下
の
自
治
体
は
１
／
３

※
光
化
さ
れ
た
公
設
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
民
設
移
行
に
伴
う
承
継
事
業
者
に
よ
る
整
備
は
１
／
３

○
事
業
主
体

市
町
村
、
市
町
村
の
連
携
主
体
又
は
第
三
セ
ク
タ
ー

（
こ
れ
ら
の
者
か
ら
施
設
の
譲
渡
を
受
け
る
等
に
よ
り
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
の
業
務
提
供

に
係
る
役
割
を
継
続
し
て
果
た
す
者
（
承
継
事
業
者
）
を
含
む
。
）

○
補
助
対
象
地
域

以
下
の
①
～
③
の
い
ず
れ
も
満
た
す
地
域

①
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
が
地
域
防
災
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
市
町
村

②
条
件
不
利
地
域

③
財
政
力
指
数
が

0.
8以
下
の
市
町
村
そ
の
他
特
に
必
要
と
認
め
る
地
域

【
令
和
６
年
度
当
初
予
算
1
2
.5
億
円
】

令
和
５
年
度
補
正
予
算
2
4
.7
億
円

令
和
５
年
度
当
初
予
算

9
.0
億
円
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No. ②-6  
 R６当初予算 

R５補正予算 

600 百万円の内数 

― 

事業名 
ローカル 10,000 プロジェクト 

（地域経済循環創造事業交付金） 
府省庁名 総務省 

概 要 産学金官の連携により、地域の資源と資金を活用した地域密着型事業の立ち上げを支援 

支援対象 
民間事業者等 

（地方公共団体を通じた間接補助） 
補助率 原則１／２ 

対象事業 

○地域資源を活かした先進的で持続可能な事業であって、地域経済の好循環に資する事業

であることに加え、以下の要件を満たすもの 

・事業の実施により、地方公共団体の負担により直接解決・支援すべき公共的な地域課題

への対応の代替となる事業であること 

・他の同様の公共的な地域課題を抱える地方公共団体に対する高い新規性・モデル性があ

ること 

 ※地域金融機関からの融資額が公費による交付額（国費＋地方費）以上となること 

 ○地域金融機関から融資を受けて上記事業の立ち上げに取り組む民間事業者等が、事業

化段階で必要となる初期投資費用について、都道府県又は市区町村が助成を行う場合に

支援 

支援内容 

・公費による交付額の上限 

 原則  2,500 万円（地域金融機関の融資額が公費交付額以上であることが要件） 

 融資額（又は出資額）が公費による交付額の 

  1.5 倍以上２倍未満の場合は、上限 3,500 万円 

  ２倍以上の場合は、上限 5,000 万円 

離島での 
実績 

R5 年度：新潟県佐渡市、香川県小豆島町 

備 考 

・条件不利地域かつ財政力の弱い市町村の事業は２／３、３／４ 

・生産性向上に資するデジタル技術の活用に関連する事業等であって、全くの新規分野に

おける事業の立ち上げであり、新規性・モデル性の極めて高い以下の事業については、国

費９／１０により支援 

・脱炭素に資する地域再エネの活用等に関連する事業であって、全くの新規分野における

事業の立ち上げであり、新規性・モデル性の極めて高い事業は３／４ 

担当部署 総務省地域力創造グループ地域政策課 

連絡先 ０３－５２５３－５５２３ 

参照 HP https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/local10000_project.html 
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事
業
ス
キ
ー
ムロ

ー
カ

ル
1
0
,
0
0
0
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト

民
間
事
業
者
等
の
初
期
投
資
費
用

支
援

対
象

対
象

経
費

は
、

・
施

設
整

備
費

・
機

械
装

置
費

・
備

品
費 自
己

資
金
等

公
費
に
よ
る
交
付
額
※

１

国
費

地
域
金
融
機
関
に
よ
る
融
資
等
※

２

・
公

費
に

よ
る

交
付

額
以

上

・
地

域
資

源
を

活
か

し
た

持
続

可
能

な
事

業

・
行

政
に

よ
る

地
域

課
題

へ
の

対
応

の
代

替
と

な
る

事
業

・
高

い
新

規
性

・
モ

デ
ル

性
が

あ
る

事
業

・
地

域
の

中
核

と
な

る
大

学
と

連
携

し
て

実
施

す
る

事
業

（
調

査
研

究
費

等
）

地
方

費

※
条

件
不

利
地

域
か

つ
財

政
力

の
弱

い
市

町
村

の
事

業
は

国
費

2
/
3
, 3

/
4

・
「
デ

ジ
タ

ル
技

術
」

国
費

9
/
1
0

・
「
ロ

ー
カ

ル
脱

炭
素

」
国

費
3
/
4

○
産

学
金

官
の

連
携

に
よ

り
、
地

域
の

資
源

と
資

金
を

活
用

し
た

地
域

密
着

型
事

業
の

立
ち

上
げ

を
支

援
。

○
国

の
重

要
施

策
（デ

ジ
タ

ル
技

術
の

活
用

、
ロ

ー
カ

ル
脱

炭
素

の
推

進
）と

連
動

し
た

事
業

に
つ

い
て

は
、
重

点
支

援
。

※
１

上
限

2
,5

0
0
万

円
。

融
資

額
（
又

は
出

資
額

）
が

公
費

に
よ

る
交

付
額

の
１

．
５

倍
以

上
２

倍
未

満
の

場
合

は
、

上
限

3
,5

00
万

円
。

２
倍

以
上

の
場

合
は

、
上

限
5
,0

0
0
万

円
※

２
地

域
金

融
機

関
に

よ
る

融
資

の
他

に
、

地
域

活
性

化
の

た
め

の
フ

ァ
ン

ド
等

に
よ

る
出

資
を

受
け

る
事

業
も

対
象

重
点
支
援

以
下

の
①

・
②

に
該

当
し

、
全

く
の

新
規

分
野

に
お

け
る

事
業

の
立

ち
上

げ
で

あ
り

、

新
規

性
・
モ

デ
ル

性
の

極
め

て
高

い
事

業
に

つ
い

て
は

、
手

厚
く
支

援

①
生

産
性

向
上

に
資

す
る

デ
ジ

タ
ル

技
術

の
活

用
に

関
連

す
る

事
業

【
国

費
9
/
1
0
】

②
脱

炭
素

に
資

す
る

地
域

再
エ

ネ
の

活
用

等
に

関
連

す
る

事
業

【
国

費
３

/
４

】

原
則

1
/
2

重
点

支
援

（
嵩

上
げ

）

こ
れ
ま
で
の
実
績
（
４
7
8
事
業
、
3
8
2
億
円
）

（
事
業
数
は

交
付
決
定
数
、
金
額
は
事
業
実
績

（
見
込
み
含
む
）
（

R
6年

3月
末

時
点
）

）

・
公

費
交

付
額

1
3
4
億

円

・
融

資
額

1
9
1
億

円

・
自

己
資

金
等

5
6
億

円

※
端

数
処

理
の

都
合

上
合

計
は

一
致

し
な

い
。

R
６

予
算

額
地

域
経

済
循

環
創

造
事

業
交

付
金

6
.0

億
円

の
内

数
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No. ③-1  R6 予算額 ― 

事業名 
離島における公立の高等学校等の教職員定数の

加算 
府省庁名 文部科学省 

概 要 
離島の教育の特殊事情に鑑み、離島の公立高等学校等の教職員定数について、加配措置

を行うもの。（全額地方交付税措置） 

支援対象 
公立高等学校等のある離島を有す

る都道府県、市町村 
補助率 ― 

対象事業 ― 

支援内容 

公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律（昭和 36 年法律第 188

号）附則第 11 項に基づき、離島に高等学校（中等教育学校後期課程を含む。）及び特別

支援学校高等部が設置されているときは、離島の教育の特殊事情に鑑み、教職員定数に、

政令で定める数を加える。 

離島での 
実績 

令和６年度予算：100 人 

備 考  

担当部署 文部科学省初等中等教育局財務課 

連絡先 03-6734-2038 

参照 HP  
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加配事項 内　　　　容 予算定数

指導方法改善※
(法9条2項)

外国語のｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、数学のｺﾝﾋﾟｭｰﾀ授業などにおける
少人数指導 1,019人

通級による指導
(法22条3号)

高等学校における障害に応じた特別の指導（通級による指導）
に対応 348人

生徒支援※
(法22条3号)

中途退学や日本語指導など教育指導上特別な配慮が必要な生
徒対応 1,191人

養護教諭
(法22条3号)

事件の発生に伴う心のケアなど生徒の心身の健康への対応 84人

職業系類型・コー
ス開設※
(法22条4号)

普通科において職業系の類型・コースを開設し、多様な教育を
展開 346人

多様な教科・科目
開設※
(法22条4号)

普通科において多数の教科・科目を開設し、多様な教育を展開 737人

研修等定数
(法22条5号)

資質向上のための教員研修、初任者研修、教育指導の改善研
究対応 2,340人

離島地域
(法附則11項)

離島地域の高校又は特別支援学校高等部における教育の充
実への対応 100人

合　　計 6,165人

※上記、４つの事項については、各項目10人程度の小規模校向けの優先枠を設ける

　高等学校における加配教職員定数は、少人数指導等の実施、中途退学や日本語指導の対応
など、学校が個々に抱える問題解決のために、基本的な教職員定数とは別に特例的に措置して
いるものであり、学校規模等により算定される基本的な定数とともに地方財政計画人員に計上さ
れ、全額地方交付税措置がなされるものである。

加配教職員定数について（高校）

令和６年度予算における加配教職員定数一覧
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No. ③-2  R6 予算額 185 百万円 

事業名 離島高校生修学支援事業 府省庁名 文部科学省 

概 要 
高校未設置離島の高校生を対象に、教育費負担が重くなっている通学費、居住費に要

する経費を支援する都道府県及び市町村に対する補助 

支援対象 都道府県、市町村 補助率 １／２以内 

対象事業 

高校未設置の離島に住む高校生が、高校進学のために島外に通学及び居住することに

なることから、通学費や居住費などを対象に修学支援に要する経費の援助を行う都道府

県及び市町村に対し、国がこれに要する経費の一部を補助するもの 

（１）通学に要する交通費 

 

（２）居住費 

支援内容 

（１）生徒の自宅から学校所在地まで、常態として（夏期間のみなど季節単位も含む。）

交通機関を利用して通学する生徒の旅客運賃等をいう。 

（２）高等学校等へ通学するため、生徒の自宅がある離島を離れ、本土または他の離島

の民間アパートや寄宿舎等自宅外に居住している生徒の下宿費、寮費、アパート代

等をいう。 

   なお、冬期間のみ下宿するなど、季節単位で居住費が発生する場合も、その期間

は居住費の対象となる。 

離島での 
実績 

R5 青ヶ島、初島など（１都 18 県で実施） 

備 考 

高校未設置離島とは、離島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法、奄美群島振興開

発特別措置法、沖縄振興特別措置法の各法令で指定されている離島のほか、橋梁等によ

り本土との陸上交通が確保されていない離島の中に高等学校等が設置されていない地域

をいう。 

担当部署 文部科学省初等中等教育局財務課 

連絡先 03-6734-2027 

参照 HP  
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へ
き
地
児
童
生
徒
援
助
費
等
補
助
金

１
．
趣
旨

交
通
条
件
及
び
自
然
的
、経
済
的
、文
化
的
諸
条
件
に
恵
まれ
な
い
山
間
地
、離
島
等
に
所
在
す
る
へ
き地
学
校
等
の
教
育
の
振
興
を
図
る
た
め
、

へ
き
地
教
育
振
興
法
等
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
じる
。

２
．
補
助
内
容

へ
き地
学
校
、過
疎
地
域
等
に
係
る
小
・中
学
校
等
の
児
童
生
徒
の
通
学
条
件
の
緩
和
を図
る
た
め
に
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
ス
クー
ル
バ
ス
・ボ
ー
ト等
を

購
入
す
る
事
業
に
対
す
る
補
助

（
１
）
ス
ク
ー
ル
バ
ス
等
購
入
費

６
億
円
（
６
億
円
）

高
校
未
設
置
離
島
の
高
校
生
を対
象
に
、教
育
費
負
担
が
重
くな
って
い
る
通
学
費
、居
住
費
を支
援
す
る
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
対
す
る
補
助

（
３
）
離
島
高
校
生
修
学
支
援
事
業

２
億
円
（
２
億
円
）

（
２
）
遠
距
離
通
学
費

11
億
円
（
11
億
円
）

①
学
校
統
廃
合
に
伴
う小
中
学
校
等
へ
の
遠
距
離
通
学
に
要
す
る
児
童
生
徒
の
交
通
費
を負
担
す
る
市
町
村
の
事
業
に
対
す
る
補
助

（
補
助
期
間
：
５
年
間
）

②
激
甚
災
害
に
よる
校
舎
の
破
損
等
に
より
、通
学
が
困
難
とな
った
小
中
学
校
等
へ
の
児
童
生
徒
の
通
学
に
要
す
る
交
通
費
を負
担
す
る
都
道
府
県
及
び

市
町
村
の
事
業
に
対
す
る
補
助
（
補
助
期
間
：
５
年
間
）

（
４
）
そ
の
他

２
億
円
（
２
億
円
）

寄
宿
舎
居
住
費
、高
度
へ
き地
修
学
旅
行
費
（
３
～
５
級
地
）
、学
校
間
移
動
費
、保
健
管
理
費

３
．
実
施
主
体

都
道
府
県
、市
町
村

４
．
補
助
率

１
／
２

（
高
度
へ
き
地
修
学
旅
行
費
で
過
去
３
カ年
の
財
政
力
指
数
0.
4未
満
の
市
町
村
は
２
／
３
、保
健
管
理
費
の
心
電
図
検
診
の
実
施
に
必
要
な
経
費
に
つ
い
て
は
１
／
３
）

令
和
6年
度
予
算
額

21
億
円

（
前
年
度
予
算
額

22
億
円
）

（
初
等
中
等
教
育
局
財
務
課
）
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No. ②-3 
 R6 当初予算 

R5 補正予算 

68.346 百万円の内数 

155.808 百万円の内数 

事業名 公立学校施設整備費 府省庁名 文部科学省 

概 要 

公立の小中学校等の施設整備については、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に

関する法律の規定等により、設置者である地方公共団体が行う施設整備に要する経費に

ついて国が一定の割合を負担等している。 

 離島については、離島振興法の規定等に基づき、国の負担割合の特例を設けるなど離島

の振興のための特別措置を講じている。 

支援対象 都道府県、市町村 等 補助率 ５．５／１０ 

対象事業 

【主な特別措置の概要】 

①小中学校等施設の新増築 

（公立の小中学校等の校舎・屋内運動場等の新増築に要する経費の一部を国が負担） 

②学校統合に伴う既存施設の改修 

（公立の小中学校等の統合に伴い実施する既存の校舎の改修に要する経費に対して国

が交付金を交付） 

③小中学校等施設の改築 

（公立の小中学校等の校舎・屋内運動場・寄宿舎の改築に要する経費に対して国が交付

金を交付） 

④へき地小中学校等施設の新増築 

（へき地の公立の小中学校等の寄宿舎、教職員住宅、集会室の新増築に要する経費に対

して国が交付金を交付） 

支援内容 
①・②・④ 算定割合： 通常１／２ → 離島振興地域 ５．５／１０ 

③   算定割合： 通常１／３ → 離島振興地域 ５．５／１０ 

離島での 
実績 

R5 離島振興対策実施地域計 4 自治体に、計 285,143 千円を交付。 

備 考  

担当部署 文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設助成課 

連絡先 03-6734-2464 

参照 HP https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/main11_a2.htm 
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公
立

学
校

施
設

の
整

備
新

しい
時

代
の

学
び

を
支

え
る

安
全

・安
心

な
教

育
環

境
の

実
現

～
Sc

ho
ol

s 
fo

r 
th

e 
Fu

tu
re

～

学
校

施
設

の
長

寿
命

化
を図

る
老

朽
化

対
策

バ
リア

フリ
ー

化
、特

別
支

援
学

校
の

整
備

他
施

設
との

複
合

化
・共

用
化

・集
約

化

❶
新

時
代

の
学

び
に

対
応

した
教

育
環

境
向

上
と老

朽
化

対
策

の
一

体
的

整
備

の
推

進
非

構
造

部
材

の
耐

震
対

策
等

避
難

所
とし

て
の

防
災

機
能

強
化

空
調

設
置

、洋
式

化
を含

め
た

トイ
レ改

修
等

※
体

育
館

へ
の

空
調

新
設

は
補

助
率

１
/２

、令
和

７
年

度
ま

で

❷
防

災
・減

災
、国

土
強

靱
化

の
推

進

学
校

施
設

の
ZE

B化
（

高
断

熱
化

、L
ED

照
明

、高
効

率
空

調
、太

陽
光

発
電

等
）

木
材

利
用

の
促

進
（

木
造

、内
装

木
質

化
）

❸
脱

炭
素

化
の

推
進

背 景
学

校
施

設
の

老
朽

化
が

ピー
クを

迎
え

る
中

、子
供

た
ち

の
多

様
な

ニー
ズ

に
応

じた
教

育
環

境
の

向
上

と老
朽

化
対

策
の

一
体

的
整

備
が

必
要

。
中

長
期

的
な

将
来

推
計

を踏
まえ

、首
長

部
局

との
横

断
的

な
協

働
を図

りな
が

ら、
トー

タ
ル

コス
トの

縮
減

に
向

け
て

計
画

的
・効

率
的

な
施

設
整

備
を推

進
。

20
50

年
の

カー
ボ

ンニ
ュー

トラ
ル

達
成

に
向

け
て

、脱
炭

素
社

会
の

実
現

に
貢

献
す

る
持

続
可

能
な

教
育

環
境

の
整

備
を推

進
。

老
朽

化
対

策
と一

体
で

多
様

な
学

習
活

動
に

対
応

で
き

る
多

目
的

な
空

間
を

整
備

他
施

設
との

複
合

化
に

よ
り学

習
環

境
を

多
機

能
化

しつ
つ

、効
率

的
に

整
備

柱
や

内
装

に
木

材
を

活
用

し、
温

か
み

の
あ

る
学

習
環

境
や

脱
炭

素
化

を
実

現
激

甚
化

・頻
発

化
す

る
災

害
へ

の
対

応

台
風

で
屋

根
が

消
失

した
体

育
館

バ
リア

フリ
ー

ト
イ

レ
の

整
備

避
難

所
とし

て
の

防
災

機
能

強
化

年
間

で
消

費
す

る
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

量
を

大
幅

に
削

減
す

る
とと

も
に

創
エ

ネ
で

エ
ネ

ル
ギ

ー
収
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No. ③-4-1  R6 予算額 5 百万円 

事業名 近代和風建築等総合調査 府省庁名 文化庁 

概 要 
近代和風建築又は近代化遺産（建造物等）の所在地、形態・意匠及び保存状況等に関し

て、都道府県が行う調査事業に対する補助 

支援対象 地方公共団体 補助率 １／２ 等 

対象事業 
当該地方公共団体に所在する近代和風建築又は近代化遺産（建造物等）の歴史的沿革、

建築意匠・技法に関する調査事業。原則として２か年継続事業とする。 

支援内容 
補助率１／２。 

詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

離島での 
実績 

― 

備 考  

担当部署 文化庁文化財第二課 

連絡先  075-451-4111 

参照 HP http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/ 
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No. ③-4-2  R6 予算額 12,419 百万円 

事業名 
重要文化財（建造物・美術工芸品）修理、 

防災、公開活用事業 
府省庁名 文化庁 

概 要 重要文化財の管理又は修理、及び公開活用に要する経費についての補助 

支援対象 所有者、管理団体 補助率 １／２ 等 

対象事業 
修理事業、管理事業、公開活用事業（これらの事業施行上必要な調査事業を含む） 

詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

支援内容 
補助率１／２。 

補助率加算等あり。詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

離島での 
実績 

R1 礼文町 佐渡市 隠岐の島町島後 壱岐市 対馬市 佐世保市黒島 

R2 礼文町 佐渡市 壱岐市 対馬市 

R3 礼文町 佐渡市 壱岐市 対馬市 隠岐の島町 

R4  壱岐市 対馬市 隠岐の島町 

R5  佐渡市 

備 考 都道府県教育委員会に相談。随時。 

担当部署 文化庁文化財第一課・文化資源活用課 

連絡先 075-451-9702、 075-451-9680 

参照 HP http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/ 
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No. ③-4-3  R6 予算額 99 百万円 

事業名 登録有形文化財建造物修理事業 府省庁名 文化庁 

概 要 
登録有形文化財建造物の保存と活用を図るために必要な保存修理に係る設計監理に要す

る経費、及び公開活用に要する経費についての補助 

支援対象 所有者、管理団体 補助率 １／２ 等 

対象事業 

１ 保存修理に係る設計監理事業 

次のア～ウに掲げるいずれかに該当する登録有形文化財建造物の保存・活用の模範

となるもので、これらの登録有形文化財建造物の保存修理に係る設計監理事業 

ア 各地の歴史的景観を活かしたまちづくりに資するもの 

イ 各地の特色ある伝統的建築文化の技術・意匠などの伝承に資するもの 

ウ 身近な地域づくりや地域振興に資するもの 

 

２ 公開活用事業 

詳細な内容については参照 HP にある補助要項を参照 

支援内容 
補助率１／２。 

補助率加算等あり。詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

離島での 
実績 

R1 八丈町 

R3 八丈町 西之表市 

R4 八丈町 西之表 

備 考 都道府県教育委員会に相談。随時。 

担当部署 文化庁文化資源活用課 

連絡先  075-451-9680 

参照 HP http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/ 
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No. ③-4-4  R6 予算額 3 百万円の内数 

事業名 民家保存管理施設 府省庁名 文化庁 

概 要 

重要文化財である民家が現状変更等により居住者の日常生活に著しく支障が生じた場合

に、当該民家を管理するために新しく保存管理施設を設置する事業に要する経費につい

ての補助 

支援対象 個人所有者 補助率 １／２（上限あり） 

対象事業 
保存管理施設を建築する事業 

詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

支援内容 
補助率１／２。 

１件当たり２、７００千円を最高限度額とする。 

離島での 
実績 

― 

備 考 都道府県教育委員会に相談。随時。 

担当部署 文化庁文化資源活用課 

連絡先  075-451-9680 

参照 HP http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/ 
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No. ③-4-5  R6 予算額 4 百万円の内数 

事業名 重要文化財建造物等買上 府省庁名 文化庁 

概 要 
重要文化財である建造物及びその敷地の保存のため特別の事情による買上げに要する経

費についての補助 

支援対象 地方公共団体 補助率 １／２ 等 

対象事業 
各条件を満たした建造物等を買上げる事業 

詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

支援内容 
補助率１／２。 

詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

離島での 
実績 

― 

備 考 都道府県教育委員会に相談。随時。 

担当部署 文化庁文化資源活用課 

連絡先  075-451-9680 

参照 HP http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/ 
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No. ③-4-6  R６予算額 30 百万円 

事業名 地域活性化のための特色ある文化財調査・活用 府省庁名 文化庁 

概 要 

全国に所在する我が国の歴史・文化の解明に必要な文化財（美術工芸品）（絵画、彫刻、

工芸品、書跡・典籍、古文書、歴史資料等）の平時および震災や津波等の大規模災害によ

る散逸、亡失を防ぎ、保存対策の基本計画策定に資するために実施する保存状況等の調

査に要する経費、及び調査成果の情報発信に要する経費についての補助 

支援対象 地方公共団体 補助率 １／２ 等 

対象事業 

次に掲げる史料の所在確認及び保存状況を調査する事業。 

（１）まとまって１か所に伝存し、調査によって当該地域の歴史及び文化を明らかにす

るもの。 

（２）散在しているが、特定の歴史事象等について包括的に調査することによって、そ

の価値が明らかにされるもの。 

（３）その他上記事項に準ずるもの。 

支援内容 
補助率１／２。 

補助率加算等あり。詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

離島での 
実績 

― 

備 考 都道府県教育委員会に相談。随時。 

担当部署 文化庁文化財第一課 

連絡先 075-451-9702 

参照 HP http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/ 
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No. ③-4-7  R6 予算額 27 百万円 

事業名 天然記念物緊急調査 府省庁名 文化庁 

概 要 
学術上価値の高い動物・植物及び地質鉱物の実態を把握し、その保存対策に資するため

に行う調査に要する経費についての補助 

支援対象 地方公共団体 補助率 １／２ 等 

対象事業 

（１）減少原因調査……減少又は衰滅の虞れのある動植物等についてその原因の調査 

（２）分布調査……学術上貴重な動植物等の所在、分布の調査 

（３）生態調査……減少しつつある動物・植物の生態及び生息環境とのかかわり合いに

ついての調査 

（４）保存対策調査……減少原因調査、分布調査、生態調査などをふまえた具体的な保

存対策の実施方法等についての調査 

支援内容 
補助率１／２。 

詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

離島での 
実績 

R1 礼文町 

R3 伊平屋村 

備 考 都道府県教育委員会に相談。随時。 

担当部署 文化庁文化財第二課 

連絡先  075-451-4111 

参照 HP http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/ 
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No. ③-4-8  R6 予算額 110 百万円 

事業名 史跡等保存活用計画等策定 府省庁名 文化庁 

概 要 

史跡、名勝又は天然記念物の保存活用計画を策定する事業に要する経費、及び古くから

文物や人々の交流の舞台となってきた古道・運河等とそれに沿う地域に残されている歴

史的遺産を周囲の環境を含めて総合的かつ体系的に調査するとともに、それらを活用し、

機能させるための計画の策定に要する経費についての補助 

支援対象 地方公共団体、所有者、管理団体 補助率 １／２ 等 

対象事業 

（１）史跡等保存活用計画策定事業 

（２）歴史の道総合計画策定事業 

詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

支援内容 
補助率１／２。 

詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

離島での 
実績 

R1 対馬市 新上五島町 奄美市 

R2 対馬市  

R3 奄美市 喜界町 

R4 奄美市 喜界町 

R5 隠岐の島町 上島町 伊平屋村 

備 考 都道府県教育委員会に相談。随時。 

担当部署 文化庁文化財第二課 

連絡先  075-451-4111 

参照 HP http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/ 
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No. ③-4-9  R6 予算額 100 百万円 

事業名 天然記念物再生事業 府省庁名 文化庁 

概 要 天然記念物の保護及び再生事業に要する経費についての補助 

支援対象 所有者、地方公共団体 補助率 １／２ 等 

対象事業 

（１）給餌 

（２）増殖施設、保護収容施設の整備 

（３）病害虫駆除 

（４）施肥等樹勢回復 

（５）遷移の中断、促進及び正常化 

（６）生息・生育環境の維持・復元のための事業 

（７）その他天然記念物の再生に必要と認める事業 

支援内容 
補助率１／２。 

詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

離島での 
実績 

R1 萩市見島 土庄町 

R2 萩市見島 土庄町 新上五島町 

R3 萩市見島 

R4 萩市見島 

R5 萩市見島  

備 考 都道府県教育委員会に相談。随時。 

担当部署 文化庁文化財第二課 

連絡先  075-451-4111 

参照 HP http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/ 
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No. ③-4-10  R6 予算額 190 百万円 

事業名 天然記念物食害対策 府省庁名 文化庁 

概 要 
天然記念物に指定された動物による農作物、造林木等に対する食害等の防止対策のため

に、地方公共団体が行う事業に要する経費についての補助 

支援対象 
地方公共団体（一部事業については

都道府県のみ） 
補助率 ２／３ 

対象事業 

（１）幼樹保護 

（２）防護柵設置 

（３）捕獲 

（４）防護網等設置 

（５）餌場借上 

（６）給餌 

（７）効果測定等調査 

（８）その他保護管理のために必要な施設の設置等 

支援内容 補助率２／３。 

離島での 
実績 

R1 小笠原村 

R2 小笠原村 

R3 小笠原村 

R4 小笠原村 

R5 小笠原村 

備 考 都道府県教育委員会に相談。随時。 

担当部署 文化庁文化財第二課 

連絡先  075-451-4111 

参照 HP http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/ 
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No. ③-4-11  R6 予算額 2,851 百万円 

事業名 埋蔵文化財緊急調査 府省庁名 文化庁 

概 要 土地に埋蔵されている文化財の実態を把握するための調査に要する経費についての補助 

支援対象 地方公共団体 補助率 １／２ 等 

対象事業 

（１）発掘調査 

（２）遺跡発掘事前総合調査 

（３）遺跡詳細分布調査 

（４）重要遺跡確認緊急調査 

（５）出土遺物保存処理 

詳細は参照 HP にある補助要項を参照。 

支援内容 
補助率１／２。 

詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

離島での 
実績 

R1 佐渡市、上島町、壱岐市、対馬市、屋久島町、瀬戸内町、喜界町、徳之島町、天城

町、伊仙町、和泊町、知名町 

R2 佐渡市、上島町、壱岐市、対馬市、小値賀町、屋久島町、瀬戸内町、喜界町、徳之

島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町 

R3 佐渡市、上島町、壱岐市、対馬市、小値賀町、屋久島町、瀬戸内町、喜界町、徳之

島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町 

R4 佐渡市、上島町、壱岐市、対馬市、小値賀町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、

知名町 

R5 佐渡市、上島町、壱岐市、対馬市、小値賀町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、

知名町、与論町 

備 考 都道府県教育委員会に相談。随時。 

担当部署 文化庁文化財第二課 

連絡先  075-451-4111 

参照 HP http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/ 
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No. ③-4-12  R6 予算額 14 百万円 

事業名 名勝地調査 府省庁名 文化庁 

概 要 
消滅や改変の危機に瀕している未指定・未登録の名勝地の保護のために、必要情報の集

約を目的として実施する調査経費についての補助 

支援対象 地方公共団体 補助率 １／２ 等 

対象事業 
（１）名勝地を特定するために行う総合調査 

（２）個別の名勝地を対象として行う実測図作成等に係る詳細調査 

支援内容 
補助率１／２。 

補助率加算等あり。詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

離島での 
実績 

― 

備 考 都道府県教育委員会に相談。随時。 

担当部署 文化庁文化財第二課 

連絡先  075-451-4111 

参照 HP http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/ 
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No. ③-4-13  R6 予算額 257 百万円 

事業名 文化的景観保護推進事業 府省庁名 文化庁 

概 要 文化的景観の保存と活用を図るための事業に要する経費についての補助 

支援対象 地方公共団体 補助率 １／２ 等 

対象事業 

（１）調査事業 

（２）保存活用計画策定事業 

（３）整備事業 

（４）普及・啓発事業 

詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

支援内容 
補助率１／２。 

補助率加算等あり。詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

離島での 
実績 

R1 佐渡市、佐世保市黒島、新上五島町、五島市 

R2 佐渡市、佐世保市黒島、新上五島町 

R3 佐渡市、佐世保市黒島、新上五島町 

R4 佐渡市、佐世保市黒島、新上五島町 

R5   佐渡市、佐世保市黒島、五島市、小値賀町 

備 考 都道府県教育委員会に相談。随時。 

担当部署 文化庁文化資源活用課 

連絡先  075-451-9680 

参照 HP http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/ 
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No. ③-4-14  R6 予算額 1,567 百万円の内数 

事業名 伝統的建造物群保存対策 府省庁名 文化庁 

概 要 
伝統的建造物群の保存状況等の調査及びこれに基づく保存・防災対策の策定並びにそれ

らの見直しの事業に要する経費についての補助 

支援対象 市町村 補助率 １／２ 等 

対象事業 

(１)伝統的建造物群保存対策調査 

・歴史的沿革及び自然的、社会的、経済的概況の調査 

・伝統的建造物群及びこれと一体をなす環境の保存状況に関する調査 

・伝統的建造物群及びこれと一体をなす環境の保存対策の策定 

(２)重要伝統的建造物群保存地区防災計画策定 

・重要伝統的建造物群保存地区の防災計画策定 

支援内容 
補助率１／２。 

詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

離島での 
実績 

R3 佐渡市 

R4 佐渡市 

備 考 都道府県教育委員会に相談。随時。 

担当部署 文化庁文化資源活用課 

連絡先  075-451-9680 

参照 HP http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/ 
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No. ③-4-15  R6 予算額 1,567 百万円の内数 

事業名 重要伝統的建造物群保存地区保存事業 府省庁名 文化庁 

概 要 

重要伝統的建造物群保存地区の保存のために行う当該保存地区内における建造物及び伝

統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件の管理、修理、

修景又は復旧に要する経費についての補助 

支援対象 市町村 補助率 １／２ 等 

対象事業 

伝統的建造物群保存地区の保存のため市町村が自ら行う事業又は所有者等が行う事業に

対し市町村がその経費を補助する事業 

 

詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

支援内容 
補助率１／２。 

補助率加算等あり。詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

離島での 
実績 

R2 佐渡市宿根木、牟岐町出羽島、呉市富豊町御手洗、丸亀市塩飽本島町笠島、平戸市

大島村神浦 

R3 佐渡市宿根木、呉市豊町御手洗、牟岐町出羽島、丸亀市塩飽本島町笠島、平戸市大

島村神浦 

R4 佐渡市宿根木、呉市豊町御手洗、牟岐町出羽島、丸亀市塩飽本島町笠島、平戸市大

島村神浦 

R5 佐渡市宿根木、呉市豊町御手洗、牟岐町出羽島、丸亀市塩飽本島町笠島、平戸市大

島村神浦 

備 考 都道府県教育委員会に相談。随時。 

担当部署 文化庁文化資源活用課 

連絡先 075-451-9680 

参照 HP http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/ 
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No. ③-4-16  R6 予算額 132 百万円 

事業名 指定文化財管理 府省庁名 文化庁 

概 要 
指定文化財の維持管理の万全を期するために、地方公共団体及び国有文化財の管理団体

が行う事業に要する経費についての補助 

支援対象 地方公共団体、管理団体 補助率 １／２ 等 

対象事業 

（１）防災設備保守点検等 

（２）差し茅、防蟻防虫、雪降し等小修理 

（３）名勝等庭園の荒廃防止及び民家の環境整備 

（４）燻蒸・殺虫 

（５）文化財保護管理指導 

（６）国有文化財の見廻り看視及び清掃 

詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

支援内容 
（１）～（５）の事業については補助率１／２。（６）の事業については補助率４／５。 

詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

離島での 
実績 

R1 島後（隠岐布施海岸） 

R2 島後（隠岐布施海岸） 

R3 島後（隠岐布施海岸） 

R4 島後（隠岐布施海岸） 

R5   島後（隠岐布施海岸） 

備 考 都道府県教育委員会に相談。随時。 

担当部署 文化庁文化資源活用課 

連絡先  075-451-9680 

参照 HP http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/ 
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No. ③-4-17  R６予算額 380 百万円 

事業名 重要無形文化財等伝承事業 府省庁名 文化庁 

概 要 重要無形文化財等の保存のための伝承事業に要する経費についての補助 

支援対象 保存団体、地方公共団体等 補助率 定額 

対象事業 

（１）伝承者の養成 

（２）研修発表会 

（３）資料の収集整理（文化財保護法第７１条の重要無形文化財に限る。） 

（４）指定の要件の品質管理（工芸技術のうち文化財保護法第７１条の重要無形文化財

に限る。） 

（５）技術研究 

（６）原材料・用具の確保 

（７）関連技術事業 

（８）重要無形文化財人形浄瑠璃文楽の伝承を実施する団体の活動運営経費 

詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

支援内容 予算の範囲内において定額。 

離島での 
実績 

― 

備 考 都道府県教育委員会に相談。随時。 

担当部署 文化庁文化財第一課 

連絡先 075-451-9702 

参照 HP http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/ 
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No. ③-4-18  R６予算額 47 百万円 

事業名 重要無形文化財等公開事業 府省庁名 文化庁 

概 要 重要無形文化財等の保存のための公開事業に要する経費についての補助 

支援対象 保存団体、地方公共団体等 補助率 定額 

対象事業 
（１） 国家指定芸能特別鑑賞会 

（２） 日本伝統工芸展 

支援内容 
予算の範囲内において定額。 

詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

離島での 
実績 

― 

備 考 都道府県教育委員会に相談。随時。 

担当部署 文化庁文化財第一課 

連絡先 075-451-9702 

参照 HP http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/ 
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No. ③-4-19  R６予算額 29 百万円 

事業名 民俗文化財調査 府省庁名 文化庁 

概 要 
有形の民俗文化財及びこれに関連する無形の民俗文化財について、その保護に資するた

めの調査に要する経費についての補助 

支援対象 地方公共団体等 補助率 １／２ 等 

対象事業 

我が国の民俗文化財のうち、散逸、衰滅、変容のおそれのあるもの、又はかつて広域的に

伝承されていたが、急激な社会変化によって特定地域に伝承されているもの等、我が国

の文化を理解するうえで特に重要性が認められるものについての調査事業 

支援内容 
補助率１／２。 

詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

離島での 
実績 

R 元 小豆島（小豆島農村歌舞伎調査を実施）、種子島（種子島の盆踊調査を実施）、南島

原市、平戸市、長崎市、佐世保市、小値賀町、新上五島町、五島市 

R2 南島原市、平戸市、長崎市、佐世保市、小値賀町、新上五島町、五島市、小豆島、

種子島 

R3 南島原市、平戸市、長崎市、佐世保市、小値賀町、新上五島町、五島市、種子島 

R4 南島原市、平戸市、長崎市、佐世保市、小値賀町、新上五島町、五島市、種子島 

R5 南島原市、平戸市、長崎市、佐世保市、小値賀町、新上五島町、五島市、種子島 

備 考 都道府県教育委員会に相談。随時。 

担当部署 文化庁文化財第一課 

連絡先 075-451-9702 

参照 HP http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/ 
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No. ③-4-20  R６予算額 126 百万円 

事業名 重要有形民俗文化財修理・防災事業 府省庁名 文化庁 

概 要 重要有形民俗文化財の管理又は修理に要する経費についての補助 

支援対象 所有者、管理団体 補助率 １／２ 等 

対象事業 

（１）管理事業 

（２）修理事業 

詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

支援内容 
補助率１／２。 

補助率加算等あり。詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

離島での 
実績 

R2 小豆島 

R3 小豆島 

R4 小豆島 

R5 小豆島 

備 考 都道府県教育委員会に相談。随時。 

担当部署 文化庁文化財第一課 

連絡先 075-451-9702 

参照 HP http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/ 
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No. ③-4-21  R６予算額 130 百万円 

事業名 民俗文化財伝承・活用等事業 府省庁名 文化庁 

概 要 民俗文化財の伝承・活用等事業のために要する経費についての補助 

支援対象 地方公共団体、所有者、保護団体等 補助率 １／２ 等 

対象事業 

（１）重要有形・無形及び登録有形民俗文化財伝承基盤整備事業 

（２）無形民俗文化財伝承事業 

（３）無形民俗文化財活用事業 

（２）（３）の事業は、地方公共団体が行う事業を原則とする。 

詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

支援内容 
補助率１／２。 

詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

離島での 
実績 

― 

備 考 都道府県教育委員会に相談。随時。 

担当部署 文化庁文化財第一課 

連絡先 075-451-9702 

参照 HP http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/ 
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No. ③-4-22  R６予算額 492 百万円 

事業名 文化財保存技術保存事業 府省庁名 文化庁 

概 要 選定保存技術等の保存のための伝承者の養成等の事業に要する経費についての補助 

支援対象 保持者、保存団体、地方公共団体等 補助率 定額 

対象事業 

（１）伝承者の養成 

（２）研修発表会 

（３）技術、技能の錬磨 

（４）記録の作成及び刊行 

（５）原材料・用具の確保 

（６）関連技術事業 

詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

支援内容 予算の範囲内において定額 

離島での 
実績 

― 

備 考 都道府県教育委員会に相談。随時。 

担当部署 文化庁文化財第一課 

連絡先 075-451-9702 

参照 HP http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/ 
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No. ③-4-23  R6 予算額 4 百万円 

事業名 ふるさと文化財の森管理業務支援事業 府省庁名 文化庁 

概 要 
文化財建造物の保存に必要な植物性材料の資材供給林及び研修林において、高品位の資

材を確保し継続的に供給するために必要な管理に要する経費についての補助 

支援対象 所有者、管理団体 補助率 １／２ 等 

対象事業 

（１）下草刈り及び除草 

（２）剪定及び間伐 

（３）山焼き 

（４）病害虫及び害獣対策（捕獲、防護網等設置） 

（５）荒皮剥き 

（６）管理のために必要な設備（標識、説明板、境界標、囲い等）の設置 

（７）管理のために必要な通路の整備 

（８）管理のために必要な資料作成 

支援内容 
補助率１／２。 

補助率加算等あり。詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

離島での 
実績 

 

備 考 都道府県教育委員会に相談。随時。 

担当部署 文化庁文化資源活用課 

連絡先 03-6734-2834 

参照 HP http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/ 
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No. ③-4-24  R6 予算額 5,057 百万円 

事業名 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業 府省庁名 文化庁 

概 要 

史跡、名勝又は天然記念物の整備等を行うために必要な経費、登録記念物の整備等の設

計管理等を行うために必要な経費、及び古くから文物や人々の交流の舞台となってきた

古道・運河等とそれに沿う地域に残されている歴史的遺産の活用整備を図る事業に要す

る経費についての補助 

支援対象 所有者、管理団体、地方公共団体 補助率 １／２ 等 

対象事業 

（１）史跡等総合活用整備 

（２）登録記念物活用整備事業 

（３）歴史の道活用整備事業 

（４）石垣等緊急調査 

（５）（１）～（４）の事業実施に伴い必要となる普及・啓発事業 

詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

支援内容 
補助率１／２。 

補助率加算等あり。詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

離島での 
実績 

R1 横須賀市猿島 佐渡市 今治市能島 長崎市高島 長崎市端島 五島市 天草市  

R2 佐渡市 

R3 佐渡市 対馬市 長崎市高島 和泊町 知名町 

R4 横須賀市猿島 佐渡市 今治市能島 長崎市高島 長崎市端島 五島市 天草市 

R5 佐渡市 今治市能島 長崎市高島 長崎市端島 対馬市 五島市 壱岐市 天草市 

備 考 都道府県教育委員会に相談。随時。 

担当部署 文化庁文化資源活用課 

連絡先 075-451-9680 

参照 HP http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/ 
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No. ③-4-25  R6 予算額 500 百万円 

事業名 地域の特色ある埋蔵文化財活用事業 府省庁名 文化庁 

概 要 
地域の特色ある埋蔵文化財の総合的な公開活用を推進するために必要な経費についての

補助 

支援対象 地方公共団体等 補助率 １／２ 等 

対象事業 

（１）埋蔵文化財の公開及び整理・収蔵等を行うために必要な設備整備に係る事業 

（２）埋蔵文化財の普及・啓発に係る事業 

詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

支援内容 
補助率１／２。 

詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

離島での 
実績 

R1 壱岐市 南種子町 伊仙町 和泊町 知名町 

R3 佐渡市 伊仙町 

R4 佐渡市 壱岐市 伊仙町 

R5 佐渡市 壱岐市 伊仙町 南種子町 天城町 

備 考 都道府県教育委員会に相談。随時。 

担当部署 文化庁文化財第二課 

連絡先  075-451-4111 

参照 HP http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/ 

 

116



国
宝
重
要
文
化
財
等
保
存
・活
用
事
業
費
補
助
金

令
和
６
年
度
予
算
額

24
,5
98
百
万
円

（
前
年
度
予
算
額

25
,0
51
百
万
円
）

国
宝
・
重
要
文
化
財
（
建
造
物
）
を
次
世
代
に
継
承
す
る
た
め
の
修
理
や
、
自
然
災
害
等
か
ら
護
る
た
め
の

防
災
設
備
の
整
備
、
耐
震
診
断
等
に
対
す
る
補
助
を
行
う
。

・
国

宝
・
重

要
文
化
財
建
造
物
保
存
修
理
強
化
対
策

事
業

1
1
,3
3
4
百
万
円

（
1
1
,3
3
4
百
万

円
）

等

◆
美

術
工

芸
品
の

保
存

修
理

等
1
,
0
8
5
百

万
円
（

1
,
0
8
5
百

万
円

）

＜
主
な
施
策
＞

国
宝
・
重
要
文
化
財
（
美
術
工
芸
品
）
を
次
世
代
に
継
承
す
る
た
め
の
修
理
や
、
盗
難
等
に
よ
り
所
在
不
明
と

な
る
こ
と
や
、
自
然
災
害
か
ら
護
る
た
め
の
防
災
・
防
犯
設
備
等
の
整
備
に
対
す
る
補
助
を
行
う
。

◆
伝

統
的

建
造
物

群
基

盤
強

化
1
,5

67
百
万

円
（

1
,
56

7百
万

円
）

◆
建
造
物

の
保

存
修

理
等

1
1,

4
38
百

万
円
（

11
,
43

8百
万

円
）

国
民
共
有
の
財
産
で
あ
る
文
化
財
を
次
世
代
に
継
承
す
る
た
め
、
文
化
財
の
保
存
・伝
承
等
の
た
め
の
各
種
事
業
に
対
し
て
補
助
を

実
施
。

◆
史

跡
等

の
保
存

整
備

・
活

用
等

9
,1

06
百
万

円
（

9
,
55

4百
万

円
）

歴
史
上
、
学
術
上
価
値
の
高
い
史
跡
等
に
つ
い
て
、
保
存
と
活
用
を
図
る
た
め
の
事
業
を
行
う
所
有
者
、
管
理
団
体
等
に

対
す
る
補
助
を
充
実
し
、
保
存
整
備
や
活
用
等
を
推
進
す
る
。

・
歴

史
活
き

活
き
！
史
跡
等
総
合
活
用
整
備
事
業

5
,
0
5
7百

万
円
（

5
,
31
1百

万
円

）
等

伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
を
社
会
基
盤
と
し
て
捉
え
、
保
存
に
関
す
る
計
画
か
ら
防
災
対
策
ま
で
を
体
系
的
に

位
置
付
け
、
定
期
的
な
修
理
に
よ
る
個
々
の
伝
統
的
建
造
物
の
健
全
性
確
保
と
と
も
に
、
防
災
設
備
等
の
整
備
を

一
体
的
・
総
合
的
に
実
施
し
、
災
害
に
強
く
、
魅
力
的
な
ま
ち
づ
く
り
を
実
現
す
る
。

◆
無
形
文

化
財
の

伝
承

・
公

開
等

1
,2

4
0百

万
円
（

1,
24

4
百

万
円

）
芸
能
や
工
芸
技
術
の
無
形
文
化
財
、
風
俗
慣
習
や
民
俗
芸
能
等
の
民
俗
文
化
財
、
文
化
財
の
修
理
や
用
具
の
製
作
・
修

理
等
の
文
化
財
の
保
存
の
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
文
化
財
保
存
技
術
の
確
実
な
伝
承
等
を
図
る
た
め
に
必
要
な
支

援
を
行
う
。

＜
建
造
物
半
解
体
修
理
の
様
子
＞

重
要
文
化
財
本
隆
寺
本
堂

（
京
都
府
京
都
市
）

<
史
跡
及
び
名
勝
整
備
の
様
子
>

史
跡
及
び
名
勝
「三
徳
山
」の
庭
園

（
鳥
取
県
正
善
院
）

等
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No. ③-5  Ｒ６予算額 1,021 百万円 

事業名 

地域文化財総合活用推進事業 

（地域文化遺産・地域計画等、地域伝統行事・

民俗芸能等継承振興事業） 

府省庁名 文化庁 

概 要 
我が国の「たから」である地域の多様で豊かな文化遺産の活用を図ることにより、文化

振興とともに地域活性化に資することを目的とする。 

支援対象 

地域の文化遺産の所有者もしくは

保護団体（保存会等）等によって構

成される実行委員会等 

補助率 予算の範囲内において定額補助 

対象事業 

文化振興とともに地域活性化を推進するため、我が国の「たから」である地域の多様で

豊かな文化遺産を活用した、伝統芸能・伝統行事の公開・後継者養成、古典に親しむ活動

など、各地域の実情に応じた特色ある総合的な取組に対して補助を行うもの。 

 

（１）地域文化遺産・地域計画等 

①人材育成事業：地域の文化遺産を総合的に紹介するガイド等の人材育成 

②普及啓発事業：地域の文化遺産を普及啓発するための事業（発表会、展覧会、ワークシ

ョップ、シンポジウム等） 

③その他事業：地域の文化遺産を活用した地域活性化に資すると認められる事業 

（２）地域伝統行事・民俗芸能等継承振興事業 

①用具等整備事業：地域の伝統行事や民俗芸能に用いる用具の新調、修理 

②後継者養成事業：地域の伝統行事や民俗芸能の後継者の育成等 

③記録作成・情報整備事業：地域の伝統行事や民俗芸能の継承に用いるための記録映像

の作成、オンライン配信等の取組 

支援内容 

各地方公共団体が策定する、地域活性化に資する特色ある総合的な取組に関する実施計

画に基づき、実行委員会等が実施する事業に要する経費の全部又は一部を予算の範囲内

で補助するもの。 

離島での 
実績 

R５佐渡市（民謡大会の実施）など 

備 考 

・１０月頃に募集開始予定 

・実行委員会等が所在する地方公共団体及び都道府県を通じて応募（個別の団体からの

直接応募は不可） 

担当部署 文化庁参事官（生活文化創造担当） 

連絡先 075-451-4111（内線 9576） 

参照 HP http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/chiiki_kasseika/ 
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地
域
文
化
財
総
合
活
用
推
進
事
業

（
地
域
伝
統
行
事
・民
俗
芸
能
等
継
承
振
興
事
業
）

○
過
疎
化
や
少
子
高
齢
化
等
の
社
会
状
況
を背
景
とし
て
、地
域
の
伝
統
行
事
・民
俗
芸
能
等
の
担
い
手
や
資
金
が
不
足
し、
行
事
等
の
継
承
が
困
難
とな
って
い
る
。

○
担
い
手
や
資
金
の
不
足
を克
服
しよ
うと
す
る
地
域
の
伝
統
行
事
等
に
対
す
る
ソフ
ト面
・ハ
ー
ド面
で
の
支
援
を一
体
的
に
行
い
、地
域
の
伝
統
行
事
等
の
更
な
る
振
興
と次

世
代
へ
の
着
実
な
継
承
を図
る
。

現
状
・課
題

地
域
伝
統
行
事
の
基
盤
整
備
に
係
る
支
援
を
行
う。
支
援
に
当
た
って
は
、支
援
窓
口
と連
携
を
図

る
も
の
とす
る
。

事
業
内
容

令
和
６
年
度
予
算
額

42
1百
万
円

（
前
年
度
予
算
額

42
1百
万
円
）

件
数
・単
価

約
85
件
×
約
49
0万
円

事
業
開
始
年
度

令
和
3年
度

ア
ウ
トプ
ット
（
活
動
目
標
）

長
期
ア
ウ
トカ
ム
（
成
果
目
標
）

用
具
等
整
備
（
山
車
の
修
理
や
衣
装
の
新
調
等
を行
う事
業
）

後
継
者
養
成
（
保
存
会
会
員
等
を対
象
とし
た
技
術
練
磨
等
の
事
業
）

記
録
作
成
・情
報
整
備
（
記
録
の
作
成
・発
信
や
デ
ジ
タル
化
等
を行
う事
業
）

地
域
文
化
遺
産
の
総
合
的
な
取
組
や
地
域
伝
統
行
事
等
の
継
承
に
必
要
な
取
組
へ
の
支
援

補
助

文
化
庁

Ａ
団
体

山
車
の
修
理

B
団
体

記
録
作
成

実
行
委
員
会

地
方
公
共
団
体

（
実
施
計
画
策
定
）

支
援
窓
口

•
好
事
例
の
提
供

•
助
言

地
域
伝
統
行
事
等
へ
の
参
加
者
数

の
増
加

事
業
体
制

担
当
：
参
事
官
（
生
活
文
化
創
造
担
当
）
付

域
内
の
各
取
組
をと
りま
とめ
て
、実
施
計
画
を策
定

文
化
遺
産
の
保
護
団
体
等
で
構
成
され
る
実
行
委
員
会
（
１
地
方
公
共
団
体
当
た
り１
実

行
委
員
会
）

短
期
ア
ウ
トカ
ム
（
成
果
目
標
）

地
域
文
化
遺
産
の
担
い
手
確
保

•
課
題
・
取
組
情
報

•
開
催
情
報

※
担
い
手
や
資
金
の
確
保
、
情
報
発

信
等
の
持
続
可
能
な
基
盤
づ
く
り
に

係
る
取
組
（
支
援
窓
口
と
連
携
）

○
基
盤
整
備
に
係
る
支
援

【補
助
対
象
事
業
】

【補
助
事
業
者
】

【地
方
公
共
団
体
】

※
支
援
窓
口
との
連
携
が
必
須

令
和
5年
度
補
正
予
算
額

49
9百
万
円
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地
域
文
化
財
総
合
活
用
推
進
事
業

（
地
域
文
化
遺
産
・地
域
計
画
等
）

○
文
化
遺
産
は
、地
域
の
人
々
に
豊
か
さや
感
動
を与
え
る
とと
も
に
心
の
より
どこ
ろ
とし
て
、地
域
に

活
力
を与
え
る
国
民
共
有
の
財
産
で
あ
る
。

○
過
疎
化
や
少
子
高
齢
化
な
どに
よる
地
域
コミ
ュニ
テ
ィの
絆
や
文
化
財
の
担
い
手
不
足
で
、地
域

の
文
化
遺
産
が
消
失
の
危
機
に
あ
る
。

○
地
域
の
文
化
遺
産
は
、そ
の
適
切
な
保
存
・継
承
とと
も
に
、地
域
活
性
化
等
に
資
す
る
役
割
が
再

認
識
され
、そ
の
積
極
的
な
活
用
が
期
待
され
て
い
る
。

現
状
・課
題

事
業
内
容

令
和
6年
度
予
算
額

60
0百
万
円

（
前
年
度
予
算
額

70
1百
万
円
）

件
数
・単
価

約
10
5件
×
約
55
0万
円

事
業
開
始
年
度

令
和
元
年
度

ア
ウ
トプ
ット
（
活
動
目
標
）

短
期
ア
ウ
トカ
ム
（
成
果
目
標
）

地
域
伝
統
行
事
等
へ
の

参
加
者
数
の
増
加

長
期
ア
ウ
トカ
ム
（
成
果
目
標
）

地
域
文
化
遺
産
の
担
い
手
確
保

補
助
対
象
事
業

人
材
育
成
（
ボ
ラン
テ
ィア
ガ
イド
等
の
育
成
）

普
及
啓
発
（
伝
統
芸
能
等
の
公
開
、シ
ンポ
ジ
ウム
の
開
催
等
）

地
域
文
化
遺
産
の
総
合
的
な
取
組
や
地
域
伝
統
行
事
等
の
継
承
に
必
要
な
取
組
へ
の
支
援

支
援

文
化
庁

Ａ
団
体

ｼﾝ
ﾎﾟ
ｼﾞ
ｳﾑ
開
催

B
団
体

ガ
イ
ド
の
育
成

C
団
体

伝
統
芸
能
公
開

実
行
委
員
会

地
方
公
共
団
体

事
業
体
制

担
当
：
参
事
官
（
生
活
文
化
創
造
担
当
）
付

○
地
域
の
文
化
遺
産
を
核
とし
た
地
域
活
性
化

地
域
に
古
くか
ら継
承
され
て
い
る
当
該
地
域
に
固
有
の
文
化
遺
産
を活
用
した
、伝
統
行
事
・

伝
統
芸
能
等
の
公
開
や
シ
ンポ
ジ
ウム
の
開
催
な
ど、
特
色
あ
る
総
合
的
な
取
組
を支
援
す
る
。

地
方
公
共
団
体

実
施
計
画
を策
定
（
本
事
業
に
より
実
施
され
る
取
組
を手
段
とし
て
、目
標
を設
定
）

補
助
事
業
者

文
化
遺
産
の
保
護
団
体
等
で
構
成
され
る
実
行
委
員
会

民
俗
芸
能
大
会
の
開
催

ガ
イド
育
成
講
座
の
実
施
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No. ③-6  Ｒ６予算額 5,546 百万円 

事業名 学校における文化芸術鑑賞・体験推進事業 府省庁名 文化庁 

概 要 

小学校・中学校等において子供たちにトップレベルの文化芸術団体や芸術家による質の

高い様々な文化芸術を鑑賞・体験する機会を提供するとともに、芸術家による表現手法

を用いたワークショップ等を実施する。 

支援対象 
芸術団体と学校が芸術教育の一環

として行う巡回公演 
補助率 委託にて実施 

対象事業 

小学校・中学校等において子供たちにトップレベルの文化芸術団体や芸術家による質の

高い様々な文化芸術を鑑賞・体験する機会を提供するため、以下の事業を実施。 

 

学校巡回公演事業 

トップレベルの文化芸術団体を選定し、小学校・中学校等において実演芸術公演及び

ワークショップを実施。 

支援内容 
実施要領に基づき、学校芸術教育の一環として巡回公演を行う芸術団体に委託し、事業

を行うもの。 

離島での 
実績 

 R５ 学校巡回公演事業では、6 都県において子供たちにトップレベルの文化芸術団体

や芸術家による質の高い様々な文化芸術を鑑賞・体験する機会を提供するとともに、芸

術家による表現手法を用いたワークショップ等を実施した。（計４０件） 

備 考  

担当部署 文化庁参事官（芸術文化担当）付学校芸術教育室 

連絡先 03-6734-2835 

参照 HP http://www.kodomogeijutsu.go.jp/ 
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学
校
に
お
け
る
文
化
芸
術
鑑
賞
・体
験
推
進
事
業

現
状
・課
題

事
業
内
容

令
和

6年
度

予
算

額
5,

54
6百

万
円

（
前

年
度

予
算

額
5,

54
5百

万
円

）

担
当

：
参

事
官

（
芸

術
文

化
担

当
）

付

ア
ウ
トプ
ット
（
活
動
目
標
）

短
期
ア
ウ
トカ
ム
（
成
果
目
標
）

長
期
ア
ウ
トカ
ム
（
成
果
目
標
）

〈平
成
２
９
，
３
０
年
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
よ
り〉

総
則

に
お

い
て

、地
域

の
博

物
館

や
美

術
館

、劇
場

、音
楽

堂
等

の
施

設
の

活
用

を
 積

極
的

に
図

り、
鑑

賞
等

の
学

習
活

動
を

充
実

す
る

こと
が

示
され

て
い

る
。  

音
楽

で
は

、児
童

生
徒

が
地

域
の

実
態

に
応

じて
、学

校
内

及
び

公
共

施
設

な
どの

学
校

外
に

お
け

る
音

楽
活

動
 の

つ
な

が
りを

意
識

で
き

る
よ

うに
す

る
こと

が
記

載
され

、図
画

工
作

、美
術

で
は

、美
術

館
や

博
物

館
等

との
連

携
 に

つ
い

て
の

記
載

の
充

実
が

図
られ

て
い

る
。 

未
来

を
担

う子
供

た
ち

に
優

れ
た

文
化

芸
術

体
験

機
会

を
提

供
す

る
こと

に
よ

って
、豊

か
な

人
間

性
の

涵
養

を
図

る
とと

も
に

、
将

来
の

文
化

芸
術

の
担

い
手

や
観

客
育

成
等

に
資

す
る

。

各
家

庭
に

お
い

て
、経

済
的

な
格

差
や

文
化

に
対

す
る

意
識

の
差

等
に

よ
り生

じ
た

文
化

芸
術

体
験

格
差

の
解

消
の

た
め

、国
内

の
小

学
校

・中
学

校
・特

別
支

援
学

校
等

を
対

象
に

実
施

す
る

。

文
化

芸
術

団
体

に
よ

る
公

演
等

が
都

市
部

に
集

中
しな

い
よ

う、
過

疎
地

や
山

村
地

域
等

に
あ

る
学

校
に

通
う子

供
た

ち
も

等
しく

文
化

芸
術

体
験

を
享

受
で

き
る

よ
う努

め
る

。

障
害

者
芸

術
団

体
に

よ
る学

校
公

演
、障

害
の

あ
る

子
供

た
ち

や
院

内
学

級
等

の
子

供
た

ち
も

鑑
賞

し
や

す
い

公
演

の
提

供
を

充
実

させ
る

こと
に

よ
って

、共
生

社
会

の
実

現
へ

寄
与

す
る

。

芸
術

系
教

科
等

を
担

当
す

る
教

員
等

に
向

け
た

研
修

の
実

施
や

、新
た

に
芸

術
教

育
に

関
す

る
モ

デ
ル

事
業

を
実

施
す

る
こと

で
芸

術
教

育
の

充
実

に
つ

な
げ

る
。

将
来
の
文
化
芸
術
の

担
い
手
や
観
客
育
成

小
学
校
・中
学
校
・

特
別
支
援
学
校
等
を
対
象

文
化
芸
術
体
験

共
生
社
会
の
実
現

芸
術
教
育
の
充
実

①
学
校
巡
回
公
演

「舞
台

芸
術

等
総

合
支

援
事

業
」分

•
国

が
一

流
の

文
化

芸
術

団
体

を選
定

し、
小

学
校

・中
学

校
・特

別
支

援
学

校
等

に
お

い
て

実
演

芸
術

公
演

を実
施

。
•

山
間

、へ
き

地
、離

島
な

ど、
鑑

賞
機

会
に

恵
まれ

な
い

地
域

に
存

す
る

小
学

校
・中

学
校

・特
別

支
援

学
校

等
に

お
い

て
公

演
を実

施
。

件
数
：
1,
87
6公
演
（
予
定
）

②
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
公
演

•
小

学
校

、中
学

校
、特

別
支

援
学

校
等

に
お

い
て

、障
害

者
芸

術
団

体
に

よる
公

演
提

供
や

、障
害

の
あ

る
子

供
た

ち
や

院
内

学
級

等
の

子
供

た
ち

も
鑑

賞
しや

す
い

公
演

を体
育

館
等

で
実

施
。表

現
の

多
様

性
や

障
害

へ
の

理
解

を深
め

る
た

め
の

活
動

を支
援

。

件
数
：
20
0公
演
（
予
定
）

③
芸
術
家
の
派
遣

•
日

本
芸

術
院

会
員

含
む

個
人

又
は

少
人

数
の

芸
術

家
が

学
校

の
体

育
館

、講
堂

等
で

公
演

、講
話

、ワ
ー

クシ
ョッ

プ等
を実

施
。

•
各

都
道

府
県

の
教

育
委

員
会

と地
域

の
NP

O
法

人
等

が
連

携
し、

学
校

と芸
術

家
をコ

ー
デ

ィネ
ー

トし
、体

育
館

等
で

公
演

等
を実

施
。

件
数
：
2,
99
0公
演
（
予
定
）

④
文
化
施
設
等
活
用

•
地

域
の

美
術

館
、音

楽
ホ

ー
ル

等
の

文
化

施
設

を会
場

とし
、ア

ー
テ

ィス
トや

エデ
ュケ

ー
ター

等
が

協
力

す
る

こと
に

より
、複

数
校

の
子

供
た

ち
が

よ
り本

格
的

に
鑑

賞
・体

験
で

きる
活

動
を実

施
。

件
数
：
11
0公
演
（
予
定
）

⑤
コミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョン
能
力
向
上

•
芸

術
家

に
よ

る
表

現
手

法
を用

い
た

継
続

的
な

ワー
クシ

ョッ
プ等

で
、芸

術
家

に
よる

実
技

披
露

に
加

え
、児

童
・生

徒
が

小
集

団
で

協
働

して
、創

作
や

話
合

い
等

の
プロ

セ
ス

を重
視

し、
課

題
解

決
に

取
り組

む
活

動
を学

校
の

教
室

等
で

実
施

。
•

地
域

の
NP

O
法

人
等

が
学

校
と芸

術
家

をコ
ー

デ
ィネ

ー
トし

、教
室

等
で

継
続

的
な

ワー
クシ

ョッ
プ等

を実
施

。

件
数
：
20
0公
演
（
予
定
）

芸
術
教
育
に
お
け
る
芸
術
担
当
教
員
等
研
修

•
小

・中
・高

等
学

校
等

に
お

い
て

、芸
術

系
大

学
等

と連
携

し、
芸

術
系

教
科

等
を担

当
す

る
教

員
等

向
け

に
実

演
鑑

賞
な

ども
含

む
実

践
的

な
研

修
を

行
うこ

とで
、教

員
の

資
質

・能
力

の
向

上
を図

り、
芸

術
教

育
の

充
実

に
つ

な
げ

る
。

①
～
⑤
の
事
業
ス
キ
ー
ム

文 化 庁
学 校

文 化 芸 術 団 体 等

①
企
画

申
請
・

採
択

③
文
化
庁
が
マ
ッチ
ン
グ
した
団
体
に
よ
る

公
演
等
実
施

②
学
校

募
集
・

申
請
・

採
択

文 化 庁
学 校

文 化 芸 術 団 体 等

②
申
請
・

採
択

①
企
画

作
成

③
公
演
等

実
施

（ 事 務 局 ）

②
の

ス
キ

ー
ム

※
①

は
日

本
芸

術
文

化
振

興
会

に
て

実
施

③
、④

、⑤
の

ス
キ

ー
ム

•
巡

回
公

演
事

業
1,

87
6公

演
•

ユ
ニバ

ー
サ

ル
公

演
事

業
20

0公
演

•
芸

術
家

の
派

遣
事

業
2,

99
0公

演
•

文
化

施
設

等
活

用
事

業
11

0公
演

•
コミ

ュニ
ケ

ー
シ

ョン
能

力
向

上
事

業
20

0公
演

１
年

間
に

、ホ
ー

ル
・劇

場
、映

画
館

、美
術

館
・

博
物

館
な

どで
文

化
芸

術
を

直
接

鑑
賞

した
こと

が
な

い
子

供
の

割
合

（
文

化
に

関
す

る
世

論
調

査
）

→
目

標
30

％

豊
か

な
創

造
力

・想
像

力
を

養
うと

とも
に

、思
考

力
や

コミ
ュ

ニケ
ー

シ
ョン

能
力

な
ど社

会
人

とし
て

の
素

養
を

身
に

つ
け

る
こ

とで
、将

来
の

芸
術

家
や

観
客

層
を

育
成

、優
れ

た
文

化
芸

術
の

創
造

に
つ

な
げ

る

（ 事 務 局 ）
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No. ③-7-1  R6 予算額 23 百万円の内数 

事業名 

危機的な状況にある言語・方言の活性化・調査

研究事業（危機的な状況にある言語・方言サミ

ットの開催） 

府省庁名 文化庁 

概 要 

平成２１年２月にユネスコが指摘した危機的な状況にある８言語・方言(八丈方言が含まれ

る)や東日本大震災の被災地方言に関する調査結果，各地の継承のための取組事例等を紹介

するとともに，それぞれの言葉による語りの披露や危機言語・方言を使った活動や研究を

行っている方の講演等を通して，危機言語・方言の価値や，各地域における危機言語・方

言の保存・継承の活動について理解を深めていただき，「地域の宝」である言語・方言の危

機的な状況の改善につなげようとするもの。 

支援対象 都道府県 補助率 都道府県に支出委任をして実施 

対象事業 危機的な状況にある言語・方言サミットの開催 

支援内容 都道府県に支出委任 

離島での 
実績 

なし 

備 考 ・開催地となる対象地域は危機的な状況にある言語・方言を抱えている地域 

担当部署 文化庁国語課 

連絡先 03-6734-2839 

参照 HP 
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kokugo_shisaku/kikigengo/summit/index.

html 
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No. ③-7-2  R6 予算額 23 百万円の内数 

事業名 

危機的な状況にある言語・方言の活性化・調査研

究事業（消滅の危機にある方言の記録作成及び

啓発事業） 

府省庁名 文化庁 

概 要 

平成２１年２月にユネスコが指摘した危機的な状況にある８言語・方言(八丈方言が含まれ

る)や東日本大震災の被災地方言のうち，音声資料や映像資料をはじめ，保存・継承に必要

な調査研究が十分とは言えない地域の方言について，当該地域の方言の保存・継承に資す

るため，よりどころとなる基礎データの集積を中心とした実地調査及びその分析，方言の

保存・継承に資する諸研究や成果報告等を行うもの。 

支援対象 法人格を有する団体 補助率 委託事業として実施 

対象事業 消滅の危機にある方言の記録作成及び啓発事業の実施 

支援内容 

 

委託事業として実施 

 

離島での 
実績 

平成２５及び２６年度の危機言語・方言の実態に関する調査研究において，東京都八丈島，

青ヶ島での調査を実施 

備 考 
・調査研究の対象となるのは危機的な状況にある言語・方言を抱える地域 

・委託先は法人格を有する団体 

担当部署 文化庁国語課 

連絡先 03-6734-2839 

参照 HP 
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kokugo_shisaku/kikigengo/jitchichosa/ind

ex.html 
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0

危
機
的
な
状
況
に
あ
る
言
語
・方
言
の
活
性
化
・調
査
研
究
事
業

◆
ユ
ネ
ス
コ“
世
界
消
滅
危
機
言
語
地
図
”発
表
（
平
成
21
年
2月

）
→
日
本
の
８
言
語
（
一
般
の
認
識
で
は
1言

語
・7
方
言
）
が
消
滅
危
機

→
国
連
の
各
種
委
員
会
に
よ
る
勧
告
で
引
用

◆
ア
イヌ
政
策
推
進
会
議
の
報
告
、ア
イヌ
施
策
推
進
法
、基

本
的
な
方
針

→
国
に
よ
る
ア
イヌ
語
の
復
興
の
取
組

◆
東
日
本
大
震
災
か
らの
復
興
の
基
本
方
針
（
平
成
23
年
7月

）
→
被
災
地
の
方
言
の
再
興

背
景
・課
題

グ
ラフ
等
デ
ー
タ

危
機
言
語
の
保
存
・継
承
に
有
効
な
３
分
野
：
St
at
us
（
地
位
）
、C
or
pu
s（
核
）
、P
re
st
ig
e（
威
信
）
を
踏
まえ
た
取
組
。

・C
or
pu
s（
核
）
＝
誰
で
も
利
用
可
能
な
基
礎
デ
ー
タの
整
備

・P
re
st
ig
e（
威
信
）
＝
危
機
言
語
・方
言
へ
の
関
心
喚
起
、継

承
の
意
義
の
周
知

○
危
機
的
な
状
況
に
あ
る
言
語
・方
言
の
活
性
化
・調
査
研
究

保
存
・継
承
に
不
可
欠
な
記
録
を
欠
く危
機
方
言
の
記
録
作
成
・啓
発
、啓

発
事
業
、

研
究
者
と行

政
等
担
当
者
の
協
議
会
の
実
施
。

件
数
・単
価
：
記
録
作
成
・啓
発

２
箇
所
×
約
3.
5百

万
円

危
機
方
言
サ
ミッ
ト（

国
際
先
住
民
との
連
携
）
１
件
×
約
６
百
万
円

事
業
期
間
：
平
成
22
年
度
か
ら毎

年
度

○
ア
イ
ヌ
語
の
保
存
・継
承
に
必
要
な
ア
ー
カ
イ
ブ
化
事
業

消
滅
の
危
機
度
が
最
も
高
い
アイ
ヌ語

の
復
興
に
向
け
、保

存
・継
承
、学

習
に

資
す
る
環
境
を
整
え
る
た
め
、「
ア
ナ
ログ
資
料
の
デ
ジ
タル
化
」「
アー
カイ
ブ
作
成
支
援
」を
実
施
。

件
数
・単
価
：
ア
ナ
ログ
資
料
の
デ
ジ
タル
化

１
箇
所
×
約
5.
5百

万
円

ア
ー
カイ
ブ
作
成
支
援

１
箇
所
×
約
3.
4百

万
円

事
業
期
間
：
平
成
27
年
度
か
ら毎

年
度

文
化
庁
委
託
調
査
研
究
（
平
成
22
・2
4・
25
年
度
）

事
業
内
容

令
和
６
年
度
予
算
額

23
百
万
円

（
前
年
度
予
算
額

23
百
万
円
）

◆
St
at
us
（
地
位
=
公
的
な
位
置
付
け
）
分
野

ア
イヌ
施
策
振
興
法
（
平
成
31
年
法
律
第
16
号
）
（
→
ア
イヌ
語
の
位
置
付
け
）

学
習
指
導
要
領
（
平
成
29
年
告
示
）
解
説
（
→
方
言
の
位
置
付
け
）

文
化
芸
術
推
進
基
本
計
画
（
第
2期
）
（
令
和
５
年
3月
24
日
閣
議
決
定
）

（
→
危
機
言
語
・方
言
の
意
識
向
上
等
）

◆
Co
rp
us
（
核
=
言
語
的
基
礎
デ
ー
タや
教
材
等
）
分
野

ア
イヌ
語
ア
ー
カイ
ブ作

成
支
援
（
→
伝
統
的
ア
イヌ
語
教
材
整
備
）

消
滅
の
危
機
に
あ
る
方
言
の
記
録
作
成
・啓
発
（
→
基
礎
デ
ー
タ整

備
）

ア
イヌ
語
ア
ナ
ログ
資
料
の
デ
ジ
タル
化
（
→
Co
rp
us
の
基
盤
整
備
）

◆
Pr
es
tig
e（
威
信
=
社
会
的
な
イメ
ー
ジ
）
分
野

危
機
的
な
状
況
に
あ
る
言
語
・方
言
サ
ミッ
ト（

→
対
一
般
）

危
機
的
な
状
況
に
あ
る
言
語
・方
言
に
関
す
る
研
究
協
議
会
（
→
対
関
係
者
）

ユ
ネ
ス
コの
消
滅
危
機
度
の
評
定
尺
度
（
9項

目
・各
5点

満
点
）
に
基
づ
く危
機
度
の
判
定

ア
イ ヌ

八
丈

奄
美

国
頭

沖
縄

宮
古

八
重
山

与
那
国

被
災
地

評
定

平
均

1.
75 ～ 2.
63

2.
1 ～ 3.
1

2.
21 ～ 2.
5

2.
25

2.
3 ～ 2.
8

2.
0 ～ 2.
38

1.
8

1.
88 ～ 2.
13

2.
0 ～ 2.
8

判
定

極
め
て

深
刻

危
険

危
険

危
険

危
険

危
険

重
大
な
危

険
重
大
な
危
険

危
険

13
百
万
円

10
百
万
円

ユ
ネ
ス
コの
８
言
語
と被

災
地
方
言

を
対
象
に
、S
DG
sの
目
標
4
4-
7

（
文
化
多
様
性
を
重
視
）
や
、

国
連
・国
際
先
住
民
言
語
の
た
め

の
10
年
:2
02
2～

20
32
を
見
据
え
た

取
組
が
必
要
。 危
機
的
な
状
況
に
あ
る
言
語
・方
言
の
状
況
改
善

ア
ウ
トプ
ット
（
活
動
目
標
）

短
期
ア
ウ
トカ
ム
（
成
果
目
標
）

中
期
ア
ウ
トカ
ム
（
成
果
目
標
）

長
期
ア
ウ
トカ
ム
（
成
果
目
標
）

・２
年
ご
とに
３
地
点
以
上
の
基
礎
デ
ー
タの
追
加
、

啓
発
事
業
を
毎
年
度
1件

以
上
開
催
（
活
性

化
・調
査
研
究
）

・4
00
本
以
上
／
年
の
ア
ナ
ロ
グ
資
料
の
デ
ジ
タル

化
、1
時
間
以
上
／
年
の
ア
ー
カイ
ブ
用
資
料
の
文

字
化
・翻
訳
（
ア
イヌ
語
）

基
礎
デ
ー
タや
アー
カイ
ブへ
の

アク
セ
ス
数
増

・危
機
言
語
・方
言
の
存
在
に
関
す
る

認
知
度
の
上
昇

・危
機
言
語
・方
言
の
継
承
の

意
義
に
関
す
る
理
解
度
の
上
昇

基
礎
デ
ー
タや
ア
ー
カイ
ブ
へ
の

アク
セ
ス
数
増
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No. ③-8  R6 予算額 2,314 百万円 

事業名 重要文化財等防災施設整備事業 府省庁名 文化庁 

概 要 文化財所有者等に対して必要な防火対策、耐震対策等に係る施設整備についての補助 

支援対象 所有者、管理団体 補助率 １／２ 等 

対象事業 

（１）防災施設 

ア 消火施設、避雷施設、警報施設、防盗・防犯施設の設置工事 

イ 火除地設定、消防道路設置、防災倉庫等設置、保護柵設置、覆屋設置、防火壁、擁

壁、排水施設の設置工事 

ウ 耐震対策工事 

（２）保存活用施設（重要文化財（美術工芸品）及び重要有形民俗文化財に限る。） 

ア 耐火構造である保存施設又は保存活用施設の設置工事 

イ アに伴い、一体的に整備される展示設備、解説用設備の設置工事等 

ウ アに伴い、一体的に整備される温湿度調整設備工事、擁壁、排水施設工事等 

 

詳細な内容については参照 HP にある補助要項を参照 

支援内容 
補助率１／２。 

詳細は参照 HP にある補助要項を参照 

離島での 
実績 

令和 5 年度 長崎県五島市 久賀島 旧五輪教会堂（防災整備） 

備 考 都道府県教育委員会に相談。随時。 

担当部署 文化庁文化資源活用課 

連絡先 075-451-4111 

参照 HP http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/ 
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1

重
要
文
化
財
等
防
災
施
設
整
備
事
業

背
景
・課
題

文
化
財
は
次
世
代
に
継
承
す
べ
き重
要
な
国
民
の
財
産
とし
て
国
が
保
護
して
い
る
も
の
で
あ
り、
火
災
等
に
よる
滅
失
、震
災
等
に
よる
毀
損
等
が
発
生
しな
い
よう
、防
災
対
策
を充
実

す
る
必
要
が
あ
る
。ま
た
文
化
財
の
活
用
に
当
た
って
は
、見
学
者
等
の
安
全
を確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。こ
の
た
め
に
必
要
な
防
火
対
策
、耐
震
対
策
に
係
る
施
設
整
備
に
つ
い
て
補
助
を

実
施
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
補
助
率
：
最
大
８
５
％
）

事
業
内
容

・個
別
の
文
化
財
特
性
に
応
じた
防
火
施
設
の
整
備

・老
朽
化
また
は
、毀
損
した
防
火
施
設
の
更
新

・盗
難
や
放
火
等
の
不
審
者
か
ら文
化
財
を護
る
防
犯
施
設
整
備

・耐
火
構
造
の
保
存
活
用
施
設
の
整
備

・耐
震
性
能
の
劣
る
建
造
物
の
耐
震
対
策
工
事

・城
郭
の
防
火
、耐
震
対
策
等
の
整
備

初
期
消
火
、
火
災
の
拡
大
を

防
ぐ
た
め
の
消
火
栓
施
設
等

近
隣
火
災
か
ら
護
る
た
め
の

放
水
銃
、
ド
レ
ン
チ
ャ
ー
等

【対
象
文
化
財
】

・重
要
文
化
財
（
建
造
物
）
・重
要
文
化
財
（
美
術
工
芸
品
）

・重
要
有
形
民
俗
文
化
財
・史
跡
名
勝
天
然
記
念
物

・重
要
文
化
的
景
観
・重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区

早
期
発
見

延
焼
防
止

初
期
消
火

高
機
能
な
自
動
火
災
報
知
施
設
を

設
置
し
、
迅
速
に
初
期
消
火
へ

（
光
電
分
離
式

煙
感
知
器
）

（
Ｒ
型
受
信
機
）

（
易
操
作
性
１
号
消
火
栓
）

（
放
水
銃
）

松
江
城
天
守
の
木
製
格
子
壁
に
よる
補
強

老
朽
化
した
消
火
ポ
ンプ
の
更
新

令
和
５
年
度
末
時
点
の進
捗
（
国
土
強
靭
化
５
か年
加
速
化
対
策
関
係
）

（
令
和
３
年
～
５
年
の
見
込
み
）

○
防
火
対
策

建
造
物
：
６
７
件
を整
備
（
R５
.3
月
末
時
点
）

（
令
和
３
年
度
か
らの
進
捗
率
６
５
％
）

○
耐
震
対
策
：
７
２
件
の
整
備
に
着
手
（
R５
.3
月
末
時
点
）

（
令
和
３
年
度
か
らの
進
捗
率
６
９
％
）

○
防
火
対
策
（
令
和
6年
度
まで
に
）

建
造
物
：
不
特
定
多
数
の
者
が
入
場
す
る
世
界
遺
産
・

国
宝
の
対
策
進
捗
率
１
０
０
％
（
１
０
３
件
）

○
耐
震
対
策
（
令
和
7年
度
まで
に
）

不
特
定
多
数
の
者
が
滞
留
す
る
可
能
性
の
高
い
国
宝
・

重
要
文
化
財
建
造
物
２
０
７
件
の内
、耐
震
対
策
着

手
率
５
０
％
（
１
０
４
件
）

○
国
民
の
宝
で
あ
る
、国
宝
・重
要
文
化
財
建
造
物
や、

博
物
館
等
に保
管
の有
形
文
化
財
を、
焼
失
・滅
失
、毀
損

から
守
る。

○
見
学
者
等
の安
全
を確
保
する
こと
によ
り、
文
化
観
光
資
源

とし
ての
活
用
促
進
が図
られ
る。

ア
ウ
トプ
ット
（
活
動
目
標
）

短
期
ア
ウ
トカ
ム
（
成
果
目
標
）

長
期
ア
ウ
トカ
ム
（
成
果
目
標
）

【実
施
内
容
】

老
朽
化
対
策

耐
震
対
策

担
当
：
文
化
資
源
活
用
課

令
和
6年
度
予
算
額

2,
31
4百
万
円

（
前
年
度
予
算
額

1,
99
1百
万
円
）

補
助
事
業
者
：
所
有
者
、管
理
団
体
等

補
助
金
の
額
：
原
則
、補
助
対
象
経
費
の
1/
2

※
財
政
状
況
に
よる
補
助
率
の
加
算
あ
り（
最
大
35
％
）

令
和
5年
度
補
正
予
算
額

10
,3
60
百
万
円
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No. ④-1  R6 予算額 870 百万円 

事業名 地域雇用開発助成金 府省庁名 厚生労働省 

概 要 
雇用情勢が厳しい地域等において、事業所を設置・整備し、地域の求職者等を雇い入れた

場合に活用できる助成制度。 

支援対象 雇用保険の適用事業所の事業主 補助率 

事業所の設置･整備費用と増加した

対象労働者の数等に応じて一定額を

支給 

対象事業 

雇用情勢が厳しい地域等（※）で、事業所を設置・整備し、その地域に居住する求職者

等を雇い入れた事業主に対して助成する。（対象地域は、下記 URL を参照。） 

 ※ 特定有人国境離島地域、奄美群島及び小笠原諸島の事業所では、雇用情勢にかかわらず、

本助成金の活用が可能。 

支援内容 

○上記の要件を満たす事業主に対して、事業所の設置等費用と雇入れにより増加した労働

者数に応じて助成（１年ごとに３回支給）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※１ 中小企業事業主は、初回支給時、助成額の１／２の額を上乗せして支給 
※２ 創業の場合は、初回支給時に（ ）内の額を支給 
※３ 「地域活性化雇用創造プロジェクト」参加事業主が助成対象となる措置を講じた場合は

助成金の対象とするとともに、初回支給時、対象労働者１人当たり 50 万円を上乗せして
支給（１事業所あたりの上乗せ支給人数は 20 人が上限。）。 

※４ 「地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）」寄附事業主が助成対象となる措置を講じた
場合は、助成金の対象として支給 

※５ 大規模雇用開発計画に係る特例に該当する場合は、対象労働者の増加人数に応じて、最
高２億円を支給。 

離島での
実績 

R４：壱岐島（860 千円を支給。以下、支給額のみ記載。）、 
屋久島（4,750 千円） 

奄美群島（10,450 千円） 

備 考  

担当部署 厚生労働省職業安定局地域雇用対策課 

連絡先 03-3593-2580 

参照 HP 
（地域雇用開発助成金について） 
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/chiiki_koyou.ht
ml 
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２
事
業
の
概
要
・
ス
キ
ー
ム
・
実
施
主
体
等

地
域
雇
用
開
発
の
た
め
の
助
成
、
援
助
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
地
域
（
同
意
雇
用
開
発
促
進
地
域
）
等
に
お
い
て
、
事

業
所
の
設
置
・
整
備
を
行
う
と
と
も
に
地
域
求
職
者
等
を
雇
い
入
れ
た
事
業
主
に
対
し
て
助
成
を
行
い
、
地
域
的
な
雇
用
構
造
の
改
善
を
図
る
。

１
事
業
の
目
的

地
域
雇
用
開
発
助
成
金
（
地
域
雇
用
開
発
コ
ー
ス
）

令
和
６
年
度
当
初
予
算
額
8
.7

億
円
（
9
.5

億
円
）
※
（
）
内
は
前
年
度
当
初
予
算
額

同
意
雇
用
開
発
促
進
地
域
等
に
お
い
て
、
事
業
所
の
設
置
・
整
備
を
行
う
と
と
も
に
地
域
求
職
者
等
を
雇
い
入
れ
た
事
業
主
に
対
し

て
、
設
置
・
整
備
費
用
及
び
対
象
労
働
者
の
増
加
数
等
に
応
じ
て
一
定
額
を
助
成
す
る
（
１
年
ご
と
に
３
回
の
助
成
）
。

事
業
の
概
要

ス
キ
ー
ム

事
業
主

※
１

中
小
企
業
事
業
主
は
、
初
回
支
給
の
み
、
上
表
の
額
の
1
.5
倍
を
支
給

※
２

創
業
の
場
合
は
、
初
回
支
給
の
み
、
上
表
の
額
の
２
倍
を
支
給

※
３

「
地
域
活
性
化
雇
用
創
造
ﾌﾟ
ﾛｼ
ﾞｪ
ｸﾄ
」
参
画
事
業
主
が
助
成
対
象
と
な
る
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
、
助
成
金
の
対
象
と
す
る
と
と
も
に
、
初
回
支
給
時
、

対
象
労
働
者
１
人
あ
た
り
5
0
万
円
を
上
乗
せ
し
て
支
給

※
４

「
地
方
創
生
応
援
税
制
（
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
）
」
寄
附
事
業
主
が
助
成
対
象
と
な
る
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
、
助
成
金
の
対
象
と
し
て
支
給

※
５

大
規
模
雇
用
開
発
計
画
を
策
定
す
る
事
業
主
に
つ
い
て
は
、
上
表
の
額
に
か
か
わ
ら
ず
、
設
置
・
整
備
費
用
と
対
象
労
働
者
の
増
加
数
に
応
じ
て
、

最
高
2
億
円
を
支
給

雇
用
開
発
促
進
・
改
善
地
域
メ
ニ
ュ
ー

○
同
意
雇
用
開
発
促
進
地
域
（
下
記
全
て
の
要
件
を
満
た
し
、
か
つ
、
厚
生
労
働
大
臣
が
同
意
を
し
た
地
域
）

(1
)
「
最
近
３
年
間
の
有
効
求
職
者
数
／
労
働
力
人
口
」
が
全
国
平
均
以
上

(2
)
「
最
近
３
年
間
の
有
効
求
人
倍
率
」
又
は
「
最
近
１
年
間
の
有
効
求
人
倍
率
」
が
全
国
平
均
の
２
／
３
以
下

た
だ
し
、
全
国
平
均
の
２
／
３
が
１
以
上
の
場
合
は
１
、
０
．
６
７
未
満
の
場
合
は
０
．
６
７
以
下

○
最
近
１
年
間
の
有
効
求
人
倍
率
が
１
倍
未
満
の
過
疎
・
離
島
地
域
等
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
地
域

特
定
有
人
国
境
離
島
地
域
等
メ
ニ
ュ
ー

○
関
係
法
に
基
づ
く
特
定
有
人
国
境
離
島
地
域
、
奄
美
群
島
及
び
小
笠
原
諸
島

実
施
主
体

都
道
府
県
労
働
局

対
象
地
域

助
成
内
容

令
和
4
年
度
支
給
額
：
8
億
円

実
績

設
置
・
整
備
費
用

対
象
労
働
者
の
増
加
人
数

3
（
２
）
～
4
人

（
注
）
括
弧
は
創
業
の
場
合

5
～
9
人

1
0
～
1
9
人

2
0
人
～

3
0
0
万
円
以
上

5
0
万
円

8
0
万
円

1
5
0
万
円

3
0
0
万
円

1
,0
0
0
万
円
以
上

6
0
万
円

1
0
0
万
円

2
0
0
万
円

4
0
0
万
円

3
,0
0
0
万
円
以
上

9
0
万
円

1
5
0
万
円

3
0
0
万
円

6
0
0
万
円

5
,0
0
0
万
円
以
上

1
2
0
万
円

2
0
0
万
円

4
0
0
万
円

8
0
0
万
円

設
置
・
整
備
費
用
と
対
象
労
働
者
の
増
加
数
に
応
じ
て
、
下
表
の
額
を
助
成

事
業
所
設
置
・
整
備

※
3
0
0
万
円
以
上

対
象
労
働
者
の
雇
入
れ

※
3
人
以
上

(創
業
の
場
合
は
2
人
以
上
)

② 労
働
局

①
計 画 書 の

提 出
③

④
完 了 届 ・

支 給 申 請

書 の 提 出

支 給

※
計
画
書
の
提
出
日
か
ら
1
8
か
月
経
過
す
る
日
ま
で
に
実
施
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No. ④-2  R6 予算額 1,176 百万円 

事業名 地域雇用活性化推進事業 府省庁名 厚生労働省 

概 要 

雇用機会が不足している地域や過疎化が進んでいる地域等の市町村、経済団体等から構成

される協議会が地域の特性を生かして提案する「魅力ある雇用」や「それを担う人材」の

維持・確保を図るための創意工夫ある取組について、コンテスト方式により選抜・委託し

た上で実施する。 

支援対象 
地域の関係者（市町村、経済団体等）

から構成される協議会 
補助率 １／１（委託事業） 

対象事業 

地域の特性を生かした重点分野を設定のうえ、以下の雇用対策事業を実施する。 

（１）事業所の魅力向上、事業拡大の取組 

魅力的な雇用の確保を図る講習会等の実施 

（２）人材育成の取組 

地域の人材ニーズ等を踏まえた求職者の能力開発や人材育成を図る講習会等の実施 

（３）就職促進の取組 

上記（１）（２）を利用した事業主・求職者や UIJ ターン就職希望者等を対象とした面

接会等によるマッチング支援の実施 

支援内容 
１地域あたり各年度 4,000 万円（複数の市町村で実施する場合は１地域あたり 2,000 万

円を加算（加算上限１億円））を上限として、委託費を支出。事業期間は３年度以内。 

離島での 
実績 

【R3～】呉市、宮古島市 

【R4～】小豆郡地域（土庄町、小豆島町）、延岡市、薩摩国地域（薩摩川内市 ほか） 

【R5～】天草地域（天草市、上天草市 ほか）、奄美大島地域（奄美市、大和村、宇検村、

瀬戸内町、龍郷町） 

備 考 

（令和 6 年度のスケジュール予定） 

・４月上旬～６月上旬 企画書募集 

・７月中旬～８月中旬 外部の有識者を含む委員会での企画書の審査 

・８月下旬 選定結果の通知 

・10 月～ 委託契約の締結、事業開始 

担当部署 厚生労働省職業安定局地域雇用対策課 

連絡先 03-3593-2580 

参照 HP https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03839.html 
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雇
用
機
会
が
不
足
し
て
い
る
地
域
や
過
疎
化
が
進
ん
で
い
る
地

域
等
に
よ
る
、
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
「
魅
力
あ
る
雇
用
」

や
「
そ
れ
を
担
う
人
材
」
の
維
持
・
確
保
を
図
る
た
め
の
創
意

工
夫
あ
る
取
組
を
支
援
す
る
。

○
地
域
の
課
題
・
実
情
や
地
域
企
業
、
求
職
者
の
ニ
ー
ズ
・
シ
ー
ズ
を
把
握
し
た
上
で
、
事
業
構
想
を
策
定

○
地
域
が
提
案
す
る
事
業
構
想
の
中
か
ら
、
「
魅
力
あ
る
雇
用
や
人
材
の
維
持
・
確
保
効
果
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
」

や
「
地
域
の
産
業
及
び
経
済
の
活
性
化
等
が
期
待
で
き
る
も
の
」
を
コ
ン
テ
ス
ト
方
式
で
選
抜

【
実
施
規
模
】
各
年
度
４
千
万
円
（
複
数
市
町
村
で
連
携
す
る
場
合
、
1
地
域
あ
た
り
２
千
万
円
／
加
算
（
加
算
上
限
1
億
円
／
年
）
）

【
実
施
期
間
】
3
年
度
以
内

【
事
業
実
績
（
就
職
件
数
等
）
】
3
,0
1
3
人
（
令
和
４
年
度
）

地
域
雇
用
活
性
化
推
進
事
業

令
和
６
年
度
当
初
予
算
額
1
2
億
円
（
1
2
億
円
）
※
（
）
内
は
前
年
度
当
初
予
算
額

１
事
業
の
目
的

２
事
業
の
概
要

①
事
業
構
想
提
案

支
援

地
域
雇
用
創
造
協
議
会
【実
施
主
体
】

（
（
※
）
は
必
須
）

市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
）
（
※
）

複
数
の
市
町
村
で
の
実
施
可
能

地
域
の
経
済
団
体
（
※
）

都
道
府
県

外
部
有
識
者

（
地
元
大
学
の
教
授
等
）

②
選
抜
④
評
価

③
委
託

厚
生
労
働
省

事
業
選
抜
・評
価
委
員
会

都
道
府
県
労
働
局

地
域
雇
用
活
性
化
推
進
事
業
地
域
支
援
ア
ドバ
イ
ザ
ー

Ａ
事
業
所
の
魅
力
向
上
、

事
業
拡
大
の
取
組

Ａ
事
業
所
の
魅
力
向
上
、

事
業
拡
大
の
取
組

魅
力
あ
る
雇
用
の
確
保
を
図
る
講
習
会

等
の
実
施

新
分
野
進
出
、
販
路
拡
大
、
生
産
性
向

上
に
必
要
な
技
術
、
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ぶ

講
習
会

意
欲
あ
る
企
業
が
行
う
新
分
野
進
出
等

の
取
組
へ
の
伴
走
型
支
援
等

魅
力
あ
る
雇
用
の
確
保
・拡
大

Ｂ
人
材
育
成
の
取
組

Ｂ
人
材
育
成
の
取
組

地
域
の
人
材
ニ
ー
ズ
等
を
踏
ま
え
た
求

職
者
の
能
力
開
発
や
人
材
育
成
を
図
る

講
習
会
等
の
実
施

地
域
農
産
品
の
知
識
・
取
扱
い
・
加
工

等
や
職
業
ス
キ
ル
（
IT
、
接
遇
等
）
を

学
ぶ
講
習
会
（
オ
ン
ラ
イ
ン
型
を
含

む
）

地
域
企
業
に
お
け
る
職
場
体
験
等

ス
キ
ル
ア
ップ
・人
材
の
確
保

ス
キ
ル
ア
ップ
・人
材
の
確
保

Ｃ
就
職
促
進
の
取
組

Ａ
、
Ｂ
を
利
用
し
た
事
業
主
・
求
職
者
や
U
IJ
タ
ー
ン
就
職
希
望
者
を
対
象

に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
連
携
し
た
説
明
会
等
の
実
施

合
同
企
業
説
明
会
・
就
職
面
接
会
等

面
接
会
等
に
よ
る
マ
ッチ
ン
グ

面
接
会
等
に
よ
る
マ
ッチ
ン
グ

事
業
所
向
け

求
職
者
向
け

地
域
雇
用
活
性
化
推
進
事
業
支
援
コン
サ
ル
タ
ン
ト

Ⅰ
．
雇
用
機
会
不
足
地
域
（
次
の
①
、
②
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
地
域
）

①
最
近
３
年
間
（
平
均
）
又
は
最
近
１
年
間
（
平
均
）
の
地
域
の
有
効
求
人
倍
率
が
全
国
平
均
（
１
を
超
え
る
場
合
に
は
1
.0
0
。
0
.6
7
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
0
.6
7
）
以
下
で
あ
る
こ
と

②
最
近
３
年
間
（
平
均
）
又
は
最
近
１
年
間
（
平
均
）
の
地
域
の
有
効
求
人
倍
率
が
１
未
満
で
あ
っ
て
、
最
近
５
年
間
で
人
口
が
全
国
平
均
以
上
に
減
少
し
て
い
る
こ
と

Ⅱ
．
過
疎
等
地
域

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
３
年
３
月
3
1
日
法
律
第
1
9
号
）
に
よ
る
過
疎
地
域
や
重
大
な
災
害
の
被
害
を
受
け
た
地
域
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
別
途
定
め
る
地
域

対
象
地
域

３
事
業
の
ス
キ
ー
ム
・
実
施
主
体
等

労
働
局
・ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
・

都
道
府
県
の
施
策

地
域
の
経
済
団
体

市
町
村
の
施
策

連
携

連
携
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No. ④-3  R６予算額 46,479 百万円 

事業名 民間機関を活用した多様な職業訓練機会の確保 府省庁名 厚生労働省 

概 要 
求職中の方を対象として、就職に必要な技能及び知識の習得を図るため、民間教育訓練機

関等を活用して公共職業訓練（離職者に対する委託訓練）及び求職者支援訓練を実施。 

支援対象 都道府県、民間団体 補助率  

対象事業 

（１）公共職業訓練（離職者に対する委託訓練） 

  主に雇用保険受給者を対象として、職業訓練を実施し再就職を支援。 

 

（２）求職者支援訓練 

  主に雇用保険を受給できない方（特定求職者）を対象として、職業訓練を実施し再就

職を支援。 

支援内容 

（１）は都道府県と民間教育訓練機関等における委託契約に基づき、訓練実績に応じて民

間教育訓練機関等に対し委託費を支払う。 

（２）はあらかじめ認定を受けた職業訓練（認定に関する事務は独立行政法人高齢・障害・

求職者雇用支援機構が実施）について、訓練実績に応じて民間教育訓練機関等に対し奨

励金を支払う。 

離島での 
実績 

 Ｒ４ 佐渡島、福江島、対馬 など 

備 考  

担当部署 厚生労働省人材開発統括官訓練企画室 

連絡先 TEL 03-3595-3356 

参照 HP 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/rishokusha.ht

ml 
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民
間
機
関
を
活
用
し
た
多
様
な
職
業
訓
練
機
会
の
確
保

公 共 職 業 訓 練 （ 離 職 者 向 け 職

業 訓 練 ）

求 職 者 支 援 訓 練 （ 求 職 者 支 援

制 度 に お け る 職 業 訓 練 ）

○
主
に
雇
用
保
険
を
受
給
で
き
な
い
方
（
例
え
ば
非
正
規
雇
用
労
働
者
や
就
業
経
験
の
無
い
者
等
）
に

対
し
て
、
基
礎
的
能
力
か
ら
実
践
的
能
力
ま
で
を
一
括
し
て
付
与
す
る
職
業
訓
練
を
実
施

➢
受
講
者
の
多
様
な
状
況
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
基
礎
的
能
力
の
み
を
付
与
す
る
訓
練
も
設
定

○
実
施
機
関
：
民
間
教
育
訓
練
機
関
等
（
訓
練
コ
ー
ス
ご
と
に
厚
生
労
働
大
臣
が
認
定
）

訓
練
コ
ー
ス
：
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ソ
コ
ン
基
礎
科
、
介
護
職
員
初
任
者
養
成
科
等

訓
練
期
間
：
２
～
６
か
月

※
訓
練
期
間
中
、
収
入
・
資
産
な
ど
一
定
要
件
を
満
た
す
方
に
職
業
訓
練
受
講
給
付
金
を
支
給

○
主
に
雇
用
保
険
受
給
者
（
例
え
ば
一
定
の
職
業
経
験
を
有
し
、
基
礎
的
な
能
力
を
有
す
る
者
）
に
対
し

て
、
実
践
的
能
力
を
習
得
す
る
職
業
訓
練
を
実
施

＜
委
託
訓
練
＞
（
委
託
元
は
都
道
府
県
）

・
委
託
先
：
民
間
教
育
訓
練
機
関
等

・
訓
練
コ
ー
ス
：
事
務
基
本
科
、
介
護
福
祉
士
養
成
科
等

・
訓
練
期
間
：
標
準
３
か
月
（
最
長
２
年
）
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No. ④-4 
 

R６当初予算 
7,525,256 千円＋

4,225,152 千円の内数 

事業名 へき地保健医療対策 府省庁名 厚生労働省 

概 要 へき地における医療提供体制の確保に必要な経費を補助する。 

支援対象 
へき地診療所、へき地医療拠点病院

等 
補助率 １／２等 

対象事業 

【運営事業】 

（１）へき地の住民に医療を提供する「へき地診療所」や、へき地診療所を支援する「へ

き地医療拠点病院」の運営に必要な経費を補助する。 

（２）へき地の住民に対し巡回診療を実施する「へき地巡回診療車（船・航空機）」の運

行に必要な経費を補助する。 

（３）へき地の住民を近隣の医療機関まで輸送する「へき地患者輸送車（艇・航空機）」

の運行に必要な経費を補助する。                   など 

 

【設備整備事業】 

（４）「へき地診療所」や「へき地医療拠点病院」の医療機器整備に必要な経費を補助す

る。 

（５）「へき地巡回診療車（船）」の整備に必要な経費を補助する。 

（６）「へき地患者輸送車（艇）」の整備に必要な経費を補助する。            など 

 

【施設整備事業】 

（７）「へき地診療所」や「へき地医療拠点病院」の施設整備に必要な経費を補助する。                              

など 

支援内容 

（１）補助率：１／２、２／３、３／４ 

（２）補助率：１／２ 

（３）補助率：１／２ 

（４）補助率：１／２、３／４ 

（５）補助率：１／２ 

（６）補助率：１／２ 

（７）補助率：１／２ 

離島での 
実績 

【令和４年度実績】 

○運営事業   島後、大入島等（168 施設） 

○設備整備事業 小値賀島、屋久島等（55 施設） 

○施設整備事業 新島、三宅島等（10 施設） 

備 考  

担当部署 厚生労働省医政局地域医療計画課医師確保等地域医療対策室 

連絡先 03-3595-2186 

参照 HP https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20900.html 
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(1
)
へ
き
地
医
療
支
援
機
構
の
運
営

２
５
９
百
万
円

都
道
府
県
単
位
の
広
域
的
な
支
援
体
制
を
図
る
た
め
、
各
都
道
府
県
に
「
へ
き
地
医
療
支
援
機
構
」
を

設
置
し
、
支
援
事
業
の
企
画
、
調
整
及
び
医
師
派
遣
の
実
施
等
を
補
助
す
る
。

(2
)
へ
き
地
医
療
拠
点
病
院
等
の
運
営

６
，
６
０
６
百
万
円

へ
き
地
に
お
け
る
医
療
の
提
供
な
ど
支
援
事
業
を
実
施
す
る
医
療
機
関
等
の
運
営
に
必
要
な
経
費
を

補
助
す
る
。

ア
へ
き
地
医
療
拠
点
病
院
運
営
費

イ
へ
き
地
保
健
指
導
所
運
営
費

ウ
へ
き
地
診
療
所
運
営
費
（
国
保
直
診
分
（
保
険
局
計
上
分
）
含
む
）

エ
へ
き
地
診
療
所
医
師
派
遣
強
化
事
業

(3
)
へ
き
地
巡
回
診
療
の
実
施

１
５
０
百
万
円

無
医
地
区
等
の
医
療
の
確
保
を
図
る
た
め
、
医
師
等
の
人
件
費
及
び
巡
回
診
療
車
等
の
運
行
に
必
要

な
経
費
を
補
助
す
る
。

ア
へ
き
地
巡
回
診
療
車
（
船
）
（
医
科
・
歯
科
）

イ
へ
き
地
巡
回
診
療
航
空
機
（
医
科
）

ウ
離
島
歯
科
診
療
班

(4
)
産
科
医
療
機
関
の
運
営

２
８
１
百
万
円

分
娩
可
能
な
産
科
医
療
機
関
を
確
保
す
る
た
め
産
科
医
療
機
関
の
運
営
に
必
要
な
経
費
を
補
助
す
る
。

(5
)
へ
き
地
患
者
輸
送
車
（
艇
・
航
空
機
）
運
行
支
援
事
業

２
２
９
百
万
円

無
医
地
区
等
の
医
療
の
確
保
を
図
る
た
め
、
無
医
地
区
等
か
ら
近
隣
医
療
機
関
等
の
輸
送
に
必
要
な

経
費
を
補
助
す
る
。

ア
へ
き
地
患
者
輸
送
車
（
艇
）

イ
メ
デ
ィ
カ
ル
ジ
ェ
ッ
ト
（
へ
き
地
患
者
輸
送
航
空
機
）

な
ど

２
内

容

補
助
対
象
事
業
《
メ
ニ
ュ
ー
区
分
》
（
事
業
実
施
主
体
）

へ
き
地
医
療
拠
点
病
院
（
公
立
・
公
的
・
民
間
・
独
法
）

へ
き
地
診
療
所
（
公
立
・
公
的
・
民
間
・
独
法
）

へ
き
地
患
者
輸
送
車
（
艇
）
（
公
立
・
公
的
・
民
間
・
独
法
）

へ
き
地
巡
回
診
療
車
（
船
）
（
公
立
・
公
的
・
民
間
・
独
法
）

へ
き
地
・
離
島
診
療
支
援
シ
ス
テ
ム
（
公
立
・
公
的
・
民
間
・
独
法
）

な
ど

３
補
助
対
象

２
要

旨

補
助
対
象
事
業
《
メ
ニ
ュ
ー
区
分
》
（
事
業
実
施
主
体
）

へ
き
地
医
療
拠
点
病
院
（
公
立
・
公
的
・
民
間
・
独
法
）

へ
き
地
診
療
所
（
公
立
・
公
的
・
民
間
・
独
法
）

な
ど

へ
き
地
保
健
医
療
対
策
予
算
の
概
要

医
療
施
設
等
設
備
整
備
費
補
助
金
の
概
要

１
予
算
額

へ
き
地
・
離
島
な
ど
の
過
疎
地
の
住
民
に
対
す
る
医
療
の
確
保
及
び
臨
床
研
修
医
の
研
修
環
境

の
充
実
等
を
図
る
た
め
、
医
療
施
設
や
臨
床
研
修
病
院
等
の
設
備
整
備
を
支
援
す
る
も
の
。

医
療
施
設
等
施
設
整
備
費
補
助
金
の
概
要

１
予
算
額

【
令
和
５
年
度
予
算
額
】

【
令
和
６
年
度
予
算
額
】

２
０
．
７
億
円

→
１
７
．
８
億
円

１
予
算
額

【
令
和
５
年
度
予
算
額
】

【
令
和
６
年
度
予
算
額
】

７
４
．
９
億
円

→
７
５
．
３
億
円

２
要

旨

【
令
和
５
年
度
予
算
額
】

【
令
和
６
年
度
予
算
額
】

２
４
．
５
億
円

→
２
４
．
５
億
円

へ
き
地
・
離
島
な
ど
の
過
疎
地
の
住
民
に
対
す
る
医
療
の
確
保
及
び
臨
床
研
修
医
の
研
修
環
境

の
充
実
等
を
図
る
た
め
、
医
療
施
設
や
臨
床
研
修
病
院
等
の
施
設
整
備
を
支
援
す
る
も
の
。

３
補
助
対
象

へ
き
地
保
健
医
療
対
策
関
係
予
算
に
つ
い
て

医
政
局
地
域
医
療
計
画
課

（
2
5
5
1
）
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No. ④-5  R６当初予算 1.4 億円 

事業名 遠隔医療設備整備事業 府省庁名 厚生労働省 

概 要 
遠隔医療（遠隔病理診断・遠隔画像診断及び助言・オンライン診療）の実施に必要なコン

ピューター機器・通信機器等の整備に対する補助事業 

支援対象 

➀都道府県が行う遠隔医療設備整

備事業 

②市町村等、厚生労働大臣の認める

者が開設する医療施設が行う遠隔

医療設備整備事業に対して都道府

県が補助する事業 

補助率 １／２ 

対象事業 

遠隔医療の実施に必要なコンピューター及び付属機器等の購入費 

１ 遠隔病理診断     （１）支援側医療機関 （２）依頼側医療機関 

２ 遠隔画像診断及び助言 （１）支援側医療機関 （２）依頼側医療機関 

３ オンライン診療 

※ただし、オンライン診療については、保険診療を目的に行う整備に限ることとし、 

自由診療を目的とする者が行う整備は除くものとする。 

支援内容 

１ （１）4,598 千円  （２）14,198 千円 

２ （１）16,390 千円  （２）14,855 千円 

３ 8,250 千円 

いずれも、上記金額を基準額として、補助率１／２（基準額の半額を補助上限とする。） 

離島での 
実績 

― 

備 考  

担当部署 厚生労働省医政局総務課 

連絡先 ０３－３５９５－２１８９ 

参照 HP https://www.mhlw.go.jp/stf/index_0024.html 
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３
実
施
主
体
等

２
事
業
の
概
要
・
ス
キ
ー
ム

１
事
業
の
目
的

令
和
６
年
度
当
初
予
算
額
1
.4
億
円
（
4
.0
億
円
）
※
（
）
内
は
前
年
度
当
初
予
算
額

こ
の
事
業
は
、
情
報
技
術
を
応
用
し
た
遠
隔
医
療
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
療
の
地
域
格
差
を
解
消
し
、
医
療
の
質
及
び
信
頼
性
を

確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

情
報
通
信
機
器
を
活
用
し
て
病
理
画
像
・
Ｘ
線
画
像
等
を
遠
隔
地
の
医
療
機
関
に
伝
送
し
、
専
門
医
の
診
断
・
助
言
を
得
る
こ
と
で
、
適
切

な
対
応
を
可
能
と
す
る
。
ま
た
、
患
者
の
通
院
負
担
軽
減
や
医
師
の
移
動
負
担
軽
減
、
医
療
資
源
の
柔
軟
な
活
用
な
ど
の
観
点
か
ら
、
情

報
通
信
機
器
を
活
用
し
て
、
医
師
と
患
者
間
に
お
け
る
遠
隔
地
か
ら
の
診
療
を
行
う
。

○
実
施
主
体
：
都
道
府
県
、
市
町
村
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
め
る
者

○
補
助
率
：
２
分
の
１

○
補
助
対
象
経
費
：
遠
隔
医
療
の
実
施
に
必
要
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
及
び
附
属
機
器
等
の
購
入
費

○
補
助
基
準
額
：
遠
隔
病
理
診
断
（
支
援
側
4
,5
9
8
千
円
、
依
頼
側
14
,1
9
8
千
円
）
、
遠
隔
画
像
診
断
及
び
助
言
（
支
援
側
1
6
,3
90
千
円
、
依
頼
側
1
4
,8
55
千
円
）、

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
（
※
）
装
置
（
8
,2
5
0
千
円
）
※
保
険
診
療
を
目
的
に
行
う
整
備
に
限
る
。

※
医
療
施
設
等
設
備
整
備
費
補
助
金
の
メ
ニ
ュ
ー
予
算

遠
隔
画
像
診
断

【
概
要
】
Ｘ
線
写
真
や
Ｍ
Ｒ
Ｉ
画
像
な
ど
、
放
射
線
科
で
使
用

さ
れ
る
画
像
を
通
信
で
伝
送
し
、
遠
隔
地
の
専
門
医
が

診
断
を
行
う
。

【
効
果
】
専
門
医
に
よ
る
高
度
で
専
門
的
な
診
断
を
受
け
ら

れ
る
。

大
学
病
院
等

地
域
病
院

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

CT
、

M
RI
画
像
登
録

読
影
ﾚﾎ
ﾟｰ
ﾄ受
領

CT
、

M
RI
画
像
読
込

読
影
結
果
登
録

医
師
ー
医
師
間

(D
to

 D
)

遠
隔
相
談

【
概
要
】
画
像
を
見
な
が
ら
遠
隔
地
の
医
師
と
の
症
例
検
討

を
行
う
な
ど
、
医
師
等
に
指
導
を
行
う
。

【
効
果
】
医
療
の
地
域
間
格
差
の
解
消
、
患
者
や
そ
の
保
護

者
な
ど
の
安
心
感
向
上
に
つ
な
が
る
。

専
門
医
(小
児
科
医
な
ど
)

専
門
医
の
い
る
病
院

患
者
の
い
る

地
域
の
病
院

地
域
の
医
師

遠
隔
病
理
診
断

【
概
要
】
体
組
織
の
画
像
や
顕
微
鏡
の
映
像
を
送
受
信
す
る

な
ど
し
、
遠
隔
地
の
医
師
が
、
特
に
手
術
中
に
リ
ア
ル

タ
イ
ム
に
遠
隔
診
断
を
行
う
。

【
効
果
】
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
手
術
範
囲
の
決
定
な
ど
専
門
医
の

判
断
を
仰
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。

医
師
ー
医
師
間

(D
 to

 D
) 手
術
執
刀
医
側

電
動
顕
微
鏡

担
当
医

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

顕
微
鏡
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

顕
微
鏡
操
作

ｺﾝ
ﾄﾛ
ｰﾗ
ｰ

専
門
医
(病
理
医
)側

顕
微
鏡
動
画
像

映
像
／
音

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

医
師
ー
患
者
間

(D
 to

 P
、

D 
to

 P
 w

ith
 N

 等
)

遠
隔
診
療
（
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
）

遠
隔
診
療
（
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
）

【
概
要
】

医
師
－
患
者
間
に
お
い
て
、
情
報
通
信
機
器
を
通
し

て
、
患
者
の
診
察
及
び
診
断
を
行
い
診
断
結
果
の
伝

達
や
処
方
等
の
診
療
行
為
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
行
う
。

【
効
果
】
医
療
に
対
す
る
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
を
確
保
し
、

よ
り
よ
い
医
療
を
得
ら
れ
る
機
会
を
増
や
す
こ
と
が

で
き
る
。

患
者

医
師

指
示

診
察

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

地
域
医
療
の
充
実
の
た
め
の
遠
隔
医
療
補
助
事
業
（
遠
隔
医
療
設
備
整
備
事
業
）
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No. ④-6  R６当初予算 ９５億円 

事業名 ドクターヘリ導入促進事業 府省庁名 厚生労働省 

概 要 
地域において必要な救急医療が適時適切に提供できる体制の構築を目指し、早期の治

療開始、迅速な搬送を可能とするドクターヘリの運航体制を確立する。 

支援対象 都道府県（救命救急センター） 補助率 １／２ 

対象事業 ドクターヘリの運航に必要な経費を補助する。 

支援内容  補助率：１／２ 

離島での 
実績 

－ 

備 考  

担当部署 厚生労働省医政局地域医療計画課救急・周産期医療等対策室 

連絡先 TEL 03-3595-2185 

参照 HP  
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○
導
入
状
況
46
都
道
府
県
57
機
に
て
事
業
を
実
施
（
令
和
６
年
２
月
１
日
現
在
）

※
京
都
府
は
、
関
西
広
域
連
合
と
し
て
一
体
的
に
運
用
し
て
い
る
。

平
成
１
３
年
度
５
県

岡
山
県
、
静
岡
県
、
千
葉
県
、
愛
知
県
、
福
岡
県

平
成
１
４
年
度
２
県

神
奈
川
県
、
和
歌
山
県

平
成
１
７
年
度
２
道
県
北
海
道
、
長
野
県

平
成
１
８
年
度
１
県

長
崎
県

平
成
１
９
年
度
３
府
県
埼
玉
県
、
大
阪
府
、
福
島
県

平
成
２
０
年
度
３
県

青
森
県
、
群
馬
県
、
沖
縄
県

平
成
２
１
年
度
４
道
県
千
葉
県
(２
機
目
)、
静
岡
県
(２
機
目
)、

北
海
道
(２
機
目
、
３
機
目
)、
栃
木
県

平
成
２
２
年
度
５
県

兵
庫
県
、
茨
城
県
、
岐
阜
県
、
山
口
県
、
高
知
県

平
成
２
３
年
度
６
県

島
根
県
、
長
野
県
（
２
機
目
）
、
鹿
児
島
県
、
熊
本
県
、

秋
田
県
、
三
重
県

平
成
２
４
年
度
８
県
青
森
県
(２
機
目
)、
岩
手
県
、
山
形
県
、
新
潟
県
、
山
梨
県
、

徳
島
県
、
大
分
県
、
宮
崎
県

平
成
２
５
年
度
３
県

広
島
県
、
兵
庫
県
(２
機
目
)、
佐
賀
県

平
成
２
６
年
度
１
道

北
海
道
(４
機
目
)

平
成
２
７
年
度
２
県

滋
賀
県
、
富
山
県

平
成
２
８
年
度
５
県

宮
城
県
、
新
潟
県
(２
機
目
)、
奈
良
県
、
愛
媛
県
、

鹿
児
島
県
(２
機
目
)

平
成
２
９
年
度
１
県

鳥
取
県

平
成
３
０
年
度
１
県

石
川
県

令
和
３
年
度
２
都
県
福
井
県
、
東
京
都

令
和
４
年
度
１
県

香
川
県

令
和
５
年
度
１
県

愛
知
県
(２
機
目
)

◆
補
助
基
準
額
：

令
和
４
年
度
の
運
航
経
費
の
実
績

に
基
づ
く
見
直
し
を
行
う

◆
実
施
主
体
：
都
道
府
県

（
基
地
病
院
（
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
）
）

◆
補
助
率
：
１
／
２

◆
補
助
基
準
額
：
（
令
和
５
年
度
）

3.
31
億
円
（
飛
行
時
間
30
0時
間
以
上
）

3.
07
億
円
（
飛
行
時
間
20
0以
上
30
0時
間
未
満
）

2.
89
億
円
（
飛
行
時
間
20
0時
間
未
満
）

◆
負
担
割
合
：
国
１
／
２
、
都
道
府
県
１
／
２

•
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
の
運
航
に
必
要
な
経
費
及
び
夜
間
運
航
を
行
う
場
合
に
必

要
な
経
費
等
に
つ
い
て
財
政
支
援
を
行
い
、
救
命
率
の
向
上
及
び
広
域
患

者
搬
送
体
制
の
確
保
を
図
る
。

•
地
域
に
お
い
て
必
要
な
救
急
医
療
が
適
時
適
切
に
提
供
で
き
る
体
制
の
構
築
を
目
指
し
、
早
期
の
治
療
開
始
、
迅
速
な
搬
送
を
可
能

と
す
る
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
の
運
航
体
制
を
確
立
す
る
。

厚
生
労
働
省

都
道
府
県

補
助

基
地
病
院

(
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
)

補
助

ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
の

運
航
を
委
託

運
航

会
社

令
和
６
年
度
当
初
予
算
9
5
億
円
（
8
7
億
円
）
※
（
）
内
は
前
年
度
当
初
予
算
額

１
事
業
の
目
的

２
事
業
の
概
要
・
ス
キ
ー
ム

３
実
施
主
体
等

４
見
直
し
内
容

５
事
業
実
績

ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
導
入
促
進
事
業

医
政
局
地
域
医
療
計
画
課
（
内
線
2
5
5
0
）
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No. ④-7  R６当初予算 
73,299 百万円（国費） 

の内数 

事業名 
地域医療支援センター運営経費等 

（地域医療介護総合確保基金） 
府省庁名 厚生労働省 

概 要 

効率的かつ質の高い医療提供体制の構築に向けて、都道府県計画に基づき、地域医療構

想の達成に資する医療機関の施設設備整備事業等、病床機能の分化・連携の取組を促進

するための支援を行う。 

支援対象 都道府県 補助率 ２／３ 

対象事業 

○地域医療支援センターの運営 

○卒業後に地域医療に従事する意思を有する医学生に対する修学資金の貸与 

○寄附講座の設置 

○キャリア形成プログラムの策定・充実 

○医療人材養成のための研修の実施 等 

支援内容 定額補助 

離島での 
実績 

－ 

備 考  

担当部署 厚生労働省医政局地域医療計画課 

連絡先 03-3595-2186 

参照 HP  
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国
消
費
税
財
源
活
用

  ੨

市
町
村
計
画

（
基
金
事
業
計
画
）

  ਿ 

都
道
府
県
計
画

(基
金
事
業
計
画
)

基
金

※
国
と
都
道
府
県
の

負
担
割
合
２
／
３
、
１
／
３

（
Ⅰ
-
2
に
つ
い
て
は
国
1
0
/
1
0
）

申 請

事
業
者
等
（
医
療
機
関
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
）

交 付

交
付

地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金

交
付

提
出

交
付

提
出

申
請

地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
の
対
象
事
業

都
道
府
県
計
画
及
び
市
町
村
計
画
（
基
金
事
業
計
画
）

○
基
金
に
関
す
る
基
本
的
事
項

・
公
正
か
つ
透
明
な
プ
ロ
セ
ス
の
確
保
（
関
係
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
仕
組
み
の
整
備
）

・
事
業
主
体
間
の
公
平
性
な
ど
公
正
性
・
透
明
性
の
確
保

・
診
療
報
酬
・
介
護
報
酬
等
と
の
役
割
分
担

○
都
道
府
県
計
画
及
び
市
町
村
計
画
の
基
本
的
な
記
載
事
項

医
療
介
護
総
合
確
保
区
域
の
設
定
※
1
／
目
標
と
計
画
期
間
（
原
則
１
年
間
）
／

事
業
の
内
容
、
費
用
の
額
等
／
事
業
の
評
価
方
法
※
2

※
1
都
道
府
県
は
、
二
次
医
療
圏
及
び
老
人
福
祉
圏
域
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
地
域
の
実
情
を

踏
ま
え
て
設
定
。
市
町
村
は
、
日
常
生
活
圏
域
を
念
頭
に
設
定
。

※
2
都
道
府
県
は
、
市
町
村
の
協
力
を
得
つ
つ
、
事
業
の
事
後
評
価
等
を
実
施

国
は
都
道
府
県
の
事
業
を
検
証
し
、
基
金
の
配
分
等
に
活
用

○
都
道
府
県
は
市
町
村
計
画
の
事
業
を
と
り
ま
と
め
て
、
都
道
府
県
計
画
を
作
成

○
団
塊
の
世
代
が

75
歳
以
上
と
な
る

20
25
年
を
展
望
す
れ
ば
、
病
床
の
機
能
分
化
・
連
携
、
在
宅
医
療
・
介
護
の
推
進
、
医
療
・
介
護
従
事
者
の

確
保
・
勤
務
環
境
の
改
善
等
、
「
効
率
的
か
つ
質
の
高
い
医
療
提
供
体
制
の
構
築
」
と
「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
」
が
急
務
の
課
題
。

○
こ
の
た
め
、
平
成

26
年
度
か
ら
消
費
税
増
収
分
等
を
活
用
し
た
財
政
支
援
制
度
（
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
）
を
創
設
し
、
各
都
道
府
県

に
設
置
。
各
都
道
府
県
は
、
都
道
府
県
計
画
を
作
成
し
、
当
該
計
画
に
基
づ
き
事
業
を
実
施
。

令
和
６
年
度
予
算
額
：公
費
で
1,
55
3億
円

（医
療
分
1,
02
9億
円
、
介
護
分
52
4億
円
）

Ⅰ
-
１
地
域
医
療
構
想
の
達
成
に
向
け
た
医
療
機
関
の
施
設
又
は
設
備
の
整
備
に
関
す
る
事
業

Ⅰ
-
２
地
域
医
療
構
想
の
達
成
に
向
け
た
病
床
の
機
能
又
は
病
床
数
の
変
更
に
関
す
る
事
業

Ⅱ
居
宅
等
に
お
け
る
医
療
の
提
供
に
関
す
る
事
業

Ⅲ
介
護
施
設
等
の
整
備
に
関
す
る
事
業
（
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
等
）

Ⅳ
医
療
従
事
者
の
確
保
に
関
す
る
事
業

Ⅴ
介
護
従
事
者
の
確
保
に
関
す
る
事
業

Ⅵ
勤
務
医
の
労
働
時
間
短
縮
に
向
け
た
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
業
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No. ④-8 
 

R６当初予算 92 百万円 

事業名 
看護師の特定行為に係る研修機関導入促進支援

事業 
府省庁名 厚生労働省 

概 要 
「特定行為に係る看護師の研修制度」の円滑な実施及び研修修了者の養成を促進するた

め、研修を実施する指定研修機関の設置準備に必要な経費の一部を支援する。 

支援対象 指定研修予定機関 補助率 10/10 

対象事業 

概要：特定行為研修の指定研修機関の確保を図るため、指定研修機関の設置準備に必要

なカリキュラム作成や備品購入、e ラーニングの導入、実習体制構築等の経費に対する

支援を行う。 

対象：保健師助産師看護師法に基づき指定を受けることのできる学校、病院その他の

者。ただし、指定研修機関の指定に係る審査を受けている者に限る。 

事業内容： 

① 指定準備支援事業 指定研修機関の設置準備に必要なカリキュラム策定や備品購入

を行うもの。 

② 就労継続型体制構築支援事業 

就労しながら希望する看護師に配慮した研修を実施するため、遠隔教育や受講看護

師の所属施設等における実習等に係る調整等を行う。 

支援内容 
指定研修機関の設置に係る e ラーニングの導入、カリキュラムや実施要綱の作成、シミ

ュレーター等の物品購入に係る費用を補助する。 

離島での 
実績 

― 

備 考  

担当部署 厚生労働省医政局看護課看護サービス推進室 

連絡先 TEL 03-3595-1111(4176) 

参照 HP  
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看
護
師
の
特
定
行
為
に
係
る
研
修
機
関
支
援
事
業

○
少
子
高
齢
化
の
進
展
に
伴
い
需
要
が
増
大
す
る
在
宅
医
療
等
の
推
進
を
図
る
た
め
に
は
、
個
別
に
熟
練
し
た
看
護
師
の
み
で
は
足
り
な
い
こ
と
か
ら
、
医
師
等
の
判
断
を
待
た
ず
に
手
順
書
に
よ
り
一
定
の
診
療

の
補
助
（
特
定
行
為
）
を
行
う
看
護
師
を
養
成
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
平
成
2
7
年
特
定
行
為
研
修
制
度
を
創
設
）

○
特
定
行
為
研
修
修
了
者
を
効
率
的
に
活
用
す
る
た
め
に
は
、
質
の
高
い
修
了
者
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
研
修
を
実
施
す
る
指
定
研
修
機
関
の
確
保
、
質
の
充
実
が
不
可
欠
で
あ
る
。

○
特
定
行
為
研
修
制
度
の
普
及
や
理
解
促
進
、
研
修
受
講
者
の
確
保
の
た
め
に
は
、
研
修
に
関
す
る
情
報
共
有
・
情
報
発
信
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

○
既
に
修
了
者
を
輩
出
し
て
い
る
指
定
研
修
機
関
に
お
い
て
、
研
修
が
継
続
的
に
行
わ
れ
、
定
員
を
増
員
す
る
な
ど
、
効
率
的
な
研
修
機
関
の
運
営
が
必
要
で
あ
る
。

○
質
の
充
実
し
た
研
修
を
行
う
た
め
に
、
指
定
研
修
機
関
や
協
力
施
設
及
び
関
係
機
関
と
の
連
携
強
化
が
不
可
欠
で
あ
る
。

事
業
目
的

令
和
６
年
度
当
初
予
算
５
．
１
億
円
（
令
和
５
年
度
予
算
額

５
．
４
億
円
）

事
業
概
要

看
護
師
の
特
定
行
為
に
係
る
研
修
機
関
導
入
促
進
支
援
事
業

指
定
研
修
機
関
の
確
保
を
図
る
た
め
、指
定
研
修
機
関
の
設
置
準
備
に
必
要
な
、カ
リキ
ュラ
ム

作
成
や
備
品
購
入
、e
ラー
ニン
グ
の
導
入
、実
習
体
制
構
築
等
の
経
費
に
対
す
る
支
援
を
行
う。

【補
助
先
：
指
定
研
修
予
定
機
関
】

看
護
師
の
特
定
行
為
に
係
る
指
定
研
修
機
関
運
営
事
業

指
定
研
修
機
関
及
び
協
力
施
設
が
質
の
高
い
研
修
を
行
うた
め
、指
導
者
経
費
や
実
習
に
係

る
消
耗
費
、委
託
費
、指
定
研
修
機
関
と協
力
施
設
の
連
携
に
必
要
な
会
議
費
等
に
対
す
る
支

援
を
行
う。

【補
助
先
：
指
定
研
修
機
関
】

指
定
研
修
機
関

（
指
定
前
）

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や

実
習
要
項
の
作
成

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
等

備
品
購
入

実
習
施
設
（
予
定
）

実
習
体
制
構
築
の
調
整

等

導
入
促
進
支
援
事
業
（
指
定
研
修
機
関
指
定
前
の
補
助
）

e
ラ
ー
ニ
ン
グ

導
入

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
等

備
品
購
入

厚
生
労
働
省

設
置
準
備
に
必
要
な

経
費
の
一
部
を
支
援

指
定
研
修
機
関

実
習
に
係
る

連
携
・
協
力

指
導
医
に
よ
る

講
義
・
演
習

実
習
施
設

実
習
施
設
に

お
け
る
実
習

特
定
行
為
研
修

受
講
看
護
師

実
習
評
価

運
営
事
業
（
指
定
研
修
機
関
指
定
後
の
補
助
）

厚
生
労
働
省

運
営
に
必
要
な

経
費
の
一
部
を
支
援

看
護
師
の
特
定
行
為
に
係
る
研
修
機
関
拡
充
支
援
事
業

11
,6
85
千
円
（
11
,6
85
千
円
）

看
護
師
や
医
師
等
の
医
療
関
係
者
が
特
定
行
為
研
修
に
関
す
る
情
報
を
収
集
しや
す
い
環
境
を
整
え
る
た
め
、指
定
研
修
機
関
同
士
の
連
携
体
制
を
構
築
す
る
とと
も
に
、指
定
研
修
機
関
が
実
施
し

て
い
る
特
定
行
為
研
修
の
受
講
に
係
る
情
報
や
特
定
行
為
研
修
修
了
者
の
活
用
に
係
る
情
報
を
収
集
し、
そ
れ
らの
情
報
提
供
を
目
的
とし
た
ポ
ー
タル
サ
イト
を
設
置
・運
営
す
る
。【
補
助
先
：
公
募
に

よ
り選
定
した
団
体
】

91
,5
39
千
円
（
11
1,
33
5千
円
）

40
9,
24
7千
円
（
41
8,
01
8千
円
）
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No. ④-9 
 

R６当初予算 409 百万円 

事業名 看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業 府省庁名 厚生労働省 

概 要 
「特定行為に係る看護師の研修制度」の円滑な実施及び研修修了者の養成を促進するた

め、研修を実施する指定研修機関の運営に必要な経費を支援する。 

支援対象 指定研修機関 補助率 10/10 

対象事業 

概要：特定行為研修の指定研修機関及び協力施設が質の高い研修を行うため、指導者に

係る経費や実習に係る消耗品費や委託費等に対する支援を行う。 

対象：保健師助産師看護師法に基づき指定を受けた学校、病院その他の者。ただし、大学

院の教育課程として特定行為研修を行う者は除く。 

事業内容：１又は２以上の特定行為区分に係る特定行為研修を行う指定研修機関に

対し、特定行為研修開始後４年目まで指導者に係る経費や実習に係る経費、委託

費、協力施設との連携に必要な会議費等に対する支援を行う。 

支援内容 

指定研修機関の運営に係る指導者経費、実習経費、委託費、協力施設との連携に必要な

会議等に係る費用を補助する。 

補助率：特定行為研修開始３年目まで 10/10 

    特定行為研修開始４年目   1/2 

離島での 
実績 

― 

備 考  

担当部署 厚生労働省医政局看護課 

連絡先 TEL 03-3595-1111(4176) 

参照 HP  
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看
護
師
の
特
定
行
為
に
係
る
研
修
機
関
支
援
事
業

○
少
子
高
齢
化
の
進
展
に
伴
い
需
要
が
増
大
す
る
在
宅
医
療
等
の
推
進
を
図
る
た
め
に
は
、
個
別
に
熟
練
し
た
看
護
師
の
み
で
は
足
り
な
い
こ
と
か
ら
、
医
師
等
の
判
断
を
待
た
ず
に
手
順
書
に
よ
り
一
定
の
診
療

の
補
助
（
特
定
行
為
）
を
行
う
看
護
師
を
養
成
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
平
成
2
7
年
特
定
行
為
研
修
制
度
を
創
設
）

○
特
定
行
為
研
修
修
了
者
を
効
率
的
に
活
用
す
る
た
め
に
は
、
質
の
高
い
修
了
者
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
研
修
を
実
施
す
る
指
定
研
修
機
関
の
確
保
、
質
の
充
実
が
不
可
欠
で
あ
る
。

○
特
定
行
為
研
修
制
度
の
普
及
や
理
解
促
進
、
研
修
受
講
者
の
確
保
の
た
め
に
は
、
研
修
に
関
す
る
情
報
共
有
・
情
報
発
信
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

○
既
に
修
了
者
を
輩
出
し
て
い
る
指
定
研
修
機
関
に
お
い
て
、
研
修
が
継
続
的
に
行
わ
れ
、
定
員
を
増
員
す
る
な
ど
、
効
率
的
な
研
修
機
関
の
運
営
が
必
要
で
あ
る
。

○
質
の
充
実
し
た
研
修
を
行
う
た
め
に
、
指
定
研
修
機
関
や
協
力
施
設
及
び
関
係
機
関
と
の
連
携
強
化
が
不
可
欠
で
あ
る
。

事
業
目
的

令
和
６
年
度
当
初
予
算
５
．
１
億
円
（
令
和
５
年
度
予
算
額

５
．
４
億
円
）

事
業
概
要

看
護
師
の
特
定
行
為
に
係
る
研
修
機
関
導
入
促
進
支
援
事
業

指
定
研
修
機
関
の
確
保
を
図
る
た
め
、指
定
研
修
機
関
の
設
置
準
備
に
必
要
な
、カ
リキ
ュラ
ム

作
成
や
備
品
購
入
、e
ラー
ニン
グ
の
導
入
、実
習
体
制
構
築
等
の
経
費
に
対
す
る
支
援
を
行
う。

【補
助
先
：
指
定
研
修
予
定
機
関
】

看
護
師
の
特
定
行
為
に
係
る
指
定
研
修
機
関
運
営
事
業

指
定
研
修
機
関
及
び
協
力
施
設
が
質
の
高
い
研
修
を
行
うた
め
、指
導
者
経
費
や
実
習
に
係

る
消
耗
費
、委
託
費
、指
定
研
修
機
関
と協
力
施
設
の
連
携
に
必
要
な
会
議
費
等
に
対
す
る
支

援
を
行
う。

【補
助
先
：
指
定
研
修
機
関
】

指
定
研
修
機
関

（
指
定
前
）

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や

実
習
要
項
の
作
成

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
等

備
品
購
入

実
習
施
設
（
予
定
）

実
習
体
制
構
築
の
調
整

等

導
入
促
進
支
援
事
業
（
指
定
研
修
機
関
指
定
前
の
補
助
）

e
ラ
ー
ニ
ン
グ

導
入

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
等

備
品
購
入

厚
生
労
働
省

設
置
準
備
に
必
要
な

経
費
の
一
部
を
支
援

指
定
研
修
機
関

実
習
に
係
る

連
携
・
協
力

指
導
医
に
よ
る

講
義
・
演
習

実
習
施
設

実
習
施
設
に

お
け
る
実
習

特
定
行
為
研
修

受
講
看
護
師

実
習
評
価

運
営
事
業
（
指
定
研
修
機
関
指
定
後
の
補
助
）

厚
生
労
働
省

運
営
に
必
要
な

経
費
の
一
部
を
支
援

看
護
師
の
特
定
行
為
に
係
る
研
修
機
関
拡
充
支
援
事
業

11
,6
85
千
円
（
11
,6
85
千
円
）

看
護
師
や
医
師
等
の
医
療
関
係
者
が
特
定
行
為
研
修
に
関
す
る
情
報
を
収
集
しや
す
い
環
境
を
整
え
る
た
め
、指
定
研
修
機
関
同
士
の
連
携
体
制
を
構
築
す
る
とと
も
に
、指
定
研
修
機
関
が
実
施
し

て
い
る
特
定
行
為
研
修
の
受
講
に
係
る
情
報
や
特
定
行
為
研
修
修
了
者
の
活
用
に
係
る
情
報
を
収
集
し、
そ
れ
らの
情
報
提
供
を
目
的
とし
た
ポ
ー
タル
サ
イト
を
設
置
・運
営
す
る
。【
補
助
先
：
公
募
に

よ
り選
定
した
団
体
】

91
,5
39
千
円
（
11
1,
33
5千
円
）

40
9,
24
7千
円
（
41
8,
01
8千
円
）
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No. ④-10 
 

R６当初予算 
医療提供体制施設整備

交付金 26 億円の内数 

事業名 
看護師の特定行為に係る指定研修機関等施設整

備事業 
府省庁名 厚生労働省 

概 要 

「特定行為に係る看護師の研修制度」の円滑な実施及び研修修了者の養成を促進するた

め、看護師の特定行為に係る指定研修機関等において、研修を実施するため必要な施設

の整備に係る経費に対する支援を行う。 

支援対象 指定研修機関 補助率 1/2 

対象事業 

概要：看護師の特定行為に係る指定研修機関等において、研修を実施するためのカンフ

ァレンスルームの整備や e ラーニングを設置するための整備、研修受講者用の自習室の

整備等に必要な経費に対する支援を行う。 

対象：指定研修機関又は指定研修機関の指定に係る審査を受けている者。ただし、指定

研修機関については、大学院の教育課程として特定行為研修を行う者は除く。 

支援内容 
研修を実施するためのカンファレンスルームの整備や e ラーニングを設置するための整

備、研修受講者用の自習室の整備等に係る費用を補助する。 

離島での 
実績 

－ 

備 考  

担当部署 厚生労働省医政局看護課看護サービス推進室 

連絡先 TEL 03-3595-1111(4176) 

参照 HP  
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看
護
師
の
特
定
行
為
に
係
る
指
定
研
修
機
関
等
施
設
整
備
事
業

病
状
の

範
囲
内

○
少
子
高
齢
化
の
進
展
に
伴
い
需
要
が
増
大
す
る
在
宅
医
療
等
の
推
進
を
図
る
た
め
に
は
、
個
別
に
熟
練
し
た
看
護
師
の
み
で
は
足
り

な
い
こ
と
か
ら
、
医
師
等
の
判
断
を
待
た
ず
に
手
順
書
に
よ
り
一
定
の
診
療
の
補
助
（
特
定
行
為
）
を
行
う
看
護
師
を
計
画
的
に
養

成
す
る
た
め
、
特
定
行
為
研
修
制
度
を
創
設
。

○
当
該
研
修
制
度
の
円
滑
な
実
施
及
び
研
修
修
了
者
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
研
修
を
実
施
す
る
指
定
研
修
機
関
の
確
保
が
必
要
不
可

欠
。

○
こ
の
た
め
、
指
定
研
修
機
関
等
に
お
い
て
、
研
修
を
実
施
す
る
た
め
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
ル
ー
ム
の
整
備
や
e
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
設
置

す
る
た
め
の
整
備
、
研
修
受
講
者
用
の
自
習
室
の
整
備
等
に
必
要
な
経
費
に
つ
い
て
支
援
す
る
。

事
業
目
的

○
「
特
定
行
為
」
の
概
要

医
師
又
は
歯
科
医
師 手
順
書
で

あ
ら
か
じ
め

指
示

看
護
師

病
状
の
範
囲
を

確
認

病
状
の
範
囲
外

特
定
行
為

を
実
施

医
師
又
は

歯
科
医
師
に

結
果
報
告

医
師
又
は
歯
科
医
師

に
指
示
を
求
め
る

特
定
行
為

○
研
修
実
施
方
法
の
概
要

指
定
研
修
機
関

実
習
施
設

講
義
・
演
習
等
を
受
講

実
習

看
護
師

実
習
評
価 指
導
体
制
の
確
認

評
価
基
準
の
提
示

看
護
師
の
特
定
行
為
に
係
る
指
定
研
修
機
関
等
に
お
い
て
、
研
修
を
実
施
す
る
た
め
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
ル
ー
ム
の
整
備
や

e
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
設
置
す
る
た
め
の
整
備
、
研
修
受
講
者
用
の
自
習
室
の
整
備
等
に
必
要
な
経
費
に
対
す
る
支
援
を
行
う
。

（
補
助
先
）

①
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
。
た
だ
し
、
指
定
研
修
機
関
の
指
定
に
係
る
審
査
を
受
け
て
い
る
者
に
限
る
。

②
指
定
研
修
機
関

（
補
助
率
）

１
／
２
（
国
：
１
／
２
、
指
定
研
修
機
関
等
：
１
／
２
）

事
業
概
要

令
和
６
年
度
当
初
予
算
（
令
和
５
年
度
予
算
額
）
医
療
提
供
体
制
施
設
整
備
交
付
金
２
６
億
円
の
内
数

（
医
療
提
供
体
制
施
設
整
備
交
付
金
２
６
億
円
の
内
数
）
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No. ④-11 
 

R６当初予算 14,550 千円 

事業名 ICT を活用した在宅看取りに関する研修推進事業 府省庁名 厚生労働省 

概 要 

在宅での看取りにおける医師による ICT を利用した死亡診断等に関わる手続の整備を図

るため、医師による遠隔での死亡診断をサポートする看護師のための研修の実施に対す

る経費を支援する。 

支援対象 公募により選定した団体 補助率 10/10 

対象事業 

概要：「情報通信機器（ICT）を利用した死亡診断等ガイドライン（平成 29 年 9 月 12 日

付医政発 0912 第１号厚生労働省医政局長通知）」、「「情報通信機器（ICT）を利用した死

亡診断等ガイドライン」に関する Q&A について（令和元年 12 月 27 日厚生労働省医政

局医事課事務連絡）」、「死亡診断書（死体検案書）の押印廃止に係る当面の取扱いについ

て（令和３年１月６日厚生労働省医政局医事課事務連絡）」及び「「情報通信機器（ICT）

を利用した死亡診断等ガイドライン」にかかる当面の取扱いについて（令和３年３月 22

日厚生労働省医政局医事課事務連絡）」の内容に基づき研修を実施する。 

支援内容 
医師による遠隔での死亡診断をサポートする看護師のための研修の実施に係る費用を補

助する。 

離島での 
実績 

― 

備 考  

担当部署 厚生労働省医政局看護課看護サービス推進室 

連絡先 TEL 03-3595-1111(4177) 

参照 HP  
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最
後

の
診

察
か

ら
2
4
時

間
経

過
後

に
患

者
が

死
亡

し
た

場
合

、
医

師
は

、
対

面
で

死
後

診
察

を
し

た
後

、
死

亡
診

断
書

を
交

付
し

て
い

る
。

一
方

で
、

看
取

り
の

た
め

住
み

慣
れ

た
場

所
を

離
れ

病
院

や
介

護
施

設
に

入
院

・
入

所
し

た
り

、
死

後
診

察
を

受
け

る
た

め
遺

体
を

長
時

間
保

存
・

長
距

離
搬

送
す

る
な

ど
、

患
者

や
家

族
が

不
都

合
を

強
い

ら
れ

て
い

る
と

の
指

摘
が

あ
る

。

IC
T
を
活
用
し
た
在
宅
看
取
り
に
関
す
る
研
修
推
進
事
業

在
宅
で
の
穏
や
か
な
看
取
りが
困
難
な
状
況
に
対
応
す
る
た
め
、受
診
後
24
時
間
を
経
過
して
い
て
も
、以
下
の
a～
eの
全
て
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、医
師
が
対
面
で
の
死
後
診
察
に
よ
らず

死
亡
診
断
を
行
い
、死
亡
診
断
書
を
交
付
で
き
る
よ
う、
早
急
に
具
体
的
な
運
用
を
検
討
し、
規
制
を
見
直
す
。

a
 

医
師

に
よ

る
直

接
対

面
で

の
診

療
の

経
過

か
ら

早
晩

死
亡

す
る

こ
と

が
予

測
さ

れ
て

い
る

こ
と

b
 

終
末

期
の

際
の

対
応

に
つ

い
て

事
前

の
取

決
め

が
あ

る
な

ど
、

医
師

と
看

護
師

の
十

分
な

連
携

が
取

れ
て

お
り

、
患

者
や

家
族

の
同

意
が

あ
る

こ
と

c 
医

師
間

や
医

療
機

関
・

介
護

施
設

間
の

連
携

に
努

め
た

と
し

て
も

、
医

師
に

よ
る

速
や

か
な

対
面

で
の

死
後

診
察

が
困

難
な

状
況

に
あ

る
こ

と
d

法
医

学
等

に
関

す
る

一
定

の
教

育
を

受
け

た
看

護
師

が
、

死
の

三
兆

候
の

確
認

を
含

め
医

師
と

あ
ら

か
じ

め
取

り
決

め
た

事
項

な
ど

、
医

師
の

判
断

に
必

要
な

情
報

を
速

や
か

に
報

告
で

き
る

こ
と

e
 

看
護

師
か

ら
の

報
告

を
受

け
た

医
師

が
、

テ
レ

ビ
電

話
装

置
等

の
IC

T
を

活
用

し
た

通
信

手
段

を
組

み
合

わ
せ

て
患

者
の

状
況

を
把

握
す

る
こ

と
な

ど
に

よ
り

、
死

亡
の

事
実

の
確

認
や

異
状

が
な

い
と

判
断

で
き

る
こ

と

規
制
改
革
実
施
計
画
（
平
成
28
年
6月
2日
閣
議
決
定
）

講
義
・
演
習

◆
法
医
学
に
関
す
る
一
般
的
事
項

死
因
究
明
・
死
因
統
計
制
度
、
死
因
論
、
内
因
性
急
死
、
外
因
死

◆
IC

Tを
利
用
し
た
死
亡
診
断
等
の
概
要
、
関
係
法
令

◆
IC

Tを
利
用
し
た
死
亡
診
断
等
の
制
度
を
活
用
す
る
患
者
・
家
族
へ
の
接
し

方
（
意
思
決
定
支
援
含
む
。
）

◆
実
際
に
使
用
す
る
機
器
を
用
い
た
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

実
地
研
修

◆
2
体

以
上

の
死

体
検

案
又

は
解

剖
へ

の
立

ち
会

い

患
者
や
家
族
が
希
望
す
る
、

住
み
慣
れ
た
場
所
で
の

穏
や
か
な
看
取
り
の
実
現

「情
報
通
信
機
器
（
IC
T）
を
利
用
した
死
亡
診
断
等
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」策
定
（
医
政
発
09
12
第
１
号
平
成
29
年
9月
12
日
医
政
局
長
通
知
）

H2
8年
度
厚
生
労
働
科
学
研
究
「I
CT
を
利
用
した
死
亡
診
断
に
関
す
る
ガ
イド
ライ
ン策
定
に
向
け
た
研
究
」に
基
づ
き
ガ
イド
ライ
ンを
策
定
。

IC
T
を
活
用
し
た
在
宅
看
取
り
に
関
す
る
研
修
事
業

『
医

師
に

よ
る

遠
隔

で
の

死
亡

診
断

を
サ

ポ
ー

ト
す

る
看

護
師

を
対

象
と

し
た

研
修

』
の

実
施

令
和

６
年

度
当

初
予

算
（

令
和

５
年

度
予

算
額

）
１

５
百

万
円

（
１

５
百

万
円

）

背
景
・
事
業
目
的

事
業
概
要

厚
生

労
働

省
委

託
先
団
体

実
習

施
設

公
募

選
定

研
修
の
実
施
に

必
要
な

経
費
を
支
援

法
医
学
や
看
護
に

関
す
る
講
義
・
演
習

法
医
学
に
関
す
る

実
地
実
習

実
習
に
係
る

連
携
・
協
力

※
上

記
「

情
報

通
信

機
器

（
IC

T
）

を
利

用
し

た
死

亡
診

断
等

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
に

基
づ

き
実

施
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No. ④-12 
 R６当初予算 

R５補正予算 

4,474 百万円 

10,180 百万円 

事業名 社会福祉施設等施設整備費補助金 府省庁名 厚生労働省 

概 要 
地方自治体が策定する整備計画が着実に実施されるよう障害者の障害福祉サービス等の

基盤整備を図る。 

支援対象 
① 都道府県、指定都市、中核市 

② 都道府県、指定都市 
補助率 １／２ 等 

対象事業 

（１）障害者の社会参加支援や地域生活支援を更に推進するため、自治体の整備計画に

基づいた民間事業者による通所施設等の整備に要する費用を補助する。 

（２）施設入所者等の福祉の向上を図るため、生活保護関係施設や女性支援関係施設等

の整備に要する費用を補助する。 

（３）障害者支援施設等について、防災・国土強靱化推進の観点から、耐震化整備や非常

用自家発電設備の設置、浸水対策等に要する費用を補助する。 

支援内容 

補助率１／２（社会福祉法人等への間接補助） 

ただし、女性支援関係施設を都道府県、指定都市が設置する場合は、補助率１／２ 

直接補助となる。 

 

離島での 
実績 

Ｒ５ 実績なし 

Ｒ４ ２カ所 中種子町、上天草市（旧大矢野町） 

備 考 

○ 離島での施設等の建設コストが本土と比べ割高な傾向になっていることから、誘致

の際の課題の一つとなっていることを踏まえて、補助単価の８％の加算措置を実施。 

○ 施設建設を予定している設置者は、自治体の募集時期に合わせて建設計画、資金計

画及び土地の確保の状況等を明らかにした事業計画書を提出し、内容の審査を受ける

必要がある。 

担当部署 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

連絡先 03-5253-1111 （内線 3035） 

参照 HP - 
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社
会
福
祉
施
設
等
施
設
整
備
費
補
助
金

「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
障
害
者
総
合
支
援
法
）
」
、
「
生
活
保
護
法
」
等
の
規
定

に
基
づ
く
施
設
等
の
整
備
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
に
よ
り
、
入
所
者
等
の
福
祉
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

１
事
業
の
目
的

実
施
主
体
：
社
会
福
祉
法
人
等

補
助
率
：
１
／
２

〔
間
接
補
助
〕

（
負
担
割
合
：
国
１
／
２
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市
１
／
４
、
設
置
者
１
／
４
）

対
象
施
設
：
ア

障
害
者
総
合
支
援
法
関
連

障
害
者
支
援
施
設
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
（
生
活
介
護
、

就
労
継
続
支
援
）
、
居
宅
介
護
事
業
所
（
居
宅
介
護
、
行
動
援

護
）
、
短
期
入
所
施
設
、
共
同
生
活
援
助
事
業
所
（
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
）

等

イ
生
活
保
護
法
等
関
連

救
護
施
設
、
更
生
施
設
、
授
産
施
設
、
宿
泊
提
供
施
設

等

ウ
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
関
連

女
性
自
立
支
援
施
設

等

３
実
施
主
体
等

障
害
者
の
社
会
参
加
支
援
や
地
域
生
活
支
援
を
更
に
推
進
す
る
た
め
、

自
治
体
の
整
備
計
画
に
基
づ
い
た
民
間
事
業
者
に
よ
る
通
所
施
設
等
の
整

備
を
推
進
す
る
。

※
離
島
は
施
設
等
の
建
設
コ
ス
ト
が
本
土
と
比
べ
て
割
高
な
傾
向
の
た
め
、

事
業
者
誘
致
の
際
の
課
題
の
１
つ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
補
助

単
価
の
８
％
加
算
措
置
を
実
施
し
て
い
る
。

２
事
業
の
概
要

厚
生
労
働
省

都
道
府
県

指
定
都
市

中
核
市

補
助

事
業
者

間
接
補
助

実
施
自
治
体
数
：

10
0都
道
府
県
市
（

10
7都
道
府
県
市
）

※
令
和
５
年
度
当
初
内
示
実
績
、
括
弧
内
は
令
和
４
年
度
当
初
内
示
実
績

う
ち
、
離
島
に
お
け
る
実
績
：
令
和
５
年
度
：
実
績
な
し

令
和
４
年
度
：
２
県
（
中
種
子
町
、
上
天
草
市
（
旧
大
矢
野
町
）
）

４
事
業
実
績

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
事
業
所

「
共
生
工
房

猿
蟹
川
」

令
和
６
年
度
当
初
予
算
額
4
5
億
円
（
4
5
億
円
）
※
（
）
内
は
前
年
度
当
初
予
算
額

※
令
和
5
年
度
補
正
予
算
額

1
0
2
億
円
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No. ④-13  Ｒ６予算額 ー 

事業名 基準該当サービス・離島等相当サービス 府省庁名 厚生労働省 

概 要 

【基準該当サービス】 

離島や中山間地域など事業者確保が困難な地域では、介護人材不足や特殊な地理的要

件により、全ての指定基準を満たすことが困難な場合がある。このため、指定居宅サー

ビス事業者の要件（法人格、人員基準、設備・運営基準）の一部を満たしていない事業

者のうち、一定水準を満たすサービス提供を行う事業者について、市町村がそのサービ

スを「基準該当サービス」として保険給付の対象とすることができることとしている。 

【離島等相当サービス】 

 指定居宅サービス・基準該当サービスともに確保が著しく困難な離島等の地域では、

人員基準、設備・運営基準を定めず、一定の質を持つ居宅サービスに相当するサービス

を、市町村が「離島等相当サービス」として保険給付の対象とすることができることと

している。 

支援対象 都道府県・市町村 補助率 ー 

対象事業  ー 

支援内容 
 この制度を活用することにより、離島や中山間地域など事業者確保が困難な地域であ

っても、介護保険サービス提供体制を確保することが可能となる。 

離島での 
実績 

【基準該当サービス】 

42 都道府県・207 保険者にて実施。 

【離島等相当サービス】 

18 都道県・29 保険者にて実施。 

 

（※）いずれも離島のほか中山間地域等に位置する自治体も含む。 

（※）出典：令和４年度介護保険事務調査（厚生労働省老健局介護保険計画課） 

備 考 ー 

担当部署 厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 

連絡先 03-3595-2889 

参照 HP ー 
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○
介
護
保
険
制
度
で
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
人
員
・
設
備
・
運
営
基
準
を
満
た
し
た
場
合
に
、
指
定
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
を
可
能
と
し
て
い
る
。

○
ま
た
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
人
員
・
設
備
・
運
営
基
準
の
一
部
を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
一
定
の
基
準
を
満
た
し

た
場
合
に
基
準
該
当
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
可
能
と
し
て
い
る
。

○
さ
ら
に
、
指
定
サ
ー
ビ
ス
や
基
準
該
当
サ
ー
ビ
ス
の
確
保
が
著
し
く
困
難
な
離
島
等
の
地
域
に
お
い
て
も
、
市
町
村
が
必
要
と
認
め
る

場
合
、
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
離
島
等
相
当
サ
ー
ビ
ス
）
と
し
て
柔
軟
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
可
能
と
し
て
い
る
。

名
称

提
供
す
る
事
業
者

指
定
の
効
力
等

保
険
給
付

 ୧ १ ␗ অ ५

指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

⇒
指
定
基
準
を
満
た
す
事
業
者

全
国

居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

基
準
該
当

居
宅
サ
ー
ビ
ス

基
準
該
当
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

⇒
指
定
基
準
の
一
部
を
満
た
し
て
い
な
い
が
、

指
定
基
準
を
ふ
ま
え
、
都
道
府
県
が
条
例
で

定
め
る
基
準
に
該
当
し
て
い
る
事
業
者

市
町
村

（
訪
問
介
護
、
訪
問
入
浴
介
護
、

通
所
介
護
、
短
期
入
所
介
護
、
福

祉
用
具
貸
与
、
居
宅
介
護
支
援
）

特
例

居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

離
島
等
の

相
当
サ
ー
ビ
ス

離
島
等
相
当
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

⇒
市
町
村
の
判
断
に
よ
り
、
一
定
の
質
を
持
つ

居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
事
業
者

離
島
等

（
市
町
村
の
一
部
の
場
合
あ
り
）

 ୠ ഡ ା  १ ␗ অ ५

指
定
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

⇒
指
定
基
準
（
又
は
市
町
村
の
基
準
）
を
満
た
す

事
業
者

原
則
と
し
て
市
町
村

（
利
用
者
の
経
過
措
置
あ
り
）

地
域
密
着
型

介
護
サ
ー
ビ
ス
費

離
島
等
の

相
当
サ
ー
ビ
ス

離
島
等
相
当
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

⇒
市
町
村
の
判
断
に
よ
り
、
一
定
の
質
を
持
つ

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
事
業
者

離
島
等

（
市
町
村
の
一
部
の
場
合
あ
り
）

（
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施

設
生
活
介
護
を
除
く
）

特
例
地
域
密
着
型

介
護
サ
ー
ビ
ス
費

離
島
等
に
お
け
る
介
護
サ
ー
ビス
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基
準
該
当
サ
ー
ビス
の
実
施
状
況

○
離
島
や
中
山
間
地
域
な
ど事
業
者
確
保
が
困
難
な
地
域
で
は
、介
護
人
材
不
足
や
特
殊
な
地
理
的
要
件
に
よ
り、
全
て
の

指
定
基
準
を
満
た
す
こと
が
困
難
な
場
合
が
あ
る
。こ
の
た
め
、指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
者
の
要
件
（
法
人
格
、人
員
基
準
、

設
備
・運
営
基
準
）
の
一
部
を
満
た
して
い
な
い
事
業
者
の
うち
、一
定
水
準
を
満
た
す
サ
ー
ビス
提
供
を
行
う事
業
者
に
つ
い
て
、

市
町
村
が
その
サ
ー
ビス
を
「基
準
該
当
サ
ー
ビス
」と
して
保
険
給
付
の
対
象
とす
る
こと
が
で
き
る
こと
とし
て
い
る
。

○
基
準
該
当
サ
ー
ビス
の
指
定
・提
供
の
流
れ
は
以
下
の
とお
りで
あ
り、
実
施
保
険
者
は
、4
2都
道
府
県
・2
07
保
険
者

（
全
保
険
者
の
12
.1
％
）
。

実
施
保
険
者
数

20
7（
13
.2
％
）

内 訳

居
宅
介
護
支
援

46
訪
問
介
護

90
同
居
家
族
に
対
す
る
ヘ
ル
パ
ー
派
遣

2
訪
問
入
浴
介
護

30
通
所
介
護

40
福
祉
用
具
貸
与

19
短
期
入
所
生
活
介
護

10
3

介
護
予
防
支
援

26
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

8
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

15
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

59

基
準
該
当
サ
ー
ビス
の
実
施
保
険
者
数

（
出
典
）
令
和
２
年
度
老
人
保
健
健
康
増
進
等
事
業
「
離
島
等
に
お
け

る
介
護
サ
ー
ビ
ス
確
保
に
向
け
た
人
材
育
成
や
自
治
体
に
よ
る
支
援
方

策
に
関
す
る
調
査
研
究
事
業
」
報
告
書
及
び
令
和
４
年
度
介
護
保
険
事

務
調
査
（
厚
生
労
働
省
介
護
保
険
計
画
課
調
べ
）

基
準
該
当
サ
ー
ビス
の
提
供
ま
で
の
流
れ

①
都
道
府
県
が
条
例
で
、
基
準
該
当
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

→
条
例
内
容
は
、
国
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
て
い
る
基
準
を
も
と
に
、
各
自
治
体
の

実
情
等
を
踏
ま
え
て
定
め
る
。

②
市
町
村
(保
険
者
)は
都
道
府
県
の
条
例
に
基
づ
き
、
指
定
要
件
(人
員
基

準
、
設
備
・
運
営
基
準
)の
緩
和
内
容
を
サ
ー
ビ
ス
ご
と
に
決
定

③
規
則
等
に
従
い
、
希
望
す
る
事
業
所
か
ら
の
申
請
・
登
録
等
を
経
て
、

基
準
該
当
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
開
始

【短
期
入
所
生
活
介
護
の
場
合
】

従
業
者

・医
師
１
人
以
上

・介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
は
、利
用

者
３
人
に
１
人
以
上

(定
員
20
人
未
満
の
併
設
事
業
所
以

外
は
、う
ち
１
人
常
勤
)

・医
師
は
不
要

・介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
は
、利
用

者
３
人
に
１
人
以
上

(常
勤
要
件
な
し)

廊
下
幅

1.
8m
以
上

(中
廊
下
は
2.
7m
以
上
)

車
い
す
で
の
円
滑
な
移
動
が
可
能
な

廊
下
幅

居
室
面
積

１
人
あ
た
り1
0.
65
㎡

１
人
あ
た
り7
.4
3㎡
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離
島
等
相
当
サ
ー
ビス
の
実
施
状
況

○
指
定
居
宅
サ
ー
ビス
・基
準
該
当
居
宅
サ
ー
ビス
とも
に
確
保
が
著
しく
困
難
な
離
島
等
の
地
域
で
は
、人
員
基
準
、設
備
・運
営
基
準
を
定
め
ず
、一
定

の
質
を
持
つ
居
宅
サ
ー
ビス
に
相
当
す
る
サ
ー
ビス
を
、市
町
村
が
「離
島
等
相
当
サ
ー
ビス
」と
して
保
険
給
付
の
対
象
とす
る
こと
が
で
きる
こと
とし
て
い
る
。

○
離
島
等
相
当
サ
ー
ビス
の
提
供
の
流
れ
や
対
象
地
域
は
以
下
の
とお
りで
、実
施
保
険
者
は
、以
下
18
都
道
県
・2
9保
険
者
（
全
保
険
者
1.
8％
）
。

離
島
等
相
当
サ
ー
ビス
の
提
供
ま
で
の
流
れ

離
島
等
相
当
サ
ー
ビス
の
実
施
保
険
者
数
、実
施
保
険
者

（
出
典
）
令
和
２
年
度
老
人
保
健
健
康
増
進
等
事
業
「
離
島
等
に
お
け
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
確
保
に
向
け
た
人
材
育
成

や
自
治
体
に
よ
る
支
援
方
策
に
関
す
る
調
査
研
究
事
業
」
報
告
書
及
び
令
和
４
年
度
介
護
保
険
事
務
調
査
（
厚
生
労

働
省
介
護
保
険
計
画
課
調
べ
）

【離
島
等
相
当
サ
ー
ビス
に
よ
り緩
和
さ
れ
た
指
定
基
準
の
例
】

訪
問
介
護

・訪
問
介
護
員
の
配
置
基
準
を「
任
意
」と
す
る
。

・在
宅
で
要
介
護
３
以
上
の
同
居
者
へ
の
家
族
介
護
をし
て
い
る
人
を「
み

な
し事
業
者
」と
す
る
。

訪
問
看
護

・看
護
職
員
の
配
置
基
準
(常
勤
換
算
2.
5人
以
上
)を
「常
勤
換
算
1.
5

人
以
上
」と
す
る
。

短
期
入
所

生
活
介
護

・医
師
、機
能
訓
練
指
導
員
の
配
置
基
準
を
「任
意
」と
す
る
。

・医
務
室
の
配
置
を「
任
意
」と
し、
その
他
の
設
備
は
通
所
介
護
事
業
所

の
設
備
を
活
用
す
る
こと
とす
る
。

②
規
則
等
に
従
い
、
希
望
す
る
事
業
所
か
ら
の
申
請
・
登
録
等
を
経
て
、

離
島
等
相
当
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
開
始

実
施
保
険
者
数

29
（
1.
8％
）

うち
、ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビス

13

同
居
家
族
に
対
す
る
ヘ
ル
パ
ー
派
遣

０

うち
、デ
イサ
ー
ビス

19

うち
、シ
ョー
トス
テ
イ

７

その
他

4

離
島
等
相
当
サ
ー
ビス
の
対
象
地
域

離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
(離
島
振
興
法
)

奄
美
群
島
(奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
)

振
興
山
村
（
山
村
振
興
法
）

沖
縄
の
離
島
(沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
)

小
笠
原
諸
島
（
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
）

豪
雪
地
帯
、辺
地
、過
疎
地
域
等
の
うち
、人
口
密
度
が
希
薄
・交
通
が
不
便
等
に
よ
りサ
ー
ビス
確

保
が
著
しく
困
難
な
地
域
で
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域

市
町
村
(保
険
者
)が
地
域
独
自
の
基
準
と
し
て
、
指
定
要
件
の
内
容
を

定
め
る
。

①

北
海
道

奥
尻
町

西
興
部
村

秋
田
県

上
小
阿
仁
村

山
形
県

酒
田
市

福
島
県

鮫
川
村

東
京
都

檜
原
村

利
島
村

小
笠
原
村

岐
阜
県

白
川
村

新
潟
県

粟
島
浦
村

滋
賀
県

近
江
八
幡
市

奈
良
県

下
北
山
村

和
歌
山
県

田
辺
市

岡
山
県

笠
岡
市

西
粟
倉
村

山
口
県

萩
市

岩
国
市

香
川
県

高
松
市

高
知
県

い
の
町

長
崎
県

長
崎
市

平
戸
市

五
島
市

西
海
市

熊
本
県

天
草
市

鹿
児
島
県

十
島
村

沖
縄
県

多
良
間
村

竹
富
町

与
那
国
町

沖
縄
県
介
護
保
険

広
域
連
合

157



    

No. ④-14  Ｒ６予算額 
地域医療介護総合確保基金

（施設分）252 億円の内数 

事業名 地域医療介護総合確保基金（施設分） 府省庁名 厚生労働省 

概 要 
地域包括ケアシステムの構築に向けて、都道府県計画に基づき、地域密着型サービス等、

地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進するための支援を行う。 

支援対象 都道府県 補助率 
都道府県が実施する事業について国

から 2/3 を補助 

対象事業 

○地域密着型サービス施設等の整備への助成 

○介護施設の開設準備経費等への支援 

○特養多床室のプライバシー保護のための改修等による介護サービスの改善   

          

等 

支援内容 

上記の事業について、都道府県に設置されている地域医療介護総合確保基金により助成

を行う。 

※離島は施設等の建設コストが本土と比べ割高になっており、事業者誘致の際の課題と

なっていることを踏まえ、補助単価の８％加算措置を実施 

離島での 
実績 

令和４年度実績 

南種子町、西之表市、佐渡市、西ノ島町、土庄町、小値賀町 

備 考  

担当部署 厚生労働省老健局高齢者支援課 

連絡先 03-3595-2888 

参照 HP  
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２
事
業
の
概
要
・
ス
キ
ー
ム
・
実
施
主
体
等

１
事
業
の
目
的

地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
（
介
護
施
設
等
の
整
備
に
関
す
る
事
業
分
）

○
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
向
け
て
、
今
後
急
増
す
る
高
齢
単
身
世
帯
、
夫
婦
の
み
世
帯
、
認
知
症
高
齢
者
等
が
可
能
な
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
に
お
い
て
継
続
し
て
日
常
生

活
を
営
む
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
、
都
道
府
県
計
画
に
基
づ
き
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
等
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
の
整
備
を
促
進
す
る
た
め
の
支
援
を

行
う
と
と
も
に
、
令
和
６
年
度
に
お
い
て
は
令
和
５
年
度
が
終
期
と
な
っ
て
い
る
メ
ニ
ュ
ー
の
見
直
し
等
を
行
う
。

•
基
金
を
活
用
し
、
以
下
の
事
業
を
、
都
道
府
県
計
画
を
踏
ま
え
て
実
施
。

＜
実
施
主
体
等
＞

【
対
象
事
業
】

１
．
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
施
設
等
の
整
備
へ
の
助
成

①
可
能
な
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
施
設
・
事
業
所
等
の
整
備
に
対
し
て
支
援
。

※
定
員
3
0
人
以
上
の
広
域
型
施
設
の
整
備
費
は
平
成
1
8
年
度
に
一
般
財
源
化
さ
れ
、
各
都
道
府
県
が
支
援
を
実
施
。

②
対
象
施
設
を
合
築
・
併
設
を
行
う
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
補
助
単
価
の
５
％
加
算
を
実
施
。

③
空
き
家
を
活
用
し
た
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
施
設
・
事
業
所
等
の
整
備
に
つ
い
て
支
援
を
実
施
。

④
介
護
離
職
ゼ
ロ
5
0
万
人
受
け
皿
整
備
と
老
朽
化
し
た
広
域
型
施
設
の
大
規
模
修
繕
を
同
時
に
進
め
る
た
め
、
介
護
離
職
ゼ
ロ
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
整
備

す
る
際
に
、
あ
わ
せ
て
行
う
広
域
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
の
大
規
模
修
繕
・
耐
震
化
に
つ
い
て
支
援
を
実
施
。

⑤
一
定
の
条
件
の
下
で
、
災
害
レ
ッ
ド
ゾ
ー
ン
・
災
害
イ
エ
ロ
ー
ゾ
ー
ン
に
立
地
す
る
老
朽
化
等
し
た
広
域
型
介
護
施
設
の
移
転
建
替
（
災
害
イ
エ
ロ
ー

ゾ
ー
ン
に
お
い
て
は
現
地
建
替
も
含
む
。
）
に
か
か
る
整
備
費
の
支
援
を
実
施
。

２
．
介
護
施
設
の
開
設
準
備
経
費
等
へ
の
支
援

①
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
の
円
滑
な
開
設
の
た
め
、
施
設
の
開
設
準
備
に
要
す
る
経
費
の
支
援
を
実
施
。

※
定
員
3
0
人
以
上
の
広
域
型
施
設
を
含
む
。

②
在
宅
で
の
療
養
生
活
に
伴
う
医
療
ニ
ー
ズ
の
増
大
に
対
応
す
る
た
め
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
大
規
模
化
や
サ
テ
ラ
イ
ト
型
事
業
所
の
設
置
に

必
要
な
設
備
費
用
等
に
つ
い
て
支
援
を
行
う
。

③
土
地
取
得
が
困
難
な
地
域
で
の
施
設
整
備
を
支
援
す
る
た
め
、
定
期
借
地
権
（
一
定
の
条
件
の
下
、
普
通
借
地
権
）
の
設
定
の
た
め
の
一
時
金
の
支
援

を
実
施
。

④
施
設
整
備
候
補
地
（
民
有
地
）
の
積
極
的
な
掘
り
起
こ
し
の
た
め
、
地
域
の
不
動
産
事
業
者
等
を
含
め
た
協
議
会
の
設
置
等
の
支
援
を
実
施
。
ま
た
、

土
地
所
有
者
と
介
護
施
設
等
整
備
法
人
の
マ
ッ
チ
ン
グ
の
支
援
を
行
う
。

⑤
介
護
施
設
で
働
く
職
員
等
を
確
保
す
る
た
め
、
施
設
内
の
保
育
施
設
の
整
備
、
介
護
職
員
用
の
宿
舎
の
整
備
に
対
し
て
支
援
を
実
施
。

３
．
特
養
多
床
室
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
た
め
の
改
修
等
に
よ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
改
善

①
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
併
設
さ
れ
る
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
用
居
室
に
お
け
る
多
床
室
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
た
め
の
改
修
費
用
に
つ
い
て
支
援
を
実
施
。

②
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
の
ユ
ニ
ッ
ト
化
改
修
費
用
に
つ
い
て
支
援
を
実
施
。

③
施
設
の
看
取
り
に
対
応
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、
看
取
り
・
家
族
等
の
宿
泊
の
た
め
の
個
室
の
確
保
を
目
的
と
し
て
行
う
施
設
の
改
修
費
用
に
つ
い
て
支
援
を
実
施
。

④
共
生
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
整
備
を
推
進
す
る
た
め
、
介
護
保
険
事
業
所
に
お
い
て
、
障
害
児
・
者
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
必
要
な
改
修
・
設
備
に
つ
い
て
支
援
を
実
施
。

＜
令
和
４
年
度
交
付
実
績
＞
4
2
都
道
府
県

令
和
６
年
度
当
初
予
算
額
2
5
2
億
円
（
3
5
2
億
円
）
※
（
）
内
は
前
年
度
当
初
予
算
額
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No. ④-15 
 

Ｒ６予算額 ８百万円 

事業名 
離島等地域における特別地域加算に係る利用者

負担額軽減措置事業 
府省庁名 厚生労働省 

概 要 
離島等での介護サービスを利用した場合の特別地域加算による負担への対応として、市

町村民税非課税の者の利用者負担額の１割分を減額する。 

支援対象 市町村 補助率 １／２ 

対象事業 

社会福祉法人等が提供する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型

訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防小

規模多機能型居宅介護又は第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業（自

己負担割合が保険給付と同様のものに限る。）（事業所が離島等地域にあるものに限る。） 

支援内容 
離島等での上記介護サービスを利用した場合の特別地域加算による負担への対応とし

て、市町村民税非課税の者の利用者負担額の１割分を減額する。 

離島での 
実績 

－ 

備 考  

担当部署 厚生労働省老健局介護保険計画課 

連絡先 TEL 03-3595-2890 

参照 HP  
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離
島
等
地
域
に
お
け
る
特
別
地
域
加
算
に
係
る
利
用
者
負
担
額
軽
減
措
置
事
業

○
離
島
等
地
域
に
お
い
て
は
、訪
問
系
・多
機
能
系
の
介
護
サ
ー
ビス
を
利
用
した
場
合
、介
護
報
酬
に
15
％
相
当
の
特
別
地

域
加
算
が
行
わ
れ
、利
用
者
負
担
も
増
額
され
る
こと
に
な
る
。

○
この
た
め
、離
島
等
の
地
域
の
利
用
者
負
担
に
つ
い
て
、他
地
域
との
均
衡
を
図
る
観
点
か
ら、
低
所
得
者
の
利
用
者
負
担
額

の
１
割
分
を
減
額
（
通
常
10
％
の
利
用
者
負
担
を
９
％
に
軽
減
）
す
る
も
の
。

事
業
内
容

○
市
町
村

実
施
主
体

○
減
額
分
に
つ
い
て
、社
会
福
祉
法
人
等
が
利
用
者
に
代
わ
って
負
担
した
上
で
、そ
の
負
担
総
額
の
１
／
２
に
つ
い
て
、助
成
を

行
う（
国
１
／
２
、都
道
府
県
１
／
４
、市
町
村
１
／
４
）
。

補
助
内
容

令
和
６
年
度
当
初
予
算
額

7
,7
6
2
千
円
（
7
,7
6
2
千
円
）
※
（
）
内
は
前
年
度
当
初
予
算
額
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No. ④-16  R６当初予算 
2,487,784 百万円 

(内数) 

事業名 離島・中山間地域等に対する報酬加算 府省庁名 厚生労働省 

概 要 

訪問系・多機能系・通所系サービスについて、離島・中山間地域等に事業所が所在する場

合や居住している利用者に対してサービスを提供した場合に、介護報酬における加算で

評価。 

支援対象 介護サービス事業者 補助率 

①特別地域加算（15/100） 

②中山間地域等における小規模事業

所加算（10/100） 

③中山間地域等に居住する者へのサ

ービス提供加算（５/100） 

対象事業 
①②については訪問系・多機能系サービスが対象 

③については訪問系・多機能系・通所系サービスが対象 

支援内容 

①厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定。 

②厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定。 

③厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を 

 越えて、サービス提供を行った場合に算定。（①②と同時算定可。） 

※厚生労働大臣が定める地域 

①離島振興対策実施地域、奄美群島、振興山村、小笠原諸島、沖縄の離島、豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地

域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の利用によりサービスの確保が著しく困難な地域 

②豪雪地帯及び特別豪雪地帯、辺地、半島振興対策実施地域、特定農山村、過疎地域（特別地域加算対象地域は除く。） 

③離島振興対策実施地域、奄美群島、豪雪地帯及び特別豪雪地帯、辺地、振興山村、小笠原諸島、 

 半島振興対策実施地域、特定農山村地域、過疎地域、沖縄の離島 

離島での 
実績 

－ 

備 考 介護給付費負担金 2,487,784 百万円の内数。 

担当部署 厚生労働省老健局老人保健課 

連絡先 TEL 03- 3595-2490 

参照 HP  
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離
島
・中
山
間
地
域
等
に
対
す
る
報
酬
加
算

○
訪
問
系
・通
所
系
サ
ー
ビス
に
つ
い
て
は
、中
山
間
地
域
等
に
事
業
所
が
所
在
す
る
場
合
や
居
住
して
い
る
利
用
者
に
対
して

サ
ー
ビス
を
提
供
した
場
合
、介
護
報
酬
に
お
け
る
加
算
で
評
価
して
い
る
。

（
１
）
特
別
地
域
加
算

概
要

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域
に
所
在
す
る
事
業
所
が
サ
ー
ビス
提
供
を
行
った
場
合
に
算
定
。（
15
／
10
0）

対
象
サ
ー
ビ
ス

訪
問
介
護
、訪
問
入
浴
介
護
、訪
問
看
護
、訪
問
リハ
ビリ
テ
ー
シ
ョン
、居
宅
療
養
管
理
指
導
、福
祉
用
具
貸
与
、居
宅
介
護
支
援
、定
期
巡
回
・随
時
対
応
型
訪
問

介
護
看
護
、夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
、小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、介
護
予
防
支
援
（
※
）

対
象
地
域

①
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
②
奄
美
群
島
③
振
興
山
村
④
小
笠
原
諸
島
⑤
沖
縄
の
離
島

⑥
豪
雪
地
帯
、特
別
豪
雪
地
帯
、辺
地
、過
疎
地
域
等
で
あ
って
、人
口
密
度
が
希
薄
、交
通
が
不
便
等
の
利
用
に
よ
りサ
ー
ビス
の
確
保
が

著
しく
困
難
な
地
域

（
２
）
中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
小
規
模
事
業
所
加
算

概
要

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域
に
所
在
す
る
事
業
所
が
サ
ー
ビス
提
供
を
行
った
場
合
に
算
定
。（
10
／
10
0）

対
象
サ
ー
ビ
ス

訪
問
介
護
、訪
問
入
浴
介
護
、訪
問
看
護
、訪
問
リハ
ビリ
テ
ー
シ
ョン
、居
宅
療
養
管
理
指
導
、福
祉
用
具
貸
与
、居
宅
介
護
支
援
、定
期
巡
回
・随
時
対
応
型
訪
問

介
護
看
護
、夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
、小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、介
護
予
防
支
援
（
※
）

対
象
地
域

①
豪
雪
地
帯
及
び
特
別
豪
雪
地
帯
②
辺
地
③
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
④
特
定
農
山
村
⑤
過
疎
地
域

（
特
別
地
域
加
算
対
象
地
域
は
除
く。
）

（
３
）
中
山
間
地
域
等
に
居
住
す
る
者
へ
の
サ
ー
ビス
提
供
加
算

概
要

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域
に
居
住
して
い
る
利
用
者
に
対
して
、通
常
の
事
業
の
実
施
地
域
を
越
え
て
、サ
ー
ビス
提
供
を
行
った
場
合
に

算
定
。（
５
／
10
0、
(１
)(
２
)と
同
時
算
定
可
。）

対
象
サ
ー
ビ
ス

訪
問
介
護
、訪
問
入
浴
介
護
、訪
問
看
護
、訪
問
リハ
ビリ
テ
ー
シ
ョン
、居
宅
療
養
管
理
指
導
、通
所
介
護
、通
所
リハ
ビリ
テ
ー
シ
ョン
、福
祉
用
具
貸
与
、居
宅
介
護

支
援
、定
期
巡
回
・随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
、夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
、地
域
密
着
型
通
所
介
護
、認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
、看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、介
護
予
防
支
援
（
※
）

対
象
地
域

①
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
②
奄
美
群
島
③
豪
雪
地
帯
及
び
特
別
豪
雪
地
帯
④
辺
地
⑤
振
興
山
村
⑥
小
笠
原
諸
島

⑦
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
⑧
特
定
農
山
村
地
域
⑨
過
疎
地
域
⑩
沖
縄
の
離
島

下
線
は
、
令
和
６
年
度
介
護
報
酬
改
定
に
お
い
て
新
た
に
対
象
と
な
っ
た
サ
ー
ビ
ス

※
：
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
が
市
町
村
か
らの
指
定
を
受
け
て
介
護
予
防
支
援
を
行
う場
合
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No. ④-17   Ｒ６予算額 12,000 千円 

事業名 離島等サービス確保対策事業 府省庁名 厚生労働省 

概 要 

離島等地域の実情を踏まえた介護サービス確保等のため、離島等におけるホームヘル

パー養成等、人材の確保対策に重点をおき、離島又は中山間地域を管轄する都道府県・

市町村・特別区それぞれが、具体的な方策・事業の検討や試行的事業等を実施した場合

の費用を補助する。 

支援対象 都道府県・市町村 補助率 

都道府県・指定都市・中核市が実施する事業について国

から 1/2（※１）を補助（市町村・特別区が実施する事

業については国 1/2、県 1/4、市 1/4（※２）） 
※１ 地域医療介護総合確保基金のメニュー「離島、中山間地域等におけ

る介護人材確保支援事業」と合わせて実施する場合は、国 3/4、県 1/4。 

※２ 地域づくり加速化事業による伴走的支援を受けている場合は、国

2/3、県 1/6、市 1/6） 

対象事業 

＜都道府県が実施する事業の例＞ 

○ サービス確保対策検討委員会の開催、離島等地域で活用できる国や都道府県の制度

についての周知 

離島等地域の状況調査、阻害要因の把握、分析、サービスの確保・充実のための具体的

事業の提示を行うほか、市区町村や事業者向けの説明会やパンフレットの作成等を実施。      

＜市町村が実施する事業の例＞ 

○ 事業推進会議の開催、離島等地域で活用できる国や都道府県の制度についての周知 

サービス確保対策検討委員会で提示された事業の実施に向けた準備を実施するほか、

事業者向けの説明会の開催やパンフレットの作成等を実施。 

○ 介護サービスの提供体制を確立するための試行的事業の実施 

サービスの提供体制を確立するための地域住民の参加と起業支援（ホームヘルパー養 

成等、介護人材の養成・確保支援）、環境整備等の試行的事業を実施。 

＜離島等地域が実施する事業の例＞ 

○ 各自治体の実情に応じた介護サービス確保等のための事業の実施 

 （介護人材の確保、意見交換の場の提供、サービス提供体制の確保等） 

支援内容 上記の事業等を実施した場合、その費用の一部について補助を行う。 

離島での 

実績 

＜令和４年度交付決定＞ ※離島のほか中山間地域等に位置する自治体も含む。 

補助自治体数：15 自治体、補助額：2,406 千円 

＜実施事業の例＞ 

○ 離島等サービス確保対策検討委員会の開催 

○ 人材確保に必要な調査の実施、リーフレットの作成 

○ 離島地域に所在する介護施設・事業所に対して、介護従事者が利用する定期船が、

荒天等により欠航した場合における通勤支援（平時に使用する通勤手段が天候不良

により使用できない場合、その代替となる通勤手段の確保に要する費用を補助） 

備 考 ー 

担当部署 厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 

連絡先 03-3595-2889 

参照 HP ー 
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２
事
業
の
概
要

離
島
等
サ
ー
ビ
ス
確
保
対
策
事
業

老
健
局
認
知
症
施
策
・
地
域
介
護
推
進
課

（
内
線
3
9
8
7
）

令
和
６
年
度
当
初
予
算
額
1
2
百
万
円
（
1
2
百
万
円
）
※
（
）
内
は
前
年
度
当
初
予
算
額

【
実
施
主
体
及
び
補
助
率
】

都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市

国
１
／
２
、
都
道
府
県
等
１
／
２

・
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
の
メ
ニ
ュ
ー
「
離
島
、
中

山
間
地
域
等
に
お
け
る
介
護
人
材
確
保
支
援
事
業
」
と
合
わ

せ
て
実
施
す
る
場
合

国
３
／
４
、
都
道
府
県
等
１
／
４

市
区
町
村

国
１
／
２
、
都
道
府
県
１
／
４
、
市
区
町
村
１
／
４

・
離
島
等
地
域
で
介
護
サ
ー
ビ
ス
確
保
等
の
た
め
に
行
う

事
業
を
実
施
し
、
地
域
づ
く
り
加
速
化
事
業
に
よ
る
伴
走
的

支
援
を
受
け
て
い
る
場
合

国
２
／
３
、
都
道
府
県
１
／
６
、
市
区
町
村
１
／
６

※
実
施
主
体
は
、
「
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
例
居
宅
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
等
の
支
給
に
係
る
離
島
そ
の
他
の
地
域
の
基
準
」

又
は
「
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
中
山
間
地
域
等
の
地
域
」
に

掲
げ
る
地
域
を
管
轄
す
る
自
治
体
に
限
る
。
地
域
の
実
情
に
応

じ
、
適
切
な
事
業
運
営
が
確
保
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
団
体
等

に
委
託
す
る
こ
と
も
可
能
。

【
事
業
実
績
】

実
施
箇
所
数
：
1
5
自
治
体
（
令
和
4
年
度
）

○
サ
ー
ビ
ス
確
保
対
策
検
討
委
員
会
の
開
催
、
離
島
等
地
域
で
活
用
で
き
る
国
や
都
道
府
県
の
制
度
に
つ
い
て
周
知

離
島
等
地
域
の
状
況
調
査
、
阻
害
要
因
の
把
握
、
分
析
、
サ
ー
ビ
ス
の
確
保
・
充
実
の
た
め
の
具
体
的
事
業
の
提
示
を
行
う
ほ

か
、
市
区
町
村
や
事
業
者
向
け
の
説
明
会
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
等
を
実
施
。

○
事
業
推
進
会
議
の
開
催
、
離
島
等
地
域
で
活
用
で
き
る
国
や
都
道
府
県
の
制
度
に
つ
い
て
の
周
知

サ
ー
ビ
ス
確
保
対
策
検
討
委
員
会
で
提
示
さ
れ
た
事
業
の
実
施
に
向
け
た
準
備
を
実
施
す
る
ほ
か
、
事
業
者
向
け
の
説
明
会
の

開
催
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
等
を
実
施
。

○
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
を
確
立
す
る
た
め
の
試
行
的
事
業
の
実
施

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
を
確
立
す
る
た
め
の
地
域
住
民
の
参
加
と
起
業
支
援
（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
養
成
等
、
介
護
人
材
の
養

成
・
確
保
支
援
）
、
環
境
整
備
等
の
試
行
的
事
業
を
実
施
。

離
島
等
地
域
で
介
護
サ
ー
ビ
ス
確
保
等
の
た
め
に
行
う
事
業

○
各
自
治
体
の
実
情
に
応
じ
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
確
保
等
の
た
め
の
事
業
の
実
施

高
齢
者
の
安
心
・
安
全
で
自
立
し
た
生
活
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
次
の
よ
う
な
事
業
を
実
施
。

介
護
人
材
の
確
保

介
護
従
事
者
等
が
地
元
の
学
生
等
に
対
し
て
、
仕
事
内
容
や
や
り
が
い
に
つ
い
て
語
り
、
進
路
相
談
等
を
行
う
こ
と
で
、
地

元
の
介
護
職
に
就
職
し
て
も
ら
う
た
め
の
動
機
付
け
と
な
る
よ
う
な
機
会
を
確
保
す
る
事
業

意
見
交
換
の
場
の
提
供

介
護
従
事
者
を
は
じ
め
と
す
る
多
職
種
が
連
携
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
当
た
っ
て
の
情
報
共
有
を
行
う
こ
と
を
目
的
と

し
て
意
見
交
換
の
場
を
提
供
す
る
事
業

サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
の
確
保
＜
拡
充
＞

離
島
地
域
に
所
在
す
る
介
護
施
設
・
事
業
所
に
対
し
て
、
介
護
従
事
者
が
利
用
す
る
定
期
船
が
、
荒
天
等
に
よ
り
欠
航
し
た

場
合
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
う
な
ど
、
島
内
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
を
確
保
す
る
た
め
の
事
業

都
道
府
県
が
行
う
事
業

市
区
町
村
が
行
う
事
業

３
実
施
主
体
等

離
島
等
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
確
保
等
の
た
め
、
離
島
等
に
お
け
る
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
養
成
な
ど
、
人
材
の
確
保
対
策
に
重
点
を
お
き
、

具
体
的
な
方
策
・
事
業
の
検
討
や
試
行
的
事
業
等
を
実
施
す
る
。

１
事
業
の
目
的
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No. ④-18  R６予算額 
2,487,784 百万円

(内数) 

事業名 介護職員の処遇改善 府省庁名 厚生労働省 

概 要 
介護職員の給与が他の職種に比べて低い状況にあり、その人材確保に向けて介護職員の

処遇改善を行うもの。 

支援対象 介護サービス事業者 補助率 サービスごとに加算率を設定 

対象事業 介護職員が基準上配置されている介護サービス 

支援内容 

（令和 6 年度介護報酬改定前） 

①介護職員処遇改善加算 

 キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たした上で、介護職員を対象に処遇改善を

行った場合に加算。 

②介護職員等特定処遇改善加算 

 経験・技能のある介護職員に重点を置いて処遇改善を行った場合に加算。 

③介護職員等ベースアップ等支援加算 

 加算額の 2/3 を介護職員等のベースアップ等に充てて処遇改善を行った場合に加算。 

※②、③については、①を算定している事業所において算定可能。 

 

（令和 6 年度介護報酬改定後） 

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援

加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた４段階の「介護

職員等処遇改善加算」に一本化を行うとともに、加算率を引き上げる。（令和６年度末ま

で経過措置期間） 

離島での 
実績 

－ 

備 考 介護給付費負担金 2,487,784 百万円の内数。 

担当部署 厚生労働省老健局老人保健課 

連絡先 TEL 03- 3595-2490 

参照 HP  
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処
遇
改
善
に
係
る
加
算
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
（
令
和
４
年
度
改
定
後
）

①
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

■
対
象
：
介
護
職
員
の
み

■
算
定
要
件
：
以
下
の
とお
りキ
ャリ
ア
パ
ス
要
件
及
び
職
場
環
境
等
要

件
を
満
た
す
こと

＜
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
要
件
＞

①
職
位
・
職
責
・
職
務
内
容
等
に
応
じ
た
任
用
要
件
と
賃
金
体
系
を
整
備
す
る
こ
と

②
資
質
向
上
の
た
め
の
計
画
を
策
定
し
て
研
修
の

実
施
又
は
研
修
の
機
会
を
確
保
す
る
こ
と

③
経
験
若
し
く
は
資
格
等
に
応
じ
て
昇
給
す
る
仕
組
み
又
は
一
定
の
基
準
に
基
づ
き
定
期

に
昇
給
を
判
定
す
る
仕
組
み
を
設
け
る
こ
と

※
就
業
規
則
等
の
明
確
な
書
面
で
の
整
備
・
全
て
の
介
護
職
員
へ
の
周
知
を
含
む
。

＜
職
場
環
境
等
要
件
＞

賃
金
改
善
を
除
く
、
職
場
環
境
等
の
改
善

加
算
（
Ⅰ
）

加
算
（
Ⅱ
）

加
算
（
Ⅲ
）

キ
ャリ
ア
パ
ス
要
件
の
うち
、

①
＋
②
＋
③
を
満
た
す

か
つ

職
場
環
境
等
要
件

を
満
た
す

キ
ャリ
ア
パ
ス
要
件
の
うち
、

①
＋
②
を
満
た
す

か
つ

職
場
環
境
等
要
件

を
満
た
す

キ
ャリ
ア
パ
ス
要
件
の
うち
、

①
or
②
を
満
た
す

か
つ

職
場
環
境
等
要
件

を
満
た
す

②
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算

■
対
象
：
事
業
所
が
、①
経
験
・技
能
の
あ
る
介
護
職
員
、②
その
他
の

介
護
職
員
、③
そ
の
他
の
職
種
に
配
分

■
算
定
要
件
：
以
下
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
こと
。

※
介
護
福
祉
士
の
配
置
割
合
等
に
応
じて
、加
算
率
を二
段
階
に
設
定
。

➢
処
遇
改
善
加
算
(Ⅰ
)～
(Ⅲ
)の
い
ず
れ
か
を
取
得
して
い
る
こと

➢
処
遇
改
善
加
算
の
職
場
環
境
等
要
件
に
関
し、
複
数
の
取
組
を

行
って
い
る
こと

➢
処
遇
改
善
加
算
に
基
づ
く取
組
に
つ
い
て
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
等
を

通
じた
見
え
る
化
を行
って
い
る
こと

③
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ップ
等
支
援
加
算

■
対
象
：
介
護
職
員
。た
だ
し、
事
業
所
の
判
断
に
より
、他
の
職
員
の
処
遇
改
善
に
この
処
遇

改
善
の
収
入
を充
て
る
こと
が
で
きる
よう
柔
軟
な
運
用
を認
め
る
。

■
算
定
要
件
：
以
下
の
要
件
をす
べ
て
満
た
す
こと
。

➢
処
遇
改
善
加
算
(Ⅰ
)～
(Ⅲ
)の
い
ず
れ
か
を取
得
して
い
る
こと

➢
賃
上
げ
効
果
の
継
続
に
資
す
る
よう
、加
算
額
の
2/
3は
介
護
職
員
等
の
ベ
ー
ス
アッ
プ

等
（
※
）
に
使
用
す
る
こと
を要
件
とす
る
。

※
「基
本
給
」又
は
「決
まっ
て
毎
月
支
払
わ
れ
る
手
当
」の
引
上
げ 処
遇
改
善
加
算
（
Ⅲ
）

月
額
1
.5
万
円
相
当
（
注
）

処
遇
改
善
加
算
（
Ⅱ
）

月
額
2
.7
万
円
相
当
（注
）

処
遇
改
善
加
算
（
Ⅰ
）

月
額
3
.7
万
円
相
当
（注
）

ベ
ー
ス
ア
ップ
等
支
援
加
算

月
額
0
.9
万
円
相
当
（
注
）

注
：
事
業
所
の
総
報
酬
に
加
算
率
（
サ
ー
ビス
毎
の
介
護
職
員
数
を
踏
ま
え
て
設
定
）
を
乗
じた
額
を
交
付
。

ベ
ー
ス
ア
ップ
等
支
援
加
算

月
額
0
.9
万
円
相
当
（注
）

ベ
ー
ス
ア
ップ
等
支
援
加
算

月
額
0
.9
万
円
相
当
（注
）

全
体
の
イ
メ
ー
ジ

特
定
処
遇

改
善
加
算

（
Ⅱ
）

特
定
処
遇

改
善
加
算

（
Ⅰ
）

特
定
処
遇

改
善
加
算

（
Ⅱ
）

特
定
処
遇

改
善
加
算

（
Ⅰ
）

特
定
処
遇

改
善
加
算

（
Ⅱ
）

特
定
処
遇

改
善
加
算

（
Ⅰ
）
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処
遇
改
善
加
算
の
一
本
化
及
び
加
算
率
の
引
上
げ
（
令
和
６
年
６
月
～
）

※
：
加
算
率
は
訪
問
介
護
の
も
の
を
例
と
し
て
記
載
。
職
種
間
配
分
の
柔
軟
化
に
つ
い
て
は
令
和
６
年
４
月
か
ら
現
行
の
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
及
び
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
に
適
用
。

な
お
、
経
過
措
置
区
分
と
し
て
、
令
和
６
年
度
末
ま
で
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
(Ⅴ
)(
1
)～
(1
4
)を
設
け
、
現
行
の
３
加
算
の
取
得
状
況
に
基
づ
く
加
算
率
を
維
持
し
た
上
で
、

今
般
の
改
定
に
よ
る
加
算
率
の
引
上
げ
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

対
応
す
る
現
行
の
加
算
等
（
※
）

新
加
算
の
趣
旨

ৗ ਸ  ␟ ஂ ૧  ৩ ಉ ૪   ఒ ਸ  ␠

Ⅰ
新
加
算
（
Ⅱ
）
に
加
え
、
以
下
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

•
経
験
技
能
の
あ
る
介
護
職
員
を
事
業
所
内
で
一
定
割
合
以
上

配
置
し
て
い
る
こ
と
（
訪
問
介
護
の
場
合
、
介
護
福
祉
士
3
0
%
以
上
）

a
.
処
遇
改
善
加
算
（
Ⅰ
）

【
1
3
.7
%
】

b
.
特
定
処
遇
加
算
（
Ⅰ
）

【
6
.3
%
】

c.
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算

【
2
.4
%
】

事
業
所
内
の
経
験
・

技
能
の
あ
る
職
員
を

充
実

Ⅱ
新
加
算
（
Ⅲ
）
に
加
え
、
以
下
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

•
改
善
後
の
賃
金
年
額
4
4
0
万
円
以
上
が
１
人
以
上

•
職
場
環
境
の
更
な
る
改
善
、
見
え
る
化
【
見
直
し
】

•
グ
ル
ー
プ
ご
と
の
配
分
ル
ー
ル
【
撤
廃
】

a
.
処
遇
改
善
加
算
（
Ⅰ
）

【
1
3
.7
%
】

b
.
特
定
処
遇
加
算
（
Ⅱ
）

【
4
.2
%
】

c.
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算

【
2
.4
%
】

総
合
的
な
職
場
環
境

改
善
に
よ
る
職
員
の

定
着
促
進

Ⅲ
新
加
算
（
Ⅳ
）
に
加
え
、
以
下
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

•
資
格
や
勤
続
年
数
等
に
応
じ
た
昇
給
の
仕
組
み
の
整
備

a
.
処
遇
改
善
加
算
（
Ⅰ
）

【
1
3
.7
％
】

b
.
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算

【
2
.4
%
】

資
格
や
経
験
に
応
じ

た
昇
給
の
仕
組
み
の

整
備

Ⅳ
•
新
加
算
（
Ⅳ
）
の
1
/
2
（
7
.2
%
）
以
上
を
月
額
賃
金
で
配
分

•
職
場
環
境
の
改
善
（
職
場
環
境
等
要
件
）
【
見
直
し
】

•
賃
金
体
系
等
の
整
備
及
び
研
修
の
実
施
等

a
.
処
遇
改
善
加
算
（
Ⅱ
）

【
1
0
.0
%
】

b
.
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算

【
2
.4
%
】

介
護
職
員
の
基
本
的

な
待
遇
改
善
・
ベ
ー

ス
ア
ッ
プ
等

既
存
の
要
件
は
黒
字
、
新
規
・
修
正
す
る
要
件
は
赤
字

加
算
率
（
※
）

【
1
4
.5
%
】

【
1
8
.2
%
】

【
2
2
.4
%
】

【
2
4
.5
%
】

■
介
護
現
場
で
働
く
方
々
に
と
っ
て
、
令
和
６
年
度
に
2.
5％
、
令
和
７
年
度
に
2.
0％
の
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
へ
と
確
実
に
つ
な
が
る
よ
う

加
算
率
の
引
上
げ
を
行
う
。

■
介
護
職
員
等
の
確
保
に
向
け
て
、
介
護
職
員
の
処
遇
改
善
の
た
め
の
措
置
が
で
き
る
だ
け
多
く
の
事
業
所
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
推
進

す
る
観
点
か
ら
、
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
、
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
、
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
に
つ
い

て
、
現
行
の
各
加
算
・
各
区
分
の
要
件
及
び
加
算
率
を
組
み
合
わ
せ
た
４
段
階
の
「
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
」
に
一
本
化
を
行
う
。

※
一
本
化
後
の
加
算
に
つ
い
て
は
、
介
護
職
員
へ
の
配
分
を
基
本
と
し
、
特
に
経
験
・
技
能
の
あ
る
職
員
に
重
点
的
に
配
分
す
る
こ
と
と
す
る
が
、
事
業
所

内
で
の
柔
軟
な
職
種
間
配
分
を
認
め
る
。
ま
た
、
人
材
確
保
に
向
け
て
よ
り
効
果
的
な
要
件
と
す
る
等
の
観
点
か
ら
、
月
額
賃
金
の
改
善
に
関
す
る
要
件

及
び
職
場
環
境
等
要
件
を
見
直
す
。

※
令
和
６
年
度
末
ま
で
の
経
過
措
置
期
間
を
設
け
、
加
算
率
並
び
に
月
額
賃
金
改
善
要
件
及
び
職
場
環
境
等
要
件
に
関
す
る
激
変
緩
和
措
置
を
講
じ
る
。
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No. ④-19  Ｒ６予算額 
地域医療介護総合確保基金 

（人材分）の 97 億円の内数 

事業名 地域医療介護総合確保基金（人材分） 府省庁名 厚生労働省 

概 要 

人口減少や高齢化が 急速に進んでいる離島や中山間地域等における介護人材の確保に

向けた取組を支援し、介護サービスの提供体制を確保及び地域包括ケアシステムの構築

を推進する。 

支援対象 都道府県 補助率 
都道府県が実施する事業について国か

ら 2/3 を補助 

対象事業 

 

・地域外からの就職促進（例．地域外から介護サービス事業所・施設に就職するための

引越費用等） 

・地域外での採用活動支援（例．地域外での就職説明会の開催等） 

・先進自治体からのアドバイザー招へい等（例．離島等で先進的に取り組んでいる地

域のノウハウを活用するため、当該自治体からのアドバイザー招へい等） 

等 

支援内容 都道府県に設置されている地域医療介護総合確保基金による助成。 

離島での 
実績 

令和４年度実績 

三宅村、小豆島町、土庄町、喜界町、石垣市、伊江村、竹富町、久米島町、宮古島市、伊

平屋村の 10 市町村 

備 考  

担当部署 厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 

連絡先 03-3595-2889 

参照 HP  
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認
知
症
ケ
ア
に
係
る
研
修
一
覧

離
島
、
中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
介
護
人
材
確
保
支
援
事
業

人
口
減
少
や
高
齢
化
が
急
速
に
進
ん
で
い
る
離
島
や
中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
介
護
人
材
の
確
保

に
向
け
た
取
組
を
支
援
し
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
を
確
保
及
び
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

の
構
築
を
推
進
。

地
域
外
か
ら
の
人
材
確
保
を
支
援

資
質
向
上
を
支
援

○
地
域
外
か
ら
の
就
職
促
進

地
域
外
か
ら
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
・
施
設
に
就
職
す
る

た
め
に
必
要
な
費
用
を
助
成

赴
任
旅
費
、
引
越
・
転
入
費
用
、

短
期
間
の
体
験
就
労
等

○
地
域
外
で
の
採
用
活
動
支
援

地
域
外
で
の
就
職
説
明
会
の
開
催
等

○
先
進
自
治
体
か
ら
の

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
招
へ
い
等

離
島
、
中
山
間
地
域
等
で
先
進
的
に
取
り
組
ん
で
い
る

地
域
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用
す
る
た
め
、
当
該
自
治
体
か
ら

の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
招
へ
い
等

○
介
護
従
事
者
の
資
質
向
上
推
進

➤
地
域
外
か
ら
講
師
を
招
い
て
介
護
従
事
者
の

資
質
向
上
研
修
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な

費
用
を
助
成

➤
介
護
従
事
者
が
地
域
外
で
の
資
質
向
上
研

修
を
受
講
す
る
た
め
に
必
要
な
費
用
を
助
成

通
い
の
場
等
へ
の
移
動
を
支
援

○
移
動
支
援
の
担
い
手
を
確
保

➤
高
齢
者
の
移
動
を
支
援
す
る
団
体
の
立

ち
上
げ

➤
移
動
支
援
の
担
い
手
養
成
研
修
の
実
施

➤
運
転
に
係
る
講
習
等
の
受
講

➤
福
祉
有
償
運
送
の
実
施
に
係
る
手
続
き

の
助
言
等

※
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
、
通
い
の
場
、
医
療
機

関
等
へ
の
移
動

【
離
島
、
中
山
間
地
域
等
の
範
囲
】

①
「
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
支
給
に
係
る
離
島
そ
の
他
の
地
域
の
基
準
（
平
成
1
1
年
3
月
3
1
日
厚
生
省
告
示
第
9
9
号
）
」

に
規
定
さ
れ
る
地
域
（
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
、
奄
美
群
島
、
振
興
山
村
、
小
笠
原
諸
島
、
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
に
規
定
す
る
離
島
、
豪
雪
地
帯
等
）

②
「
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
中
山
間
地
域
等
の
地
域
（
平
成
2
1
年
３
月
1
3
日
厚
生
労
働
省
告
示
第
8
3
号
）
」
に
規
定
さ
れ
る
地
域

（
特
別
豪
雪
地
帯
、
辺
地
、
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
、
特
定
農
山
村
地
域
、
過
疎
地
域
等
）
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No. ④-20  R6 当初予算 
地域医療介護総合確保

基金の 97 億円の内数 

事業名 
介護に関する入門的研修の実施等からマッチ

ングまでの一体的支援事業 
府省庁名 厚生労働省 

概 要 

介護未経験者の介護分野への参入のきっかけを作るとともに、参入障壁となっている介

護に関する様々な不安を払拭するため、介護業務の入門的な知識・技術の修得のための

研修を導入し、介護人材のすそ野を拡げ、中高年齢者など多様な人材の参入を促進する。 

支援対象 都道府県 補助率 2/3 

対象事業 

介護に関する入門的な知識・技術を修得するための研修（介護に関する入門的研修）を

実施し、事前の周知から研修受講後の介護施設等とのマッチングまでの一体的な支援を

行う。 

支援内容 都道府県に設置されている地域医療介護総合確保基金による助成。 

離島での 
実績 

― 

備 考  

担当部署 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室 

連絡先 TEL 03-3595-1111（2849） 

参照 HP  
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介
護
に
関
す
る
入
門
的
研
修
の
実
施
か
ら
マ
ッ
チ
ン
グ
ま
で
の
一
体
的
支
援
事
業
の
創
設

【
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
の
メ
ニ
ュ
ー
】

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

※
各
主
体
が
協
力
し
て
実
施

＜
実
施
主
体
＞

福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
、
事
業
者
団
体
、

介
護
福
祉
士
養
成
施
設
、
市
町
村
社
協
等

事
業
の
周
知
・広
報

研
修
へ
の
参
加

※
地
域
の
中
高
年
齢
者
や
子
育
て
が
一

段
落
し
た
主
婦
層
へ
参
加
を
呼
び
か
け

介
護
職
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
従
事

特
養
や
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
な
ど

退
職
前
セ
ミ
ナ
ー
の
実
施

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

老
人
ク
ラ
ブ

公
民
館

図
書
館

等

地
域
の
企
業

自
治
体
の
関
係
機
関
等

研
修
へ
の
参
加

研
修
受
講
者
と
事
業
所
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ

※
退
職
前
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施
し
、
退

職
を
控
え
た
方
へ
参
加
を
呼
び
か

け

※
各
府
省
庁
や
都
道
府
県
・
市
町
村

か
ら
も
退
職
を
控
え
た
方
に
対
す
る

事
業
の
周
知

入
門
研
修
の
実
施

○
介
護
未
経
験
者
の
介
護
分
野
へ
の
参
入
の
き
っ
か
け
を
作
る
と
と
も
に
、
参
入
障
壁
と
な
っ
て
い
る
介
護
に
関
す
る

様
々
な
不
安
を
払
拭
す
る
た
め
、
介
護
業
務
の
入
門
的
な
知
識
・
技
術
の
修
得
の
た
め
の
研
修
を
導
入
し
、
介
護
人
材
の

す
そ
野
を
拡
げ
、
中
高
年
齢
者
な
ど
多
様
な
人
材
の
参
入
を
促
進
す
る
。

○
具
体
的
に
は
、
事
業
実
施
団
体
に
お
い
て
、
求
職
者
や
退
職
を
控
え
た
方
な
ど
へ
の
研
修
の
参
加
を
呼
び
か
け
る
と
と

も
に
、
入
門
的
研
修
の
実
施
か
ら
研
修
受
講
後
の
介
護
施
設
・
事
業
所
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
を
行
い
、
介
護
分
野
で
の
雇
用

に
つ
な
げ
て
い
く
。
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No. ④-21  R６当初予算 
地域医療介護総合確保

基金の 97 億円の内数 

事業名 外国人介護人材の受入環境の整備 府省庁名 厚生労働省 

概 要 

外国人介護人材の受入環境の整備を支援するため、介護福祉士国家資格の取得を目指

す留学生に対する介護施設等による奨学金等の給付等に係る経費の助成、介護福祉士養

成施設と養成施設の留学希望者や介護施設等と特定技能による就労希望者とのマッチン

グを適切に行うための経費の助成、介護施設等において外国人介護人材を受け入れるた

めのコミュニケーション支援や生活支援等に係る費用の助成等を行っている。 

支援対象 都道府県 補助率 ２／３ 

対象事業 

外国人介護人材の就労・定着を図るため、受入環境の整備を支援 

 

（１） 外国人留学生への奨学金の給付等に係る支援事業 

（２） 外国人留学生及び 1 号特定技能外国人のマッチング支援事業 

（３） 外国人介護人材受入施設等環境整備事業 

支援内容 都道府県に設置されている地域医療介護総合確保基金による助成。 

離島での 
実績 

― 

備 考  

担当部署 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室 

連絡先 TEL 03-3595-1111（2894） 

参照 HP  
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外
国
人
留
学
生
及
び
１
号
特
定
技
能
外
国
人
の
受
入
環
境
整
備
事
業
に
つ
い
て

※
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
（
介
護
従
事
者
確
保
分
）
の
メ
ニ
ュ
ー

【
目
的
】

介
護
福
祉
士
の
資
格
取
得
を
目
指
す
外
国
人

が
、
直
接
又
は
日
本
語
学
校
を
経
由
し
て
介
護

福
祉
士
養
成
施
設
に
留
学
す
る
ケ
ー
ス
が
増
加

す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
留

学
生
に
対
し
て
、
留
学
生
の
就
労
予
定
先
の
介

護
施
設
等
が
支
援
す
る
奨
学
金
に
係
る
費
用
の

一
部
を
助
成
す
る
。

【
事
業
内
容
】

留
学
生
に
対
し
て
奨
学
金
の
給
付
等
の
支
援

を
行
う
介
護
施
設
等
に
対
し
て
、
当
該
支
援
に

係
る
経
費
を
助
成
。

２
．
外
国
人
留
学
生
及
び
１
号
特
定
技
能
外
国
人
の
マ
ッ
チ
ン
グ
支
援
事
業

【
目
的
】

介
護
福
祉
士
養
成
施
設
と
養
成
施
設
の
留
学
希

望
者
、
ま
た
、
介
護
施
設
等
と
特
定
技
能
に
よ
る

就
労
希
望
者
等
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
を
適
切
に
行
う

た
め
の
経
費
を
助
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
留
学
希

望
者
や
特
定
技
能
に
よ
る
就
労
希
望
者
の
円
滑
な

受
入
支
援
体
制
の
構
築
を
図
る
。

【
事
業
内
容
】

①
マ
ッ
チ
ン
グ
支
援
団
体
が
、
外
国
人
介
護
人

材
の
送
り
出
し
国
に
お
い
て
留
学
希
望
者
や

特
定
技
能
に
よ
る
就
労
希
望
者
に
関
す
る
情

報
収
集
を
行
う
と
と
も
に
、
マ
ッ
チ
ン
グ
対

象
と
な
る
双
方
に
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る

②
現
地
（
海
外
）
で
の
合
同
説
明
会
の
開
催
等

の
マ
ッ
チ
ン
グ
支
援
を
行
う
な
ど

＜
留
学
生
の
支
援
例
＞

○
１
年
目
：
日
本
語
学
校

学
費
：
月
５
万
円

居
住
費
：
月
３
万
円

○
２
年
目
･３
年
目
：
介
護
福
祉
士
養
成
施
設

学
費
：
月
５
万
円

入
学
準
備
金
：
２
０
万
円
（
初
回
に
限
る
）

就
職
準
備
金
：
２
０
万
円
（
最
終
回
に
限
る
）

国
家
試
験
受
験
対
策
費
用
：
４
万
円
（
年
額
）

居
住
費
：
月
３
万
円

補
助
率
：
１
／
３
※

※
受
入
介
護
施
設
等
が
留

学
生
に
給
付
す
る
奨
学
金

等
の
総
額
の
１
／
３
を
補
助

経
費
助
成

受
入
介
護
施
設
等

１
．
外
国
人
留
学
生
へ
の
奨
学
金
の
給
付
等
に
係
る
支
援
事
業

都 道 府 県 （ 委 託 可 ）

奨
学
金
の

貸
与
・
給
付

留 学 生 （ 日 本 語 学 校 ・ 養 成 施 設 ）

留
学
・
就
労
希
望
者
等

※
ベ
ト
ナ
ム
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
カ

ン
ボ
ジ
ア
、
中
国
、
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
、
タ
イ
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、

ネ
パ
ー
ル
、
モ
ン
ゴ
ル
等

・
現
地
教
育
機
関
訪
問

・
候
補
者
リ
ス
ト
の
作
成

・
候
補
者
と
の
面
談

・
ビ
デ
オ
レ
タ
ー
の
作
成

等

①
養
成
施
設
、
介
護
施
設
等
か
ら

の
情
報
収
集

・
受
入
れ
の
意
向
の
有
無

・
受
入
実
績

・
求
め
る
人
材
の
確
認

・
特
色
あ
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
行
事
等
の
紹
介

・
施
設
の
ア
ピ
ー
ル
ポ
イ
ン
ト
等
の
紹
介

・
ビ
デ
オ
レ
タ
ー
の
作
成

等
①

’養
成
施
設
、
介
護
施
設
等
か
ら

の
情
報
の
提
供

②
’現
地
教
育
機
関
等
か
ら
の
情
報
の

提
供

【
送
出
国
】

都
道
府
県

③
現
地
合
同
説
明
会
等
の
開
催

留
学
生
候
補
者
や
特
定
技
能
入
国
希
望
者
と
、
受
入
れ
を
希
望
す
る
日
本
の
介
護
福
祉
士
養
成
施
設
、

介
護
施
設
等
の
間
で
マ
ッ
チ
ン
グ
を
行
う
た
め
、
現
地
で
合
同
説
明
会
等
を
開
催
す
る
。

委 託

③
現
地
合
同
説
明
会
等
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

介
護
施
設
等

介
護
福
祉
士

養
成
施
設

【
日
本
】

協
議
体
の
設
置
な
ど
、

地
域
の
関
係
団
体
等

と
連
携
し
な
が
ら
マ
ッ

チ
ン
グ
を
実
施

マ
ッ
チ
ン
グ

支
援
団
体

②
現
地
教
育
機
関
等
か
ら
の
情
報
の

提
供

175



【
事
業
目
的
】

○
外
国
人
介
護
人
材
の
受
入
れ
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
文
化
・
風
習
へ
の
配
慮
等
に
不
安
が
あ
る
、
ま
た
、
外
国
人
介
護
人
材
に
学

習
支
援
や
生
活
支
援
が
で
き
る
体
制
が
不
十
分
で
あ
る
と
い
っ
た
実
態
が
介
護
施
設
等
に
お
い
て
み
ら
れ
る
。

○
こ
う
し
た
実
態
を
踏
ま
え
、
本
事
業
で
は
、
介
護
施
設
等
の
不
安
を
和
ら
げ
る
と
と
も
に
外
国
人
介
護
人
材
が
介
護
現
場
で
円
滑
に
就
労
・
定
着
で
き
る
よ

う
に
す
る
た
め
、
介
護
施
設
等
に
お
い
て
外
国
人
介
護
人
材
を
受
け
入
れ
る
た
め
の
環
境
整
備
等
に
か
か
る
費
用
の
一
部
を
助
成
す
る
。

外
国
人
介
護
人
材
受
入
施
設
等
環
境
整
備
事
業

※
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
（
介
護
従
事
者
確
保
分
）
の
メ
ニ
ュ
ー

不
安
や
抵
抗
感
が
あ

る
, 3

4.
8%

不
安
や
抵
抗
感
が

や
や
あ
る

, 5
1.

7%

特
に
不
安
や
抵
抗
感
は

な
い

, 9
.0

%

無
回
答

, 4
.5

%

n=
1,

35
5

71
.4

%
69

.1
%

64
.6

%
47

.1
%

45
.6

%
45

.3
%

43
.8

%
42

.4
%

42
.3

%
39

.8
%

36
.5

%
30

.5
%

28
.6

%
27

.2
%

17
.6

%
2.

3%
0.

3%

0.
0%

20
.0

%
40

.0
%

60
.0

%
80

.0
%

利
用
者
や
家
族
と
の
ｺﾐ
ｭﾆ
ｹ
ｰ
ｼ
ｮﾝ

他
の
職
員
と
の
ｺﾐ
ｭﾆ
ｹ
ｰ
ｼ
ｮﾝ

文
化
･風
習
へ
の
配
慮

受
入
れ
に
か
か
る
費
用

職
場
へ
の
定
着
､勤
務
継
続

組
織
へ
の
順
応
性
･協
調
性

ﾒﾝ
ﾀﾙ
ﾍ
ﾙ
ｽ
の
不
調

ﾌﾟ
ﾗｲ
ﾍ
ﾞｰ
ﾄに
お
け
る
ﾄﾗ
ﾌﾞ
ﾙ

信
仰
上
の
配
慮

受
け
入
れ
る
際
に
必
要
な
事
務
手
続
き

仕
事
に
対
す
る
姿
勢

対
応
事
項
に
つ
い
て
全
般
的
に
わ
か
ら
な
い

介
護
技
術
の
水
準

食
生
活
へ
の
配
慮

関
係
機
関
と
の
連
携

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

n=
1,

35
5

コミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョン
支
援

（
出
典
）
三
菱

U
FJ
リ
サ
ー
チ
＆
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
株
式
会
社
「
外
国
人
介
護
人
材
の
受
入
れ
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
（
平
成

30
年

10
月

1日
時
点
調
査
）

（
平
成

30
年
度
厚
生
労
働
省
老
人
保
健
健
康
増
進
等
事
業
）

外
国
人
介
護
職
員
を
受
け
入
れ
る
こ
と
へ
の
不
安
や
抵
抗
感
＜
外
国
人
介
護
職
員
を
受
け
入
れ
た
こ
と
が
な
い
施
設
＞

日
本
人
職
員
、
外
国
人
介
護
職
員
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
等
の

相
互
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
に
資
す
る
取
組

➢
介
護
業
務
に
必
要
な
多
言
語
翻
訳
機
の
導
入
に

か
か
る
経
費

➢
多
文
化
理
解
な
ど
外
国
人
職
員
と
円
滑
に
働
く

た
め
の
知
識
を
習
得
す
る
た
め
の
講
習
会
へ
の

参
加
等
に
か
か
る
経
費
な
ど

資
格
取
得
支
援
・生
活
支
援

外
国
人
介
護
人
材
の
資
格
取
得
支
援
や
生
活
支
援
の

体
制
強
化
に
資
す
る
取
組

➢
介
護
福
祉
士
資
格
取
得
を
目
指
す
外
国
人
介
護

職
員
に
対
す
る
学
習
支
援
に
か
か
る
経
費

➢
外
国
人
介
護
職
員
の
生
活
支
援
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

ケ
ア
に
か
か
る
経
費
な
ど

教
員
の
質
の
向
上
支
援

介
護
福
祉
士
養
成
施
設
に
お
け
る
留
学
生
へ
の

教
育
・
指
導
の
質
の
向
上
に
資
す
る
取
組

➢
留
学
生
に
適
切
な
教
育
・
指
導
を
行
う
た
め
の
教
員
の

質
の
向
上
に
資
す
る
研
修
等
に
か
か
る
経
費
な
ど
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No. ④-22  R６予算額 
地域医療介護総合確保基金

（人材分）９７億円の内数 

事業名 
介護テクノロジーの導入支援（地域医療介護

総合確保基金（人材分）の支援メニュー） 
府省庁名 厚生労働省 

概 要 介護サービス事業所の ICT・介護ロボット導入に要する費用の一部を補助。 

支援対象 都道府県 補助率 

都道府県が実施する事業について国から

2/3 を補助 

※都道府県から事業者への補助率は、一

定の要件を満たす事業所に対しては、3/4

を下限に都道府県の裁量により設定。 

それ以外の事業所に対しては 1/2 を下限

に都道府県の裁量により設定。 

対象事業 

○ICT 導入支援 

※対象：記録、情報共有、請求の各業務が一気通貫で行える ICT 機器 

（例）介護ソフト、タブレット端末、Wi-Fi 機器、業務効率化に資するバックオフィ

スソフト（勤怠管理、シフト管理等）等 

○介護ロボット導入支援 

※対象：移乗支援、移動支援、排泄支援、見守り、入浴支援などで利用する介護ロボット 

（例）装着型パワーアシスト、非装着型離床アシスト、入浴アシストキャリー、見守

りセンサー 等  

○介護現場の生産性向上に係る環境づくり 

※対象：介護ロボット・ICT 等の導入やその連携に係る費用、見守りセンサーの導入に伴

う通信環境整備 

 （例）Wi-Fi 環境の整備、インカム、見守りセンサー等の情報を介護記録にシステム連 

動させる情報連携のネットワーク構築経費 等 

支援内容 
上記の事業等を実施し、補助要件を満たした場合、都道府県に設置された地域医療介

護総合確保基金を活用して、その費用の一部について補助を行う。 

離島での 

実績 

＜令和４年度実績＞ 

本事業を活用して導入した介護サービス事業所数：12 

※ 離島振興法に規定する離島振興対策実施地域に所在する事業所数 

備 考 ー 

担当部署 厚生労働省老健局高齢者支援課 

連絡先 03-3595-2888 

参照 HP ー 
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実
施
主
体

国
都
道
府
県

基
金
(国
2
/3
)

介
護
施

設
等

一
部
助
成

介
護
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
導
入
支
援
事
業

（
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
（
介
護
従
事
者
確
保
分
）
）
〔
“介
護
ロ
ボ
ッ
ト
導
入
支
援
事
業
・
IC
T
導
入
支
援
事
業
”の
発
展
的
見
直
し
〕

•
介
護
人
材
の
確
保
が
喫
緊
の
課
題
と
さ
れ
る
中
で
、
介
護
ロ
ボ
ッ
ト
や
IC
T
等
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
活
用
し
、
業
務
の
改
善
や
効
率
化
等
を
進
め
る
事
に
よ
り
、
職
員
の
業
務
負
担
軽
減
を
図

る
と
と
も
に
、
生
み
出
し
た
時
間
を
直
接
的
な
介
護
ケ
ア
の
業
務
に
充
て
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
に
も
繋
げ
て
い
く
介
護
現
場
の
生
産
性
向
上
を
一
層
推
進
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

•
「
介
護
ロ
ボ
ッ
ト
導
入
支
援
事
業
」
「
IC
T
導
入
支
援
事
業
」
の
統
合
・
支
援
メ
ニ
ュ
ー
の
再
構
築
を
行
い
、
介
護
職
員
の
業
務
負
担
軽
減
や
職
場
環
境
の
改
善
に
取
り
組
む
介
護
事
業
者
が

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
導
入
す
る
際
の
経
費
を
補
助
し
、
生
産
性
向
上
に
よ
る
働
き
や
す
い
職
場
環
境
の
実
現
を
推
進
す
る
。

１
事
業
の
目
的

２
補
助
対
象

4
実
施
主
体
、
実
績

３
補
助
要
件
等

【
介
護
ロ
ボ
ッ
ト
】

移
乗
支
援
、
移
動
支
援
、
排
泄
支
援
、
見
守
り
、
入
浴
支
援
な
ど
、
厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省

で
定
め
る
「
ロ
ボ
ッ
ト
技
術
の
介
護
利
用
に
お
け
る
重
点
分
野
」
に
該
当
す
る
介
護
ロ
ボ
ッ
ト

【
IC
T
】

介
護
ソ
フ
ト
（
機
能
実
装
の
た
め
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
も
含
む
）
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
、
イ
ン
カ
ム
、
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
、

他
事
業
者
か
ら
の
照
会
経
費
等

W
i-
F
i機
器
の
購
入
設
置
、
業
務
効
率
化
に
資
す
る
バ
ッ
ク
オ
フ
ィ
ス
ソ
フ
ト
（
勤
怠
管
理
、
シ
フ

ト
管
理
等
）

【
介
護
現
場
の
生
産
性
向
上
に
係
る
環
境
づ
く
り
】

介
護
ロ
ボ
ッ
ト
・
IC
T
等
の
導
入
や
そ
の
連
携
に
係
る
費
用

見
守
り
セ
ン
サ
ー
の
導
入
に
伴
う
通
信
環
境
整
備

W
i-
F
i環
境
の
整
備
、
イ
ン
カ
ム
、
見
守
り
セ
ン
サ
ー
等
の
情
報
を
介
護
記
録
に
シ
ス
テ
ム
連
動
さ

せ
る
情
報
連
携
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
経
費
等

【
そ
の
他
】

上
記
の
介
護
ロ
ボ
ッ
ト
や
IC
T
等
を
活
用
す
る
た
め
の
IC
T
リ
テ
ラ
シ
ー
習
得
に
必
要
な
経
費

【
介
護
ロ
ボ
ッ
ト
】

区
分

補
助
額

補
助
率

補
助
台
数

○
移
乗
支
援

○
入
浴
支
援

上
限
1
0
0
万
円

３
／
４

（
※
）

必
要
台
数

○
上
記
以
外

上
限
3
0
万
円

【
IC
T
】

【
介
護
現

場
の
生
産

性
向
上
に

係
る
環
境

づ
く
り
】

補
助
要
件
（
例
示
）

補
助
額
・
率

取
組
計
画
に
よ
り
、
職
場
環
境
の
改
善
（
内
容
検
討
中
）
を
図
り
、
職
員

へ
還
元
す
る
事
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

既
に
導
入
さ
れ
て
い
る
機
器
、
ま
た
本
事
業
で
導
入
す
る
機
器
等
と
連
携

し
、
生
産
性
向
上
に
資
す
る
取
組
で
あ
る
こ
と

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
の
相
談
窓
口
や
都
道
府
県
が
設
置
す
る
介
護
生

産
性
向
上
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
を
活
用
す
る
こ
と

ケ
ア
プ
ラ
ン
デ
ー
タ
連
携
シ
ス
テ
ム
等
を
利
用
す
る
こ
と

L
IF
E
標
準
仕
様
を
実
装
し
た
介
護
ソ
フ
ト
で
実
際
に
デ
ー
タ
登
録
を
実
施

す
る
こ
と

等

上
限

1
,0
0
0

万
円

3
／
4

※
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
は
3
/4
，
そ
れ
以
外
は
1
/2

令
和
６
年
度
当
初
予
算
額
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
（
介
護
従
事
者
確
保
分
）
の
9
7
億
円
の
内
数
（
1
3
7
億
円
の
内
数
）
※
（
）
内
は
前
年
度
当
初
予
算
額

・
都
道
府
県
が
介
護
現
場
の
生
産
性
向
上
を
推
進
す
る
努
力
義
務
に
つ
い
て
規
定
（
令
和
５
年
度
に
介
護
保
険
法
の
一
部
を
改
正
）

５
そ
の
他

補
助
額

補
助
率

補
助
台
数

1
～
1
0
人

1
0
0
万
円

1
1
～
2
0
人
1
6
0
万
円

2
1
～
3
0
人
2
0
0
万
円

3
1
人
～

2
6
0
万
円

３
／
４

（
※
）

必
要
台
数

介
護
ロ
ボ
ッ
ト
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
導
入
モ
デ
ル
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
を
参
考
に
、
課
題
を
抽
出
し
、

生
産
性
向
上
に
資
す
る
取
組
の
計
画
を
提
出
の
上
、
一
定
の
期
間
、
効
果
を
確
認
で
き
る
ま
で

報
告
す
る
こ
と
。
（
必
須
要
件
）

事
業

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0

R1
R2

R3
介
護
ロ
ボ
ッ
ト
導
入
支
援
事
業
（
※

１
）

58
36

4
50

5
1,

15
3

1,
81

3
2,

29
7

2,
72

0
IC

T導
入
支
援
事
業
（
※
２
）

19
5

2,
56

0
5,

37
1

※
１
都
道
府
県
が
認
め
た
介
護
施
設
等
の
導
入

計
画
件
数
。
１
施
設
で
複
数
の
導
入
計
画
を

作
成
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る

※
２
補
助
事
業
所
数

※
下
線
部
は
令
和
６
年
度
ま
で
の
拡
充
分
。
太
字
が
令
和
６
年
度
で
拡
充
し
た
部
分
。
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No. ④-23  R５補正予算 53 億円 

事業名 介護福祉士修学資金貸付事業 府省庁名 厚生労働省 

概 要 
介護福祉士養成施設に通う学生に対して修学資金の貸付を実施し、地域の福祉・介護人

材の育成及び確保並びに定着を支援する。 

支援対象 都道府県 補助率 9／10 

対象事業 

概要 

社会福祉士及び介護福祉士法第 40 条第２項第１号から第３号までの規定に基づき文

部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設に在

学し、介護福祉士の資格の取得を目指す学生に対し修学資金を貸し付ける事業 

貸付額 

 月５万円以内 

（その他、入学準備金２０万円以内、就職準備金２０万円以内などの加算） 

返済免除要件 

 介護福祉士の資格取得後、５年間介護業務に従事 

 ※過疎地、離島、中山間地域等において従事した場合は、３年間で返還免除となる 

特例を設けている 

支援内容 「生活困窮者就労支援事業費等補助金」による補助 

離島での 
実績 

― 

備 考 令和５年度より返還免除要件の特例措置に離島等を追加。 

担当部署 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室 

連絡先 TEL 03-3595-1111（2845） 

参照 HP  
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介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
付
事
業

○
今
後
、
必
要
と
な
る
介
護
人
材
等
を
着
実
に
確
保
し
て
い
く
た
め
、
介
護
福
祉
士
養
成
施
設
に
通
う
学
生
に
対

し
て
修
学
資
金
の
貸
付
を
実
施
し
、
地
域
の
福
祉
・介
護
人
材
の
育
成
及
び
確
保
並
び
に
定
着
を
支
援
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

事
業
実
施
の
イ
メ
ー
ジ

学
校

介
護
福
祉
士
養
成
施
設
入
学
者
へ
の
修
学
資
金
貸
付

【
実
施
主
体
】
都
道
府
県
又
は
都
道
府
県
が
適
当
と
認
め
る
団
体

【
補
助
率
】
定
額
補
助
（
国
9
/1
0
相
当
）

【
対
象
者
】
介
護
福
祉
士
養
成
施
設
修
学
者

【
貸
付
額
（
上
限
）
】

ア
学

費
5
万
円
（
月
額
）

イ
入
学
準
備
金

2
0
万
円
（
初
回
に
限
る
）

ウ
就
職
準
備
金

2
0
万
円
（
最
終
回
に
限
る
）

エ
国
家
試
験
受
験
対
策
費
用

4
万
円
（
年
額
）
等

貸 付 ・ 支 援

借
り
受
け
た
修
学
資
金

を
実
施
主
体
に
返
済
。

都
道
府
県

(都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会
等
）

介
護
福
祉
士
養
成
施
設
の
学
生

介
護
福
祉
士

途
中
で
他
産
業
に
転
職
、

自
己
都
合
退
職
等

（
国
家
試
験
合
格
後
）
介
護
福
祉
士
資
格
の

登
録
を
行
い
、
福
祉
・
介
護
の
仕
事
に
従
事

５
年
間
、
福
祉
・
介
護
の

仕
事
に
継
続
し
て
従
事

⇒
借
り
受
け
た
修
学
資
金

等
の
返
済
を
全
額
免
除
。

福
祉
・
介
護
の
仕
事

他
産
業
に
就
職
又
は
未
就
労

他
産
業
へ
の
就
職
等

（
※
）･
･･
過
疎
地
、
離
島
、
中
山
間
地
域
等
に
つ
い
て
は
、
３
年
間
、
福
祉
・
介
護
の
業
務
に
従
事
し
た
場
合
、
全
額
返
還
免
除

（
※
）
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No. ④-24  
R６当初予算 

R５補正予算 

地域医療介護総合確保

基金の内数 

事業名 介護分野就職支援金貸付事業 府省庁名 厚生労働省 

概 要 
より幅広く新たな介護人材を確保する観点から、他業種で働いていた方等の介護分野

における介護職としての参入を促進する。 

支援対象 都道府県 補助率 ２／３ 

対象事業 

概要 

他業種等で働いていた者等であって、一定の研修等を修了し、介護分野に就労しよう

とする者に対し、就職支援金（を貸し付ける事業 

貸付額 

 ２０万円以内 

返済免除要件 

 就職後、２年間介護分野の業務に従事 

支援内容 都道府県に設置されている地域医療介護総合確保基金による助成。 

離島での 
実績 

 

備 考  

担当部署 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室 

連絡先 TEL 03-3595-1111（2845） 

参照 HP  
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介
護
分
野
就
職
支
援
金
貸
付
事
業

【
事
業
内
容
】

よ
り
幅
広
く
新
た
な
介
護
人
材
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
返
済
免
除
付
き
貸
付
事
業
「介
護
分
野
就
職
支
援
金
貸
付
事
業
」
を
実
施
し
、
他
業
種
で
働

い
て
い
た
方
等
の
介
護
分
野
に
お
け
る
介
護
職
へ
の
参
入
促
進
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
迅
速
に
人
材
確
保
を
加
速
化
し
、
「介
護
崩
壊
」の
恐
れ
を

未
然
に
防
止
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

介
護
人
材
に
つ
い
て
は
、
慢
性
的
な
人
手
不
足
に
加
え
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
防
止
対
策
や
利
用
者
が
感
染
し
た
場
合
の
対
応

等
に
よ
っ
て
、
高
齢
者
介
護
施
設
等
に
お
け
る
業
務
が
増
大
し
て
お
り
、
よ
り
幅
広
く
新
た
な
介
護
人
材
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
他
業
種
で
働
い
て
い

た
方
等
の
介
護
分
野
に
お
け
る
介
護
職
と
し
て
の
参
入
を
促
進
す
る
。

（
途
中
で
他
産
業
に
転
職
、

自
己
都
合
退
職
等
）

【
介
護
の
仕
事
（
介
護
職
員
）
】

借
り
受
け
た
介
護
分
野
就
職

支
援
金
の
返
済
を
全
額
免
除
。

借
り
受
け
た
介
護
分
野
就
職

支
援
金
を
実
施
主
体
に
返
済
。

○
介
護
分
野
就
職
支
援
金
（
１
回
を
限
度
）
（
貸
付
額
（
上
限
）
2
0
万
円
）

・
子
ど
も
の
預
け
先
を
探
す
際
の
活
動
費

・
介
護
に
係
る
軽
微
な
情
報
収
集
や
学
び
直
し
代
（
講
習
会
、
書
籍
等
）

・
被
服
費
等
（
ヘ
ル
パ
ー
の
道
具
を
入
れ
る
鞄
、
靴
な
ど
）

・
転
居
を
伴
う
場
合
の
費
用
（
敷
金
礼
金
、
転
居
費
な
ど
）

・
通
勤
用
の
自
転
車
・
バ
イ
ク
の
購
入
費
な
ど

他
業
種
等
で
働
い
て
い
た
者
等
（
※
１
）
で
あ
っ
て

一
定
の
研
修
等
（
※
２
）
を
修
了
し
た
者

○
介
護
分
野
就
職
支
援
金

貸
付

計
画

２
年
間
、
介
護
分
野
に
お
け
る
介
護
職
員
と
し
て

継
続
し
て
従
事

【
目
的
】

ジ
ョ
ブ
チ
ェ
ン
ジ

（
新
規
参
入
）

介
護
職
員

介
護
職
の
定
着
を
促
進

一
定
の
研
修
等
修
了
後

…

求
職
者
等

（
※
１
）
介
護
未
経
験
者
、
無
資
格
者
、
無
職
等

（
※
２
）
公
的
職
業
訓
練
機
関
に
お
け
る
介
護
職
員
初
任
者
研
修
等

・
事
業
開
始
年
度
：
令
和
３
年
度

・
財
源
：
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
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No. ⑤-1  
R6 当初予算 

R5 補正予算 

10,696 百万円 

2,628 百万円 

事業名 甘味資源作物生産支援対策 府省庁名 農林水産省 

概 要 

甘味資源作物生産者、国内産糖製造事業者の経営の安定及び砂糖の安定供給を図ると

ともに、さとうきび等の自然災害からの回復に向けた取組、病害虫への対応、生産性向

上、分みつ糖工場やいもでん粉工場の労働生産性を高めるための取組等を支援。 

支援対象 
① 市町村 

② 生産者団体、民間団体等 
補助率 1/2 以内、6/10 以内、定額 

対象事業 

（１） 甘味資源作物生産者等支援安定化対策 

国内産糖と輸入糖の内外コスト格差を調整するため、（独）農畜産業振興機構（Ａ

ＬＩＣ）が甘味資源作物生産者及び国内産糖製造事業者に交付する甘味資源作物

交付金及び国内産糖交付金の一部に相当する金額を同機構へ交付するとともに、

生産者交付金の代理申請者の申請・支払事務経費への支援を行う。 

（２） 甘味資源作物安定生産体制確立事業 

さとうきび増産基金により、さとうきびの台風、干ばつ、病害虫発生等の自然災

害への対応及びかんしょの病害虫への対応を支援する。 

（３） 甘味資源作物産地生産体制強化緊急対策事業 

さとうきび・かんしょ産地における持続可能な生産体制を構築するため、病害虫

への対応や生産性を向上させるための取組を支援するとともに、分みつ糖・いも

でん粉工場の省力化による労働生産性向上の取組等を支援する。 

支援内容 （１）は定額補助、（２）は定額補助、（３）は 1/2 以内、6/10 以内、定額。 

離島での 
実績 

（１）R３ 種子島、奄美大島、喜界島、徳之島、沖永良部島、与論島、北大東島、南大

東島、伊是名島、久米島、宮古島、伊良部島、石垣島（甘味資源作物交付金及び国内産

糖交付金の交付） 

（２、３）R３ 種子島、奄美大島、喜界島、徳之島、沖永良部島、与論島、伊是名島、

久米島、南大東島、北大東島、宮古島、伊良部島、石垣島等（さとうきびの土づくりや

病害虫防除、農業機械導入等の生産性向上の取組、自然災害からの回復に向けた取組の

実施） 

備 考 支援対象には（独）農畜産業振興機構を含む。 

担当部署 農林水産省農産局地域作物課 

連絡先 03-3501-3814 

参照 HP https://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/hojo-jigyo.html 
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⽢
味
資
源
作
物
⽣
産
性
向
上
事
業

〇
⽢
味
資
源
作
物
⽣
産
⽀
援
対
策

＜
対
策
の
ポ
イ
ン
ト＞

⽢
味
資
源
作
物
⽣
産
者
、国
内
産
糖
製
造
事
業
者
の
経
営
の
安
定
及
び
砂
糖
の
安
定
供
給
を
図
る
とと
も
に
、さ
とう
き
び
等
の
⾃
然
災
害
か
らの

回
復
に
向
け
た
取
組
、病
害

⾍
へ
の
対
応
、⽣
産
性
向
上
、分
み
つ
糖
⼯
場
や
い
も
で
ん
粉
⼯
場
の
労
働
⽣
産
性
を
⾼
め
る
た
め
の
取
組
等
を
⽀
援
しま
す
。

＜
事
業
⽬
標
＞

○
さと
うき
び
の
10
a当
た
り労

働
時
間
の
削
減
（
30
.9
時
間
/1
0a
［
令
和
７
年
度
ま
で
］
）

○
さと
うき
び
の
⽣
産
量
の
増
加
（
15
3万

t［
令
和
７
年
度
ま
で
］
）

○
か
ん
しょ
の
⽣
産
量
の
増
加
（
86
万
t［
令
和
12
年
度
ま
で
］
）

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

＜
事
業
の
内
容
＞

１
．
⽢
味
資
源
作
物
⽣
産
者
等
⽀
援
安
定
化
対
策

9,
91
5（

10
,1
37
）
百
万
円

国
内
産
糖
と輸

⼊
糖
に
あ
る
内
外
コス
ト格

差
を調

整
す
る
た
め
、（

独
）
農
畜
産
業
振
興

機
構
（
AL
IC
）
が
⽢
味
資
源
作
物
⽣
産
者
及
び
国
内
産
糖
製
造
事
業
者
に
交
付
す
る
⽢
味

資
源
作
物
及
び
国
内
産
糖
交
付
⾦
の
⼀
部
に
相
当
す
る
⾦
額
を
同
機
構
へ
交
付
す
る
とと
も

に
、⽣

産
者
交
付
⾦
の
代
理
申
請
者
の
申
請
・⽀
払
事
務
経
費
へ
の
⽀
援
を⾏

い
ます
。

２
．
⽢
味
資
源
作
物
安
定
⽣
産
体
制
確
⽴
事
業

78
1（

78
1）

百
万
円

さ
とう
き
び
増
産
基
⾦
に
よ
り、
さと
うき
び
の
台
⾵
、⼲

ば
つ
、病

害
⾍
発
⽣
等
の
⾃
然
災
害

へ
の
対
応
及
び
か
ん
しょ
の
病
害
⾍
へ
の
対
応
を
⽀
援
しま
す
。

３
．
⽢
味
資
源
作
物
産
地
⽣
産
体
制
強
化
緊
急
対
策
事
業

【令
和
５
年
度
補
正
予
算
】2
,6
28
百
万
円

さ
とう
き
び
・か
ん
しょ
産
地
に
お
け
る
持
続
可
能
な
⽣
産
体
制
を
構
築
す
る
た
め
、病

害
⾍
へ

の
対
応
や
⽣
産
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
取
組
を
⽀
援
す
る
とと
も
に
、分

み
つ
糖
・い
も
で
ん
粉

⼯
場
の
省
⼒
化
に
よ
る
労
働
⽣
産
性
向
上
の
取
組
等
を⽀

援
しま
す
。

［
お
問
い
合
わ
せ
先
］
農
産
局
地
域
作
物
課
（
03
-3
50
1-
38
14
）

さと
うき
び
増
産
基
⾦

○
さ
とう
き
び
勘
定

主
な
対
策

⾃
然
災
害

・
か
ん
⽔

⼲
ば
つ

・
除
塩
（
散
⽔
）

・
苗
の
補
植
、改

植
台
⾵

・
病
害
⾍
防
除

病
害
⾍

・
⼟
づ
くり

・
株
更
新

糖
度

減
少

災
害
の
内
容
に

応
じた
対
策

・
株
出
管
理
作
業

・
苗
の
確
保

等

その
他

の
災
害

○
さ
とう
き
び

＜
取
組
例
＞

○
分
み
つ
糖
⼯
場
、い
も
で
ん
粉
⼯
場

労
働
⼒
不
⾜
の
改
善
の
た
め
、省

⼒
化
・効
率
化
に
向
け
た
⼈
員
配
置
の

検
討
、⼯

場
全
体
の
⼯
程
⾒
直
し

及
び
施
設
整
備
等
労
働
⽣
産
性
向

上
の
取
組
等
を
⽀
援
。

労
働
⽣
産
性
の
向
上

＜
取
組
例
＞

○
か
ん
しょ

＜
取
組
例
＞

多
収
新
品
種

へ
の
転
換

労
働
⽣
産
性
と単

収
の
向

上
を
図
る
た
め
、担

い
⼿
の

育
成
等
を
通
じた
労
働
⼒

確
保
や
⼟
づ
くり
の
推
進
、

機
械
化
⼀
貫
体
系
に
よ
る

省
⼒
化
等
、島

ご
との
実

情
に
応
じた
取
組
を
⽀
援
。

○
か
ん
しょ
勘
定

・病
害
⾍
防
除
対
策
主
な
対
策

・
予
防
薬
剤
の
散
布

当
期
作

へ
の
対
応

・
苗
・苗
床
の
消
毒

・
⼟
壌
消
毒

・
健
全
な
種
い
も
・苗
の
導
⼊

・
他
作
物
へ
の
作
付
転
換

等

次
期
作

へ
の
対
応

サ
ツ
マ
イ
モ
基
腐
病
の
次
期
作
へ
の

影
響
を
最
⼩
限
に
しな
が
らか
ん
しょ

の
持
続
的
な
⽣
産
を
⾏
うた
め
の
取

組
や
で
ん
粉
原
料
⽤
か
ん
しょ
の
⽣

産
性
向
上
及
び
省
⼒
化
の
た
め
の
多

収
新
品
種
へ
の
転
換
や
農
業
機
械

の
導
⼊
等
を
⽀
援
。

堆
肥
等
を
活
⽤
した
⼟
づ
くり

【令
和
６
年
度
予
算
額
10
,6
96
（
10
,9
19
）
百
万
円
】

＜
事
業
の
流
れ
＞

国
基
⾦
管
理
団
体

AL
IC

⽣
産
者
、国

内
産
糖
製
造
事
業
者

⽣
産
者
団
体
等

定
額

定
額

定
額
、6
/1
0以

内
、1
/2
以
内
等

（
１
の
事
業
）

（
２
の
事
業
）

（
３
の
事
業
）

定
額

定
額
、6
/1
0以

内
、1
/2
以
内

⽣
産
者
団
体
等

（
令
和
５
年
度
補
正
予
算
額
2,
62
8百

万
円
）
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No. ⑤-2  
R５補正予算額 

（所要額） 
34,520 百万円 

事業名 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 府省庁名 農林水産省 

概 要 

 畜産クラスター計画を策定した地域に対し、地域の収益性向上等に必要な機械導入、

施設整備、施設整備と一体的な家畜導入等を支援します。 

 また、後継者不足の畜産経営と地域の担い手間の継承のための条件調整や経営資源を

継承する取組に必要な施設整備等を支援します。 

 さらに、畜産クラスター計画に基づく、生産基盤強化のための優良な繁殖雌牛への更

新を支援します。 

支援対象 
中心的な経営体（畜産農家等）、 

民間団体 
補助率 １／２以内、定額 

対象事業 

（１）施設整備事業 

 畜産クラスター計画に位置付けられた中心的な経営体に対し、収益力強化や畜産環

境問題への対応に必要な施設整備や施設整備と一体的な家畜導入を支援します。 

（２）機械導入事業 

 畜産クラスター計画に位置付けられた中心的な経営体に対し、施設整備との一体性

も確保しつつ、収益力強化等に必要な機械の導入を支援します。 

（３）調査・実証・推進事業 

 収益力の強化に向けた新たな取組を行う畜産クラスター協議会に対し、その効果を

実証するために必要な調査・分析を支援します。 

  また、畜産クラスター事業の効果を一層高めるため、地域の連携をコーディネート

する人材の育成を支援します。 

（４）畜産経営基盤継承支援事業 

ⅰ）後継者不在の畜産経営と地域の担い手（新規就農等）間の継承のための条件調

整の取組、ⅱ）経営資源を地域の担い手に円滑に継承するために必要な施設整備を支
援します。 

（５）優良繁殖雌牛更新加速化事業 

畜産クラスター計画に基づき、高齢の繁殖雌牛から優良な繁殖雌牛に更新する場合、

更新実績に応じた奨励金を交付します。 

支援内容 
（１）、（２）、（４）のⅱは補助率１／２以内 

（３）、（４）のⅰ、（５）は定額 

離島での 
実績 

（１）～（３） 佐渡島、対馬島、壱岐島、大島（平戸諸島）、宇久島、中通島、福江島、種子島など 

備 考  

担当部署 
（１）～（４）農林水産省畜産局企画課 

（５）       〃    畜産振興課 

連絡先 （１）～（４） 03-3501-1083（５）     03-6744-2587 

参照 HP https://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/tikusan_sogo/l_cluster.html 
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畜
産
・
酪
農
収
益
力
強
化
整
備
等
特
別
対
策
事
業
等
（
畜
産
ク
ラ
ス
タ
ー
事
業
等
）

【
令
和
５
年
度
補
正
予
算
額
（
所
要
額
）
3
4
,5
2
0
百
万
円
】

＜
対
策
の
ポ
イ
ン
ト
＞

畜
産
ク
ラ
ス
タ
ー
計
画
を
策
定
し
た
地
域
に
対
し
、
地
域
の
収
益
性
向
上
等
に
必
要
な
施
設
整
備
や
機
械
導
入
等
に
加
え
、
経
営
資
源
を
継
承
す
る
取
組
を
支
援
し
ま
す
。
ま
た
、

飼
料
増
産
優
先
枠
及
び
省
エ
ネ
優
先
枠
を
引
き
続
き
措
置
し
ま
す
。
加
え
て
、
優
良
な
繁
殖
雌
牛
へ
の
更
新
を
加
速
化
す
る
こ
と
で
、
肉
用
牛
の
生
産
基
盤
の
強
化
を
図
り
ま
す
。

＜
事
業
目
標
＞

畜
舎
の
整
備
や
省
力
化
機
械
の
導
入
に
よ
る
飼
養
規
模
の
拡
大
や
飼
養
管
理
の
改
善
を
図
る
と
と
も
に
、
次
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
目
標
を
達
成
等

○
作
業
の
外
部
化
等
に
よ
る
生
産
コ
ス
ト
の
削
減
（
1
0
％
以
上
［
事
業
終
了
後
５
年
以
内
ま
で
］
）

○
販
売
額
の
増
加
（
1
0
％
以
上
［
事
業
終
了
後
５
年
以
内
ま
で
］
）

○
所
得
の
向
上
（
1
0
％
以
上
［
事
業
終
了
後
５
年
以
内
ま
で
］
）

＜
事
業
の
内
容
＞

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

１
．
畜
産
ク
ラ
ス
タ
ー
事
業

（
所
要
額
）
2
9
,1
0
0
百
万
円

①
施
設
整
備
事
業

中
心
的
な
経
営
体
に
対
し
、
収
益
力
強
化
等
に
必
要
な
施
設
整
備
等
を
支
援
し
ま
す
。

②
機
械
導
入
事
業

中
心
的
な
経
営
体
に
対
し
、
収
益
力
強
化
等
に
必
要
な
機
械
の
導
入
を
支
援
し
ま
す
。

③
調
査
・
実
証
・
推
進
事
業

収
益
力
強
化
に
向
け
た
取
組
の
効
果
実
証
に
必
要
な
調
査
・分

析
を
支
援
し
ま
す
。
ま
た
事

業
の
効
果
を
高
め
る
た
め
、
地
域
の
連
携
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
す
る
人
材
の
育
成
を
支
援
し
ま
す
。

④
畜
産
経
営
基
盤
継
承
支
援
事
業

経
営
資
源
を
地
域
の
担
い
手
に
継
承
す
る
た
め
、
必
要
な
施
設
整
備
等
を
支
援
し
ま
す
。

２
．
優
良
繁
殖
雌
牛
更
新
加
速
化
事
業

（
所
要
額
）
5
,4
2
0
百
万
円

高
齢
の
繁
殖
雌
牛
か
ら
、
増
体
や
肉
質
に
優
れ
た
若
い
繁
殖
雌
牛
へ
の
牛
群
の
転
換
を
支
援
し

ま
す
。

＜
事
業
の
流
れ
＞

（
１
①
、
１
④
の
事
業
）

協
議
会

畜
産
農
家
等

都
道
府
県
・
市
町
村

国

交
付

交
付

交
付

１
/２

以
内

定
額

（
１
③
の
事
業
）

基
金
管
理
団
体

定
額

協
議
会

交
付

機
械
リ
ー
ス
事
業
者
又
は

協
議
会

（
１
②
の
事
業
）

基
金
管
理
団
体

畜
産
農
家
等

交
付

交
付

１
/２

以
内

導
入

基
金
管
理
団
体

畜
産
農
家

定
額

民
間
団
体

農
業
者
団
体
等

定
額

（
２
の
事
業
）

定
額

定
額

畜
産
ク
ラ
ス
タ
ー
協
議
会

収
益
性

向
上

収
益
性
向
上
の
た
め
の
取
組
、
中
心
的
な
経
営
体
や
そ
の
他
の
構
成
員
の
役
割
、
連
携
の
内
容
、
収
益
性
向

上
の
目
標
等
を
定
め
た
畜
産
ク
ラ
ス
タ
ー
計
画
を
作
成

飼
料
メ
ー
カ
ー

機
械
メ
ー
カ
ー

普
及
セ
ン
タ
ー

畜
産
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

行
政

J
A

畜
産
農
家

T
M
R
セ
ン
タ
ー

コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー

乳
業
・
食
肉
セ
ン
タ
ー

卸
小
売
業

ヘ
ル
パ
ー
組
合

【
優
先
枠
等
】

中
山
間
地
域
優
先
枠

輸
出
拡
大
優
先
枠

肉
用
牛
・
酪
農
重
点
化
枠

飼
料
増
産
優
先
枠

省
エ
ネ
優
先
枠

食
料
安
全
保
障
の
強
化
を
図
る
た
め
、
飼
料
増
産
に

取
り
組
む
畜
産
ク
ラ
ス
タ
ー
協
議
会
を
優
先
的
に
採
択
。

省
エ
ネ
優
先
枠
は
引
き
続
き
措
置
。

「
優
良
繁
殖
雌
牛
更
新
加
速
化
事
業
」
の
交
付
単
価

優
良
な
繁
殖
雌
牛

遺
伝
的
多
様
性
に
配
慮
し
た
優
良
な
繁
殖
雌
牛

奨
励
金

1
0
万
円
/頭

1
5
万
円
/頭

飼
料
収
穫
機
械

等

［
お
問
い
合
わ
せ
先
］
（
１
の
事
業
）
畜
産
局
企
画
課

（
0
3
-3
5
0
1
-1
0
8
3
）

（
２
の
事
業
）

畜
産
振
興
課
（
0
3
-6
7
4
4
-2
5
8
7
）
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No. ②-3  Ｒ６予算額 3,795 百万円の内数 

事業名 
農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業 

（スーパーＬ資金、農業近代化資金の金利負担軽減措置） 
府省庁名 農林水産省 

概 要 
 スーパーＬ資金及び農業近代化資金の金利負担軽減措置を実施し、経営改善に意欲的

に取り組む農業者を金融面から強力に支援する。 

支援対象 
目標地図に位置づけられた等の認

定農業者 
補助率 貸付当初５年間実質無利子化 

対象事業 

地域農業を維持・発展させるためには、地域の中心経営体等として位置付けられた「担

い手」が自らの創意工夫を活かして経営改善の取組を行うことが重要である。 

経営改善に向けた投資の効果が発現するまでには一定の期間を要することから、投資

後の一定期間について支援を行うことが必要である。 

このため、目標地図に位置付けられた等の認定農業者が借り入れるスーパーＬ資金及

び農業近代化資金について、貸付当初５年間の金利負担を軽減する措置を講じる。 

支援内容 

 

（１）対象資金：スーパーＬ資金、農業近代化資金 

（２）利子助成限度額：スーパーＬ資金（個人３億円、法人 10 億円）（※１） 

                     ：農業近代化資金（個人 18 百万円（※２）、法人２億円） 

（３）金利負担軽減措置：貸付当初５年間実質無利子化 

 

（※１）利子助成の対象となる借入金上限：通算 20 億円 

    （※２）知事特認の場合は２億円 

離島での 
実績 

― 

備 考  

担当部署 農林水産省経営局金融調整課 

連絡先 03-6744-2167 

参照 HP 

（農林水産省ＨＰ）http://www.maff.go.jp/j/keiei/kinyu/sikin/index.html 

（日本政策金融公庫ＨＰ）https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/a_30.html 

（沖縄振興開発金融公庫ＨＰ）http://www.okinawakouko.go.jp/financing_investment/124 
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＜
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＜
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融
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＜
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５
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．
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＜
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＞
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縄
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No. ⑤-4  R６当初予算 12,124 百万円 

事業名 新規就農者育成総合対策 府省庁名 農林水産省 

概 要 

農業への人材の一層の呼び込みと定着を図るため、経営発展のための機械・施設等の導入を
地方と連携して親元就農も含めて支援するとともに、伴走機関等による研修向け農場の整備、
新規就農者への技術サポート等の取組を支援。また、就農に向けた研修資金、経営開始資金、
雇用就農の促進のための資金の交付、農業大学校・農業高校等における農業教育の高度化、農
業者のリ・スキリング機会の充実、就農相談会の開催等の取組を支援。 

支援対象 

事業①、②：認定新規就農者（就農時 49 歳以下） 
事業③：研修期間中の研修生（就農時 49 歳以下） 
事業④：農業法人等 
事業⑤：市町村、協議会、民間団体等 
事業⑥：農業教育機関等 
事業⑦：協議会、都道府県 
事業⑧：民間団体等 

補

助

率 

事業①：県支援分の 2 倍を国が支援 
事業②～④、⑦：定額 
事業⑤～⑥、⑧：定額、1/2 

対象事業 

事業①：経営発展支援事業（就農後の経営発展のために、都道府県が機械・施設等の導入を支
援する場合、都道府県支援分の 2 倍を国が支援。） 

事業②：経営開始資金（新たに経営を開始する者に対して、資金を交付。） 
事業③：就農準備資金（研修期間中の研修生に対して、資金を交付。） 
事業④：雇用就農資金（雇用元の農業法人等に対して、資金を交付。） 
事業⑤：サポート体制構築事業（農業団体等の伴走機関が行う実践的な研修農場の整備、地域

における就農相談員の設置、先輩農業者による新規就農者への技術面等のサポート、
社会人向け農業研修の実施等を支援。） 

事業⑥：農業教育高度化事業（農業大学校・農業高校等における農業教育の高度化を支援。） 
事業⑦：農業者キャリアアップ支援事業（農業者のリ・スキリング機会の充実のため、スマ-

ト農業等の新たな技術等を学び直す研修を支援。） 
事業⑧：農業人材確保推進事業（農業就業体験、就農相談会の開催等による多様な人材の確保

を支援。 

支援内容 

事業①：補助対象事業費上限 1,000 万円（事業②の交付対象者は上限 500 万円）  
事業②：12.5 万円/月（150 万円/年）×最長 3 年間  
事業③：12.5 万円/月（150 万円/年）×最長 2 年間 
事業④：最大 60 万円/年×最長 4 年間 
事業⑤：・農業団体等の伴走機関が行う研修農場の機械・設備等の導入 
    ・農地、資金に加えて住宅等の生活面も相談できる就農相談員の設置（補助金上限 100

万円） 
    ・就農者の技術、販路確保等のサポートを行う先輩農業者等の活動（補助金上限 100

万円） 
    ・社会人向けの農業研修の実施（補助金上限 300 万円） 
事業⑥：農業大学校・農業高校等における 

・研修用農業機械・設備の導入、ICT 環境 
・スマート農業、環境配慮型農業等の教育カリキュラム強化 
・現場実習や出前授業等、若者の就農意欲を高める取組 等 

事業⑦：農業者が農閑期や夜間にスマート農業や有機農業などの新たな技術を学び直すことが
できる研修モデルの構築・実施 

事業⑧：インターンシップ、新・農業人フェアの実施 等 

離島での 
実績 

－ 

備 考 
事業①～③：申請時期については、都道府県または市町村にお問い合わせください。 
事業④：3～4 月（6 月支援開始分）、7～8 月（10 月支援開始分）、10～11 月（2 月支援開始

分）に募集予定。 

担当部署 農林水産省経営局就農・女性課 

連絡先 03-3052-6469 

参照 HP https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/ 
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３
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④
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③
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械
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入
・ 

就
農

相
談

員
:資

金
・生

活
面

等
の

相
談

・ 
先

輩
農

業
者

等
 :

技
術

・販
路

確
保

等
の

指
導

・ 
社

会
人

が
働

き
な

が
ら受

講
で

き
る

研
修

の
実

施

④
農
業
人
材
確
保
推
進
事
業

イン
ター

ン
シ

ップ
、就

農
相

談
会

の
開

催
、農

業
の

魅
力

発
信

等

②
農
業
教
育
高
度
化
事
業

農
業

大
学

校
・農

業
高

校
等

に
お

け
る

・ 
農

業
機

械
・設

備
等

の
導

入
・ 

国
際

的
な

人
材

育
成

に
向

け
た

海
外

研
修

・ 
ス

マ
ー

ト農
業

、環
境

配
慮

型
農

業
等

の
カリ

キ
ュラ

ム
強

化
・ 

現
場

実
習

や
出

前
授

業
の

実
施

・ 
有

機
農

業
の

専
攻

・科
目

の
設

置
や

有
機

JA
Sの

取
得

等

（
令
和
５
年
度
補
正
予
算
）
新
規
就
農
者
確
保
緊
急
円
滑
化
対
策

就
農

前
後

の
資

金
面

、就
農

後
の

初
期

投
資

の
促

進
や

教
育

環
境

の
整

備
等

を
支

援
しま

す
。

1
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No. ⑤-5  R６当初予算 8,389 百万円 

事業名 
農山漁村振興交付金 

（農山漁村発イノベーション対策） 
府省庁名 農林水産省 

概 要 

 少子高齢化・人口減少が進む農山漁村において、「しごと」「くらし」「活力」「土地利

用」の観点から農村振興施策を総合的に推進することにより、関係人口の創出・拡大を

図るとともに、農林水産業に関わる地域のコミュニティの維持と農山漁村の活性化及び

自立化を後押しする。 

支援対象 
都道府県、市町村、地域協議会、

農林漁業者の組織する団体等 
補助率 定額、１／２ 等 

対象事業 
＜農山漁村発イノベーション対策＞ 

農林水産物や農林水産業に関わる多様な地域資源を活用し、付加価値を創出すること
によって、農山漁村における所得と雇用機会の確保を図る取組等を支援。 

支援内容 
ソフト事業は定額、補助率１／２ 

ハード事業は補助率１／２ 等 

離島での 
実績 

R５年度実績 新潟県佐渡市、島根県海士町、岡山県笠岡市、香川県丸亀市、香川県土庄

町、香川県小豆島町、福岡県福岡市、大分県佐伯市、長崎県平戸市 等 

備 考  

担当部署 農林水産省農村振興局都市農村交流課 

連絡先 03-3502-5946  

参照 HP https://www.maff.go.jp/j/nousin/inobe/index.html 
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＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

＜
事
業
の
内
容
＞

１
．
農
⼭
漁
村
発
イ
ノベ
ー
シ
ョン
推
進
事
業

①
地
域
活
性
化
に
向
け
た
活
動
計
画
策
定
※
、関
係
⼈
⼝
創
出
、地

域
づ
くり
を
担
う農
村
プ
ロ
デ
ュー
サ
ー
の
育
成
及

び
実
地
研
修
に
よ
る
技
術
⼒
向
上
、農

業
・農
村
の
情
報
発
信
等
を⽀

援
しま
す
。

②
地
域
資
源
を
活
⽤
した
商
品
開
発
、デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
⽤
に
係
る
専
⾨
⼈
材
の
派
遣
・育
成
等
を
⽀
援
しま
す
。

③
農
泊
の
実
施
体
制
の
整
備
や
経
営
の
強
化
、観
光
コン
テ
ン
ツ
の
磨
き
上
げ
等
の
取
組
を⽀

援
しま
す
。

④
農
福
連
携
の
普
及
啓
発
、障

害
者
等
の
農
林
⽔
産
業
に
係
る
技
術
の
習
得
、専
⾨
⼈
材
の
育
成
等
を⽀

援
しま
す
。

２
．
農
⼭
漁
村
発
イ
ノベ
ー
シ
ョン
整
備
事
業

①
農
林
⽔
産
物
加
⼯
・販
売
施
設
、地
域
間
交
流
拠
点
等
の
整
備
を⽀

援
しま
す
。

②
農
泊
の
推
進
に
必
要
とな
る
古
⺠
家
等
を
活
⽤
した
滞
在
施
設
等
の
整
備
を⽀

援
しま
す
。

③
農
福
連
携
の
推
進
に
必
要
とな
る
障
害
者
等
が
作
業
に
携
わ
る
⽣
産
施
設
等
の
整
備
を
⽀
援
しま
す
。

（
関
連
事
業
）
農
⼭
漁
村
発
イ
ノベ
ー
シ
ョン
委
託
調
査
事
業

農
⼭
漁
村
発
イノ
ベ
ー
シ
ョン
推
進
に
係
る
エ
ビデ
ン
ス
に
基
づ
く施
策
企
画
・⽴
案
の
充
実
を
図
る
た
め
、所

得
創
出
効

果
等
の
施
策
効
果
を
測
定
す
る
た
め
の
委
託
調
査
を
実
施
しま
す
。

［
お
問
い
合
わ
せ
先
］
農
村
振
興
局
都
市
農
村
交
流
課
（
03
-3
50
2-
59
46
）

＜
事
業
の
流
れ
＞

国＜
対
策
の
ポ
イ
ン
ト＞

農
林
⽔
産
物
や
農
林
⽔
産
業
に
関
わ
る
多
様
な
地
域
資
源
を
活
⽤
し、
付
加
価
値
を
創
出
す
る
こと
に
よっ
て
、農
⼭
漁
村
に
お
け
る
所
得
と雇

⽤
機
会
の
確
保
を
図
る
取
組
等
を

⽀
援
しま
す
。

＜
事
業
⽬
標
＞

農
⼭
漁
村
発
イノ
ベ
ー
シ
ョン
に
取
り組

ん
で
い
る
優
良
事
業
体
数
の
増
加
（
10
0事

業
体
［
令
和
７
年
度
ま
で
］
）

等

１
．
農
⼭
漁
村
発
イ
ノベ
ー
シ
ョン

推
進
事
業

定
額

定
額

定
額
、1
/2

定
額
、1
/2
等

⺠
間
団
体
、地

域
協
議
会
等

都
道
府
県

地
⽅
公
共
団
体

（
１
②
,④
の
事
業
）

3/
10
、1
/2
等

定
額
、1
/2

（
１
、２

②
,③
の
事
業
）

農
林
漁
業
者
、市

町
村
、⺠

間
事
業
者
等

（
１
②
の
事
業
）

農
林
漁
業
者
の
組
織
す
る
団
体
等

（
２
①
の
事
業
）

２
．
農
⼭
漁
村
発
イ
ノベ
ー
シ
ョン

整
備
事
業

①
地
域
活
性
化
型

②
農
⼭
漁
村
発
イ
ノベ
ー
シ
ョン

創
出
⽀
援
型

③
農
泊
推
進
型

④
農
福
連
携
型

①
定
住
促
進
・交
流
対
策
型

産
業
⽀
援
型

②
農
泊
推
進
型

③
農
福
連
携
型

地
域
住
⺠
に
よ
る
地
域
活
性
化
の
た
め
の

活
動
計
画
づ
く
り

地
域
資
源
を
多
分
野
で
活
⽤
した
商
品
・

サ
ー
ビス
の
開
発

障
害
者
等
の
農
産
物
栽
培
技
術
の
習
得
や

専
⾨
⼈
材
の
育
成
等

農
林
⽔
産
物
直
売
所
の
整
備

集
出
荷
・
貯
蔵
・
加
⼯
施
設
の
整
備

古
⺠
家
等
を
活
⽤
し
た
滞
在
型
施
設
の
整
備

障
害
者
等
が
作
業
に
携
わ
る
⽣
産
施
設
の

整
備

景
観
等
を
活
⽤
した
観
光
コン
テ
ンツ
の
開
発

【令
和
６
年
度
予
算
額
8,
38
9（

9,
07
0）

百
万
円
の
内
数
】

都
道
府
県

※
下
線
部
は
拡
充
内
容

農
⼭
漁
村
振
興
交
付
⾦
の
うち

農
⼭
漁
村
発
イ
ノベ
ー
シ
ョン
対
策

※
農
⼭
漁
村
振
興
交
付
⾦
の
全
て
の
対
策
に
つ
い
て
活
⽤
が
可
能
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No. ⑤-6  R６当初予算 8389 百万円 

事業名 
農山漁村振興交付金 

（中山間地農業推進対策） 
府省庁名 農林水産省 

概 要 

 中山間地域等において、地域別農業振興計画に基づき、収益力向上や販売力強化等に

関する取組、複数の集落の機能を補完する農村 RMO の形成、デジタル技術の導⼊・定着

を推進する取組を支援 

支援対象 都道府県、市町村、地域協議会 補助率 定額 

対象事業 
（１）中山間地農業ルネッサンス推進事業 
（２）農村型地域運営組織（農村 RMO）形成推進事業 

支援内容 （１）、（２）ともに定額補助 

離島での 
実績 

R5 長崎県壱岐市 壱岐市スマート農業推進協議会（高畝栽培と AI を組み合わせた栽

培技術の確立、JA 等と連携したバリューチェーンの構築及び、収益力向上による担い手

確保に向けた調査、計画作成、実証） 

備 考  

担当部署 農林水産省農村振興局地域振興課 

連絡先 03-3501-8359 

参照 HP https://www.maff.go.jp/j/nousin/tiiki/sesaku/chusankan_suishin.html 
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農
山
漁
村
振
興
交
付
金
の
うち

中
山
間
地
農
業
推
進
対
策

＜
対
策
の
ポ
イ
ン
ト
＞

中
山
間
地
域
等
に
お
い
て
、地

域
別
農
業
振
興
計
画
に
基
づ
き
、収
益
力
向
上
や
販
売
力
強
化
等
に
関
す
る
取
組
、複

数
の
集
落
の
機
能
を
補
完
す
る
農
村

R
M

O
の
形
成
、デ

ジ
タ
ル
技
術
の
導
入
・定
着
を
推
進
す
る
取
組
を
支
援
しま
す
。

＜
事
業
目
標
＞

中
山
間
地
域
等
の
特
色
を
い
か
した
営
農
と所

得
の
確
保
に
取
り組

み
、事

業
目
標
を
達
成
した
地
区
の
創
出
（

35
0地

区
［
令
和
７
年
度
ま
で
］
）

＜
事
業
の
内
容
＞

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

１
．
中
山
間
地
農
業
ル
ネ
ッサ
ン
ス
推
進
事
業

①
 中
山
間
地
農
業
ル
ネ
ッサ
ン
ス
推
進
支
援

中
山
間
地
域
等
の
特
色
を
い
か
した
創
意
工
夫
あ
ふ
れ
る
取
組
等
を
支
援
しま
す
。

②
 元
気
な
地
域
創
出
モ
デ
ル
支
援

収
益
力
向
上
や
販
売
力
強
化
等
に
関
す
る
取
組
、デ
ジ
タル
技
術
の
導
入
・定
着
を
支
援
しま

す
。 【
事
業
期
間
：
上
限
３
年
間
、交

付
率
：
定
額

 (
上
限

3,
00

0万
円

 (
1,

00
0万

円
 

(年
基
準
額

)
×
事
業
年
数

))
】

③
 地
域
レ
ジ
リエ
ン
ス
強
化
支
援

地
域
レ
ジ
リエ
ン
ス
強
化
連
携
協
定
に
基
づ
く避
難
対
応
実
現
の
取
組
等
を
支
援
しま
す
。

④
 中
山
間
地
複
合
経
営
実
践
支
援

地
域
特
性
に
応
じた
複
合
経
営
を
実
践
す
る
取
組
を
支
援
しま
す
。

２
．
農
村
型
地
域
運
営
組
織
（
農
村

R
M

O
）
形
成
推
進
事
業

①
 農
村

RM
O
モ
デ
ル
形
成
支
援

む
らづ
くり
協
議
会
が
行
う調

査
、計

画
作
成
、実

証
事
業
等
を
支
援
しま
す
。

【事
業
期
間
：
上
限
３
年
間
、交

付
率
：
定
額

 (
上
限

3,
00

0万
円

 (
1,

00
0万

円
 

(年
基
準
額

)
×
事
業
年
数

))
】

②
 農
村

RM
O
形
成
伴
走
支
援

協
議
会
の
伴
走
者
とな
る
中
間
支
援
組
織
の
育
成
等
の
取
組
を
支
援
しま
す
。

※
対
象
地
域
：

8法
指
定
地
域
等

１
．
②
元
気
な
地
域
創
出
モ
デ
ル
支
援

［
お
問
い
合
わ
せ
先
］
農
村
振
興
局
地
域
振
興
課
（

03
-3

50
1-

83
59
）社 会 課 題 解 決 や 魅 力 向 上 を 通 じ た 地 域 活 性 化

（ デ ジ タ ル 田 園 都 市 国 家 構 想 の 実 現 を 後 押 し ）

２
．
農
村
型
地
域
運
営
組
織
（
農
村

R
M

O
）
形
成
推
進
事
業

生
活
支
援

農
用
地
保
全

①
 農
村

R
M

O
モ
デ
ル
形
成
支
援

農 村 の

「 く ら し づ く り 」 を 推 進

②
 農
村

R
M

O
形
成
伴
走
支
援

全
国
規
模
の
研
修
会
、中

間
支
援
組
織
に
よ
る
人
材
育
成
研
修

＜
事
業
の
流
れ
＞

定
額

国
市
町
村
、地

域
協
議
会

定
額

定
額

都
道
府
県

（
１
①

~
③
、２

①
の
事
業
）

都
道
府
県
、民

間
団
体

（
１
④
は
民
間
団
体
、２

②
の
事
業
）

地
域
資
源
活
用

【令
和
６
年
度
予
算
概
算
決
定
額

8,
38

9（
9,

07
0）

百
万
円
の
内
数
】

《栽
培
技
術
の
ｅ
ラー
ニ
ン
グ
》

デ
ジ
タ
ル
技
術
の
導
入
・定
着

《テ
レ
ビ画

面
で
買
い
物
支
援
》

高
収
益
作
物
導
入

ア
 収
益
力
向
上

イ
 販
売
力
強
化

オ
 生
活
支
援

エ
 複
合
経
営

ウ
 農
用
地
保
全

買
物
支
援
・見
守
り

棚
田
の
保
全

高
糖
度
栽
培
技
術
の
導
入

ミニ
トマ
ト栽

培
と加

工
品
の
開
発
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No. ⑤-7  Ｒ６予算額 12,052 百万円の内数 

事業名 
強い農業づくり総合支援交付金 

（うち産地基幹施設等支援タイプ及び卸売市場等支援タイプ） 
府省庁名 農林水産省 

概 要 
産地の収益力強化と持続的な発展及び食品流通の強化のため、強い農業づくりに必要

な産地基幹施設、卸売市場施設の整備等を支援。 

支援対象 
都道府県、市町村、農業者の組織す

る団体等 
補助率 

都道府県へは定額（事業実施主体へ

は事業費の１/２以内） 

対象事業 

１ 産地競争力の強化（産地基幹施設等支援タイプ） 

 産地の収益力強化や合理化に必要な集出荷施設や加工・貯蔵施設等の産地基幹施設の

整備や再編等を支援。 

 

２ 食品流通拠点整備の推進（卸売市場等支援タイプ） 

 食料の安定的な供給体制等を確保するため、品質・衛生管理の強化等を図る卸売市場

施設、産地・消費地で共同配送等に必要なストックポイント等の整備を支援。 

支援内容 

１ 産地基幹施設等整備 

 乾燥調製施設、集出荷貯蔵施設、農産物処理加工施設、生産技術高度化施設、家畜市

場、畜産物処理化加工施設等 

※離島振興対策実施地域では、面積要件の緩和を実施。 

２ 食品流通拠点整備 

 売場施設、貯蔵・保管施設、駐車施設、搬送施設、衛生施設、情報処理施設等 

離島での 
実績 

R５年度実績なし 

備 考 － 

担当部署 
１の事業 農林水産省農産局総務課生産推進室  

２の事業 農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課   

連絡先 
１の事業 03-3502-5945 

２の事業 03-6744-2059 

参照 HP http://www.maff.go.jp/j/seisan/suisin/tuyoi_nougyou/ 
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＜
事
業
の
内
容
＞

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

１
．
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
の
見
直
し
を
踏
ま
え
た
先
駆
的
モ
デ
ル
等
の
育
成

①
先
駆
的
モ
デ
ル
支
援
タ
イ
プ

 
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
の
見
直
し
を
踏
ま
え
た
新
し
い
農
業
の
モ
デ
ル
を
創
出
し
て
い
く
た
め
、
安
定

的
な
生
産
・
供
給
等
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
先
駆
的
モ
デ
ル
の
育
成
を
支
援
し
ま
す
。
 

②
農
業
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
支
援
タ
イ
プ

農
業
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
提
供
に
必
要
な
農
業
用
機
械
の
導
入
を
支
援
し
ま
す
。

２
．
地
域
の
創
意
工
夫
に
よ
る
産
地
競
争
力
の
強
化
（
産
地
基
幹
施
設
等
支
援
タ
イ
プ
）

①
産
地
収
益
力
の
強
化
、
産
地
合
理
化
の
促
進

 産
地
農
業
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
農
業
法
人
や
農
業
者
団
体
等
に
よ
る
集
出
荷
貯

 
蔵
施
設
や
冷
凍
野
菜
の
加
工
・
貯
蔵
施
設
等
の
産
地
の
基
幹
施
設
の
整
備
等
を
支
援
し
ま
す
。
ま
た
、
産

地
の
集
出
荷
、
処
理
加
工
体
制
の
合
理
化
に
必
要
な
産
地
基
幹
施
設
等
の
再
編
等
を
支
援
し
ま
す
。

②
重
点
政
策
の
推
進

  
み
ど
り
の
食
料
シ
ス
テ
ム
戦
略
、
ス
マ
ー
ト
農
業
、
産
地
に
お
け
る
戦
略
的
な
人
材
育
成
と
い
っ
た
重
点
政

策
の
推
進
に
必
要
な
施
設
の
整
備
等
を
支
援
し
ま
す
。

３
．
食
品
流
通
の
合
理
化
（
卸
売
市
場
等
支
援
タ
イ
プ
）

 品
質
・衛

生
管
理
の
強
化
等
を
図
る
卸
売
市
場
施
設
、
産
地
・消

費
地
で
の
共
同
配
送
等
に
必
要
な

  
ス
ト
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
等
の
整
備
を
支
援
し
ま
す
。

強
い
農
業
づ
く
り
総
合
支
援
交
付
金

【
令
和
６
年
度
予
算
額

1
2

,0
5

2
（

1
2

,0
5

2
）
百
万
円
】

＜
対
策
の
ポ
イ
ン
ト
＞

食
料
生
産
・
供
給
の
不
安
定
化
や
労
働
力
不
足
等
、
生
産
構
造
の
急
速
な
変
化
に
対
応
す
る
た
め
の
先
駆
的
モ
デ
ル
や
農
業
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
体
の
育
成
等
を
支
援
し
ま
す
。

ま
た
、
産
地
の
収
益
力
強
化
と
持
続
的
な
発
展
及
び
食
品
流
通
の
合
理
化
の
た
め
、
強
い
農
業
づ
くり
に
必
要
な
産
地
基
幹
施
設
、
卸
売
市
場
施
設
の
整
備
等
を
支
援
し
ま
す
。

＜
事
業
目
標
＞

○
加
工
・業

務
用
野
菜
の
出
荷
量
（
直
接
取
引
分
）
の
拡
大
（

9
8
万

t［
平
成

2
9
年
］
→

1
4
5
万

t［
令
和

1
2
年
ま
で
］
）

 ○
場
内
物
流
改
善
体
制
の
構
築
に
取
り
組
ん
で
い
る
卸
売
市
場
数
（

5
5
市
場
［
令
和
６
年
度
ま
で
］

 ）
 ○

化
石
燃
料
を
使
用
し
な
い
園
芸
施
設
へ
の
完
全
移
行
［

2
0
5
0
年
ま
で
］

＜
事
業
の
流
れ
＞

［
お
問
い
合
わ
せ
先
］

 
（
１
①
、
２
の
事
業
）

農
産
局
総
務
課
生
産
推
進
室

  
  

  
  

  
  
（

0
3
-3

5
0
2
-5

9
4
5
）

（
１
②
の
事
業
）

 
 

農
産
局
技
術
普
及
課

 （
0
3
-6

7
4
4
-2

2
2
1
）

（
３
の
事
業
）

 
  

  
 新
事
業
・
食
品
産
業
部
食
品
流
通
課

 
（

0
3
-6

7
4
4
-2

0
5
9
）

【
国
直
接
採
択
】

・
助
成
対
象
：
推
進
事
業
（
農
業
用
機
械
、
実
証
等
）

 
整
備
事
業
（
農
業
用
施
設
）

・補
助
率

 ：
定
額
、
1
/2
以
内

・上
限
額

 ：
推
進
事
業

5
,0

0
0
万
円

 整
備
事
業

2
0
億
円

A
先
駆
的
モ
デ
ル
支
援
タ
イ
プ

B
農
業
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
支
援
タ
イ
プ

・
助
成
対
象
：
農
業
用
機
械

・
補
助
率

 ：
1
/2
以
内

・
上
限
額

 
：

1
,5

0
0
万
円

モ デ ル 等 の 育 成 ・ 提 供
産
地
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た

農
業
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

（
農
機
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
、
デ
ー
タ
分
析

 等
）

農
業
支
援
サ
ー
ビ
ス

事
業
体

Ａ
産
地

Ｂ
産
地

Ｃ
産
地

国

都
道
府
県

市
町
村

交
付
（
定
額
）

1
/2
以
内
等

1
/2
以
内
等

農
業
者
等

農
業
者
等

1
/2
以
内
等

定
額
、
1
/2
以
内

（
２
、
３
の
事
業
）

（
１
の
事
業
）

C
産
地
基
幹
施
設
等
支
援
タ
イ
プ

・
助
成
対
象
：
農
業
用
の
産
地
基
幹
施
設

・
補
助
率

 ：
1
/2
以
内
等

・
上
限
額

 
：

2
0
億
円
等

産 地 競 争 力 の 強 化

【
都
道
府
県
向
け
交
付
金
】

重
点
政
策
の
推
進
【3

3
億
円
】

 
２

.①
の
メ
ニ
ュ
ー
と
は
別
枠
で
、
み
ど
り
の
食
料
シ
ス
テ
ム
戦
略
、
ス
マ
ー
ト
農
業
技
術
の
導
入
、
産
地
に
お
け
る

 戦
略
的
な
人
材
育
成
と
い
っ
た
重
点
政
策
の
推
進
に
必
要
な
施
設
を
着
実
に
整
備

優
先
枠
の
設
定

物
流

2
0
2
4
年
問
題
へ
の
対
応
、
集
出
荷
・加

工
の
効
率
化
に
向
け
た
再
編
合
理
化
、
中
山
間
地
域
の
競
争
力
強
化
、

農
畜
産
物
の
輸
出
拡
大
等
に
係
る
取
組
に
ポ
イ
ン
ト
を
加
算
す
る
こ
と
に
よ
り
、
積
極
的
に
支
援

食 品 流 通 の

合 理 化

・
助
成
対
象
：
卸
売
市
場
施
設

  
共
同
物
流
拠
点
施
設

・
補
助
率

 ：
4
/1

0
以
内
等

・
上
限
額

 
：

2
0
億
円

D
卸
売
市
場
等
支
援
タ
イ
プ
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No. ⑤-8 
 R６当初予算 

R５補正予算 

9,900 百万円 

4,900 百万円 

事業名 鳥獣被害防止総合対策交付金 府省庁名 農林水産省 

概 要 
野生鳥獣による農林水産業等に係る被害に対応するため、鳥獣被害防止特別措置法に基

づき市町村が作成した「被害防止計画」に基づく取組等を総合的に支援。 

支援対象 
都道府県、地域協議会、民間団体等（事

業により、事業実施主体は異なる） 
補助率 

（１） 整備事業：定額、2/3 以内、

5.5/10 以内、1/2 以内 

（２） 推進事業：定額、1/2 以内 

対象事業 

(1)鳥獣被害防止総合支援事業【当初】 

 ①整備事業（事業主体：地域協議会、民間団体等） 

  ・侵入防止柵（広域柵）、処理加工施設、捕獲技術高度化施設等の整備 

 ②推進事業（事業主体：地域協議会、民間団体等） 

  ・捕獲機材導入、一斉捕獲、追払い、生息環境管理等の地域ぐるみの被害防止活動 

・捕獲を含めたサル、クマ及び鳥類複合対策、他地域人材活用、ＩＣＴ等新技術活

用、ジビエ等の利用拡大に向けた地域の取組、処理加工施設の人材育成 等 

(2)鳥獣被害防止都道府県活動支援事業【当初】（事業主体：都道府県） 

 ・広域捕獲、新技術実証・普及、人材育成、ジビエ等の利用拡大に向けた地域の取組 

(3)都道府県広域捕獲活動支援事業【当初】（事業主体：都道府県） 

 ・生息状況調査、広域捕獲活動（個体数調整）、高度技術人材育成活動 等 

(4)鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業【当初】（事業主体：地域協議会等） 

 ・有害捕獲活動経費の直接支援（頭数に応じた支払） 

(5)シカ特別対策等事業【補正】（事業主体：都道府県、地域協議会等） 

 ・集中的にシカ被害を低減させるための対策の実施を支援 

(6)鳥獣被害対策基盤支援事業【当初】（事業主体：民間団体等） 

 ・被害対策推進のための人材育成や狩猟組織の体制強化 等 

(7)全国ジビエプロモーション事業【当初】（事業主体：民間団体等） 

 ・ジビエフェアの開催、ジビエ需要拡大・普及に向けたイベント、PR 等の情報発信 

(8)鳥獣被害防止対策促進支援事業【補正】（事業主体：地域協議会、民間団体等） 

 ・鳥獣対策の理解醸成を図るための情報発信の取組や侵入防止柵（広域柵）の整備 

支援内容 

(1)①、(8)のうち侵入防止柵の整備については、鳥獣被害防止施設を直営施工により整備

する場合であって、資材費のみ交付対象経費とするときには、定額支援。沖縄県は 2/3

以内、離島振興法等６法指定地域は 5.5/10 以内、それ以外は 1/2 以内 

(1)②については、定額、1/2 以内 

(2)、(3)、(4)、(5)については、定額 

(6)、(7)、(8)のうち侵入防止柵の整備以外については、定額(ただし、全国団体を想定) 

離島での 

実績 
４年度 長崎県対馬市、鹿児島県薩摩川内市、佐賀県唐津市など 79 市町村 

備 考 離島でも対象になるのは主に(1)、(3)、(8)の事業 

担当部署 農林水産省農村振興局農村政策部鳥獣対策・農村環境課鳥獣対策室 

連絡先 TEL  03-3591-4958 

参照 HP http://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/index.html 
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63
⿃
獣
被
害
防
⽌
対
策
とジ
ビエ
利
活
⽤
の
推
進

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

＜
事
業
の
内
容
＞

１
．
⿃
獣
被
害
防
⽌
総
合
対
策
交
付
⾦

9,
90
0（

9,
60
3）

百
万
円

①
⿃

獣
被

害
防

⽌
総

合
⽀

援
事

業
【令

和
５

年
度

補
正

予
算

含
む

】
シ

カや
イノ

シ
シ

、サ
ル

、ク
マ

等
へ

の
対

応
な

ど「
被

害
防

⽌
計

画
」に

基
づ

く地
域

ぐる
み

の
取

組
や

侵
⼊

防
⽌

柵
の

設
置

、広
域
柵
の
整
備
再
編
計
画
の
策
定
、侵

⼊
防
⽌
柵
の
再
編
整
備
⽀
援
の
強

化
等

を
⽀

援
しま

す
。

②
⿃

獣
被

害
防

⽌
都

道
府

県
活

動
⽀

援
事

業
、都

道
府

県
広

域
捕

獲
活

動
⽀

援
事

業
都

道
府

県
が

主
導

して
⾏

う⿃
獣

被
害

防
⽌

対
策

や
広

域
捕

獲
に

係
る

取
組

等
を

⽀
援

しま
す

。
③

⿃
獣

被
害

防
⽌

緊
急

捕
獲

活
動

⽀
援

事
業

被
害

を
及

ぼ
す

野
⽣

⿃
獣

の
捕

獲
活

動
経

費
を

⽀
援

しま
す

。
④

⿃
獣

被
害

対
策

基
盤

⽀
援

事
業

、全
国

ジ
ビエ

プ
ロモ

ー
シ

ョン
事

業
等

被
害

対
策

推
進

の
た

め
の

⼈
材

育
成

や
狩
猟
組
織
の
体
制
強
化

、ジ
ビエ

消
費

拡
⼤

を
図

る
プ

ロ
モ

ー
シ

ョン
等

を
⾏

うと
とも

に
、ジ
ビ
エ
利
活
⽤
の
更
な
る
拡
⼤
に
向
け
た
情
報
発
信
の
取
組
等
を
⽀

援
しま

す
。

⑤
シ
カ
特
別
対
策

【令
和

５
年

度
補

正
予

算
】

集
中
的
に
シ
カ
被
害
を
低
減
さ
せ
る
た
め
の
対
策
の
実
施
を
⽀
援

しま
す

。

２
．
シ
カ
等
に
よ
る
森
林
被
害
緊
急
対
策
事
業

10
9（

10
9）

百
万
円

森
林

に
お

け
る

効
果

的
な

シ
カ捕

獲
の

推
進

の
た

め
、林

業
関

係
者

等
の

シ
カ捕

獲
へ

の
参

画
促

進
や

先
進

技
術

に
よ

る
調

査
・捕

獲
、広

域
捕

獲
へ

の
⽀

援
とと

も
に

、国
有

林
野

に
お

け
る

国
⼟

保
全

の
た

め
の

シ
カ捕

獲
等

を
実

施
しま

す
。【

令
和

５
年

度
補

正
予

算
含

む
】

＜
対
策
の
ポ
イ
ン
ト＞

農
作

物
被

害
の

み
な

らず
農

⼭
漁

村
で

の
⽣

活
に

影
響

を
与

え
る

⿃
獣

被
害

の
防

⽌
の

た
め

、⿃
獣
の
捕
獲
等
の
強
化

や
ジ
ビエ
利
活
⽤
拡
⼤
へ
の
取
組

等
を

⽀
援

しま
す

。
ま

た
、森

林
に

お
け

る
林
業
関
係
者
等
の
シ
カ
捕
獲
へ
の
参
画
促
進

や
国
有
林
野
に
お
け
る
シ
カ
捕
獲

等
を

実
施

しま
す

。

＜
政
策
⽬
標
＞

○
⿃

獣
被

害
対

策
実

施
隊

員
数

を
令

和
７

年
度

ま
で

43
,8

00
⼈

に
増

加
（

42
,1

10
⼈

［
令

和
５

年
度

］
→

 4
3,

80
0⼈

［
令

和
７

年
度

ま
で

］
）

○
野

⽣
⿃

獣
の

ジ
ビエ

利
⽤

量
を

令
和

元
年

度
か

ら倍
増

（
4,

00
0t

［
令

和
７

年
度

ま
で

］
）

都
道

府
県

地
域

協
議

会
等

定
額

、1
/2

等

⺠
間

団
体

等
（

⺠
間

企
業

、⼀
般

社
団

法
⼈

を
含

む
）

（
①

、③
、⑤

の
事

業
）

（
④

の
事

業
）

国
都

道
府

県
定

額
（

②
、⑤

の
事

業
）

＜
事
業
の
流
れ
＞

交
付

定
額

都
道

府
県

等
＜
事
業
の
流
れ
＞

定
額

⺠
間

団
体

等
※

国
有

林
に

お
い

て
は

、直
轄

で
実

施

国
委

託
国

［
お

問
い

合
わ

せ
先

］
（

１
の

事
業

）
農

村
振

興
局

⿃
獣

対
策

・農
村

環
境

課
⿃

獣
対

策
室

（
03

-3
59

1-
49

58
）

（
２

の
事

業
）

林
野

庁
研

究
指

導
課

森
林

保
護

対
策

室
（

03
-3

50
2-

10
63

）

〔広
域

捕
獲

へ
の

⽀
援

〕
都

道
府

県
に

よ
る

広
域

捕
獲

被
害

を
も

た
らす

群
の

駆
除

〔総
合
的
な
⿃
獣
対
策
・ジ
ビエ
利
活
⽤
拡
⼤
へ
の
⽀
援
〕

捕
獲

活
動

経
費

の
⽀

援
刈

り払
い

等
に

よ
る

⽣
息

環
境

管
理

侵
⼊

防
⽌

柵
の

設
置

や
捕

獲
機

材
の

導
⼊

処
理

加
⼯

施
設

等
の

整
備

処
理

加
⼯

施
設

等
に

お
け

る
⼈

材
育

成

②
効
率
的
な
柵
の
設
置
に
向
け
た
⽀
援

広
域

柵
の整

備
再

編
計

画
の策

定
⽀

援
や

グレ
ーチ

ング
設

置
等

を含
めた

再
編

整
備

を強
化

〔捕
獲
等
の
強
化
〕

〔ジ
ビエ
利
活
⽤
拡
⼤
に
向
け
た
取
組
〕

①
シカ
の
個
体
数
減
少
に向
け
た
取
組

被
害

要
因

、⽣
息

状
況

等
に基

づい
たシ

カの
個

体
数

減
少

に資
す

る総
合

的
な

取
組

を⽀
援

②
ジ
ビエ
の
情
報
発
信
強
化

ジ
ビエ

利
活

⽤
の更

な
る拡

⼤
に向

けた
展

⽰
物

等
の

制
作

等
を通

じた
情

報
発

信
の強

化

都 道 府 県

協 議 会

①
広
域
搬
⼊
の
推
進

捕
獲

⿃
獣

の処
理

加
⼯

施
設

への
搬

⼊
拡

⼤
に向

けた
⽀

援
を実

施

林
業

関
係

者
と狩

猟
者

の
連

携
、新

技
術

の
活

⽤

〔林
業

関
係

者
の

参
画

促
進

〕
ジ

ビエ
利

⽤
で

き
な

い
捕

獲
個

体
の

⼤
型

排
⽔

管
を

活
⽤

した
残

渣
減

容
化

捕 獲

奥
地

天
然

林
や

複
数

の
都

府
県

に
ま

た
が

る
地

域
で

捕
獲

〔国
⼟

保
全

の
た

め
の

捕
獲

〕

【令
和
６
年
度
予
算
額

 1
0,
00
9（

9,
71
3）

百
万
円
】

（
令
和
５
年
度
補
正
予
算
額
5,
00
0百

万
円
）

【令
和

５
年

度
補

正
予

算
含

む】

【令
和

５
年

度
補

正
予

算
含

む】

【令
和

５
年

度
補

正
予

算
】

【令
和

５
年

度
補

正
予

算
】
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No. ⑤-9  R６当初予算 1,086 百万円 

事業名 農地利用効率化等支援交付金 府省庁名 農林水産省 

概 要 
地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿の実現に向けて、目標地図

に位置付けられた者が経営改善に取り組む場合、必要な農業用機械・施設の導入を支援。 

支援対象 市町村 補助率 ３／１０以内 

対象事業 

（１）融資主体支援タイプ 

目標地図に位置付けられた者が、地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた

農地利用の姿の実現に向けて、融資を受けて経営改善の取組に必要な農業用機械・

施設を導入する場合に支援。 

 

（２）融資主体支援タイプのうち先進的農業経営確立支援タイプ 

   広域に展開する農業法人等の経営の高度化に必要な農業用機械・施設の導入を支

援。 

支援内容 

補助率 （１）（２）とも事業費の３／１０以内 

 

配分上限額 （１）300 万円等 

      （２）個人 1,000 万円、法人 1,500 万円 

離島での 
実績 

― 

備 考 ― 

担当部署 農林水産省経営局経営政策課担い手総合対策室 

連絡先 TEL 03‐6744‐2148 

参照 HP http://www.maff.go.jp/j/keiei/keikou/kouzou_taisaku/index.html 
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＜
事
業
の
内
容
＞

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

目
標
地
図
に
位
置
付
け
ら
れ
た
者
が
、地

域
が
目
指
す
べ
き
将
来
の
集
約
化
に
重
点
を
置
い
た

農
地
利
用
の
姿
の
実
現
に
向
け
て
、融

資
を
受
け
て
経
営
改
善
の
取
組
に
必
要
な
農
業
用
機

械
・施
設
を
導
入
す
る
場
合
に
支
援
しま
す
。

※
広
域
に
展
開
す
る
農
業
法
人
等
の
経
営
の
高
度
化
に
必
要
な
農
業
用
機
械
・施
設
の
導

入
は
、補
助
上
限
額
を
引
上
げ
（
先
進
的
農
業
経
営
確
立
支
援
タイ
プ
）

※
ス
マ
ー
ト農

業
、集

約
型
農
業
経
営
、グ
リー
ン
化
に
つ
い
て
、優

先
枠
を
設
け
て
支
援

   
   

 ・
ス
マ
ー
ト農

業
優
先
枠

 ロ
ボ
ット
技
術
・I

CT
機
械
等
の
導
入
（
農
業
支
援
サ
ー
ビス
事
業
体
の
取
組
も
対
象
）

 ・
集
約
型
農
業
経
営
優
先
枠

 中
山
間
地
域
等
で
の
集
約
型
農
業
に
必
要
な
機
械
等
の
導
入

   
   

 ・
グ
リー
ン
化
優
先
枠

  「
み
どり
の
食
料
シ
ス
テ
ム
戦
略
」を
踏
ま
え
た
環
境
に
配
慮
した
営
農
に
必
要
な
機
械
等

   
 

の
導
入

※
助
成
対
象
者
の
経
営
改
善
の
取
組
の
実
績
及
び
目
標
、地

域
に
お
け
る
農
地
集
積
の
実

績
等
に
関
す
る
ポ
イン
トに
よ
り採

択

（
令
和
５
年
度
補
正
予
算
）
担
い
手
確
保
・経
営
強
化
支
援
事
業

2,
30

0百
万
円
の
内
数

担
い
手
の
経
営
発
展
に
必
要
な
農
業
用
機
械
等
の
導
入
を
支
援

農
地
利
用
効
率
化
等
支
援
交
付
金

＜
対
策
の
ポ
イ
ン
ト
＞

地
域
が
目
指
す
べ
き
将
来
の
集
約
化
に
重
点
を
置
い
た
農
地
利
用
の
姿
の
実
現
に
向
け
て
、目
標
地
図
に
位
置
付
け
ら
れ
た
者
が
経
営
改
善
に
取
り組

む
場
合
、必
要
な
農
業
用

機
械
・施
設
の
導
入
を
支
援
しま
す
。

＜
政
策
目
標
＞

全
農
地
面
積
に
占
め
る
担
い
手
が
利
用
す
る
面
積
の
割
合
の
増
加
（
８
割
）

＜
事
業
の
流
れ
＞

【令
和
６
年
度
予
算
額

1,
08

6 
(1

,5
21

)百
万
円
】

(令
和
５
年
度
補
正
予
算
額

2,
30

0百
万
円
の
内
数

)

国
都
道
府
県

市
町
村

交
付
（
定
額
）

3/
10
以
内
等

3/
10
以
内
等 農
業
者
等

現
状

目
標
地
図

地
域
が
目
指
す
べ
き
将
来
の

集
約
化
に
重
点
を
置
い
た

農
地
利
用
の
姿
の
実
現

将
来
の
地
域
の
農
業
を
担
う者

とし
て
目
標
地
図
に
位
置
付
け
ら

れ
た
者
（
事
業
実
施
年
度
内
に
目
標
地
図
に
位
置
付
け
られ
る

 こ
とが
確
実
で
あ
る
と市

町
村
が
認
め
る
者
を
含
む
）

経
営
改
善
の
取
組
に
必
要
な
農
業
用
機
械
・施
設

（
事
業
費

50
万
円
以
上
）

事
業
費
の

3/
10
以
内

30
0万

円
（
経
営
面
積
の
拡
大
（
水
田
作
で

20
ha
以
上
等
）
等

   
を
目
指
す
者
に
つ
い
て
は

60
0万

円
に
引
上
げ
）

（
先
進
的
農
業
経
営
確
立
支
援
タイ
プ
：

個
人

1,
00

0万
円
、法

人
1,

50
0万

円
）

助
成
対
象
者

補
助
率

補
助
上
限
額

（
この
他
、一

定
の
条
件
を
有
す
る
地
域
に
お
い
て
、共

同
利
用
機
械
・施
設
の
導
入
を
支
援
す
る
事
業
を
実
施
）

助
成
内
容

［
お
問
い
合
わ
せ
先
］
経
営
局
経
営
政
策
課
担
い
手
総
合
対
策
室
（

03
-6

74
4-

21
48
）

201



    

No. ⑤-10  Ｒ６予算額 － 

事業名 農林漁業法人等投資育成事業 府省庁名 農林水産省 

概 要 

株式会社又は投資事業有限責任組合が、農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関す

る特別措置法（投資円滑化法）に基づき、農林漁業法人等投資育成事業（農林漁業法人等

の株式等の取得及び経営指導等を行う事業）に関する事業計画について農林水産大臣の

承認を受けた場合には、株式会社日本政策金融公庫から出資を受けることが可能（出資

比率５０％未満）。 

支援対象 民間事業者 補助率 出資比率５０％未満 

対象事業 

投資円滑化法に基づき、農林漁業法人等投資育成事業に関する事業計画について農林

水産大臣の承認を受けた場合が対象。 

 

農林漁業法人等投資育成事業とは、 

（１） 株式会社又は投資事業有限責任組合が、農林漁業法人等の持分、株式、新株予 

約権、新株予約権付社債及びこれに準ずるものを取得及び保有する投資事業 

（２） 農林漁業法人等への経営又は技術指導を行うことにより、農林漁業法人等に対 

して成長資金を供給し、成長発展を促すとともに、それにより配当収入等を得て 

投資収益を上げていく事業。 

支援内容 

 株式会社又は投資事業有限責任組合が、投資円滑化法に基づき、「農林漁業法人等投資

育成事業に関する事業計画」について、農林水産大臣の承認を受けた場合には、株式会

社日本政策金融公庫から出資を受けることが可能（出資比率５０％未満）。 

離島での 
実績 

上記の農林水産大臣の承認を受けた投資事業有限責任組合が、福江島（長崎県五島市）

に所在する農業法人へ投資した事例がある。 

備 考 

（１）株式会社日本政策金融公庫からの出資を受けなくても、農林漁業法人等投資育成

事業を行うことは可能。 

（２）株式会社日本政策金融公庫からの出資を受けるには、公庫の募集要項の条件を満

たすことが必要。 

（３）公庫の予算上の制約があるため、希望者全てが出資を受けられるとは限らない。 

担当部署 経営局金融調整課 

連絡先 03-6744-2167 

参照 HP http://www.maff.go.jp/j/keiei/kinyu/toushiikusei/toushiikuseiseido.html 
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投
資
円
滑
化
法
に
よ
る
農
林
漁
業
法
人
等

へ
の
投

資
（
出

資
）
の

仕
組
み

○
農
林
漁
業
を
営
む
法
人
、食

品
産
業
の
事
業
者
等
は
、農

林
漁
業
が
天
候
等
の
リス
クを
有
す
る
こと
、生

産
活
動
サ
イク
ル
が
長
い
等
の
事
情
に
よ

り、
外
部
か
らの
投
資
を
十
分
に
受
け
る
こと
が
難
しい
状
況
に
あ
る
。

○
農
林
漁
業
及
び
食
品
産
業
の
持
続
的
発
展
を
図
る
た
め
、事

業
者
の
自
己
資
本
の
充
実
を
促
進
す
る
とと
も
に
、フ
ー
ドバ
リュ
ー
チ
ェー
ン
の
各
段

階
に
携
わ
る
事
業
者
に
対
し資

金
供
給
を
促
進
して
い
くこ
とが
重
要
。

○
日
本
政
策
金
融
公
庫
で
は
、農

林
漁
業
法
人
等
に
対
す
る
投
資
の
円
滑
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法

(投
資
円
滑
化
法
）
に
基
づ
き
、農

林
漁
業

法
人
等
の
株
式
等
の
取
得
及
び
経
営
指
導
等
を
行
う事

業
（
農
林
漁
業
法
人
等
投
資
育
成
事
業
）
を
行
う投

資
主
体
（
株
式
会
社
又
は
投
資

事
業
有
限
責
任
組
合
）
に
対
す
る
出
資
を
行
って
い
る
。

○
民
間
金
融
機
関
等
は
、投

資
事
業
有
限
責
任
組
合
等
を
設
立
して
、農

林
漁
業
法
人
等
投
資
育
成
事
業
に
関
す
る
計
画
に
つ
い
て
農
林
水

産
大
臣
の
承
認
を
受
け
る
こと
に
よ
り、
日
本
政
策
金
融
公
庫
の
出
資
を
受
け
投
資
リス
クを
分
散
して
農
林
漁
業
法
人
等
に
出
資
が
可
能
。

日
本
政
策

金
融
公
庫

民
間
金
融

機
関
等

出
資

投
資
主
体

株
式
会
社

（
ア
グ
リビ
ジ
ネ
ス
投
資
育
成
株
式
会
社
）

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合

（
24
組
合
）

（
令
和

5年
3月

29
日
現
在
）

出
資
比
率
は

50
％
未
満

①
農
林
漁
業
及
び
食
品
産
業
の
事
業
者

・
農
林
漁
業
法
人

・
食
品
製
造
、流

通
事
業
者

・
輸
出
事
業
者
（
海
外
拠
点
含
む
）

・
外
食
産
業
事
業
者

等

②
農
林
漁
業
及
び
食
品
産
業
を
サ
ポ
ー
ト

す
る
産
業
や
新
し
い
食
産
業

・
ス
マ
ー
ト農

林
水
産
業
等
の
機
械
・ソ
フト
ウ
ェア

関
係
の
事
業
者

・
生
産
資
材
や
農
業
支
援
サ
ー
ビス
・コ
ン
サ
ル
関

係
の
事
業
者

・
フー
ドテ
ック
等
の
ベ
ン
チ
ャー

等

国

投
資
円
滑
化
法
に
基
づ
く事
業
計
画
の

農
林
水
産
大
臣
承
認

投
資
対
象
とな
る
農
林
漁
業
法
人
等
は
、

株
式
会
社
（
特
例
有
限
会
社
含
む
）
、

農
事
組
合
法
人
、持
分
会
社
、漁
業
生
産
組
合

投
資
対
象
とな
る
農
林
漁
業
法
人
等
は
、

株
式
会
社
（
特
例
有
限
会
社
含
む
）

出
資

出
資
比
率
は

50
％
超

投
資

（
出
資
）

出
資
金
の

出
資

・
資
金
使
途
に
制
約
が
な
い
（
た
だ
し、
農
林
漁
業
・食
品
産
業

等
の
事
業
活
動
の
た
め
に
使
う場

合
に
限
る
）

・
自
己
資
本
の
増
強
に
繋
が
る

・
対
外
信
用
力
の
向
上
に
よ
り融

資
が
受
け
や
す
くな
る

投
資
を
受
け
る
メ
リッ
ト

議
決
権
保
有

割
合
は

50
％

以
内
（
農
業

法
人
の
み
）

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
が
行
う外

国
法
人
に
対
す
る
投
資
に
関
す
る
特
例
措
置
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No. ⑤-11  Ｒ５補正予算額 31,000 百万円の内数 

事業名 
産地生産基盤パワーアップ事業 

（うち収益性向上対策） 
府省庁名 農林水産省 

概 要 
収益力強化に計画的に取り組む産地に対し、計画の実現に必要な農業機械の導⼊、集

出荷施設の整備等を総合的に支援。 

支援対象 
都道府県、市町村、農業者、農業者

の組織する団体等 
補助率 

１／２以内等 

効果増進事業は定額（１／２相当） 

対象事業 

１ 生産支援事業 

高収益作物・栽培体系への転換を図る取組に必要な農業機械や資材の導入に要する経

費を支援。 

２ 整備事業 

高収益作物・栽培体系への転換を図る取組に必要な施設整備に必要な経費を支援。 

３ 効果増進事業 

事業計画の策定及び農業機械の導入等の技術実証に要する経費を支援。 

支援内容 

１ 生産支援事業 

① 農業機械等の導入及びリース導入 

② 生産資材の導入等 

２ 整備事業 

育苗施設、乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設、農産物処理加工施設、集出荷貯蔵施

設等 

※離島振興対策実施地域では、面積要件の緩和を実施。 

３ 効果増進事業 

事業計画策定及び農業機械の導入実証に要する経費等 

離島での 
実績 

種子島（西之表市）：集出荷貯蔵施設（ばれいしょ）（令和 5 年度補正予算） 

備 考 ― 

担当部署 農林水産省農産局総務課生産推進室 

連絡先 TEL 03-3502-5945 

参照 HP http://www.maff.go.jp/j/seisan/suisin/tuyoi_nougyou/ 
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〇
産
地
生
産
基
盤
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
事
業

【
令
和
５
年
度
補
正
予
算
額
3
1
,0
0
0
百
万
円
】

＜
事
業
の
内
容
＞

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

１
．
新
市
場
獲
得
対
策

①
新
市
場
対
応
に
向
け
た
拠
点
事
業
者
の
育
成
及
び
連
携
産
地
の
対
策
強
化

新
市
場
の
ロ
ッ
ト
・
品
質
に
対
応
で
き
る
拠
点
事
業
者
の
育
成
に
向
け
た
貯
蔵
・
加
工
・
物
流
拠
点
施

設
等
の
整
備
、
拠
点
事
業
者
と
連
携
す
る
産
地
が
行
う
生
産
・
出
荷
体
制
の
整
備
等
を
支
援
し
ま
す
。

②
園
芸
作
物
等
の
先
導
的
取
組
支
援

園
芸
作
物
等
に
つ
い
て
、
需
要
の
変
化
に
対
応
し
た
新
品
目
・
品
種
、
新
樹
形
の
導
入
や
栽
培
方
法

の
転
換
、
技
術
導
入
の
実
証
等
の
競
争
力
を
強
化
し
産
地
を
先
導
す
る
取
組
を
支
援
し
ま
す
。

③
国
産
シ
ェ
ア
拡
大
対
策

国
産
麦
・
大
豆
の
増
産
や
安
定
供
給
に
必
要
な
農
業
機
械
の
導
入
や
集
出
荷
貯
蔵
施
設
等
の
整
備
、

国
産
加
工
・
業
務
用
野
菜
等
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
強
靱
化
に
向
け
た
農
業
機
械
・
技
術
等
の
導
入
、

流
通
加
工
施
設
の
整
備
、
需
要
拡
大
に
資
す
る
全
国
的
な
取
組
等
を
支
援
し
ま
す
。

２
．
収
益
性
向
上
対
策

収
益
力
強
化
に
計
画
的
に
取
り
組
む
産
地
に
対
し
、
計
画
の
実
現
に
必
要
な
農
業
機
械
の
導
入
、
集

出
荷
施
設
の
整
備
等
を
総
合
的
に
支
援
し
ま
す
。
ま
た
、
施
設
園
芸
産
地
に
お
い
て
、
燃
油
依
存
の
経

営
か
ら
脱
却
し
省
エ
ネ
化
を
図
る
た
め
に
必
要
な
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
等
の
導
入
等
を
支
援
し
ま
す
。

３
．
生
産
基
盤
強
化
対
策

①
生
産
基
盤
の
強
化
・
継
承

農
業
用
ハ
ウ
ス
や
果
樹
園
・
茶
園
等
の
生
産
基
盤
を
次
世
代
に
円
滑
に
引
き
継
ぐ
た
め
の
再
整
備
・
改

修
、
継
承
ニ
ー
ズ
の
マ
ッ
チ
ン
グ
等
を
支
援
し
ま
す
。

②
全
国
的
な
土
づ
く
り
の
展
開

全
国
的
な
土
づ
く
り
の
展
開
を
図
る
た
め
、
堆
肥
や
緑
肥
等
を
実
証
的
に
活
用
す
る
取
組
を
支
援
し
ま
す
。

農
業
者
等

（
農
業
者
の
組
織
す
る
団
体
を
含
む
）

農
業
者
等

（
農
業
者
の
組
織
す
る
団
体
を
含
む
）

収
益
力
強
化
へ
の
計
画
的
な
取
組

＜
対
策
の
ポ
イ
ン
ト
＞

収
益
力
強
化
に
計
画
的
に
取
り
組
む
産
地
に
対
し
、
農
業
者
等
が
行
う
高
性
能
な
機
械
・
施
設
の
導
入
や
栽
培
体
系
の
転
換
等
に
対
し
て
総
合
的
に
支
援
し
ま
す
。
ま
た
、
輸
出
事

業
者
等
と
農
業
者
が
協
働
で
⾏
う
取
組
の
促
進
等
に
よ
り
海
外
や
加
工
・
業
務
用
等
の
新
市
場
を
安
定
的
に
獲
得
し
て
い
く
た
め
の
拠
点
整
備
、
需
要
の
変
化
に
対
応
す
る
園
芸
作

物
等
の
先
導
的
な
取
組
、
食
料
安
全
保
障
の
確
立
に
向
け
た
国
産
農
産
物
の
シ
ェ
ア
拡
大
に
資
す
る
取
組
、
全
国
産
地
の
生
産
基
盤
の
強
化
・
継
承
、
土
づ
く
り
の
展
開
等
を
支

援
し
ま
す
。

＜
事
業
目
標
＞

○
青
果
物
、
花
き
、
茶
の
輸
出
額
の
拡
大
（
農
林
⽔
産
物
・
⾷
品
の
輸
出
額
：
２
兆
円
［
2
0
2
5
年
ま
で
］
、
５
兆
円
［
2
0
3
0
年
ま
で
］
）

○
品
質
向
上
や
⾼
付
加
価
値
化
等
に
よ
る
販
売
額
の
増
加
（
1
0
%
以
上
［
事
業
実
施
年
度
の
翌
々
年
度
ま
で
］
）

○
産
地
に
お
け
る
生
産
資
源
（
ハ
ウ
ス
・園

地
等
）
の
維
持
・
継
承

等

＜
事
業
の
流
れ
＞

国

民
間
団
体
等

(都
道
府
県
、
市
町
村
を
含
む
)

定
額
、
1
/2
以
内
等

都
道
府
県

定
額
、
1
/2
以
内
等

定
額
基
金
管
理
団
体

（
１
③
の
事
業
の
一
部

２
、
３
の
事
業
）

輸
出
等
の
新
市
場
の
獲
得

産
地
の
収
益
性
の
向
上

農
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化

生
産
基
盤

の
強
化

堆
肥
等
を
活
用

し
た
土
づ
く
り

継
承
ハ
ウ
ス
、
園
地
の

再
整
備
・
改
修

（
１
②
の
事
業
）

新
た
な
生
産
・
供
給
体
制

拠
点
事
業
者
の

貯
蔵
・
加
工
施
設

果
樹
・
茶
の
改
植
や

新
樹
形
導
入

国
産
シ
ェ
ア
拡
大
に
向
け
た

施
設

農
業
機
械
の

リ
ー
ス
導
入
・
取
得

生
産
資
材

の
導
入

優
先
枠
の
設
定

ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
等
の

リ
ー
ス
導
入
・
取
得

流
通
効
率
化
に

向
け
た
機
械
・
施
設

施
設
整
備

優
先
枠
の
設
定

・
中
山
間
地
域
の
体
制
整
備

・
農
産
物
輸
出
に
向
け
た
体
制
整
備

・
ス
マ
ー
ト
農
業
推
進
枠

・
施
設
園
芸
エ
ネ
ル
ギ
ー
転
換
枠

・
持
続
的
畑
作
確
立
枠

（
１
①
の
事
業

１
③
の
事
業
の
一
部
）

［
お
問
い
合
わ
せ
先
］

（
１
①
、
２
の
事
業
）
農
産
局
総
務
課
生
産
推
進
室
（
0
3
-3
5
0
2
-5
9
4
5
）

（
１
②
③
、
３
①
の
事
業
）

園
芸
作
物
課

（
0
3
-6
7
4
4
-2
1
1
3
）

（
１
②
の
事
業
）

果
樹
・茶

グ
ル
ー
プ

（
0
3
-6
7
4
4
-2
1
1
7
）

（
１
③
の
事
業
）

穀
物
課

（
0
3
-3
5
0
2
-5
9
5
9
）

（
３
②
の
事
業
）

農
業
環
境
対
策
課

（
0
3
-3
5
9
3
-6
4
9
5
）
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No. ⑤-12  R６当初予算 26,100 百万円 

事業名 中山間地域等直接支払交付金 府省庁名 農林水産省 

概 要 

 中山間地域等では、高齢化の進行に伴う耕作放棄の増加等により、農業の有する国土

の保全、水源のかん養等の多面的機能の低下が懸念されている。 

このため、農業者等に中山間地域と平地地域の農業生産条件の不利を補正する交付金

を交付することにより、中山間地域等の農業生産活動の継続を図る。 

支援対象 
①農業者の組織する団体等 

②地方公共団体 
補助率 

①定額 

②定額 

対象事業 

１．中山間地域等直接支払交付金 

  中山間地域等において、集落等を単位とする協定に基づき、５年間以上農業生産活

動を継続して行う農業者等に、平地地域との農業生産条件の不利を補正する交付金を

交付することにより、中山間地域等の農業生産活動等の継続を支援。 

２．中山間地域等直接支払推進交付金 

制度の適正かつ円滑な実施に向けた都道府県及び市町村等の推進活動を支援。 

支援内容 

１．中山間地域等直接支払交付金（定額補助） 

田  急傾斜 21,000 円/10a  緩傾斜 8,000 円/10a 

畑  急傾斜 11,500 円/10a  緩傾斜 3,500 円/10a 

草地 急傾斜 10,500 円/10a  緩傾斜 3,000 円/10a 

採草放牧地 急傾斜 1,000 円/10a 緩傾斜 300 円/10a 等 

ただし、地方公共団体が１／２相当を負担（特認地域にあっては、２／３） 

２．中山間地域等直接支払推進交付金（定額補助） 

都道府県及び市町村が推進に必要な現地指導及び現地調査等に要する経費等 

離島での 
実績 

R4 佐渡島、壱岐島など 

備 考 
対象となる地域及び農用地：地域振興立法等で指定された地域において、傾斜がある等

の基準を満たす一団の農用地。 

担当部署 農林水産省農村振興局地域振興課 

連絡先 TEL 03-3501-8359 

参照 HP https://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/ 
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【令
和
６
年
度
予
算
額
26
,1
00
（
26
,1
00
）
百
万
円
】

＜
対
策
の
ポ
イ
ン
ト＞

中
⼭
間
地
域
等
に
お
い
て
、農

業
⽣
産
条
件
の
不
利
を
補
正
す
る
こと
に
より
、将

来
に
向
け
た
農
業
⽣
産
活
動
の
継
続
を
⽀
援
しま
す
。

＜
事
業
⽬
標
＞

耕
作
放
棄
を
防
⽌
し、
中
⼭
間
地
域
等
の
農
⽤
地
7.
5万

ha
の
減
少
を
防
⽌
［
令
和
６
年
度
ま
で
］

⽇
本
型
直
接
⽀
払
の
うち

中
⼭
間
地
域
等
直
接
⽀
払
交
付
⾦

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

＜
事
業
の
内
容
＞

１
．
中
⼭
間
地
域
等
直
接
⽀
払
交
付
⾦

25
,8
00
（
25
,8
00
）
百
万
円

農
業
⽣
産
条
件
の
不
利
な
中
⼭
間
地
域
等
に
お
い
て
、集

落
等
を
単
位
に
、農
⽤
地
を
維
持
・

管
理
して
い
くた
め
の
取
決
め
（
協
定
）
を
締
結
し、
そ
れ
に
した
が
って
農
業
⽣
産
活
動
等
を
⾏

う場
合
に
、⾯
積
に
応
じて
⼀
定
額
を
交
付
しま
す
。

２
．
中
⼭
間
地
域
等
直
接
⽀
払
推
進
交
付
⾦

30
0（

30
0）

百
万
円

制
度
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施
に
向
け
た
都
道
府
県
、市

町
村
等
の
推
進
体
制
を
強
化
しま
す
。

「農
業
⽣
産
活
動
等
を
継
続
す
る
た
め
の
活
動
」の
み
を
⾏
う場

合
は
交
付
単
価
の
８
割
（
基
礎
単
価
）、

これ
に
加
え
て

「集
落
戦
略
の
作
成
」を
⾏
う場

合
は
交
付
単
価
の
10
割
を
交
付
（
体
制
整
備
単
価
）

1
0
m

0
.5
m

⽥
︓
急
傾
斜

（
傾
斜
︓
1/
20
）

21
,0
00
円
/1
0a

交
付
単
価

（
円
/1
0a
）

区
分

地
⽬

21
,0
00

急
傾
斜
（
1/
20
~
）

⽥
8,
00
0

緩
傾
斜
（
1/
10
0~
）

11
,5
00

急
傾
斜
（
15
度
~
）

畑
3,
50
0

緩
傾
斜
（
８
度
~
）

畑
︓
急
傾
斜

（
傾
斜
︓
15
度
）

11
,5
00
円
/1
0a

2
.7
m

1
0
m

【主
な
交
付
単
価
】

【対
象
地
域
】
中
⼭
間
地
域
等

（
地
域
振
興
８
法
と棚

⽥
法
指
定
地
域
及
び
知
事
が
定
め
る
特
認
地
域
）

【対
象
者
】
集
落
協
定
⼜
は
個
別
協
定
に
基
づ
き
５
年
以
上
継
続
して
耕
作
を
⾏
う農

業
者
等

【加
算
措
置
】

①
農
業
⽣
産
活
動
等
を
継
続
す
る
た
め
の
活
動
（
耕
作
放
棄
の
発
⽣
防
⽌
、⽔

路
・農
道
の
管
理
活
動
等
）

②
農
業
⽣
産
活
動
等
の
体
制
整
備
の
た
め
の
取
組
（
集
落
戦
略
の
作
成
）

【集
落
協
定
等
に
基
づ
く活
動
】

［
お
問
い
合
わ
せ
先
］
農
村
振
興
局
地
域
振
興
課
（
03
-3
50
1-
83
59
）

10
a当
た
り単

価
加
算
項
⽬
（
取
組
⽬
標
の
設
定
・達
成
が
必
要
）

棚
⽥
地
域
振
興
活
動
加
算

10
,0
00
円

（
⽥
・畑
）

棚
⽥
地
域
振
興
法
に
基
づ
く認
定
棚
⽥
地
域
振
興
活
動
計
画
の
対
象
棚
⽥
等

（
⽥
1/
20
以
上
、畑

15
度
以
上
）
の
保
全
と地

域
の
振
興
を
⽀
援

〔超
急
傾
斜
農
地
保
全
管
理
加
算
、集

落
機
能
強
化
加
算
、⽣

産
性
向
上
加
算
との
重
複
は
不
可
〕

14
,0
00
円

（
⽥
・畑
）

棚
⽥
地
域
振
興
活
動
加
算
を
受
け
る
農
地
の
うち
超
急
傾
斜
農
地

（
⽥
1/
10
以
上
、畑

20
度
以
上
）

〔超
急
傾
斜
農
地
保
全
管
理
加
算
、集

落
機
能
強
化
加
算
、⽣

産
性
向
上
加
算
との
重
複
は
不
可
〕

6,
00
0円

（
⽥
・畑
）

超
急
傾
斜
農
地
保
全
管
理
加
算

超
急
傾
斜
農
地
（
⽥
1/
10
以
上
、畑

20
度
以
上
）
の
保
全
や
有
効
活
⽤
を
⽀
援

3,
00
0円

(地
⽬
に
か
か
わ
らず
)

集
落
協
定
広
域
化
加
算

【上
限
額
︓
20
0万

円
/年
】

広
域
で
集
落
協
定
を
締
結
し、
将
来
の
集
落
維
持
に
向
け
た
活
動
を
⽀
援

集
落
機
能
強
化
加
算

【上
限
額
︓
20
0万

円
/年
】

新
た
な
⼈
材
の
確
保
、営
農
以
外
の
組
織
との
連
携
体
制
の
構
築
等
の
取
組
を⽀

援
⽣
産
性
向
上
加
算

【上
限
額
︓
20
0万

円
/年
】

農
地
の
集
積
・集
約
や
所
得
向
上
、省

⼒
化
技
術
の
導
⼊
等
の
取
組
を
⽀
援

※
本
制
度
は
、予

算
の
範
囲
内
で
交
付
⾦
を
交
付
す
る
仕
組
み
で
す
。申

請
額
の
全
国
合
計
が
予
算
額
を
上
回
った

場
合
、交

付
⾦
が
減
額
され
る
こと
が
あ
りま
す
。

＜
事
業
の
流
れ
＞

国
都
道
府
県

市
町
村

定
額

定
額

農
業
者
等

定
額

（
１
の
事
業
）

国
都
道
府
県

定
額

定
額

市
町
村
等

（
２
の
事
業
）
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No. ⑤-13  Ｒ６予算額 48,589 百万円 

事業名 多面的機能支払交付金 府省庁名 農林水産省 

概 要 

農業・農村の多面的機能の維持・発揮や地域全体で担い手を支えることを目的として、

農用地、水路、農道等（地域資源）を適切に保全管理するために農業者等が地域共同で行

う活動を支援 

支援対象 
１．農業者等の組織する団体等 

２．地方公共団体、推進組織 
補助率 

１．定額 

２．定額 

対象事業 

１．多面的機能支払交付金 

（１） 農地維持支払 

 農業者等による組織が取り組む水路の泥上げや農道の路面維持など地域資源

の基礎的保全活動、農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化等、多面的機能

を支える共同活動を支援 

（２） 資源向上支払 

 地域住民を含む組織が取り組む水路、農道等の軽微な補修や景観形成など農村

環境の良好な保全を始めとする地域資源の質的向上を図る共同活動、施設の長寿

命化のための活動を支援 

２．多面的機能支払推進交付金 

制度の適正かつ円滑な実施に向けた都道府県、市町村等の活動を支援 

支援内容 

１．多面的機能支払交付金（定額補助） 

（１）農地維持支払 

 （都府県の田：3,000 円／10a、畑：2,000 円／10a、草地：250 円／10a） 

（２）資源向上支払のうち地域資源の質的向上を図る共同活動 

（都府県の田：2,400 円／10a、畑：1,440 円／10a、草地：240 円／10a） 

資源向上支払のうち施設の長寿命化のための活動 

（都府県の田：4,400 円／10a、畑：2,000 円／10a、草地：400 円／10a） 

   ※ただし北海道の補助額は上記と異なる。 

２．多面的機能支払推進交付金（定額補助） 

都道府県及び市町村等が推進に必要な現地指導、現地調査等に要する経費等 

離島での 
実績 

R４ 佐渡島、隠岐の島、五島列島、壱岐島、種子島等 

備 考  

担当部署 農林水産省農村振興局農地資源課多面的機能支払推進室 

連絡先 03-6744-2197 

参照 HP https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_siharai.html 
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＜
事
業
の
内
容
＞

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

１
．
多
面
的
機
能
支
払
交
付
金

47
,0

50
（

47
,0

50
）
百
万
円

①
農
地
維
持
支
払

地
域
資
源
の
基
礎
的
保
全
活
動
等
の
多
面
的
機
能
を
支
え
る
共

同
活
動
を
支
援
しま
す
。

②
資
源
向
上
支
払

地
域
資
源
の
質
的
向
上
を
図
る
共
同
活
動
、施

設
の
長
寿
命
化

の
た
め
の
活
動
を
支
援
しま
す
。

２
．
多
面
的
機
能
支
払
推
進
交
付
金

1,
53

9（
1,

60
2）

百
万
円

交
付
金
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施
に
向
け
て
、都

道
府
県
、市

町
村

等
に
よ
る
多
面
的
機
能
支
払
交
付
金
の
推
進
を
支
援
しま
す
。

＜
対
策
の
ポ
イ
ン
ト
＞

地
域
共
同
で
行
う、
多
面
的
機
能
を
支
え
る
活
動
や
、地
域
資
源
（
農
地
、水
路
、農
道
等
）
の
質
的
向
上
を
図
る
活
動
を
支
援
しま
す
。

＜
事
業
目
標
＞

○
農
地
・農
業
用
水
等
の
保
全
管
理
に
係
る
地
域
の
共
同
活
動
へ
の
多
様
な
人
材
の
参
画
率
の
向
上
（
５
割
以
上
［
令
和
７
年
度
ま
で
］
）

○
農
地
・農
業
用
水
等
の
保
全
管
理
に
係
る
地
域
の
共
同
活
動
に
よ
り広

域
的
に
保
全
管
理
され
る
農
地
面
積
の
割
合
の
向
上
（
６
割
以
上
［
令
和
７
年
度
ま
で
］
）

日
本
型
直
接
支
払
の
うち

多
面
的
機
能
支
払
交
付
金

【令
和
６
年
度
予
算
概
算
決
定
額

48
,5

89
（

48
,6

52
）
百
万
円
】

［
５
年
間
以
上
実
施
した
地
区
は
、➋

に
75
％
単
価
を
適
用
］

※
１
：
➋
、❸

の
資
源
向
上
支
払
は
、

➊
の
農
地
維
持
支
払
と併

せ
て
取
り組

む
こと
が
必
要

※
２
：
➊
､➋
と併

せ
て
❸
の
長
寿
命
化
に
取
り組

む
場
合
は
､

➋
に

75
％
単
価
を
適
用

※
３
：
❸
の
長
寿
命
化
に
お
い
て
、直

営
施
工
を

行
わ
な
い
等
の
場
合
は
、5

/6
単
価
を
適
用

都
府
県

北
海
道

❶
農
地
維
持
支
払
❷
資
源
向
上
支
払

（
共
同
）

❸
資
源
向
上
支
払

（
長
寿
命
化
）

❶
農
地
維
持
支
払
❷
資
源
向
上
支
払

（
共
同
）

❸
資
源
向
上
支
払

（
長
寿
命
化
）

田
3,

00
0

2,
40

0
4,

40
0

2,
30

0
1,

92
0

3,
40

0
畑

2,
00

0
1,

44
0

2,
00

0
1,

00
0

48
0

60
0

草
地

25
0

24
0

40
0

13
0

12
0

40
0

（
円

/1
0a
）

※
1,
2,
3

※
1,
2,
3

※
1

※
1

＜
事
業
の
流
れ
＞

農
地
維
持
支
払

・農
地
法
面
の
草
刈
り、
水
路
の
泥
上
げ
、農

道
の
路
面
維
持

等
・農
村
の
構
造
変
化
に
対
応
した
体
制
の
拡
充
・強
化
、地

域
資
源

の
保
全
管
理
に
関
す
る
構
想
の
策
定

等

水
路
の
泥
上
げ

農
地
法
面
の
草
刈
り

農
道
の
路
面
維
持

・水
路
、農

道
、た
め
池
の
軽
微
な
補
修
、景

観
形
成
や
生

態
系
保
全
な
どの
農
村
環
境
保
全
活
動

等
・老
朽
化
が
進
む
水
路
、農

道
な
どの
長
寿
命
化
の
た
め
の

補
修

等

水
路
の
ひ
び
割
れ
補
修

農
道
の
窪
み
の
補
修

た
め
池
の
外
来
種
駆
除

資
源
向
上
支
払

実
施
主
体
：
農
業
者
等
で
構
成
され
る
組
織
（
➊
及
び
❸
は
農
業
者
の
み
で
構
成
す
る
組
織
で
も
取
組
可
能
）

対
象
農
用
地
：
農
振
農
用
地
及
び
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
観
点
か
ら都

道
府
県
知
事
が
定
め
る
農
用
地

項
目

都
府
県

北
海
道

多
面
的
機
能
の
更
な
る
増
進

多
面
的
機
能
の
増
進
を
図
る
活
動
の
取
組
数
を
新
た
に
１
つ
以
上
増
加
させ
る
場
合
等

田
40

0
32

0
畑

24
0

80
草
地

40
20

水
田
の
雨
水
貯
留
機
能
の
強

化
（
田
ん
ぼ
ダム
）
の
推
進

資
源
向
上
支
払
（
共
同
）
の
交
付
を
受
け
る
田
面
積
の
１

/２
以
上
で
取
り組

む
場
合

田
40

0
32

0

【加
算
措
置
】

［
お
問
い
合
わ
せ
先
］
農
村
振
興
局
農
地
資
源
課
（

03
-6

74
4-

21
97
）

国
都
道
府
県

市
町
村
等

定
額

定
額

（
２
の
事
業
）

【交
付
単
価
】

（
円

/1
0a
）

国
都
道
府
県

市
町
村

定
額

定
額

農
業
者
等

定
額

（
１
の
事
業
）
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No. ⑤-14  
R６所要額 

R５所要額 

15,621 百万円の内数 

15,621 百万円の内数 

事業名 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業 府省庁名 農林水産省 

概 要 
野菜生産・出荷の安定と消費者への安定供給を図るため、価格低落時における生産者補

給金の交付等を実施。 

支援対象 
① 生産者（法人、個人） 

② 出荷団体 
補助率 

国:都道府県:生産者等=1:1:1 

（特定野菜の場合）  

国:都道府県:生産者等=2:1:1 

（指定野菜の場合）  

対象事業 
都道府県知事が認定した対象産地内の生産者等に対し、特定野菜等の平均販売価格が保

証基準額を下回った場合に、その差額の 80％を価格差補給金として交付。 

支援内容 

離島振興対策実施地域においては、産地要件を一部緩和。 

＜対象産地内で栽培される指定野菜の作付面積＞ 

（通常）          （離島振興対策実施地域）  

葉茎菜類等 概ね 10 ㏊ 以上 → 概ね５㏊ 以上 

果菜類   概ね ５㏊ 以上 → 概ね３㏊ 以上 

離島での 
実績 

令和４年度実績なし（離島実績として抽出することが困難） 

備 考 － 

担当部署 農林水産省農産局園芸作物課 

連絡先 TEL.03-3502-5961 

参照 HP http://www.alic.go.jp/y-josei/yajukyu03_000006.html 
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＜
事
業
の
内
容
＞

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

１
．
指
定
野
菜
価
格
安
定
対
策
事
業

「指
定

産
地

」で
生

産
され

、卸
売

市
場

に
出

荷
され

る
「指

定
野

菜
」の

価
格

が
著

しく
低

下
した

場
合

に
、補

給
金

を
交

付
しま

す
。

２
．
特
定
野
菜
等
供
給
産
地
育
成
価
格
差
補
給
事
業

「特
定

産
地

」で
生

産
され

、卸
売

市
場

に
出

荷
され

る
「特

定
野

菜
」等

の
価

格
が

著
しく

低
下

した
場

合
に

、補
給

金
を

交
付

しま
す

。

３
．
契
約
指
定
野
菜
安
定
供
給
事
業

「指
定

産
地

」で
生

産
され

る
「指

定
野

菜
」の

契
約

取
引

を
対

象
に

、不
作

時
に

不
足

分
を

市
場

か
ら調

達
した

場
合

等
に

、交
付

金
等

を
交

付
しま

す
。

４
．
契
約
特
定
野
菜
等
安
定
供
給
促
進
事
業

「特
定

産
地

」で
生

産
され

る
「特

定
野

菜
」等

の
契

約
取

引
を

対
象

に
、不

作
時

に
不

足
分

を
市

場
か

ら調
達

した
場

合
等

に
、交

付
金

等
を

交
付

しま
す

。

５
．
契
約
野
菜
収
入
確
保
モ
デ
ル
事
業

産
地

を
問

わ
ず

、「
指

定
野

菜
」の

契
約

取
引

を
対

象
に

、契
約

数
量

の
確

保
に

必
要

な
余

裕
作

付
分

の
出

荷
調

整
等

を
行

った
場

合
等

に
、交

付
金

を
交

付
しま

す
。

６
．
緊
急
需
給
調
整
事
業

「指
定

野
菜

」の
うち

重
要

野
菜

・調
整

野
菜

の
価

格
が

著
しく

低
下

し、
出

荷
調

整
を

行
った

場
合

等
に

、交
付

金
を

交
付

しま
す

。

野
菜
価
格
安
定
対
策
事
業

【令
和
６
年
度
予
算
額
（
所
要
額
）

15
,6

21
（

15
,6

21
）
百
万
円
】

＜
事
業
の
流
れ
＞

国
AL

IC
登

録
出

荷
団

体
等

拠
出

交
付

定
額

等

［
お

問
い

合
わ

せ
先

］
農

産
局

園
芸

作
物

課
（

03
-3

50
2-

59
61

）

こ
の

ボ
ッ

ク
ス

内
は

12
pt

枠
の

上
下

幅
調

整
可

上
下

中
央

揃
え

＜
対
策
の
ポ
イ
ン
ト
＞

野
菜

（
指

定
野

菜
・特

定
野

菜
）

の
生

産
・出

荷
の

安
定

と消
費

者
へ

の
安

定
供

給
を

図
る

た
め

、産
地

単
位

で
の

計
画

的
な

生
産

・出
荷

に
取

り組
む

とと
も

に
、価
格
低
落
時

に
は
生
産
者
補
給
金
等
を
交
付

しま
す

。

＜
政
策
目
標
＞

野
菜

の
取

引
価

格
の

安
定

化
（

取
引

価
格

が
平

年
比

80
％

~
12

0％
に

収
ま

る
期

間
の

割
合

：
56

%
［

平
成

28
年

度
］

→
68

%
［

令
和

7年
度

ま
で

］
）

拠
出

補
給

金

生
産

者
等

［
指

定
野

菜
価

格
安

定
対

策
事

業
］

価
格

平
均

販
売

価
額

＜
拠

出
割

合
＞

国
:都

道
府

県
:生

産
者

＝
３

:１
:１

指
定
野
菜
（

14
品
目
）

：
国

民
消

費
生

活
上

重
要

な
野

菜
キ

ャベ
ツ※

、き
ゅう

り、
さと

い
も

、だ
い

こん
※

 、
トマ

ト、
な

す
、に

ん
じん

※
 、

ね
ぎ

、は
くさ

い
※

 、
ピー

マ
ン

、レ
タス

※
 、

た
ま

ね
ぎ

※
 、

ば
れ

い
しょ

、ほ
うれ

ん
そ

う

特
定
野
菜
（

35
品
目
）

：
国

民
消

費
生

活
上

や
地

域
農

業
振

興
の

観
点

か
ら指

定
野

菜
に

準
ず

る
重

要
な

野
菜

ア
ス

パ
ラガ

ス
､い

ち
ご

､え
だ

ま
め

､か
ぶ

､か
ぼ

ち
ゃ､

カリ
フラ

ワ
ー

､か
ん

しょ
､グ

リー
ン

ピー
ス

､ご
ぼ

う､
こま

つ
な

､さ
や

い
ん

げ
ん

､さ
や

え
ん

どう
､し

ゅん
ぎ

く､
しょ

うが
､す

い
か

､ス
イー

トコ
ー

ン
､セ

ル
リー

､
そ

らま
め

､ち
ん

げ
ん

さい
､生

しい
た

け
､に

ら､
に

ん
に

く､
ふ

き
､ブ

ロッ
コリ

ー
､み

ず
な

､み
つ

ば
､メ

ロン
､

や
ま

の
い

も
､れ

ん
こん

､し
しと

うが
らし

､わ
け

ぎ
､ら

っき
ょう

､に
が

うり
､オ

クラ
､み

ょう
が

※
は

重
要

野
菜

ま
た

は
調

整
野

菜

価
格

高
騰

時
（

15
0％

以
上

）

価
格

低
落

時
(8

0％
以

下
)

・産
地

調
整

（
出

荷
抑

制
）

・加
工

用
販

売
・市

場
隔

離
（

有
効

利
用

等
）

⇒
平

均
価

格
の

70
%

相
当

を
助

成

・産
地

調
整

（
出

荷
促

進
）

⇒
平

均
価

格
の

30
%

相
当

を
助

成

＜
拠

出
割

合
＞

国
:生

産
者

＝
４

:１

［
緊

急
需

給
調

整
事

業
］

価
格

【基
本

的
仕

組
み

】

平
均

価
格

（
10

0%
）

この
一

部
（

原
則

90
％

）
に

つ
き

補
給

金
を

交
付

保
証

基
準

額
（

90
%

）

最
低

基
準

額
（

60
%

）

平
均

価
格

（
10

0%
）

★
ブ
ロ
ッコ
リー
を
指
定
野
菜
に
追
加
予
定

（
令

和
６

~
７

年
度

に
特

定
野

菜
か

らの
移

行
準

備
を

進
め

、令
和

８
年

度
事

業
か

ら適
用

予
定

）
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No. ⑤-15  R６予算額 ― 

事業名 中山間地域活性化資金 府省庁名 農林水産省 

概 要 

地勢等の地理的条件が悪く、農業生産条件が不利な中山間地域において、農林漁業を総合

的に振興して地域の活性化を図るため、①農林畜水産物の付加価値の向上と販路の拡大を

図る「加工流通施設」②農地、森林等の農林漁業資源を活用した「保健機能増進施設」③

農業の担い手の定住化を促進するための「生産環境施設」の整備を促進するための資金 

支援対象 

① 中山間地域農林畜水産物を原料として

使用する製造・加工事業、当該産物・そ

の加工品の販売事業であって中山間地

域の農林漁業の振興に資すると認めら

れるものを営む者（中小企業者に限る） 

② 農林漁業者又は農林漁業者と農林漁業

資源の利用契約、生産物の採取契約等を

締結し、農林漁業の生産力を直接維持増

進させる事業を行う者（中小企業者に限

る） 

③ 農業（畜産業及び養蚕業を含む。）、林業、

漁業又は塩業を営む者の組織する法人 

補助

率 

( 貸 付

条件） 

 

・貸付利率（令和５年３月 20 日現在） 

① 、②0.75％～0.95％ 

③1.10％ 

 

・貸付限度額 

負担額の 80％以内 

 

・償還期限 

①、②15 年以内（うち据置期間３年

以内） 

③25年以内（うち据置期間８年以内） 

対象事業 「支援内容」をご覧ください。 

支援内容 

①加工流通施設整備資金 

中山間地域農林畜水産物を原料として使用する製造・加工事業、当該産物・その加工品の

販売事業であって中山間地域の農林漁業の振興に資すると認められるものを営む者が、新

商品・新技術の研究開発・利用又は需要の開拓を行うのに必要な施設の改良・造成、取得

を促進するための資金 

②保健機能増進施設整備資金 

農林漁業者又は農林漁業者と農林漁業資源の利用契約、生産物の採取契約等を締結し、農

林漁業の生産力を直接維持増進させる事業を行う者が、体験農園、潮干狩り場等の整備を

促進するための資金 

③生産環境施設整備資金 

農業（畜産業及び養蚕業を含む。）、林業、漁業又は塩業を営む者の組織する法人が、農業

の担い手の定住化を促進するための多目的研修集会施設等の整備を促進するための資金 

離島での 
実績 

平成 28 年度：広島県大崎上島町、平成 29 年度：広島県尾道市 

平成 30 年度：山形県酒田市、長崎県対馬市、令和２年度：長崎県対馬市 

令和３年度：長崎県五島市 

備 考 ○令和６年度融資枠：180.0 億円 

担当部署 農林水産省農村振興局農村政策部地域振興課 

連絡先 03-6744-2498 

参照 HP http://www.maff.go.jp/j/nousin/tiiki/sanson/s_sesaku/sesaku.html 

 

212



中山間地域活性化資金 

 

１ 目的 

 地勢等の地理的条件が悪く、農業生産条件が不利な中山間地域において、農林漁業を総合

的に振興して地域の活性化を図るため、 

①  農林畜水産物の付加価値の向上と販路の拡大を図る「加工流通施設」 

②  農地、森林等の農林漁業資源を活用した「保健機能増進施設」 

③  農業の担い手の定住化を促進するための「生産環境施設」 

の整備を地方公共団体、民間事業者の技術、ノウハウを活用しつつ強力に促進する。 

 

２ 貸付対象者、資金使途及び貸付条件 

区分  加工流通施設 保健機能増進施設 生産環境施設 

貸付対象者  中山間地域農林畜水産

物を原材料として使用

する製造・加工事業、当

該産物・その加工品の販

売事業であって、中山間

地域の農林漁業の振興

に資すると認められる

ものを営む者（中小企業

者に限る） 

農林漁業者又は農林漁

業者と農林漁業資源の

利用契約、生産物の採取

契約等を締結し、農林漁

業の生産力を直接維持

増進させる事業を行う

者（中小企業者に限る） 

農林漁業又は塩業を営

む者の組織する法人（こ

れらの者又は地方公共

団体が主たる構成員、出

資者であるか又は基本

財産の過半を拠出して

いる法人で農林漁業の

振興を目的とするもの

を含む。） 

資金使途  新商品・新技術の研究開

発・利用又は需要の開拓

を行うのに必要な施設

の改良・造成・取得、そ

れらを行うための特別

の費用の支出又は権利

の取得 

体験農園、体験牧場、林

間スキー場、林間キャン

プ場、森林植物園、林間

コテ－ジ、林間遊歩道、

釣り場、潮干狩場、遊漁

船等利用施設 等 

活動管理休養施設、多目

的研修集会施設、健康増

進施設、技術拠点施設、

情報連絡施設、廃棄物処

理施設、簡易給排水施

設、集落道 等 

貸付条件 利率 0.75%～0.95% 1.10% 

 限度額 負担する額の 80％以内 

 償還 

期限 

15 年以内（うち据置期間３年以内） 25 年以内（うち据置期間

８年以内） 

（注）利率は、令和６年３月 18 日現在 

最新の利率の掲載先ＵＲＬ：http://www.jfc.go.jp/n/rate/rate.html 

 

３  令和６年度融資枠（令和５年度融資枠） 

    180.0 億円（207.0 億円） 

 

【農林水産省ＨＰ ＞ 山村への支援施策（予算、融資）】 

 http://www.maff.go.jp/j/nousin/tiiki/sanson/s_sesaku/sesaku.html 

（担当課：農村振興局地域振興課） 
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No. ⑤-16  R６当初予算 19,843 百万円 

事業名 農地耕作条件改善事業 府省庁名 農林水産省 

概 要 

農地中間管理機構による担い手への農地集積等に向けて、地域の多様なニーズに応じた

きめ細かな耕作条件の改善、高収益作物への転換や営農定着、麦・大豆の増産に必要な

取組等をハードとソフトを組み合わせて支援。 

支援対象 
農地中間管理機構、都道府県、市町村、土

地改良区、農業協同組合、農業法人等 
補助率 定額、１／２ 等 

対象事業 

（１）地域内農地集積型 

   畦畔除去による区画拡大や暗渠排水等のきめ細かな耕作条件の改善を支援 

（２）高収益作物転換型 

   高収益作物への転換に向けた計画策定から高付加価値農業施設の設置など営農定

着に必要な取組を支援 

（３）スマート農業導入推進型 

   基盤整備と一体的に行う GNSS 基地局の設置等、スマート農業の導入について支 

   援 

（４）病害虫対策型 

   病害虫の発生予防・まん延防止に資する農地の土層改良や排水対策等を支援 

（５）水田貯留機能向上型 

   水田の雨水貯留機能を向上する「田んぼダム」の実施に必要な基盤整備を支援 

（６）土地利用調整型 

   多様で持続的かつ計画的な農地利用のためのゾーニングに必要な交換分合や基盤 

整備を支援 

支援内容 

（１）～（６）、いずれも定額、補助率１／２等 

ただし、 

〇実施地域は、農用地区域のうち地域計画を策定した区域等 

〇採択要件は、事業費（ハード事業の事業費をいう。）の合計が 200 万円以上となるこ

と。受益者数が、農業者２者以上であること。   等 

離島での 
実績 

R５ 新潟県佐渡市、島根県隠岐の島町、広島県大崎上島町 等 

備 考 
〇離島の場合は、補助率 55％で支援。 

〇募集は随時行っており、手続については都道府県の事業担当へ御相談ください。 

担当部署 農林水産省農村振興局農地資源課 

連絡先 TEL 03-6744-2208 

参照 HP https://www.maff.go.jp/j/nousin/keiiku/noutiseibi/ 
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＜
事
業
の
内
容
＞

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

１
．
地
域
内
農
地
集
積
型

畦
畔
除
去
に
よ
る
区
画
拡
大
や
暗
渠
排
水
等
の
き
め
細
か
な
耕
作
条
件
の
改
善
を
支
援
しま
す
。

２
．
高
収
益
作
物
転
換
型

基
盤
整
備
と一

体
的
に
行
う輪

作
体
系
の
検
討
や
実
証
展
示
ほ
場
の
運
営
、高

収
益
作
物
へ
の
転
換
に
向
け
た
計
画
策
定

か
ら高

付
加
価
値
農
業
施
設
の
設
置
な
ど営

農
定
着
に
必
要
な
取
組
を
支
援
しま
す
。

３
．
ス
マ
ー
ト
農
業
導
入
推
進
型

基
盤
整
備
と一

体
的
に
行
うG

N
SS
基
地
局
の
設
置
等
、ス
マ
ー
ト
農
業
の
導
入
に
つ
い
て
支
援
しま
す
。

４
．
病
害
虫
対
策
型

病
害
虫
の
発
生
予
防
・ま
ん
延
防
止
に
資
す
る農

地
の
土
層
改
良
や
排
水
対
策
等
を支

援
しま
す
。

５
．
水
田
貯
留
機
能
向
上
型

水
田
の
雨
水
貯
留
機
能
を
向
上
す
る
「田
ん
ぼ
ダ
ム
」の
実
施
に
必
要
な
基
盤
整
備
を
支
援
しま
す
。

６
．
土
地
利
用
調
整
型

多
様
で
持
続
的
か
つ
計
画
的
な
農
地
利
用
の
た
め
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ
に
必
要
な
交
換
分
合
や
基
盤
整
備
を
支
援
しま
す
。

農
地
耕
作
条
件
改
善
事
業

【令
和
６
年
度
予
算
概
算
決
定
額

19
,8

43
（

20
,0

43
）
百
万
円
】

＜
対
策
の
ポ
イ
ン
ト
＞

農
地
中
間
管
理
機
構
に
よ
る
担
い
手
へ
の
農
地
集
積
等
に
向
け
て
、地

域
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
じた
き
め
細
か
な
耕
作
条
件
の
改
善
、高
収
益
作
物
へ
の
転
換
や
営
農
定
着
、

麦
・大
豆
の
増
産
に
必
要
な
取
組
等
を
ハ
ー
ドと
ソ
フト
を
組
み
合
わ
せ
て
支
援
しま
す
。

＜
事
業
目
標
＞

全
農
地
面
積
に
占
め
る
担
い
手
が
利
用
す
る
面
積
の
割
合
の
増
加
（
８
割
）

＜
事
業
の
流
れ
＞

［
お
問
い
合
わ
せ
先
］
農
村
振
興
局
農
地
資
源
課
（

03
-6

74
4-

22
08
）

高
付
加
価
値
農
業
施
設
の
設
置

技
術
研
修
会

畦
畔
除
去

土
層
改
良

き
め
細
か
な
耕
作
条
件
改
善
の
支
援

高
収
益
作
物
へ
の
転
換
に
向
け
た
取
組
支
援

ス
マ
ー
ト農

業
導
入
の
支
援 病
害
虫
対
策

GN
SS
基
地
局
設
置

自
動
操
舵
シ
ス
テ
ム
導
入

国
1/

2、
定
額
等

都
道
府
県

都
道
府
県

市
町
村
等

1/
2、
定
額
等

※
土
層
改
良
に
バ
イオ
炭
を
使
用
す
る
こと
が
可
能
（
１

~
６
の
事
業
）

※
整
備
農
地
周
辺
の
未
整
備
農
地
を
整
備
す
る
場
合
、農
地
整
備
・集
約
推
進
費
の
活
用
が
可
能
（
１
、２

の
事
業
）

※
高
収
益
作
物
の
転
換
割
合
に
応
じ、
高
収
益
作
物
導
入
促
進
費
の
活
用
が
可
能
（
２
の
事
業
）

（
事
業
実
施
後
に
水
田
活
用
の
直
接
支
払
交
付
金
の
対
象
外
の
農
地
とな
る
場
合
、高
収
益
作
物
導
入
推
進
費
の
活
用
が
可
能
）

「田
ん
ぼ
ダム
」の
取
組
支
援

落
水
口
と堰

板
の
整
備

暗
渠
排
水

客
土
・反
転
耕

【実
施
要
件
】
総
事
業
費

20
0万

円
以
上
、農

業
者
数
２
者
以
上

等
【実
施
区
域
】
農
振
農
用
地
の
うち
地
域
計
画
の
策
定
区
域
等
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①
地
域
内
農
地
集
積
型

き
め
細
か
な
整
備
とと
も
に
、農

地
中
間
管
理
機
構
に
よ
る
地
域
内
へ
の
担
い
手
へ
の
農
地
集
積
を
推
進
しま
す
。

定
率
助
成
※
２

定
額
助
成

○
我
が
国
農
業
の
競
争
力
を
強
化
す
る
た
め
に
は
、農

地
の
大
区
画
化
・汎
用
化
等
の
基
盤
整
備
を
行
い
、農

地
中
間
管
理
機
構
等
に
よ
る
担
い
手
へ
の
農
地
集
積
を
推
進
す
る
と

とも
に
、生

産
効
率
を
向
上
させ
、高

収
益
作
物
等
の
営
農
定
着
に
必
要
な
取
組
を
支
援
す
る
こと
が
重
要
。

○
この
た
め
、多

様
な
ニ
ー
ズ
に
沿
った
き
め
細
か
な
耕
作
条
件
の
改
善
や
、高

収
益
作
物
へ
の
転
換
、ス
マ
ー
ト農

業
の
導
入
促
進
、麦

・大
豆
の
生
産
拡
大
等
に
向
け
、ハ
ー
ドと

ソ
フト
の
両
面
か
ら機

動
的
に
支
援
。

農
地
耕
作
条
件
改
善
事
業
（
１

/３
）

（
ハ
ー
ド）

農
業
用
用
排
水
施
設
、暗

渠
排
水
、土

層
改
良
※
3 、
区
画
整
理
、

農
作
業
道
、農

地
造
成
、農

用
地
の
保
全
、営

農
環
境
整
備
、

IC
T

に
よ
る
水
管
理
や
防
草
対
策
等
の
維
持
管
理
の
省
力
化
支
援

（
ソ
フト
）
条
件
改
善
促
進
支
援
、農

地
整
備
・集
約
推
進
費

等

（
ハ
ー
ド）

区
画
拡
大
、暗

渠
排
水
、湧

水
処
理
、客

土
、除

礫
、末

端
畑

地
か
ん
が
い
施
設
、用

排
水
路
や
農
作
業
道
等
の
更
新
整
備
※
１

（
ソ
フト
）
単
年
度
当
た
り3

00
万
円
迄
の
条
件
改
善
推
進
費

等

畦
畔
除
去

き
め
細
か
な
ハ
ー
ド
整
備

※
１
定
額
助
成
単
価
は
現
場
条
件
等
に
応
じた
標
準
的
な
工
事
費
の
１

/２
相
当
。R
５
年
度
単
価
は
、区

画
拡
大
（

25
万
円

/1
0a
等
）
、暗

渠
排
水
（

19
万
円

/1
0a
等
）
な
ど

※
２
定
率
助
成
の
補
助
率
は
、平

地
50
％
、中

山
間
地
域

55
％

な
ど

※
３
土
層
改
良
に
バ
イオ
炭
を
使
用
す
る
こと
が
可
能
（
①
～
⑥
の
事
業
型
共
通
）

水
路
の
更
新

・対
象
区
域
：
農
振
農
用
地
の
うち
地
域
計
画
の
策
定
区
域
等
（
農
地
中
間
管
理
機
構
との
連
携
概
要
を
策
定
）

・事
業
主
体
：
農
地
中
間
管
理
機
構
、都

道
府
県
、市

町
村
、土

地
改
良
区
、農

業
協
同
組
合
、農

業
法
人

等
・事
業
費

20
0万

円
以
上

・農
業
者
２
者
以
上

・使
用
す
る
型
の
目
標
に
沿
った
計
画
策
定
な
どが
必
要

②
高
収
益
作
物
転
換
型

地
域
内
農
地
集
積
型
の
支
援
内
容
に
加
え
、高

収
益
作
物
転
換
の
た
め
の
計
画
策
定
か
ら高

付
加
価
値
農
業
施
設
の
設
置
な
ど営

農
定
着
ま
で
必
要
な
取

組
を
支
援
しま
す
。

※
４
単
年
度
あ
た
り3

00
～

50
0万

円
迄
を
支
援

高
収
益
作
物
転
換
プ
ラン
作
成
支
援
（
最
大

2年
間
）
、高

度
な
技
術
指
導
（
施
設
園
芸
に
お
け
る
地
中
熱
ヒー
トポ
ン
プ
（
浅
層
採
熱
方
式
）
の
導
入
な
ど、
先
進
技
術
の
導
入
の
た
め
の
専
門
家
に
よ
る
技
術
指

導
に
係
る
経
費
の
支
援
）
、技

術
習
得
方
法
の
検
討
と実

践
、技

術
者
育
成
、試

験
販
売
等
の
経
営
展
開
支
援
、現

場
で
の
研
修
会
等

※
５

大
苗
の
育
成
支
援
、代

替
農
地
で
の
営
農
支
援
、省

力
技
術
研
修
支
援

等
※
６

実
需
者
ニ
ー
ズ
に
対
応
した
品
種
の
導
入
試
験
、G

AP
・ト
レ
ー
サ
ビリ
テ
ィ手
法
の
導
入

等
※
７

実
証
展
示
ほ
場
の
設
置
・運
営
、導

入
１
年
目
の
種
子
・肥
料
等
へ
の
支
援
、農

業
機
械
の
リー
ス
等

実
証
ほ
場

定
率
助
成

定
額
助
成

（
ハ
ー
ド）

①
地
域
内
農
地
集
積
型
の
定
率
助
成
メニ
ュー
、

小
規
模
園
地
整
備
（
盛
土
、園

内
道
整
備
等
）

（
ソ
フト
）
条
件
改
善
促
進
支
援
、高

収
益
作
物
の
導
入
支
援
※
７
、高

付
加
価
値
農
業
施
設
の
設
置
、機

械
作
業
体
系
導
入
支
援
、農

地
整
備
・集
約
推
進
費
、高

収
益
作
物
導
入
促
進
費

等

（
ハ
ー
ド）

①
地
域
内
農
地
集
積
型
の
定
額
助
成
メニ
ュー

（
ソ
フト
）
条
件
改
善
推
進
費
、高

収
益
作
物
へ
の
転
換
支
援
※
４
、新

植
・

改
植
及
び
幼
木
管
理
支
援
、早

期
成
園
化
、経

営
の
継
続
・発
展

支
援
※
５
、園

芸
作
物
モ
デ
ル
産
地
形
成
支
援
※
６
等

【実
施
要
件
】
受
益
農
地
の
１
／
４
以
上
を
新
た
に
高
収
益
作
物
に
転
換
す
る
こと

高
付
加
価
値
農
業
施
設
の
設
置

実
施
要
件
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農
地
耕
作
条
件
改
善
事
業
（
２

/３
）

④
病
害
虫
対
策
型

病
害
虫
は
一
度
ま
ん
延
す
れ
ば
地
域
農
業
に
甚
大
な
被
害
を
及
ぼ
す
た
め
、そ
の
発
生
予
防
や
ま
ん
延
防
止
に
向
け
た
対
策
を
支
援
しま
す
。

【事
業
実
施
区
域
】
植
物
防
疫
法
に
基
づ
く発
生
予
察
情
報
に
お
い
て
、警

報
・注
意
報
・特
殊
報
の
発
表
され
た
区
域

客
土
・反
転
耕

⑤
水
田
貯
留
機
能
向
上
型

水
田
の
雨
水
貯
留
機
能
を
向
上
す
る
「田
ん
ぼ
ダム
」の
実
施
に
必
要
な
基
盤
整
備
を
支
援
しま
す
。

「田
ん
ぼ
ダム
」実
施
に
向
け
た
整
備

（
ハ
ー
ド）

「田
ん
ぼ
ダム
」実
施
に
向
け
た
畦
畔
の
更
新
、排

水
桝
の
設
置
（
定
額
）
、「
①
地
域
内
農
地
集
積
型
」の
定
額
及
び
定
率
ハ
ー
ドメ
ニ
ュー

（
ソ
フト
）
「田
ん
ぼ
ダム
」実
施
に
向
け
た
地
元
調
査
・調
整
経
費
、堰

板
購
入
等
（
単
年
度
当
た
り3

00
万
円
迄
）
、条

件
改
善
促
進
支
援
（
定
率
）

等

【事
業
実
施
区
域
・要
件
】
・流
域
治
水
プ
ロジ
ェク
ト、
治
水
協
定
等
が
策
定
され
、流

域
治
水
対
策
を
実
施
す
る
地
域

・地
区
内
の
５
割
以
上
の
面
積
で
の
「田
ん
ぼ
ダム
」の
実
施

病
害
虫
対
策
の
た
め
の
土
層
改
良

③
ス
マ
ー
ト
農
業
導
入
推
進
型

ス
マ
ー
ト農

業
に
必
要
な

GN
SS
基
地
局
の
設
置
とス
マ
ー
ト農

業
の
導
入
に
必
要
な
基
盤
整
備
等
を
支
援
しま
す
。

ス
マ
ー
ト農

業
導
入
推
進
支
援
助
成
内
容

（
ハ
ー
ド）

GN
SS
基
地
局
の
整
備
（
必
須
）
、「
①
地
域
内
農
地
集
積
型
」の
定
額
及
び
定
率
ハ
ー
ドメ
ニ
ュー

（
ソ
フト
）
条
件
改
善
推
進
費
（
定
額
）
、ト
ラク
タへ
の
自
動
操
舵
シ
ス
テ
ム
等
の
先
進
的
省
力
化
技
術
の
導
入
、基

地
局
の
整
備
に
必
要
な
調
査
・調
整
支

援
、条

件
改
善
促
進
支
援
等
（
定
率
）

GN
SS
基
地
局
設
置

自
動
操
舵
シ
ス
テ
ム
導
入

⑥
土
地
利
用
調
整
型

多
様
で
持
続
的
か
つ
計
画
的
な
農
地
利
用
の
実
現
に
向
け
て
、ゾ
ー
ニ
ン
グ
に
必
要
な
交
換
分
合
や
基
盤
整
備
を
支
援
しま
す
。

多
様
で
持
続
的
か
つ
計
画
的
な
農
地
利
用
に
向
け
た
基
盤
整
備

粗
放
的
な
農
地
利
用

【事
業
実
施
区
域
】
農
地
中
間
管
理
事
業
を
重
点
的
に
実
施
す
る
区
域
等
及
び
そ
の
周
辺
農
地

（
ハ
ー
ド）

反
転
耕
、混

層
耕
、堆

肥
施
用
、明

渠
排
水
（
定
額
）
、「
①
地
域
内
農
地
集
積
型
」の
定
額
及
び
定
率
ハ
ー
ドメ
ニ
ュー

（
ソ
フト
）
条
件
改
善
推
進
費
（
定
額
）
、条

件
改
善
促
進
支
援
（
定
率
）

等

（
ハ
ー
ド）

粗
放
的
農
地
利
用
整
備

(用
地
、作

業
道
等
の
整
備
、土

地
改
良
施
設
の
撤
去
等

)(
定
額

)、
「①
地
域
内
農
地
集
積
型
」の
定
額
及
び
定
率
ハ
ー

ドメ
ニ
ュー

（
ソ
フト
）
条
件
改
善
推
進
費
（
定
額
）
、条

件
改
善
促
進
支
援
（
定
率
）
等

排
水
桝
と堰

板
の
整
備
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農
地
耕
作
条
件
改
善
事
業
（
３

/３
）

○
基
盤
整
備
が
進
ん
だ
地
域
に
取
り残

され
た
未
整
備
農
地
は
、周

囲
と比

較
し条

件
が
悪
い
こと
か
ら担

い
手
が
引
き
受
け
られ
ず
、結

果
とし
て
荒
廃
農
地
とな
って
害
虫
や
鳥
獣
被
害
の
発
生
源
と

な
る
等
周
辺
の
担
い
手
の
経
営
環
境
に
も
負
の
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
高
い
が
、周

辺
の
担
い
手
に
集
約
しや
す
い
立
地
条
件
に
あ
り、
基
盤
整
備
に
よ
って
担
い
手
へ
集
約
す
る
こと
で
、地

域
全

体
とし
て
、農

業
生
産
性
が
一
層
向
上
す
る
こと
が
期
待
され
る
。

○
この
よ
うな
未
整
備
農
地
で
実
施
す
る
農
地
耕
作
条
件
改
善
事
業
の
農
業
者
負
担
に
対
し、
農
地
整
備
・集
約
推
進
費
を
交
付
す
る
こと
に
よ
り、
担
い
手
へ
の
集
積
・集
約
化
を
一
層
推
進
す
る
。

［
農
地
整
備
・集
約
推
進
費
］
（
①
地
域
内
農
地
集
積
型
・②
高
収
益
作
物
転
換
型
）

事
業
内
容
：

地
域
内
農
地
集
積
型
、高

収
益
作
物
転
換
型
を
対
象
に
定
率
助
成
の
ハ
ー
ド整

備
メニ
ュー
の
事
業
費
の

最
大

12
.5
％
（
全
額
国
費
）
を
交
付
。

実
施
主
体
：

都
道
府
県
、市

町
村
、土

地
改
良
区
、農

業
協
同
組
合
等

実
施
要
件
：

・過
去
に
国
費
投
入
され
た
地
区
に
隣
接
し、
過
去
に
国
費
投
入
され
た
農
地
に
占
め
る
新
た
に
整
備
す
る

農
地
の
割
合
が

1／
3以

下
とな
る
こと

・以
下
の
①
又
は
②
の
期
間
が

15
年
以
上
の
農
地

①
機
構
が
借
り入

れ
て
い
る
農
地
の
農
地
中
間
管
理
権
の
期
間

②
機
構
が
農
業
経
営
又
は
農
作
業
の
委
託
を
受
け
て
い
る
農
地
の
期
間

・事
業
完
了
後
３
年
以
内
に
担
い
手
へ
の
集
積
率
を

10
0％

とす
る
こと
。

・本
推
進
費
と経

営
転
換
協
力
金
を
重
複
して
交
付
しな
い
こと

・次
世
代
農
業
発
展
計
画
の
作
成

通
常
の
ガ
イド
ライ
ン

上
記
を
活
用
す
る
場
合
の
ガ
イド
ライ
ン

事
業
主
体

国
都
道
府
県
市
町
村

地
元

都
道
府
県
営

50
％

27
.5
％

10
％

12
.5
％

市
町
村
営

50
％

14
％

21
％

15
％

改
良
区
営

50
％

14
％

13
％

23
％

事
業
主
体

国
都
道
府
県

市
町
村

地
元

都
道
府
県
営

50
％

27
.5
％

10
％

12
.5
％

市
町
村
営

改
良
区
営

50
％

15
％

22
.5
％

12
.5
％

・・
・過
去
に
整
備
済
み
の
農
地

［
高
収
益
作
物
導
入
促
進
費
］
（
②
高
収
益
作
物
転
換
型
）

・・
・取
り残

され
た
未
整
備
農
地
（
事
業
対
象
範
囲
）

［
推
進
費
・促
進
費
を
活
用
す
る
場
合
の
ガ
イド
ライ
ン
］

高
収
益
作
物
転
換
率

助
成
割
合

50
％
以
上

12
.5
％

40
％
～

50
％

10
.0
％

30
％
～

40
％

7.
5％

○
主
食
用
米
の
需
要
が
減
少
傾
向
が
続
く中
、既

存
の
水
田
に
お
い
て
、大

区
画
化
・汎
用
化
を
す
す
め
、畑

作
物
、な
か
で
も
、野

菜
等
の
収

益
性
の
高
い
作
物
へ
の
転
換
を
図
る
こと
が
重
要
で
あ
る
。

○
一
方
、高

収
益
作
物
の
導
入
は
、ハ
ー
ドル
の
高
い
も
の
で
あ
る
た
め
、高

収
益
作
物
転
換
型
に
お
い
て
、ビ
ニ
ル
ハ
ウ
ス
等
の
施
設
園
芸
に
必

要
な
施
設
整
備
、果

樹
等
の
植
え
付
け
を
行
った
ほ
場
等
の
高
収
益
作
物
へ
の
転
換
率
に
応
じ、
高
収
益
作
物
導
入
促
進
費
を
交
付
（
国

費
負
担
：

50
％
等
）
す
る
こと
に
よ
り、
高
収
益
作
物
へ
の
転
換
を
強
力
に
推
進
す
る
。

※
な
お
、事

業
実
施
後
に
水
田
活
用
の
直
接
支
払
交
付
金
の
対
象
とな
らな
い
農
地
とな
る
場
合
、高

収
益
作
物
導
入
推
進
費
とし
て
、全

額
国
費
に
よ
る

支
援
が
可
能
。

高
収
益
作
物
転
換
率
に
応
じた
助
成

事
業
対
象
農
地

（
イメ
ー
ジ
）

※
標
準
的
な
負
担
割
合

な
お
、北

海
道
、沖

縄
県
、奄

美
、

離
島
、中

山
間
地
域
等
に
つ
い
て
は
、

別
の
負
担
割
合
を
設
定
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No. ⑤-17  R6 当初予算 150 百万円 

事業名 持続可能な食品等流通対策事業    府省庁名 農林水産省 

概 要 

喫緊の課題である「物流２０２４年問題」に対処するとともに、今後の労働力不足や

将来のフィジカルインターネット物流に対応しうる新たな食品流通網を構築するため、

多様な関係者が一体となって取り組む①物流の標準化、デジタル化等の取組、②物流の

自動化、省力化、品質管理に必要な設備・機器の導入等を総合的に支援。 

支援対象 
食品流通業者等を構成員とする協

議会 
補助率 定額、１／２以内 

対象事業 

１．物流生産性向上実装事業 

  物流の標準化（パレット、外装、コード等）、デジタル化・データ連携（納品伝票の

電子化、トラック予約システム等）、モーダルシフト、ラストワンマイル配送等の取組

を支援。 

２．物流生産性向上設備・機器等導入事業 

  物流の自動化・省力化・品質管理に必要な設備・機器等（パレタイザー、フォークリ

フト、クランプフォークリフト等）の導入を支援。 

支援内容 

１．物流生産性向上実装事業 

 会場借料・設営費、通信・運搬費、設備・機器等借上費、印刷製本費等 

２．物流生産性向上設備・機器等導入事業 

 設備・機器等導入費、配送、パレット管理棟のシステム導入に要する経費等 

離島での 
実績 

R5 年度実績なし 

備 考 ― 

担当部署 農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課 

連絡先 03-3502-5741 

参照 HP r6kettei_pr25.pdf (maff.go.jp) 
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No. ⑤-18  R５補正予算 800 百万円 

事業名 
物流革新に向けた生鮮食料品等サプライチェー

ン緊急強化総合対策 
府省庁名 農林水産省 

概 要 

喫緊の課題である「物流 2024 年問題」に対処するとともに、今後の労働力不足や将来の

フィジカルインターネット物流に対応しうる新たな食品流通網を構築するため、多様な

関係者が一体となって取り組む①物流の標準化、デジタル化等の取組、②物流の自動化、

省力化、品質管理に必要な設備・機器の導入等を総合的に支援。 

支援対象 
食品流通業者等で構成される協議

会 
補助率 定額、１／２以内 

対象事業 

１．物流生産性向上推進事業 

   物流の標準化（標準仕様のパレット導入等）、デジタル化・データ連携（納品伝票の

電子化、トラック予約システムの導入等）、モーダルシフト、ラストワンマイル配送等

の取組や、物流の効率化やコールドチェーンの確保等に必要な設備・機器の導入を支

援。 

支援内容 

１．物流生産性向上推進事業 

 推進事業：会場借料・設営費、通信・運搬費、印刷製本費、広告・宣伝費等 

 物流生産性向上実装事業：パレット導入費、モーダルシフトに要する経費等 

物流生産性向上設備・機器等導入事業：設備・機器導入費等 

離島での 
実績 

R5 年度実績なし 

備 考 ― 

担当部署 農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課 

連絡先 03-3502-8237 

参照 HP r6kettei_pr25.pdf (maff.go.jp) 
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No. ⑤-19  
R６当初予算 

R５補正予算 

1,720 百万円の内数 

158 百万円の内数 

事業名 
消費・安全対策交付金 

（うち重要病害虫の特別防除等） 
府省庁名 農林水産省 

概 要 
我が国未発生又は一部に発生しているアリモドキゾウムシやミカンコミバエ種群等の重

要病害虫の侵入防止・まん延防止等を支援 

支援対象 
都道府県、市町村、生産者が組織す

る団体等 
補助率 定額 10／10 以内，定額 1／2 以内等 

対象事業 

ミカンコミバエ種群等の緊急防除の対象となりうる重要病害虫の侵入が確認された場合

に、発生範囲の特定や薬剤散布等の初動防除に要する経費、植物防疫法に基づく緊急防

除の実施に要する経費、南西諸島に発生しているアリモドキゾウムシ等の重要病害虫の

根絶防除に要する経費、植物防疫法に基づく緊急防除の対象とはならないものの、生産

地域に侵入・まん延した場合に重大な被害が発生するおそれがある病害虫が確認された

場合の発生地域における発生調査、防除対策等に要する経費等を支援 

支援内容 交付率定額 10／10，1／2 以内等 

離島での 
実績 

ミカンコミバエ種群の誘殺に伴う防除等（徳之島等） 

アリモドキゾウムシ根絶防除（喜界島） 

カンキツグリーニング病菌根絶防除（徳之島等） 

備 考  

担当部署 消費・安全局植物防疫課 

連絡先 TEL  03-6744-9644  

参照 HP https://www.maff.go.jp/j/syouan/yosan/yosan/syouan_kouhukin_youkou_youryou.html 
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No. ⑤-20  R6 予算額 840 百万円 

事業名 森林・山村多面的機能発揮対策交付金 府省庁名 林野庁 

概 要 

森林の多面的機能発揮とともに関係人口の創出を通じ、山村地域のコミュニティの維持・

活性化を図るため、地域住民や地域外関係者等による活動組織が実施する森林の保全管

理、森林資源の活用を図る取組等を支援。 

支援対象 
地域協議会、活動組織 

都道府県、市町村 
補助率 

（国費）定額、１／２、１／３以内 

※都道府県、市町村によっては上乗せあり 

対象事業 

（活動組織が活用できる主なメニュー） 

１ メインメニュー 

地域住民、森林所有者等が協力して行う、以下の取組に対し、一定の費用を支援。 

ア 地域環境保全タイプ 

集落周辺の美しい里山林を維持するための景観保全・整備活動、松林の健全性を

維持するための保全活動、風倒木や枯損木の除去、集積、処理。高密に侵入したモウ

ソウチク等の侵入竹の伐採・除去や利用に向けた取組。 

イ 森林資源利用タイプ 

集落周辺の里山林に賦存する広葉樹等の森林資源を木質バイオマス、炭焼き、し

いたけ原木等及び伝統工芸品原料に活用することを目的とした樹木の伐採、玉伐り、

搬出等。 

２ サイドメニュー 

メインメニューと組み合わせることにより実施が可能。 

ア 森林機能強化タイプ 

事業の円滑な実施や森林の多面的機能の維持・発揮に必要な路網や歩道の補修・

機能強化、鳥獣害防止施設の改良・補修活動。 

イ 関係人口創出・維持タイプ 

  地域外関係者が参加する森林の保全管理活動の実施に向けた調整、受け入れ環境

の整備等。 

ウ 機材及び資材の整備 

上記１のア、イ及び２のイの活動の実施に必要な機材及び資材の整備。 

支援内容 
１及び２のア、イは定額、２のウは１／２又は１／３以内 

（一活動組織当たりの単年度の交付額の上限は５００万円） 

離島での 
実績 

令和４年度 利尻島、佐渡島、五島列島、壱岐島、対馬 

備 考 
森林所有者、地域住民、自治会等３名以上の者で構成する活動組織を設立する必要がありま

す。お申込み方法等は、各都道府県に設置された地域協議会にお問い合わせください。 

担当部署 林野庁森林整備部森林利用課山村振興・緑化推進室 

連絡先 03-3502-0048 

参照 HP http://www.rinya.maff.go.jp/j/sanson/tamenteki.html 
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＜
事

業
の

内
容

＞
＜

事
業

イ
メ

ー
ジ

＞

１
．

森
林

・⼭
村

多
⾯

的
機

能
発

揮
対

策
交

付
⾦

84
0,

00
0

千
円

①
地
域
住
⺠
や
地
域
外
関
係
者
（
関
係
⼈
⼝
）
等
に
よ
る
３
名
以
上
で
構
成
す
る

活
動

組
織

が
実

施
す

る
⾥

⼭
林

の
保

全
、森

林
資

源
の

利
活

⽤
等

の
取

組
を

⽀
援
しま
す
。

②
⾥
⼭
林
の
保
全
等
（
メイ
ン
メニ
ュー
）
の
活
動
に
組
み
合
わ
せ
て
実
施
す
る
、路

網
の

補
修
、

関
係

⼈
⼝

の
創

出
・維

持
等
の
活
動
（
サ
イド
メニ
ュー
）
を
⽀
援
しま
す
。

２
．

森
林

・⼭
村

多
⾯

的
機

能
発

揮
対

策
評

価
検

証
事

業
11

,0
82

千
円

①
森
林
・⼭
村
多
⾯
的
機
能
発
揮
対
策
交
付
⾦
に
よ
る

活
動

の
成

果
を

評
価

・検
証
しま
す
。

②
地
域
協
議
会
、活

動
組
織
を
集
め
た

活
動

内
容

の
報

告
・意

⾒
交

換
会

等
を

開
催
しま
す
。

森
林

・林
業

・⽊
材

産
業

グ
リー

ン
成

⻑
総

合
対

策
の

うち
、森

林
・⼭

村
地

域
振

興
対

策
の

うち
森

林
・⼭

村
多

⾯
的

機
能

発
揮

対
策

（
継
続

）
【令

和
６

年
度

予
算

概
算

決
定

額
85

1,
08

2（
1,

02
0,

02
5 

）
千

円
】

＜
事

業
の

流
れ

＞

［
お
問
い
合
わ
せ
先
］
林
野
庁
森
林
利
⽤
課
（
03
-3
50
2-
00
48
）

こ
の
ボ
ッ
ク
ス
内
は
12
pt

枠
の
上
下
幅
調
整
可

上
下
中
央
揃
え

＜
対

策
の

ポ
イ

ン
ト＞

森
林
の
多
⾯
的
機
能
の
発
揮
とと
も
に
、関

係
⼈
⼝
の
創
出
を
通
じた
⼭
村
地
域
の
コミ
ュニ
テ
ィの
維
持
・活
性
化
を
図
る
た
め
、地

域
住

⺠
や

地
域

外
関

係
者

等
か

ら構
成

さ
れ

る
活

動
組

織
が

実
施

す
る

森
林

の
保

全
管

理
、森

林
資

源
の

活
⽤

を
図

る
取

組
等

を
⽀

援
しま
す
。

＜
事

業
⽬

標
＞

○
各
⽀
援
メニ
ュー
ご
とに
設
定
され
た
森
林
の
多
⾯
的
機
能
の
発
揮
に
関
す
る
⽬
標
を
達
成
した
活
動
組
織
の
割
合
（
８
割
［
令
和
８
年
度
ま
で
］
）

○
地
域
外
か
らの
活
動
参
加
者
数
（
関
係
⼈
⼝
を
含
め
た
活
動
へ
の
参
加
者
数
）
が
増
加
した
活
動
組
織
の
割
合
を
毎
年
度
増
加

国 国
⺠
間
団
体

委
託

地
域
協
議
会

活
動
組
織

（
１
の
事
業
）

定
額
、1
/2
、1
/3
以
内

都
道
府
県

市
町
村

定
額

定
額

（
２
の
事
業
）

定
額
、1
/2
、1
/3
以
内

⾃
ら設

定
す
る
成
果
⽬
標
に
基
づ
き
活
動
組
織
が
事
業

の
⾃
⼰
評
価
（
モ
ニ
タリ
ン
グ
調
査
等
）
を
実
施

①
メイ
ン
メニ
ュー

②
サ
イド
メニ
ュー
（
メイ
ン
メニ
ュー
と組

み
合
わ
せ
て
実
施
）

森
林
・⼭
村
多
⾯
的
機
能
発
揮
対
策
交
付
⾦

評
価
検
証
事
業

・活
動
の
成
果
の
評
価
・検
証
（
モ
ニ
タリ
ン
グ
調
査
の
分
析
等
を
含
む
）

・地
域
協
議
会
、活

動
組
織
を
集
め
た
報
告
・意
⾒
交
換
会
等

⾥
⼭
林
の
機
能
を

維
持
す
る
た
め
の
活
動

最
⼤
12
万
円
/h
a

侵
⼊
⽵
の
伐
採
・

除
去
活
動 最
⼤
28
.5
万
円
/h
a

しい
た
け
原
⽊
な
どと
して

利
⽤
す
る
た
め
の

伐
採
活
動 最
⼤
12
万
円
/h
a

森
林
資
源
利
⽤
タイ
プ

地 域 協 議 会

都 道 府 県 ؞ 市 町 村 ؞ 活 動 組 織 ष भ ⽀ 援 等
・路
網
の
補
修
・機
能
強
化
等

・関
係
⼈
⼝
の
創
出
・維
持
等
の
活
動

・機
材
及
び
資
材
の
整
備

サ
イド
メニ
ュー

地
域
環
境
保
全
タイ
プ

（
１
の
事
業
）
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No. ⑤-21  Ｒ６予算額 6,410 百万円の内数 

事業名 
林業・木材産業循環成長対策 

（うち森林整備地域活動支援対策） 
府省庁名 林野庁 

概 要 
森林経営計画の作成や森林施業の集約化に必要となる森林情報の収集、合意形成活動、

森林境界の明確化等の活動に対して支援。 

支援対象 市町村、選定経営体等 補助率 定額 

対象事業 

１ 森林経営計画作成促進 

・森林経営計画の作成と計画期間における間伐実施の合意形成に必要な活動を支援 

２ 森林境界の明確化 

・森林境界の測量に必要な活動を支援 

３ 森林所有者の探索 

 ・森林所有者の探索に必要な活動を支援 

４ 森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備 

・既存作業路網の簡易な改良を支援 

支援内容 

１ 森林経営計画作成促進 

① 共同計画等  4,000 円/ha 

② 経営委託   19,000 円/ha 

③ 間伐促進   15,000 円/ha 

２ 森林境界の明確化 

  ① 境界の測量   22,500 円/ha 

３ 森林所有者の探索 

① 森林所有者の探索 2,500 円/ha 

４ 森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備 

① 作業路網の改良活動  20,000 円/ha 

離島での 
実績 

令和５年度 対馬市 

備 考 
森林が所在する市町村長と協定を締結する必要があります。 

各市町村の林務担当へお問い合わせください。 

担当部署 林野庁森林整備部森林利用課 

連絡先 03-6744-2609 

参照 HP http://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/koufukin/index.html 
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＜
事
業
の
内
容
＞

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

1
．
林
業
・
木
材
産
業
生
産
基
盤
強
化
対
策

路
網
の
整
備
・
機
能
強
化
、
高
性
能
林
業
機
械
の
導
入
、
搬
出
間
伐
の
ほ
か
、
木
材
加
工

流
通
施
設
、
特
用
林
産
振
興
施
設
、
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
利
用
促
進
施
設
、
木
造
公
共
建
築
物

の
整
備
や
、
森
林
境
界
の
明
確
化
等
を
支
援
し
ま
す
。

2
．
再
造
林
低
コ
ス
ト
化
促
進
対
策

再
造
林
に
係
る
低
コ
ス
ト
化
を
進
め
る
た
め
、
低
密
度
植
栽
等
の
低
コ
ス
ト
造
林
、
エ
リ
ー
ト
ツ

リ
ー
等
の
原
種
増
産
技
術
の
開
発
や
コ
ン
テ
ナ
苗
の
増
産
に
向
け
た
施
設
整
備
等
を
支
援
し
ま

す
。
さ
ら
に
、
再
造
林
に
向
け
た
川
上
か
ら
川
下
ま
で
一
体
と
な
っ
た
取
組
を
支
援
し
ま
す
。

（
関
連
事
業
）

（
R
5
年
度
補
正
予
算
）
燃
油
･資
材
の
森
林
由
来
資
源
へ
の
転
換
等
対
策 2
,0
0
0
百
万
円

燃
油
･資

材
の
価
格
高
騰
に
対
応
す
る
た
め
、
き
の
こ
の
生
産
施
設
の
省
エ
ネ
化
や
生
産

資
材
導
入
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
の
収
集
･運

搬
、
木
質
燃
料
の
製
造
･熱

利
用
に
向
け
た
取
組
等
を
支
援
し
ま
す
。

森
林
・
林
業
・
木
材
産
業
グ
リ
ー
ン
成
長
総
合
対
策
の
う
ち

林
業
・
木
材
産
業
循
環
成
長
対
策

＜
対
策
の
ポ
イ
ン
ト
＞

路
網
の
整
備
・
機
能
強
化
、
高
性
能
林
業
機
械
の
導
入
、
搬
出
間
伐
の
実
施
、
再
造
林
の
低
コ
ス
ト
化
、
エ
リ
ー
ト
ツ
リ
ー
等
の
苗
木
の
安
定
供
給
と
と
も
に
、
木
材
加
工
流
通
施

設
、
特
用
林
産
振
興
施
設
の
整
備
等
の
川
上
か
ら
川
下
ま
で
の
取
組
を
総
合
的
に
支
援
し
ま
す
。

＜
事
業
目
標
＞

国
産
材
の
供
給
・
利
用
量
の
増
加
（

3
5
百
万

m
3
［
令
和
４
年
］
→

4
2
百
万

m
3
 ［
令
和

1
2
年
ま
で
］
）

＜
事
業
の
流
れ
＞

国

都
道
府
県

林
業
経
営
体
等

定
額
（

1
/2
、
1
/3
以
内
等
）
等

定
額
（

1
/2
、
1
/3
以
内
等
）
等

※
国
有
林
に
お
い
て
は
、
直
轄
で
実
施

［
お
問
い
合
わ
せ
先
］
林
野
庁
計
画
課
（

0
3
-6

7
4
4
-2

0
8
2
）

【
令
和
６
年
度
予
算
概
算
決
定
額
6
,4
1
0
（
7
,1
3
2
）
百
万
円
】

事
業
構
想
（
都
道
府
県
が
作
成
す
る
５
年
間
の
取
組
方
針
）

川
中
：
製
材
事
業
者
、
合
板
事
業
者
等

川
下
：
木
材
需
要
者

川
上
：
森
林
組
合
、
素
材
生
産
事
業
者
、
自
伐
林
家
等

林
業
・
木
材
産
業
の
生
産
基
盤
強
化
に
向
け
た

川
上
か
ら
川
下
ま
で
の
総
合
的
な
取
組

林
業
・
木
材
産
業
生
産
基
盤
強
化
対
策

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
利
用
促
進
施
設
の
整
備
（
枝
葉
や
短
尺
材
の

利
用
な
ど
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
の
安
定
供
給
に
係
る
取
組
へ
の
支
援
を

強
化
）
、
特
用
林
産
振
興
施
設
等
の
整
備
（
廃
菌
床
の
再
利
用

等
の
取
組
や
新
規
参
入
者
へ
の
支
援
を
強
化
）
、
木
造
公
共
建

築
物
等
の
整
備

林
業
・
木
材
産
業
生
産
基
盤
強
化
対
策

再
造
林
低
コ
ス
ト
化
促
進
対
策

低
コ
ス
ト
再
造
林
対
策
、
コ
ン
テ
ナ
苗
生
産
基
盤
施
設
等
の
整
備
、
優
良
種
苗
生
産
推
進
対
策

路
網
の
整
備
・
機
能
強
化
、
高
性
能
林
業
機
械
の
導
入
、
間
伐
材
生
産
、
森
林
整
備
地
域
活
動
支
援
対
策
、

林
業
の
多
様
な
担
い
手
の
育
成
、

山
村
地
域
の
防
災
・
減
災
対
策
、
森
林
資
源
保
全
対
策
（
ナ
ラ
枯
れ
被
害
対
策
支
援
を
強
化
）

林
業
・
木
材
産
業
生
産
基
盤
強
化
対
策

木
材
加
工
流
通
施
設
等
の
整
備

（
地
域
材
利
用
量
の
増
加
に
係
る
費
用

対
効
果
を
高
め
つ
つ
、
乾
燥
能
力
や
原
木
、

製
品
の
ス
ト
ッ
ク
機
能
の
支
援
を
強
化
）

（
２
の
事
業
の
一
部
）

定
額

（
１
の
事
業
、
２
の
事
業
の
一
部
）

（
令
和
５
年
度
補
正
予
算
額
（
林
業
･木
材
産
業
国
際
競
争
力
強
化
総
合
対
策
の
一
部
）

1
2
,5
8
6
百
万
円
）

民
間
団
体
等

（
市
町
村
、
国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
研
究
・整

備
機
構
を
含
む
）

（
令
和
５
年
度
補
正
予
算
額
（
花
粉
の
少
な
い
森
林
へ
の
転
換
促
進
緊
急
総
合
対
策
）
6
,0
0
0
百
万
円
の
内
数
）
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No. ⑤-22  R6 予算額 978 百万円 

事業名 離島漁業再生支援交付金 府省庁名 水産庁 

概 要 

離島漁業は離島経済を支える基盤産業であるとともに、離島は荒天時の避難先や燃料・

水の補給など我が国漁業者の前進基地となっており、離島漁業の維持・発展は我が国漁

業にとって重要な課題である。 

一方、漁獲物の販売・漁業資材の取得など販売面・生産面では不利な条件下に置かれ

ており、特に近年、消費者の鮮度志向が強まる中、販売面で一層不利な状況におかれ、漁

業就業者の減少・高齢化も一層進行している。 

このため、国と地域がそれぞれの役割に応じて離島集落の地域活動に対し支援を行い、

各島の特性の最大限の活用を図りつつ、離島の漁業を維持・再生させていくことが重要

であり、交付金による支援を実施する。 

また、離島漁業の維持・発展のためには新規就業者の定着が重要であるが、新規漁業

就業者は自ら漁船・漁具等を取得する必要があるため、初期投資の大きさが漁業就業の

課題となっている。 

このため、初期投資負担を軽減し新規漁業就業者の定着を図るため、離島の新規漁業

就業者に対する漁船・漁具等のリースの取組を支援する。 

支援対象 都道府県 補助率 定額 

対象事業 

（１） 離島漁業再生事業交付金 

共同で漁業の再生等に取り組む離島の漁業集落に対し、交付金を交付する。 

（２） 離島漁業新規就業者特別対策事業交付金 

    「浜の活力再生プラン」を策定する地域の漁業集落において、当該集落又は漁協が漁

船や漁具等を、当該集落において独立して３年未満の新規漁業就業者に最長３年間貸

付を行う際のリース料を支援するための交付金を交付する。 

（３） 離島漁業再生支援推進交付金 

都道府県、市町村が実施する交付金の交付に関する説明会の開催、集落協定や実

施状況報告書等の審査・確認、集落の状況を踏まえた目標設定のための調査及び

指導等を行うための事務経費などを支援する。 

支援内容 定額 

離島での 
実績 

R5 対馬島、種子島など（産卵場の整備や新たな漁法の導入など）  

備 考 
対象地域は、離島振興法の指定地域と沖縄・奄美・小笠原の各特別措置法の対象地域

のうち、本土と架橋で結ばれていないなど、一定以上の不利性を有する離島 

担当部署 水産庁漁港漁場整備部防災漁村課 

連絡先 03-6744-2392 

参照 HP https://www.jfa.maff.go.jp/j/bousai/gyoson/ritoukoufukin/index.html 
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離
島
漁
業
再
生
支
援
交
付
金

【令
和
６
年
度
予
算
概
算
決
定
額

 9
78

 （
  1

,0
89

 ）
百
万
円
】

＜
対
策
の
ポ
イ
ン
ト
＞

離
島
漁
業
を
維
持
・再
生
させ
る
た
め
、離
島
の
漁
業
集
落
に
お
け
る
漁
場
の
生
産
力
向
上
の
た
め
の
取
組
及
び
漁
業
の
再
生
に
関
す
る
実
践
的
な
取
組
等
を
支
援
しま
す
。

＜
政
策
目
標
＞

離
島
漁
業
者
の
漁
業
所
得
を
維
持
（
対
象
漁
業
者
一
人
当
た
りの
年
間
平
均
漁
業
所
得
を
令
和
元
年
度
漁
業
所
得
に
維
持
［
令
和

6年
度
ま
で
］
）

離
島
漁
業
就
業
者
数
の
減
少
率
の
抑
制
（
本
交
付
金
に
参
加
す
る
漁
業
集
落
の
漁
業
就
業
者
数
を
全
国
の
漁
業
就
業
者
数
の
減
少
率
に
抑
制
［
令
和
６
年
度
ま
で
］
）

［
お
問
い
合
わ
せ
先
］
水
産
庁
防
災
漁
村
課
（

03
-6

74
4-

23
92
）

＜
事
業
の
内
容
＞

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

１
．
離
島
漁
業
再
生
事
業

○
離
島
振
興
法
の
指
定
地
域
と沖

縄
・奄
美
・小
笠
原
の
各
特
別
措
置
法
の
対
象
地
域
の

うち
、本

土
と架

橋
で
結
ば
れ
て
い
な
い
な
ど、
一
定
以
上
の
不
利
性
を
有
す
る
離
島
を
対
象

とし
て
、共
同
で
漁
業
の
再
生
等
に
取
り組

む
漁
業
集
落
に
対
し
、交
付
金
を
交
付
しま
す
。

○
 上
記
の
取
組
活
動
を
進
め
る
に
際
し、
都
道
府
県
、市

町
村
に
対
して
事
務
経
費
な
どを

支
援
しま
す
。

２
.
離
島
漁
業
新
規
就
業
者
特
別
対
策
事
業

○
「浜
の
活
力
再
生
プ
ラン
」を
策
定
す
る
離
島
地
域
の
漁
業
集
落
に
お
い
て
、当

該
集
落
又

は
漁
協
が
漁
船
等
を
当
該
集
落
に
お
い
て
独
立
し
て
３
年
未
満
の
新
規
漁
業
就
業
者
に

最
長
３
年
間
貸
付
を
行
う際

の
リー
ス
料
を
支
援
す
る
た
め
の
交
付
金
を
交
付
しま
す
。

【交
付
対
象
活
動
】

①
漁
業
の
再
生
に
関
す
る
話
合
い

②
漁
場
の
生
産
力
向
上
の
た
め
の
取
組

種
苗
放
流
、漁

場
の
管
理
・改
善
、

産
卵
場
・育
成
場
の
整
備
、漁

場
監
視
等

③
漁
業
の
再
生
に
関
す
る
実
践
的
な
取
組

新
規
漁
業
・養
殖
業
へ
の
着
業
、

低
・未
利
用
資
源
の
活
用
、高

付
加
価
値
化
、

販
路
拡
大
、海

洋
レ
ジ
ャー
へ
の
取
組
等

モ
ズ
クの
新
規
養
殖

イカ
産
卵
礁
の
整
備

１
．
離
島
漁
業
再
生
事
業

【支
援
内
容
】

漁
船
、漁

労
設
備
及
び
消
耗
品
で
な
い
漁
網
・漁
具
を
、新

規
就
業
者
に
貸
付
を
行

う際
の
リー
ス
料
を
支
援
しま
す
。

２
．
離
島
漁
業
新
規
就
業
者
特
別
対
策
事
業

国
都
道
府
県

市
町
村

交
付

（
定
額
）

＜
事
業
の
流
れ
＞

漁
業
集
落

定
額

定
額

漁
業
集
落

又
は
漁
協

定
額

（
１
の
事
業
）

（
2の
事
業
）
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No. ⑤-23  R6 予算額 374 百万円 

事業名 特定有人国境離島漁村支援交付金 府省庁名 水産庁 

概 要 

離島漁業は離島経済を支える基盤産業であるとともに、離島は荒天時の避難先や燃料・

水の補給など我が国漁業者の前進基地となっており、離島漁業の維持・発展は我が国漁

業にとって重要な課題である。 

離島の中でも、特定有人国境離島地域は特に遠隔であるなど不利性が離島の中でも高

い地域であるが、平成 28 年４月「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に

係る地域社会の維持に関する特別措置法」が成立し、第１５条では雇用機会の拡充への

適切な配慮が求められ、特定有人国境離島地域の地域社会の維持を図る必要があるとさ

れている。 

このため、水産物等地域資源を活用した漁業集落の取組を支援し、雇用機会の拡充に

より特定有人国境離島地域の漁業集落の維持を図って行く必要があるため、交付金によ

る支援を実施する。 

支援対象 都道府県 補助率 定額 

対象事業 

特定有人国境離島地域において、漁業集落が行う雇用を創出するための取組及び雇用

の創出を円滑に行うための環境整備を市町村が支援する場合に要する経費に対して交付

金を交付する。 

以下の取組に対して支援 

① 雇用を創出するための取組 

新たな漁業又は海業に取り組む者、あるいは漁業又は海業の事業規模の拡大を行う

者を漁業集落が支援する場合に要する一定の経費 

② 雇用の創出を円滑に行うための環境整備 

漁業集落が上記①の取組を効果的に進める上で基盤となる良好な集落環境を整備す

るのに要する一定の経費 

支援内容 定額 

離島での 
実績 

R5 利尻島、対馬島、壱岐島など（新たな漁業の起業、海業の事業拡大など） 

備 考 

対象地域は、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維

持に関する特別措置法(平成２８年法律第３３号)第２条第２項において定められた特定

有人国境離島地域 

担当部署 水産庁漁港漁場整備部防災漁村課 

連絡先 03-6744-2392 

参照 HP https://www.jfa.maff.go.jp/j/bousai/gyoson/tokutei/tokutei.html 
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特
定
有
人
国
境
離
島
漁
村
支
援
交
付
金

【令
和
６
年
度
概
算
決
定
額

37
4
（
37
4）
百
万
円
】

＜
対
策
の
ポ
イ
ン
ト＞

特
定
有
人
国
境
離
島
地
域
に
お
け
る
漁
業
集
落
の
維
持
を図
る
た
め
、漁
業
・海
業
の
起
業
又
は
事
業
拡
大
に
よ
る
雇
用
機
会
の
拡
充
を
図
る
た
め
の
取
組
を
支
援
しま
す
。

＜
政
策
目
標
＞

離
島
漁
業
者
の
漁
業
所
得
を
維
持
（
対
象
漁
業
者
一
人
当
た
りの
年
間
平
均
漁
業
所
得
を令
和
元
年
度
漁
業
所
得
に
維
持
［
令
和
６
年
度
目
標
］
）

離
島
漁
業
就
業
者
数
の
減
少
率
の
抑
制
（
本
交
付
金
に
参
加
す
る
漁
業
集
落
の
漁
業
就
業
者
数
を全
国
の
漁
業
就
業
者
数
の
減
少
率
に
抑
制
［
令
和
６
年
度
目
標
］
）

［
お
問
い
合
わ
せ
先
］
水
産
庁
防
災
漁
村
課
（
03
-6
74
4-
23
92
）

＜
事
業
の
内
容
＞

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

○
以
下
の
取
組
を
市
町
村
が
支
援
す
る
場
合
に
要
す
る
経
費
に
対
して
、交
付
金
を
交
付
し

ま
す
。

①
雇
用
を
創
出
す
る
た
め
の
取
組

新
た
な
漁
業
又
は
海
業
※
に
取
り組
む
者
、あ
る
い
は
漁
業
又
は
海
業
の
事
業
規
模
の

拡
大
を
行
う者
を
漁
業
集
落
が
支
援
す
る
場
合
に
要
す
る
一
定
の
経
費
を
支
援
しま
す
。

※
「海
業
」と
は
、所
得
機
会
の
増
大
を図
る
た
め
、漁
村
の
人
々
が
、そ
の
住
居
す
る
漁
村

を
核
とし
て
、海
や
漁
村
に
関
す
る
地
域
資
源
を
価
値
創
造
す
る
取
組
。事
例
とし
て
は
、

水
産
物
の
直
売
、漁
家
民
宿
、体
験
漁
業
、釣
り等
。

②
雇
用
の
創
出
を
円
滑
に
行
うた
め
の
環
境
整
備

漁
業
集
落
が
上
記
①
の
取
組
を
効
果
的
に
進
め
る
上
で
基
盤
とな
る
良
好
な
集
落
環
境

を
整
備
す
る
の
に
要
す
る
一
定
の
経
費
を
支
援
しま
す
。

【対
象
地
域
】

有
人
国
境
離
島
法
に
お
い
て
定
め
られ
た
特
定
有
人
国
境
離
島
地
域

国
都
道
府
県

市
町
村

交
付

（
定
額
）

＜
事
業
の
流
れ
＞

漁
業
者
等

定
額

【取
組
事
例
】

①
雇
用
を
創
出
す
る
た
め
の
取
組

○
地
域
の
水
産
物
を
利
用
した
漁
家
レ
ス
トラ
ンや
水
産
物
の
直
売
所

を
新
た
に
開
設
した
場
合
に
要
す
る
経
費
を
支
援
しま
す
。

②
雇
用
の
創
出
を
円
滑
に
行
うた
め
の
環
境
整
備

○
漁
業
集
落
内
の
景
観
の
維
持
又
は
保
全
に
取
り組
む
経
費
を
支
援

しま
す
。

漁
業
集
落

②
定
額

（
国
費
上
限
15
0万
円
）

①
定
額

（
国
費
上
限
60
0万
円
）
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No. ⑤-24  R6 予算額 1,952 百万円 

事業名 
浜の活力再生・成長促進交付金のうち水産業 

強化支援事業 
府省庁名 水産庁 

概 要 

漁業所得の向上を目指す「浜の活力再生プラン」の着実な推進を支援するため、

「浜の活力再生プラン」に位置づけられた共同利用施設の整備、密漁防止対策、水産

業のスマート化の推進等の取組を支援 

支援対象 
都道府県、市町村、漁業協同組合 

等 
補助率 

定額、1/3、4/10、1/2、5.5/10、

2/3 以内 

対象事業 

漁業所得の向上を図るため、共同利用施設等の整備、産地市場の電子化や作業の軽労

化など水産業のスマート化を推進する取組に必要な施設・機器の整備、産地市場の統廃

合に必要な施設の整備とそれに伴う既存施設の撤去、種苗生産施設や養殖関連施設の整

備、漁港漁村交流の促進に必要な施設の整備やプラン策定地域における密漁防止対策等

について支援 

支援内容 定額、1/3、4/10、1/2、5.5/10、2/3 以内 

離島での 
実績 

 日間賀島（鮮度保持施設）等 

備 考 
・離島にあっては、水産業強化支援事業の一部メニューについて交付率を 5.5/10 に嵩

上げ。 

担当部署 水産庁漁港漁場整備部防災漁村課 

連絡先 03-6744-2391 

参照 HP 
https://www.jfa.maff.go.jp/j/bousai/koufukin/index.html 

https://www.jfa.maff.go.jp/j/bousai/hamaplan.html 
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浜
の
活
力
再
生
・成
長
促
進
交
付
金

＜
対
策
の
ポ
イ
ン
ト
＞

漁
業
所
得
の
向
上
を
目
指
す
「浜
の
活
力
再
生
プ
ラ
ン
（
浜
プ
ラ
ン
）
」の
着
実
な
推
進
を
支
援
す
る
た
め
、浜

プ
ラン
に
位
置
付
け
られ
た
共
同
利
用
施
設
の
整
備
、地
域
一
体

で
の
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
、密
漁
防
止
対
策
等
の
取
組
を
支
援
しま
す
。

＜
政
策
目
標
＞

浜
の
活
力
再
生
プ
ラン
を
策
定
した
漁
村
地
域
に
お
け
る
漁
業
所
得
向
上
（

10
％
以
上
［
取
組
開
始
年
度
か
ら５

年
後
ま
で
］
）

＜
事
業
の
内
容
＞

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

１
．
浜
の
活
力
再
生
プ
ラ
ン
推
進
等
支
援
事
業

浜
プ
ラン
の
着
実
な
推
進
を
図
る
た
め
、漁

村
女
性
の
経
営
能
力
の
向
上
や
女
性
を
中
心
と

し
た
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
実
践
的
な
取
組
、地

域
一
体
で
の
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
等
を
支
援
し

ま
す
。

２
．
水
産
業
強
化
支
援
事
業

漁
業
所
得
の
向
上
を
図
る
た
め
、共

同
利
用
施
設
の
整
備
、産

地
市
場
の
電
子
化
や
作
業

の
軽
労
化
な
ど水
産
業
の
ス
マ
ー
ト
化
を
推
進
す
る
取
組
に
必
要
な
施
設
・機
器
の
整
備
、産

地
市
場
の
統
廃
合
に
必
要
な
施
設
の
整
備
とそ
れ
に
伴
う既

存
施
設
の
撤
去
、種

苗
生
産
施

設
や
養
殖
関
連
施
設
の
整
備
、漁
港
漁
村
交
流
の
促
進
に
必
要
な
施
設
の
整
備
や
プ
ラン
策

定
地
域
に
お
け
る
密
漁
防
止
対
策
等
を
支
援
しま
す
。

［
お
問
い
合
わ
せ
先
］
水
産
庁
防
災
漁
村
課
（

03
-6

74
4-

23
91
）

【令
和
６
年
度
予
算
額

1,
95

2（
2,

40
2）

百
万
円
】

１
．
浜
の
活
力
再
生
プ
ラン
推
進
等
支
援
事
業

 ・地
域
自
ら策

定
す
る
「浜
の
活
力
再
生
の
た
め
の
行
動
計
画
」

 ・
漁
業
所
得
を

10
%
以
上
向
上
させ
る
こと
が
目
標

浜
の
活
力
再
生
プ
ラン
（
浜
プ
ラン
）

課
題

検
討

プ
ラン
作
成

実
践

＜
以
下
の
事
業
に
よ
り、
浜
プ
ラン
の
推
進
を
支
援
＞

２
．
水
産
業
強
化
支
援
事
業

＜
ハ
ー
ド事

業
＞

・漁
業
収
益
力
や
水
産
物
流
機
能
の
強
化
の
た
め
の
共
同
利
用
施
設
等
の
整
備
を
支
援

・産
地
市
場
の
電
子
化
や
作
業
の
軽
労
化
等
に
必
要
な
施
設
・機
器
の
整
備
を
支
援

・産
地
市
場
の
統
廃
合
に
必
要
な
施
設
の
整
備
とそ
れ
に
伴
う既

存
施
設
の
撤
去
を
支
援

・種
苗
生
産
施
設
や
養
殖
関
連
施
設
の
整
備
等
水
産
資
源
の
増
大
の
た
め
の
施
設
の
整
備
を
支
援

・漁
業
地
域
の
防
災
減
災
、漁

港
漁
村
交
流
の
促
進
等
に
必
要
な
整
備
を
支
援

＜
ソ
フト
事
業
＞

・漁
場
の
利
用
調
整
、密

漁
防
止
対
策
、境

界
水
域
に
お
け
る
操
業
の
管
理
徹
底
等
を
支
援

・内
水
面
の
調
査
指
導
、内

水
面
資
源
の
災
害
復
旧
、地

下
海
水
の
試
掘
調
査
等
の
取
組
を
支
援

・災
害
の
未
然
防
止
、被

害
の
拡
大
防
止
、地

域
資
源
の
活
用
推
進
等
を
支
援

荷
さば
き
施
設

種
苗
生
産
施
設

津
波
避
難
タワ
ー

鮮
度
保
持
施
設

荷
受
け
情
報
の
電
子
化

＜
事
業
の
流
れ
＞ 国

都
道
府
県

民
間
団
体
等

事
業
実
施
主
体

1/
2、

4/
10
、1

/3
等

交
付

（
１
の
事
業
）

（
２
の
事
業
）

交
付
（
定
額

,1
/2
）
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No. ⑤-25  R6 予算額 450 百万円 

事業名 経営体育成総合支援事業 府省庁名 水産庁 

概 要 

 漁業・漁村を支える人材の確保・育成を強化するため、漁業への就業前の者に対する

資金の交付、インターンシップの受入れ、漁業現場での長期研修を通じた就業・定着促

進、デジタル技術（ICT）活用を含む漁業者の経営能力の向上及び海技資格の取得等を支

援 

支援対象 民間団体 補助率 定額 

対象事業 

１．漁業担い手確保・育成事業 

○漁業学校等で学ぶ者に就業準備資金を交付 

○就業希望者への就業相談会の開催等を支援するとともに、新たにインターシッ 

プや就業体験の受入を支援 

○新規就業者の漁業現場での長期研修について支援  

○若手漁業者の ICT 活用を含む経営・技術の向上を支援 

２．水産高校卒業生を対象とした海技士養成事業 

○海技士資格習得のための履修コースの運営を支援。 

支援内容  定額 

離島での 
実績 

R4 利尻島、礼文島、島後、中ノ島、壱岐島、福江島、対馬、若松島、平島、 

上甑島、種子島、中甑島（長期研修支援事業を実施） 

備 考  

担当部署 水産庁漁政部企画課漁業労働班 

連絡先 03-6744-2340 

参照 HP  
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＜
事
業
の
内
容
＞

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

１
．
漁
業
担
い
手
確
保
・育
成
事
業

①
漁
業
学
校
等
で
学
ぶ
者
に
就
業
準
備
資
金
を
交
付
しま
す
。

②
就
業
希
望
者
へ
の
就
業
相
談
会
の
開
催
等
を
支
援
す
る
とと
も
に
、イ
ン
タ
ー
ン
シ
ップ
や

就
業
体
験
の
受
入
れ
を
支
援
しま
す
。

③
定
着
促
進
の
た
め
、新

規
就
業
者
の
漁
業
現
場
で
の
長
期
研
修
に
つ
い
て
支
援
しま
す
。

④
漁
業
者
の
デ
ジ
タル
技
術
（

IC
T）

活
用
を
含
む
経
営
能
力
・技
術
の
向
上
を
支
援
しま

す
。

２
．
水
産
高
校
卒
業
生
を
対
象
とし
た
海
技
士
養
成
事
業

水
産
高
校
卒
業
生
を
対
象
とし
た
海
技
資
格
取
得
の
た
め
の
履
修
コ
ー
ス
の
運
営
等
を
支

援
しま
す
。

（
関
連
事
業
）

水
産
業
成
長
産
業
化
沿
岸
地
域
創
出
事
業

新
規
就
業
者
の
た
め
の
漁
船
・漁
具
等
の
リー
ス
方
式
に
よ
る
導
入
を
支
援
しま
す
。

漁
業
収
入
安
定
対
策
事
業

計
画
的
に
資
源
管
理
等
に
取
り組

む
新
規
就
業
者
の
漁
獲
変
動
等
に
よ
る
減
収
を
補
塡
しま
す
。

１
．
国
内
人
材
確
保
に
向
け
た
支
援

２
．
海
技
士
免
許
取
得
に
必
要
な
乗
船
履
歴
を
短
期
に
取
得
す
る
コ
ー
ス
の
運
営
等
を
支
援

＜
対
策
の
ポ
イ
ン
ト
＞

漁
業
・漁
村
を
支
え
る
人
材
の
確
保
・育
成
を
強
化
す
る
た
め
、漁
業
へ
の
就
業
前
の
者
に
対
す
る
資
金
の
交
付
、イ
ン
タ
ー
ン
シ
ップ
の
受
入
れ
、漁
業
現
場
で
の
長
期
研
修
を

通
じ
た
就
業
・定
着
促
進
、デ
ジ
タ
ル
技
術
（

IC
T）
活
用
を
含
む
漁
業
者
の
経
営
能
力
・技
術
の
向
上
及
び
海
技
資
格
の
取
得
等
を
支
援
しま
す
。

＜
政
策
目
標
＞

毎
年

2,
00

0人
の
新
規
就
業
者
を
確
保

就
業
準
備
資
金
の
交
付

（
最
大

15
0万

円
、最

長
2年

間
）

就
業
相
談
会
の
開
催
・

イン
ター
ン
シ
ップ
・就
業
体
験
等

長 期 研 修

経
営
能
力
・技
術
の
向
上
、デ
ジ
タル
技
術
（

IC
T）

活
用
・知
識
の
習
得
を
支
援

就 業 前 担 い 手 と し て 定 着就 業 後

夜
間
・休
日
等

の
学
習
支
援

雇 用 型

雇
用
型

漁
業
経
営
体
へ
の
就
業
を
目
指
す

最
長
１
年
間
※
1 、
最
大

14
.1
万
円

/月
を
支
援
※
3

幹
部

養
成
型

沖
合
・遠
洋
漁
船
に
就
業
し
、幹

部
を
目
指
す

最
長
２
年
間
※
1 、
最
大

14
.1
万
円

/月
を
支
援
※
3

独 立 型
実
践
型
〔水
揚
目
標
等
を
定
め
た
経
営
計
画
の
実
証
〕

研
修

2年
目
以
降
に
実
践
研
修
経
費
を
交
付

最
長

2年
間
※
1 ､
最
大

15
0万

円
/年

雇
用
就
業
者
の
独
立
自
営
・経
営
起
ち
上
げ
に
も
適
用
（
最
長
２
年
間
）

独
立
・自
営
を
目
指
す
最
長
３
年
間
※
1 、
最
大

28
.2
万
円

/月
※
3

※
1
就
業
準
備

資
金
の
交
付
期

間
が
１
年
以
下

の
場
合
、長

期
研
修
の
研
修
期

間
を
最
長
１
年

間
延
長
可
能

※
2
研
修
の
効

率
化
の
た
め
、グ

ル
ー
プ
研
修
も
可

とす
る
。

※
３

指
導
漁

業
者
経
由
で
支

援

＜
事
業
の
流
れ
＞

経
営
体
育
成
総
合
支
援
事
業

【令
和

6年
度
予
算
概
算
決
定
額

45
0（

49
8）

百
万
円
】

(令
和

5年
度
補
正
予
算
額
（
漁
業
担
い
手
確
保
緊
急
支
援
事
業
）

25
0百

万
円

)

国
研
修
生
・漁
業
者
・漁
協
等

民
間
団
体
等

定
額

定
額

※
2

［
お
問
い
合
わ
せ
先
］
（
１
の
事
業
）
水
産
庁
企
画
課

（
03

-6
74

4-
23
40
)

（
２
の
事
業
）

研
究
指
導
課
（
03

-6
74

4-
23
70
)

受
講

生
募

集
４
級

及
び
５
級

乗
船

実
習

コ
ー
ス

海
技

士
の

受
験

資
格

を
取

得
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No. ⑤-26  R6 予算額 1,452 百万円 

事業名 水産多面的機能発揮対策 府省庁名 水産庁 

概 要 
環境・生態系の維持・回復や安心して活動できる海域の確保など、漁業者等が行う水

産業・漁村の多面的機能の発揮に資する地域の活動を支援 

支援対象 

１ 地域協議会、活動組織、都道府

県及び市町村 

２ 民間団体 

補助率 
１定額 

２委託 

対象事業 

１水産多面的機機能発揮対策事業 

① 環境・生態系保全 

  ア 水域の保全：藻場、サンゴ礁の保全、魚介類の放流活動、海洋環境調査等 

  イ 水辺の保全：干潟、ヨシ帯の保全、内水面の生態系の維持・保全、漂流漂着物の回

収・処理等 

② 海の安全確保：国境・水域の監視、海の監視ネットワーク強化、海難救助訓練等 

    ※ 多面的機能の理解・増進を図る取組（教育・学習） 

     ：上記①又は②の活動に併せて実施する多面的機能の国民に対する理解の増進

を図る取組を支援 

２ 水産多面的機能発揮対策支援事業 

 多面的機能を発揮させるために行う活動について、国民への理解の増進を図るための

啓発・普及、講習会の開催、専門員の派遣、技術サポートの実施及び分析評価を行うとと

もに、他主体連携や広域連携の推進に取り組む。 

支援内容 

１ ① 定額 

② 定額（ただし、資機材の整備については、１／２以内） 

２ 委託 

離島での 
実績 

各地域の実績として切り分けることが困難 

備 考  

担当部署 水産庁漁港漁場整備部計画課企画班 

連絡先 03-3501-3082 

参照 HP http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_thema/sub391.html 
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水
産
多
面
的
機
能
発
揮
対
策
事
業

【令
和
６
年
度
予
算
概
算
決
定
額

1,
45

2（
1,

65
3）

百
万
円
】

＜
対
策
の
ポ
イ
ン
ト
＞

環
境
・生
態
系
の
維
持
・回
復
や
安
心
して
活
動
で
き
る
海
域
の
確
保
な
ど、
漁
業
者
等
が
行
う水
産
業
・漁
村
の
多
面
的
機
能
の
発
揮
に
資
す
る
地
域
の
活
動
を
支
援
しま
す
。

＜
事
業
目
標
＞

○
環
境
・生
態
系
の
維
持
・回
復
（
対
象
水
域
で
の
生
物
量
を

20
％
増
加
［
令
和
７
年
度
ま
で
］
）

○
安
心
して
活
動
で
き
る
海
域
の
維
持

＜
事
業
の
内
容
＞

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

［
お
問
い
合
わ
せ
先
］
水
産
庁
計
画
課
（

03
-3

50
1-

30
82
）

漁
業
者
等
が
行
う、
水
産
業
・漁
村
の
多
面
的
機
能
の
発
揮
に
資
す
る
以
下
の
取
組
を
支
援

しま
す
。

1.
環
境
・生
態
系
保
全

①
水
域
の
保
全

藻
場
の
磯
焼
け
対
策
、サ
ン
ゴ
礁
の
保
全
、魚

介
類
の
放
流
活
動
、海

洋
環
境
調
査
等

の
活
動
を
支
援
しま
す
。

②
水
辺
の
保
全

干
潟
、ヨ
シ
帯
の
保
全
、内

水
面
の
生
態
系
の
維
持
・保
全
、漂

流
漂
着
物
の
回
収
・処

理
等
の
活
動
を
支
援
しま
す
。

2.
海
の
安
全
確
保

国
境
・水
域
の
監
視
、海

の
監
視
ネ
ット
ワ
ー
ク強

化
、海

難
救
助
訓
練
等
を
支
援
しま
す
。

ま
た
、こ
れ
らの
活
動
に
必
要
な
資
機
材
の
購
入
を
支
援
しま
す
。

※
上
記
１
及
び
２
に
併
せ
て
実
施
す
る
多
面
的
機
能
の
国
民
に
対
す
る
理
解
の
増
進
を
図

る
活
動
組
織
を
支
援
しま
す
。

干
潟
等
の
保
全
（
干
潟
の
耕
うん
）

藻
場
の
保
全
（
ウ
ニ
の
駆
除
）

藻
場
・干
潟
等
の
保
全

（
流
域
に
お
け
る
植
林

)

国
境
・水
域
の
監
視

ヨシ
帯
の
保
全

災
害
時
の
流
木
の
回
収
・処
理

定
額

＜
事
業
の
流
れ
＞

国

活
動
組
織

定
額
（
１

/２
相
当
）

（
２
の
事
業
（
資
機
材
の
整
備
は

1/
2以

内
）
）

（
１
の
事
業
）

定
額

定
額

地
域
協
議
会
（
県
・市
・漁
協
等
）

活
動
組
織
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No. ⑤-27  R５ 補 正 予 算 額 2,000 百万円 

事業名 韓国・中国等外国漁船操業対策事業 府省庁名 水産庁 

概 要 

外国漁船による無秩序な操業は、我が国周辺水域における水産資源管理の取組や円滑

な漁場利用を行う上で、大きな障害となっている。 

このため、外国漁船の影響を受けている漁場の機能回復や漁業者の経営安定・被害救

済のための対策を支援。 

支援対象 漁協等 補助率 定額、1/2、2/5、1/3、2/3 以内 

対象事業 

外国漁船の影響を受けている漁場の機能回復や漁業者の経営安定・被害救済のための対

策を支援。 

（１）漁場機能回復管理協力 

外国漁船の投棄漁具等の回収・処分等への支援 

（２）外国漁船被害救済支援 

外国漁船の操業状況調査・監視、外国漁船による漁具・施設被害の復旧支援等へ

の支援 

（３）漁業経営安定化支援等 

緊急避泊する外国漁船による被害を軽減するための監視活動等への支援 

（４）漁業再編対策支援 

   外国漁船の操業等により影響を受ける漁業の生産体制を再編整備するための減船

及び魚種転換等への支援 

支援内容 

（１）定額 

（２）定額、1/2 以内 

（３）定額、1/2、2/5、1/3、2/3 以内 

（４）定額、1/2、2/3 以内 

離島での 
実績 

R5 年度の実績は集計中 

備 考 予算額は令和５年度補正予算額を計上。基金により事業を執行。 

担当部署 水産庁資源管理部管理調整課 

連絡先 03－3502－8469 

参照 HP https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r5hosei_pr54.pdf 
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韓
国
・中
国
等
外
国
漁
船
操
業
対
策

【令
和
５
年
度
補
正
予
算
額

2,
00

0百
万
円
】

＜
対
策
の
ポ
イ
ン
ト
＞

韓
国
・中
国
等
の
外
国
漁
船
に
対
応
す
る
た
め
、我

が
国
の
水
域
に
お
い
て
漁
業
者
が
行
う、
外
国
漁
船
が
投
棄
し
た
漁
具
等
の
回
収
・処
分
や
外
国
漁
船
の
操
業
状
況
の
調

査
・監
視
等
を
支
援
しま
す
。

＜
政
策
目
標
＞

外
国
漁
船
の
操
業
に
よ
る
影
響
を
受
け
て
い
る
漁
業
の
経
営
の
安
定

［
お
問
い
合
わ
せ
先
］
水
産
庁
管
理
調
整
課
（

03
-3

50
2-

84
69
）

＜
事
業
の
内
容
＞

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

日
本
海
の
大
和
堆
周
辺
水
域
等
に
お
い
て
急
増
す
る
韓
国
・中
国
漁
船
や
北
海
道
・三
陸
沖

に
お
け
る
ロ
シ
ア
漁
船
等
に
よ
り影

響
を
受
け
て
い
る
漁
場
の
機
能
回
復
や
日
韓
漁
業
交
渉
中
断

等
に
伴
う我
が
国
漁
業
者
の
経
営
安
定
・被
害
救
済
の
た
め
の
対
策
を
基
金
に
よ
り支

援
しま
す
。

１
．
漁
場
機
能
回
復
管
理
協
力

外
国
漁
船
の
投
棄
漁
具
等
の
回
収
・処
分
等
を
支
援
しま
す
。

２
．
漁
業
経
営
安
定
化
支
援
等

緊
急
避
泊
す
る
外
国
漁
船
に
よ
る
漁
具
や
施
設
の
被
害
を
軽
減
す
る
た
め
の
監
視
活
動
等

を
支
援
しま

す
。

３
．
外
国
漁
船
被
害
救
済
支
援

外
国
漁
船
の
操
業
状
況
調
査
・監
視
、外

国
漁
船
に
よ
る
漁
具
・施
設
被
害
の
復
旧
支
援

等
を
支
援
しま
す
。

４
．
漁
業
再
編
対
策
支
援

外
国
漁
船
の
操
業
等
の
影
響
に
よ
り漁

業
経
営
が
困
難
に
な
った
漁
船
の
計
画
的
か
つ
円
滑

な
再
編
整
備
や
魚
種
転
換
して
漁
場
移
動
す
る
取
組
を
支
援
しま
す
。

＜
背
景
＞

日
本
海
と東

シ
ナ
海
に
お
い
て
、本

来
、我

が
国
が
主
権
的
権
利
を
行
使
す
べ
き
水
域
に
広
大

な
日
韓
暫
定
水
域
や
日
中
暫
定
措
置
水
域
等
が
設
定
され

、外
国
漁
船
に
よ
る
無
秩
序
な
操

業
、漁

具
の
投
棄
に
よ
る
漁
場
の
荒
廃
や
資
源
の
悪
化
が
生
じ
て
お
り、
外
国
漁
船
に
対
応
し
、

水
産
物
の
安
定
供
給
を
図
る
た
め
、資

源
の
回
復
を
図
る
とと
も
に
、我

が
国
漁
業
者
の
経
営
安

定
・被
害
救
済
を
実
施
す
る
こと
が
重
要
で
す
。

＜
事
業
の
流
れ
＞

国
（
一
財
）

日
韓
・日
中
協
定
対
策
漁
業
振
興
財
団

漁
協
等

定
額

定
額

外
国
漁
船
の
調
査
・監
視

韓
国
漁
船
等
に
よ
る
投
棄
漁
具
の
回
収

3
0
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No. ⑥-1  R６当初予算 363 百万円 

事業名 伝統的工芸品産業支援補助金 府省庁名 経済産業省 

概 要 

我が国の伝統的工芸品産業の振興を図るため、個々の産地の実情・特性に応じた事業計画

に沿った需要開拓、人材育成・確保等に対する支援を通じて、同産業の活性化及び地域経

済の発展に寄与する。 

支援対象 産地組合、製造事業者等 補助率 ２／３もしくは１／２ 

対象事業 

伝統的工芸品産業の振興に関する法律第 2 条に基づき指定を受けた伝統的工芸品を製造

する協同組合等が、同法の規定により経済産業大臣の認定を受けた各種事業計画に基づ

き実施する後継者育成や需要開拓・意匠開発などの取組。 

支援内容 
２／３もしくは１／２の補助 

上限 2,000 万円 

離島での 
実績 

奄美大島、種子島等が産地に指定されている協同組合等において事業を実施 

備 考  

担当部署 経済産業省製造産業局生活製品課伝統的工芸品産業室 

連絡先 03-3501-3544 

参照 HP https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/nichiyo-densan/index.htm 
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事
業
の
内
容

事
業
目
的

我
が

国
の

伝
統

的
工

芸
品

産
業

の
振

興
を

図
る

た
め

、
個

々
の

産
地

の
実

情
・
特

性
に

応
じ

た
事

業
計

画
に

沿
っ
た

需
要

開
拓

、
人

材
育

成
・
確

保
等

に
対

す
る

支
援

を
通

じ
て

、
同

産
業

の
活

性
化

及
び

地
域

経
済

の
発

展
に

寄
与

す
る

。

事
業
概
要

伝
統

的
工

芸
品

産
業

の
振

興
に

関
す

る
法

律
第

2
条

に
基

づ
き

指
定

を
受

け
た

伝
統

的
工

芸
品

を
製

造
す

る
協

同
組

合
等

が
、

同
法

の
規

定
に

よ
り
経

済
産

業
大

臣
の

認
定

を
受

け
た

各
種

事
業

計
画

に
基

づ
き

実
施

す
る

後
継

者
育

成
や

需
要

開
拓

・
意

匠
開

発
な

ど
の

取
組

を
支

援
す

る
。

伝
統
的
工
芸
品
産
業
支
援
補
助
金

令
和

6
年
度
予
算
額

3
.6
億
円
（

3
.6
億
円
）

製
造

産
業

局
生

活
製

品
課

伝
統

的
工

芸
品

産
業

室

事
業
ス
キ
ー
ム
（
対
象
者
、
対
象
行
為
、
補
助
率
等
）

成
果
目
標

各
協

同
組

合
等

が
、

補
助

金
を

活
用

し
て

振
興

計
画

を
実

現
す

る
こ

と
を

目
指

す
。

長
期

的
に

は
、
各

産
地

の
振

興
計

画
の

実
現

に
よ

っ
て

、
伝

統
的

工
芸

品
産

業
全

体
の

振
興

が
図

ら
れ

、
人

材
確

保
や

需
要

開
拓

等
産

業
の

活
性

化
に

つ
な

げ
て

い
く
。

補
助

（
産

地
組

合
・
製

造
事

業
者

等
：

2
/3

、

学
校

法
人

・
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

等
：

1
/2

）

・
後

継
者

・
従

事
者

育
成

事
業

・
原

材
料

確
保

対
策

事
業

・
需

要
開

拓
事

業
  

  
  
  

  
  
  

・
技

術
・
技

法
の

記
録

収
集

・
保

存
事

業
・
意

匠
開

発
事

業
・
若

年
層

等
後

継
者

創
出

育
成

事
業

等
を

実
施

国
指
定
伝
統
的
工
芸
品
の

製
造
協
同
組
合
等

国

【
後

継
者

・
従

事
者

育
成

事
業

】
【
需

要
開

拓
事

業
】
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No. ⑥-2  R６予算額 2,950 百万円 

事業名 離島のガソリン流通コスト対策事業費 府省庁名 資源エネルギー庁 

概 要 

離島の石油製品の流通コストは流通経路等により本土と比べて割高となっており、加

えて、販売量が本土より少なく、ガソリンスタンド（SS）の必要経費も高くなっていま

す。 

このため、輸送形態と本土からの距離に応じて補助単価を設定し、離島におけるガソ

リンの追加的な輸送コスト相当分を補助します。 

支援対象 揮発油販売事業者等 補助率 定額補助（１０／１０） 

対象事業 離島の SS 等が島民等にガソリンを値引き販売する事業を支援。 

支援内容 定額補助（１０／１０） 

離島での 
実績 

＜補助対象離島＞ 

平成２３年度～平成２７年度：１７６島 

平成２８年度：１７４島 

平成２９年度～令和元年度：１７３島 

令和２年度：１７２島 

令和３年度：１７２島 

令和 4 年度：１７２島 

令和５年度：１７２島 

備 考  

担当部署 資源エネルギー庁 資源・燃料部 燃料流通政策室 

連絡先 03-3501-1511（内線：4661） 

参照 HP shinen_nenryou_27.pdf (meti.go.jp) 
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機
密
性
○

離
島
の
ガ
ソ
リン
流
通
コス
ト
対
策
事
業
費

令
和
６
年
度
予
算
額
29
.5
億
円
（
29
.5
億
円
）

事
業
の
内
容

条
件
（
対
象
者
、対
象
行
為
、補
助
率
等
）

国
民
間

団
体 等

補
助

事
業
イ
メ
ー
ジ

成
果
目
標

離
島
の
ガ
ソリ
ン
の
流
通
コス
トに
着
目
した
補
助
を
通
じ、
離
島
の
ガ
ソリ
ン小
売

価
格
を実
質
的
に
下
げ
る
こと
を
目
指
しま
す
。

離
島
の
ガ
ソ
リン
の
流
通
形
態
の
イ
メ
ー
ジ

事
業
目
的
・概
要

離
島
の
石
油
製
品
の
流
通
コス
トは
流
通
経
路
等
に
よ
り本
土
と比
べ
て
割
高
と

な
って
お
り、
加
え
て
、販
売
量
が
本
土
よ
り少
な
く、
ガ
ソ
リン
ス
タン
ド（
SS
）
の

必
要
経
費
も
高
くな
って
い
ます
。

この
た
め
、輸
送
形
態
と本
土
か
らの
距
離
に
応
じて
補
助
単
価
を
設
定
し、
離
島

に
お
け
る
ガ
ソ
リン
の
追
加
的
な
輸
送
コス
ト相
当
分
を
補
助
しま
す
。

補
助

定
額
（
10
/1
0）

揮
発
油

販
売
事
業
者

等

・
離
島
の
油
槽
所

・
離
島
へ
配
送
に
向
か
う
ロ
ー
リ
ー

・
離
島
配
送
用
の
ド
ラ
ム
缶

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
資
源
・燃
料
部

燃
料
流
通
政
策
室
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No. ⑥-3  R６予算額 170 百万円 

事業名 
離島への石油製品の安定・効率的な供給体制の 

構築支援事業費 
府省庁名 資源エネルギー庁 

概 要 

台風や冬場の時化などの自然現象により、石油製品が運搬できないこともあり、地域

のエネルギー安定供給の観点からも供給体制のあり方を検討する必要があります。 

また、離島の石油製品は小口での海上輸送の必要性に加え、人口の減少、産業構造の

変化などによって需給のアンバランスが生じている可能性があり、本土との価格差の要

因となっていることが考えられます。 

このため、地域ごとに関係者（自治体、事業者（元売・地元販売店）、需要家など）に

よる検討の場を設け、地域の実情を踏まえた石油製品の流通合理化策や安定供給体制等

を構築する取組を支援します。 

併せて、離島における油槽所の開放検査などの維持に係る取組を支援します。 

支援対象 
① 都道府県、市町村 

② 民間団体等 
補助率 

①及び② 

定額補助（１０／１０）等 

対象事業 

地域ごとに関係者（自治体、事業者（元売・地元販売店）、需要家など）による検討の

場を設け、地域の実情を踏まえた石油製品の流通合理化策や安定供給体制等を構築する

取組及び油槽所の開放検査などの維持に係る取組を支援。 

支援内容 定額補助（１０／１０）等 

離島での 
実績 

平成２７年度：北海道（奥尻島）、愛知県（日間賀島）、沖縄県（粟国島、渡名喜島） 

平成２８年度：鹿児島県（トカラ列島）、長崎県（宇久島）、愛媛県（中島等）、香川県（塩

飽諸島） 

平成２９年度：東京都（三宅島）、熊本県（御所浦地域） 

平成３０年度：広島県（大崎上島）、佐賀県（高島、馬渡島地域） 

令和元年度：香川県（豊島）、鹿児島県（三島村） 

令和２年度：岡山県（笠岡諸島） 

令和３年度：島根県（隠岐の島） 

令和５年度：島根県（隠岐の島）、鹿児島県（奄美大島）      

備 考  

担当部署 資源エネルギー庁 資源・燃料部 燃料流通政策室 

連絡先 03-3501-1511（内線：4661） 

参照 HP shinen_nenryou_27.pdf (meti.go.jp) 

 

246



機
密
性
○

離
島
へ
の
石
油
製
品
の
安
定
・効
率
的
な
供
給
体
制
の

構
築
支
援
事
業
費

令
和
６
年
度
予
算
額
1.
7億
円
（
1.
7億
円
）

事
業
の
内
容

条
件
（
対
象
者
、対
象
行
為
、補
助
率
等
）

事
業
イ
メ
ー
ジ

事
業
目
的
・概
要

離
島
の
石
油
製
品
は
小
口
で
の
海
上
輸
送
の
必
要
性
に
加
え
、人
口
の
減
少
、

産
業
構
造
の
変
化
な
どに
よ
って
需
給
の
アン
バ
ラン
ス
が
生
じて
い
る
可
能
性
が

あ
り、
本
土
との
価
格
差
の
要
因
とな
って
い
る
こと
が
考
え
られ
ま
す
。

他
方
、台
風
や
冬
場
の
時
化
な
どの
自
然
現
象
に
よ
って
石
油
製
品
を
運
搬
で

き
な
い
こと
も
あ
り、
地
域
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
安
定
供
給
の
観
点
か
らも
供
給
体
制

の
あ
り方
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
りま
す
。

この
た
め
、地
域
ご
とに
関
係
者
（
自
治
体
、事
業
者
、需
要
家
な
ど）
に
よる

検
討
の
場
を
設
け
、地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
た
石
油
製
品
の
流
通
合
理
化
策

や
安
定
供
給
体
制
を構
築
す
る
取
組
等
を支
援
しま
す
。

加
え
て
、自
治
体
等
が
実
施
す
る
離
島
に
お
け
る
石
油
製
品
の
流
通
合
理
化

に
資
す
る
事
業
に
必
要
な
諸
設
備
の
取
得
や
維
持
の
た
め
の
経
費
（
工
事
費
、

検
査
費
等
も
含
む
）
に
対
して
も
支
援
しま
す
。

成
果
目
標

毎
年
度
、全
国
１
地
域
程
度
の
離
島
の
石
油
製
品
の
流
通
合
理
化
と安
定
供

給
の
対
策
の
策
定
を
目
指
す
ほ
か
、２
地
域
程
度
の
離
島
地
域
の
諸
設
備
の

維
持
を
支
援
しま
す
。

離
島
の
石
油
製
品
の
流
通
合
理
化
策
・安
定
供
給
体
制
の
検
討

国
民
間

団
体 等

補
助

揮
発
油

販
売
事
業

者
等

補
助

定
額
（
10
/1
0）

上
限
1,
00
0万
円
等

協
議
会
等
の
設
置

島
内
の
石
油
販
売
店

石
油
元
売

特
約
店
（
仲
卸
）

自
治
体
（
県
・市
町
村
）

主
な
需
要
家
（
漁
協
等
）

コン
サ
ル
テ
ィン
グ

地
域
の
関
係
者
間
で
石
油
製
品
の
流
通
合
理
化
・安
定
供
給
等
に
向
け
た

検
討
を行
い
、地
域
の
実
情
を踏
まえ
た
具
体
的
な
対
策
の
策
定
を支
援

離
島
の
石
油
製
品
の
流
通
合
理
化
策
・安
定
供
給
体
制
等
の
検
討

島
内
油
槽
所
や
給
油
所
に
お
け
る
石
油
製
品
備
蓄
増
強
に
よ
る
安
定
供
給

体
制
の
確
立

島
内
配
送
体
制
の
見
直
し、
共
同
配
送
等
を通
じた
流
通
合
理
化

石
油
製
品
の
海
上
輸
送
方
法
の
見
直
しに
よる
流
通
合
理
化

等

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
資
源
・燃
料
部

燃
料
流
通
政
策
室
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No. ⑥-4  R6 予算額 ― 

事業名 
先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例に

ついて 
府省庁名 中小企業庁 

概 要 

先端設備等導入計画に基づき、一定の設備を新規取得した場合に、市町村の判断により、

固定資産税を３年間１／２に軽減、さらに賃上げ方針を従業員に表明した場合は最長５

年間１／３に軽減することで、中小企業の生産性向上や賃上げに資する取組みを支援。 

支援対象 

資本金額１億円以下の法人、従業員

数1,000人以下の個人事業主等のう

ち、先端設備等導入計画の認定を受

けた者（大企業の子会社を除く） 

補助率 

固定資産税の課税標準を 3 年間 1/2

に軽減。さらに賃上げ方針を従業員

に表明した場合は以下の期間 1/3 に

軽減。 

・R6 年 3 月までに取得：5 年間 

・R7 年 3 月までに取得：4 年間 

対象事業 

市町村より認定を受けた、年平均３％以上の労働生産性の向上を見込む「先端設備等導

入計画」に基づき新規取得する、投資利益率が年率５％以上の投資計画に記載された下

記の設備。（※１） 

【減価償却資産の種類（最低取得価格）】 

◆機械装置（160 万円以上） 

◆測定工具及び検査工具（30 万円以上） 

◆器具備品（30 万円以上） 

◆建物附属設備（※２）（60 万円以上） 

※１ 市町村によって異なる場合あり 

※２ 家屋と一体となって効用を果たすものを除く 

（注）生産、販売活動等の用に直接供されるものであること、中古資産でないことが  要件となります。 

支援内容 

固定資産税の課税標準を３年間１／２に軽減。さらに賃上げ方針（雇用者全体の給与等

が 1.5％以上増加）を従業員に表明した場合は以下の期間１／３に軽減。 

・R6 年 3 月までに取得した設備：５年間 

・R7 年 3 月までに取得した設備：４年間 

離島での 
実績 

― 

備 考 

〇先端設備等導入計画の実績（令和 4 年 12 月末時点） 

・固定資産税をゼロとした自治体数：1,660 自治体 

・設備投資の認定件数：70,512 件 

・見込まれる設備台数：745,996 台 

・見込まれる設備投資額：約 2 兆 3,740 億円 

担当部署 中小企業庁経営支援部技術・経営革新課 

連絡先 03-3501-1816 

参照 HP http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html 
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設
備
投
資
に
係
る
新
た
な
固
定
資
産
税
特
例
に
つ
い
て

中
小
企
業
の
生
産
性
向
上
や
賃
上
げ
に
資
す
る
取
組
み
を
後
押
し
す
る
た
め
、
市
区
町
村
の
認
定
を
受
け
た
中
小

企
業
の
設
備
投
資
を
支
援
。

認
定
を
受
け
た
中
小
企
業
の
設
備
投
資
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
法
に
お
い
て
、
市
区
町
村
の
判
断
に
よ
り
、
新
規

取
得
さ
れ
る
償
却
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税
が
３
年
間
１
／
２
、
さ
ら
に
賃
上
げ
方
針
を
従
業
員
に
表
明
し
た
場

合
は
最
長
５
年
間
（
※
1
）
１
／
３
に
軽
減
さ
れ
る
特
例
措
置
を
講
じ
た
。

適
用
期
間
は
令
和
５
年
４
月
１
日
～
令
和
７
年
３
月
３
１
日
の
2
年
間
。

国国
（
基
本
方
針
の
策
定
）

市
区
町
村

市
区
町
村

（
導
入
促
進
基
本
計
画
の
策
定
）

中
小
企
業

中
小
企
業
（
※
2
）

（
先
端
設
備
等
導
入
計
画
の
策
定
）

協
議

申
請

同
意

認
定

（
※
1
）
令
和
6
年
3
月
末
ま
で
に
取
得
さ
れ
た
設
備
は
5
年
間
、
令
和
7
年
3
月
末
ま
で
に
取
得
さ
れ
た
設
備
は
4
年
間
に
わ
た
っ
て
1
/3
に
軽
減
さ
れ
る
。

（
※
2
）
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
上
の
中
小
企
業
が
対
象
。
た
だ
し
、
固
定
資
産
税
の
特
例
を
利
用
で
き
る
の
は
、
資
本
金
１
億
円
以
下
の
法
人
等
（
大
企
業
の
子

会
社
を
除
く
）
に
限
る
。

市
区
町
村
が
国
か
ら
「
導
入
促
進
基
本
計
画
」
の
同
意
を
受
け
た
地
域

に
所
在
し
て
い
る
中
小
企
業
が
対
象

１

年
平
均
３
％
以
上
の
労
働
生
産
性
の
向
上
を
見
込
む
「
先
端
設
備
等

導
入
計
画
」
の
認
定
を
受
け
た
設
備
投
資
が
対
象

2

P
O
IN
T
!

事
前
確
認

（
必
須
）

認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関

（
例
：
商
工
会
議
所
・
商
工
会
・
中
央
会
、

地
域
金
融
機
関
、
士
業
等
の
専
門
家

等
）

お
問
い
合
わ
せ
先

設
備
を
導
入
す
る
市
区
町
村
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No. ⑦-1  
R6 当初予算 

R5 補正予算 

1,011 百万円 

523 百万円 

事業名 離島活性化交付金 府省庁名 国土交通省 

概 要 

離島の自立的発展を促進し、島民の生活の安定及び福祉の向上を図ると共に、地域間の

交流を促進し、もって居住する者のない離島の増加及び人口の著しい減少を防止するた

め、海上輸送費の軽減等戦略産業の育成による雇用拡大等の定住促進、観光の推進等に

よる交流の拡大促進等の取組を支援する。 

支援対象 
①地方公共団体 

②民間団体 
補助率 

①１／２以内 

②１／３以内 等 

対象事業 

（１）「定住促進」事業…雇用機会の創出のための戦略産品開発、企業誘致・創業等促進、

戦略産品の移出及び戦略産品の原材料等の移入に係る海上輸送費支援、Ｕ・Ｊ・Ｉ

ターン希望者のための情報提供、流通効率化設備導入、デジタル技術等新技術促進、

小規模離島等生活環境改善、防災計画策定など 

（２）「交流促進」事業…離島における地域情報の発信、観光地域づくり推進主体立上げ、

滞在交流型観光のプログラム作成、関係人口創出に向けた交流イベント開催、交流

人口・関係人口の拡大に必要なトイレ改修、離島留学事業（寄宿舎運営費・寄宿舎整

備）など 

支援内容 

上記事業に対する取り組みに対し、以下の交付率にて支援を行う。 

補助率：都道県、市町村、一部事務組合…予算の範囲内で各事業の 1/2 以内 

    民間団体…予算の範囲内で各事業の 1/3 以内 

（ただし、国の負担額は、地方公共団体の負担額と同額までとし、

都道県、市町村、一部事務組合を通じた間接補助とする。） 

流通効率化事業は、民間団体であっても 1/2 以内 

        特定有人国境離島の輸送費支援事業は、6／10 以内 

（ただし、国の負担額は、地方公共団体の負担額と同額までとし、

都道県、市町村、一部事務組合を通じた間接補助とする。）     

離島での 
実績 

R5 屋久島（定住促進事業（急速冷凍機導入））、福江島他（定住促進事業（ドローン配

送事業））、弓削島（交流促進事業（寄宿舎整備）） 等 

備 考 
令和６年度から離島の地域課題解決に資する社会的事業に対する創業支援等を追加し

た。 

担当部署 国土交通省国土政策局離島振興課 

連絡先 03-5253-8421 

参照 HP http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chirit/kokudoseisaku_chirit_fr_000007.html 
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○
定
住
促
進
事
業

・
産
業
活
性
化
事
業

雇
用
の
創
出
の
た
め
の
戦
略
産
品
開
発

輸
送
費
支
援
（
戦
略
産
品
：
５
品
目
）

企
業
・
創
業
誘
致
等
促
進
（
企
業
誘
致
に
向
け
調
査
、
ｺ
ｰ
ﾃ
ﾞｨ
ﾈ
ｰ
ﾀ
ｰ
招
聘
等
）

（
離
島
の
地
域
課
題
解
決
に
資
す
る
社
会
的
事
業
に
対
す
る
創
業
支
援
）

・
定
住
誘
引
事
業
（
定
住
情
報
の
提
供
）

・
流
通
効
率
化
事
業

コ
ン
テ
ナ
（
冷
凍
、
冷
蔵
含
む
）
、
荷
役
機
械
、
冷
凍
庫
、
冷
蔵
庫
等

・
デ
ジ
タ
ル
技
術
等
新
技
術
活
用
促
進
事
業

ド
ロ
ー
ン
、
グ
リ
ー
ン
ス
ロ
ー
モ
ビ
リ
テ
ィ
ー
等
の
導
入
等

・
小
規
模
離
島
等
生
活
環
境
改
善
事
業

買
い
物
支
援
、
高
齢
者
の
送
迎
支
援
等

離
島
活
性
化
交
付
金
事
業
（
概
要
）

離
島
の
自
立
的
発
展
を
促
進
し
、
島
民
の
生
活
安
定
・
福
祉
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
地
域
間
交
流
を
促
進
し
、
無
居
住
離
島
の

増
加
及
び
人
口
の
著
し
い
減
少
を
防
止
す
る
た
め
、
ソ
フ
ト
事
業
を
支
援
す
る
枠
組
み
と
し
て
、
離
島
活
性
化
交
付
金
の
支
援
対

象
事
業
を
拡
充
の
上
、
一
層
の
離
島
振
興
を
図
る
。

・
安
全
安
心
向
上
事
業

防
災
計
画
作
成
、
防
災
講
習
の
実
施
等
、
防
災
機
能
強
化

の
た
め
の
設
備
等

○
交
流
促
進
事
業

・
離
島
に
お
け
る
地
域
情
報
の
発
信

Ｐ
Ｒ
映
像
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
制
作
等
、

イ
ベ
ン
ト
に
お
け
る
Ｐ
Ｒ
活
動

・
交
流
人
口
・
関
係
人
口
拡
大
の
た
め
の
仕
掛
け
づ
く
り

関
係
人
口
の
創
出
に
向
け
た
中
間
支
援
組
織
の
立
ち
上
げ

交
流
人
口
の
拡
大
に
必
要
な
ト
イ
レ
改
修
等

・
島
外
住
民
と
の
交
流
の
実
施
・
繋
が
り
の
構
築
の
推
進

離
島
留
学
（
寄
宿
舎
運
営
費
・
寄
宿
舎
整
備
費
等
）
、

関
係
人
口
の
創
出
に
向
け
た
交
流
イ
ベ
ン
ト
開
催
等

◆
事
業
実
施
主
体
：
都
道
県
、
市
町
村
、
民
間
団
体

◆
対
象
事
業
：
以
下
の
事
業
メ
ニ
ュ
ー
に
該
当
す
る
も
の

◆
補
助
率
：
都
道
県
、
市
町
村
、
一
部
事
務
組
合
・
・
・
予
算
の
範
囲
内
で
各
事
業
の
１
／
２
以
内

民
間
団
体
・
・
・
予
算
の
範
囲
内
で
各
事
業
の
１
／
３
以
内

（
国
の
負
担
額
は
、
地
方
公
共
団
体
の
負
担
額
と
同
額
ま
で
と
し
、
都
道
県
、
市
町
村
、

一
部
事
務
組
合
を
通
じ
た
間
接
補
助
と
す
る
。
）

※
流
通
効
率
化
事
業
は
、
民
間
団
体
で
あ
っ
て
も
１
／
２
以
内

※
特
定
有
人
国
境
離
島
地
域
に
係
る
輸
送
費
支
援
は
、
６
／
１
０
以
内

（
国
の
負
担
額
は
、
地
方
公
共
団
体
の
負
担
額
の
３
倍
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
）

※
産
業
活
性
化
事
業
に
お
け
る
創
業
支
援
は
、
上
限
事
業
費
６
０
０
万
円
／
１
件

（
地
方
自
治
体
毎
に
３
件
ま
で
。
）

◆
事
業
期
間
：
原
則
と
し
て
３
年
以
内

◆
成
果
目
標
：
あ
ら
か
じ
め
提
出
す
る
事
業
計
画
に
お
い
て
、
定
量
的
な
成
果
目
標
を
設
定
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No. ⑦-2 
 

R６当初予算 
社会資本整備総合交付金

の内数 

事業名 離島広域活性化事業 府省庁名 国土交通省 

概 要 

離島の自立的発展を促進し、島民の生活安定及び福祉向上を図るとともに、地域間の

交流を促進し、無居住離島の増加及び人口の著しい減少を防止するため、ハード事業を

支援する取組として、島外人材受入のための住宅や、定住誘引のためのシェアオフィス

等や交流施設の整備、海上輸送費の軽減のための流通効率化関連施設整備及び災害時の

孤立等を防ぐための防災施設整備等の取組を支援する。 

支援対象 
①地方公共団体 

②民間団体 
補助率 

①１／２以内 

②１／３以内 等 

対象事業 

○定住促進住宅整備事業 

 ・空き家の改修等の人材受入のための施設整備（既存施設の改修等及び新築） 

○定住誘引施設整備事業 

 ・シェアオフィス等の整備（既存施設の改修等及び新築） 

 ・交流施設の整備（既存施設の改修等） 

○流通効率化関連施設整備事業 

 ・普通倉庫、冷蔵倉庫、荷さばき施設、加工場等の整備 

○定住基盤強化事業 

 ・避難施設の整備 

 ・防災活動拠点の改修 

 ・避難路、案内板等簡易な施設の整備等 

 ・緊急時物資等輸送施設の整備 

 ・災害応急対策施設の整備 

 ・感染症対策等の離隔施設への改修等 

 ・土砂災害特別警戒区域内の住宅改修・建替 

支援内容 

上記事業に対する取り組みに対し、以下の交付率にて支援を行う。 

補助率：都道県、市町村、一部事務組合…予算の範囲内で各事業の 1/2 以内 

     民間団体…予算の範囲内で各事業の１／３以内 

         （ただし、国の負担額は、地方公共団体の負担額と同額までとし、 

都道県、市町村、一部事務組合を通じた間接補助とする。） 

    ※流通効率化関連施設整備事業は、民間団体であっても 1/2 以内 

    ※土砂災害特別警戒区域内の事業は、予算の 11.5％（上限事業費 541 万円） 

離島での 
実績 

海士町、新上五島町、対馬市等 10 道県（14 市町村） 

備 考 離島振興法改正を踏まえ、令和５年度から新設 

担当部署 国土交通省国土政策局離島振興課 

連絡先 03-5253-8421 

参照 HP http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chirit/kokudoseisaku_chirit_fr_000007.html 
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◆
事
業
実
施
主
体
：
都
道
県
、
市
町
村
、
民
間
団
体

◆
対
象
事
業
：
以
下
の
事
業
メ
ニ
ュ
ー
に
該
当
す
る
も
の

◆
補
助
率
：
都
道
県
、
市
町
村
、
一
部
事
務
組
合
・
・
・
予
算
の
範
囲
内
で
各
事
業
の
１
／
２
以
内

民
間
団
体
・
・
・
予
算
の
範
囲
内
で
各
事
業
の
１
／
３
以
内

（
国
の
負
担
額
は
、
地
方
公
共
団
体
の
負
担
額
と
同
額
ま
で
と
し
、
都
道
県
、
市
町
村
、

一
部
事
務
組
合
を
通
じ
た
間
接
補
助
と
す
る
。
）

※
流
通
効
率
化
関
連
施
設
整
備
事
業
は
、
民
間
団
体
で
あ
っ
て
も
１
／
２
以
内

※
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
内
の
事
業
は
、
予
算
の
１
１
．
５
％
（
上
限
事
業
費
５
４
１
万
円
）

◆
事
業
期
間
：
原
則
と
し
て
３
～
５
年
以
内

離
島
広
域
活
性
化
事
業
（
概
要
）

離
島
の
自
立
的
発
展
を
促
進
し
、
島
民
の
生
活
安
定
・
福
祉
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
地
域
間
交
流
を
促
進
し
、
無
居
住
離
島
の

増
加
及
び
人
口
の
著
し
い
減
少
を
防
止
す
る
た
め
、
ハ
ー
ド
事
業
を
支
援
す
る
枠
組
み
で
あ
る
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
（
離

島
広
域
活
性
化
事
業
）
の
支
援
対
象
事
業
を
拡
充
し
、
一
層
の
離
島
振
興
を
図
る
。

目
的
：
一
の
離
島
を
超
え
る
広
域
的
な
地
域
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
離
島
の
広
域
的
地
域
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
等

を
総
合
的
に
推
進
し
、
離
島
の
振
興
を
図
る
。

○
定
住
基
盤
強
化
事
業

・
避
難
施
設
の
整
備

・
防
災
活
動
拠
点
の
改
修

・
避
難
路
、
案
内
板
等
簡
易
な
施
設
の
整
備
等

・
緊
急
時
物
資
等
輸
送
施
設
の
整
備

・
災
害
応
急
対
策
施
設
の
整
備
（
施
設
整
備
を
伴
わ
な
い
設
備
等
を
除
く
）

・
感
染
症
対
策
等
の
離
隔
施
設
へ
の
改
修
等

・
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
内
の
住
宅
改
修
・
建
替

○
定
住
促
進
住
宅
整
備
事
業

・
空
き
家
の
改
修
等
の
人
材
受
入
の
た
め
の
施
設
整
備

（
既
存
施
設
の
改
修
等
及
び
新
築
）

○
定
住
誘
引
施
設
整
備
事
業

・
シ
ェ
ア
オ
フ
ィ
ス
等
の
整
備
（
既
存
施
設
の
改
修
等
及
び
新
築
）

・
交
流
施
設
の
整
備
（
既
存
施
設
の
改
修
等
）
※

○
流
通
効
率
化
関
連
施
設
整
備
事
業

・
普
通
倉
庫
、
冷
蔵
倉
庫
、
荷
さ
ば
き
施
設
、
加
工
場
等
の
整
備

※
交
流
施
設
の
整
備
の
う
ち
、
渡
船
施
設
周
辺
の
船
客
待
合
所
・
ト
イ
レ
改
修
等

は
、
本
土
側
も
対
象
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No. ⑦-3  R５予算額 － 

事業名 離島における割増償却制度 府省庁名 国土交通省 

概 要 

離島振興対策実施地域のうち、離島振興計画中に産業振興促進事項を定めている地区

において、事業（製造業、旅館業、農林水産物等販売業及び情報サービス業等）を行う者

が、当該事業のために用いる設備（機械、建物、構築物等）を取得し、使用した場合、普

通償却に加え、５年間割増償却を行うことができる。 

支援対象 ①主として民間事業者 補助率 

償却率 

機械・装置：普通償却限度額の 32％ 

建物・附属設備、構築物：普通償却限

度額の 48％ 

対象事業 

・製造業 

・旅館業 

・農林水産物等販売業 

・情報サービス業等 

支援内容 
事業者が、対象事業のために用いる設備（機械、建物、構築物等）を取得し、使用した

場合、普通償却に加え、５年間割増償却を行うことができる。 

離島での 
実績 

・令和元年 １７件 日間賀島（愛知県南知多町）、大崎上島（広島県大崎上島町）、 

小豆島（香川県小豆島町）、福江島（長崎県五島市） 

・令和２年   ４件 走島（広島県福山市）、福江島（長崎県五島市） 

・令和３年   ６件 走島（広島県福山市）、高島（長崎県佐世保市）、 

福江島（長崎県五島市） 

・令和４年   ４件  島後（島根県隠岐の島町）、大崎上島（広島県大崎上島町）、 

福江島（長崎県五島市） 

備 考 

措置の対象は、下記２点をいずれも満たす地域に限る。 

①離島振興計画において産業振興促進事項が位置づけられている。 

②過疎地域持続的発展市町村計画において産業振興促進事項が位置づけられていない。 

担当部署 国土交通省国土政策局離島振興課 

連絡先 03-5253-8421 

参照 HP https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/hra_zei.html 
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離
島
地
域
に
お
け
る
税
制
特
例

個
人
又
は
法
人
が
、
対
象
設
備
の
取
得
等
を
し
て
対
象
事
業
の
用
に
供
し
た
場
合
は
、
５
年
間
の
割
増
償
却
が
で
き
る
。

■
国
税
（
所
得
税
・
法
人
税
）
の
割
増
償
却
【
適
用
期
間
：
令
和
５
～
６
年
度
】

■
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
減
収
補
填
【
適
用
期
間
：
令
和
５
～
６
年
度
】

地
方
税
法
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
行
っ
た
場
合
、
地
方
交
付
税
に
よ
り
減
収
補
填

（
１
）
対
象
税
目

・
不
動
産
取
得
税
（
製
造
業
、
旅
館
業
、
農
林
水
産
物
等
販
売
業
、
情
報
サ
ー
ビ
ス
業
等
）

・
固
定
資
産
税

（
〃

）

・
事
業
税

（
〃

、
個
人
の
営
む
畜
産
業
・
水
産
業
・
薪
炭
製
造
業
）

（
２
）
対
象
設
備
、
業
種
、
取
得
価
額
、
区
域

・
上
記
、
国
税
と
同
様
（
た
だ
し
、
適
用
対
象
は
資
本
金
規
模
に
関
わ
ら
ず
「
新
設
又
は
増
設
に
係
る
取
得
等
」
に
限
る
）

※
取
得
等
と
は
、
取
得
又
は
製
作
若
し
く
は
建
設
を
い
い
、
建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備
に
あ
っ
て
は
改
修
（
増
築
、
改
築
、
修
繕
又
は
模
様
替
）の
た
め
の
工
事
に
よ
る
取
得
又
は
建
設
を
含
む
。

事
業
者
の
規
模

（
資
本
金
）

5
,0
0
0
万
円
以
下

（
又
は
一
定
規
模
の
個
人
事
業
主
）

5
,0
0
0
万
円
超

1
億
円
以
下

1
億
円
超

対
象
設
備

機
械
・
装
置
、
建
物
・
附
属
設
備
、
構
築
物

適
用
対
象

取
得
等

新
設
又
は
増
設
に
係
る
取
得
等

対
象
業
種
・
取
得
価
額

製
造
業
・
旅
館
業

5
0
0
万
円
以
上

1
,0
0
0
万
円
以
上

2
,0
0
0
万
円
以
上

農
林
水
産
物
等
販
売
業
・

情
報
サ
ー
ビ
ス
業
等

5
0
0
万
円
以
上

償
却
限
度
額

●
機
械
・
装
置

：
普
通
償
却
限
度
額
の
3
2
％

●
建
物
・
附
属
設
備
、
構
築
物
：
普
通
償
却
限
度
額
の
4
8
％

対
象
区
域

離
島
振
興
計
画
の
産
業
振
興
促
進
事
項
に
定
め
た
区
域

（
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
市
町
村
計
画
の
産
業
振
興
促
進
事
項
に
定
め
た
区
域
を
除
く
）

※
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No. ⑦-4  R6 予算額 ― 

事業名 全国の島々が集まる祭典「アイランダー」 府省庁名 国土交通省 

概 要 

全国の離島地域が都心に集まり「島と都市部との交流」「島と島との交流」を通じて定

住促進を図る事業である「アイランダー」を開催し、離島の魅力の情報発信を行う場を

提供するとともに、都市住民の離島に対するニーズの把握を目的とした調査業務（参加

者等へのアンケート）を行う。 

令和５年度は池袋を会場としたリアルイベントに加え、同日に島からのオンライン配

信を行う、ハイブリッド型として開催した。令和６年度においても、令和５年度と同様

に各種相談会や情報発信のほか、物産展、オンライン配信、島グルメ等を実施予定。 

支援対象 
①離島関係都道県及び市町村 

②離島関係組織 
補助率 － 

対象事業 

・アイランダーへの参加 

・移住定住及び観光に関する情報の発信 

・島産品の販売 

・他島との交流 

支援内容 
・イベントの開催 

・調査データのフィードバック 

離島での 
実績 

平成５年度以来、31 回開催（令和５年度末時点） 

備 考 原則として、（公財）日本離島センター会員及び離島関係組織のみ出展可能 

担当部署 国土交通省国土政策局離島振興課 

連絡先 03-5253-8421 

参照 HP https://www.i-lander.com/ 
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ア
イ
ラ
ン
ダ
ー
（
離
島
の
交
流
推
進
支
援
調
査
業
務
）

全
国

の
離

島
地

域
の

魅
力

を
発

信
す

る
場

を
提

供
し

、
「
島

と
都

市
及

び
そ

の
他

地
域

と
の

交
流

」、
「島

同
士

の
交

流
」

等
を

通
じ

て
、

関
係

人
口

拡
大

や
U

JI
タ

ー
ン

に
よ

る
定

住
の

促
進

、
離

島
に

対
す

る
ニ

ー
ズ

の
把

握
を

行
う

こ
と

に
よ

り
離

島
地

域
の

活
性

化
を

図
る

目
的

で
開

催
。

（
平

成
６

年
３

月
か

ら
毎

年
開

催
し

て
お

り
、

令
和

５
年

度
で

3
1回

目
）

・
開

催
日

（
予

定
）
：
令

和
６

年
11

月
16

日
（土

）、
17

日
（日

）
・
開

催
場

所
（
予

定
）：

【会
場

】
池

袋
サ

ン
シ

ャ
イ

ン
シ

テ
ィ

展
示

ホ
ー

ル
D

（
東

京
都

豊
島

区
東

池
袋

３
-１

-
４

文
化

会
館

ビ
ル

２
階

）
【
オ

ン
ラ

イ
ン

】
ア

イ
ラ

ン
ダ

ー
公

式
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
（h

tt
ps

:/
/
w

w
w

.i-
la

n
de

r.
c
o
m

/
）

・
実

施
内

容
（
予

定
）：

離
島

物
産

展
、

移
住

・観
光

相
談

、
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

、
オ

ン
ラ

イ
ン

交
流

イ
ベ

ン
ト

等
・
主

催
：
国

土
交

通
省

、
公

益
財

団
法

人
日

本
離

島
セ

ン
タ

ー

実
施

内
容

・
移

住
、

観
光

相
談

・
オ

ン
ラ

イ
ン

観
光

・
島

の
紹

介
等

オ
ン

ラ
イ

ン
コ

ン
テ

ン
ツ

・
物

産
販

売
・
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
・
移

住
、

観
光

相
談

・
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

等

リ
ア

ル
コ

ン
テ

ン
ツ

令
和

６
年

度
予

定

池
袋

サ
ン

シ
ャ

イ
ン

シ
テ

ィ
展

示
ホ

ー
ル

Ｄ
オ

ン
ラ

イ
ン

ス
テ

ー
ジ

⇔
離

島

【
令

和
５

年
度

実
績

】
・
開

催
日

：
令

和
５

年
1
1
月

1
8
日

～
1
1
月

1
9
日

・
参

加
離

島
数

：
1
5
8
島

/
 参

加
団

体
：
7
8
団

体
・
リ

ア
ル

会
場

来
場

者
数

：
9
,0

0
3
人

・
ア

イ
ラ

ン
ダ

ー
ス

テ
ー

ジ
閲

覧
者

数
：
1
,0

1
9
人

・
オ

ン
ラ

イ
ン

ス
テ

ー
ジ

閲
覧

者
数

：
4
4
8
人
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No. ⑦-5  R6 当初予算 
広域連携体制構築調査等

（139 百万円）の内数 

事業名 スマートアイランド推進実証調査 府省庁名 国土交通省 

概 要 
離島地域が抱える課題解決のため、ＩＣＴなどの新技術の離島地域への実装を図る実証

調査を行う。 

支援対象 
離島振興対策実施地域を構成員に

含むコンソーシアム等 
補助率 

- 

(国土交通省による委託調査事業) 

対象事業 

離島振興法に明示する離島振興基本方針※に掲げる各分野における課題を調査対象と

し、当該離島が目指す離島振興のビジョン及び現状の課題を踏まえた対策として実施す

る実証調査とする。 

※参照 https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chirit/kokudoseisaku_chirit_fr_000004.html 

支援内容 新技術や新たな知見等社会実装に必要な事項の検証及び実証調査に要する経費 

離島での 
実績 

R5 年度：真鍋島、神集島ほか 

R4 年度：飛島、大崎上島ほか 

R3 年度：佐久島、福江島ほか 

R2 年度：日間賀島、八丈島ほか 

https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chirit/smartisland.html 

備 考  令和２年度から開始された事業である。 

担当部署 国土交通省国土政策局離島振興課 

連絡先 03-5253-8421 

参照 HP https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chirit/smartisland.html 
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広
域
連
携
体
制
構
築
調
査
等

ア
イ
ラ
ン
ダ
ー
（
継
続
）

【
目
的
】

全
国
の
離
島
地
域
の
関
係
者
が
集
ま
り
、
交
流
促
進
や
定
住
促
進
の
た
め
、
離
島
の
魅
力
の
情
報
発
信
を
行
う
機
会
を
提
供
し
、
都
市
住
民
や
そ
の
他
地
域
住
民
の
ニ
ー
ズ
を
把
握

【
内
容
】

①
交
流
事
業
や
観
光
情
報
の
発
信
②
移
住
情
報
の
発
信
（
求
人
情
報
、
空
屋
、
借
家
情
報
等
）
③
離
島
の
伝
統
文
化
の
体
験
、
特
産
品
の
紹
介
等

ス
マ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
推
進
実
証
調
査
（
継
続
）

令
和
６
年
度
予
算
1
3
9
百
万
円

離
島
は
四
方
を
海
な
ど
に
囲
ま
れ
本
土
か
ら
隔
絶
さ
れ
て
い
る
た
め
、
人
の
移
動
や
物
流
へ
の
制
約
な
ど
の
条
件
不
利
性
を
背
景
に

し
た
様
々
な
課
題
を
有
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
IC
T
な
ど
の
新
技
術
を
有
す
る
民
間
企
業
・
団
体
と
離
島
地
域
が
協
力
し
て
そ
れ
ら
の
課
題
解
決
に
取
り
組
む
「
ス
マ
ー
ト
ア

イ
ラ
ン
ド
推
進
実
証
調
査
事
業
」を
令
和
２
年
度
か
ら
実
施
。

過
去
の
実
証
調
査
の
例

医
療
／
介
護

交
通
／
物
流

買
い
物
支
援
／
防
災

環
境

（
島
の
課
題
）

•
本
土
の
医
療
従
事
者
が
島
へ
移
動
す
る

際
の
時
間
・
コ
ス
ト
等
の
負
担

•
島
民
の
高
齢
化
、
人
口
減
少
に
よ
る
介
護

人
材
不
足

（
実
証
内
容
）

•
電
子
カ
ル
テ
の
共
有
や
遠
隔
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
に
よ
る
遠
隔
医
療
の
有
効
性
の
検
証

•
セ
ン
サ
ー
技
術
を
活
用
し
た
介
護
業
務
や

見
守
り
活
動
の
効
率
化
に
向
け
た
検
証

（
島
の
課
題
）

•
本
土
-
離
島
間
の
定
期
航
路
に
お
け
る
、
限
ら

れ
た
運
航
時
間
帯
に
よ
る
時
間
拘
束
の
緩
和

•
高
齢
者
に
対
応
し
た
新
た
な
移
動
手
段
の
確

保

•
離
島
へ
の
安
定
的
な
物
資
供
給
に
向
け
た
輸

送
手
段
の
確
保

（
実
証
内
容
）

•
自
律
航
行
E
V
船
に
よ
る
オ
ン
デ
マ
ン
ド
輸
送

の
ニ
ー
ズ
調
査
の
実
施

•
グ
リ
ー
ン
ス
ロ
ー
モ
ビ
リ
テ
ィ
を
活
用
し
た
予

約
・
運
行
シ
ス
テ
ム
導
入
に
向
け
た
検
証

•
荒
天
に
強
い
帆
船
ド
ロ
ー
ン
の
無
人
運
航
の

可
能
性
検
証

（
島
の
課
題
）

•
商
店
が
少
な
く
、
住
民
の
買
い
物
が
困
難

•
地
域
防
災
の
人
材
が
不
足
し
、
防
災
体

制
、
監
視
体
制
の
迅
速
化
・効
率
化
が
必

要

（
実
証
内
容
）

•
島
内
の
商
店
へ
注
文
か
ら
配
達
ま
で
を

オ
ン
ラ
イ
ン
で
完
結
す
る
シ
ス
テ
ム
の
検

証
•
防
災
セ
ン
サ
ー
機
器
等
か
ら
得
る
災
害

情
報
を
一
元
化
し
た
シ
ス
テ
ム
の
検
証

（
島
の
課
題
）

•
ウ
ニ
に
よ
る
藻
場
の
食
害
に
よ
り
漁
業
に

支
障
を
来
し
て
い
る
状
況

•
島
民
の
高
齢
化
、
人
口
減
少
に
よ
る
獣
害

対
策
を
担
う
人
材
不
足

（
実
証
内
容
）

•
水
中
ド
ロ
ー
ン
を
活
用
し
た
ウ
ニ
の
効
率

的
な
捕
獲
の
可
能
性
を
検
証

•
獣
害
罠
に
セ
ン
サ
ー
を
設
置
し
、
ア
プ
リ
を

活
用
し
た
見
回
り
・
捕
獲
・駆
除
を
実
施

遠
隔
診
療
の
様
子

自
律
航
行
EV
船
に

よる
着
岸
の
イメ
ー
ジ

水
中
ドロ
ー
ンに
よる
ウニ
捕
獲
の
様
子

介
護
施
設
に
お
け
る
セ
ン
サ
ー
技
術
に

よ
る
ベ
ッ
ド
上
の
状
態
の
見
え
る
化

鳥
獣
罠
に
設
置
し
た
セ
ン
サ
ー
か
ら
ア
プ
リ
へ
通
知

注
文
か
ら
配
達
ま
で
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
一
元
化

島
内
移
動
に
適
した

グ
リー
ンス
ロー
モビ
リテ
ィ

災
害
情
報
一
元
化
シ
ス
テ
ム

帆
船
ドロ
ー
ンに
よる
実
証
運
航
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No. ⑦-6  R6 予算額 331 百万円 

事業名 官民連携基盤整備推進調査費 府省庁名 国土交通省 

概 要 

官民連携による地域活性化を図るため、民間の設備投資等と一体的に実施する国土交

通省所管の基盤整備（道路、海岸、河川、港湾、都市公園、市街地整備、空港等）の事業

化検討について、都道府県・市町村に対して、調査費補助を行う。 

支援対象 地方公共団体（都道府県、市町村等） 補助率 １／２以内 

対象事業 

地方公共団体が民間の事業活動等と一体的に実施する、国土交通省所管の基盤整備事

業（道路、海岸、河川、港湾、都市公園、市街地整備、空港等の公共土木施設）の事業化

に向けて必要な調査検討の経費。 

 

① 施設整備の内容に関する調査 

（基礎データ収集、需要予測、概略設計、整備効果検討等） 

② 上記①で調査した施設の整備・運営手法に関する調査 

（PPP/PFI 手法の選定、官民の業務分担、VFM の算定等） 

支援内容 

補助率： １／２以内 

 

令和 6 年度も引き続き、下記の調査について重点支援しています。 

・PPP/PFI の推進に資する調査（特にインフラの包括的運営の調査検討） 

・広域的な観光又は交流拠点形成の促進に係る調査 

離島での 
実績 

H25 石垣市（クルーズ船寄港のための港湾整備の検討で活用） 

H28 石垣市（旧石垣空港跡地における公園整備の検討で活用） 

R3 新潟県・佐渡市（両津港における港湾再整備の検討で活用） 

備 考  

担当部署 国土交通省国土政策局広域地方政策課調整室 

連絡先 03-5253-8360 

参照 HP http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kanminrenkei.html 
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地
域
活
性
化
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
民
間
事
業
活
動
と
一
体
的
に
実
施
す
る
国
土
交
通
省
所
管
の
基
盤
整
備
（
道
路
、
海
岸
、
河
川
、

港
湾
、
都
市
公
園
、
市
街
地
整
備
、
空
港
等
）
を
進
め
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
が
行
う
事
業
化
の
検
討
を
支
援
す
る
。

特
に
、

PP
P/

PF
Iの
推
進
に
資
す
る
調
査
及
び
広
域
的
な
観
光
又
は
交
流
拠
点
形
成
の
促
進
に
係
る
調
査
を
重
点
支
援
す
る
。

官
民
連
携
に
よ
る
地
域
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
推
進
支
援
事
業

（
官
民
連
携
基
盤
整
備
推
進
調
査
費
）

制
度
の
事
例

社
会
基
盤
整
備

民
間
事
業
活
動

【
凡
例
】

例
：
大
型
ク
ル
ー
ズ
船
受
入
の
た
め
の
港
湾
施
設
整
備
の
検
討

<調
査
内
容

>
①
施
設
整
備
の
内
容
に
関
す
る
調
査

・
基
礎
デ
ー
タ
収
集
、
需
要
予
測

・
施
設
配
置
、
概
略
設
計

・
整
備
効
果
検
討
等

②
施
設
の
整
備
・
運
営
手
法
に
関
す
る
調
査

・
PP

P/
PF

I事
業
手
法
の
選
定

・
官
民
の
役
割
分
担

・
VF

M
の
算
定
等

※
国
土
交
通
省
所
管
の
道
路
、
海
岸
、
河
川
、
港
湾
、
都
市
公
園
、
市
街
地

整
備
、
空
港
等
の
公
共
土
木
施
設
（
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
の
基

幹
事
業
等
と
し
て
実
施
が
可
能
な
も
の
）

【
配
分
先
】
地
方
公
共
団
体
（
都
道
府
県
・
市
町
村
等
）

【
補
助
率
】
１
／
２
以
内

【
支
援
内
容
】

制
度
の
概
要

民
間
の
事
業
活
動
等
と
一
体
的
に
実
施
す
る
、
国
土
交

通
省
所
管
の
基
盤
整
備
※
の
事
業
化
に
向
け
て
必
要
な

調
査
検
討
の
経
費
を
補
助
す
る
。

例
：
観
光
振
興
の
た
め
の
公
園
整
備
の
検
討

令
和
６
年
度
予
算
3
3
1
百
万
円

【
調
査
内
容
の
例
】

①
港
湾
施
設
整
備
に
係
る
需
要
調
査
、
大

型
ク
ル
ー
ズ
船
寄
港
に
必
要
な
港
湾
機

能
の
検
討

②
①
の
調
査
結
果
に
基
づ
く
岸
壁
、
エ
プ

ロ
ン
、
駐
車
場
、
ア
ク
セ
ス
道
路
の
概
略

設
計

等

【
調
査
内
容
】

①
公
園
施
設
の
再
整
備
及
び
ア
ク
セ
ス

道
路
の
拡
幅
等
に
係
る
需
要
調
査
、

配
置
検
討
、
概
略
設
計
等

②
公
園
施
設
の
整
備
・
管
理
運
営
に
係

る
PP

P/
PF

I導
入
可
能
性
検
討
等

ク
ル
ー
ズ
乗
客
向
け
に
背
後
圏
の
観
光

地
を
巡
る
体
験
型
観
光
ツ
ア
ー
を
企
画

物
産
販
売
施
設
、

レ
ス
ト
ラ
ン
の
建
設

大
型
ク
ル
ー
ズ
船
入
港
に
必
要
な

港
湾
施
設
整
備
港
湾
機
能
の
強
化

（
岸
壁
、
エ
プ
ロ
ン
、
駐
車
場
）

観
光
地
へ
の
ア
ク
セ
ス
道

路
の
拡
幅

バ
ス
会
社
に
よ
る
新
た
な
路
線
の
設
置

周
遊
観
光
バ
ス
の
運
行

民
間
団
体
に
よ
る

歓
迎
イ
ベ
ン
ト
の
実
施

ク
ル
ー
ズ
船

飲
食
店

民
間
事
業
者
に

よ
る
カ
フ
ェ
等
の

飲
食
店
建
設
・
運

営

ア ク セ ス 道 路 の 拡 幅

バ
ス
会
社
に
よ
る
新
た
な
路
線
の
設
置

民
間
団
体
に
よ
る

集
客
イ
ベ
ン
ト
開
催

史 跡∴

園
路
、
広
場
、
休
憩
施
設
（
ベ
ン
チ
、
休
憩
所
等
）等
の
整
備

（
P
P
P
/
P
F
I管
理
）
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No. ⑦-7  R6 当初予算 20,805 百万円 

事業名 地域公共交通確保維持改善事業 府省庁名 国土交通省 

概 要 
地域の多様な主体の連携・協働による、地域の暮らしや産業に不可欠な交通サービス

の確保・充実に向けた取組を支援 

支援対象 

公共交通事業者等（地域における協

議会の議論を経て計画を作成する

ことが前提）、地域における協議会 

又は地方公共団体 

補助率 １／２、１／３等 

対象事業 

○地域の実情に応じた生活交通の確保維持（地域公共交通確保維持事業） 

＜幹線バス交通や地域内交通の運行＞ 

・地域間交通ネットワークを形成する幹線バス交通の運行や車両購入等を支援 

・過疎地域等のコミュニティバス、デマンドタクシー、自家用有償旅客運送等の 

  運行や車両購入、貨客混載の導入を支援 

・旅客運送サービス継続のためのダウンサイジング等の取組を支援 

＜離島航路・航空路の運航＞ 

・離島住民の日常生活に不可欠な交通手段である離島航路・航空路の運航等を支援 

＜エリア一括協定運行＞ 

・交通事業者が一定のエリアを一括して運行（エリア一括協定運行）する場合における

長期安定的な支援 
 

○快適で安全な公共交通の構築（地域公共交通バリア解消促進等事業） 

・高齢者等の移動円滑化のためのノンステップバス、福祉タクシーの導入、 

鉄道駅における内方線付点状ブロックの整備 

・経営基盤の脆弱な地域の鉄道の施設・車両の更新 

・障害者用 IC カードの導入 等 
 
○持続可能な地域公共交通の実現に向けた計画の策定（地域公共交通調査等事業） 

・公共交通のマスタープランである「地域公共交通計画」の策定に資する調査等 

・バリアフリー化を促進するためのマスタープラン・基本構想の策定に係る調査 

・ローカル鉄道に係る官民共創による公共交通再構築を促すため、協議会の開催、調査

事業、実証事業等を支援（地域公共交通再構築調査事業） 

支援内容 

○地域公共交通確保維持事業      ＜補助率＞1/2 等 

○地域公共交通バリア解消促進等事業  ＜補助率＞1/3 等 

○地域公共交通調査等事業       ＜補助率＞1/2 

※ 国の認定を受けた地域公共交通利便増進実施計画等に基づく事業に対しては、補助要

件の緩和等により支援内容を充実 

離島での 
実績 

令和５年度実績 

・離島航路運営費補助  １２６航路 

・離島航空路運航費補助 １５航空路 等 

備 考  

担当部署 国土交通省総合政策局地域交通課 

連絡先 ０３－５２５３－８３９６ 

参照 HP http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000041.html 
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地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
（
地
域
の
実
情
に
応
じた
生
活
交
通
の
確
保
維
持
）

○
地
域
間
幹
線
バ
ス
交
通
・地
域
内
フィ
ー
ダ
ー
交
通

・地
域
間
交
通
ネ
ット
ワ
ー
クを
形
成
す
る
幹
線
バ
ス
交
通
の
運
行
や
車
両
購
入
を支
援

・過
疎
地
域
等
の
コミ
ュニ
テ
ィバ
ス
・デ
マ
ンド
タク
シ
ー
・自
家
用
有
償
旅
客
運
送
等
の
運
行
や
車
両

購
入
を
支
援

・賃
上
げ
等
の
た
め
の
運
賃
改
定
を
実
施
す
る
事
業
者
に
対
す
る
支
援
強
化

○
エ
リア
一
括
協
定
運
行
（
自
治
体
との
協
定
の
も
と、
交
通
事
業
者
が
一
定
の
エ
リア
を
一
括
して

運
行
）

・エ
リア
一
括
協
定
運
行
を
実
施
す
る
場
合
に
お
け
る
長
期
安
定
的
な
支
援

○
離
島
航
路
・離
島
航
空
路

・離
島
住
民
の
日
常
生
活
に
不
可
欠
な
交
通
手
段
で
あ
る
、離
島
航
路
・離
島
航
空
路
の
運
航
等

を
支
援

○
交
通
D
X・
G
Xに
よ
る
省
人
化
・経
営
改
善
支
援

・地
域
交
通
事
業
者
に
よ
る
DX
・G
Xに
よ
る
利
便
性
向
上
や
人
材
確
保
に
資
す
る
取
組
を
支
援

地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
改
善
事
業

地
域
公
共
交
通
調
査
等
事
業
（
持
続
可
能
な
地
域
公
共
交
通
の
実
現
に
向

け
た
計
画
の
策
定
）

○
公
共
交
通
の
マ
ス
ター
プラ
ンで
あ
る
「地
域
公
共
交
通
計
画
」の
策
定
に
資
す

る
調
査
等

○
バ
リア
フリ
ー
化
促
進
の
た
め
の
マ
ス
ター
プラ
ン・
基
本
構
想
策
定
に
係
る
調
査

○
ロー
カル
鉄
道
に
係
る
官
民
共
創
に
よ
る
公
共
交
通
再
構
築
を
促
す
た
め
、

協
議
会
の
開
催
、調
査
事
業
、実
証
事
業
を
支
援
（
地
域
公
共
交
通
再
構

築
調
査
事
業
）

地
域
公
共
交
通
バ
リア
解
消
促
進
等
事
業
（
快
適
で
安
全
な
公

共
交
通
の
実
現
）

○
バ
リア
フリ
ー
化
の
た
め
の
ノン
ス
テ
ップ
バ
ス
・福
祉
タク
シ
ー
の
導

入
、鉄
道
駅
に
お
け
る
内
方
線
付
点
状
ブ
ロッ
クの
整
備

○
経
営
基
盤
の
脆
弱
な
地
域
の
鉄
道
の
施
設
・車
両
の
更
新

○
障
害
者
用
IC
カー
ドの
導
入
等

線 路 側

ホ ー ム 側

R
６
当
初
予
算
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
改
善
事
業
費
補
助

令
和
6年
度
予
算
額

20
,8
05
百
万
円
（
前
年
度
1.
01
倍
）
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◇
島
民
生
活
に
必
要
不
可
欠
な
離
島
航
路
の
維
持
･確
保
を
支
援

○
補
助
対
象
は
唯
一
か
つ
赤
字
の
航
路

１
．
離
島
航
路
運
営
費
補
助

・
欠
損
見
込
額
に
対
す
る
補
助

２
．
離
島
住
民
運
賃
割
引
補
助

・
協
議
会
の
決
定
に
よ
る
離
島
住
民
運
賃
割
引
費
用
の
１
／
２
を
支
援
(残
り
１
／
２
は
自
治
体
等
で
負
担
)

３
．
離
島
航
路
構
造
改
革
補
助

・
公
設
民
営
化
等
に
よ
る
船
舶
の
代
替
建
造
費
用
へ
の
支
援

『
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
改
善
事
業
等
』
Ｒ
６
予
算
額
：
２
０
８
億
円
（Ｒ
５
予
算
額
：
２
０
７
億
円
）

※
航
路
数
は
令
和
５
年
１
０
月
１
日
現
在
の
数
値

〈
Ｒ
６
予
算
額
離
島
航
路
：
７
０
．
５
億
円
〉
（
Ｒ
５
予
算
額
：
７
０
．
５
億
円
）

一
般
航
路

一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
に
係
る
航
路
［
５
１
２
航
路
］

離
島
航
路

本
土
と
離
島
、
離
島
間
等
を
結
ぶ
航
路
［
２
８
３
航
路
］

補
助
航
路

離
島
航
路
の
う
ち
、
唯
一
か
つ
赤
字
の
航
路

［
１
２
５
航
路
※
］

【
離
島
航
路
に
就
航
す
る
船
舶
の
例
】

地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
改
善
事
業
に
よ
る
離
島
航
路
補
助
制
度
の
概
要
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令
和
６
年
度
離
島
関
係
予
算
（
航
空
関
係
）

○
離
島
航
空
路
線
の
安
定
的
な
輸
送
の
確
保
の
た
め
、
運
航
費
に
対
す
る

補
助
及
び
離
島
住
民
運
賃
割
引
に
対
す
る
支
援
を
実
施
。

【
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
改
善
事
業
】

Ｒ
６
予
算
額
２
０
８
億
円
の
内
数

（
Ｒ
５
予
算
額
２
０
７
億
円
の
内
数
）

離
島
航
空
路
線
に
係
る
運
航
費
及
び
離
島
住
民
運
賃
割
引
補
助
の
実
施

D
o
2
2
8
-
2
1
2
（
ﾄﾞ
ﾙ
ﾆ
ｴ
）
（
1
9
人
乗
り
）

A
T
R
4
2
-
6
0
0
（
4
8
人
乗
り
）

D
H
C
8
-
Q
4
0
0
C
C
（
5
0
人
乗
り
）

【
参
考
】
離
島
航
空
路
線
の
概
況

令
和
５
年
度
離
島
航
空
路
線
：
１
３
社
６
５
路
線

令
和
５
年
度
運
航
費
補
助
対
象
路
線
：
６
社
１
５
路
線

（離
島
航
空
路
に
お
け
る
就
航
機
材
の
例
）
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No. ⑦-8 
 R６当初予算 

R５補正予算 

海洋の開発・利用・保全の戦略的な 

推進のための予算（58 百万円）の内数 

事業名 海の次世代モビリティの利活用に関する実証事業 府省庁名 国土交通省 

概 要 
沿岸・離島地域が抱える課題解決のため、海の次世代モビリティの新たな技術・知見を活

用し、現地に実装するために必要な検証すべき事項について、実証的な実験を行う。 

支援対象 

海の次世代モビリティの製造・運用

者、結果を評価するユーザー（地方自

治体等）が共同で応募・実施するもの 

※ 地方自治体又は漁協等の地域関

係者が共同実施者として参画するこ

とを必須条件とする予定。 

補助率 
実験に要する経費の助成 

（500 万円以内） 

対象事業 

海の次世代モビリティの我が国沿岸・離島地域における新たな利活用法を提案し実証す

るもの 

※ 海の次世代モビリティとは、ASV、AUV、ROV など、海上または海中を無人で浮遊し

移動するものを指します。 

※ 新たな利活用の促進を目的としているため、海の次世代モビリティの新たな利活用

で結果を公表できるものを対象とします。すでに実用化されている利活用法は対象

外です。 

※ 現時点において不確かな新規技術を検証する実験よりも、既に確立された技術の社

会実装における効果検証を重視します。 

支援内容 

実験に要する経費の助成（500 万円以内） 

※ 実験に要する経費について、上限額まで助成します。 

※ 計上できる経費の詳細は応募要領でご案内します。 

離島での 
実績 

R4 年度事業において、香川県三豊市粟島にて実証事業を行い、海床ロボット（ASV）を

用いて水上レストランサービスによる新観光産業の創出可能性を検討した。 

備 考 
詳細は調整中のため、変更がありうる。 

公募は 5 月以降に開始予定。 

担当部署 国土交通省総合政策局海洋政策課 

連絡先 03-5253-8266 

参照 HP https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/ocean_policy/seamobijishou.html 
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令
和
６
年
度
海
の
次
世
代
モ
ビ
リ
テ
ィ
の
利
活
用
に
関
す
る
実
証
実
験
に
つ
い
て

実
験
内
容
：
海
の
次
世
代
モ
ビ
リ
テ
ィ
の
我
が
国
沿
岸
・
離
島
地
域
に
お
け
る
新
た
な
利
活
用
法
を
提
案
し
実
証
す
る
も
の

※
海
の
次
世
代
モ
ビ
リ
テ
ィ
と
は
、
A
S
V
、
A
U
V
、
R
O
V
な
ど
、
海
上
ま
た
は
海
中
を
無
人
で
浮
遊
し
移
動
す
る
も
の
を
指
し
ま
す
。

※
新
た
な
利
活
用
の
促
進
を
目
的
と
し
て
い
る
た
め
、
海
の
次
世
代
モ
ビ
リ
テ
ィ
の
新
た
な
利
活
用
で
結
果
を
公
表
で
き
る
も
の
を

対
象
と
し
ま
す
。
す
で
に
実
用
化
さ
れ
て
い
る
利
活
用
法
は
対
象
外
で
す
。

※
現
時
点
に
お
い
て
不
確
か
な
新
規
技
術
を
検
証
す
る
実
験
よ
り
も
、
既
に
確
立
さ
れ
た
技
術
の
社
会
実
装
に
お
け
る
効
果
検

証
を
重
視
し
ま
す
。

実
施
体
制
：
海
の
次
世
代
モ
ビ
リ
テ
ィ
の
製
造
・
運
用
者
、
結
果
を
評
価
す
る
ユ
ー
ザ
ー
（
自
治
体
等
）
が
共
同
で
応
募
・
実
施

※
地
方
自
治
体
又
は
漁
協
等
の
地
域
関
係
者
が
共
同
実
施
者
と
し
て
参
画
す
る
こ
と
を
必
須
条
件
と
す
る
予
定
で
す
。

助
成
額
：
1
件
あ
た
り
5
0
0
万
円
程
度
（
上
限
）

※
実
験
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
上
限
額
ま
で
助
成
し
ま
す
。

※
計
上
で
き
る
経
費
の
詳
細
は
応
募
要
領
で
ご
案
内
し
ま
す
。

採
用
件
数
：
5
件
程
度
採
択
予
定

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
予
定
）

公
募
期
間
：
5
月
～
6
月

採
択
公
表
：
6
月
下
旬

実
証
実
施
：
7
月
～
1
2
月
中

結
果
取
り
ま
と
め
：
～
1
月
下
旬

結
果
報
告
会
：
3
月

沿
岸
・
離
島
地
域
が
抱
え
る
課
題
解
決
の
た
め
、
海
の
次
世
代
モ
ビ
リ
テ
ィ
の
新
た
な
技
術
・
知
見
を
活
用
し
、
現
地
に
実
装
す

る
た
め
に
必
要
な
検
証
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
、
実
証
的
な
実
験
を
行
う
。

実
験
の
概
要

実
験
の
目
的

※
詳
細
は
調
整
中
の
た
め
、
変
更
が
あ
り
う
る
旨
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
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No. ⑦-9  R６当初予算 5,900 百万円 

事業名 空き家対策総合支援事業 府省庁名 国土交通省 

概 要 
空家法の空家等対策計画に基づき市区町村が実施する空き家の除却・活用に係る取組や、

NPO や民間事業者等が行うモデル性の高い空き家の活用・改修工事等に対して支援する。 

支援対象 地方公共団体等 補助率 以下のとおり 

対象事業 

＜空き家対策基本事業＞ 

○空き家の除却 

①特定空家等の除却（行政代執行・略式代執行等によりやむを得ず行う除却に係る補助率：国 1/2） 

 ②不良住宅の除却 

 ③上記以外の空き家の除却（跡地を地域活性化のために計画的に利用する予定があるものに限る） 

  ※ 崖地や離島など通常想定される除却費と比較して高額となる場合のかかりまし費用も補助 

○空き家の活用（地域コミュニティ維持・再生の用途に 10 年以上活用する場合に限る） 

○空き家を除却した後の土地の整備 

○空き家の活用か除却かを判断するためのフィージビリティスタディ 

○空家等対策計画の策定等に必要な空き家の実態把握 

○空き家の所有者の特定 

○空家等管理活用支援法人による空き家の活用等を図るための業務 

＜空き家対策附帯事業＞ 

○空家法に基づく行政代執行等の措置の円滑化のための法務的手統等を行う事業 

①行政代執行・略式代執行に係る弁護士相談等の必要な司法的手続等の費用 

②代執行後の債権回収機関への委託費用 

③財産管理制度の活用に伴い発生する予納金 

＜空き家対策関連事業＞ 

○基本事業とあわせて実施する以下の事業 

•住宅•建築物耐震改修事業  •住宅市街地総合整備事業   •街なみ環境整備事業 

•狭あい道路整備等促進事業 •小規模住宅地区改良事業   •地域優良賃貸住宅整備事業 

 •住宅地区改良事業等計画基礎調査事業 

＜空き家対策促進事業＞ 

○空き家対策基本事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業 

＜空き家対策モデル事業＞ 

○調査検討等支援事業 

以下の１から３のいずれかのテーマに該当する創意工夫をこらしたモデル性の高い取組に係る 

調査検討やその普及・広報等への支援 

 １．空き家に関する相談対応の充実や空き家の発生抑制に資する官民連携体制の構築等 

 ２．空き家の活用等に資するスタートアップなど新たなビジネスモデルの構築等 

 ３．新たなライフスタイルや居住ニーズに対応した空き家の活用等 

○改修工事等支援事業 

創意工夫をこらしたモデル性の高い空き家の改修工事・除却工事等への支援 
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支援内容 

○空き家の除却（代執行等） 

［補助率：市区町村が実施 国 1/2、市区町村 1/2］ 

○空き家の除却（上記以外） 

[補助率：市区町村が実施 国 2/5、空き家所有者等が実施 国 2/5・市区町村 2/5] 

○空き家の活用 

[補助率：市区町村が実施 国 1/2、空き家所有者等が実施 国 1/3・市区町村 1/3] 

○空き家を除却した後の土地整備 

［補助率：市区町村が実施 国 1/2、空き家所有者等が実施 国 1/3・市区町村 1/3］ 

○空き家の活用か除却かを判断するためのフィージビリティスタディ 

［補助率：市区町村が実施 国 1/2、空き家所有者等が実施 国 1/3・市区町村 1/3］ 

○空家等対策計画の策定等に必要な空き家の実態把握 

[補助率：市区町村が実施 国 1/2] 

○空き家の所有者の特定 

[補助率：市区町村が実施 国 1/2] 

○空家等管理活用支援法人による空き家の活用等を図るための業務 

[補助率：空家等管理活用支援法人が実施 国 1/2・市区町村 1/2] 

○空き家対策附帯事業 

[補助率：市区町村が実施 国 1/2] 

○空き家対策関連事業 

[補助率：各事業による] 

○空き家対策促進事業 

［補助率：市区町村が実施 国 1/2、空き家所有者等が実施 国 1/3・市区町村 1/3］ 

○空き家対策モデル事業 

 調査検討等支援事業 

［補助率：定額（国）］ 

 改修工事等支援事業 

［補助率：活用 国 1/3、除却 国 2/5、除却とあわせて行う土地の整備 国 1/3］ 

離島での 
実績 

令和２年度：20 市町村※ 

令和３年度：26 市町村※ 

令和４年度：34 市町村※ 

令和５年度：34 市町村※ 

※ 本事業により支援した市町村のうち、離島振興対策実施地域を有する市町村数 

備 考 

以下の要件等を満たす必要あり 

・空家等対策計画を策定（実態把握を除く） 

・空家特措法に基づく「協議会」を設置するなど、地域の民間事業者等との連携体制がある   

担当部署 国土交通省住宅局住宅総合整備課住環境整備室 

連絡先 03-5253-8508 

参照 HP https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html 
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■
空
き
家
の
除
却
・活
用
へ
の
支
援
（
市
区
町
村
向
け
）

＜
空
き
家
対
策
基
本
事
業
＞

〇
空
き
家
の
除
却
（
特
定
空
家
等
の
除
却
、跡
地
を
地
域
活
性
化
の
た
め
に
計
画
的
に
利
用
す
る
除
却
等
）

〇
空
き
家
の
活
用
（
地
域
コミ
ュニ
テ
ィ維
持
・再
生
の
た
め
に
10
年
以
上
活
用
）

〇
空
き
家
を
除
却
した
後
の
土
地
の
整
備

〇
空
き
家
の
活
用
か
除
却
か
を判
断
す
る
た
め
の
フィ
ー
ジ
ビリ
テ
ィス
タ
デ
ィ

〇
空
家
等
対
策
計
画
の
策
定
等
に
必
要
な
空
き家
の
実
態
把
握

〇
空
き
家
の
所
有
者
の
特
定

※
上
記
６
項
目
は
空
き
家
再
生
等
推
進
事
業
（
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
）
で
も
支
援
が
可
能

〇
空
家
等
管
理
活
用
支
援
法
人
に
よる
空
き
家
の
活
用
等
を
図
る
た
め
の
業
務

＜
空
き
家
対
策
附
帯
事
業
＞

〇
空
家
法
に
基
づ
く代
執
行
等
の
円
滑
化
の
た
め
の
法
務
的
手
続
等
を行
う事
業

（
行
政
代
執
行
等
に
係
る
弁
護
士
相
談
費
用
、財
産
管
理
制
度
の
活
用
に
伴
い
発
生
す
る
予
納
金
等
）

＜
空
き
家
対
策
関
連
事
業
＞

〇
空
き家
対
策
基
本
事
業
とあ
わ
せ
て
実
施
す
る
事
業

＜
空
き
家
対
策
促
進
事
業
＞

○
空
き家
対
策
基
本
事
業
と一
体
とな
って
その
効
果
を一
層
高
め
る
た
め
に
必
要
な
事
業

■
モ
デ
ル
的
な
取
組
へ
の
支
援
（
N
PO
・民
間
事
業
者
等
向
け
）

＜
空
き
家
対
策
モ
デ
ル
事
業
＞

○
調
査
検
討
等
支
援
事
業
（
ソフ
ト）

（
創
意
工
夫
を凝
らし
た
モ
デ
ル
性
の
高
い
取
組
に
係
る
調
査
検
討
や
そ
の
普
及
・広
報
等
へ
の
支
援
）

○
改
修
工
事
等
支
援
事
業
（
ハ
ー
ド）

（
創
意
工
夫
を凝
らし
た
モ
デ
ル
性
の
高
い
空
き家
の
改
修
工
事
・除
却
工
事
等
へ
の
支
援
）

空
き
家
対
策
総
合
支
援
事
業

地
域
活
性
化
の
た
め
、
空
き
家
を
地
域
交
流
施
設
に
活
用

空
き
家
の
活
用

国 1
/
3

地
方
公
共
団
体

1
/
3

所
有
者

1
/
3

＜
補
助
率
＞

※
市
区
町
村
が
実
施
す
る
場
合
は
国
２
/
５
、
市
区
町
村
３
/
５

※
代
執
行
等
の
場
合
は
国
１
/
２
、
市
区
町
村
１
/
２

※
市
区
町
村
が
実
施
す
る
場
合
は
国
１
/
２
、
市
区
町
村
１
/
２

※
モデ
ル
事
業
の
補
助
率

調
査
検
討
等
：
定
額

除
却
：
国
2/
5、
事
業
者
3/
5

活
用
：
国
1/
3、
事
業
者
2/
3

空
き
家
の
所
有
者
が
実
施

活
用

国 2
/
5

地
方
公
共
団
体

2
/
5

所
有
者

1
/
5

除
却

R6
拡
充

令
和
６
年
度
当
初
予
算
：
59
億
円

国 1
/
2

地
方
公
共
団
体

1
/
2

支
援
法
人

に
よ
る

業
務

空
き
家
の
所
有
者
が
実
施

空
家
等
管
理
活
用
支
援
法
人
が
実
施

空
家
法
の
空
家
等
対
策
計
画
に
基
づ
き
市
区
町
村
が
実
施
す
る
空
き
家
の
除
却
・活
用
に
係
る
取
組
や
、N
PO
や
民
間

事
業
者
等
が
行
うモ
デ
ル
性
の
高
い
空
き
家
の
活
用
・改
修
工
事
等
に
対
して
支
援
（
事
業
期
間
：
平
成
28
年
度
～
令
和
７
年
度
）
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No. ⑦-10 
 R６当初予算 

R５補正予算 
17,136 百万円 
 2,513 百万円 

※内閣府計上分含む 

事業名 水道施設整備費補助金 府省庁名 国土交通省 

概 要 地方公共団体が実施する水道施設の整備に要する経費の一部を補助する。 

支援対象 地方公共団体 補助率 

1/4、1/3、4/10、1/2 

離島地域の簡易水道等の整備等につ

いては、補助率 1/2 

対象事業 

地方公共団体が実施する水道施設の整備に要する経費の一部を補助 

○簡易水道等施設整備費補助 

    布設条件の特に厳しい農山漁村における簡易水道の整備事業 

○水道水源開発等施設整備費補助 

  ダム等の水道水源施設整備事業 

    水源水質の悪化に対処するための高度浄水施設整備事業 

支援内容 

離島地域の簡易水道等の整備及び離島地域において上水道事業者が行う高度浄水施設の

整備等に関する事業については、補助率の優遇措置（補助率 1/2）を設けている。 

※通常は補助率 1/4、1/3、4/10 

離島での 
実績 

Ｒ５実績 島根県海士町、長崎県対馬市 など 

備 考 
水道整備・管理行政の移管に伴い、令和６年度より厚生労働省から国土交通省へ移管し

た。 

担当部署 国土交通省水管理・国土保全局水道事業課 

連絡先 03-5253-8111 

参照 HP 
水道施設整備に係る交付要綱等 

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/watersupply/stf_seisakunitsuite_bunya_topics_bukyoku_kenkou_suido_yosan_01c.htm 
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【
主
な
事
業
】

○
水
道
施
設
等
耐
震
化
事
業

・
災
害
等
緊
急
時
に
お
け
る
給
水
拠
点
の
確
保
の
た
め
に
行
う
配
水
池
等
の
整
備
や
浄
水
施
設
等
の
基
幹
水
道
構
造
物
及
び
基
幹
管
路
の
耐
震
化
等

（
「
防
災
・
減
災
、
国
土
強
靱
化
の
た
め
の
５
か
年
加
速
化
対
策
」
に
基
づ
く
耐
震
化
事
業
を
含
む
。
）

○
水
道
事
業
運
営
基
盤
強
化
推
進
等
事
業

・
水
道
事
業
の
広
域
化
（
事
業
統
合
ま
た
は
経
営
の
一
体
化
）
に
必
要
な
施
設
整
備
や
広
域
化
後
に
耐
震
化
対
策
等
と
し
て
実
施
す
る
施
設
整
備
等

防
災
・
安
全
交
付
金

令
和
６
年
度
当
初
予
算
案

87
07
億
円
の
内
数

【
概
要
】
地
方
公
共
団
体
が
作
成
す
る
「
社
会
資
本
総
合
整
備
計
画
」
に
基
づ
く
事
業
の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
対
し
て
交
付
金
を
交
付
す
る
。

２
事
業
の
概
要

水
道
施
設
整
備
費
（
個
別
補
助
）

令
和
６
年
度
当
初
予
算
案

17
0億
円

１
事
業
の
目
的

３
実
施
主
体
等

○
実
施
主
体
：
地
方
公
共
団
体
が
経
営
す
る
水
道
事
業
者
等

○
補
助
（
交
付
）
先
：
地
方
公
共
団
体
○
補
助
率
：
１
／
４
、
１
／
３
、
４
／
１
０
等

水
道
事
業
又
は
水
道
用
水
供
給
事
業
を
経
営
す
る
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
そ
の
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
部
を
補
助
（
交
付
）
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
生
活
を
支
え
る
ラ
イ
フ

ラ
イ
ン
で
あ
る
水
道
に
つ
い
て
、
水
道
施
設
の
耐
災
害
性
強
化
及
び
水
道
事
業
の
広
域
化
を
図
る
と
と
も
に
、
安
全
で
良
質
な
給
水
を
確
保
す
る
た
め
の
施
設
整
備
等
を
進
め
る
。

【
概
要
】
水
道
事
業
又
は
水
道
用
水
供
給
事
業
を
経
営
す
る
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
安
全
で
質
が
高
い
持
続
的
な
水
道
を
確
保
す
る
た
め
、
そ
の
事
業
の
施
設
整
備
に
要
す
る
費
用
の

一
部
を
補
助
す
る
。

○
簡
易
水
道
等
施
設
整
備
費
補
助

・
布
設
条
件
の
特
に
厳
し
い
農
山
漁
村
に
お
け
る
簡
易
水
道
の
施
設
整
備
事
業

○
水
道
水
源
開
発
等
施
設
整
備
費
補
助

・
ダ
ム
等
の
水
道
水
源
施
設
整
備
事
業

・
水
源
水
質
の
悪
化
に
対
処
す
る
た
め
の
高
度
浄
水
施
設
整
備
事
業

・
「
防
災
・
減
災
、
国
土
強
靱
化
の
た
め
の
５
か
年
加
速
化
対
策
」
に
基
づ
く
非
常
用
自
家
発
電
設
備
等
の
整
備
事
業

水
道
施
設
整
備
費
補
助
金
等
の
概
要

上
下
水
道
一
体
効
率
化
・
基
盤
強
化
推
進
事
業
費
（
個
別
補
助
）

令
和
６
年
度
当
初
予
算
案

30
億
円

【
概
要
】
上
下
水
道
一
体
で
の
効
率
化
・
基
盤
強
化
の
取
組
を
強
力
に
進
め
、
効
率
的
で
持
続
的
な
上
下
水
道
事
業
を
実
現
す
る
た
め
の
事
業
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
。

【
主
な
事
業
】

○
上
下
水
道
施
設
再
編
推
進
事
業

・
流
域
全
体
と
し
て
最
適
な
上
下
水
道
施
設
の
施
設
再
編
の
検
討
を
推
進
す
る
た
め
の
計
画
策
定
事
業

○
上
下
水
道
施
設
耐
震
化
推
進
事
業

・
上
下
水
道
が
連
携
し
た
耐
震
化
を
推
進
す
る
た
め
の
計
画
策
定
事
業

○
官
民
連
携
等
基
盤
強
化
推
進
事
業

・
ウ
ォ
ー
タ
ー
P
P
P
の
導
入
を
加
速
化
す
る
た
め
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
P
P
P
の
導
入
検
討
事
業

○
上
下
水
道
D
X
推
進
事
業

・
D
X
に
よ
る
業
務
効
率
化
等
の
た
め
、
先
端
技
術
を
活
用
し
た
設
備
の
導
入
事
業
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No. ⑦-11 
 R６当初予算 

R５補正予算 

870,652 百万円の内数 

34,537 百万円 

事業名 
防災・安全交付金（水道事業運営基盤強化推進

等事業・水道施設等耐震化事業） 
府省庁名 国土交通省 

概 要 
地方公共団体が作成する「社会資本総合整備計画」に基づく事業の実施に要する経費に

対して交付金を交付する。 

支援対象 地方公共団体 補助率 

1/4、1/3、4/10、1/2 

離島地域の簡易水道等の整備等につ

いては、交付率 1/2 

対象事業 

○水道事業運営基盤強化推進等事業 

  水道事業の広域化に資する施設整備等 

○水道施設等耐震化事業 

   水道施設の耐震化に資する施設整備 

支援内容 

離島地域の簡易水道等の整備及び離島地域において上水道事業者が行う水道施設の耐震

化、海底送水管及び高度浄水施設の整備等に関する事業については、交付率の優遇措置

（交付率 1/2）を設けている。 

※通常は交付率 1/4、1/3、4/10 

離島での 
実績 

社会資本総合整備計画に基づき、離島地域を含む地方公共団体が行う水道施設の耐震化

等に要する経費を配分している。 

備 考 

水道整備・管理行政の移管に伴い、厚生労働省で計上されていた生活基盤施設耐震化等

交付金の大部分が、令和６年度より国土交通省の防災・安全交付金に移行した。 

令和５年度補正予算については、厚生労働省で計上された生活基盤施設耐震化等交付金

の金額を記載している。 

担当部署 国土交通省水管理・国土保全局水道事業課 

連絡先 03-5253-8111 

参照 HP 
社会資本整備総合交付金等について 

https://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_000213.html 
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【
主
な
事
業
】

○
水
道
施
設
等
耐
震
化
事
業

・
災
害
等
緊
急
時
に
お
け
る
給
水
拠
点
の
確
保
の
た
め
に
行
う
配
水
池
等
の
整
備
や
浄
水
施
設
等
の
基
幹
水
道
構
造
物
及
び
基
幹
管
路
の
耐
震
化
等

（
「
防
災
・
減
災
、
国
土
強
靱
化
の
た
め
の
５
か
年
加
速
化
対
策
」
に
基
づ
く
耐
震
化
事
業
を
含
む
。
）

○
水
道
事
業
運
営
基
盤
強
化
推
進
等
事
業

・
水
道
事
業
の
広
域
化
（
事
業
統
合
ま
た
は
経
営
の
一
体
化
）
に
必
要
な
施
設
整
備
や
広
域
化
後
に
耐
震
化
対
策
等
と
し
て
実
施
す
る
施
設
整
備
等

防
災
・
安
全
交
付
金

令
和
６
年
度
当
初
予
算
案

87
07
億
円
の
内
数

【
概
要
】
地
方
公
共
団
体
が
作
成
す
る
「
社
会
資
本
総
合
整
備
計
画
」
に
基
づ
く
事
業
の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
対
し
て
交
付
金
を
交
付
す
る
。

２
事
業
の
概
要

水
道
施
設
整
備
費
（
個
別
補
助
）

令
和
６
年
度
当
初
予
算
案

17
0億
円

１
事
業
の
目
的

３
実
施
主
体
等

○
実
施
主
体
：
地
方
公
共
団
体
が
経
営
す
る
水
道
事
業
者
等

○
補
助
（
交
付
）
先
：
地
方
公
共
団
体
○
補
助
率
：
１
／
４
、
１
／
３
、
４
／
１
０
等

水
道
事
業
又
は
水
道
用
水
供
給
事
業
を
経
営
す
る
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
そ
の
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
部
を
補
助
（
交
付
）
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
生
活
を
支
え
る
ラ
イ
フ

ラ
イ
ン
で
あ
る
水
道
に
つ
い
て
、
水
道
施
設
の
耐
災
害
性
強
化
及
び
水
道
事
業
の
広
域
化
を
図
る
と
と
も
に
、
安
全
で
良
質
な
給
水
を
確
保
す
る
た
め
の
施
設
整
備
等
を
進
め
る
。

【
概
要
】
水
道
事
業
又
は
水
道
用
水
供
給
事
業
を
経
営
す
る
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
安
全
で
質
が
高
い
持
続
的
な
水
道
を
確
保
す
る
た
め
、
そ
の
事
業
の
施
設
整
備
に
要
す
る
費
用
の

一
部
を
補
助
す
る
。

○
簡
易
水
道
等
施
設
整
備
費
補
助

・
布
設
条
件
の
特
に
厳
し
い
農
山
漁
村
に
お
け
る
簡
易
水
道
の
施
設
整
備
事
業

○
水
道
水
源
開
発
等
施
設
整
備
費
補
助

・
ダ
ム
等
の
水
道
水
源
施
設
整
備
事
業

・
水
源
水
質
の
悪
化
に
対
処
す
る
た
め
の
高
度
浄
水
施
設
整
備
事
業

・
「
防
災
・
減
災
、
国
土
強
靱
化
の
た
め
の
５
か
年
加
速
化
対
策
」
に
基
づ
く
非
常
用
自
家
発
電
設
備
等
の
整
備
事
業

水
道
施
設
整
備
費
補
助
金
等
の
概
要

上
下
水
道
一
体
効
率
化
・
基
盤
強
化
推
進
事
業
費
（
個
別
補
助
）

令
和
６
年
度
当
初
予
算
案

30
億
円

【
概
要
】
上
下
水
道
一
体
で
の
効
率
化
・
基
盤
強
化
の
取
組
を
強
力
に
進
め
、
効
率
的
で
持
続
的
な
上
下
水
道
事
業
を
実
現
す
る
た
め
の
事
業
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
。

【
主
な
事
業
】

○
上
下
水
道
施
設
再
編
推
進
事
業

・
流
域
全
体
と
し
て
最
適
な
上
下
水
道
施
設
の
施
設
再
編
の
検
討
を
推
進
す
る
た
め
の
計
画
策
定
事
業

○
上
下
水
道
施
設
耐
震
化
推
進
事
業

・
上
下
水
道
が
連
携
し
た
耐
震
化
を
推
進
す
る
た
め
の
計
画
策
定
事
業

○
官
民
連
携
等
基
盤
強
化
推
進
事
業

・
ウ
ォ
ー
タ
ー
P
P
P
の
導
入
を
加
速
化
す
る
た
め
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
P
P
P
の
導
入
検
討
事
業

○
上
下
水
道
D
X
推
進
事
業

・
D
X
に
よ
る
業
務
効
率
化
等
の
た
め
、
先
端
技
術
を
活
用
し
た
設
備
の
導
入
事
業
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No. ⑦-12  R6 予算額 1,374 百万円の内数 

事業名 地域における受入環境整備促進事業 府省庁名 観光庁 

概 要 

ストレスフリー・バリアフリーで快適な旅行を満喫できる環境及び非常時においても安全・
安心な旅行環境の整備を行うとともに、地域住民にも配慮した受入環境を整備するため、全
国の観光施設・宿泊施設・公共交通機関等における受入環境整備の取組を支援するとともに、
地域資源の保全・活用等に資する取組を集中的に支援する。 

支援対象 地方公共団体、DMO、民間事業者等 補助率 

(1) １／２、１／３等 
(2) １／２（観光危機管理計画の策定及び訓
練の実施支援は、地方公共団体のみ対象で
上限 500 万円） 
(3)宿泊施設基本的ストレスフリー環境整備事業 
：１／３（１宿泊事業者あたり上限 150 万円） 

 宿泊施設バリアフリー化促進事業 
：１／２（１宿泊事業者あたり上限 500 万円） 
(4)２／３、１／２、２／５、１／３、１／４等

（交通サービス調査事業は上限 1,000 万円） 

対象事業 

(1) 持続可能な観光の促進に向けた受入環境整備事業 

(2) 災害・急病等危機管理対応事業 

(3) 宿泊施設インバウンド対応支援事業 

(4) 交通サービスインバウンド対応支援事業 

支援内容 

(1) 持続可能な観光の促進に向けた受入環境整備事業 

  ・地域資源の保全・活用やオーバーツーリズムの未然防止に向けた受入環境整備を支援。 

 ・持続可能な観光推進に係る国際認証等を受けた地域における設備導入や施設改修等を支援。 

 

(2) インバウンド安全・安心対策推進事業 

・観光施設等における危機管理対応能力強化のため、避難所機能強化、災害時の多言語対応強化、の

取組を支援。 

 ・訪日外国人患者受入機能強化のため、翻訳機器の整備、キャッシュレス決済環境の整備等を支援。 

 ・災害時等における観光危機管理計画の策定及び訓練の実施を支援。 

 

(3) 宿泊施設インバウンド対応支援事業 

・旅館・ホテル等の宿泊施設において、訪日外国人旅行者にとって利用しやすい宿泊環境の整備を促 

進するため、宿泊事業者が実施する多言語案内等の基本的ストレスフリー環境整備、及びトイレの

バリアフリー化や出入口の改修等のバリアフリー環境整備に要する経費の一部について支援。 

 

(4) 交通サービスインバウンド対応支援事業 

・ストレスフリーな交通利用環境の利便性向上等を実現するため、多言語表記、多言語案内用タブレ 

ット端末の導入、無料Ｗｉ－Ｆｉの整備、トイレの洋式化及び機能向上、全国共通ＩＣカード・Ｑ 

Ｒコード決済等の導入、旅客施設や車両等の移動等円滑化等のインバウンド対応事業に要する経

費の一部について支援。 
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離島での 
実績 

H30 補正 

・佐渡島（新潟県佐渡市）〔交通サービスインバウンド対応支援事業〕 

R1 当初予算 

・中通島（長崎県上五島町）〔交通サービスインバウンド対応支援事業〕 

R1 予備費 

・日間賀島（愛知県知多郡南知多町）〔宿泊施設インバウンド対応支援事業〕 

R2 当初予算 

・利尻島（北海道利尻郡利尻町）〔宿泊施設インバウンド対応支援事業〕 

・佐渡島（新潟県佐渡市）〔宿泊施設インバウンド対応支援事業〕 

・白石島（岡山県笠岡市）〔宿泊施設インバウンド対応支援事業〕 

・壱岐島（長崎県壱岐市）〔宿泊施設インバウンド対応支援事業〕 

・似島（広島県広島市）〔交通サービスインバウンド対応支援事業〕 

R2 補正 

・種子島（鹿児島県西之表市）〔交通サービスインバウンド対応支援事業〕 

・屋久島（鹿児島県屋久島町）〔交通サービスインバウンド対応支援事業〕 

R3 当初予算 

・直島（香川県香川郡直島町）〔交通サービスインバウンド対応支援事業〕 

・佐渡島（新潟県佐渡市）〔宿泊施設インバウンド対応支援事業〕   

R3 補正 

・飛島（山形県酒田市）〔交通サービスインバウンド対応支援事業〕 など 

R4 補正                                    
・神津島（東京都神津島村）〔交通サービスインバウンド対応支援事業〕 

備 考  

担当部署 
  

(1)(2) 国土交通省 観光庁 外客受入担当参事官室        TEL: 03-5253-8972 

 (3)  国土交通省 観光庁 観光産業課             TEL：03-5253-8330 

 (4)  国土交通省 総合政策局 地域交通課           TEL：03-5253-8396 連絡先 

参照 HP  
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③
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No. ⑦-13 
 R６当初予算 

R５補正予算 
― 

事業名 地域通訳案内士制度 府省庁名 観光庁 

概 要 

各地域における通訳案内士の不足に対応を図る観点から、一定区域内において名称独占

資格を付与する地域通訳案内士制度を導入することにより、多様化する訪日外国人旅行

者の旅行ニーズへの対応を図っている。 

支援対象 地方公共団体 補助率 

       － 

（地域通訳案内士育成等計画の策定

に際してのアドバイス等の支援） 

対象事業 

地域通訳案内士制度を導入する地方公共団体に対して、地域通訳案内士育成等計画を

策定する際のアドバイスや、優良事例などの横展開などを行うなどの支援を行っている。 

平成 27 年度導入地域 

・山梨県、長野県、高山市、京都市、奈良県、島根県・鳥取県 

平成 28 年度導入地域 

・陸前高田市、佐渡市、東京都、金沢市、奄美群島 

平成 30 年度導入地域 

・広島県、香川県、富山県、杵築市、高知県、鹿児島県 

令和元年度導入地域 

・高島市、阿蘇地域、竹田市、中津市、山口県央都市圏域、北庄内地域 

令和２年度導入地域 

・長浜市、安曇野市、大山地域 

令和 4 年度 

・横手市、熊本市 

令和 6 年度 

・今治市 

支援内容 

地域通訳案内士制度を導入する地方公共団体に対して、地域通訳案内士育成等計画の策

定に際してのアドバイスや、優良事例の横展開など、地域ガイド（地域通訳案内士）の導

入・育成に関して積極的な支援を行う。 

離島での 
実績 

平成 28 年度に佐渡市（新潟県）及び奄美群島（鹿児島県）において、地域通訳案内士制

度を導入。 

備 考 ― 

担当部署 観光庁国際観光部国際観光課 

連絡先 TEL：03-5253-8324 

参照 HP http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/tsuyaku.html 
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６
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～
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～
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～
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～
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～
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～
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７
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～
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)

申
請
中
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No. ⑦-14  Ｒ６当初予算額 563 百万円の内数 

事業名 
地方部での滞在促進のための 

地域周遊観光促進事業 
府省庁名 観光庁 

概 要 

地方部での滞在時間や宿泊数の増加に資する取組をより一層推進していく必要があるこ

とから、持続可能なあり方で旅行者の地域周遊・長期滞在を促進するため、観光地域づく

り法人（DMO）が中心となり、地域が一体となって行う取組に対して総合的な支援を行う。 

支援対象 

登録 DMO が定めた事業計画に位置

づけられた事業の実施主体 

（登録 DMO、地方公共団体） 

補助率 
①：定額（上限 1,000 万円） 

②～⑤：事業費の 1/2 等 

対象事業 

① 調査・戦略策定  

② 滞在コンテンツの充実 

③ 受入環境整備 

④ 旅行商品流通環境整備 

⑤ 情報発信・プロモーション 

支援内容 

地方ブロック毎に開催される連絡調整会議における調整を行った、各観光地域づくり法

人策定の事業計画に位置づけられた外国人旅行者の誘客を目的とする、以下の取組を支

援。 

① データに基づき、旅行者に対し訴求力のある取組を実施するための調査・戦略策定 

② 地方部への誘客につながる地域独自の観光資源を活用した滞在コンテンツの造成 

③ HP 等で混雑状況の情報を提供するシステムや、観光地の案内アプリ等の受入環境整備 

④ 旅行商品の国内外 OTA への掲載、旅行会社との商談会等の旅行商品流通環境整備 

⑤ WEB・SNS を活用した情報発信・プロモーション 

離島での 
実績 

直島、小豆島において行う観光地域づくり法人等の取組を支援。 

備 考  

担当部署 国土交通省観光庁観光地域振興課広域連携推進室 

連絡先 TEL 03-5253-8327 

参照 HP － 
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課
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業
内
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ス
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ー
ム

事
業
イ
メ
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〇
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光
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本
計
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行
者

一
人

当
た

り
の

地
方

部
に

お
け

る
宿

泊
数

を
、

令
和

７
年

ま
で

に
2
泊

と
す

る
こ

と
を

目
標

と
し

て
い

る
。

（
令

和
元

年
1
.4

泊
）

〇
そ

の
達

成
に

向
け

て
、

地
方

部
で

の
滞

在
時

間
や

宿
泊

数
の

増
加

に
資

す
る

取
組

を
よ

り
一

層
推

進
し

て
い

く
必

要
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
大

阪
・

関
西

万
博

の
開

催
も

見
据

え
、

持
続

可
能

な
あ

り
方

で
旅

行
者

の
地

域
周

遊
・

長
期

滞
在

を
促

進
す

る
た

め
、

観
光

地
域

づ
く

り
法

人
（

D
M

O
）

が
中

心
と

な
り

、
地

域
が

一
体

と
な

っ
て

行
う

取
組

に
対

し
て

、
総

合
的

な
支

援
を

行
う

。

〇
旅

行
者

の
地

域
周

遊
・

長
期

滞
在

の
促

進
を

目
的

と
し

た
次

の
取

組
を

支
援

。

滞
在

コ
ン

テ
ン

ツ
の

造
成

デ
ー

タ
に

基
づ

き
、

旅
行

者
に

対
し

訴
求

力
の

あ
る

取
組

を
実

施
す

る
た

め
の

調
査

・
戦

略
策

定
を

支
援

。

事
業
計
画
に
基
づ
く具
体
的
取
組

②
滞
在
コン
テ
ン
ツの
充
実

③
受
入
環
境
整
備

④
旅
行
商
品
流
通
環
境
整
備

マ
ー

ケ
テ

ィ
ン

グ
調

査

①
調
査
・戦
略
策
定

⑤
情

報
発

信
・

プ
ロ

モ
ー

シ
ョ

ン

地
域

独
自

の
観

光
資

源
を

活
用

し
た

滞
在

コ
ン

テ
ン

ツ
の

造
成

を
支

援
。

二
次

交
通

情
報

の
検

索
シ

ス
テ

ム
や

観
光

地
の

案
内

ア
プ

リ
の

整
備

等
を

支
援

。

旅
行

商
品

の
国

内
外

O
T
A

※
へ

の
掲

載
、

旅
行

会
社

と
の

商
談

会
な

ど
を

支
援

。

W
E
B
・

S
N

S
を

活
用

し
た

エ
リ

ア
内

の
コ

ン
テ

ン
ツ

の
魅

力
等

に
関

す
る

効
果

的
な

情
報

発
信

を
支

援
。

S
N

S
を

活
用

し
た

魅
力

発
信

商
談

会
へ

の
参

加
観

光
地

の
案

内
ア

プ
リ

の
整

備

・
事

業
形

態
：

直
接

補
助

事
業

（
補

助
率

①
：

定
額

（
上

限
1
,0

0
0
万

円
）

②
～

⑤
：

事
業

費
の

1
/2

等
）

・
補

助
対

象
：

登
録

D
M

O
が

定
め

た
事

業
計

画
に

位
置

づ
け

ら
れ

た
事

業
の

実
施

主
体

（
登

録
D

M
O

、
地

方
公

共
団

体
）

・
事

業
期

間
：

平
成

３
０

年
度

～

※
O

T
A

：
O

n
lin

e
 T

ra
v
e
l 
A

g
e
n
tの

略
で

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

上
で

取
引

を
行

う
旅

行
会

社
の

こ
と

。

令
和

６
年

度
予

算
額

5
6
3
百

万
円

地
方
部
で
の

滞
在
日
数
の
増
加

訪
日
外
国
人
旅
行
者
の
増
加

地
方
部
へ
誘
客

①
調

査
・

戦
略

策
定

②
滞

在
コ

ン
テ

ン
ツ

の
充

実
③

受
入

環
境

整
備

④
旅

行
商

品
流

通
環

境
整

備
⑤

情
報

発
信

・
プ

ロ
モ

ー
シ

ョ
ン

支
援
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No. ⑦-15  
R6 当初予算額 

R5 補正予算額 

600 百万円 

- 

事業名 地域観光資源の多言語解説整備支援事業 府省庁名 観光庁 

概 要 

訪日外国人旅行者にとって分かりやすく、面的な観光ストーリーを伝える魅力的な解説文の

整備を促進するため、国が英語のネイティブ等専門人材のリスト化、派遣体制の構築を行い、

地域における観光資源の解説文の作成等を支援する。 

また、本事業で作成している英語解説文を元にした中国語及び韓国語解説文作成を支援する。 

支援対象 地域協議会等 補助率 
- 

(観光庁による調査事業) 

対象事業 

解説文作成に要する以下の事業 

○ 解説文作成に関わる専門人材（英語を母国語とするネイティブライター等）による現

地取材 

○ 現地取材によって得られた知見を踏まえ多言語解説文の執筆・校閲 

○ 自然や日本文化・歴史、観光といった分野に精通する専門家による監修 

○ 本事業で作成した英語解説文を元にした中国語・韓国語解説文の作成 

ただし看板設置やパンフレット作成など、作成した解説文の媒体化については支援の

対象外。 

支援内容 

地域協議会が行う解説文作成に必要な経費については、１地域あたり５００万円を目安

として、その金額内において解説文作成を支援する。（ただし、申請書類の内容により、

特に必要と判断される地域については、目安額の上乗せを行う場合がある。） 

※500 万円の支援額で作成できる解説文点数の目安は、1 点あたり 2５0 ワードの場合、

25 点程度。 

 （令和５年度実績） 

離島での 
実績 

平成 30 年度：隠岐島、五島列島、姫島、屋久島 

令和元年度：小笠原諸島、佐渡島、五島列島、竹富島、徳之島 他 

令和 2 年度：直島諸島、塩飽諸島、徳之島、屋久島 

令和 4 年度：西表島、壱岐、対馬、五島、屋久島 

令和５年度：佐渡島、壱岐、対馬、五島、屋久島 

備 考 ・本事業は、文化庁、環境省と連携して実施する。 

担当部署 観光庁 観光資源課 

連絡先 03-5253-8925 

参照 HP http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/multilingual-kaisetsu.html 
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お
問
い
合
わ
せ
先
：
観
光
庁
観
光
地
域
振
興
部
観
光
資
源
課
電
話
：
0
3-
52
53
-8
92
5

地
域
観
光
資
源
の
多
言
語
解
説
整
備
支
援
事
業

事
業
目
的
・
背
景
・
課
題

事
業
内
容

・
事
業
形
態
：
直
轄
事
業

・
請
負
先

：
国
→
民
間
事
業
者
→
地
域
協
議
会
等

・
事
業
期
間
：
平
成
3
0
年
度
～

事
業
ス
キ
ー
ム

平
成
3
0
年
度
か
ら
本
事
業
に
よ
り
、
2
5
の
世
界
遺
産
、
3
4
の
国
立
公
園
を
中
心
に
地
域
の
魅
力
を
伝
え
る
解
説
文
の
整
備
に
取
り
組
み
、

ノ
ウ
ハ
ウ
の
蓄
積
を
行
っ
て
き
た
。
し
か
し
世
界
遺
産
等
の
中
に
は
、
未
整
備
構
成
資
産
が
存
在
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
2
0
2
5
年
大
阪
・
関
西
万
博
に
向
け
て
、
文
化
観
光
資
源
の
魅
力
を
更
に
発
信
で
き
る
よ
う
解
説
文
整
備
を
加
速
さ
せ
る
。

①
自
治
体
を
通
じ
て
、
世
界
遺
産
等
に
お
け
る
未
整
備
構
成

資
産
や
周
辺
の
文
化
観
光
資
源
等
の
英
語
解
説
文
作
成
を

行
う
。

②
中
国
語
及
び
韓
国
語
解
説
文
の
作
成

１
：
中
国
語

２
：
韓
国
語

事
業
イ
メ
ー
ジ

現
地

取
材

（
ライ
ター
・

エ
デ
ィタ
ー
）

完 成完 成
執
筆

（
ライ
ター
）

編
集

(エ
デ
ィタ
ー
)

内
容

確
認

(地
域
協
議
会
・

内
容
監
修
者
)

ス
タ
イ
ル

チ
ェッ
ク

(ス
タイ
ル

チ
ェッ
カー
）

校
正

（
※
2）

英
語
ﾈｲ
ﾃｨ
ﾌﾞ

英
語
ﾈｲ
ﾃｨ
ﾌﾞ

英
語
ﾈｲ
ﾃｨ
ﾌﾞ

英
語
ﾈｲ
ﾃｨ
ﾌﾞ

（
※
1）

(※
1
)整
備
対
象
物
に
つ
い
て
の
専
門
的
視
点
か
ら

事
実
確
認
・
ア
ド
バ
イ
ス
を
実
施

(※
2
)文
章
が
所
定
の
文
体
等
に
沿
っ
て
い
る
こ
と

を
確
認

○
世
界
遺
産
に
お
け
る
未
整
備
構
成
資
産
の
状
況

明
治
日
本
の
産
業
革
命
遺
産

九
州
を
中
心
に
８
県
に
分
散
。
2
0
カ
所
の

う
ち
、
軍
艦
島
等
1
4
カ
所
が
未
整
備
。

古
都
京
都
の
文
化
財

仁
和
寺
な
ど
1
7
か
所
の
寺
社
と
城
郭
で
構
成

さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
金
閣
寺
・
延
暦
寺
等

1
0
カ
所
が
未
整
備
。

令
和
６
年
度
予
算
額

6
0
0
百
万
円
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No. ⑦-16  R6 予算額 990 百万円の内数 

事業名 
ＩＣＴ等を活用した観光地のインバウンド受入

環境整備の高度化 
府省庁名 観光庁 

概 要 
訪日外国人旅行者の周遊の促進・消費の拡大を図るため、受入環境整備の高度化を図る一体的

な整備や観光施設等の受入環境整備を支援する。 

支援対象 地方公共団体、DMO、民間事業者等 補助率 

(1) 1/2、1/3 

(2) 1/2 

(3) 1/2 

(4) 1/3 

対象事業 

(1)インバウンド受入環境整備高度化事業 

(2)観光振興のための無電柱化  

(3)先進的なサイクリング環境整備  

(4)歴史的観光資源の高質化 

支援内容 

(1) インバウンド受入環境整備高度化事業 
 観光地における多言語対応、無料 Wi-Fi の整備等の基本的な受入環境整備に加え、滞在時間
の延長・消費の拡大を図るために、賑わい拠点となる屋外広場の整備、近距離移動支援モビリ
ティの整備、点在する観光スポットへの周遊を促すための電動キックボード等の多様な移動
手段の整備等を支援する。 
 
(2)観光振興のための無電柱化 
 電線管理者が実施する無電柱化を支援する。 
 
(3)先進的なサイクリング環境整備 
 訪日外国人旅行者に対応した質の高いサイクリング環境の創出を図るため、官民が連携し
て実施する受入環境整備、情報発信等を支援する。 
 
(4)歴史的観光資源の高質化 
 歴史的なまちなみを阻害する建築物・空地等の美装化・緑化、除却及び伝統的な意匠形態を
有する新築建築物の外観修景を支援する。 

離島での 
実績 

(1)令和元年度 佐渡島（新潟県佐渡市）多言語翻訳システムの整備 

(1)令和元年度 田代島と網地島（宮城県石巻市）多言語観光案内標識の一体的整備 

(1)令和４年度 甑島（鹿児島県薩摩川内市） 

観光拠点情報・交流施設の整備・改良[みなとオアシス薩摩川内] 

(2)令和５年度 直島（香川県直島町）観光振興のための無電柱化 

備 考 

(1)地域要件 
訪日外国人旅行者の来訪が特に多い、又はその見込みがあるものとして観光庁が指定する市
区町村（「指定市区町村」）※調整中 
(3)先進的なサイクリング環境整備 
指定市区町村を通過するサイクリングルートを対象とする 

担当部署 (1)国土交通省 観光庁 外客受入担当参事官室 

(2)国土交通省 道路局 環境安全・防災課             

(3)国土交通省 道路局 参事官 （自転車活用推進）                                

(4)国土交通省 都市局 公園緑地・景観課景観・歴史文化環境整備室 

TEL：03-5253-8972 

TEL：03-5253-8495 

TEL：03-5253-8497 

TEL：03-5253-8954 連絡先 

参照 HP  
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観
光
ス
ポ
ット

観
光
ス
ポ
ット

観
光
ス
ポ
ット

商
店
街

飲
食
店

観
光
案
内
所

駅
道
の
駅

IC
T
等
を
活
用
し
た
観
光
地
の
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
受
入
環
境
整
備
の
高
度
化

事
業
目
的
・
背
景
・
課
題

事
業
内
容
・
イ
メ
ー
ジ

事
業
ス
キ
ー
ム

○
消
費
額
の
拡
大
や
地
方
誘
客
の
促
進
を
図
り
つ
つ
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
を
本
格
的
に
回
復
さ
せ
、
高
い
経
済
効
果
を
全
国
に
波
及
さ
せ
る
必
要
。

○
全
国
の
観
光
地
に
お
け
る
個
々
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
や
広
域
的
な
周
遊
に
係
る
一
体
的
な
環
境
整
備
の
取
組
等
を
支
援
す
る
。

①
事
業
形
態
：
直
接
補
助
事
業
、
補
助
率
：
1
/２
、
１
/3

補
助
対
象
事
業
者
：
地
方
公
共
団
体
、
D
M
O
、
民
間
事
業
者

等
②
事
業
形
態
：
間
接
補
助
事
業
（
国
→
地
方
公
共
団
体
→
電
線
管
理
者
）
、

国
は
補
助
対
象
経
費
の
1
/2
を
補
助
対
象
事
業
者
に
補
助

補
助
対
象
事
業
者
は
補
助
対
象
経
費
の
2
/3
を
間
接
補
助
対
象
事
業
者
に
補
助

③
事
業
形
態
：
直
接
補
助
事
業
、
補
助
率
：
1
/2
、
補
助
対
象
事
業
者
：
地
方
公
共
団
体
、
協
議
会

④
事
業
形
態
：
直
接
補
助
事
業
、
補
助
率
：
1
/3
、
補
助
対
象
事
業
者
：
地
方
公
共
団
体
、
民
間
事
業
者

①
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
受
入
環
境
整
備
高
度
化
事
業

訪
日
外
国
人
旅
行
者
の
周
遊
の
促
進
及
び
消
費
の
拡
大
を
図
る
た
め
、
受
入
環
境
整
備
の
高
度
化
を
図
る

一
体
的
な
整
備
や
観
光
施
設
等
の
受
入
環
境
整
備
を
支
援

建
築
物
・
空
地
等
の
美
装
化
・
緑
化
、

除
却
等

歴
史
的
な
町
並
み
の
景
観
に
配
慮
した
建
造
物

②
観
光
地
域
振
興
無
電
柱
化
推
進
事
業

観
光
に
お
け
る
地
域

振
興
に
向
け
た
無
電

柱
化
の
推
進
を
図
る

た
め
の
取
り
組
み
等

を
支
援

③
先
進
的
な
サ
イ
ク
リ
ン
グ
環
境
整
備
事
業

サ
イ
ク
ル
ツ
ー
リ
ズ
ム

を
推
進
す
る
た
め
、
訪

日
外
国
人
に
対
応
し
た

サ
イ
ク
リ
ン
グ
環
境
の

整
備
を
支
援

観
光
の
核
と
な
る
歴

史
的
建
造
物
を
含
め

た
歴
史
的
ま
ち
な
み

全
体
の
質
を
向
上
さ

せ
る
取
組
み
を
支
援

多
言
語
案
内
看
板

サ
イ
ク
ル
ラ
ッ
ク
の
設
置

■
走
行
環
境
整
備

■
受
入
環
境
整
備

■
魅
力
づ
く
り

■
情
報
発
信

■
多
言
語
化

■
無
料
公
衆
無
線
LA
N

■
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
環
境

■
ト
イ
レ
洋
式
化
・
高
機
能
化

■
手
ぶ
ら
観
光
カ
ウ
ン
タ
ー

【ス
ト
レ
ス
フリ
ー
な
旅
行
環
境
の
整
備
】 ■
段
差
の
解
消

■
子
連
れ
環
境
の
整
備

■
近
距
離
移
動
支
援
モ
ビ
リ
テ
ィ

【ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
対
応
】

■
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
環
境

■
IC
T
を
活
用
し
た
ゴ
ミ
箱

■
多
様
な
移
動
手
段

【新
た
な
ニ
ー
ズ
・新
技
術
の
活
用
】

【観
光
拠
点
の
整
備
・改
良
】

■
観
光
案
内
所
の
整
備

■
E
V
急
速
充
電
器

■
ナ
イ
ト
タ
イ
ム
エ
コ
ノ
ミ
ー

■
屋
外
広
場

【賑
わ
い
環
境
の
創
出
】

等
④
歴
史
的
観
光
資
源
高
質
化
支
援
事
業

お
問
い
合
わ
せ
先
：
観
光
庁
観
光
庁
外
客
受
入
参
事
官
室

電
話
：
0
3-
52
53
-8
11
1

事
業
期
間
：
①
令
和
４
年
度
～
、
②
・
④
令
和
元
年
度
～
、
③
令
和
２
年
度
～

令
和
６
年
度
予
算
額

9
9
0
百
万
円
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No. ⑧-1  
R6 当初予算 

R5 補正予算 

200 百万円 

2,300 百万円 

事業名 指定管理鳥獣捕獲等事業費 府省庁名 環境省 

概 要 
 都道府県等が指定管理鳥獣捕獲等事業に関する実施計画等を定めて、指定管理鳥獣捕

獲等事業を実施する取組等に対し、必要な経費を国が支援する。 

支援対象 
都道府県、協議会（※協議会は、

下記対象事業 1,3,4 に限る） 
補助率 １／２以内、定額等 

対象事業 

１．指定管理鳥獣捕獲等事業に係る実施計画策定等事業 

  捕獲事業の実施計画策定のための調査、計画検討や、事業評価のための調査、評価

に係る経費の補助 

２．指定管理鳥獣捕獲等事業 

  指定管理鳥獣（ニホンジカ、イノシシ）の捕獲及び処分に係る経費の補助 

３．効果的捕獲促進事業 

  効果的な捕獲モデルの技術開発の実証等経費の補助 

４．認定鳥獣捕獲等事業者等の育成 

  認定鳥獣捕獲等事業者等の育成のための講習会等経費の補助 

５．ジビエ利用拡大を考慮した狩猟者の育成 

狩猟者を対象とした食肉利用の衛生管理も含めた狩猟に必要な知識、技能等に関す

る講習会等経費の補助 

６．ジビエ利用拡大等のための狩猟捕獲支援 

①狩猟によるニホンジカ、イノシシの捕獲経費の補助（処理加工施設が受け入れた個 

体に限る。）及び処理加工施設において搬入した捕獲個体の食肉処理等を行うにあた

り発生した廃棄物処理等に係る経費の補助 

②狩猟によるニホンジカ、イノシシの捕獲経費の補助（都道府県が示した区域におい 

て捕獲した個体を適正に処分した個体に限る。）及び捕獲個体の適正な処分に要する 

経費の補助 

支援内容 

１．事業費 5,000 千円を上限とする定額補助（都道府県） 

事業費 10,000 千円を上限とする定額補助（協議会） 

（ただし、定額を超えた分は事業費の１／２以内） 

２．事業費の１／２以内 

（ただし、指定管理鳥獣に原子力災害対策特別措置法に基づく出荷制限がある県は、

解除されるまでの間、事業費の２／３以内、豚熱ウイルスが確認された都道府県に

あっては事業費の２／３以内（ただし、対象となる指定管理鳥獣はイノシシに限

る。）、ニホンジカの生息密度が 2 0 頭 / ㎢を超える高密度地域を捕獲実施区域

に含む都道府県にあっては ２／３以内（ただし、対象となる指定管理鳥獣はニホン
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ジカに限る。）） 

３．事業費 10,000 千円を上限とする定額補助 

４．事業費 2,000 千円を上限とする定額補助 

（ただし、定額を超えた分は事業費の１／２以内） 

５．事業費 2,000 千円を上限とする定額補助 

（ただし、定額を超えた分は事業費の１／２以内） 

６．①１頭当たり９千円を上限とする定額補助（ただし、ニホンジカの雌については１

頭当たり 10 千円を上限とする定額。シカ・イノシシ各２頭目から支払い）及 

び１処理加工施設当たり 2,000 千円を上限とする定額補助 

  ②１頭当たり８千円を上限とする定額補助（ただし、ニホンジカの雌については１

頭当たり９千円を上限とする定額、シカ、イノシシ各１頭目から支払い）及び捕獲

個体の処分に要する実費相当額を定額補助 

離島での 
実績 

香川県男木島ほか、長崎県対馬島、鹿児島県屋久島 

備 考  

担当部署 環境省 自然環境局 野生生物課 鳥獣保護管理室 

連絡先 TEL 03-5521-8285 

参照 HP http://www.env.go.jp/nature/choju/reinforce/index.html 
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お
問
合
せ
先
：

2
. 
事
業
内
容

3
. 
事
業
ス
キ
ー
ム

1
. 
事
業
目
的

■
実
施
期
間

■
事
業
形
態

4
. 

○
 実

施
計
画
の
策
定
、
生
息
状
況
調
査
等

 ○
 ニ

ホ
ン
ジ
カ
・
イ
ノ
シ
シ
の
捕
獲

  
  

⇒
ニ
ホ
ン
ジ
カ
捕
獲
支
援
の
強
化

○
 捕

獲
手
法
の
技
術
開
発
、
広
域
的
な
捕
獲
の
強
化

【
活
用
事
例
】

・
IC

Tを
活
用
し
た
わ
な
猟
の
検
証
、

   
・
都
道
府
県
と
市
町
村
と
の
連
携
に
よ
る
捕
獲
、

   
   

  ・
県
境
を
ま
た
ぐ
広
域
捕
獲
の
実
施

な
ど

○
 認

定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
等
の
育
成

○
 ジ

ビ
エ
利
用
拡
大
等
の
た
め
の
狩
猟
捕
獲
支
援

  
  

⇒
雌
ジ
カ
捕
獲
支
援
の
強
化

事
業
イ
メ
ー
ジ

都
道
府
県
等
が
計
画
に
基
づ
き
行
う
指
定
管
理
鳥
獣
（
ニ
ホ
ン
ジ
カ
、
イ
ノ
シ
シ
）
の
捕
獲
等
を
支
援
し
ま
す
。

【
令
和
６
年
度
予
算
額

 2
0
0
百
万
円
（

2
0
0
百
万
円
）
】

【
令
和
５
年
度
補
正
予
算
額

 2
,3

0
0
百
万
円
】

指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
費

ニ
ホ
ン
ジ
カ
・
イ
ノ
シ
シ
の
個
体
数
を
半
減
さ
せ
る
目
標
の
達
成
及
び
豚
熱
ウ
イ
ル
ス
の
拡
散
防
止
等
を
目
的
と
し
た
イ
ノ
シ
シ
の

捕
獲
強
化
に
向
け
て
、
都
道
府
県
等
が
行
う
ニ
ホ
ン
ジ
カ
・
イ
ノ
シ
シ
の
捕
獲
事
業
等
を
交
付
金
に
よ
り
支
援
す
る
。

ニ
ホ
ン
ジ
カ
・
イ
ノ
シ
シ
の
半
減
目
標
（
平
成

2
3
年
度
比
）
の
達
成
及
び
豚
熱
収
束

後
の
イ
ノ
シ
シ
の
個
体
数
の
増
加
を
防
ぐ
た
め
、
都
道
府
県
等
が
行
う
以
下
の
取
組
に

つ
い
て
交
付
金
に
よ
り
支
援
す
る
（
特
に
半
減
目
標
の
達
成
が
困
難
な
ニ
ホ
ン
ジ
カ
に

つ
い
て
更
な
る
捕
獲
体
制
強
化
が
必
要
）
。

①
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
に
係
る
実
施
計
画
策
定
、
生
息
状
況
調
査
等

②
指
定
管
理
鳥
獣
の
捕
獲
等
（
ニ
ホ
ン
ジ
カ
・
イ
ノ
シ
シ
）

③
効
果
的
な
捕
獲
の
促
進
（
捕
獲
手
法
の
技
術
開
発
・
市
町
村
連
携
に
よ
る
捕
獲

・
広
域
連
携
に
よ
る
捕
獲
）

④
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
等
の
育
成
（
捕
獲
技
術
向
上
の
た
め
の
研
修
会
等
）

⑤
ジ
ビ
エ
利
用
拡
大
を
考
慮
し
た
狩
猟
者
の
育
成
（
食
肉
衛
生
の
講
習
会
等
）

⑥
ジ
ビ
エ
利
用
拡
大
等
の
た
め
の
狩
猟
捕
獲
支
援
（
捕
獲
個
体
の
搬
入
へ
の
支
援
・

捕
獲
強
化
の
た
め
の
狩
猟
捕
獲
経
費
補
助
）

交
付
金
（
補
助
率
１
／
２
、
２
／
３
、
定
額
）

都
道
府
県
、
協
議
会

平
成

2
6
年
度
～
令
和

1
0
年
度
（
予
定
）

半
減
目
標
の
達
成

交 付 金 に よ る 支 援

都
道
府
県
等

国

環
境
省
自
然
環
境
局
野
生
生
物
課
鳥
獣
保
護
管
理
室

電
話
：

0
3

-5
5

2
1

-8
2

8
5

■
交
付
対
象

ニ
ホ
ン
ジ
カ
・
イ
ノ
シ
シ
の
捕
獲
促
進
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No. ⑧-2 
 R６当初予算 

R５補正予算 

1.7 億円 

35.25 億円 

事業名 海岸漂着物等地域対策推進事業 府省庁名 環境省 

概 要 

美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸

漂着物等の処理等の推進に関する法律（平成 21 年法律第 82 号）に基づき、地方公共団

体が実施する海洋ごみ（漂流・漂着・海底ごみ）の回収・処理事業等に対し、補助金を交

付するもの。 

支援対象 地方公共団体 補助率 

１／２（地域計画策定・改定に係る事業） 

７／１０（海洋ごみの回収・処理、発生抑

制対策に係る事業） 

※離島振興法の対象となる地域について

は、補助率を７／１０から９／１０に嵩

上げ 

対象事業 

① 地域計画の策定・改定等に係る事業 

地域計画の策定・改定に係る事業及び海洋ごみ対策の推進を図るために必要な連絡調整、

情報収集等の事業 

② 海洋ごみの回収・処理に係る事業 

海洋ごみの回収・処理に係る事業（民間団体等と連携・協力して実施する事業を含む。）

及び海洋ごみの回収・処理に係る調査研究の事業 

③ 海洋ごみの発生抑制対策に係る事業 

海洋ごみの発生の抑制に係る普及・啓発、調査・研究、関係者間の連携・協力等の事業

（民間団体等と連携・協力して実施する事業を含む。） 

支援内容 

①は、補助率１／２ 

②、③は補助率７／１０ ただし、離島振興法の対象となる地域については、補助率を

７／１０から９／１０に嵩上げ 

離島での 
実績 

長崎県対馬市、五島市、壱岐市など 

備 考  

担当部署 環境省水・大気環境局海洋環境課海洋プラスチック汚染対策室 

連絡先 ０３－５５２１－９０２５ 

参照 HP － 
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お
問
合
せ
先
：

2
. 
事
業
内
容

3
. 
事
業
ス
キ
ー
ム

1
. 
事
業
目
的

■
実
施
期
間

■
事
業
形
態

4
. 

海
岸
漂
着
物
等
地
域
対
策
推
進
事
業

事
業
イ
メ
ー
ジ

補
助
事
業

国
内
外
で
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
始
め
と
す
る
海
洋
ご
み
問
題
へ
の
対
策
の
た

め
、
海
岸
漂
着
物
処
理
推
進
法
第
2
9
条
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
や
市
町
村
等
が
実
施
す
る
海
洋
ご

み
に
関
す
る
地
域
計
画
の
策
定
、
海
洋
ご
み
等
の
回
収
・
処
理
、
発
生
抑
制
対
策
に
関
す
る
事
業
に

対
し
、
補
助
金
に
よ
る
支
援
を
実
施
す
る
。
補
助
率
は
、
地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
、
離
島
や
過
疎
、

半
島
地
域
等
に
お
い
て
嵩
上
げ
を
実
施
す
る
。

（
補
助
率
）

○
地
域
計
画
策
定
事
業
（
都
道
府
県
の
み
）

・
・
・
補
助
率

１
／
２

○
回
収
・
処
理
事
業
、
発
生
抑
制
対
策
事
業

・
・
・
補
助
率

９
／
１
０
～
７
／
１
０
、
定
額
※

北
朝
鮮
由
来
の
確
認
漂
着
木
造
船
に
つ
い
て
は
、
補
助
率
９
．
５
／
１
０
～
８
．
５
／
１
０

※
漁
業
者
等
が
行
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
り
回
収
さ
れ
た
海
底
・
漂
流
ご
み
の
処
理
を
行
う

場
合
は
1
0
百
万
円
を
上
限
と
す
る
補
助
。

近
年
、
海
洋
ご
み
に
よ
る
海
岸
機
能
の
低
下
や
環
境
・
景
観
の
悪
化
、
船
舶
航
行
の
妨
げ
等
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
都
道
府
県
や
市
町
村
等
が
実
施
す

る
海
洋
ご
み
対
策
へ
の
支
援
を
通
じ
て
海
洋
ご
み
の
削
減
を
図
り
、
も
っ
て
海
洋
環
境
保
全
に
資
す
る
。

【
令
和
6
年
度
予
算
額

1
7
0
百
万
円
（
1
7
0
百
万
円
）
】

【
令
和
5
年
度
補
正
予
算
額

3
,5
2
5
百
万
円

】

都
道
府
県
（
市
町
村
事
業
は
都
道
府
県
を
通
じ
た
間
接
補
助
事
業
）

平
成
２
７
年
度
～

環
境
省

水
・
大
気
環
境
局

海
洋
環
境
課

電
話
：

0
3

-5
5

2
1

-9
0

2
5

■
補
助
対
象

海
洋
ご
み
（
漂
流
・
漂
着
・
海
底
ご
み
）
の
回
収
・
処
理
や
発
生
抑
制
対
策
を
推
進
す
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
を
支
援
し
ま
す
。

環
境
省

漂
流
・
漂
着
・
海
底
ご
み
の

及
ぼ
す
様
々
な
影
響

海
洋
ご
み
の
回
収
処
理

事
業
等
の
推
進

補
助
金

都
道
府
県
、
市
町
村
な
ど
に
よ
る
回
収
処
理
事
業
等
の
実
施

事
業
計
画

事
業
実
績
報
告

重
機
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に

よ
る
海
洋
ご
み
の
回
収
処

理
活
動

全
国
の
漂
流
・
漂
着
・
海
底
ご
み
対
策
の
推
進
に
よ
り
、

海
洋
環
境
の
保
全
等
を
図
る
。

海
洋
環
境
、
沿
岸
居
住
環
境
、

観
光
・
漁
業
、
船
舶
航
行

293



0

海
岸
漂
着
物
地
域
対
策
推
進
事
業
の
補
助
率 海
岸
漂
着

物
等

確
認
漂
着

木
造
船
等

原
則
的
な
補
助
率

７
/1
0

8.
5/
10

・
過
疎
地
域
（
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
措
法
第
２
条
第
１
号
）

・
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
（
半
島
振
興
法
第
２
条
第
１
項
）

・
有
明
海
及
び
八
代
海
の
指
定
地
域
（
有
明
海
及
び
八
代
海
等

を
再
生
す
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
６
項
）

８
/1
0

９
/1
0

・
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
（
離
島
振
興
法
第
２
条
第
１
項
）

・
小
笠
原
諸
島
（
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
措
法
第
４
条
第
１
項
）

・
奄
美
群
島
（
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
第
１
条
）

・
沖
縄
県
の
区
域
（
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
）

９
/1
0

9.
5/
10

【
地
方
負
担
分
の
交
付
税
措
置
に
つ
い
て
】

地
方
負
担
分
の
８
割
を
特
別
交
付
税
に
よ
り
措
置
し
て
い
る
（
確
認
漂
着
木
造
船
等
の

回
収
・
処
理
の
場
合
は
、
８
割
で
は
な
く
1
0
割
）
。

※
「確
認
漂
着
木
造
船
等
」と
は
、朝
鮮
半
島
か
らの
も
の
と思
料
され
る
も
の
で
あ
る
と海
上
保
安
庁

が
確
認
した
も
の
を
指
す
。
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No. ⑧-3  
R６当初予算 

R５補正予算 

4,000 百万円の内数 

8,211 百万円の内数 

事業名 
民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス

強化促進事業 
府省庁名 環境省 

概 要 

離島は、地理的条件、需要規模等の各種要因より電力供給量に占める再生可能エネルギ

ーの割合が低く、本土と比較して、実質的な二酸化炭素排出係数が高い状況である。一

方で、太陽光発電設備等の再生可能エネルギーは変動性電源であり、電力供給量に占め

る割合を高めるにあたっては、調整力を強化していく必要がある。このような調整力の

強化にあたって、再生可能エネルギー設備や需要側設備を群単位で管理・制御技術の実

装を支援し、離島全体で再エネ自給率の向上を図る。 

支援対象 ・民間事業者・団体等 補助率 ➀３／４、②２／３ 

対象事業 

離島において、再生可能エネルギー設備や需要側設備を群単位で管理・制御することで

調整力を強化し、離島全体で電力供給量に占める再生可能エネルギーの割合を高め、二

酸化炭素排出量の削減を図る取り組みに対して、➀計画策定の支援を行う。または、②

再エネ設備、オフサイトから運転制御可能な需要側設備、蓄電システム、蓄熱槽、充放電

設備又は充電設備、一定要件を満たす車載型蓄電池＊、EMS、通信・遠隔制御機器、同期

発電設備、自営線、熱導管等の設備等導入支援を行う。 

＊通信・制御機器、充放電設備又は充電設備とセットで外部給電可能な EV に従来車から

買換えする場合に限る。（上限あり） 

支援内容 補助対象経費のうち➀計画策定３／４、②設備導入２／３を支援する。 

離島での 
実績 

令和５年度 ①０件 ②４件（うち前年度継続事業１件） 

備 考  

担当部署 地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 

連絡先 TEL：03-5521-8339 

参照 HP https://www.eta.or.jp/offering/2024/ritou/index.php#tab01 
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お
問
合
せ
先
：

2
. 
事
業
内
容

3
. 
事
業
ス
キ
ー
ム

1
. 
事
業
目
的

■
実
施
期
間

■
事
業
形
態

4
. 

（
１
）
ス
ト
レ
ー
ジ
パ
リ
テ
ィ
の
達
成
に
向
け
た
太
陽
光
発
電
設
備
等
の
価
格
低
減
促
進
事
業

（
２
）
新
た
な
手
法
に
よ
る
再
エ
ネ
導
入
・
価
格
低
減
促
進
事
業

（
３
）
再
エ
ネ
主
力
化
に
向
け
た
需
要
側
の
運
転
制
御
設
備
等
導
入
促
進
事
業

（
４
）
離
島
等
に
お
け
る
再
エ
ネ
主
力
化
に
向
け
た
設
備
導
入
等
支
援
事
業

（
５
）
平
時
の
省

C
O

2
と
災
害
時
避
難
施
設
を
両
立
す
る
新
手
法
に
よ
る
建
物
間
融
通
モ
デ
ル
創
出
事
業

（
６
）
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
の
ゼ
ロ
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
化
・
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
強
化
促
進
事
業

（
７
）
公
共
施
設
の
設
備
制
御
に
よ
る
地
域
内
再
エ
ネ
活
用
モ
デ
ル
構
築
事
業

民
間
企
業
等
に
よ
る
再
エ
ネ
主
力
化
・
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
強
化
促
進
事
業

（
一
部

総
務
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省

連
携
事
業
）

事
業
イ
メ
ー
ジ

間
接
補
助
事
業
／
委
託
事
業
（
メ
ニ
ュ
ー
別
ス
ラ
イ
ド
を
参
照
）

•
オ
ン
サ
イ
ト

P
P
A
等
に
よ
る
自
家
消
費
型
の
太
陽
光
発
電
設
備
や
蓄
電
池
の
導
入
・
価
格
低
減
を
進
め
、
ス
ト
レ
ー
ジ
パ
リ
テ
ィ
の
達
成
を
目
指
す
。

•
新
た
な
手
法
に
よ
る
再
エ
ネ
導
入
・
価
格
低
減
に
よ
り
、
地
域
の
再
エ
ネ
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
の
有
効
活
用
を
図
る
。

•
デ
マ
ン
ド
・
サ
イ
ド
・
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
（
需
要
側
需
給
調
整
力
）
の
確
保
に
よ
り
、
変
動
性
再
エ
ネ
に
対
す
る
柔
軟
性
を
確
保
す
る
。

民
間
企
業
等
に
よ
る
自
家
消
費
型
・
地
産
地
消
型
の
再
エ
ネ
導
入
を
促
進
し
、
再
エ
ネ
主
力
化
と
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
強
化
を
図
り
ま
す
。

民
間
事
業
者
・
団
体
等

メ
ニ
ュ
ー
別
ス
ラ
イ
ド
を
参
照

環
境
省
地
球
環
境
局
地
球
温
暖
化
対
策
課
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
室

電
話
：

0
5

7
0

-0
2

8
-3

4
1

■
委
託
・
補
助
先

＊
E
V
・
P
H
V
に
つ
い
て
は
、
（
１
）
（
２
）
（
３
）
（
４
）
（
５
）
（
７
）
の
メ
ニ
ュ
ー
に
お
い
て
、
通
信
・
制
御

機
器
、
充
放
電
設
備
又
は
充
電
設
備
と
セ
ッ
ト
で
外
部
給
電
可
能
な
E
V
・
P
H
V
に
従
来
車
か
ら
買
換
え
す
る
場
合
に

限
り
、
蓄
電
容
量
の
1
/2
(電

気
事
業
法
上
の
離
島
は
2
/3
)×
4
万
円
/k
W
h
補
助
す
る
。
（
上
限
あ
り
）

（
1
）
オ
ン
サ
イ
ト

P
P

A
に
よ
る
自
家
消
費
型
太
陽
光
・
蓄
電
池
導
入

需
要
家
（
企
業
等
）

発
電
事
業
者

太
陽
光
パ
ネ
ル
等

設
置
・
運
用
・
保
守

電
気
利
用
料

【
令
和
６
年
度
予
算
（
案
）

4
,0

0
0
百
万
円
（

4
,2

6
0
百
万
円
）
】

【
令
和
５
年
度
補
正
予
算
額

 
 8

,2
1
1
百
万
円

】

＊
ス
ト
レ
ー
ジ
パ
リ
テ
ィ
と
は
太
陽
光
発
電
設
備
の
導
入
に
際
し
て
、
蓄
電
池
を
導
入
し
な
い
よ
り
も
蓄
電
池
を

導
入
し
た
方
が
経
済
的
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
状
態
の
こ
と

営
農
型
太
陽
光
（
ソ
ー
ラ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
）

た
め
池
太
陽
光

（
2
）
新
た
な
手
法
に
よ
る
再
エ
ネ
導
入

297



お
問
合
せ
先
：

2
. 
事
業
内
容

3
. 
事
業
ス
キ
ー
ム

1
. 
事
業
目
的

■
実
施
期
間

■
事
業
形
態

4
. 

民
間
企
業
等
に
よ
る
再
エ
ネ
主
力
化
・
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
強
化
促
進
事
業
の
う
ち
、

(４
) 
離
島
等
に
お
け
る
再
エ
ネ
主
力
化
に
向
け
た
設
備
導
入
等
支
援
事
業

 （
１

/
２
）

事
業
イ
メ
ー
ジ

間
接
補
助
事
業
（
計
画
策
定
：
３
／
４
（
上
限

1
,0

0
0
万
円
）
、
設
備
等
導
入
：
２
／
３
）

①
運
転
制
御
設
備
導
入
支
援
事
業

離
島
は
、
地
理
的
条
件
、
需
要
規
模
等
の
各
種
要
因
よ
り
電
力
供
給
量
に
占
め
る
再
エ

ネ
の
割
合
が
低
く
、
本
土
と
比
較
し
て
、
実
質
的
な

C
O

2
排
出
係
数
が
高
い
。
一
方
で
、

太
陽
光
や
風
力
等
の
再
エ
ネ
は
変
動
性
電
源
で
あ
り
、
電
力
供
給
量
に
占
め
る
割
合
を
高

め
る
た
め
に
は
、
調
整
力
を
強
化
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
調
整
力
の
強
化

に
は
、
再
エ
ネ
設
備
や
需
要
側
設
備
を
群
単
位
で
管
理
・
制
御
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
離
島
に
お
い
て
、
再
エ
ネ
設
備
や
需
要
側
設
備
を
群
単
位
で
管
理
・
制
御
す

る
こ
と
で
調
整
力
を
強
化
し
、
離
島
全
体
で
電
力
供
給
量
に
占
め
る
再
エ
ネ
の
割
合
を
高

め
、

C
O

2
削
減
を
図
る
取
組
に
対
し
て
、
計
画
策
定
の
支
援
や
、
再
エ
ネ
設
備
、
オ
フ
サ

イ
ト
か
ら
運
転
制
御
可
能
な
需
要
側
設
備
、
蓄
電
シ
ス
テ
ム
、
蓄
熱
槽
、
充
放
電
設
備
又

は
充
電
設
備
、
車
載
型
蓄
電
池
、

E
M

S
、
通
信
・
遠
隔
制
御
機
器
、
同
期
発
電
設
備
、
自

営
線
、
熱
導
管
等
の
設
備
等
導
入
支
援
を
行
う
。

•
離
島
に
お
い
て
、
太
陽
光
発
電
を
は
じ
め
と
し
た
再
エ
ネ
設
備
や
需
要
側
設
備
の
群
単
位
の
管
理
・
制
御
技
術
を
社
会
実
装
し
な
が
ら
、

離
島
全
体
で
の
再
エ
ネ
自
給
率
の
向
上
を
図
る
。

再
エ
ネ
設
備
等
の
群
単
位
で
の
制
御
や
社
会
的
受
容
性
の
高
い
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
構
築
に
よ
り
、
離
島
等
に
お
け
る
再
エ
ネ
主
力
化
を
目
指
し
ま
す
。

民
間
事
業
者
・
団
体
等

令
和
３
年
度
～
令
和
７
年
度

環
境
省

 地
球
環
境
局

 地
球
温
暖
化
対
策
課

 地
球
温
暖
化
対
策
事
業
室

電
話
：

0
5

7
0

-0
2

8
-3

4
1

■
補
助
対
象

離
島
全
体
で
の
調
整
力
の
強
化
に
よ
る
、

再
エ
ネ
自
給
率
の
向
上

通
信
・
制
御

再
エ
ネ
設
備
等

需
要
側
設
備
等

エ
ネ
ル
ギ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
（
EM

S）
（
遠
隔
に
て
群
単
位
で
管
理
・
制
御
）

通
信
・
制
御

群
単
位
で
制
御
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No. ⑧-4  Ｒ６予算額 200 百万円の内数 

事業名 災害等廃棄物処理事業 府省庁名 環境省 

概 要 

市町村（一部事務組合、広域連合、特別区を含む。）が行う、災害その他の事由のために

実施した生活環境保全上、特に必要とされる廃棄物の収集、運搬及び処分に係る事業に

要する費用に対する補助 

支援対象 
市町村（一部事務組合、広域連合、

特別区を含む） 
補助率 １／２ 

対象事業 海岸保全区域外の海岸に大量に漂着した廃棄物（漂着ごみ）の収集、運搬及び処分事業 

支援内容 補助対象事業費に対して、１／２補助 

離島での 
実績 

H20 年度 対馬市 

備 考  

担当部署 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課 

連絡先 03-3581-3351（代表） 

参照 HP 
https://www.env.go.jp/content/000087678.pdf 

環境省 HP 災害関係業務事務処理マニュアル 52 頁～56 頁 
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お
問
合
せ
先
：

2
. 
事
業
内
容

3
. 
事
業
ス
キ
ー
ム

1
. 
事
業
目
的

■
実
施
期
間

■
事
業
形
態

4
. 

災
害
等
廃
棄
物
処
理
事
業
費
補
助
金

補
助
対
象

直
接
補
助
事
業
（
補
助
率
１
／
２
）

（
１
）
ご
み
処
理

市
町
村
（
一
部
事
務
組
合
、
広
域
連
合
を
含
む
。
）
が
行
う
、
災
害
そ
の
他
の
事

由
の
た
め
に
実
施
し
た
生
活
環
境
保
全
上
、
特
に
必
要
と
さ
れ
る
廃
棄
物
の
収
集
、

運
搬
及
び
処
分
に
係
る
事
業
に
要
す
る
費
用
に
対
す
る
補
助
。

（
２
）
し
尿
処
理

市
町
村
（
一
部
事
務
組
合
、
広
域
連
合
を
含
む
。
）
が
行
う
、
特
に
必
要
と
認
め

た
仮
設
便
所
、
集
団
避
難
所
等
に
よ
り
排
出
さ
れ
た
し
尿
の
収
集
、
運
搬
及
び
処
理

に
係
る
事
業
（
災
害
救
助
法
に
基
づ
く
避
難
所
の
開
設
期
間
内
の
も
の
に
限
る
。
）

に
要
す
る
費
用
に
対
す
る
補
助
。

災
害
（
降
雨
、
暴
風
、
高
潮
、
地
震
そ
の
他
の
異
常
な
自
然
現
象
に
よ
り
生
ず
る
災
害
）
及
び
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
特
に
必
要
と
な
っ
た

廃
棄
物
の
安
全
か
つ
適
正
な
処
理
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
住
民
の
生
活
環
境
の
保
全
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

災
害
廃
棄
物
の
適
正
か
つ
円
滑
・
迅
速
な
処
理
を
支
援
し
ま
す
。

【
令
和
６
年
度
予
算
額

2
0
0
百
万
円
（
2
0
0
百
万
円
）
】

市
町
村
等

昭
和
４
９
年
度
～

環
境
省

環
境
再
生
・
資
源
循
環
局

廃
棄
物
適
正
処
理
推
進
課

0
3

-5
5

2
1

-8
3

3
7

■
補
助
対
象

③
仮
設
ト
イ
レ
の
し
尿

収
集
・
運
搬
及
び
処
分

①
片
付
け
ご
み
の
収
集

・
運
搬
及
び
処
分

②
損
壊
し
た
家
屋
等
の
解
体
、

が
れ
き
の
収
集
・
運
搬
及
び
処
分
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No. ⑧-5  
R６当初予算 

R５補正予算 

2.5 億円 

― 

事業名 
国立公園等民間活用特定自然環境保全活動 

（グリーンワーカー）事業 
府省庁名 環境省 

概 要 
地域の自然状況を熟知した地元の民間事業者等を活用し、官民一体となり自然環境保全

活動を実施 

支援対象 
― 

（請負事業として実施） 
補助率 ― 

対象事業 

①生物の多様性の確保に関する業務 

（盗採・密猟・踏み荒らし等の監視、利用指導、希少な野生動植物の生息・生育環境の維

持回復活動、外来種の駆除等） 

②環境美化業務等 

（山岳地・湖沼・海底等の清掃困難地の清掃、広範囲にわたる一斉清掃等） 

③施設の維持・管理業務等 

（登山ルートにかかる歩道、標識等の簡易な施設の補修、草刈り等） 

④景観維持業務等 

（雑木林や草原景観等の維持活動等） 

⑤対象地区に関する調査業務等 

（動植物の生息・生育状況調査、山火事等による自然の被害の調査、利用状況調査等） 

⑥国指定鳥獣保護区における管理員要領に定める業務 

⑦その他対象地区の保全・管理に関する業務 

支援内容 国立公園等において上記事業を地元民間事業者等を活用しながら実施 

離島での 
実績 

令和５年度 礼文島（北海道）、対馬島（長崎県）など 

備 考  

担当部署 環境省自然環境局国立公園課 

連絡先 ０３―５５２１－８２７８ 

参照 HP  
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お
問

合
せ

先
：

2
. 

事
業

内
容

3
. 

事
業

ス
キ

ー
ム

1
. 

事
業

目
的

■
実
施
期
間

■
事
業
形
態

4
. 

国
立

公
園

等
管

理
等

事
業

費
（

1
1

）
国

立
公

園
等

民
間

活
用

特
定

自
然

環
境

保
全

活
動

（
グ

リ
ー

ン
ワ

ー
カ

ー
）

事
業

費
（

地
方

予
算

）

①
自
然
公
園
法
の
改
正
等
を
踏
ま
え
、
民
間
事
業
者
の
知
見
を
活
用
し
た
国
立
公
園
等
の
保
全
管
理
の
充
実
を
図
る

②
観
光
立
国
・
良
好
な
景
観
の
形
成
の
実
現
を
図
る

③
生
物
多
様
性
の
保
全
を
図
る

④
保
全
管
理
の
充
実
を
通
じ
た
雇
用
の
維
持
・
確
保
や
民
間
主
体
の
公
園
管
理
体
制
に
よ
り
地
域
の
活
性
化
に
寄
与
す
る

国
立

公
園

等
に

お
い

て
、

官
民

一
体

に
よ

る
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

迅
速

で
き

め
細

か
な

自
然

環
境

保
全

活
動

を
推

進
し

ま
す

。

【
令
和
６
年
度
予
算
額

2
5
1
百
万
円
（
2
5
1
百
万
円
）
】

＜
背
景
＞

○
自
然
環
境
保
全
に
対
す
る
地
域
か
ら
の
要
請

○
生
物
多
様
性
保
全
に
関
す
る
社
会
的
要
請

○
公
園
管
理
体
制
の
さ
ら
な
る
充
実
を
促
進
す
る
必
要
性

国
立
公
園
等
に
お
い
て
、
地
域
の
自
然
状
況
を
熟
知
し
た
地
元
の
民
間
事
業
者
等
を
活
用

し
、
官
民
一
体
と
な
り
自
然
環
境
保
全
活
動
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
公
園
管
理
団
体
な
ど

民
間
主
体
に
よ
る
管
理
保
全
体
制
を
充
実

生
態
系
の
維
持
回
復
の
た
め
の
総
合
的
な
取
組
を
実
践

⇒
全
国
の
国
立
公
園
等
に
お
け
る
登
山
道
の
補
修
、
環
境
美
化
、
登
山
マ
ナ
ー
の
向
上

⇒
生
物
多
様
性
保
全
、
国
立
公
園
等
の
管
理
体
制
充
実
や
利
用
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

⇒
公
園
関
係
民
間
事
業
者
等
の
一
層
積
極
的
な
活
用
に
よ
る
雇
用
の
創
出
に
貢
献

環
境

省
自

然
環

境
局

国
立

公
園

課
電

話
0

3
-5

5
2

1
-8

2
7

8

請
負
事
業

民
間
事
業
者
・
団
体
／
公
園
管
理
団
体
／
非
営
利
団
体

平
成
1
3
年
度
～

事
業
概
要
と
効
果

■
請
負
先

事
業

イ
メ

ー
ジ

○
実
施
形
態 国

民
間
団
体
等

請
負

結
果
の
報
告

【
重
点
課
題
】

１
野
生
生
物
の
保
護
や

外
来
種
の
駆
除

２
地
域
景
観
の
保
全

３
登
山
道
の
維
持
・
補
修

【
実
施
予
定
箇
所
】

中
部
山
岳
国
立
公
園
、
奄
美
群
島

国
立
公
園
、
西
表
石
垣
国
立
公
園

な
ど
全
国
百
数
箇
所
で
事
業
を
実
施

具 体 的 な 活 動 例

登
山
道
の
維
持
・
補
修

外
来
種
の
駆
除

地
域
景
観
の
保
全

公
園
内
の
清
掃

303



    

No. ⑧-6  R６予算額 ２０百万円 

事業名 
生物多様性保全推進交付金 

（エコツーリズム地域活性化支援事業） 
府省庁名 環境省 

概 要 

 エコツーリズムとは、「観光旅行者が自然観光資源について知識を有する者から案内又

は助言を受け、当該自然観光資源の保護に配慮しつつ当該自然観光資源とふれあい、こ

れに関する知識及び理解を深めるための活動」です。自然観光資源の特色を生かしたエ

コツーリズム（ジオツーリズムを含む）は地域を元気にし、活性化させる効果的な取組

です。 

この事業では、地域協議会の現状を踏まえ、エコツーリズム推進全体構想の作成、地

域協議会のエコツーリズムに関するルールやプログラムづくり、人材育成などの活動経

費の一部を国が助成し、エコツーリズムの普及・定着・推進を図るとともに、自然観光資

源を持続的に活用することにより、魅力的な地域づくりを支援します。 

支援対象 

市町村を含む地域の多様な主体で

構成される地域協議会（以下、協議

会という条件あり。） 

補助率 １／２（500 万限度額） 

対象事業 

市町村の多様な主体で構成される協議会を事業の実施者とし、これが主体的に行う地域

のエコツーリズム推進活動に対し、必要な経費の一部を国が交付することにより、エコ

ツーリズムを活用した地域づくりを推進し、地域の魅力向上及びその活性化に寄与しま

す。 

支援内容 

エコツーリズムを推進する活動で、以下に該当するもの（施設整備は対象外） 

ア．エコツーリズム推進全体構想の作成、変更とそれらに係る準備 

イ．エコツーリズムの推進体制の整備・強化 

ウ．資源調査 

エ．ルールづくり 

オ．人材育成 

カ．ツアープログラムの企画・立案及びモニターツアーの実施 

キ．モニタリング及び評価方法の作成 

ク．エコツーリズム推進マニュアルの作成、インタープリテーション計画 

ケ．広報 

離島での 
実績 

（令和５年度）神津島エコツーリズム推進協議会、屋久島町エコツーリズム推進協議会 

備 考 環境省ＨＰにて公募 

担当部署 環境省 自然環境局国立公園課国立公園利用推進室 

連絡先 ０３－５５２１－８２７１ 

参照 HP https://www.env.go.jp/nature/ecotourism/try-ecotourism/env/chiiki_shien/koufu/index.html 
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お
問
合
せ
先
：

2
. 
事
業
内
容

3
. 
事
業
ス
キ
ー
ム

1
. 
事
業
目
的

■
実
施
期
間

■
事
業
形
態

4
. 

国
立
公
園
等
利
用
等
推
進
事
業
費
の
う
ち

(4
)エ

コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
通
じ
た
地
域
の
魅
力
向
上
事
業

事
業
イ
メ
ー
ジ

交
付
金

・
国
立
公
園
等
に
お
い
て
は
、
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
基
盤
と
な
る
地
域
の
自
然
資
源
を
持

続
的
な
形
で
活
用
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
「
自
然
環
境
の
保
全
」
「
観
光

振
興
」
「
地
域
振
興
」
「
環
境
教
育
」
と
い
う
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
法
の
４
つ
の

基
本
理
念
を
実
現
し
て
い
く
た
め
の
体
制
・
ル
ー
ル
に
基
づ
く
取
組
が
必
要
。

・
国
立
公
園
等
に
お
い
て
、
地
域
の
自
然
資
源
を
活
用
し
た
地
域
振
興
に
取
り
組
む

エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
協
議
会
等
に
対
し
て
、
推
進
体
制
の
強
化
、
資
源
調
査
、
エ

コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
全
体
構
想
の
作
成
、
ル
ー
ル
づ
く
り
、
人
材
育
成
、
ツ
ア
ー
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
企
画
・
立
案
、
モ
ニ
タ
ー
ツ
ア
ー
の
実
施
等
に
要
す
る
経
費
の
１
／
２

を
交
付
金
で
支
援
す
る
。

国
立
公
園
等
に
お
い
て
地
域
の
自
然
資
源
を
持
続
的
に
活
用
す
る
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
取
組
や
魅
力
的
な
地
域
づ
く
り
を
推
進
し
、
地
域
活

性
化
を
図
る
。

地
域
主
体
で
取
り
組
む
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
取
組
を
支
援
し
、
持
続
的
か
つ
魅
力
的
な
地
域
作
り
を
推
進
し
ま
す
。

【
令
和
6
年
度
予
算
額
2
0
百
万
円
（
2
0
百
万
円
）
】

地
域
協
議
会

平
成
2
3
年
度
～

環
境
省
自
然
環
境
局
国
立
公
園
課
国
立
公
園
利
用
推
進
室

電
話
：

0
3

-5
5

2
1

-8
2

7
1

■
交
付
対
象

エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
地
域
活
性
化
支
援
事
業

(交
付
金

)に
よ
る
支
援

エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
協
議
会
等
に
対
し
て
、
推
進
体
制
の
強

化
、
資
源
調
査
、
ル
ー
ル
づ
く
り
等
に
要
す
る
経
費
の
１
／
２
を

支
援
す
る
。

・
魅
力
的
な
ツ
ア
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
づ
く
り

（
安
全
管
理
、
環
境
へ
の
配
慮
含
む
）

・
体
制
の
強
化
、
資
源
調
査

・
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
全
体
構
想
の
作
成

・
ル
ー
ル
作
り
（
地
域
の
合
意
形
成
）

・
ガ
イ
ド
等
の
人
材
育
成
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No. ⑧-7  R６当初予算 1,495 百万円の内数 

事業名 地域の公共交通×脱炭素化移行促進事業 府省庁名 環境省 

概 要 

「グリーンスローモビリティの導入調査・促進事業」において、住宅地、観光地、離島に

おける交通の脱炭素化と公共交通空白地等の地域課題の解決に資するグリーンスローモ

ビリティ（時速 20km 未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さな移動サー

ビス）の導入に関する支援を実施。 

支援対象 地方公共団体、民間事業者等 補助率 1/2 

対象事業 

（１）グリーンスローモビリティの導入調査・促進事業 

地域課題の解決と交通の脱炭素化の同時解決を目指したグリーンスローモビリティの車

両等の導入に対し、支援を行う。 

支援内容 補助率１／２ 

離島での 
実績 

- 

備 考  

担当部署 環境省 水・大気環境局 モビリティ環境対策課 脱炭素モビリティ事業室 

連絡先 03-5521-8301 

参照 HP  
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お
問
合
せ
先
：

2
. 
事
業
内
容

3
. 
事
業
ス
キ
ー
ム

1
. 
事
業
目
的

■
実
施
期
間

■
事
業
形
態

4
. 

【
令
和
６
年
度
予
算
額

1
,4

9
5
百
万
円
（

2
,1

8
8
百
万
円
）
】

地
域
の
公
共
交
通
×
脱
炭
素
化
移
行
促
進
事
業
（
国
土
交
通
省
連
携
事
業
）

事
業
イ
メ
ー
ジ

（
１
）
委
託
事
業
／
間
接
補
助
事
業
（
1
/2
※
上
限
あ
り
）

（
２
）
補
助
事
業
（
1
/2
,1
/3
,1
/4
※
一
部
上
限
あ
り
）

（
１
）
グ
リ
ー
ン
ス
ロ
ー
モ
ビ
リ
テ
ィ
の
導
入
調
査
・
促
進
事
業
（
委
託
／
補
助
）

・
地
域
課
題
の
解
決
と
交
通
の
脱
炭
素
化
の
同
時
実
現
を
目
指
し
た
グ
リ
ー
ン
ス
ロ
ー
モ
ビ

リ
テ
ィ
の
導
入
に
係
る
調
査
検
討
及
び
、
グ
リ
ー
ン
ス
ロ
ー
モ
ビ
リ
テ
ィ
の
車
両
等
の
導

入
支
援
を
行
う
。

（
２
）
交
通
シ
ス
テ
ム
の
省

C
O

2
化
に
向
け
た
設
備
整
備
事
業
（
補
助
）

・
マ
イ
カ
ー
へ
の
依
存
度
が
高
い
地
方
都
市
部
を
中
心
に
､
C
O

2
排
出
量
の
少
な
い
公
共
交

通
へ
の
シ
フ
ト
を
促
進
す
る
た
め
､
L
R
T
及
び

B
R
T
の
車
両
等
の
導
入
支
援
を
行
う
。

な
お
、

B
R
T
に
つ
い
て
は
継
続
事
業
の
み
支
援
す
る
。

・
鉄
道
事
業
に
お
け
る
省

C
O

2
化
を
促
進
す
る
た
め
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
効
率
的
に
使
用
す

る
た
め
の
先
進
的
な
省
エ
ネ
設
備
・
機
器
（
回
生
車
両
）
の
導
入
を
支
援
す
る
。

•
グ
リ
ー
ン
ス
ロ
ー
モ
ビ
リ
テ
ィ
や

L
R
T
・

B
R
T
、
省
エ
ネ
鉄
道
車
両
等
を
地
域
の
公
共
交
通
へ
導
入
す
る
と
と
も
に
、
利
用
す
る
エ
ネ

ル
ギ
ー
と
し
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
積
極
利
用
を
促
す
こ
と
で
、

2
0
5
0
年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
に
資
す
る
地
域
の
脱
炭
素

交
通
モ
デ
ル
を
構
築
す
る
。

新
た
な
地
域
モ
ビ
リ
テ
ィ
（
グ
リ
ー
ン
ス
ロ
ー
モ
ビ
リ
テ
ィ
、

L
R

T
・

B
R

T
等
）
の
導
入
を
促
進
し
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
積
極

的
に
組
合
わ
せ
る
こ
と
で
脱
炭
素
化
さ
れ
た
地
域
の
公
共
交
通
の
構
築
を
支
援
し
ま
す
。

民
間
事
業
者
・
団
体
、
地
方
公
共
団
体
等

令
和
元
年
度
～
令
和

9
年
度

水
・
大
気
環
境
局

モ
ビ
リ
テ
ィ
環
境
対
策
課

脱
炭
素
モ
ビ
リ
テ
ィ
事
業
室

0
3

-5
5

2
1

-8
3

0
1

■
委
託
先
及
び
補
助
対
象

グ
リ
ー
ン
ス
ロ
ー
モ
ビ
リ
テ
ィ

時
速

2
0
k
m
未
満
で
公
道
を
走

る
こ
と
が
で
き
る
電
動
車
を
活

用
し
た
小
さ
な
移
動
サ
ー
ビ
ス

【
設
備
整
備
事
業
】

鉄
道
事
業
の
省

C
O

2
化

L
R

T

L
ig

h
t 

R
a
il
 T

ra
n
si

tの
略

【
設
備
整
備
事
業
】

【
導
入
調
査
・
導
入
支
援
事
業
】

再
エ
ネ
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No. ⑧-8  R６当初予算 4,783 百万円 

事業名 
脱炭素社会構築に向けた再エネ等由来水素活用

推進事業 
府省庁名 環境省 

概 要 

地域の再生可能エネルギーや未利用エネルギーから水素を「つくり」「ため・はこび」

「つかう」まで一貫した脱炭素な地域水素サプライチェーンの構築を推進するとともに、

既存インフラを活用したモデル構築、自立・分散型エネルギーシステム構築の支援等を

行う。 

再エネ由来電力を活用した水素ステーションの保守点検等を支援する。 

支援対象 地方公共団体、民間事業者・団体等 補助率 １／２、２／３ 

対象事業 

（１）脱炭素な地域水素サプライチェーン構築事業のうち 

③再エネ由来等水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム等構築事業 

脱炭素社会構築に向け、防災価値を有する、再エネ等由来水素を活用した自立・分

散型エネルギーシステム構築支援や、水素の需要拡大につながる設備導入支援を行う。 

（２）水素活用による運輸部門等の脱炭素化支援事業のうち 

①地域再エネ水素ステーション保守点検等支援事業 

燃料電池車両等の活用促進に向け、再エネ由来電力による水素ステーションの保 

守点検や設備の高効率化改修を支援する。 

支援内容 

（１）③：補助率２／３（中小企業及び政令指定都市以外の市町村）、１／２（中小企業

以外の企業、都道府県、政令指定都市又は特別区等） 

（２）①補助率２／３など 

離島での 
実績 

― 

備 考 ― 

担当部署 地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 

連絡先 TEL: 03-5521-8339 

参照 HP  
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お
問
合
せ
先
：

2
. 
事
業
内
容

3
. 
事
業
ス
キ
ー
ム

1
. 
事
業
目
的

■
実
施
期
間

■
事
業
形
態

4
. 

脱
炭
素
社
会
構
築
に
向
け
た
再
エ
ネ
等
由
来
水
素
活
用
推
進
事
業
（
一
部
経
済
産
業
省
連
携
事
業
）

事
業
イ
メ
ー
ジ

委
託
事
業
・
補
助
事
業
（
補
助
率
：

1
/2

, 
 2

/3
）

（
１
）

脱
炭
素
な
地
域
水
素
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
構
築
事
業

①
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
に
向
け
た
再
エ
ネ
水
素
の
あ
り
方
検
討
等
評
価
・

検
証
事
業
…
委
託

②
既
存
の
イ
ン
フ
ラ
を
活
用
し
た
水
素
供
給
低
コ
ス
ト
化
に
向
け
た
モ
デ
ル

構
築
・

F
S
事
業

/実
証
事
業
…
委
託

③
再
エ
ネ
等
由
来
水
素
を
活
用
し
た
自
立
・
分
散
型
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム

構
築
等
事
業
…
補
助

④
事
業
化
に
向
け
た
既
存
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
活
用
に
よ
る
設
備
運
用
事
業

…
補
助

（
２
）
水
素
活
用
に
よ
る
運
輸
部
門
等
の
脱
炭
素
化
支
援
事
業

①
水
素
内
燃
機
関
活
用
に
よ
る
重
量
車
等
脱
炭
素
化
実
証
事
業
…
委
託

②
地
域
再
エ
ネ
水
素
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
保
守
点
検
等
支
援
事
業
…
補
助

①
脱
炭
素
社
会
構
築
に
不
可
欠
な
水
素
を
地
域
資
源
で
あ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
か
ら
製
造
し
、
貯
蔵
・
運
搬
及
び
利
活
用
す
る
事

業
や

B
C
P
活
用
な
ど
水
素
の
特
性
を
生
か
し
た
事
業
を
支
援
す
る
こ
と
で
、
将
来
の
水
素
社
会
の
実
現
を
推
進
す
る
。

②
モ
ビ
リ
テ
ィ
へ
の
水
素
活
用
を
支
援
す
る
こ
と
で
、
運
輸
部
門
等
の
脱
炭
素
化
及
び
水
素
需
要
の
増
大
を
推
進
す
る
。

脱
炭
素
社
会
構
築
に
つ
な
が
る
水
素
利
活
用
を
推
進
し
ま
す
。

【
令
和
６
年
度
予
算
額

4
,7

8
3
百
万
円
（

6
,5

7
9
百
万
円
）
】

地
方
公
共
団
体
、
民
間
事
業
者
・
団
体
等

令
和
２
年
度
～
令
和
８
年
度

（
１
）
環
境
省

地
球
環
境
局

地
球
温
暖
化
対
策
課

地
球
温
暖
化
対
策
事
業
室

電
話

: 
0

5
7

0
-0

2
8

-3
4

1
（
２
）
環
境
省

水
・
大
気
環
境
局

モ
ビ
リ
テ
ィ
環
境
対
策
課

脱
炭
素
モ
ビ
リ
テ
ィ
事
業
室

電
話

: 
0

3
-5

5
2

1
-8

3
0

1

地
域
資
源
の
活
用

水
素
社
会
を
見
据
え
た

新
た
な
利
用

H
2

様
々
な
輸
送
体
制

電
気
と
熱
の
利
用

水
素
の
特
性
を
活
か
し
た

自
立
分
散
電
源

再
エ
ネ
を
補
完

■
委
託
先
等
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お
問
合
せ
先
：

2
. 
事
業
内
容

3
. 
事
業
ス
キ
ー
ム

1
. 
事
業
目
的

■
実
施
期
間

■
事
業
形
態

4
. 

脱
炭
素
社
会
構
築
に
向
け
た
再
エ
ネ
等
由
来
水
素
活
用
推
進
事
業
（
一
部
経
済
産
業
省
連
携
事
業
）
の
う
ち
、

（
１
）
脱
炭
素
な
地
域
水
素
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
構
築
事
業

事
業
イ
メ
ー
ジ

①
②
委
託
事
業
、
③
④
補
助
事
業
（
補
助
率

1
/2
、

2
/3
）

①
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
に
向
け
た
再
エ
ネ
水
素
の
あ
り
方
検
討
等
評
価
・
検
証
事
業

 実
証
事
業
モ
デ
ル
に
つ
い
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
要
素
や
地
域
全
体
へ
の
面
的
な
広
が
り
の
観
点
か
ら
分

 析
・
検
証
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
成
果
を
用
い
て
自
治
体
伴
走
支
援
な
ど
を
行
う
。

②
既
存
の
イ
ン
フ
ラ
を
活
用
し
た
水
素
供
給
低
コ
ス
ト
化
に
向
け
た
モ
デ
ル
構
築
・

F
S

事
業

/実
証
事
業

地
域
の
再
エ
ネ
等
や
既
存
イ
ン
フ
ラ
を
活
用
し
、
低
コ
ス
ト
な
水
素
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
構
築

の
支
援
に
つ
な
が
る

F
S
調
査
や
実
証
事
業
を
行
う
。

 

③
再
エ
ネ
等
由
来
水
素
を
活
用
し
た
自
立
・
分
散
型
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
構
築
等
事
業

防
災
価
値
を
有
す
る
再
エ
ネ
等
由
来
水
素
を
活
用
し
た
自
立
・
分
散
型
エ
ネ
ル
ギ
ー

シ
ス
テ
ム
構
築
の
支
援
や
、
水
素
の
需
要
拡
大
に
繋
が
る
設
備
導
入
支
援
を
行
う
。

④
事
業
化
に
向
け
た
既
存
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
活
用
に
よ
る
設
備
運
用
事
業

こ
れ
ま
で
の
水
素
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
実
証
事
業
に
よ
る
設
備
を
運
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、

事
業
化
に
向
け
て
よ
り
効
果
的
な
設
備
の
活
用
・
運
用
方
策
の
検
討
・
検
証
を
行
う
。

⚫
地
域
の
再
エ
ネ
、
イ
ン
フ
ラ
等
を
活
用
し
、
低
コ
ス
ト
な
水
素
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
構
築
と
さ
ら
な
る
低
コ
ス
ト
化
に
つ
な
が
る
事

業
の
構
築
を
支
援
す
る
こ
と
で
、
水
素
利
活
用
の
拡
大
を
推
進
す
る
。

⚫
水
素
の
特
性
を
活
か
し
、
防
災
価
値
や
そ
の
他
環
境
価
値
の
顕
在
化
に
よ
り
、
再
エ
ネ
等
由
来
水
素
の
利
活
用
や
本
格
導
入
を
推
進
す

る
。

地
域
の
再
エ
ネ
等
資
源
を
活
用
し
水
素
の
特
性
を
活
か
し
た
事
業
を
支
援
し
ま
す
。

地
方
公
共
団
体
、
民
間
事
業
者
・
団
体
等

①
令
和
４
～
７
年
度
、
②
令
和
２
～
７
年
度
、
③
令
和
４
～

7
年
度
、

④
令
和
４
～
６
年
度

環
境
省

地
球
環
境
局

地
球
温
暖
化
対
策
課

地
球
温
暖
化
対
策
事
業
室

電
話

: 
0

5
7

0
-0

2
8

-3
4

1

■
委
託
先
等
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お
問
合
せ
先
：

2
. 
事
業
内
容

3
. 
事
業
ス
キ
ー
ム

1
. 
事
業
目
的

■
実
施
期
間

■
事
業
形
態

4
. 

脱
炭
素
社
会
構
築
に
向
け
た
再
エ
ネ
等
由
来
水
素
活
用
推
進
事
業
（
一
部
経
済
産
業
省
連
携
事
業
）
の
う
ち
、

（
２
）
水
素
活
用
に
よ
る
運
輸
部
門
等
の
脱
炭
素
化
支
援
事
業

事
業
対
象

①
水
素
内
燃
機
関
活
用
に
よ
る
重
量
車
等
脱
炭
素
化
実
証
事
業

重
量
車
両
・
建
設
機
械
・
農
業
機
械
等
の
電
動
化
が
困
難
な
車
両
等
に
つ
い
て
、
水
素
活

用
の
選
択
肢
を
増
や
す
た
め
、
水
素
内
燃
機
関
を
活
用
し
た
車
両
等
の
開
発
、
実
証
を
行
う
。

②
地
域
再
エ
ネ
水
素
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
保
守
点
検
等
支
援
事
業

燃
料
電
池
車
両
等
の
活
用
促
進
に
向
け
、
再
エ
ネ
由
来
電
力
に
よ
る
水
素
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

の
保
守
点
検
や
、
設
備
の
高
効
率
化
改
修
を
支
援
す
る
。

運
輸
部
門
等
の
脱
炭
素
化
及
び
水
素
需
要
の
増
大
の
推
進
に
向
け
て
、
車
両
や
建
設
機
械
等
に
お
け
る
再
エ
ネ
等
由
来
の
水
素
の
活
用
を
促
進

す
る
た
め
に
、
①
水
素
内
燃
機
関
を
活
用
し
た
重
量
車
両
等
の
開
発
・
実
証
、

 ②
再
エ
ネ
由
来
電
力
を
活
用
し
た
水
素
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
保

守
点
検
等
を
支
援
す
る
。

運
輸
部
門
等
の
脱
炭
素
化
に
向
け
た
再
エ
ネ
等
由
来
水
素
の
活
用
を
推
進
し
ま
す
。

地
方
公
共
団
体
、
民
間
事
業
者
・
団
体
等

環
境
省

 水
・
大
気
環
境
局
モ
ビ
リ
テ
ィ
環
境
対
策
課
脱
炭
素
モ
ビ
リ
テ
ィ
事
業
室

  
電
話

: 
0

3
-5

5
2

1
-8

3
0

1

■
委
託
先
等

【
水
素
内
燃
機
関
活
用
に
よ
る
重
量
車
等
脱
炭
素
化
実
証
事
業
】

H
2
+

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル

内
燃
機
関

重
量
車
両

建
設
機
械

農
業
機
械

①
委
託
事
業

②
補
助
事
業
（
補
助
率

:2
/3
、

1
/2
）

①
令
和
３
年
度
～
令
和
６
年
度

②
令
和
３
年
度
～
令
和
８
年
度

【
地
域
再
エ
ネ
水
素
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
保
守
点
検
等
支
援
事
業
】

311



No. ⑧-9 
 R６当初予算 

R５補正予算 

350 百万円の内数 

事業名 地域循環共生圏創造事業 府省庁名 環境省 

概 要 
各地域での地域循環共生圏づくりを更に推進するため、地域循環共生圏づくりの中間支

援ができる主体の育成及び地域循環共生圏づくりの推進を図る。 

支援対象 
地方公共団体、NPO、NGO、民間事業

者等 
補助率 

参加団体（＝中間支援主体及び活動

団体合計）で、200 万円（税込、採択

１～２年目）、400 万円（税込、採択

３年目）を上限とし中間支援主体及

び活動団体の取組に要した経費を負

担 

対象事業 
地域循環共生圏づくりに取り組む活動団体と、その団体への中間支援を行う中間支援主

体を募集し、伴走支援と財政支援を実施。 

支援内容 

伴走支援：地方支援事務局（地方環境事務所等及び地方 EPO 等）が主に中間支援主体を

支援し、中間支援主体が活動団体を中間支援することで、中間支援主体の育成及び活動

団体による地域循環共生圏づくりを推進する。 

財政支援：参加団体（＝中間支援主体及び活動団体合計）で、200 万円（税込、採択１～

２年目）、400 万円（税込、採択３年目）を上限とし中間支援主体及び活動団体の取組に

要した経費を負担。 

離島での 
実績 

― 

備 考  

担当部署 環境省大臣官房地域政策課地域循環共生圏推進室 

連絡先 TEL：03-5521-8328 

参照 HP http://chiikijunkan.env.go.jp/ 
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お
問
合
せ
先
：

2
. 
事
業
内
容

3
. 
事
業
ス
キ
ー
ム

1
. 
事
業
目
的

■
実
施
期
間

■
事
業
形
態

4
. 

地
域
循
環
共
生
圏
創
造
事
業
費

事
業
イ
メ
ー
ジ

共
同
実
施
／
請
負
事
業

「
第
五
次
環
境
基
本
計
画
」
（
平
成

3
0
年
４
月
閣
議
決
定
）
で
は
、
地
域
の
活
力
を
最
大
限
に
発
揮
す
る
「
地

域
循
環
共
生
圏
」
の
考
え
方
を
新
た
に
提
唱
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
地
域
に
お
け
る
炭
素
中
立
、
循
環
経
済
、
自
然

再
興
型
社
会
へ
の
移
行
を
促
し
、
持
続
可
能
な
自
立
・
分
散
型
社
会
を
構
築
す
る
た
め
、
以
下
の
取
組
を
実
施
す
る
。

①
 炭

素
中
立
、
循
環
経
済
、
自
然
再
興
型
社
会
へ
の
移
行
を
目
指
す
際
に
大
き
な
影
響
を
受
け
る
ス
テ
ー
ク
ホ
ル

ダ
ー
や
地
域
も
取
り
残
さ
ず
に
、
協
働
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
含
め
た
地
域
循
環
共
生
圏
の
考
え
方
に
基
づ
き
自

立
し
た
地
域
づ
く
り
に
取
り
組
む
者
を
支
援
す
る
。
（
例
え
ば
、
火
力
発
電
所
等
の
地
域
の
中
核
と
な
る
産
業
の
撤
退
に
際

し
、
関
係
す
る
地
域
の
企
業
等
も
含
め
た
地
域
内
外
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
と
も
に
、
地
域
に
環
境
を
軸
に
し
た
新
た
な
事
業
や
産
業

を
創
出
し
な
が
ら
、
地
域
ト
ラ
ン
ジ
シ
ョ
ン
を
実
現
す
る
モ
デ
ル
を
創
出
す
る
。
）

②
 中

間
支
援
機
能
※
を
有
す
る
既
存
の
団
体
が
地
域
へ
の
伴
走
支
援
を
実
践
的
に
行
い
つ
つ
、
そ
の
過
程
で
得
ら

れ
た
ノ
ウ
ハ
ウ
を
横
展
開
す
る
こ
と
で
、
中
間
支
援
機
能
を
担
え
る
人
材
・
組
織
の
育
成
を
行
い
、
地
域
循
環

共
生
圏
の
創
造
を
推
進
す
る
。

③
 ロ

ー
カ
ル

S
D

G
s事

業
の
担
い
手
同
士
の
有
機
的
な
つ
な
が
り
を
構
築
す
る
場
の
提
供
や
、
優
れ
た
地
域
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
事
例
の
情
報
発
信
の
場
を
設
け
る
。

①
ト
ラ
ン
ジ
シ
ョ
ン
モ
デ
ル
形
成

②
中
間
支
援
機
能
の
担
い
手
育
成

③
地
域
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
強
化
・
情
報
発
信

地
域
循
環
共
生
圏
の
創
造
を
強
力
に
推
進
す
る
た
め
、
地
域
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
構
築
し
、
地
域
ト
ラ
ン
ジ
シ
ョ
ン
を
実
現
し
ま
す
。

【
令
和
６
年
度
予
算
額

 3
5
0
百
万
円
（
新
規
）
】

地
方
公
共
団
体
／
民
間
事
業
者
・
団
体

令
和
６
年
度
～
令
和
１
０
年
度
（
予
定
）

環
境
省
大
臣
官
房
地
域
政
策
課
地
域
循
環
共
生
圏
推
進
室

電
話
：

0
3

-5
5

2
1

-8
3

2
8

■
共
同
実
施
先
・
請
負
先

地
域
循
環
共
生
圏
（

2
0
1
8
年
、
第
５
次
環
境
基
本
計
画
）
は
、
地
域
資
源
を
活
用
し
て
環
境
・
経
済
・
社
会
を

良
く
し
て
い
く
事
業
（
ロ
ー
カ
ル

S
D

G
s
事
業
）
を
生
み
出
し
続
け
る
こ
と
で
地
域
課
題
を
解
決
し
続
け
、
自
立

し
た
地
域
を
つ
く
る
と
と
も
に
、
地
域
の
個
性
を
活
か
し
て
地
域
同
士
が
支
え
合
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す
る

「
自
立
・
分
散
型
社
会
」
を
示
す
考
え
方
で
す
。

そ
の
際
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
が
、
森
里
川
海
の
つ
な
が
り
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
自
然
資
源
を
含
め
て
地
上
資
源
を

主
体
と
し
て
成
り
立
つ
よ
う
に
し
て
い
く
た
め
に

  
、
こ
れ
ら
の
資
源
を
持
続
可
能
な
形
で
活
用
し
、
自
然
資
本

を
維
持
・
回
復
・
充
実
し
て
い
く
こ
と
が
前
提
と
な
る
。

地
域
の
主
体
性
を
基
本
と
し
て
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
で
、
地
域
が
抱
え
る
環
境
・
社
会
・
経
済
課
題
を

統
合
的
に
解
決
し
て
い
く
こ
と
か
ら
、
ロ
ー
カ
ル

S
D

G
s
と
も
言
い
ま
す
。

自
立
し
た
地
域

自
ら
課
題
を
解
決
し
続
け
、

地
域
づ
くり
を
持
続
で
き
る
地
域

事
業
を
生
み
出
し
続
け
る

地
域
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

人
・
モ
ノ
・
資
金
の
循
環

・食
料
、
水
、
木
材
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

（
自
然
資
源
、
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
）

・関
係
・交
流
人
口
、
技
術
の
提
供
・支
援

・地
域
産
品
の
消
費
、
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
へ
の
参
加

・ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
、
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税

な
ど

社
会
・経
済
を
支
え
る
森
・里
・川
・海
＝
豊
か
な
自
然
環
境

分
散
型
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

地
域
循
環
共
生
圏
＝
自
立
・
分
散
型
の
持
続
可
能
な
社
会

地
域
の
主
体
性
:オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ

地
域
内
外
と
の
協
働
:パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

環
境
・
社
会
・
経
済
課
題
の
同
時
解
決

自
立
し
た
地
域

自
立
し
た
地
域

※
中
間
支
援
機
能
…
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
カ
ネ
・
情
報
を
は
じ
め
と
す
る
資
源
の
連
結
、
関
係
者
の
納
得
度
合
い
や
先
を
見
越

 し
た
ス
テ
ッ
プ
を
確
認
し
て
進
行
管
理
を
支
え
る
プ
ロ
セ
ス
支
援
、
変
革
に
向
け
て
刺
激
を
与
え
関

心
や
意
思
を
呼
び
起
こ
す
変
革
促
進
、
本
質
的
な
解
決
策
の
発
見
を
促
す
問
題
解
決
提
示
な
ど
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No. ⑧-10  
Ｒ6 当初予算 

R5 補正予算 

758 百万円の内数 

1,885 百万円の内数 

事業名 
地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入の

ための計画づくり支援事業 
府省庁名 環境省 

概 要 

地域の再エネ目標やその実現に向けた意欲的な脱炭素の取組の検討、再エネ促進区域

の設定に係るゾーニング等の取組、公共施設等への太陽光発電設備等の導入調査の実施

による地方自治体の計画策定を支援するとともに、地域の経済・社会的課題の解決に資

する地域再エネ事業の実施・運営体制の構築などを支援することで、地域における再エ

ネの最大限導入を図る。 

支援対象 

地方公共団体・民間事業者 

（（１）②については、共同実施に限

り民間事業者も対象、（１）③につい

ては、一部民間事業者も対象、（２）

②は民間事業者のみ対象） 

補助率 

（１）①３／４、２／３ 

（補助上限額：800 万円／件） 

②３／４ 

（補助上限額：800 万円／件） 

③２／３、１／２、１／３ 

（補助上限額：2,000 万円／件） 

（２）①３／４ 

（補助上限額：2,500 万円／件） 

②１／２（補助上限額：800 万円） 

対象事業 

（１）地域再エネ導入を計画的・意欲的に進める計画策定支援 

① 地域の再エネ目標と意欲的な脱炭素の取組の検討による計画策定支援 

 地域の CO2 削減目標や再エネポテンシャル等を踏まえた再エネ目標、目標達成に必要

となる意欲的な脱炭素の取組、施策の実施方法や体制構築等の検討に関する調査等を支

援するとともに、これらを踏まえた計画策定を支援する。 

② 公共施設等への太陽光発電設備等の導入調査支援 

 公共施設等における太陽光発電設備等の発電量調査や日射量調査、屋根・土地形状等

の把握、現地調査等、太陽光発電その他の再エネ設備の導入に向けた調査検討を支援す

る。 

③ 官民連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築及び事業の多角化支援 

地域再エネ事業の事業スキーム、事業性、事業体（地域新電力等）設立に必要となるシ

ステム構築、事業運営体制構築や地域脱炭素及び地域経済循環に資する多様な事業への

多角化に必要な予備的実地調査等を支援する。 

（２）地域共生型再エネ導入促進事業 

①再エネ促進区域の設定等に向けたゾーニング支援 

自治体による再エネ促進区域の設定等に向けたゾーニング等の取組（地域の特性に応

じた適正な環境配慮に係る情報収集、自然環境等調査、マップ作成）を支援する。 

②再エネ促進区域等における地域共生型再エネ設備導入調査支援 

 再エネ促進区域等において地域共生型再エネ設備を導入するに当たっての調査検討を

支援する。 

支援内容 上記対象事業に係る、地方公共団体の提案に沿った再エネ設備導入等に係る調査を支援 
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離島での 
実績 

令和３年度・・・14 地域（東京都利島村、東京都三宅村、新潟県佐渡市、岡山県岡山市、

岡山県備前市、岡山県瀬戸内市、広島県大崎上島町、香川県高松市、香川県観音寺市、福

岡県北九州市、福岡県宗像市、福岡県糸島市、熊本県上天草市、長崎県壱岐市） 

令和４年度・・・17 地域（北海道奥尻町、三重県志摩市、島根県隠岐の島町、岡山県玉

野市、広島県福山市、香川県丸亀市、香川県坂出市、香川県多度津町、愛媛県今治市、愛

媛県八幡浜市、福岡県新宮町、長崎県五島市、長崎県西海市、熊本県天草市、宮崎県延岡

市、新潟県佐渡市、福岡県宗像市） 

令和５年度・・・23 地域（宮城県塩竈市、山形県酒田市、新潟県佐渡市、東京都大島町、

石川県輪島市、三重県鳥羽市、広島県三原市、広島県呉市、山口県下関市、香川県高松

市、香川県観音寺市、香川県土庄町、愛媛県今治市、愛媛県八幡浜市、愛媛県新居浜市、

愛媛県大洲市、愛媛県上島町、福岡県新宮町、熊本県上天草市、熊本県天草市、鹿児島県

薩摩川内市、鹿児島県長島町、鹿児島県屋久島町） 

備 考  

担当部署 環境省大臣官房地域脱炭素政策調整担当参事官室 

連絡先 03-6205-8279 

参照 HP https://www.env.go.jp/policy/post_169.html 
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お
問
合
せ
先
：

2
. 
事
業
内
容

3
. 
事
業
ス
キ
ー
ム

1
. 
事
業
目
的

■
実
施
期
間

■
事
業
形
態

4
. 

「
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
法
」
、
「
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
」
及
び
「
地
域
脱
炭
素
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
に
基
づ
き
行
う
、
地
域
再
エ
ネ
導
入

の
取
組
は
、

2
0
3
0
年
度

4
6
%
削
減
目
標
の
達
成
と

2
0
5
0
年
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
貢
献
し
つ
つ
、
地
域
課
題
を
解
決
し
、
地
域
の
魅
力
と

質
を
向
上
さ
せ
る
地
方
創
生
に
貢
献
す
る
取
組
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
地
域
に
根
ざ
し
た
再
エ
ネ
導
入
の
た
め
に
は
、

地
方
公
共
団
体
が
地
域
の
関
係
者
と
連
携
し
て
、
地
域
に
適
し
た
再
エ
ネ
設
備
導
入
の
計
画
、
再
エ
ネ
の
導
入
調
査
、
再
エ
ネ
促
進
区
域
の

設
定
、
持
続
的
な
事
業
運
営
体
制
構
築
、
人
材
確
保
・
育
成
な
ど
多
様
な
課
題
の
解
決
に
取
り
組
む
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
支
援
を

全
国
的
・
集
中
的
に
行
う
必
要
が
あ
る
。

地
域
脱
炭
素
実
現
に
向
け
た
再
エ
ネ
の
最
大
限
導
入
の
た
め
の
計
画
づ
く
り
支
援
事
業

事
業
イ
メ
ー
ジ

再
エ
ネ
の
最
大
限
の
導
入
と
地
域
人
材
の
育
成
を
通
じ
た
持
続
可
能
で
レ
ジ
リ
エ
ン
ト
な
地
域
づ
く
り
を
支
援
し
ま
す
。

(1
)①

(2
)①

地
方
公
共
団
体

(1
)②

地
方
公
共
団
体
（
共
同
実
施
に
限
り
民
間
事
業
者
も
対
象
）

(1
)③

地
方
公
共
団
体
、
民
間
事
業
者
・
団
体
等

(1
)④

(2
)②

③
(3

)
民
間
事
業
者
・
団
体
等

令
和
３
年
度
～
令
和
７
年
度

環
境
省
大
臣
官
房
地
域
脱
炭
素
政
策
調
整
担
当
参
事
官
室

電
話
：

0
3

-5
5

2
1

-9
1

0
9

■
補
助
・
委
託
対
象

地
方
公
共
団
体
等
に
よ
る
地
域
再
エ
ネ
導
入
の
目
標
設
定
・
意
欲
的
な
脱
炭
素
の
取
組
に
関
す
る

計
画
策
定
、
再
エ
ネ
の
導
入
調
査
、
官
民
連
携
で
行
う
地
域
再
エ
ネ
事
業
の
実
施
・
運
営
体
制
構
築
、

再
エ
ネ
促
進
区
域
の
設
定
等
に
向
け
た
ゾ
ー
ニ
ン
グ
、
事
業
の
持
続
性
向
上
の
た
め
の
地
域
人
材
の

確
保
・
育
成
に
関
す
る
支
援
を
行
う
。

（
１
）
地
域
再
エ
ネ
導
入
を
計
画
的
・
意
欲
的
に
進
め
る
計
画
策
定
支
援

  
①
地
域
の
再
エ
ネ
目
標
と
意
欲
的
な
脱
炭
素
の
取
組
の
検
討
に
よ
る
計
画
策
定
支
援

②
公
共
施
設
等
へ
の
太
陽
光
発
電
設
備
等
の
導
入
調
査
支
援

③
官
民
連
携
で
行
う
地
域
再
エ
ネ
事
業
の
実
施
・
運
営
体
制
構
築
及
び
事
業
の
多
角
化
支
援

④
公
共
施
設
等
へ
の
再
エ
ネ
導
入
加
速
化
及
び
計
画
策
定
支
援
事
業

（
２
）
地
域
共
生
型
再
エ
ネ
導
入
促
進
事
業

①
再
エ
ネ
促
進
区
域
の
設
定
等
に
向
け
た
ゾ
ー
ニ
ン
グ
支
援

②
再
エ
ネ
促
進
区
域
等
に
お
け
る
地
域
共
生
型
再
エ
ネ
設
備
導
入
調
査
支
援

③
促
進
区
域
設
定
手
法
等
の
ガ
イ
ド
作
成
・
横
展
開

（
３
）
地
域
脱
炭
素
実
現
に
向
け
た
中
核
人
材
の
確
保
・
育
成
事
業

①
地
域
脱
炭
素
実
現
に
向
け
た
中
核
人
材
育
成
事
業

 ②
地
域
脱
炭
素
を
加
速
化
す
る
た
め
の
企
業
・
自
治
体
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
事
業

 ③
即
戦
力
と
な
る
地
域
脱
炭
素
人
材
の
確
保
に
向
け
た
支
援
事
業

（
３
）
地
域
脱
炭
素
実
現
に
向
け
た
中
核
人
材
の
確
保
・
育
成
事
業

2
0

5
0
年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
実
現

（
１
）
地
域
再
エ
ネ
導
入
を
計
画
的
・
意
欲
的
に
進
め
る
計
画
策
定
支
援

（
２
）
地
域
共
生
型
再
エ
ネ
導
入
促
進
事
業

※
(1
)②

は
令
和
４
年
度
～
、

 (
1
)④

 (
3
)②

③
は
令
和
５
年
度
～

(2
)②

は
令
和
６
年
度
～

【
令
和
６
年
度
予
算
額

7
5
8
百
万
円
（

8
0
0
百
万
円
）
】

【
令
和
５
年
度
補
正
予
算
額

1
,8

8
5
百
万
円

】

(1
)①

②
③

(2
)①

②
間
接
補
助
（
定
率
；
上
限
設
定
あ
り
）

(1
)④

(2
)③

(3
) 
委
託
事
業
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お
問
合
せ
先
：

2
. 
事
業
内
容

3
. 
事
業
ス
キ
ー
ム

1
. 
事
業
目
的

■
実
施
期
間

■
事
業
形
態

4
. 
事
業
イ
メ
ー
ジ

①
地
域
の
再
エ
ネ
目
標
と
意
欲
的
な
脱
炭
素
の
取
組
の
検
討
に
よ
る
計
画
策
定
支
援

地
域
の

C
O

2
削
減
目
標
や
再
エ
ネ
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
等
を
踏
ま
え
た
再
エ
ネ
目
標
、
目
標
達
成
に
必

要
と
な
る
意
欲
的
な
脱
炭
素
の
取
組
、
施
策
の
実
施
方
法
や
体
制
構
築
等
の
検
討
に
関
す
る
調
査

等
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
計
画
策
定
を
支
援
す
る
。

②
公
共
施
設
等
へ
の
太
陽
光
発
電
設
備
等
の
導
入
調
査
支
援

公
共
施
設
等
に
お
け
る
太
陽
光
発
電
設
備
等
の
発
電
量
調
査
や
日
射
量
調
査
、
屋
根
・
土
地
形
状

等
の
把
握
、
現
地
調
査
等
、
太
陽
光
発
電
そ
の
他
の
再
エ
ネ
設
備
の
導
入
に
向
け
た
調
査
検
討
を

支
援
す
る
。

③
官
民
連
携
で
行
う
地
域
再
エ
ネ
事
業
の
実
施
・
運
営
体
制
構
築
及
び
事
業
の
多
角
化
支
援

地
域
再
エ
ネ
事
業
の
事
業
ス
キ
ー
ム
、
事
業
性
、
事
業
体
（
地
域
新
電
力
等
）
設
立
に
必
要
と
な

る
シ
ス
テ
ム
構
築
、
事
業
運
営
体
制
構
築
や
、
地
域
脱
炭
素
及
び
地
域
経
済
循
環
に
資
す
る
多
様

な
事
業
へ
の
多
角
化
に
必
要
な
予
備
的
実
地
調
査
等
を
支
援
す
る
。

④
公
共
施
設
等
へ
の
再
エ
ネ
導
入
加
速
化
及
び
計
画
策
定
支
援
事
業

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
活
用
し
た
第
三
者
所
有
モ
デ
ル
等
の
普
及
や
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
計
画
的
な

再
エ
ネ
導
入
の
促
進
の
た
め
の
支
援
ツ
ー
ル
等
を
作
成
し
、
地
域
再
エ
ネ
導
入
を
加
速
さ
せ
る
。

2
0
5
0
年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
実
現
に
向
け
、
地
域
の
再
エ
ネ
目
標
や
そ
の
実
現
に
向
け
た
意
欲
的
な
脱
炭
素
の
取
組
の
検
討
、
公

共
施
設
等
へ
の
太
陽
光
発
電
設
備
等
の
導
入
調
査
の
実
施
に
よ
る
地
方
自
治
体
の
計
画
策
定
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
地
域
の
経
済
・
社
会

的
課
題
の
解
決
に
資
す
る
地
域
再
エ
ネ
事
業
の
実
施
・
運
営
体
制
の
構
築
な
ど
を
支
援
す
る
こ
と
で
、
地
域
に
お
け
る
再
エ
ネ
の
最
大
限
導

入
を
図
る
。

地
域
の
再
エ
ネ
目
標
や
脱
炭
素
事
業
の
検
討
に
係
る
計
画
策
定
等
を
支
援
し
ま
す
。

①
地
方
公
共
団
体

②
地
方
公
共
団
体
（
共
同
実
施
に
限
り
民
間
事
業
者
も
対
象
）

③
地
方
公
共
団
体
、
民
間
事
業
者
・
団
体
等

④
民
間
事
業
者
・
団
体
等

令
和
３
年
度
～
令
和
７
年
度

 ※
（
１
）
②
は
令
和
４
年
度
～
、
④
は
令
和

5
年
度
～

■
補
助
・
委
託
対
象

地
域
脱
炭
素
実
現
に
向
け
た
再
エ
ネ
の
最
大
限
導
入
の
た
め
の
計
画
づ
く
り
支
援
事
業
の
う
ち
、

（
１
）
地
域
再
エ
ネ
導
入
を
計
画
的
・
意
欲
的
に
進
め
る
計
画
策
定
支
援

環
境
省
大
臣
官
房
地
域
脱
炭
素
政
策
調
整
担
当
参
事
官
室

電
話
：

0
3

-5
5

2
1

-9
1

0
9

①
④
計
画
策
定
支
援

計
画
的
・
段
階
的
な
脱
炭
素
へ
の
取
組
へ

現
状

目
標

出
典
:長
野
県
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
戦
略

②
④
導
入
調
査
支
援

③
体
制
構
築
支
援

①
間
接
補
助
３
／
４
、
２
／
３
（
上
限

8
0
0
万
円
）

②
間
接
補
助
３
／
４
（
上
限

8
0
0
万
円
）

③
間
接
補
助
２
／
３
、
１
／
２
、
１
／
３
（
上
限

2
,0

0
0
万
円
）
④
委
託
事
業

公
共
施
設
等
へ

の
再
エ
ネ
導
入

可
能
量
調
査
等

地
域
再
エ
ネ
事
業
の

実
施
・
運
営
体
制
の

構
築
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お
問
合
せ
先
：

2
. 
事
業
内
容

3
. 
事
業
ス
キ
ー
ム

1
. 
事
業
目
的

■
実
施
期
間

■
事
業
形
態

4
. 
事
業
イ
メ
ー
ジ

①
再
エ
ネ
促
進
区
域
の
設
定
等
に
向
け
た
ゾ
ー
ニ
ン
グ
支
援

自
治
体
に
よ
る
再
エ
ネ
促
進
区
域
の
設
定
等
に
向
け
た
ゾ
ー
ニ
ン
グ
等
の
取
組
（
地
域
の
特
性

に
応
じ
た
適
正
な
環
境
配
慮
に
係
る
情
報
収
集
、
自
然
環
境
等
調
査
、
マ
ッ
プ
作
成
）
を
支
援
す

る
。

②
再
エ
ネ
促
進
区
域
等
に
お
け
る
地
域
共
生
型
再
エ
ネ
設
備
導
入
調
査
支
援

再
エ
ネ
促
進
区
域
等
に
お
い
て
地
域
共
生
型
再
エ
ネ
設
備
を
導
入
す
る
に
当
た
っ
て
の
調
査
検

討
を
支
援
す
る
。

③
促
進
区
域
設
定
手
法
等
の
ガ
イ
ド
作
成
・
横
展
開

促
進
区
域
設
定
の
際
の
環
境
配
慮
や
合
意
形
成
、
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
手
法
等
を
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と

し
て
取
り
ま
と
め
る
と
と
も
に
、
自
治
体
を
対
象
と
し
た
研
修
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
等
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
他
地
域
で
の
展
開
を
図
る
。

2
0
5
0
年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
実
現
に
向
け
、
地
域
関
係
者
と
の
合
意
形
成
を
図
り
、
環
境
に
適
正
に
配
慮
し
た
再
エ
ネ
の
導
入
を

最
大
限
促
進
す
る
た
め
、
再
エ
ネ
促
進
区
域
の
設
定
に
係
る
ゾ
ー
ニ
ン
グ
や
地
域
共
生
型
再
エ
ネ
設
備
導
入
調
査
等
の
取
組
を
支
援
す
る
と

と
も
に
、
全
国
で
の
横
展
開
を
図
る
べ
く
、
地
域
の
特
性
等
に
応
じ
た
様
々
な
事
例
を
踏
ま
え
つ
つ
、
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
手
法
等
を
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
と
し
て
取
り
ま
と
め
る
。

地
域
共
生
型
再
エ
ネ
の
導
入
促
進
に
向
け
て
、
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
実
施
に
よ
る
計
画
策
定
支
援
等
を
行
い
ま
す
。

①
地
方
公
共
団
体

②
③
民
間
事
業
者
・
団
体
等

令
和
３
年
度
～
令
和
７
年
度

※
（
２
）
②
は
令
和

6
年
度
～

■
補
助
・
委
託
対
象

地
域
脱
炭
素
実
現
に
向
け
た
再
エ
ネ
の
最
大
限
導
入
の
た
め
の
計
画
づ
く
り
支
援
事
業
の
う
ち
、

（
２
）
地
域
共
生
型
再
エ
ネ
導
入
促
進
事
業

環
境
省
大
臣
官
房
地
域
脱
炭
素
政
策
調
整
担
当
参
事
官
室

電
話
：

0
3

-5
5

2
1

-9
1

0
9

①
間
接
補
助

３
／
４

（
上
限

2
,5

0
0
万
円
）

②
間
接
補
助

１
／
２

（
上
限

8
0
0
万
円
）

③
委
託
事
業

出
典
：
せ
た
な
町
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
係
る

ゾ
ー
ニ
ン
グ
マ
ッ
プ
（
令
和
５
年
２
月

せ
た
な
町
）

△
陸
上
風
力
発
電
ゾ
ー
ニ
ン
グ
マ
ッ
プ

重
ね
合
わ
せ

環
境
保
全
等
に
関
す
る
情
報

地
域
特
性
に
応
じ
た
情
報

再
エ
ネ
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル

①
③
ゾ
ー
ニ
ン
グ
支
援
・
横
展
開

②
地
域
共
生
型
再
エ
ネ

導
入
調
査
支
援

事
業
者

地
域
主
導
で
地
域
共
生
型
再
エ
ネ
を
誘
致

地
方
公
共
団
体
・

協
議
会

地
域
が
望
む
再
エ
ネ
事
業
の

導
入
調
査

事
業
化

地
域
貢
献

環
境
保
全

促
進
区
域
等
の
設
定

そ
の
他
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お
問
合
せ
先
：

2
. 
事
業
内
容

3
. 
事
業
ス
キ
ー
ム

1
. 
事
業
目
的

■
実
施
期
間

■
事
業
形
態

4
. 

地
域
脱
炭
素
実
現
に
向
け
た
再
エ
ネ
の
最
大
限
導
入
の
た
め
の
計
画
づ
く
り
支
援
事
業
の
う
ち
、

（
３
）
地
域
脱
炭
素
実
現
に
向
け
た
中
核
人
材
の
確
保
・
育
成
事
業 事
業
イ
メ
ー
ジ

委
託
事
業

2
0
5
0
年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
実
現
に
向
け
、
多
く
の
自
治
体
で
脱
炭
素
分
野
の
人
材
不
足
が
課
題
で
あ
る
。
地
域
課
題
の
解
決
や
地

方
創
生
に
貢
献
す
る
取
組
と
し
て
脱
炭
素
事
業
を
計
画
・
実
行
し
て
い
く
た
め
に
は
、
地
域
の
人
材
が
主
体
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
不
可
欠

で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
即
戦
力
と
し
て
の
人
材
派
遣
、
人
材
育
成
、
先
進
地
域
や
企
業
・
専
門
家
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
に
よ
り
、
地
域

脱
炭
素
の
実
現
を
担
う
中
核
人
材
を
確
保
・
育
成
し
、
ノ
ウ
ハ
ウ
を
伝
播
す
る
こ
と
で
、
脱
炭
素
ド
ミ
ノ
の
実
現
に
貢
献
す
る
。

地
域
で
の
脱
炭
素
実
現
の
た
め
の
計
画
づ
く
り
、
合
意
形
成
、
事
業
運
営
を
担
う
中
核
人
材
を
確
保
・
育
成
し
ま
す
。

民
間
事
業
者
・
団
体
等

令
和
３
年
度
～
令
和
７
年
度

 ※
（
３
）
②
③
は
令
和
５
年
度
～

■
委
託
対
象

①
地
域
脱
炭
素
実
現
に
向
け
た
中
核
人
材
育
成
事
業

地
域
で
の
脱
炭
素
事
業
の
持
続
的
な
実
施
に
必
要
な
中
核
人
材
の
育
成
、
他
地
域
の

中
核
人
材
と
の
相
互
学
習
関
係
の
構
築
を
行
う
。

②
地
域
脱
炭
素
を
加
速
化
す
る
た
め
の
企
業
・
自
治
体
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
事
業

脱
炭
素
先
行
地
域
等
の
優
れ
た
取
組
の
ノ
ウ
ハ
ウ
の
共
有
や
、
多
様
な
人
材
が
互
い

の
技
術
・
資
金
・
情
報
を
持
ち
寄
り
、
地
域
に
お
け
る
脱
炭
素
の
取
組
で
協
業
す
る

こ
と
を
促
す
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
た
め
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
運
営
す
る
。

③
即
戦
力
と
な
る
地
域
脱
炭
素
人
材
の
確
保
に
向
け
た
支
援
事
業

自
治
体
に
対
し
て
、
地
域
脱
炭
素
実
現
に
向
け
た
総
合
的
な
戦
略
策
定
や
脱
炭
素
事

業
創
出
に
関
す
る
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
、
専
門
家
や
企
業
人
材
を
選
定
・
派
遣
す

る
た
め
の
体
制
構
築
、
自
治
体
に
お
け
る
地
域
脱
炭
素
を
加
速
さ
せ
る
た
め
の
人
材

支
援
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
蓄
積
・
共
有
し
、
事
例
集
と
し
て
ま
と
め
る
。

自
治
体

自
治
体

脱
炭
素
人
材
の
増
加
・
優
良
事
例
の
ノ
ウ
ハ
ウ
伝
播

2
0

5
0
年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
実
現

企
業
・

先
進
自
治
体

②
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

企
業
・
専
門
家

①
中
核
人
材
育
成

③
専
門
家
派
遣

環
境
省
大
臣
官
房
地
域
政
策
課

電
話
：

0
3

-5
5

2
1

-8
3

2
8
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No. ⑧-11  
Ｒ6 当初予算 

R5 補正予算 

42,520 百万円の内数 

13,500 百万円の内数 

事業名 
地域脱炭素推進交付金（地域脱炭素移行・再エネ

推進交付金、特定地域脱炭素移行加速化交付金等) 
府省庁名 環境省 

概 要 

「地域脱炭素ロードマップ」（令和３年６月９日第３回国・地方脱炭素実現会議決定）

及び地球温暖化対策計画（令和３年 10 月 22 日閣議決定）及び脱炭素成長型経済構造移

行推進戦略（「ＧＸ推進戦略」、令和５年７月 28 日閣議決定）等に基づき、民間と共同し

て意欲的に脱炭素に取り組む地方公共団体等に対して、地域の脱炭素への移行を推進す

るために本交付金を交付し、複数年度にわたり継続的かつ包括的に支援します。 

これにより、地球温暖化対策推進法と一体となって、少なくとも 100 か所の「脱炭素

先行地域」で、脱炭素に向かう地域特性等に応じた先行的な取組を実施するとともに、

脱炭素の基盤となる「重点対策」を全国で実施し、国・地方連携の下、地域での脱炭素化

の取組を推進します。 

支援対象 地方公共団体等 補助率 

（１）地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 

➀脱炭素先行地域への支援：原則２／３ 

②重点対策に取り組む地域への支援：２／３～１／３等 

（２）特定地域脱炭素移行加速化交付金 

：原則２／３ 

対象事業 

（１）意欲的な脱炭素の取組（①又は②）を行う地方公共団体等に対し複数年度にわた

り継続的かつ包括的に交付金により支援する。 

① 脱炭素先行地域づくり事業への支援 

② 重点対策加速化事業への支援 

（２）民間裨益型自営線マイクログリッド等事業への支援 

支援内容 

（１）地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 

① 脱炭素先行地域づくり事業 

再エネ設備の導入に加え、再エネ利用最大化のための基盤インフラ設備（蓄電池、

自営線等）や省 CO2 等設備の導入、これらと一体となってその効果を高めるために

実施するソフト事業を対象 

② 重点対策加速化事業 

屋根置きなど自家消費型の太陽光発電や住宅の省エネ性能の向上など、脱炭素の基

盤となる重点対策を複合的に実施する事業 

（２）特定地域脱炭素移行加速化交付金官民連携により民間事業者が裨益する自営

線マイクログリッドを構築する地域等において、温室効果ガス排出削減効果の高い

再エネ・省エネ・蓄エネ設備等の導入を支援 
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離島での 
実績 

（１）地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 

① 脱炭素先行地域づくり事業：(R5) 奥尻町、佐渡市 

② 重点対策加速化事業：(R5) 該当無し 

（２）特定地域脱炭素移行加速化交付金： 

（R5）該当無し 

備 考 － 

担当部署 環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官グループ地域脱炭素事業推進課 

連絡先 03-5521-8233 

参照 HP 脱炭素地域づくり支援サイト：https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/grants/ 
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お
問
合
せ
先
：

2
. 
事
業
内
容

3
. 
事
業
ス
キ
ー
ム

1
. 
事
業
目
的

■
実

施
期

間

■
事

業
形

態

4
. 

地
域
脱
炭
素
推
進
交
付
金

（
地
域
脱
炭
素
移
行
・
再
エ
ネ
推
進
交
付
金
、
特
定
地
域
脱
炭
素
移
行
加
速
化
交
付
金
等
）

事
業
イ
メ
ー
ジ

（
１

）
（

２
）

交
付

金
、

（
３

）
委

託
費

足
元

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

価
格

高
騰

へ
の

対
策

の
必

要
性

も
踏

ま
え

つ
つ

、
民

間
と

共
同

し
て

取
り

組
む

地

方
公

共
団

体
を

支
援

す
る

こ
と

で
、

地
域

全
体

で
再

エ
ネ

・
省

エ
ネ

・
蓄

エ
ネ

と
い

っ
た

脱
炭

素
製

品
・

技
術

の
新

た
な

需
要

創
出

・
投

資
拡

大
を

行
い

、
地

域
・

く
ら

し
分

野
の

脱
炭

素
化

を
推

進
す

る
。

（
１
）
地
域
脱
炭
素
移
行
・
再
エ
ネ
推
進
交
付
金

①
脱

炭
素

先
行

地
域

づ
く

り
事

業
へ

の
支

援

②
重

点
対

策
加

速
化

事
業

へ
の

支
援

（
２
）
特
定
地
域
脱
炭
素
移
行
加
速
化
交
付
金
【

G
X
】

民
間

裨
益

型
自

営
線

マ
イ

ク
ロ

グ
リ

ッ
ド

等
事

業
へ

の
支

援

（
３
）
地
域
脱
炭
素
施
策
評
価
・
検
証
・
監
理
等
事
業

脱
炭

素
先

行
地

域
・

重
点

対
策

加
速

化
事

業
を

支
援

す
る

地
域

脱
炭

素
推

進
交

付
金

に
つ

い
て

デ
ー

タ
等

に
基

づ
き

評
価

・
検

証
し

、
事

業
の

改
善

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

と
と

も
に

、
適

正
か

つ
効

率
的

な
執

行
監

理
を

実
施

す
る

。

「
地

域
脱

炭
素

ロ
ー

ド
マ

ッ
プ

」
（

令
和

３
年

６
月

９
日

第
３

回
国

・
地

方
脱

炭
素

実
現

会
議

決
定

）
、

地
球

温
暖

化
対

策
計

画
（

令
和

３
年

1
0
月

2
2
日

閣
議

決
定

）

及
び

脱
炭

素
成

長
型

経
済

構
造

移
行

推
進

戦
略

（
「

Ｇ
Ｘ

推
進

戦
略

」
、

令
和

５
年

７
月

2
8
日

閣
議

決
定

）
等

に
基

づ
き

、
民

間
と

共
同

し
て

意
欲

的
に

脱
炭

素
に

取
り

組
む

地
方

公
共

団
体

等
に

対
し

て
、

地
域

の
脱

炭
素

へ
の

移
行

を
推

進
す

る
た

め
に

本
交

付
金

を
交

付
し

、
複

数
年

度
に

わ
た

り
継

続
的

か
つ

包
括

的
に

支
援

す
る

。
こ

れ
に

よ
り

、
地

球
温

暖
化

対
策

推
進

法
と

一
体

と
な

っ
て

、
少

な
く

と
も

1
0
0
か

所
の

「
脱

炭
素

先
行

地
域

」
で

、
脱

炭
素

に
向

か
う

地
域

特
性

等
に

応
じ

た
先

行
的

な

取
組

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

脱
炭

素
の

基
盤

と
な

る
「

重
点

対
策

」
を

全
国

で
実

施
し

、
国

・
地

方
連

携
の

下
、

地
域

で
の

脱
炭

素
化

の
取

組
を

推
進

す
る

。

意
欲
的
な
脱
炭
素
の
取
組
を
行
う
地
方
公
共
団
体
等
に
対
し
て
、
地
域
脱
炭
素
推
進
交
付
金
に
よ
り
支
援
し
ま
す
。

【
令

和
６

年
度

予
算

額
4
2
,5

2
0
百

万
円

（
3
5
,0

0
0
百

万
円

）
】

【
令

和
５

年
度

補
正

予
算

額
1
3
,5

0
0
百

万
円

】

（
１

）
（

２
）

地
方

公
共

団
体

等
、

（
３

）
民

間
事

業
者

・
団

体
等

令
和

４
年

度
～

令
和

１
２

年
度

環
境
省
大
臣
官
房
地
域
脱
炭
素
推
進
審
議
官
グ
ル
ー
プ
地
域
脱
炭
素
事
業
推
進
課

電
話
：

0
3

-5
5

2
1

-8
2

3
3

■
交

付
対

象
・

委
託

先

2
0

2
0

2
0

3
0

2
0

5
0

2
0

2
5

地
域
特
性
に
応
じ
た
取
組
の

実
施
に
道
筋

①
少
な
く
と
も

1
0

0
か
所
の
脱
炭
素
先
行
地
域

※

②
重
点
対
策
を
全
国
津
々
浦
々
で
実
施

全 国 で 多 く の 脱 炭 素 ド ミ ノ

脱 炭 素 地 域 社 会

を 全 国 で 実 現

2
0
3
0
年
度
ま
で
に

実
行

快
適
・
利
便

断
熱

・
気

密
向

上
、

公
共

交
通

循
環
経
済

生
産

性
向

上
、

資
源

活
用

経
済
・
雇
用

再
エ

ネ
・

自
然

資
源

地
産

地
消

防
災
・
減
災

非
常

時
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
源

確
保

生
態

系
の

保
全

2
0
5
0
年
を

待
た
ず
に

地
域
課
題
を
解
決
し
、

地
域
の
魅
力
と
質
を

向
上
さ
せ
る
地
方
創
生
へ

＜
参
考
：
（
１
）
（
２
）
交
付
ス
キ
ー
ム
＞

民
間

事
業

者
等

国
地

方
公

共
団

体

国
地

方
公

共
団

体

(b
)民

間
事

業
者

等
も

事
業

を
実

施
す

る
場

合

(a
)地

方
公

共
団

体
が

事
業

を
実

施
す

る
場

合

※
地

域
特

性
・

地
域

課
題

等
で

類
型

化
先

進
性

・
モ

デ
ル

性
等

を
評

価
し

、
評

価
委

員
会

で
選

定
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地
域
脱
炭
素
推
進
交
付
金

事
業
内
容

※
①

（
太

陽
光

発
電

設
備

除
く

）
及

び
②

に
つ

い
て

、
財

政
力

指
数

が
全

国
平

均
（

0
.5

1
）

以
下

の
自

治
体

は
3
/4

。
②

③
の

一
部

は
定

額

（
１
）
地
域
脱
炭
素
移
行
・
再
エ
ネ
推
進
交
付
金

（
２
）
特
定
地
域
脱
炭
素
移
行

加
速
化
交
付
金
【

G
X
】

事
業

区
分

脱
炭

素
先

行
地

域
づ

く
り

事
業

重
点

対
策

加
速

化
事

業

交
付

要
件

○
脱

炭
素

先
行

地
域

に
選

定
さ

れ
て

い
る

こ
と

（
一

定
の

地
域

で
民

生
部

門
の

電
力

消
費

に
伴

う
C
O

2
排

出
実

質
ゼ

ロ
達

成
等

）

○
再

エ
ネ

発
電

設
備

を
一

定
以

上
導

入
す

る
こ

と
（

都
道

府
県

・
指

定
都

市
・

中
核

市
・

施
行

時
特

例
市

：
1
M

W
以

上
、

そ
の

他
の

市
町

村
：

0
.5

M
W

以
上

）

○
脱

炭
素

先
行

地
域

に
選

定
さ

れ
て

い
る

こ
と

対
象

事
業

１
）

C
O

2
排
出
削
減
に
向
け
た
設
備
導
入
事
業

（
①
は
必
須
）

①
再
エ
ネ
設
備
整
備
（
自
家
消
費
型
、
地
域
共
生
・
地
域
裨
益
型
）

地
域

の
再

エ
ネ

ポ
テ

ン
シ

ャ
ル

を
最

大
限

活
か

し
た

再
エ

ネ
設

備
の

導
入

・
再

エ
ネ

発
電

設
備

：
太

陽
光

、
風

力
、

中
小

水
力

、
バ

イ
オ

マ
ス

等
（

公
共

施
設

へ
の

太
陽

光
発

電
設

備
導

入
は

P
P
A
等

に
限

る
）

・
再

エ
ネ

熱
利

用
設

備
/未

利
用

熱
利

用
設

備
：

地
中

熱
､温

泉
熱

等
②
基
盤
イ
ン
フ
ラ
整
備

地
域

再
エ

ネ
導

入
･利

用
最

大
化

の
た

め
の

基
盤

イ
ン

フ
ラ

設
備

の
導

入
・

自
営

線
、

熱
導

管
・

蓄
電

池
、

充
放

電
設

備
・

再
エ

ネ
由

来
水

素
関

連
設

備
・

エ
ネ

マ
ネ

シ
ス

テ
ム

等
③
省

C
O

2
等
設
備
整
備

地
域

再
エ

ネ
導

入
･
利

用
最

大
化

の
た

め
の

省
C
O

2
等

設
備

の
導

入
・

Z
E
B
・

Z
E
H

、
断

熱
改

修
・

ゼ
ロ

カ
ー

ボ
ン

ド
ラ

イ
ブ

（
電

動
車

、
充

放
電

設
備

等
）

・
そ

の
他

省
C
O

2
設

備
（

高
効

率
換

気
・

空
調

、
コ

ジ
ェ

ネ
等

）
２
）
効
果
促
進
事
業

１
）

「
C
O

2
排

出
削

減
に

向
け

た
設

備
導

入
事

業
」

と
一

体
と

な
っ

て
設

備
導

入
の

効
果

を
一

層
高

め
る

ソ
フ

ト
事

業
等

①
～
⑤
の
う
ち
２
つ
以
上
を
実
施

（
①
又
は
②
は
必
須
）

①
屋
根
置
き
な
ど
自
家
消
費
型
の
太
陽
光
発
電

 ※
（

例
：

住
宅

の
屋

根
等

に
自

家
消

費
型

太
陽

光
発

電
設

備
を

設
置

す
る

事
業

）
※

公
共

施
設

へ
の

太
陽

光
発

電
設

備
導

入
は

PP
A
等

に
限

る
②
地
域
共
生
・
地
域
裨
益
型
再
エ
ネ
の
立
地

（
例

：
未

利
用

地
、

た
め

池
、

廃
棄

物
最

終
処

分
場

等
を

活
用

し
、

再
エ

ネ
設

備
を

設
置

す
る

事
業

）
③
業
務
ビ
ル
等
に
お
け
る
徹
底
し
た
省
エ
ネ
と
改
修
時

等
の

Z
E
B
化
誘
導

（
例

：
新

築
・

改
修

予
定

の
業

務
ビ

ル
等

に
お

い
て

省
エ

ネ
設

備
を

大
規

模
に

導
入

す
る

事
業

）
④
住
宅
・
建
築
物
の
省
エ
ネ
性
能
等
の
向
上

（
例

：
Z
E
H
、

Z
E
H
＋

、
既

築
住

宅
改

修
補

助
事

業
）

⑤
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
・
ド
ラ
イ
ブ

 ※
（

例
：

地
域

住
民

の
E
V

購
入

支
援

事
業

、
E
V

公
用

車
を

活
用

し
た

カ
ー

シ
ェ

ア
リ

ン
グ

事
業

）
※

 再
エ

ネ
と

セ
ッ

ト
で

E
V
等

を
導

入
す

る
場

合
に

限
る

民
間
裨
益
型
自
営
線
マ
イ
ク
ロ
グ
リ
ッ
ド

等
事
業

官
民

連
携

に
よ

り
民

間
事

業
者

が
裨

益
す

る
自

営
線

マ
イ

ク
ロ

グ
リ

ッ
ド

を
構

築
す

る
地

域
等

に
お

い
て

、
温

室
効

果
ガ

ス
排

出
削

減
効

果
の

高
い

再
エ

ネ
・

省
エ

ネ
・

蓄
エ

ネ
設

備
等

の
導

入
を

支
援

す
る

。

交
付

率
原

則
２

／
３

２
／

３
～

１
／

３
、

定
額

原
則

２
／

３

事
業

期
間

お
お

む
ね

５
年

程
度

備
考

○
複

数
年

度
に

わ
た

る
交

付
金

事
業

計
画

の
策

定
・

提
出

が
必

要
（

計
画

に
位

置
づ

け
た

事
業

は
年

度
間

調
整

及
び

事
業

間
調

整
が

可
能

）
○

交
付

金
事

業
に

つ
い

て
、

３
年

度
目

に
中

間
評

価
を

実
施

○
各

種
設

備
整

備
・

導
入

に
係

る
調

査
・

設
計

等
や

設
備

設
置

に
伴

う
付

帯
設

備
等

は
対

象
に

含
む

家
畜

排
せ

つ
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

利
用

住
宅

建
築

物
の

Z
E
B
／

Z
E
H

ゼ
ロ

カ
ー

ボ
ン

・
ド

ラ
イ

ブ
再

エ
ネ

水
素

利
用

省
エ

ネ
設

備
の

最
大

限
採

用
エ

ネ
ル

ギ
ー

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

導
入

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
利

用
屋

根
置

き
自

家
消

費
型

太
陽

光
発

電
蓄

電
池

の
導

入

自
営

線
マ

イ
ク

ロ
グ

リ
ッ

ド

①
⑤

に
つ

い
て

は
、

国
の

目
標

を
上

回
る

導
入

量
、

④
に

つ
い

て
は

国
の

基
準

を
上

回
る

要
件

と
す

る
事

業
の

場
合

、
単

独
実

施
を

可
と

す
る

。
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No. ⑧-12  R６当初予算 1,450 百万円の内数 

事業名 
国立公園等資源整備事業費補助金 

（国立公園等多言語解説等整備事業） 
府省庁名 環境省 

概 要 

国立公園、国定公園、国民公園、世界自然遺産及び長距離自然歩道（以下「国立公園等」

という）の自然体験拠点における案内板やビジターセンター・世界遺産センター等の展

示物については、主に日本語での解説が多く、外国人旅行者に国立公園等の自然などの

魅力が十分伝わらない。訪日外国人利用者が多く見込める自然体験拠点における多言語

化の効果を高めるため、これまでの観光庁多言語支援事業等の成果（英文解説文作成支

援）を活用しつつ、国立公園等に設置された案内板やビジターセンター等の展示物、そ

の他各種関係コンテンツ等について、ICT など先進的・高次元な技術も活用し、英語・中

国語・韓国語等の多言語にて、外国人目線で分かりやすく魅力的な多様な解説整備をエ

リア一帯で促進する。 

支援対象 地方公共団体、民間事業者等 補助率 ２/３ 

対象事業 

国立公園等区域内等（※）に設置される案内板・デジタルサイネージ、展示等において、

ICT 等の先進的・高次元な技術を活用した多言語解説の媒体整備をおこなうもの（※誘客

を促すものであれば、国立公園等区域のみならず、区域外に立地する駅、バスターミナ

ル、道の駅、観光案内所等の公園等への拠点となる公共施設・空間等で実施するものも

対象となりえる）。 

支援内容 補助率２／３ 

離島での 
実績 

島根県隠岐郡海士町（R２）、長崎県五島市（R２・R３）、香川県坂出市（Ｒ５）、鹿児島

県屋久島町（Ｒ５）、鹿児島県知名町・和泊町（Ｒ５） 

備 考  

担当部署 環境省 自然環境局 国立公園課 

連絡先 03-5521-8277 

参照 HP https://www.env.go.jp/nature/np/ryokakuzei00/index.html 
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【
機
密
性
２
】

※
機
密
性
は
以
下
を
参
考
に
、
適
切
に
変
更
・
表
示
し
、
以
下
の
記
述
を
削
除
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
取
扱
制
限
等
（
例
１
：
関
係
者
限
り
、
例
２
：
公
表
ま
で
の
間
）
に
つ
い
て
は
必
要
に
応
じ
て
追
加
し
て
く
だ
さ
い
。

秘
密
文
書
相
当
、
機
微
な
個
人
情
報
を
含
む
場
合
は
【
機
密
性
３
】
／
公
開
を
前
提
と
し
な
い
場
合
は
【
機
密
性
２
】
（
公
開
前
の
案
の
段
階
な
ど
も
含
む
）
／
公
開
可
能
な
場
合
は
【
機
密
性
１
】

【背
景
・課
題
】

国
立

公
園

、国
定

公
園

等
の

自
然

体
験

拠
点

に
お

け
る

案
内

板
や

ビジ
ター

セ
ンタ

ー
・世

界
遺

産
セ

ンタ
ー

等
の

展
示

物
に

つ
い

て
は

、主
に

日
本

語
で

の
解

説
が

多
く、

外
国

人
旅

行
者

に
国

立
公

園
等

の
自

然
な

どの
魅

力
が

十
分

伝
わ

らな
い

。ま
た

、国
立

公
園

で
は

一
定

の
英

語
解

説
文

整
備

が
進

み
つ

つ
あ

る
も

の
の

、他
の

言
語

へ
の

対
応

は
十

分
で

は
な

く、
また

、国
民

公
園

、国
定

公
園

等
に

お
い

て
は

多
言

語
解

説
文

整
備

が
十

分
進

ん
で

い
な

い
。

訪
日

外
国

人
利

用
者

が
多

く見
込

め
る

自
然

体
験

拠
点

に
お

け
る

多
言

語
化

の
効

果
を高

め
、施

設
・エ

リア
の

満
足

度
の

向
上

を
図

る
に

は
、

国
立

公
園

、国
定

公
園

、国
民

公
園

等
の

自
然

体
験

拠
点

を
中

心
とし

た
エリ

ア
一

帯
で

取
り組

み
を進

め
る

こと
が

必
要

。

【事
業
実
施
ス
キ
ー
ム
】

＜
直

轄
＞

環
境

省
→

民
間

事
業

者
＜

補
助

＞
環

境
省

→
中

間
執

行
団

体
→

地
方

公
共

団
体

、
D

M
O

、
補

助
率

：
２

／
３

観
光

協
会

、民
間

事
業

者
等

（
令

和
６

年
度

見
直

し内
容

）
・国

立
公

園
等

に
対

す
る

Ho
w

 T
o多

言
語

解
説

整
備

の
とり

ま
とめ

・国
立

公
園

等
の

多
言

語
解

説
最

適
化

モデ
ル

事
業

の
実

施
・複

数
年

計
画

を実
施

す
る

場
合

の
実

施
設

計
支

援
・世

界
自

然
遺

産
及

び
国

民
公

園
の

多
言

語
解

説
整

備
・国

立
公

園
指

定
に

伴
う多

言
語

解
説

動
画

・展
示

等
の

作
成

・同
時

音
声

翻
訳

技
術

の
国

立
公

園
へ

の
早

期
展

開

【事
業
内
容
】

これ
ま

で
の

観
光

庁
多

言
語

事
業

の
成

果
を活

用
しつ

つ
、国

立
公

園
、国

定
公

園
、長

距
離

自
然

歩
道

等
に

加
え

国
民

公
園

、世
界

自
然

遺
産

の
案

内
板

や
ビジ

ター
セ

ンタ
ー

等
の

展
示

物
、そ

の
他

各
種

関
係

コン
テ

ンツ
等

に
つ

い
て

IC
Tな

ども
活

用
し、

観
光

庁
ガ

イド
ライ

ンの
下

で
作

成
した

英
語

等
の

多
言

語
の

解
説

文
を活

用
しな

が
ら、

多
言

語
整

備
に

か
か

る
設

計
か

ら媒
体

化
ま

で
行

い
、外

国
人

目
線

で
分

か
りや

す
く魅

力
的

な
多

様
な

解
説

整
備

を
エ

リア
一

帯
で

促
進

。

(１
)国

立
公

園
等

に
お

け
る

多
言

語
解

説
案

内
板

・展
示

物
等

の
整

備
(２

)モ
バ

イル
媒

体
と連

携
した

IC
T技

術
に

よ
る

多
様

な
多

言
語

解
説

等
媒

体
化

事
業

(３
)事

業
実

施
の

効
率

化
に

か
か

る
業

務
(４

)自
治

体
・民

間
団

体
等

に
よ

る
多

言
語

整
備

へ
の

補
助

国
立
公
園
等
多
言
語
解
説
等
整
備
事
業

令
和
6年
度
予
算

14
.5
億
円
（
4.
0億
円
）

（
拡
充
）
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No. ⑧-13  
R６当初予算 

R５補正予算 

21.4 億円の内数 

― 

事業名 
国立公園等資源整備事業費補助金（国立公園利

用拠点滞在環境等上質化事業） 
府省庁名 環境省 

概 要 
国立公園内の利用拠点滞在環境の上質化に資する整備等を行い、外国人訪問者の国立公

園における体験滞在の満足度を向上させる事業 

支援対象 
地方公共団体、協議会等、民間事業

者等 
補助率 １／２、２／３ 

対象事業 

〇利用拠点計画策定 

〇廃屋撤去 

 民間事業者の導入を前提とした廃屋の撤去 

〇インバウンド機能向上 

 Wi-Fi、多言語サイン、トイレ洋式化 

〇文化的まちなみ改善事業 

 地域文化が体験できるようなまちなみ改善に係る外観、外構修景等 

〇既存施設観光資源化促進事業 

 施設の機能転換または強化のための内装及び設備整備 

〇ワーケーション受入れ事業 

 ワーケーションの実施を前提とした内装及び設備整備 

〇引き算の景観改善 

 景観改善のための無電柱化、通計伐採 

〇自然景観地の核心地の上質化事業 

 公園内の核心地に位置する展望所・休憩所・山小屋など利用施設の改修 

支援内容 自治体が作成する利用拠点計画等に基づく上記事業に対して支援 

離島での 
実績 

― 

備 考  

担当部署 環境省自然環境局国立公園課 

連絡先 ０３―５５２１－８２７９ 

参照 HP https://www.env.go.jp/nature/np/ryokakuzei00/index.html 

 

326



【機
密
性
２
】

※
機
密
性
は
以
下
を
参
考
に
、
適
切
に
変
更
・表
示
し
、
以
下
の
記
述
を
削
除
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
取
扱
制
限
等
（例
１
：関
係
者
限
り
、
例
２
：
公
表
ま
で
の
間
）に
つ
い
て
は
必
要
に
応
じ
て
追
加
し
て
く
だ
さ
い
。

秘
密
文
書
相
当
、
機
微
な
個
人
情
報
を
含
む
場
合
は
【機
密
性
３
】
／
公
開
を
前
提
と
し
な
い
場
合
は
【
機
密
性
２
】
（公
開
前
の
案
の
段
階
な
ど
も
含
む
）
／
公
開
可
能
な
場
合
は
【
機
密
性
１
】

国
立
公
園
利
用
拠
点
滞
在
環
境
等
上
質
化
事
業

令
和
６
年
度
予
算

2
1
.4
億
円
（
1
6
.8
億
円
）

【
効
果
】

外
国

人
旅

行
者

の
満

足
度

向
上

、
滞

在
時

間
、
リ
ピ

ー
タ

ー
増

加

【
事
業
実
施
ス
キ
ー
ム
】

直
轄

事
業

（
Ⅱ

①
の

み
）

、
補

助
事

業
（

補
助

率
：

1
/2

、
2
/3

（
Ⅰ

利
用

拠
点

整
備

改
善

計
画

を
策

定
す

る
場

合
）

）

【
事
業
内
容
】

Ⅰ
 利

用
拠

点
計

画
策

定
地

元
自

治
体

（
都

道
府

県
、
市

町
村

）
が

主
体

と
な

り
、
環

境
省

や
既

存
民

間
事

業
者

等
と
協

議
し

て
策

定

⑥
引

き
算

の
景

観
改

善
利

用
拠

点
の

景
観

改
善

の
た

め
の

無
電

柱
化

、
通

景
伐

採
及

び
駐

車
場

舗
装

面
の

緑
地

化
。⑤

ワ
ー

ケ
ー

シ
ョ
ン

受
入

事
業

支
援

ワ
ー

ケ
ー

シ
ョ
ン

の
実

施
を

前
提

と
し

た
内

装
及

び
設

備
整

備

（
体

験
・学

習
ツ

ア
ー

と
連

携
し

て
実

施
）

②
イ

ン
バ

ウ
ン

ド
機

能
向

上
W

i-
F
i、

多
言

語
サ

イ
ン

、
ト

イ
レ

洋
式

化

＜
継

続
＞

④
既

存
施

設
の

観
光

資
源

化
利

用
が

停
止

又
は

利
用

機
会

が
減

少
し

た
施

設
の

イ
ン

バ
ウ

ン
ド

受
入

環
境

整
備

を
前

提
と
し

た
施

設
の

機
能

転
換

ま
た

は
強

化
の

た
め

の
内

装
及

び
設

備

(文
化

資
源

活
用

ま
た

は
体

験
・学

習
ツ

ア
ー

と
連

携
し

て
実

施
）

③
ま

ち
な

み
の

改
善

地
域

文
化

が
体

感
で

き
る

ま
ち

な
み

改
善

①
廃

屋
の

撤
去

民
間

事
業

者
の

導
入

を
前

提
と
し

た
撤

去

Ⅱ 事 業 Ⅲ
自

然
景

観
地

の
核

心
地

の
上

質
化

事
業

公
園

内
の

核
心

地
に

位
置

す
る

展
望

所
・休

憩
所

な
ど
の

利
用

施
設

の
改

修

【背
景
】

国
立

公
園

の
利

用
拠

点
で

は
、
イ

ン
バ

ウ
ン

ド
対

応
や

個
人

旅
行

な
ど
旅

行
ニ

ー
ズ

の
変

化
へ

の
対

応
が

遅
れ

、
廃

屋
化

し
た

建
物

が
自

然
の

魅
力

を
著

し
く

妨
げ

て
い

る
。
ま

た
、
自

然
環

境
と
地

域
独

自
の

文
化

資
産

が
相

ま
っ
た

魅
力

を
旅

行
者

が
体

感
で

き
て

い
な

い
。

【課
題
・
事
業
目
的
】

国
立

公
園

は
、
良

好
な

自
然

環
境

、
日

本
的

な
文

化
や

人
の

営
み

の
特

徴
な

ど
、
旅

行
者

を
惹

き
付

け
る

ポ
テ

ン
シ

ャ
ル

を
有

し
て

い
る

。
イ

ン
バ

ウ
ン

ド
の

再
開

を
踏

ま
え

、
国

立
公

園
の

美
し

い
自

然
の

中
で

の
感

動
体

験
を

柱
と
し

た
滞

在
型

・高
付

加
価

値
観

光
を

推
進

す
る

た
め

、
イ

ン
バ

ウ
ン

ド
の

本
物

の
価

値
、
体

験
型

な
ど
の

多
様

な
ニ

ー
ズ

へ
対

応
し

、
自

然
環

境
と
地

域
独

自
の

文
化

資
産

が
相

ま
っ
た

魅
力

を
提

供
で

き
る

滞
在

環
境

整
備

を
進

め
て

い
くこ

と
が

必
要

。
そ

の
た

め
、
利

用
拠

点
に

お
け

る
計

画
に

基
づ

く景
観

改
善

事
業

等
を

引
き

続
き

推
進

す
る

必
要

が
あ

る
。

撤
去

前
の

廃
屋

（
大

山
隠

岐
国

立
公

園
）
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No. ⑧-14 
 R６当初予算 

R５補正予算 

100 百万円 

400 百万円 

事業名 特定外来生物防除等対策事業 府省庁名 環境省 

概 要 

地方公共団体が取り組む特定外来生物の防除や、総合的な外来種対策を進めるための戦

略の策定、外来種リスト等の策定に向けた調査・検討等について、交付金により支援し、

特定外来生物の分布拡大の抑制や根絶、生態系等に係る被害の防止・低減を実現する。 

支援対象 地方公共団体 補助率 1/2 以内又は定額 

対象事業 

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に向けて、地方公共団体が主体的に取り

組む下記の事業について、交付金により支援を行う。 

 （１）特定外来生物防除事業（交付率 1/2 以内） 

 （２）特定外来生物早期防除計画策定事業（定額、上限 250 万円※） 

 （３）外来種対策戦略検討等事業（定額、上限 250 万円※） 

  ※ただし、定額を超える事業費分は 1/2 以内。 

支援内容 

（１）特定外来生物の防除 

（２）個別種の早期防除計画策定（調査、防除の実施等） 

 ※（１）及び（２）について 

  ①都道府県・市町村が自ら行う防除事業 

  ②市町村・民間団体が行う防除に対する都道府県補助、民間団体が行う防除に対する市町村の補助 

（３）外来種対策全般の総合戦略策定、対策を行うべき 外来種のリスト化に必要な調

査・検討等 

離島での 
実績 

長崎県対馬市 

備 考  

担当部署 環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室   

連絡先 03-5521-8344 

参照 HP https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/zaiseishien.html 
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お
問
合
せ
先
：

2
. 
事
業
内
容

3
. 
事
業
ス
キ
ー
ム

1
. 
事
業
目
的

■
実
施
期
間

■
事
業
形
態

4
. 

地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
外
来
生
物
対
策
へ
の
支
援
（
外
来
生
物
対
策
管
理
事
業
費
）

事
業
イ
メ
ー
ジ

交
付
金
（
交
付
率
は

1
/2
以
内
又
は
定
額
）

令
和
４
年
５
月
に
「
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法

律
」
の
一
部
改
正
法
が
成
立
し
、
令
和
５
年
４
月
に
施
行
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
都
道
府

県
は
、
我
が
国
に
定
着
し
た
特
定
外
来
生
物
の
被
害
防
止
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
、
市
町
村

は
そ
れ
に
努
め
る
こ
と
が
責
務
と
な
っ
た
。
加
え
て
、
同
法
に
基
づ
き
、
国
は
地
方
公
共
団

体
に
お
け
る
施
策
の
支
援
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
責
務
と
な
っ
た
。

同
法
に
基
づ
く
こ
れ
ら
の
責
務
規
定
を
踏
ま
え
、
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係

る
被
害
の
防
止
に
向
け
て
、
地
方
公
共
団
体
が
主
体
的
に
取
り
組
む
下
記
の
事
業
に
つ
い
て
、

交
付
金
に
よ
り
支
援
を
行
う
。

（
１
）
特
定
外
来
生
物
防
除
事
業
（
交
付
率

1
/2
以
内
）

（
２
）
特
定
外
来
生
物
早
期
防
除
計
画
策
定
事
業
（
定
額
、

2
5
0
万
円
※
）

（
３
）
外
来
種
対
策
戦
略
検
討
等
事
業
（
定
額
、

2
5
0
万
円
※
）

※
た
だ
し
、
定
額
を
超
え
る
事
業
費
分
は

1
/2
以
内
。

地
方
公
共
団
体
が
取
り
組
む
特
定
外
来
生
物
の
防
除
や
、
総
合
的
な
外
来
種
対
策
を
進
め
る
た
め
の
戦
略
の
策
定
、
外
来
種
リ
ス
ト
等
の
策

定
に
向
け
た
調
査
・
検
討
等
に
つ
い
て
、
交
付
金
に
よ
り
支
援
し
、
特
定
外
来
生
物
の
分
布
拡
大
の
抑
制
や
根
絶
、
生
態
系
等
に
係
る
被
害

の
防
止
・
低
減
を
実
現
す
る
。

地
方
公
共
団
体
が
取
り
組
む
特
定
外
来
生
物
の
防
除
等
を
支
援
し
ま
す
。

【
令
和
６
年
度
予
算
額

1
0
0
百
万
円
】

地
方
公
共
団
体

令
和
５
年
度
～

環
境
省
自
然
環
境
局
野
生
生
物
課
外
来
生
物
対
策
室

電
話
：

0
3

-5
5

2
1

-8
3

4
4

■
交
付
対
象

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
被
害
の
防
止
、

分
布
拡
大
の
抑
制
・
根
絶
、
生
態
系
の
回
復

国

都
道
府
県

市
町
村

（
１
）
特
定
外
来
生
物
の
防
除

（
２
）
個
別
種
の
早
期
防
除
計
画
策
定
（
調
査
、
防
除
の
実
施
等
）

※
（
１
）
及
び
（
２
）
に
つ
い
て

①
都
道
府
県
・
市
町
村
が
自
ら
行
う
防
除
事
業

②
市
町
村
・
民
間
団
体
が
行
う
防
除
に
対
す
る
都
道
府
県
補
助
、
民
間
団

体
が
行
う
防
除
に
対
す
る
市
町
村
の
補
助

（
３
）
外
来
種
対
策
全
般
の
総
合
戦
略
策
定
、
対
策
を
行
う
べ
き

外
来
種
の
リ
ス
ト
化
に
必
要
な
調
査
・
検
討
等

市
町
村
・

民
間
団
体

民
間
団
体

※
(1
)②

、
(2

)②
の
場
合

交
付
金

½
以
内
又
は
定
額

※
(1
)①

、
(2

)①
、

(3
)の

場
合

【
令
和
５
年
度
補
正
予
算
額

 4
0
0
百
万
円
】
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No. ⑧-15 
 R６当初予算 

R５補正予算 

8,235 百万円の内数 

4,786 百万円の内数 

事業名 自然公園等事業等 府省庁名 環境省 

概 要 

国立公園等において、自然環境の保全や消失・変容した自然生態系の再生を図るととも

に、自然との多様なふれあいを推進するための施設整備等を実施する。また、地方公共

団体が実施する国立・国定公園等の整備事業等を支援する。 

支援対象 地方公共団体 補助率 １／２、４５／１００ 

対象事業 

①国立・国定公園整備 

公園事業として実施する道路（車道、自転車道、歩道）、橋、広場、園地、避難小屋、休

憩所、野営場、駐車場、桟橋、給水施設、排水施設、公衆便所、博物展示施設、植生復元

施設、動物繁殖施設、砂防施設、防火施設、自然再生施設 等 

※国立公園においては、地方自治体が所有する公園利用施設の国際化対応、老朽化対策

のための施設整備を対象とする。 

※国立公園整備については、動物繁殖施設は対象外 

②国立公園及び国定公園区域外の整備 

・長距離自然歩道整備計画に基づく施設、生態系維持回復事業計画に基づく施設 

・平成 18 年度までに着手している国指定鳥獣保護区における自然再生施設 

※国定公園等整備事業として実施 

③国立公園施設の長寿命化対策整備 

個別施設ごとの長寿命化計画を策定し、地方公共団体が予防保全型管理を行う既存の国

立公園施設（対象は上記①の国立公園整備に同じ） 

支援内容 

〇交付限度額 

国立公園整備事業、長寿命化対策整備事業の場合 事業費の 1/2 

国定公園等整備事業の場合 事業費の 45/100 

離島での 
実績 

北海道（焼尻島）、東京都（伊豆大島）、新潟県（佐渡島）、鹿児島県（屋久島）等 

備 考  

担当部署 環境省自然環境局自然環境整備課 

連絡先 03-5521-8281 

参照 HP https://www.env.go.jp/content/000125909.pdf 
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お
問
合
せ
先
：

2
. 
事
業
内
容

3
. 
事
業
ス
キ
ー
ム

1
. 
事
業
目
的

■
実
施
期
間

■
事
業
形
態

4
. 

自
然
公
園
等
事
業
等

事
業
イ
メ
ー
ジ

請
負
事
業

/交
付
金
事
業
（
国
立
公
園

5
0
%

 国
立
公
園
以
外

4
5
%
）

政
府
の
重
要
課
題
で
あ
る
「
自
然
と
人
間
が
共
生
す
る
社
会
」
の
実
現
の
た
め
に
は
、

国
立
公
園
等
の
優
れ
た
自
然
風
景
地
等
の
保
護
と
利
用
を
図
り
、
安
全
で
快
適
な
自
然
と
の

ふ
れ
あ
い
の
場
の
提
供
が
必
要
。
そ
の
た
め
に
、
国
立
公
園
、
国
民
公
園
等
に
お
け
る
施
設

整
備
や
自
然
再
生
等
の
事
業
、
長
寿
命
化
対
策
を
実
施
し
、
国
立
・
国
定
公
園
等
に
お
い
て

地
方
公
共
団
体
が
行
う
施
設
整
備
等
の
事
業
に
つ
い
て
支
援
し
ま
す
。

・
自
然
公
園
等
の
利
用
施
設
の
整
備
、
国
が
整
備
し
た
施
設
等
の
維
持
管
理

・
国
立
公
園
で
の
自
然
再
生
事
業
、
生
態
系
維
持
回
復
事
業
、

国
指
定
鳥
獣
保
護
区
で
の
保
全
事
業
（
ネ
イ
チ
ャ
ー
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
）

・
自
然
公
園
等
施
設
に
お
け
る
炭
素
削
減
等
の
気
候
変
動
、
防
災
・
減
災
対
策
（
国
土
強
靱
化
）

・
国
立
・
国
定
公
園
等
で
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
施
設
整
備
等
の
支
援
（
交
付
金
）

・
自
然
環
境
等
施
設
長
寿
命
化
対
策
に
係
る
計
画
策
定
、
改
修
工
事

・
国
立
公
園
で
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
自
然
環
境
等
施
設
長
寿
命
化
対
策
の
支
援

①
国
立
公
園
等
の
保
護
及
び
利
用
上
重
要
な
事
業
の
実
施
並
び
に
国
民
公
園
等
の
施
設
の
整
備
・
維
持
管
理
の
実
施

②
国
立
公
園
等
の
利
用
環
境
の
向
上
（
外
客
等
受
入
環
境
整
備
含
）
に
よ
る
地
域
経
済
回
復
及
び
国
民
生
活
向
上
へ
の
貢
献

③
自
然
公
園
等
施
設
に
お
け
る
炭
素
削
減
及
び
近
年
の
気
候
変
動
に
よ
る
災
害
激
甚
化
へ
対
応
す
る
た
め
の
防
災
・
減
災
対
策

④
国
立
公
園
等
で
の
自
然
環
境
の
保
全
や
消
失
・
変
容
し
た
自
然
生
態
系
の
再
生
（
ネ
イ
チ
ャ
ー
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
）

⑤
施
設
の
予
防
保
全
型
管
理
水
準
の
向
上
、
中
長
期
的
な
視
点
に
立
っ
た
効
率
的
な
施
設
の
管
理
の
実
施

国
立
公
園
等
の
優
れ
た
自
然
風
景
地
の
保
護
と
安
全
で
快
適
な
利
用
の
推
進
、
中
長
期
的
な
視
点
に
よ
る
施
設
管
理
を
図
り
ま
す
。

【
令
和
６
年
度
予
算
額

8
,2

3
5
百
万
円
（

8
,2

3
5
百
万
円
）
】

【
令
和

5
年
度
補
正
予
算
額

4
,7

8
6
百
万
円
】

請
負
事
業
：
民
間
団
体
、
交
付
金
事
業
：
地
方
自
治
体

平
成
６
年
度
～

環
境
省
自
然
環
境
局
自
然
環
境
整
備
課
、
総
務
課
、
国
立
公
園
課
、
自
然
環
境
計
画
課
、
野
生
生
物
課

電
話
：

0
3

-5
5

2
1

-8
2

8
1

■
請
負
先
・
交
付
対
象

事
例
２
：
国
立
公
園
拠
点
施
設
整
備
に
よ
る
利
用
環
境
の
向
上

ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー

整
備

事
例
１
：
国
立
公
園
の
保
護
及
び
利
用
上
重
要
な
施
設
の
整
備

ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
、

標
識
の
整
備

事
例
３
：
国
立
公
園
施
設
の
強
靱
化

歩
道
の
整
備
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No. ⑧-16  
R６当初予算 

R５補正予算 

0.9 億円 

― 

事業名 国立・国定公園の海域適正管理強化事業費 府省庁名 環境省 

概 要 
地域の自然状況を熟知した地元の民間事業者等を活用し、官民一体となり海域地区の環

境保全活動を推進する。 

支援対象 
― 

（請負事業として実施） 
補助率 ― 

対象事業 

○オニヒトデ等食害生物の駆除に関する業務 

生態系被害をもたらす外来種等の防除を行うもの（例：オニヒトデ、シロレイシガイダ

マシ、アイゴ等） 

○保全対象生物のモニタリング関する業務 

保全対象となっている生物のモニタリングを行うもの。特に過去調査を実施していな

い期間が長いもの。（例：サンゴ、指定動植物等のモニタリング（海域におけるゴミ対策

による変化等含む）） 

○ウミガメ・海鳥繁殖地保全に関する業務 

ウミガメの産卵地や、海鳥の繁殖地の保全のために必要な調査等を行うもの（例：ウミ

ガメや海鳥のモニタリング（海域におけるゴミ対策による変化等含む）） 

○利用の軋轢の解消に関する業務 

協議会等の設置や現地調査等、利用の軋轢の解消に必要な調整等を行うもの（例：動物

を観察するための船の接近による動物への影響や水上バイクと海水浴等利用エリアの重

複による事故の発生等の可能性があるケース等への対策） 

○海域公園地区の区域表示管理に関する業務 

海域公園地区の区域を明示するブイや看板等の設置に係る必要な調査等を行うもの。 

支援内容 国立公園等において上記事業を地元民間事業者等を活用しながら実施 

離島での 
実績 

令和５年度 天売島（北海道）、屋久島（鹿児島県）など 

備 考  

担当部署 環境省自然環境局国立公園課 

連絡先 ０３―５５２１－８２７８ 

参照 HP  
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お
問
合
せ
先
：

2
. 
事
業
内
容

3
. 
事
業
ス
キ
ー
ム

1
. 
事
業
目
的

■
実
施
期
間

■
事
業
形
態

4
. 

国
立
公
園
等
管
理
等
事
業
費

（
７
）
国
立
・
国
定
公
園
の
海
域
適
正
管
理
強
化
事
業
費

国
立
・
国
定
公
園
の
海
域
の
う
ち
、
サ
ン
ゴ
等
の
優
れ
た
景
観
を
有
す
る
地
区
を
対
象
に
指
定
す
る
海
域
公
園
地
区
に
つ
い
て
、

2
0
3
0

年
度
ま
で
に
陸
域
と
海
域
の

3
0
％
以
上
を
保
全
す
る
国
際
・
国
内
目
標
（

3
0
b
y
3
0
目
標
）
に
適
合
す
る
海
域
と
す
る
た
め
、
保
護
と
利
用

の
両
立
を
目
的
と
し
た
優
れ
た
管
理
体
制
の
確
立
や
効
果
的
な
管
理
手
法
を
導
入
し
て
対
策
を
行
う
。

優
れ
た
管
理
体
制
の
確
立
や
効
果
的
な
管
理
手
法
の
導
入
に
よ
り
、
海
域
公
園
地
区
等
の
指
定
や
適
正
管
理
を
推
進
し
ま
す
。

当

【
令
和
６
年
度
予
算
額

8
7
百
万
円
（

8
7
百
万
円
）
】

＜
背
景
＞

国
立
・
国
定
公
園
の
海
域
の
う
ち
、
サ
ン
ゴ
、
干
潟
、
藻
場
、
岩
礁
帯
等
の
優
れ
た
景

観
を
有
す
る
海
域
公
園
地
区
は
地
域
の
重
要
な
観
光
資
源
に
な
っ
て
い
る
が
、
オ
ニ
ヒ
ト

デ
の
大
発
生
に
よ
る
サ
ン
ゴ
の
食
害
等
に
よ
り
生
態
系
の
破
壊
が
進
ん
で
い
る
。

【
事
業
概
要
】

国
立
・
国
定
公
園
の
海
域
等
に
お
い
て
、
地
元
住
民
等
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
民
間
事

業
者
等
を
活
用
し
、
官
・
民
一
体
と
な
り
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
迅
速
で
海
域
地
区
の

環
境
保
全
活
動
を
推
進
す
る
。

【
期
待
さ
れ
る
効
果
】

生
態
系
の
維
持
回
復
の
た
め
の
総
合
的
な
取
組
に
よ
り
生
物
多
様
性
保
全
、
海
域
公
園

等
の
適
正
管
理
や
利
用
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
が
図
ら
れ
る
。

環
境
省

自
然
環
境
局

国
立
公
園
課

電
話

0
3

-5
5

2
1

-8
2

7
7

請
負
事
業

民
間
事
業
者
・
団
体
／
公
園
管
理
団
体
／
非
営
利
団
体

平
成

2
0
年
度
～

■
請
負
先

事
業
イ
メ
ー
ジ

○
実
施
形
態 国

民
間
団
体
等

請
負

具
 

体
 

的
 

な
 

活 動
 

例

ウ
ミ
ガ
メ
の
卵
巣
の
保

護
方
法
の
検
討

サ
ン
ゴ
礁
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

（
コ
ド
ラ
ー
ト
調
査
）

ウ
ミ
ガ
メ
等
海
洋
生
態
系
保

全
（
海
岸
清
掃
）

オ
ニ
ヒ
ト
デ
駆
除

結
果
の
報
告
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